
 

 

 

 

令 和 ６ 年 第 １ 回 

            　　    　予算特別委員会等記録
沖縄県議会(定例会)  
 

 

 

 

自 　 令和６年３月１日  

至 　 令和６年３月 25日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖  縄  県  議  会



目　　　　　次 

　１　審査日程　………………………………… １ 

 

第１号（３月１日）　…………………………… ２ 

　１　委員長の互選　…………………………… ３ 

　２　副委員長の互選　………………………… ４ 

　３　予算特別委員会運営要領について　…… ４ 

　４　理事の選任　……………………………… ４ 

 

第２号（３月４日）　…………………………… 14 

　１　令和５年度沖縄県一般会計及び特別 

　　　会計補正予算の説明　…………………… 15 

　２　令和５年度沖縄県病院事業会計補正 

　　　予算の説明　……………………………… 17 

　３　令和５年度沖縄県流域下水道事業会 

　　　計補正予算の説明　……………………… 17 

  ４　令和５年度沖縄県一般会計及び特別 

　　　会計補正予算に対する質疑  …………… 17 

小　渡　良太郎　……………………… 17 

西　銘　啓史郎　……………………… 21 

大　浜　一　郎　……………………… 26 

呉　屋　　　宏　……………………… 31 

仲　田　弘　毅　……………………… 36 

平　良　昭　一　……………………… 38 

仲宗根　　　悟　……………………… 42 

崎　山　嗣　幸　……………………… 43 

島　袋　恵　祐　……………………… 46 

玉　城　武　光　……………………… 50 

比　嘉　瑞　己　……………………… 51 

大　城　憲　幸　……………………… 55 

上　原　　　章　……………………… 58 

 

第３号（３月５日）　…………………………… 63 

　１　甲第25号議案から甲第38号議案まで 

の採決　…………………………………… 63 

　２　予算特別委員会議案処理一覧表  ……… 64 

 

第４号（３月７日）　…………………………… 66 

　１　令和６年度予算の概要説明　…………… 67 

　２　令和６年度予算の概要に対する質疑　… 69 

西　銘　啓史郎　……………………… 69 

山　里　将　雄　……………………… 71 

仲宗根　　　悟　……………………… 73 

比　嘉　瑞　己　……………………… 75 

大　城　憲　幸　……………………… 78 

上　原　　　章　……………………… 80 

 

総務企画委員会　第３号（３月８日）　……… 85 

　１　令和６年度予算の説明　………………… 85 

　　　　知事公室  ……………………………… 85 

　　　　総務部　………………………………… 86 

　　　　公安委員会　…………………………… 87 

　２　令和６年度予算に対する質疑　………… 88 

島　尻　忠　明　……………………… 88 

仲　村　家　治　……………………… 90 

花　城　大　輔　……………………… 93 

仲　田　弘　毅　……………………… 97 

山　里　将　雄　………………………101 

当　山　勝　利　………………………104 

國　仲　昌　二　………………………110 

平　良　昭　一  ………………………113 

西　銘　純　恵　………………………117 

渡久地　　　修　………………………122 

當　間　盛　夫　………………………126 

 

経済労働委員会　第２号（３月８日）　………132 

　１　令和６年度予算の説明　…………………132 

労働委員会事務局　……………………132 

　２　令和６年度予算に対する質疑　…………133 

金　城　　　勉　………………………133 

　３　令和６年度予算の説明　…………………134 

農林水産部　……………………………134 

　４　令和６年度予算に対する質疑　…………135 

西　銘　啓史郎　………………………135 

島　袋　　　大　………………………139 

中　川　京　貴　………………………142 

上　里　善　清　………………………145 

山　内　末　子　………………………147 

次呂久　成　崇　………………………152 

仲　村　未　央　………………………153 

玉　城　武　光　………………………156 

大　城　憲　幸　………………………159 

金　城　　　勉　………………………163 

　


文教厚生委員会　第３号（３月８日）　………168 

　１　令和６年度予算の説明　…………………168 

子ども生活福祉部　……………………168 



保健医療部　……………………………171 

　４　令和６年度予算に対する質疑　…………173 

小　渡　良太郎　………………………173 

新　垣　淑　豊　………………………176 

石　原　朝　子　………………………181 

比　嘉　京　子　………………………186 

喜友名　智　子　………………………195 

仲宗根　　　悟　………………………197 

玉　城　ノブ子　………………………200 

瀬　長　美佐雄　………………………204 

上　原　　　章　………………………210 

 

土木環境委員会　第３号（３月８日）　………213 

　１　令和６年度予算の説明　…………………213 

　　　　土木建築部　……………………………213 

　２　令和６年度予算に対する質疑　…………215 

下　地　康　教　………………………215 

座　波　　　一　………………………219 

呉　屋　　　宏　………………………222 

玉　城　健一郎　………………………225 

崎　山　嗣　幸　………………………227 

新　垣　光　栄　………………………231 

島　袋　恵　祐　………………………233 

比　嘉　瑞　己　………………………236 

照　屋　守　之　………………………240 

 

総務企画委員会　第４号（３月11日）　………245 

　１　令和６年度予算の説明　…………………245 

　　　　企画部　…………………………………245 

　　　　出納事務局　……………………………246 

　　　　監査委員事務局　………………………247 

　　　　人事委員会事務局　……………………247 

　　　　議会事務局　……………………………248 

　２　令和６年度予算に対する質疑　…………249 

山　里　将　雄　………………………249 

当　山　勝　利　………………………252 

國　仲　昌　二　………………………257 

平　良　昭　一　………………………261 

西　銘　純　恵　………………………264 

渡久地　　　修　………………………269 

當　間　盛　夫　………………………272 

仲　村　家　治　………………………276 

仲　田　弘　毅　………………………277 

　３　予算調査報告書記載内容等について　…280 

 

経済労働委員会　第３号（３月11日）　………283 

　１　令和６年度予算の説明　…………………283 

商工労働部　……………………………283 

　２　令和６年度予算に対する質疑　…………285 

上　里　善　清　………………………285 

山　内　末　子　………………………288 

次呂久　成　崇　………………………291 

玉　城　武　光　………………………292 

大　城　憲　幸　………………………295 

金　城　　　勉　………………………299 

新　垣　　　新　………………………301 

西　銘　啓史郎　………………………303 

中　川　京　貴　………………………306 

　３　令和６年度予算の説明　…………………307 

文化観光スポーツ部　…………………307 

　４　令和６年度予算に対する質疑　…………309 

上　里　善　清　………………………309 

山　内　末　子　………………………311 

次呂久　成　崇　………………………312 

仲　村　未　央　………………………315 

玉　城　武　光　………………………318 

大　城　憲　幸　………………………320 

金　城　　　勉　………………………321 

新　垣　　　新　………………………323 

西　銘　啓史郎　………………………326 

島　袋　　　大　………………………330 

　５　予算調査報告書記載内容等について　…331 

 

文教厚生委員会　第４号（３月11日）　………334 

　１　令和６年度予算の説明　…………………334 

病院事業局　……………………………334 

　２　令和６年度予算に対する質疑　…………335 

比　嘉　京　子　………………………335 

喜友名　智　子　………………………342 

仲宗根　　　悟　………………………345 

玉　城　ノブ子　………………………345 

瀬　長　美佐雄　………………………346 

上　原　　　章　………………………348 

小　渡　良太郎　………………………349 

新　垣　淑　豊　………………………350 

石　原　朝　子　………………………351 

　３　令和６年度予算の説明　…………………352 

教育委員会　……………………………352 

　４　令和６年度予算に対する質疑　…………353 

比　嘉　京　子　………………………353 

喜友名　智　子　………………………356 

仲宗根　　　悟　………………………358 



玉　城　ノブ子　………………………360 

瀬　長　美佐雄　………………………362 

上　原　　　章　………………………364 

小　渡　良太郎　………………………366 

新　垣　淑　豊　………………………368 

石　原　朝　子　………………………370 

　３　予算調査報告書記載内容等について　…372 

 

土木環境委員会　第４号（３月11日）　………375 

　１　令和６年度予算の説明　…………………375 

　　　　環境部　…………………………………375 

　　　　企業局　…………………………………376 

　２　令和６年度予算に対する質疑　…………377 

玉　城　健一郎　………………………377 

新　垣　光　栄　………………………379 

崎　山　嗣　幸　………………………382 

島　袋　恵　祐　………………………386 

比　嘉　瑞　己　………………………390 

照　屋　守　之　………………………394 

下　地　康　教　………………………398 

座　波　　　一　………………………399 

呉　屋　　　宏　………………………403 

　３　予算調査報告書記載内容等について　…407 

 

第５号（３月14日）　……………………………410 

　１　総括質疑の方法等について　……………410 

 

第６号（３月18日）　……………………………413 

　１　知事等に対する質疑（総括）　…………413 

花　城　大　輔　………………………413 

呉　屋　　　宏　………………………417 

島　袋　恵　祐　………………………420 

玉　城　武　光　………………………423 

大　城　憲　幸　………………………425 

上　原　　　章　………………………427 

 

第７号（３月25日）　……………………………430 

　１　甲第１号議案の採決　……………………431 

　２　甲第１号議案に対する附帯決議　………431


　３　甲第２号議案から甲第24号議案まで


　　　の採決　……………………………………431


　４　予算特別委員会議案処理一覧表  ………432 

 

巻末資料 

　各常任委員長からの予算調査報告書　………436 



別紙２

予算議案の審査日程

年 月 日 曜 日 時 間 事 項 関係室部局等

令 和 ６ 年 金 本 会 議 予算特別委員会
３ 月 １ 日 及 び 各 ・委員長及び副委員長の互選

委 員 会 ・委員会運営要領の件
終 了 後 ・理事の選任

・各常任委員会に対する調査依頼の件（令和６
年度当初予算）

３ 月 ４ 日 月 午前10時 予算特別委員会 総 務 部 長
・令和５年度補正予算審査 土 木 建 築 部 長

病 院 事 業 局 長
関 係 室 部 局

３ 月 ５ 日 火 常任委員会 予算特別委員会
終 了 後 ・令和５年度補正予算採決

３ 月 ７ 日 木 午前10時 本会議
・令和５年度補正予算委員長報告・採決

本 会 議 予算特別委員会 総 務 部 長
終 了 後 ・令和６年度当初予算の概要説明及び質疑 関 係 室 部 局

（出納事務局及び
各委員会事務局を
除く）

３ 月 ８ 日 金 午前10時 各常任委員会 関 係 室 部 局
・所管事務に係る予算議案の調査

３月 1 1日 月 午前10時 各常任委員会 関 係 室 部 局
・所管事務に係る予算議案の調査

・予算調査報告書記載内容等についての協議

３月 1 2日 火 予算調査報告書整理日

３月 1 3日 水 予算特別委員への予算調査報告書の配付
（正午）

３月 1 4日 木 午前10時 予算特別委員会
・総括質疑の方法等についての協議

３月 1 5日 金 総括質疑通告締め切り
（正午）

３月 1 8日 月 午前10時 予算特別委員会 知 事 等
・総括質疑

３月 2 5日 月 午前10時 予算特別委員会
・令和６年度当初予算採決

３ 月 2 8日 木 午前10時 本会議
・令和６年度当初予算委員長報告・採決

令和５年度補正予算及び令和６年度当初予算審査
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令 和 ６  年 第 １ 回 

沖縄県議会（定例会）　　　　 

 

開会の日時、場所 

　年月日　　令和６年３月１日 (金曜日)  

　開　会　　午後７時44分 

　散　会　　午後８時２分 

　場　所　　第７委員会室 

本委員会に付託された事件 

　１　甲第１号議案 令和６年度沖縄県一般会計予

  算

 　２　甲第２号議案 令和６年度沖縄県農業改良資

  金特別会計予算

　３　甲第３号議案 令和６年度沖縄県小規模企業

 者等設備導入資金特別会計予

  算

　４　甲第４号議案 令和６年度沖縄県中小企業振

  興資金特別会計予算

　５　甲第５号議案 令和６年度沖縄県下地島空港

  特別会計予算

　６　甲第６号議案 令和６年度沖縄県母子父子寡

  婦福祉資金特別会計予算

　７　甲第７号議案 令和６年度沖縄県所有者不明

  土地管理特別会計予算

　８　甲第８号議案 令和６年度沖縄県沿岸漁業改

  善資金特別会計予算

　９　甲第９号議案 令和６年度沖縄県中央卸売市

  場事業特別会計予算

　10　甲第10号議案 令和６年度沖縄県林業・木材

  産業改善資金特別会計予算

　11　甲第11号議案 令和６年度沖縄県中城湾港（新

 港地区）臨海部土地造成事業

  特別会計予算

　12　甲第12号議案 令和６年度沖縄県宜野湾港整

  備事業特別会計予算

　13　甲第13号議案 令和６年度沖縄県国際物流拠

 点産業集積地域那覇地区特別

  会計予算

　14　甲第14号議案 令和６年度沖縄県産業振興基

  金特別会計予算

　15　甲第15号議案 令和６年度沖縄県中城湾港（新

 港地区）整備事業特別会計予

  算

　16　甲第16号議案 令和６年度沖縄県中城湾港マ

  リン・タウン特別会計予算

　17　甲第17号議案 令和６年度沖縄県駐車場事業

  特別会計予算

　18　甲第18号議案 令和６年度沖縄県中城湾港（泡

 瀬地区）臨海部土地造成事業

  特別会計予算

　19　甲第19号議案 令和６年度沖縄県公債管理特

  別会計予算

　20　甲第20号議案 令和６年度沖縄県国民健康保

  険事業特別会計予算

　21　甲第21号議案 令和６年度沖縄県病院事業会

  計予算

　22　甲第22号議案 令和６年度沖縄県水道事業会

  計予算

　23　甲第23号議案 令和６年度沖縄県工業用水道

  事業会計予算

　24　甲第24号議案 令和６年度沖縄県流域下水道

  事業会計予算

　25　甲第25号議案 令和５年度沖縄県一般会計補

  正予算（第８号）

　26　甲第26号議案 令和５年度沖縄県小規模企業

 者等設備導入資金特別会計補

  正予算（第１号）

　27　甲第27号議案 令和５年度沖縄県下地島空港

 特別会計補正予算（第２号）

　28　甲第28号議案 令和５年度沖縄県沿岸漁業改

 善資金特別会計補正予算（第

  １号）

　29　甲第29号議案 令和５年度沖縄県中央卸売市

 場事業特別会計補正予算（第

  １号）

　30　甲第30号議案 令和５年度沖縄県宜野湾港整

 備事業特別会計補正予算（第

  ２号）

　31　甲第31号議案 令和５年度沖縄県国際物流拠

 点産業集積地域那覇地区特別

  会計補正予算（第１号）

　32　甲第32号議案 令和５年度沖縄県中城湾港（新

 港地区）整備事業特別会計補

  正予算（第２号）

予算特別委員会記録（第１号）
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　33　甲第33号議案 令和５年度沖縄県中城湾港マ

 リン・タウン特別会計補正予

  算（第２号）

　34　甲第34号議案 令和５年度沖縄県中城湾港（泡

 瀬地区）臨海部土地造成事業

 特別会計補正予算（第１号）

　35　甲第35号議案 令和５年度沖縄県公債管理特

  別会計補正予算（第１号）

　36　甲第36号議案 令和５年度沖縄県国民健康保

 険事業特別会計補正予算（第

  １号）

　37　甲第37号議案 令和５年度沖縄県病院事業会

  計補正予算（第２号）

　38　甲第38号議案 令和５年度沖縄県流域下水道

事業会計補正予算（第２号）

委員の選任 

　令和６年３月１日、本委員会の委員は議長の指名

で次のとおり選任された。 

 　　　　　　小　渡　良太郎　　西　銘　啓史郎

 　　　　　　大　浜　一　郎　　呉　屋　　　宏

 　　　　　　花　城　大　輔　　島　袋　　　大

 　　　　　　仲　田　弘　毅　　山　里　将　雄

 　　　　　　照　屋　大　河　　比　嘉　京　子

 　　　　　　平　良　昭　一　　仲宗根　　　悟

 　　　　　　崎　山　嗣　幸　　島　袋　恵　祐

 　　　　　　玉　城　武　光　  比　嘉　瑞　己

 　　　　　　大　城　憲　幸　　上　原　　　章

 　　　　　　上　原　快　佐

本日の委員会に付した事件 

 １　委員長の互選

 ２　副委員長の互選

 ３　予算特別委員会運営要領について

 ４　理事の選任

委員長、副委員長の互選 

　令和６年３月１日、比嘉京子委員が委員長に、小

渡良太郎委員が副委員長に選任された。 

理事の選任 

　令和６年３月１日、仲宗根悟委員、比嘉瑞己委員、

上原快佐委員、西銘啓史郎委員及び大浜一郎委員が

理事に選任された。 

出席委員 

　委 員 長　比　嘉　京　子 

　副委員長　小　渡　良太郎 

　委　　員　西　銘　啓史郎　　大　浜　一　郎 

 　　　　　　呉　屋　　　宏　　花　城　大　輔

　　　　　　島　袋　　　大　　仲　田　弘　毅 

　　　　　　山　里　将　雄　　照　屋　大　河 

　　　　　　平　良　昭　一　　仲宗根　　　悟 

　　　　　　崎　山　嗣　幸　　島　袋　恵　祐 

　　　　　　玉　城　武　光　　比　嘉　瑞　己 

　　　　　　大　城　憲　幸　　上　原　　　章 

　　　　　　上　原　快　佐 

欠席委員 

　　　　　　なし 

 3ii4

○平良典子議会事務局政務調査課主幹　開会前に、

 事務局から説明いたします。

　予算特別委員会設置後、初めての委員会でありま

すので、委員長及び副委員長の互選を行う必要があ

 ります。

　委員長の互選に関する職務は、委員会条例第７条

第２項の規定により、年長の委員が行うことになっ

 ております。

 　出席委員中、仲田弘毅委員が年長者であります。

　よって、この際、仲田弘毅委員に委員長の互選に

 関する職務をお願いいたします。

 　仲田弘毅委員、委員長席に御着席願います。

 　　　（仲田弘毅委員、委員長席に着席）

○仲田弘毅年長委員　ただいまから、予算特別委員

 会を開会いたします。

　委員会条例第７条第２項の規定により、年長の私

 が委員長互選の職務を行います。

 　どうぞよろしくお願いいたします。

 　これより、委員長の互選を行います。

　委員長の互選は、指名推選による方法と投票によ

る方法がありますが、いずれの方法によるか御協議

 をお願いいたします。

 　休憩いたします。

       （休憩中に、互選の方法等について協議）

○仲田弘毅年長委員　再開いたします。 

　委員長の互選については、休憩中に御協議いたし

ましたとおり、指名推選によることとし、私から指

名したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○仲田弘毅年長委員　御異議なしと認めます。 

　よって、委員長には、比嘉京子委員を指名いたし
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 ます。

 　ただいまの指名に御異議ありませんか。

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○仲田弘毅年長委員　御異議なしと認めます。 

　よって、委員長には、比嘉京子委員が選任されま

 した。

　ただいま委員長が選任されましたので、委員長と

 交代いたします。

 　休憩いたします。

 　　　（休憩中に、年長委員退席。委員長着席）

○比嘉京子委員長　再開いたします。 

　このたび、委員各位の御推挙により、予算特別委

 員長に就任いたしました比嘉京子でございます。

　委員会の運営につきましては、公正・中立を旨と

し、円滑に進めてまいりたいと存じますので、委員

各位の御指導と御協力を賜りますよう、よろしくお

 願い申し上げます。

 　以上で、委員長の互選は終わりました。
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○比嘉京子委員長　次に、副委員長の互選を行いま

 す。

　副委員長の互選は、指名推選による方法と、投票

による方法がありますが、いずれの方法によるか御

 協議をお願いいたします。

 　休憩いたします。

       （休憩中に、互選の方法等について協議）

○比嘉京子委員長　再開いたします。 

　副委員長の互選については、休憩中に御協議いた

しましたとおり、指名推選によることとし、委員長

の私から指名したいと思いますが、これに御異議あ

 りませんか。

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○比嘉京子委員長　御異議なしと認めます。 

　よって、副委員長には、小渡良太郎委員を指名い

 たします。

 　ただいまの指名に御異議ありませんか。

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○比嘉京子委員長　御異議なしと認めます。 

　よって、副委員長には、小渡良太郎委員が選任さ

 れました。

　ただいま副委員長が選任されましたので、御挨拶

 を自席でお願いいたします。

○小渡良太郎委員  ただいま、皆様の御厚情で副委

 員長に選任されました小渡良太郎でございます。

　今期の最後にこの過分な役職を拝命することにな

りましたが、委員長をしっかり支えつつ皆様の御協

力も得ながら、委員会の円滑な運営に努めてまいり

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたし

 ます。

○比嘉京子委員長　以上で、副委員長の互選は終わ

 りました。
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○比嘉京子委員長　次に、予算特別委員会運営要領

 等についてを議題といたします。

 　休憩いたします。

　　　（休憩中に、事務局から予算特別委員会運営

要領案の概要説明後に、要領案について協

議を行った。） 

○比嘉京子委員長　再開いたします。 

 　お諮りいたします。

　予算特別委員会運営要領につきましては、休憩中

に御協議いただきましたとおり決することに御異議

 ありませんか。

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○比嘉京子委員長　御異議なしと認めます。 

 　よって、さよう決定いたしました。
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○比嘉京子委員長　次に、ただいま決定されました

予算特別委員会運営要領に基づき、理事５人の選任

 について御協議をお願いいたします。

 　休憩いたします。

 　　　（休憩中に、理事の選任について協議）

○比嘉京子委員長　再開いたします。 

 　理事５人の選任について、お諮りいたします。

　理事に仲宗根悟委員、比嘉瑞己委員、上原快佐委

員、西銘啓史郎委員及び大浜一郎委員の５人を指名

いたしたいと思いますが、これに御異議ありません

 か。

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○比嘉京子委員長　御異議なしと認めます。 

 　よって、さよう決定いたしました。

　理事の皆さんには、委員会の円滑な運営に御協力

 いただきますようお願い申し上げます。

 　以上で、予定の議題は全て終了いたしました。

 　委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

　次回は、３月４日月曜日午前10時から委員会を開

き、甲第25号議案から甲第38号議案までの令和５年

 度補正予算議案の審査を行います。

 　本日の委員会は、これをもって散会いたします。



予算特別委員会運営要領

この要領は、「予算議案の審査等に関する基本的事項（常任委員会に対する調査

依頼について）」（令和４年２月21日議会運営委員会決定）（以下「基本的事項」

という。）に定めるもののほか、予算特別委員会（以下「委員会」という。）の運

営及び審査等に関し必要な事項を下記のとおり定めることにより、委員会の円滑な

運営に資するものとする。

記

１ 委員会の開催場所

第７委員会室で行うものとする。

２ 委員席の配置

別紙１のとおりとする。

３ 審査日程

別紙２のとおりとする。ただし、審査の都合により必要があるときは、委員会に

諮り変更することができる。

４ 各常任委員会に対する調査依頼

⑴ 予算特別委員長（以下「委員長」という。）は、様式１により各常任委員長

に調査を依頼するものとする。

⑵ 各常任委員長は、調査終了後に様式２により予算調査報告書（以下「調査報

告書」という。）を委員長に提出するものとする。

⑶ 基本的事項５（４）に係る予算特別委員（以下「委員」という。）への調査

報告書の配付については、タブレットに格納するものとする。

５ 説明員

⑴ 補正予算の概要説明は総務部長、土木建築部長及び病院事業局長が行い、関係

室部局長出席の上、質疑を行うものとする。

⑵ 当初予算の概要説明は総務部長が行い、関係室部局長（会計管理者及び各種委

員会事務局長を除く）出席の上、大局的な観点から質疑を行うものとする。

６ 概要説明に対する質疑

⑴ 補正予算

① 質疑の時間は委員１人10分とする。

② 各委員の質疑の時間は、出席委員間で相互に譲渡することができるものと

する。その場合、譲渡をする委員はあらかじめ委員長に譲渡する時間及び譲

渡をされる委員について報告する。また、譲渡をする委員は譲渡をされた委

員が質疑をする間は着席しなければならないものとする。

③ 質疑の時間には、答弁時間は含まないものとする。

④ 質疑時間の終了５分前に１回、１分前に２回及び終了時に５回それぞれ電子音等

で報知する。
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⑤ 質疑は一問一答方式により、自席に着席したままで行うものとする。

⑥ 質疑の順序は多数会派順とする。

⑵ 当初予算

① 質疑は会派代表の委員１人が行うものとする。なお、質疑を行う会派は、委

員名を３月４日（月）の補正予算審査日の正午までに、政務調査課に報告する

ものとする。

② 質疑の時間は７分とする。

③ 質疑は大局的な観点から、予算編成の基本的な考え方、室部局の予算体系な

どについて行うものとし、資料は、「沖縄県一般会計予算（案）の概要」、

「当初予算（案）施策概要」、「当初予算（案）説明資料」及び「当初予算

（案）概要（部局別）」などを使用する。

④ そのほか、上記⑴③から⑥までの規定を準用する。

７ 総括質疑

⑴ 総括質疑の項目、方法、時間及び順序等は、委員会に諮って決定するものと

する。

⑵ 総括質疑の通告締切日時は、委員会において総括質疑を行う日の前日（県の休

日を除く。）の正午とし、様式３により政務調査課に提出するものとする。

８ 理事会

⑴ 理事会は、委員長、副委員長及び理事５人をもって構成する。

⑵ 理事は、委員会に諮って指名する。

⑶ 理事は、委員会の運営について委員長及び副委員長に協力し、委員間の連絡調

整に当たる。

⑷ 理事会は、総括質疑の項目、方法、時間及び順序等のほか、委員会運営の円

滑化及び効率化のために必要な事項等について協議を行うものとする。

雑 則

以上のほか、委員会の運営について必要な事項は、その都度委員会に諮って定め

るものとする。
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別紙１

上原　快佐
委員

比嘉　瑞己
委員

仲田　弘毅
委員

仲宗根　悟
委員

平良　昭一
委員

島袋　大
委員

花城　大輔
委員

呉屋　宏
委員

玉城　武光
委員

島袋　恵祐
委員

崎山　嗣幸
委員

上原　章
委員

大城　憲幸
委員

西銘　啓史郎
委員

小渡　良太郎
委員

議　会
事務局

説 明

比 嘉 京 子
委 員 長

照屋　大河
委員

山里　将雄
委員

大浜　一郎
委員

補　助
答弁席

員

（録音・計時）
議会事務局

委 員 席 の 配 置
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別紙２

予算議案の審査日程

年 月 日 曜 日 時 間 事 項 関係室部局等

令 和 ６ 年 金 本 会 議 予算特別委員会
３ 月 １ 日 及 び 各 ・委員長及び副委員長の互選

委 員 会 ・委員会運営要領の件
終 了 後 ・理事の選任

・各常任委員会に対する調査依頼の件（令和６
年度当初予算）

３ 月 ４ 日 月 午前10時 予算特別委員会 総 務 部 長
・令和５年度補正予算審査 土 木 建 築 部 長

病 院 事 業 局 長
関 係 室 部 局

３ 月 ５ 日 火 常任委員会 予算特別委員会
終 了 後 ・令和５年度補正予算採決

３ 月 ７ 日 木 午前10時 本会議
・令和５年度補正予算委員長報告・採決

本 会 議 予算特別委員会 総 務 部 長
終 了 後 ・令和６年度当初予算の概要説明及び質疑 関 係 室 部 局

（出納事務局及び
各委員会事務局を
除く）

３ 月 ８ 日 金 午前10時 各常任委員会 関 係 室 部 局
・所管事務に係る予算議案の調査

３月 1 1日 月 午前10時 各常任委員会 関 係 室 部 局
・所管事務に係る予算議案の調査

・予算調査報告書記載内容等についての協議

３月 1 2日 火 予算調査報告書整理日

３月 1 3日 水 予算特別委員への予算調査報告書の配付
（正午）

３月 1 4日 木 午前10時 予算特別委員会
・総括質疑の方法等についての協議

３月 1 5日 金 総括質疑通告締め切り
（正午）

３月 1 8日 月 午前10時 予算特別委員会 知 事 等
・総括質疑

３月 2 5日 月 午前10時 予算特別委員会
・令和６年度当初予算採決

３ 月 2 8日 木 午前10時 本会議
・令和６年度当初予算委員長報告・採決

令和５年度補正予算及び令和６年度当初予算審査
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予算議案の審査等に関する基本的事項  
（常任委員会に対する調査依頼について）  

 
予算議案の審査については、その効率的で充実した審査に資することを目

的とし、各常任委員会において予算特別委員会から調査依頼を受け、専門的
な立場から所管事務に係る予算事項を調査する方式としたところである。こ
うした予算議案の審査・調査に当たっては、下記の基本的事項を定めること
により、予算特別委員会及び各常任委員会の円滑な運営に資するものとする。 

 
記 

 
１ 予算議案の審査について  

補正予算の審査については予算特別委員会において行うこととし、当初
予算の審査については、概要説明を予算特別委員会で行った後、室部局に
係る事項について所管の常任委員会に依頼して調査を行うものとする。  

 
２ 審査日程について  

予算議案の審査日程はおおむね別紙１のとおりとし、具体的な予算特別
委員会の審査日程は同委員会において決定するものとする。  

 
３ 調査依頼事項について  

(1) 各常任委員会に対する調査依頼事項は、沖縄県議会委員会条例第２条
に規定する所管事務に係る予算事項とする。  

(2) 調査依頼に関する様式は別に定めるものとする。  
 

４ 各常任委員会における調査について  
(1) 質疑の時間は、各審査日委員１人10分とする。  

(2) 各委員の質疑の時間は、出席委員間で相互に譲渡することができるも
のとする。その場合、譲渡する委員はあらかじめ委員長に譲渡する日、
時間及び譲渡をされる委員について報告するものとする。また、譲渡を
する委員は譲渡をされた委員が質疑する間は着席しなければならない。  

(3) 質疑の時間には、答弁時間は含まないものとする。  
(4) 質疑時間終了５分前に１回、１分前に２回及び終了時に５回それぞれ

電子音等で報知する。  
(5) 質疑の順序については多数会派順とする。なお、２日目は第２多数会

派から質疑を行い、第１多数会派は最後に行うものとする。  
(6) 各常任委員会での採決は行わないものとする。  

 
５ 予算調査報告書の作成及び配付について  

(1) 予算調査報告書（以下「調査報告書」という。）は、各常任委員会で
の協議に基づき各常任委員長が作成するものとする。この場合、各常任
委員会での協議を省略して調査報告書の作成を各常任委員長に一任する
ことができるものとする。  

(2) 調査報告書に記載する事項は、各常任委員会における審査概要、予算
特別委員会において知事等に対し改めて質疑が必要とされる事項（以下
「総括質疑」という。）及びその他委員から特に申出のあった事項とす
る。  

（議会運営委員会決定事項：令和４年10月７日一部改正）
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(3) 総括質疑について  

ア 各常任委員会における質疑において、総括質疑を提起しようとする
委員は、その該当事項を総括質疑とする旨を発言するものとする。  

イ 各常任委員会における質疑終了後、総括質疑を提起しようとする委
員がその理由等を説明した後、予算特別委員会における総括質疑につ
いての意見交換や当該事項の整理を行った上で、予算特別委員会に報
告するものとする。  

ウ 各常任委員会における上記イの意見交換や整理の中において、総括
質疑として報告することについて反対の意見が述べられた場合には、
予算特別委員会に報告する際にその意見も併せて報告するものとす
る。  

(4) 調査報告書は、予算特別委員会において総括質疑の方法等について協
議する日の正午までに予算特別委員に配付するものとする。  

(5) 調査報告書の様式は別に定めるものとする。  
 

６ 総括質疑について  
(1) 審査の最終日に知事等の出席を求め、当初予算について大局的な観点

から総括質疑を行うものとする。  
(2) 限られた時間の中で県民にとって有益な議論となるよう、質疑項目の

絞り込みを行うものとする。  
(3) 総括質疑の時間は、２時間（午前中）をめどに終了するものとする。  

(4) 質疑を行う委員は、あらかじめ文書によりその内容を通告するものと
する。  

 
７ 質疑の時間及び方法等について  

予算特別委員会における質疑の時間及び方法その他必要な事項は同委員
会において決定するものとする。  

 
８ 理事会について  

予算特別委員会の円滑な運営等を図るための調整、協議等を行うため同
委員会に理事会を設置するものとする。  
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（別紙１）  

予算議案の審査日程  

 

年月日 委員会 時間 事項 関係室部局等  

２月定例 

会期中 
(１日目) 

 

予算特別  

委員会 

 

本会議 

及び各 
委員会 

終了後 

○委員長及び副委員長の互選  

○委員会運営要領の件  
○理事の選任  

○各常任委員会に対する調査依頼の

件（当初予算）  

 

 

以降 

開会中 
(２日目) 

予算特別  

委員会 

10時 

 

○令和□年度補正予算審査  

 

関係室部局  

 

(３日目) 

 

予算特別  
委員会 

各常任 
委員会 

終了後 

○令和□年度補正予算採決  
 

   
○議案整理日  

 
(４日目) 

 

 

本会議 10時 ○補正予算委員長報告・採決  
 

予算特別  

委員会 

本会議 

終了後 

○令和□年度一般会計・特別会計予

算及び企業会計予算（概要説明）  

総務部 

関係室部局  

(５日目) 常任委員会 10時 ○所管事務に係る予算議案の調査  関係室部局  

(６日目) 

 

常任委員会 

 

10時 

 

○所管事務に係る予算議案の調査  

○予算調査報告書記載内容等につい

ての協議 

関係室部局  

 

(７日目) 
  

○予算調査報告書整理日  
 

(８日目) 
  

○予算調査報告書整理日  
 

(９日目) 

 

 

 
予算特別  

委員会 

 

 
午後 

○予算特別委員への予算調査報告書

の配付 
○総括質疑の方法等について協議  

報告書配付  

（正午）  

 

(10日目) 

 

 

 

 

 

○総括質疑通告書の提出  

 

総括質疑通告  
締切（正午）  

(11日目) 予算特別  

委員会 

10時 ○総括質疑  知事等 

関係室部局  

 
常任委員会 

   

 
常任委員会 

   

 
常任委員会 

   
(12日目) 

 

予算特別  

委員会 

10時 

 

○採決 
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。 

 

　　年 長 委 員　　仲　田　弘　毅 

 

　　委　員　長　　比　嘉　京　子 

 
                                                             



－14－

 

 

 

 

 

 

令 和 ６  年 第 １ 回 

沖縄県議会（定例会）　　　　 

 

開会の日時、場所 

　年月日　　令和６年３月４日 (月曜日)  

　開　会　　午前10時５分 

　散　会　　午後５時12分 

　場　所　　第７委員会室 

本日の委員会に付した事件 

　１　甲第25号議案 令和５年度沖縄県一般会計補

  正予算（第８号）

　２　甲第26号議案 令和５年度沖縄県小規模企業

 者等設備導入資金特別会計補

  正予算（第１号）

　３　甲第27号議案 令和５年度沖縄県下地島空港

 特別会計補正予算（第２号）

　４　甲第28号議案 令和５年度沖縄県沿岸漁業改

 善資金特別会計補正予算（第

  １号）

　５　甲第29号議案 令和５年度沖縄県中央卸売市

 場事業特別会計補正予算（第

  １号）

　６　甲第30号議案 令和５年度沖縄県宜野湾港整

 備事業特別会計補正予算（第

  ２号）

　７　甲第31号議案 令和５年度沖縄県国際物流拠

 点産業集積地域那覇地区特別

  会計補正予算（第１号）

　８　甲第32号議案 令和５年度沖縄県中城湾港（新

 港地区）整備事業特別会計補

  正予算（第２号）

　９　甲第33号議案 令和５年度沖縄県中城湾港マ

 リン・タウン特別会計補正予

  算（第２号）

　10　甲第34号議案 令和５年度沖縄県中城湾港（泡

 瀬地区）臨海部土地造成事業

 特別会計補正予算（第１号）

　11　甲第35号議案 令和５年度沖縄県公債管理特

  別会計補正予算（第１号）

　12　甲第36号議案 令和５年度沖縄県国民健康保

 険事業特別会計補正予算（第

  １号）

　13　甲第37号議案 令和５年度沖縄県病院事業会

  計補正予算（第２号）

　14　甲第38号議案 令和５年度沖縄県流域下水道

事業会計補正予算（第２号）

出席委員 

　委 員 長　比　嘉　京　子 

　副委員長　小　渡　良太郎 

　委　　員　西　銘　啓史郎　　大　浜　一　郎 

 　　　　　　呉　屋　　　宏　　花　城　大　輔

　　　　　　島　袋　　　大　　仲　田　弘　毅 

　　　　　　山　里　将　雄　　照　屋　大　河 

　　　　　　平　良　昭　一　　仲宗根　　　悟 

　　　　　　崎　山　嗣　幸　　島　袋　恵　祐 

　　　　　　玉　城　武　光　　比　嘉　瑞　己 

　　　　　　大　城　憲　幸　　上　原　　　章 

　　　　　　上　原　快　佐 

欠席委員 

　　　　　　なし 

説明した者の職・氏名 

　　知事公室防災危機管理課長　　山　里　永　悟 

　総 務 部 長　　宮　城　　　力 

　　人 事 課 長　　城　間　　　敦 

　　財 政 課 長　　又　吉　　　信 

　　管 財 課 長　　池　原　秀　典 

　　企 画 部 交 通 政 策 課 長　　大　嶺　　　寛 

　　企 画 部　　
山　内　明　良

 

　　県土・跡地利用対策課長　　　　　　　　　 

　　企画部地域・離島課長　　高　嶺　力　志 

　　環 境 部 環 境 整 備 課 長　　久　高　直　治 

　　環 境 部 自 然 保 護 課 長　　出　井　　　航 

　　環 境 部 環 境 再 生 課 長　　與那嶺　正　人 

　　子 ど も 生 活 福 祉 部　　
大　石　優　子

 

　　福 祉 政 策 課 長　　　　　　　　　 

　　子 ど も 生 活 福 祉 部　　
安　里　克　也

 

　　高 齢 者 福 祉 介 護 課 長　　　　　　　　　 

　　子 ど も 生 活 福 祉 部　　
下　地　　　努

 

　　子 育 て 支 援 課 長　　　　　　　　　 

　　子 ど も 生 活 福 祉 部　　
普天間　みはる

 

　　障 害 福 祉 課 長　　　　　　　　　 

予算特別委員会記録（第２号）
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　保 健 医 療 部 長　　糸　数　　　公 

　　保 健 医 療 総 務 課 長　　山　里　武　宏 

　　医 療 政 策 課　　 

     北 部 医 療 セ ン タ ー ・    川　満　孝　幸

　　医 師 確 保 推 進 室 長 

　　感 染 症 総 務 課 長　　髙　嶺　公　子 

　　感 染 症 医 療 確 保 課 長　　古　市　実　哉 

　　ワクチン・検査推進課長　　平　良　勝　也 

　　衛 生 薬 務 課 長　　久　髙　　　潤 

　　農 林 水 産 部　　
本　永　　　哲

 

　　流 通 ・ 加 工 推 進 課 長　　　　　　　　　 

　　農 林 水 産 部　　
長　元　　　司

 

　　農 政 経 済 課 長　　　　　　　　　 

　　農 林 水 産 部　　
能　登　　　拓

 

　　営 農 支 援 課 長　　　　　　　　　 

　　農 林 水 産 部　　
長　嶺　和　弥

 

　　園 芸 振 興 課 長　　　　　　　　　 

　　農 林 水 産 部 畜 産 課 長　　金　城　　　靖 

　　農林水産部畜産課班長　　照　屋　　　亮 

　　商 工 労 働 部　　
小　渡　　　悟

 

　　中 小 企 業 支 援 課 長　　　　　　　　　 

　　文 化 観 光 ス ポ ー ツ 部　　
大　城　清　剛

 

　　観 光 復 興 課 長　　　　　　　　　 

　土 木 建 築 部 長　　前　川　智　宏 

　　土 木 総 務 課 長　　新　垣　雅　寛 

　　道 路 管 理 課 長　　奥　間　正　博 

　　港 湾 課 長　　呉　屋　健　一 

　　首 里 城 復 興 課 長　　知　念　秀　起 

　　下 水 道 課 長　　上　原　正　司 

　病 院 事 業 局 長　　本　竹　秀　光 

　教 育 長　　半　嶺　　　満 

　　教 育 支 援 課 長　　大　城　勇　人 

　　保 健 体 育 課 長　　金　城　正　樹 

　　警察本部警務部会計課長　　井　上　　　毅 

 3ii4

○比嘉京子委員長　ただいまから予算特別委員会を

 開会いたします。

　本日の説明員として総務部長、土木建築部長及び

病院事業局長、ほか関係部局長の出席を求めており

 ます。

　なお、本日の審査につきましては、３月１日に決

定いたしました予算特別委員会運営要領に従って行

 うことにいたします。

　甲第25号議案から甲第38号議案までの補正予算

 14件を一括して議題といたします。

　まず初めに、甲第25号議案から甲第38号議案まで

の補正予算について、委員会運営要領記の５（１）

に基づき、総務部長、土木建築部長及び病院事業局

 長から概要説明を聴取した後、質疑を行います。

　まず、甲第25号議案から甲第36号議案までについ

 て、総務部長の概要説明を求めます。

 　宮城力総務部長。

○宮城力総務部長　委員の皆様、おはようございま

 す。本日はよろしくお願いいたします。

　それでは、甲第25号議案令和５年度沖縄県一般会

計補正予算第８号及び甲第26号議案から甲第36号議

案までの11件の特別会計補正予算について、令和５年

度２月補正予算（案）説明資料（全体版）により、

 その概要を御説明いたします。

 　１ページをお願いいたします。

　今回の補正予算は、国の総合経済対策関連事業と

して26億1369万円の増額、新型コロナウイルス感染

症対応経費について122億2668万3000円の減額、令和

５年度における執行状況を踏まえた経費の増減等に

ついて通常補正事業として44億8002万4000円の増額

となり、これらを合わせて、一般会計で51億3296万

 9000円を減額するものであります。

 　２ページをお願いします。

　今回の補正により、補正後の一般会計改予算額は、

 8990億8090万3000円となります。

　歳入については、一番上の県税が51億9844万

6000円、２つ下の地方譲与税が16億9800万円、下か

ら３つ目の繰越金が56億1750万6000円となっており

 ます。

　これらの財源を歳出の積立金として基金に積み立

 てております。

 　３ページをお願いいたします。

　３ページは、歳入歳出の財源内訳と、参考として、

 主要２基金の年度末残高見込額を示しております。

　補正後の令和５年度末基金残高は、財政調整基金

で271億6171万7000円、減債基金345億1453万8000円

で、これらを取り崩して令和６年度当初予算を編成

 することとなります。

　４ページは、今回の補正額を部局別にまとめたも

 のであります。

　５ページから66ページまでは事業一覧となってお

りますが、その中から主な事業を御説明いたします。 

　なお、事業番号を丸で囲んでいる事業については、

２月議会の議案説明会等で配付しました概要版でも

 掲載している事業となっております。

　それでは、２番の事業ですが、消防防災ヘリの運

用に係る検討やヘリ基地整備に要する経費で、一部
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の市町村長の承認が得られていないことに伴う減額

 補正であります。

 　飛びますが、11ページをお願いします。

　26番は、普天間飛行場の土地取得に要する経費で

 あり、基金を積み増すための増額補正となります。

 　17ページをお願いします。

　52番は、市町村が実施する保育補助者の配置等へ

の補助及び保育士を目指す者に対する修学資金の貸

付け等に要する経費で、保育所等において保育補助

者や保育支援員の配置が当初見込みを上回ること等

 に伴う増額補正であります。

 　18ページをお願いします。

　53番、54番及び次のページの57番は、国の総合経

済対策関連事業として、性被害防止対策に係る設備

 等の導入を支援するための補正であります。

　それぞれ53番の事業が認可外保育施設、54番の事

業が障害児入所施設等、57番の事業が児童養護施設

 等を対象としております。

 　20ページをお願いします。

　64番、次のページの65番は、地域医療介護総合確

保基金から他の国庫補助金に国のスキームが変更と

 なったことに伴う減額補正であります。

 　飛びますが、28ページをお願いいたします。

　93番は、水道用水事業者である企業局に対し補助

を行うために要する経費で、小雨傾向に伴う海水淡

水化施設の運転の最大化に係る費用増大を踏まえた

 増額補正であります。

　95番は、北部地域及び離島緊急医師確保対策基金

の積立てに要する経費で、条例の延長に伴い同基金

 に所要額を積み立てるための増額補正となります。

　29ページ、98番は、地域医療介護総合確保基金の

積立てに要する経費で、公立沖縄北部医療センター

の整備に係る積み増し分及び医師派遣推進事業等の

基金充当事業の返還に伴う積み戻しをするための増

 額補正であります。

 　32ページをお願いいたします。

　110番から35ページの122番までの事業は、新型コ

ロナウイルス感染症の５類感染症移行等に伴う減額

 補正であります。

 　36ページをお願いいたします。

　128番は、近年の原油価格の高騰や円安等により、

輸入粗飼料価格が高騰し、畜産経営を圧迫している

ことから、畜産農家の飼料費負担軽減を図る緊急対

策として、輸入粗飼料の価格高騰分の一部を補助す

 るための補正であります。

 　飛びますが、59ページをお願いいたします。

　219番は、基金を造成し、県及び市町村が１人１台

端末を計画的に共同調達し、更新するための補正で

 あります。

 　一般会計歳出事業の概要は以上となります。

　続きまして、67ページから72ページまでは、繰越

 明許費に関する補正であります。

　予算成立後の事由等により年度内に完了が見込め

ない事業について、翌年度に繰り越して実施するた

 め、計上するものであります。

　73ページは、債務負担行為に関する補正でありま

 す。

　県立高等学校における端末購入を補助するため、

 計上するものであります。

　以上が、甲第25号議案令和５年度沖縄県一般会計

 補正予算第８号の概要となります。

　次に、甲第26号議案から甲第36号議案までの特別

 会計について御説明いたします。

 　74ページをお願いいたします。

　１番の小規模企業者等設備導入資金特別会計は、

 元利収入見込額の減に伴う補正であります。

　２番の下地島空港特別会計は、空港周辺県有地の

維持管理経費が当初見込みを下回ることに伴う減額

 補正であります。

　３番の沿岸漁業改善資金特別会計は、貸付実績が

 ないことに伴う減額補正であります。

　75ページの４番の中央卸売市場事業特別会計は、

 電気料金の執行見込額の減に伴う補正であります。

　５番の国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会

計は、入居企業における光熱水費支払い契約の変更

 等に伴う減額補正であります。

　６番の中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業

特別会計は、工事に係る現場技術業務の実績減等に

 伴う補正であります。

　７番の公債管理特別会計は、長期債利子等の減に

 伴う補正であります。

 　76ページをお願いいたします。

　８番の国民健康保険事業特別会計は、過大交付分

 の償還等を行うための増額補正であります。

　その下の表は、特別会計の繰越明許費に関する補

 正となります。

　このうち、１段目の宜野湾港整備事業特別会計と、

２段目の中城湾港マリン・タウン特別会計及び４段

目の中城湾港（新港地区）整備事業特別会計は、歳

入歳出を伴わない繰越明許費のみの補正となってお

 ります。

　以上で、一般会計補正予算及び特別会計補正予算
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 の概要の説明を終わります。

 　御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○比嘉京子委員長　総務部長の概要説明は終わりま

 した。

　次に、甲第37号議案について病院事業局長の概要

 説明を求めます。

 　本竹秀光病院事業局長。

○本竹秀光病院事業局長　おはようございます。 

　令和５年度沖縄県病院事業会計補正予算について

 御説明いたします。

 　お手元の資料の１ページを御覧ください。

　初めに、１の補正予算の考え方について御説明い

 たします。

　今回の補正予算案は、薬品及び診療材料の調達価

格高騰に伴い、棚卸資産購入限度額の超過が見込ま

れることから、限度額を改めるために、補正予算を

 編成するものであります。

　次に、２の補正予算（案）の概要について御説明

 いたします。

　（１）棚卸資産購入限度額の補正については、棚

卸資産購入限度額を13億2891万7000円増額補正し、

補正後予定額を140億2186万5000円とするものであり

 ます。

　以上で、令和５年度沖縄県病院事業会計補正予算

 案の概要説明を終わります。

 　御審査のほどよろしくお願いいたします。

 　以上です。

○比嘉京子委員長　病院事業局長の概要説明は終わ

 りました。

　次に、甲第38号議案について、土木建築部長の概

 要説明を求めます。

 　前川智宏土木建築部長。

○前川智宏土木建築部長　土木建築部所管の甲第

38号議案について、令和５年度沖縄県流域下水道事

業会計２月補正予算第２号（案）説明資料に基づい

 て御説明いたします。

 　資料の１ページを御覧ください。

　令和５年度沖縄県流域下水道事業会計補正予算第

２号につきましては、国の令和５年度補正予算に係

る社会資本整備総合交付金を活用し、流域下水道事

業における官民連携方式によるウオーターＰＰＰ導

入に向けた可能性調査を行うため、資本的収支予算

 を増額するものです。

　これは、主要な建設改良事業のうち、中部流域下

水道事業、中城湾流域下水道事業及び中城湾南部流

 域下水道事業に係るものです。

　内訳としては、資本的収入と資本的支出を2400万

 円、それぞれ増額補正するものであります。

 　以上で、甲第38号議案の説明を終わります。

 　御審査のほどよろしくお願いいたします。

○比嘉京子委員長　土木建築部長の概要説明は終わ

 りました。

　これより、甲第25号議案から甲第38号議案までの

 補正予算に関する質疑を行います。

　質疑時間に際しましては、委員自らタブレットの

発表者となり、引用する予算資料の名称、ページ番

号及び事業名等をあらかじめ告げた上で、資料の該

当ページを表示し、質疑を行うよう御協力お願いい

 たします。

　また、質疑答弁に際しましては、挙手により委員

長の許可を得てから行い、重複することがないよう

に簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員

 会運営が図られるよう御協力お願いいたします。

 　質疑時間の譲渡について申し上げます。

　玉城武光委員から質疑時間の５分を比嘉瑞己委員

に譲渡したいとの申出がありましたので御報告いた

 します。

　なお、質疑の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡を

受けた委員の質疑中は在席する必要がありますので、

 御承知おき願いします。

　それでは、直ちに各予算に対する質疑を行います。 

 　小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員　幾つか確認も含めて質疑をさせ

 ていただきます。

　まず、一般会計補正予算説明資料全体版の５ペー

 ジの２番ですね。

　消防防災ヘリコプター整備推進事業に関して、現

時点での調整状況、市町村の一部がまだ調整がつか

ないという説明があったんですけれども、具体的に

 何件ついて何件ついていないのか。

 　あと、今後の整備のめどを教えてください。

○山里永悟防災危機管理課長　お答えします。 

　消防防災ヘリの導入についてですが、現在、県と

県内41市町村で構成する協議会において、機体の整

備であるとか、ヘリの基地の場所であるとか、そう

いった議案を可決いたしまして、その議案について

首長である市町村長への承認をお願いしている段階

 でございます。

　現在の承認状況ですが、39の市町村長からは承認

をいただいておりまして、２市長、石垣市長及びう

るま市長から、今、承認がいただけていない状況で

ございます。説明がもう少しほしいということです



－18－

ので、調整を重ねているところでございまして、日

程をいただきながら承認に向けた取組を進めている

 ところでございます。

　導入のスケジュールとなりますが、両市長から承

認が得られ次第、ヘリ導入の事業を進めることとし

ておりまして、機体、装備品の製造発注、ヘリ基地

の建設、あと、隊員の教育訓練も必要ですので、そ

れらを加味しますと２年半から３年程度の時間が必

要ということになりまして、そうした経緯を経て運

 用開始をする流れとなります。

○小渡良太郎委員　ありがとうございます。 

　補正で言うことでもないとは思うんですけれども、

全国的に見ても沖縄は遅れているという現状があり

ますので、ぜひ早期の整備を、次年度も含めて、ちょっ

とでも圧縮できるような取組をお願いしたいと思い

 ます。

　次に、14ページ、37番。沖縄県交通事業者人材確

保支援事業に関してなんですが、内容として、大型

二種免許取得に係る申請数が当初見込みより減った

という形なんですけれども、具体的な中身ですね、

交通事業者人材確保支援に関しては、バスの大型二

種とタクシーの普通二種の２種類があったと思いま

 す。

　この当初の見込みの数字と、実際に申請があった

 数を、それぞれ教えてください。

○大嶺寛交通政策課長　この沖縄県交通事業者人材

確保支援事業ですけれども、これはバス、タクシー

業界の喫緊の課題であります運転手確保のために、

 第二種免許取得を支援しているものでございます。

　今回の補正減については、当初バス協会やタクシー

協会の要請を受けまして、国が実施している二種免

許取得支援事業がございまして、こちらに各事業者

が申請していた件数が約300件ございまして、この

300人程度の予算を確保しておりましたが、実際は、

申請ベースで250人程度となっておりまして、その差

 額分を減額補正するものです。

　実際のところ、バス事業者から50人程度と、タク

シー事業者のほうからは200人程度の申請ということ

 になってございます。

 　以上です。

○比嘉京子委員長　休憩いたします。 

　　　（休憩中に、小渡委員から、当初見込みの内

訳についても答弁するよう要求があった。） 

○比嘉京子委員長　再開いたします。 

 　大嶺寛交通政策課長。

○大嶺寛交通政策課長　当初はバス運転手200人、タ

 クシー運転手100人を予定してございました。

 　以上です。

○小渡良太郎委員　バスが200人に対して50名の申請

という形になったんですけれども、バス業界からも、

再三この人材確保という部分での要請は我々議会も

受けているところなんですが、この減った理由とい

うのは聞き取りとかされていますか。200人枠をつ

くって50人しか集められなかったというか、申請が

なかったという理由について、もう少し詳しく教え

 てください。

○大嶺寛交通政策課長　この辺、バス協会の方とか、

事業者の方ともいろいろ意見交換をさせていただい

たところでございますが、やはり仕事がきついとか

という労働環境のイメージとか、県内で全産業で人

手不足というふうな状況とか、実際、事務職の希望

者が多いとか、そういうふうなことがございまして、

求人活動はしているんですが伸びていないのではな

いかというふうなことをおっしゃっていたというと

 ころでございます。

○小渡良太郎委員　この人材育成事業に関連してと

いう形で、少し広がることにはなるんですけれども、

この公共交通の維持という観点から、バス路線をしっ

かりと維持していくというのは非常に重要なことだ

と考えるんですけれども、このバス運転手、実際に

運転される方がなかなか集まらないという現状に対

して、県としてどのような対策があると考えている

 のか教えてください。

○大嶺寛交通政策課長　バス事業者等も、運賃改定

とかもいろいろ検討されているようですし、こういっ

たところで労働環境も改善の方向に努めているとい

 うふうに伺っております。

　また、県としても、人材確保のために企業説明会

というのもいろいろ開催させていただいて、県外の

ほうにも行って、このような説明会の支援もさせて

いただきながら、今後はまたどのような支援が必要

かも含めて検討させていただきながら、引き続き支

 援していきたいと考えております。

○小渡良太郎委員　これはちょっと指摘というか、

提言というか、一つお話しさせていただきたいと思

 うんですけれども。

　私も高校時代、ずっとバスを使って移動をしてい

て、免許を取ったら車になったんですけれども、こ

の長距離路線と重複路線が、沖縄県はほかの県に比

べて多いなと。特に58号の那覇バスターミナルから

伊佐の間とか、複数の番号のバスが――渋滞してい

るときには下手したら同じ番号が２台連続して通る
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とかということも、結構、毎日のように起きている

 という状況があります。

　この長距離路線を走らせるから運転者に負担がか

かるというところもありますし、重複路線が多いか

ら数を確保しないといけないというところで、そこ

の部分の見直しではないんですけれども、そこにも

少し手を入れていかないと、公共交通網の維持とい

うのは、今後、どんどん厳しくなっていくのかなと

いうふうに、今回のこの確保事業を見ていて少し感

 じました。

　なので、一歩踏み込んだ形にはなると思うんです

けれども、ぜひ今後、業界の方々とも議論を積み重

ねて、沖縄のバスをどうしていくのかという原点に

立ち返って議論を進めていただきたいと要望して、

 次に移ります。

 　次、15ページ、43番ですね。

　電動車転換促進事業の公用車の進捗率と、あと、

民間の普及の進捗率について、見込みよりも低けれ

ばその理由も併せて教えていただきたいと思います。 

○與那嶺正人環境再生課長　お答えします。 

　電動車転換促進事業における公用車の電動化につ

きましては、令和７年度までに350台を転換する計画

としており、令和５年度末までに累計で131台導入し、

進捗率は37％となっておりますが、今年度は当初予

 定を上回る56台を導入しております。

　また、今年度から開始したＥＶバスの導入支援に

つきましては、大型・小型バス合わせて年間５台か

ら９台程度とし、令和７年度までに20台程度の支援

を計画しております。令和５年度の支援実績は１台

 で、進捗率は５％となっております。

　両事業とも、車両メーカーの供給遅れなどを背景

 として、進捗が低い状況にあります。

○小渡良太郎委員　国を含めて、一部の都道府県で

は、公用車、路線バス、観光バスだけじゃなくて、

普通車に対してもこの電動車転換を促進する助成金

 等を出しているというところもあります。

　県の事業で、普通車を外した理由とかというのは、

 あれば教えてください。

○與那嶺正人環境再生課長　一般の車両につきまし

ては、現在、国のほうでクリーン自動車補助金、い

わゆるＣＥＶ補助金という補助が今、行われている

ところで、近年、金額も引き上げられて導入の支援

が行われているところになっておりますので、県と

しましてはそのＣＥＶ補助金等の普及啓発を行って

 いるところとなっております。

○小渡良太郎委員　ちょっと聞き方が悪かったので、

もう一回確認するんですけれども、国の補助金があ

る中で、さらに電動車転換を推し進めるために一部

の都道府県は都道府県独自の予算を確保して支出を

しているという状況にある中で、沖縄県は一般車両

はそこまで普及しなくてもいいという考えなのか、

それとも、国の分で十分という考えなのか、そこら

辺の考えが少し分からないものですから教えてくだ

 さい。

○與那嶺正人環境再生課長　一般車両の電動化につ

いては、沖縄県は運輸部門の排出量が高いことから

 重要と考えております。

　しかしながら、優先順位としまして、観光立県沖

縄におきましては、観光バスの電動化、路線バスの

電動化を優先的に考えておりまして、ＥＶバスの導

 入支援事業を行ったところとなっております。

○小渡良太郎委員　では、今の答弁だと、今後は一

般車両についても枠を広げていくというふうにも捉

えられるんですが、今後の展望についてはどのよう

 に考えていますか。

○與那嶺正人環境再生課長　次年度の事業としまし

て、業務用車両としまして、レンタカーやタクシー

に対する導入補助を実施したいということで、令和

６年度の予算に計上をしているところとなっており

 ます。

○小渡良太郎委員　ＥＶに対しては、能登地震のと

きにちょっと災害にあんまり強くないとかというデ

メリットも、最近よく報道されてはいるんですけれ

ども、ただ、排出ＣＯ₂も少ないというところもあっ

て、いろんな種類が選択できるというところが非常

に環境対策にとっても重要なのかなというふうに考

 えます。

　次年度はレンタカー、タクシーのＥＶ化も促進す

るという答弁いただいたんですけれども、今後、一

般車両も含めてぜひ検討をお願いしたいのと、あと、

関連の形になるんですが、充電設備が沖縄の場合、

先行投資をして整備をした結果、今のＥＶ車両にす

ると、少し古くて充電時間が遅いとかというクレー

ムをレンタカーでＥＶを使っている方々からよく聞

 きます。

　質疑ではなくて、あくまで要望としてお話しした

いんですが、そういった整備も今後、必要になって

くるというところも含めて、ぜひ検討をして、予算

をつくって事業を起こすということをやっていただ

きたいと。答弁はなかなか難しいと思いますので、

 要望として述べさせていただきたいと思います。

 　引き続いて48ページ、少し飛ぶんですが174番。
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　観光２次交通結節点機能強化事業について、設置

自治体との調整遅れによりというふうに減額理由で

書かれているんですが、もう少し具体的に、設置自

治体がどこなのかとか、あと予定していた実証運行

事業というのがどのようなものなのかというところ

 を詳しく教えてください。

○大城清剛観光振興課長　本事業は、観光客の滞在

拠点となっている観光エリアなどを観光２次交通結

節点と位置づけ、那覇空港周辺で課題となっている

レンタカー受け渡しの分散化を図る事業であります。 

　具体的には、北谷町美浜エリアを当該結節点と位

置づけ、北谷町役場や有識者を交えた検討委員会の

開催、当該エリアのホテルやレンタカーステーショ

ンを周遊する小型バス等の運行、当該エリアの結節

点としての広報等の取組を予定していたところです。 

　このため、北谷町役場や美浜アメリカンビレッジ

 事業者会と調整を重ねてきたところです。

　この結果、当初結節点として想定していた北谷町

美浜駐車場内のエリアを見直すことも含め、事前調

査等に時間を要したことから、令和５年度内に実証

事業を実施することができないため、減額補正を計

 上したところです。

　令和６年度においては、今年度の事前調査の内容

を基に交通広場の設置運営、周遊バスの運行等の実

 証事業を行ってまいります。

○小渡良太郎委員　美浜を結節点として位置づけた

 理由も教えてください。

○大城清剛観光振興課長　美浜のほうは、宿泊施設

がまず集積しておりまして、また、アメリカンビレッ

ジ等、観光客の目的地としてもかなり有力な場所に

 なっております。

　また、町営の駐車場が設置されておりまして、そ

ちらのほうを利用することが可能というような理由

から、交通結節点として選定したということであり

 ます。

○小渡良太郎委員　あくまで、ちょっと個人的な感

覚ではあるんですが、この路線バス網という点で考

えたら、少し美浜というのは弱いのかなというとこ

ろと、あと、レンタカーとかの部分を考えても、レ

ンタカー屋さんの立地がほとんどありませんので、

そういったものも含めて――例えばレンタカーは結

構遠くにしかないじゃないですか、離れた場所にし

かないと。路線バスは少し、周遊バスの話も出てい

たんですけれども、接続が、台数が少ないというと

ころもあって、なかなか厳しい部分もあるのかなと

いうふうに、今、話を聞いて感じたんですけれども。 

　予定していた実証運行事業という部分についても、

概略は先ほど答弁いただいたんですけれども、ここ

をこうやって、こういうふうな形で回していくとか

 というのがあればもう少し詳しく教えてください。

○大城清剛観光振興課長　まず、町営駐車場の場所

で、当初、北谷球場に一番近い部分を実証の地とし

て選定していたんですが、割とすいているというこ

とがありましたけど、事業者の方々に聞いたら、よ

りアメリカンビレッジに近い場所を結節点の場所と

して選んでほしいというものがありまして、こちら

のほうにバスの乗り入れの入り口を設置する等の調

整を進めてまいりました。しかし、実は、あちらの

歩道のほうに共同溝というか、いろんな線が埋まっ

ているところがあって、そちらを切り開くのは難し

いということで、また、この北谷球場側に戻ったり

したという経緯があります。そちらでちょっと遅れ

 てしまったと。

　委員のおっしゃる、この周遊のバスのほうですね。

まず北谷のほうに那覇空港から来ていただいて、こ

ちらのほうで小型のバス等を用意して、ホテルとか、

おっしゃっていたレンタカーの場所とかにお客さん

を乗せて、こういうふうな実証実験というのを考え

 ていたというところであります。

○小渡良太郎委員　那覇空港から北谷への移動とい

う部分については、あくまで事業の範囲外というと

 ころですか。

○大城清剛観光振興課長　路線バスのほうで、リム

ジンバスを用意されていて、ホテル等を経由して北

 谷に来るというバスがあります。

　また、路線バスの58号辺りを走っているものもあ

りまして、そちらのほうは令和５年度予算では、県

のほうで運行するというのは当初、予定になかった

んですが、やはりこれは必要だろうということで、

次年度、那覇のほうから直行のバスを運行する――

これはまた国の別の予算を使って行いますけれども、

この辺も用意して、次はしっかりとやりたいと思っ

 ております。

○小渡良太郎委員　路線バスも通っているところで

すから、民業圧迫という形にならないようなやり方

を考えていただきたいと思いますし、また、観光客

が集まるエリアではあるんですけれども、あくまで

二次的、三次的に訪れる場所であるというところも

実際のデータとしては出ていると思います。一番最

初に行く場所じゃなくて、２日目、３日目、または

帰りの前日にとかという形で訪れるというのもあり

ますから、設定して今、進んでいるということなの
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で、ぜひ、利活用も含めて、デメリットを補ってい

きながらやっていただきたいなと思いますので、よ

 ろしくお願いします。

　最後、この令和５年度沖縄県流域下水道事業の補

正予算に関連して、企業局が最近値上げしたという

のがありました。値上げ理由は、施設修繕とか、更

新、あと、災害対策強化というのが理由だったんで

すけれども。下水道については、値上げも含めてど

 のような形で推移をしてきたのか教えてください。

○上原正司下水道課長　流域下水道事業において、

県が関係市町村から徴収する維持管理負担金につき

ましては、本土復帰以降、これまで10回の単価改定

を行っております。また、直近では令和２年10月に

 改定を行っているところです。

　下水道の施設設備の老朽化は進んでおり、更新費

用の増加について適切に見込んでおく必要がありま

 す。

　県としましては、令和２年度に策定した経営戦略

の収支計画について、直近までの実績や経費動向等

を踏まえ、見直しを進めることとしており、今後、

必要に応じて単価改定について検討していきたいと

 考えております。

○小渡良太郎委員　俯瞰して見ると、企業局の対応

と、本庁の対応で違いがあるような感じがするんで

すけれども、この令和２年度で最新改定と、10回改

定してきたという話なんですが、なぜそのような対

 応を取ったのか詳しく教えてください。

○上原正司下水道課長　流域下水道事業ですけれど、

 令和２年度に企業会計のほうに移っております。

　そのときに経営戦略を策定しておりまして、その

中で収支計画を立てて単価改定等の見直しについて

 も検討をしていくということになっております。

○小渡良太郎委員　今、あくまで下水道の補正予算

の範囲ですから、その対応が、私としては県民に対

しての負担も少ない正しい対応なのかなというふう

 に思います。

　県当局に対して、最後に一つコメントをしたいの

は、下水道ではこういう対応を取って、一方で、上

水道は30年値上げしないで一気にがんと上げるとい

うような形で、対応が違うという部分については、

県民に説明できるのかなというふうに感じるところ

でもあります。批判も多い、この水道料金の値上げ

なんですけれども、今後、こういうことがないよう

に下水道、上水道、同じ水道ですから、部局が違う

にしても対応の方法は合わせてやっていただくよう

 要望して、私の質疑は終わります。

○比嘉京子委員長　西銘啓史郎委員。 

○西銘啓史郞委員　よろしくお願いします。 

　まず、一般会計の補正予算について主に聞きたい

 と思います。

　今回、減額補正、それから増額補正の事業件数に

 ついて、おのおの教えてください。

○又吉信財政課長　お答えします。 

　今回の増額補正した事業は68事業、金額を申し上

げますと約269億円、減額補正を計上した事業は209事

 業、約320億円となっております。

 　以上です。

○西銘啓史郞委員　減額補正をした209事業の中で、

第７号までで増額補正をして、今回また減額に至っ

た事業が何件ぐらいになるか分かれば教えてくださ

 い。

○又吉信財政課長　お答えします。 

　減額補正を計上した209事業のうち、これまでの補

正予算で増額した事業は、８部局23事業となってお

 ります。

 　以上です。

○西銘啓史郞委員　減額する理由は、決算も含めて

いろいろあるとは思います。基本的には、増額をし

た事業がまた減額になるというのは、それなりの理

由はあるとは思うんですけれども、今日はここで個

別のことはお聞きしませんけれども、基本的には増

額したものは増額した理由があって、必ず執行する

 という基本原則で考えてよろしいですか。

○又吉信財政課長　お答えします。 

　今、委員おっしゃるとおりですけれども、今回の

主な要因としては、まず、９事業については国の補

正予算が11月にありましたので増額して、それで当

 初で計上したものが減額したもの。

　それ以外に物価高騰対策という形で８事業を計上

したんですけれども、これは補正予算で計上して、

執行していくと見込みが下回ったというようなこと

 が主な要因ということになっております。

 　以上です。

○西銘啓史郞委員　あと、今回の資料を見ると、財

源振替が６件ありますよね。この財源振替をする理

由と根拠というんですか、何に基づいて財源振替を

行えるのか、行うのかをちょっと説明をお願いした

 いと思います。

○又吉信財政課長　お答えします。 

　財源振替というのは、例えば、県債を充てている

ものを一般財源に振り替えるとか、そういうのがあ

 ります。
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　これは事業を執行していくに当たって、県債が当

てはまらないとか、あるいは、ほかに有利な国庫と

かが使えるようになったとかという形で一般財源か

ら振り替えたりというような形で、それぞれの事情

 によって行います。

　特に、根拠というのはなくて、今、言ったような

形で適正に執行をしていくという観点からやってい

くと、より有利なものにできるというところでござ

 います。

 　以上です。

○西銘啓史郞委員　例えば、65ページの242番、

243番。高等学校教職員給与費などで、特定財源から

一般財源へというのがありますけれども、これは退

職手当基金から一般財源へとありますが、これは普

通に県の決裁とかで行えるというふうに理解してよ

 ろしいんですか。

　要は、この手当、特財から一般財源に変更する場

合に、これ議会の承認が必要ということで上げてい

 るということでよろしいですか。

○又吉信財政課長　お答えします。 

　おっしゃるとおり、予算については財源を含めて

議会の承認をもらっていますので、その財源を動か

すにしても、議会の承認が必要というふうに考えて

 おります。

 　以上です。

○西銘啓史郞委員　続いて６ページの５番と８番。 

　先ほど、財政調整基金積立金の話と減債基金積立

金がありましたけれども、この額、特に、財政調整

基金においては、令和４年度の決算剰余金を積み立

てるとありますけれども、この積み立てる額の根拠

 は何に基づいてやっているのかお答えください。

○又吉信財政課長　お答えします。 

　財政調整基金については、地方財政法第７条のほ

うで、各会計年度において歳入歳出の決算剰余金が

生じた場合においては、この剰余金のうち２分の１を

下らない金額を積み立てることができるというふう

 なものを根拠にしております。

 　以上です。

○西銘啓史郞委員　同じく、じゃ、減債基金は。 

○又吉信財政課長　お答えします。 

　減債基金については、特にルールというのはなく

て、当初予算の取崩し等を見ながら、あと、２月補

正の剰余等を見ながら額を決めているというところ

 でございます。

 　以上です。

○西銘啓史郞委員　今の財調の話では、決算剰余金

というのは言葉で言うと決算剰余金でしょうけれど

も、県の決算で使っている不用額という言葉と、要

は収入予算があって、支出があって、それから繰越

しがあって、その残りを決算剰余金というふうに理

 解してよろしいのでしょうか。

○又吉信財政課長　そのとおり、令和４年度の決算

で、歳入予算と歳出予算、その差額から翌年度繰越

財源を抜いたものが決算剰余金ということでござい

 ます。

 　以上です。

○西銘啓史郞委員　ということは、令和４年度の決

算でいくと、恐らく不用額が367億円あったと思うん

ですが、先ほどの財調はこの２分の１までは認めら

 れるという理解でいいんですか。

○又吉信財政課長　お答えします。 

　歳入予算から歳出予算をまず引きます。それから、

翌年度に繰り越すべき財源を引いたら、約56億円ほ

 どが決算剰余金という形で出てきております。

　そのうちの２分の１を下らない額という形で、28億

 円程度というところでございます。

 　以上です。

○西銘啓史郞委員　ということは、今のは予算現額

じゃなくて、歳入決算額から歳出決算額を引いた額、

それから繰越しを引いた額が決算剰余金という理解

 でいいですか。

○又吉信財政課長　はい、そのとおりでございます。 

○西銘啓史郞委員　理解しました。ありがとうござ

 います。

　じゃ、続いて、８ページの14番ですけれども、職

員退職手当事業費ですけれども、内容が当初見込み

を下回るということで書いていますが、普通退職者

の分も含むという理解でよろしいんでしょうか。こ

 の事業費ですね。

○城間敦人事課長　お答えします。 

　職員退職手当事業費につきましては、今、ありま

したとおり普通退職者、それから定年前退職者分を

 含んでおります。

　令和５年度は定年引上げ制度の初年度であり、引

き続き勤務する職員数の見込みが困難であったこと

から、令和５年度に60歳に達する職員67名全員が退

職しても対応できるよう、当初予算に計上しており

ました。令和５年６月に行った意思確認の結果、そ

れから実際に退職の意思表示をした職員数等を考慮

した結果、定年前退職者数が当初見込みを下回る33名

ということになったので、まず減額というところが

 ございます。
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　なお、普通退職者につきましては、12月までの支

給実績、それから、１月以降の退職者数が増加する

見込みであることから、ここは増額になるんですけ

れども、先ほどお話ししました定年前退職者に係る

減額、これと差し引きまして、事業費全体としては

 減額補正ということになります。

 　以上です。

○西銘啓史郞委員　私の考えが正しいかどうかを教

えてほしいんですけど、定年が延長になりましたよ

ね。次、２年後には62歳にまでなると聞きましたけ

ど、今回60歳で退職をして61歳まで、雇用延長とい

う言葉が正しいかどうかあれですけれども、60歳の

ときに退職金をもらえるという理解で、退職金を頂

いて、61歳から仕事をするという理解だったんです

 が、間違っていますか。61歳に退職するのかな。

○城間敦人事課長　お答えします。 

　定年引上げ制度が導入されておりまして、職員は

60歳に達した日以後に継続して勤務するか、または、

 定年前の退職を選択するということになります。

　ですので、この定年前の退職を選択した場合は、

令和５年度末に定年退職と同様に算定した退職手当

 を支給します。

　この定年前退職者につきましては、退職後、定年

前再任用短時間勤務職員として勤務することが可能

 となっております。

○西銘啓史郞委員　次、10ページの職員費。 

　これはほぼ各部局で職員費減額が出ていますけれ

ども、確認したいのは、人事異動等による人件費が

当初見込みを下回ることによる減額と書いています

が、よく分からないのでこの辺の説明をお願いした

 いんですが。

○城間敦人事課長　お答えします。 

　人事異動費につきましては、現に在職する職員が

翌年度も引き続き同職場に在籍するというものとし

 て算定はしております。

　人事異動等により、職制が上位の職にある主査等

の職員が異動をして、下位の職にある主任等が後任

になる場合があったりします。そうなると事業ごと

の人件費では、逆もありますので増減が生じる場合

 があるということでございます。

　また、同位の職の異動でありましても、職員ごと

に給与は異なりますので、人件費に移動が生じる場

 合があるということでございます。

○西銘啓史郞委員　これは毎年度２月に、この補正

は行っているんでしたか。それとも過去でもありま

したか、補正予算の第７号、６号、５号で。ごめん

 なさい、年度末で出てくるものなのかどうか。

○又吉信財政課長　お答えします。 

　商工労働部と公安委員会の２部局については11月

 補正で増額補正を行っております。

　今回やるのは減額補正というところでございます。 

 　以上です。

○西銘啓史郞委員　続いて、11ページですけれども、

先ほどちょっと説明がありましたが、26番。特定駐

留軍用地等内土地取得事業ですけれども、この基金

の概要と今の状況を教えてください。幾ら使って、

 幾ら残っているかを含めてですね。

○山内明良県土・跡地利用対策課長　お答えいたし

 ます。

　基金の推移ということでございますけれども、県

では、普天間飛行場における道路用地を先行取得す

るため、平成24年度に約69億1000万円の基金を積み

 立てております。

　令和６年１月末時点で、目標面積の70％に当たる

約15.4ヘクタールを取得し、基金残高は約３億2000万

 円となっております。

　今回、２月補正で約６億2000万円を増額補正する

ことで、令和５年度末の基金残高は約９億4000万円

 となる見込みでございます。

 　以上です。

○西銘啓史郞委員　13ページの35と、14ページの38で

すね。離島空路確保対策事業費と離島航路補助事業

 費についてちょっとお伺いします。

　この事業概要と、国庫増額による減額補正になっ

ていますが、負担割合についておのおの御説明お願

 いします。

○大嶺寛交通政策課長　この離島航空路、航路の確

保対策事業につきましては、離島航空路線、航路の

確保、維持を図るためのものとなっております。具

体的には、国、県、関係市町村が協調して、離島航

空路、あるいは航路の運航により生じた欠損額に対

 して補助するものとなっております。

　おおむねの負担割合ですけれども、国、県、市町

 村の割合はおおむね３対２対１となっております。

○西銘啓史郞委員　航路のほうの38番は――今のは

 空路のほうですか。

○大嶺寛交通政策課長　今、すみません、両方説明

 したんですけれども、同じです。

○西銘啓史郞委員　３対２対１は一緒ということで

 すか。

○大嶺寛交通政策課長　はい。この事業につきまし

ては、航空路も航路も一緒なんですけれども、この
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事業は、令和４年度の実績に支援する過年度補助と

なっております。このため、令和５年度の予算では

あるんですが、令和４年度事業が補助の対象となっ

 てございます。

　令和４年度については、新型コロナウイルス感染

症の影響がまだ続いていたということもありまして、

国のほうで離島航路事業者、あるいは、離島航空路

事業者に対して、補正予算によって国庫補助額の増

 額を措置しております。

　当該措置によって、補助対象路線、あるいは補助

対象航路の国の補助額が上がりまして、県と市町村

 の補助金が減ったというところでございます。

○西銘啓史郞委員　ちなみに、具体的に35番だった

ら３対２対１が何対何対何になったかという割合の

 数字は出ますか、なければ結構です。

○大嶺寛交通政策課長　割合については、国のほう

が50.7％、県のほうが32.8％、市町村のほうが16.4％

 です。

○西銘啓史郞委員　今は空路、航空路の話ですか。 

○大嶺寛交通政策課長　今のは飛行機、航空路です

 ね。

○西銘啓史郞委員　じゃ、航路のほうは、船のほう

 は。

○大嶺寛交通政策課長　航路につきましては、国の

ほうが48.7％、県のほうが34.1％、市町村のほうが

 17.2％ということでございます。

○西銘啓史郞委員　35番と38番の、恐らく決算の時

期、航空路はたしか４月から３月で、船のほうが10月

から９月でしたか。その理由をちょっと簡単に説明

してもらっていいですか。なぜ４月から３月じゃな

 いのかというのを。航路と航空路の違い。

○大嶺寛交通政策課長　この辺につきましては、国

交省のほうがいろいろ考えがあるとは思うんですけ

れども、飛行機については４月から３月でカウント

していまして、国のほうは、現年度で決めて内定し

まして、先に３月で決定するんですけれども、船に

つきましては、この10月から９月というふうな決算

になってございますので、その辺でずれが生じてい

 るというところでございます。

○比嘉京子委員長　休憩いたします。 

　　　（休憩中に、西銘委員から、10月から９月に

なっている理由は、船会社側の会計年度に

よるものか、あるいは国の制度によるもの

かとの確認があった。） 

○比嘉京子委員長　再開いたします。 

 　大嶺寛交通政策課長。

○大嶺寛交通政策課長　国の制度、仕組みが10月か

 ら９月までということになってございます。

○西銘啓史郞委員　分かりました。 

 　ありがとうございます。

 　では、続いて16ページの47番と17ページの50番。

　ちょっと関連するので、お聞きしたいんですけれ

ども、6000円を引き上げることによって、令和６年

２月から実施するための補正とありますけど、この

歳出根拠ですけど、6000円が何か月で、人数は何名

 なのか、おのおの教えてもらえますか。

○安里克也高齢者福祉介護課長　介護職員処遇改善

事業は、介護職員を対象に、賃上げ効果が継続され

る取組を事業者が行うことを要件といたしまして、

常勤換算１人当たり月額平均6000円相当を引き上げ

るための措置を実施するための事業となっておりま

 す。

　対象人数でありますが、介護保険事業所台帳シス

テムから抽出いたしました常勤換算人数で約１万

 7000人を対象としております。

　これを１万7000人掛ける6000円掛ける４か月とい

 うことで４億800万円を計上しております。

○普天間みはる障害福祉課長　先ほど答弁がありま

した介護職員処遇改善事業と、障害福祉職員処遇改

 善事業の仕組みはほぼ同じです。

　6000円相当を引き上げるための措置としての対象

人数は、障害福祉事業所台帳システムから抽出した

 常勤換算人数で約１万1900人としております。

　補助金の総額については１万1900人掛ける6000円

掛ける４か月分で、２億8500万円を計上しておりま

 す。

 　以上です。

○西銘啓史郞委員　今、すみません、４か月という

ふうにおっしゃいましたけど、２月から補正を実施

すると書いてあるのは、２月、３月の２か月じゃな

 くて、４か月という数字は何ですか。

○普天間みはる障害福祉課長　お答えします。 

　令和６年２月、３月、４月、５月の４か月分です。 

○西銘啓史郞委員　これは５年度の補正として、

４月、５月まで入れるということですよね。分かり

 ました。

　それと、47番と50番のおのおの委託料というのが

あるんですけれども、47番のほうは委託料が718万

7000円に対して、50番のほうが委託料は1791万2000円

となっているんですけど、この違いはどこから発生

しているんですか。約倍ですよね、障害福祉のほう

 が高いのかな。



－25－

○安里克也高齢者福祉介護課長　委託料についてで

ありますが、介護報酬については、事業者が国民健

康保険団体連合会に請求を行いまして支払われる仕

 組みとなっております。

　介護職員処遇改善事業で支払われます補助金は、

対象介護事業所の請求する月額総報酬に対象サービ

スごとに応じた交付率というものを乗じて算出して

 得られた額となります。

　このため、この事業に係る補助額の算出、また、

事業所への通知に係る事務については、県から当該

 連合会に委託することとしております。

　今回の委託料につきましては、令和４年度に実施

しました同事業を参考に、予算を計上したところで

 あります。

 　以上であります。

○普天間みはる障害福祉課長　では、違いだけ説明

 いたします。

　支払いスキームは同じですので、障害福祉職員処

遇改善についての委託料は、県内全事業所3300か所

に対する事務処理費用として1791万2000円を計上し

ておりますが、介護職員より多い理由として、この

障害に係る補助金のほうは、障害者に係る分が厚生

労働省、障害児に係る分がこども家庭庁と、所管が

またがっていることから、障害者及び障害児の両事

業に係る場合は事務処理が増加することになるため、

 これが委託料の多い理由となっています。

 　以上です。

○西銘啓史郞委員　障害福祉職員の改善については、

委託先が２つあるということですか。委託先は１つ

 ですか。

○普天間みはる障害福祉課長　お答えします。 

　委託先は、先ほど介護職員と同様、国民健康保険

団体連合会で同一なんですけれど、この補助金の元

である国の所管が、２つの省庁にまたがっていると

いうことで、厚労省とこども家庭庁の分が国から給

付されますので、それを事務処理においても２つに

分けて整理する必要があって、その分、事務処理が

 増えることで２倍になっております。

○西銘啓史郞委員　要は、国の予算が２つあって、

もらう方は１つですよね。だけど、要は、私が１人

としたら、厚労省だろうが、こども何とか庁でもい

いんですけど、もらうのは１つですよね。２つの振

込先なのか。 

○普天間みはる障害福祉課長　交付についても分け

 て行うことを想定しております。

○西銘啓史郞委員　分かりました。 

　何か同じような事業で倍も違うのか、何なのかな

と思ったものですから。ましてや、国保の協会がや

るということで受皿は１つですよね。３つの省庁か

 ら来るみたいな話で理解していいんですかね。

 　分かりました。

　最後に１点だけです。34ページの118番なんですが、

新型コロナウイルス関連なんですけど、エッセンシャ

ルワーカーの定期検査の実施に関する経費で、これ

は減額が今になっている理由――５月からコロナは

移行したんですが、エッセンシャルワーカーの検査

がいつまでかかったのかというのも含めてちょっと

 御説明お願いします。

○平良勝也ワクチン検査・推進課長　お答えいたし

 ます。

　新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づ

け変更後においても、国の通知に基づき、重症化リ

スクの高い高齢者等を守るための幾つかの取組は一

定期間継続するとされており、エッセンシャルワー

 カーの定期検査事業もその１つとなっております。

　令和５年度は、夏場の感染拡大対策として６月か

ら本事業を実施しており、11月は感染が落ち着いて

いたことから一旦休止としておりましたが、冬季の

感染拡大対策として12月から再開し、令和６年２月

まで事業を実施したところです。特に、夏季におけ

る感染拡大時には、病院内の感染対策として医療機

関の対象施設を従前より拡大して事業を実施してお

ります。それから、例年冬季においても感染が拡大

する傾向があったため、新たな対策が必要となる可

能性に備えておりましたが、令和６年１月時点にお

いて大きく感染が拡大する傾向が特に見られなかっ

たことから、実施中の事業経費以上の執行はないと

 考え、今回で減額補正するところでございます。

 　以上です。

○西銘啓史郞委員　あと、中身ですけれども、内容

が需用費と委託料とありますけれども、21億円の減

額補正のうち委託料で約18億円、需用費で３億円と

ありますけれども、委託料で約18億円というのは、

何か非常に大きい感じがするんですが、その辺はど

 ういう理由でしょうか。

○平良勝也ワクチン検査・推進課長　需用費は、抗

 原定性検査のキットの購入費になります。

　それから、委託料については、ＰＣＲ検査の委託

 というふうになります。

　当初ＰＣＲ検査で実施していましたけれども、Ｐ

ＣＲ検査は陽性になった方が検査をすると、３か月

程度はまた陽性になることもありますので、８月か
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らはその検査の手法を抗原検査に変えて、これは需

用費での購入ではなくて、委託という形で抗原検査

キットの検査に完全移行して、それで事業を実施し

 てきたところでございます。

○西銘啓史郞委員　ありがとうございました。 

 　以上です。

○比嘉京子委員長　大浜一郎委員。 

○大浜一郎委員　よろしくお願いします。 

　５ページの消防防災ヘリコプターの件ですけれど、

先ほどの理由では、石垣市、うるま市が未承認とい

うことなんですが、これが調整の遅れの最大の理由

 ですか。

○山里永悟防災危機管理課長　お答えします。 

　今、御指摘いただきましたように、基本的な議案

を可決する前には、県と41市町村で構成する協議会

で、議案について協議をして、決定をしてまいりま

 した。

　最終的にその首長である市町村長の皆さんに御承

認をお願いしているところでございまして、石垣市

長及びうるま市長から承認がいただけてないという

ことですので、年度内での事業進捗が認められなかっ

たことから、減額補正をしているというところでご

 ざいます。

○大浜一郎委員　その最大の理由は何ですか。 

○山里永悟防災危機管理課長　様々、御意見、確認

をいただいておりまして、石垣市長、うるま市長、

両市長からは、航空隊の隊員ですけれど、他県と同

様に、市町村の消防職員の皆さんで派遣をしていた

だいて構成するということにしておりますが、その

体制について、再度その必要性の確認等をいただい

 ております。

　また、基地整備場所、拠点となるところを中城村

の消防学校として提案をさせていただいております。

その消防学校とすることについても、確認を求めら

 れているところでございます。

　また、市町村の消防職員をこの航空隊に派遣した

経験をもって、各市町村の消防本部に戻ってどのよ

うにこの経験が生かされるのかといったようなこと

の確認も求められておりまして、それぞれ関係機関

との調整を進めておりまして、また、先進他県へピ

ンポイントでいただいた御意見、御質問に関しての

ヒアリングなども行いまして、その内容を今、説明

 として行っているという状況でございます。

○大浜一郎委員　うるも市も同じですか。 

○山里永悟防災危機管理課長　うるま市長からは、

先ほど申し上げたような市町村消防職員を派遣する

といったことに対して細かい確認がございますとと

もに、あと、うるま市長から夜間運航はすぐできな

 いのかといった御質問や確認もございました。

　これについては、いきなりすぐ夜間運航というよ

りは、やはり航空隊の皆さんが実経験を積んで、練

度を積んでいく必要がございますので、段階的な拡

大をしていきたいといったことを今ワーキンググ

ループで調整をしているといった説明をしていると

 ころでございます。

○大浜一郎委員　消防隊員の充足率と経費の負担の

問題があると思うし、これ、運航運用は５時までで

しょ、夕方の。５時以降、運用できないわけよ。こ

ういう理解、みんな分かって承認しているのですか。 

○山里永悟防災危機管理課長　この41市町村が入っ

た協議会を設置する段階で、まずスタートのときに

は８時半から５時15分の日中のみの運航から始めよ

うといったことで合意をしている、始めるところで

 ございます。

○大浜一郎委員　今後はこれはどういうふうに改善

する予定なんですか。これ、承認の中でとても大事

 ですよ。

○山里永悟防災危機管理課長　夜間運航に関しまし

ては、先ほども説明を申し上げましたが、段階的な

拡大を検討させてほしいということで、今、ワーキ

ンググループの皆さんとも検討しているところでご

 ざいます。

　夜間運航に関しましては、航空隊員や操縦士をは

じめとした人員配置がまた大幅に増強を図る必要が

ありますし、何よりも夜間運航に関する練度や経験

を積む必要がございます。それなりに危険も伴いま

すので、これらについては、消防本部の皆さんの御

意見も伺いながら運航時間を段階的に拡大していく

 ということを検討していきたいと考えています。

○大浜一郎委員　これ、本会議でも質問しましたけ

ど、やっぱりユニバーサルサービスができるかどう

か。消防防災ヘリが５時15分で終わりますという計

画として進めて、これからやっていくんだけど、妥

当性がどうかというのを議論されるべきだし、これ

はちょっと詰めていかなきゃいけない問題だと僕は

思うね。それが調整の遅れで、こういう減額調整に

 なっているわけよね。そこはどうなんですか。

○山里永悟防災危機管理課長　先ほども申し上げま

したように、市町村と県とで構成する協議会をスター

トするに当たって、スタート当初は、日中運航から

始めようといったことで一度合意はいただいており

 ます。
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　ただ、うるま市をはじめとして、今、委員から指

摘があったように、特に離島県ですので、夜間運航

というのは必要じゃないかといったことは強い意見

をいただいているところでございまして、そちらに

ついて、段階的な拡大に関する検討の進め方――具

体的に申し上げますと、ステージ１からステージ４、

５まで考えているんですけれど、そういった具体的

な拡大の進め方など、説明を重ねてまいりたいとい

 う状況でございます。

○大浜一郎委員　基本的に、これはユニバーサルサー

ビスができるかどうかにかかっている話ですから、

 しっかりと議論してください。

　次に、11ページの27番の石油製品の件ですけれど

も、これは県費も国庫支出金も何もなくて運用でき

 る非常によくできた制度なんですよ。

　今回は年間所要額を補正するためのものというこ

とですから、これは一般財源から補塡するというこ

 とでの理解でいいですか。

○高嶺力志地域・離島課長　今回の補正についてな

んですけれども、まず、当初予算ではコロナ禍で減

少した輸送量が上昇局面にある中で、正確な輸送量

を見込むことが難しかったために、令和３年度の補

助事業決算額を参考に、９億4100万円を措置をして

おりました。その後、令和５年９月までの補助実績

を踏まえて、所要額を精査したところ、輸送量の増

及び輸送単価の高騰で、約8500万円の予算不足が見

込まれたというようなことで、不足額を増額する補

 正予算を提案しています。

　今回、補正をすると歳出予算額は約10億2600万円

になりますが、石油価格調整税の歳入額は約９億

5100万円となりますので、歳出が税収を上回るとい

 うようなことになります。

　そもそもこれ、歳出は税収を一般財源というよう

なことで、歳出と税収との比較でやりますと、今回、

歳出のほうが税収を上回っているというようなこと

で、結果的に一般財源のほうから不足分は充当する

 というようなことになります。

 　以上です。

○大浜一郎委員　これは、コロナ禍で大分輸送量が

減ったり、使用量が減ったから少なくなっているん

だけど、19年以前は、どれぐらいの税収があって、

どれぐらいの執行率があったか分かりますか。３年

 ぐらい遡ってみてよ。

○高嶺力志地域・離島課長　特に、令和２年頃まで

はおおむね税収のほうで歳出のほうは賄われていた

というようなことですが、令和３年度以降、コロナ

禍の影響などで輸送量が落ち込んだりして、そのた

めに税収が落ちたりしていることで、税収を歳出の

 ほうが上回るというような状況になっています。

 　以上です。

○大浜一郎委員　これ価格調整税として徴収するけ

ど、基本的に一般財源だから、プールできないわけ

よ。一般財源に入れるわけですよね。その差額みた

いなものは、19年以前はどれぐらいあったんですか、

 単年度別に。

○比嘉京子委員長　休憩いたします。 

　　　（休憩中に、大浜委員から、すぐ分からなけ

れば後でよいとの発言があり、地域・離島

 課長から後で提供するとの回答があった。)

○比嘉京子委員長　再開いたします。 

 　大浜一郎委員。

○大浜一郎委員　ここに税収で入れるけれど、これ

に余った分をプールできる基金にもならない財源な

ので、年度年度で経済状況で変わってきたりするの

で、フレキシブルに対応してくれるのは大変助かり

ますしね。今後は補助をどういうふうに使っていく

かというのは離島にとってとても大事なので、それ

 はぜひ検討してもらいたいというふうに思います。

　それと28番ですけれども、需要の実績が当初より

増えたということでの補正なんですけれど、これは

 一般財源で補正したのですか。

○大嶺寛交通政策課長　こちらの事業についてはソ

 フト交付金を活用している事業でございます。

　国庫補助金と一般財源が８対２の割合になってご

 ざいます。

○大浜一郎委員　これもかなりフレキシブルに対応

できる考えで取り組んでいるわけですよね。確認で

 す。

○大嶺寛交通政策課長　今回の増額については、離

島航空路の利用者が増えたということと、当初の見

込みより伸びたということと、令和５年11月から航

空運賃値上げに伴って負担割合も上がりましたので、

離島住民の軽減を図るという観点から増額している

 ものでございます。

○大浜一郎委員　ありがとうございました。 

　31ページの107番の医師派遣推進事業なんですけれ

ど、これ申請額が見込みを下回ったということが理

由になっているんですけど、ちょっと意味が分から

 ないんですよね。説明をお願いできますか。

○川満孝幸医療政策課北部医療センター・医師確保

推進室長　お答えいたします。 

　まず、医師派遣推進事業の概要ですが、これは県
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内外の大学病院等から、北部・離島の医師不足地域

 に医師派遣を行う事業となります。

　減額補正の理由でございますが、これは当初予算

において、多くの医療機関から医師派遣の要望に応

えられるよう予算措置を行っていたこと、あと、当

初予定していた派遣元の医療機関が16病院から11病

院になったことなどで減額補正をするものでござい

 ます。

○大浜一郎委員　これ、病院事業局との連携もあろ

うかと思いますが、これはどんなふうになっている

 んですか。

○川満孝幸医療政策課北部医療センター・医師確保

推進室長　病院事業局との連携でございますが、こ

の事業を病院事業局のほうに紹介をして、派遣元の

医療機関に御案内をしてもらうと。特定の診療科と

か、医師を派遣してもらう病院に医師の派遣を依頼

 してもらうということになります。

○大浜一郎委員　これ、医師の職種によってもばら

つきがあって、こういうふうなことになったという

 ことも想像できますけど、どうですか。

○川満孝幸医療政策課北部医療センター・医師確保

推進室長　減額補正の主な理由となりますが、当初

令和５年度は、令和４年度の12病院から４病院増や

して16病院にしようと思っていたんですね。新規は

そのうち４か所を予定していたんですが、結果とし

て、新規は２病院の増加、前年度実施していた病院

は３病院取りやめとなったこともありまして、それ

で結果として11病院になったというところが主な理

 由でございます。

　県立病院のほうで特定診療科の医師派遣につきま

しては、この事業だけではなくて、ほかの事業も活

用して医師を確保しているものと承知しているとこ

 ろでございます。

○大浜一郎委員　次に、これも関連しますけど36ペー

ジ、看護師等誘致支援事業なんですけど、これも補

助金申請が当初見込みを下回るということになって

いるんですが、離島では常に看護師不足が指摘され

 ていることなんですよ。

 　これ下回った理由を明確に教えてくれませんか。

○山里武宏保健医療総務課長　お答えします。 

　本事業は、県内離島の民間の医療機関等が県外在

住の看護師等を誘致する際に、その看護師等に対し

て医療機関等で１年以上就業することを条件に、当

該医療機関等を通して就業に要する経費を就業助成

 金として補助するものです。

　当初予算の計上に当たっては、沖縄県ナースセン

ターが取りまとめた看護職等の施設調査によって、

県内の離島の民間の医療機関における過去２年間の

県外からの看護師等の採用数の平均値を参考にしま

したが、実際に対象となる看護師等の雇用数が想定

 を下回ったために減額補正となっております。

　その下回ったというのが、当初60名程度を見込ん

でいたのが、結果として13名というふうに落ち込ん

 だという形になっております。

○大浜一郎委員　やり方の問題もあったんじゃない

の、これだけ申請が減っているというのは。やり方

 の工夫が必要じゃないのかなと思うんだけど。

○山里武宏保健医療総務課長　これは今年度からの

新規事業として実施したんですけれども、病院とか

診療所などの補助対象施設への周知を図ってきて、

その病院から募集をかけるというような形態だった

んですけれども、実際に補助を受け取る側の県外の

看護師への周知がちょっと十分じゃなかったのかな

 ということで、課題として考えております。

　ですので、次年度は商工労働部、あるいは東京、

大阪などの県外事務所、あるいはナースセンターも、

引き続き関係機関と連携して、県内の離島医療機関

等への求職に関心を持っている県外の看護師にも、

もうちょっと周知に力を入れていきたいなと思って

 おります。

○大浜一郎委員　これはもう、従前のやり方だけじゃ

なくて、ＳＮＳを使ったり、いろんな工夫が必要だ

 というふうに思うんですよ。そこはどうですか。

○山里武宏保健医療総務課長　確かにそういった、

例えばＵ・Ｉターン支援サイトのりっか沖縄とか、

そういったものの活用もですね、掲載とかも当然含

 めて一緒にやっていきたいなと思っております。

○大浜一郎委員　お願いします、これ大事な事業で

 すから。

　同じ36ページですけど、127番、ＨＡＣＣＰの件で

すけれどね。これは石垣食肉センターも海外向けに

持っていくということで頑張っているところなんで

 すけど、これに対する経費もここに含まれますか。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　委員がおっしゃったものは、今行っているもので

はなくて、これから行うものです。それの事業概要

 を説明させていただきます。

　当該事業は、輸出相手国が求める基準・条件等の

規制に対応し、県畜産物の輸出拡大を図るため、県

内食肉処理施設における機器整備等に要する経費の

 一部を補助する事業となっております。

　今回の増額補正は、国の令和５年度補正予算にお
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いて、食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設整

備緊急対策事業に係る予算が計上されたことによる

ものであり、八重山食肉センターにおける台湾、シ

ンガポール向け輸出牛肉取扱施設の認定に必要とな

 る機器整備等を予定しております。

　県としましては、補助金交付に係る手続を早期に

行い、事業者の事業実施期間を十分に確保するため、

 補正予算での計上を行ったものです。

 　以上です。

○大浜一郎委員　よろしくお願いします。 

　それと、次の128番の粗飼料の価格高騰なんですけ

れど、粗飼料価格の問題がありますけれど、自給率

の問題もあろうかと思うんですよね。離島の自給率

と本島内の自給率にはかなり差があるのではないか

というふうに思っているんですが、この辺はどうで

 すか。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　今、本島と離島については、細かい数字は持ち合

わせておりませんけれども、県内の粗飼料自給率は

今89.6％となっております。配合飼料が1.2％で、全

 体が58.3％となっております。

○照屋亮畜産課班長　粗飼料自給率について、改め

 てお答えします。

　令和４年度の沖縄県全体の粗飼料自給率は81.5％

となっておりまして、一方で石垣市の粗飼料自給率

は80.5％となっております。若干低くなっておりま

す。また、宮古島市では90.5％となっておりまして、

 宮古島市のほうは高い値となっておりました。

 　以上です。

○大浜一郎委員　これはとても大事な事業ですから、

 ぜひ対応していただきたいというふうに思います。

　39ページの138番、条件不利性の問題ですけれど、

これは出荷実績が見込みを下回ることに伴う減額補

正なんですけれども、何で全部使い切れなかったの

かなということですよ。逆に増額があってしかるべ

きだと僕は思っているんだけれども、ここはどうな

 んですか。

○本永哲流通・加工推進課長　お答えします。 

　まず、令和５年度の当初予算では、輸送費補助に

係る計画出荷量を６万5000トンと見込んでおりまし

 た。

　しかしながら、令和５年度の上半期出荷実績にお

きましては、主にモズクの県外出荷の減少がござい

ました。平年の約6000トン減という見通しになって

 ございます。

　一方、令和５年度の下半期につきましては、生産

者団体等との意見交換等により、秋台風もなく、天

候にも恵まれていることから、ほぼ想定どおりとい

 うことでございました。

　それを勘案しまして当初の計画の６万5000トンか

ら６万トンに出荷量が減になったということに基づ

 いての補正減額ということになってございます。

 　以上です。

○大浜一郎委員　これ要するに、柔軟に使えるもの

ではなくて、もう決まったものにしか使えないとい

 うことから減額になったわけでしょ。

○本永哲流通・加工推進課長　出荷をした実績に基

づいて補助をさせていただいているので、そのよう

 なことになってございます。

 　以上です。

○比嘉京子委員長　休憩いたします。 

　　　（休憩中に、大浜委員から、質疑の趣旨はほ

かの不足した部分に流用できるような予算

ではないということか聞いているとの発言

があった。） 

○比嘉京子委員長　再開いたします。 

 　本永哲流通・加工推進課長。

○本永哲流通・加工推進課長　委員のおっしゃると

 おりでございます。

○大浜一郎委員　これはやはり現場とのすり合わせ

が必要ですね。この見直し時期がもう来ますから、

しっかりとこの対応策を詰めていかないともったい

ないです、予算を減額するというのはね。その辺の

 ところの取組の方向性を教えてください。

○本永哲流通・加工推進課長　今の委員の御質問は、

 補助単価の見直しということで受け止めました。

　補助単価の見直しにつきましては、生産者団体等

との意見交換においても見直しを求める声が多くあ

 ります。

　県としましては、補助要綱に基づき事業施行３年

目となる令和６年度、次年度ですけれども、輸送コ

ストに関する実勢運賃の調査や、生産者団体等との

意見交換を踏まえ、必要な見直しを進めてまいりた

 いと考えております。

 　以上です。

○大浜一郎委員　よろしくお願いします。 

　それと同じページ、139番なんですけどね、鳥獣被

害の件ですけれど、実害数と報告ベースでの違いが

あるというのは何度も委員会でも指摘をしているん

ですけれど、この辺の部分は改善をされていますか。 

○能登拓営農支援課長　お答えいたします。 

　市町村から報告のあります被害の実態調査ですけ
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れど、基本的には国の調査方法に基づいて実施をし

なければならないとうことになっておりまして、各

市町村にはこの国の示した方法でやっていただきた

いということで、これまでお示しをしてきたところ

 でございます。

　そのような中、例えば石垣市につきましては、当

初、報告の金額が少なかったところですが、少しず

つこの調査方法を改善をしていただきまして、報告

 額が増えてきているところでございます。

○大浜一郎委員　改善してきて、かなり実害数に近

くなってきたんですよということを今答弁している

 んですか、どうなんですか。

○能登拓営農支援課長　例えば石垣市で申しますと、

令和２年度157万円という報告であったところ、令和

４年度で626万円、令和５年度は788万円というよう

なことで、一定の現状を踏まえた数字になってきて

 いるかと思います。

○大浜一郎委員　全然違いますよ。 

　僕らが知っているところは、畑を全部やられてど

うしようもないと。もう離農しようかなんて言う人

がいるぐらい、実態の数字と調査のやり方が違うと

いうことを毎回言っているんですよ。これ、実績主

義になりますからね。だからそこをもうちょっと改

善しないといけないと思うんですよ。その辺をもう

 一度改善するかどうか、答弁をください。

○能登拓営農支援課長　先ほど申しましたとおり、

この調査の方法につきましては国のガイドライン等

で示されておりますので、その方法に従って調査し

 ていただく必要がございます。

　県としましては、石垣市に対して、その調査の方

法などについては、引き続き指導助言を行っていき

 たいと思っております。

　あわせて、今、委員からございましたとおり、石

垣市のほうでは最近イノシシなどによる被害が増加

 しているというのはほぼ明らかでございます。

　そのような状況を踏まえまして、今回、全体とし

ては減額補正をさせてはいただいておりますが、各

市町村間の執行状況などを踏まえて、執行率などを

見た上で市町村間の流用を行いまして、石垣市のほ

うには予算を対前年比で2.5倍ほど追加で充てさせて

いただきまして、追加の対策を講じていただいてい

るというようなことで、引き続き鳥獣害の防止に取

 り組んでまいりたいと考えてございます。

○大浜一郎委員　これ、実態とかなりの差があるの

が、私たちは肌感覚なんですよ。とにかく、イノシ

シだけじゃないですよ。空からも来ますよ。クジャ

 クもいるしね、いろんなものがいるし。

　これは農業にとっては本当に深刻な問題と化して

おりますので、実態に近い数字を把握できるように、

 県もちょっと努力していただきたいと思います。

 　ありがとうございました。

　48ページの176番、観光人材の確保事業なんですけ

れど、これ、申請の見込みが減となったことへの補

正となっているのですが、原因は何で、何を改善す

 べきか。大事な人材確保事業なのに。

○大城清剛観光振興課長　本事業は、従業員の労働

環境を改善し、人材の確保、定着を図るため、観光

事業者の生産性向上に資する取組を支援するととも

に、観光事業者と求職者のマッチングを促進するも

 のとなっております。

　今回の補正減が生じたのは、観光事業者の生産性

向上を支援するための補助金が一部執行されなかっ

 たことによるものとなっております。

　執行されなかった理由としては、補助率が３分の

２で最大1000万円を上限に、15件の支援を予定して

いましたが、１社当たりの申請額が想定していたよ

り少額であり、500万円に満たない交付決定が５件あ

 りました。

　また、事業者が資金調達を含めた事業計画に時間

を要し、申請までには至らなかったことなどが挙げ

 られると考えております。

　こちらとしても、業界団体や観光協会、商工会等

へ周知依頼したり、広報のほうは努めてきたつもり

でありますけれども、この辺が不十分であったとこ

 ろがあったと思います。

　次年度に向けては、申請手続の簡素化や、ベンダー

を通じた事業周知、また、マスメディア等を活用し

た広告展開なども行いまして、より広く多くの事業

者に利用していただけるように努めてまいりたいと

 思っております。

○大浜一郎委員　今後も大事な事業ですから、抜か

 りなく執行できるようにお願いしたいと思います。

 　ありがとうございます。

　それと、65ページの241番、学校給食事業費なんで

すけれどね、これも補助対象経費が当初見込みを下

回っているということによる減額補正、少なくなっ

た理由は何でしょうか。申請しなかった学校の理由

は何なんでしょうか。ちょっとよく分からないんだ

 よね、これ。

○金城正樹保健体育課長　お答えいたします。 

　学校給食事業費は、物価高騰の中、保護者に新た

な負担を課すことなく、これまでどおりの給食が提
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供されるよう、食材費高騰分に対して補助を行う事

業となっております。給食を提供する全ての県立学

校等の29校のうち、補助申請を行った学校が24校で

ございます。また、食材費の上昇が当初の見込みを

下回ったことにより、今回、減額を行うものであり

 ます。

　なお、申請を行っていない学校については、給食

費の値上げをせずに、メニューを工夫することなど

により、また、これまではカット野菜とかを購入し

ていましたが、カットされていないそのままのもの

を調理場でカットするという工夫をしたということ

で、これまでどおりの栄養バランスや量を保った給

 食を提供できていると聞いております。

 　以上になります。

○大浜一郎委員　自助努力によって工夫、改善した

から申請数が減っちゃったということなわけですか、

 今の理由では。

○金城正樹保健体育課長　そういう学校もあると聞

 いております。

○大浜一郎委員　では、この事業を今後どういうふ

 うにして予算執行のために組み立てていきますか。

○金城正樹保健体育課長　お答えいたします。 

　本課はこれまでも、物価高騰分に対してのものは、

全て手当てできる予算を確保していますので、学校、

特に学校栄養士、栄養教諭等にそのような情報提供

をしておりましたが、やはりそういった工夫のほう

 を結構努力したということになっております。

　また、次年度については、今回申請しなかった５校

についても、これを活用するというふうに伺ってお

りますので、引き続きこの補助事業を活用して、こ

れまでどおりの栄養バランスや質を保った学校給食

が提供できるように、またこちらと連携して取り組

 んでまいりたいと思っております。

○大浜一郎委員　とても大事なことなので、ぜひ満

額の執行、もしくは足りないというぐらいのものに、

 僕は育てていただきたいなと思います。

 　ありがとうございます。

　それと最後になりますけど、66ページの246番の離

島警備対策事業ですけれども、確認のためにお伺い

します。これは全額国庫補助で運営されていると思

うんです、国境離島警備隊は。この補正の理由をお

 聞かせください。

○井上毅会計課長　お答えいたします。 

　離島警備対策事業の減額補正につきましては、大

型ヘリ維持経費について、その稼働時間が当初見込

みを下回ったことに伴い、部品供給業務委託料が不

用となったことから、委託料8500万円を減額するも

 のということでございます。

　県費のほうに計上しておりますけれども、10分の

 10の補助が出ております。

 　以上でございます。

○大浜一郎委員　というと、これは一旦、10分の10だ

けど、国に入れなければいけないから計上している

 ということでの理解でいいですか。

○井上毅会計課長　国に入れるというものではなく

て、県費に計上した予算を減額するというものでご

 ざいます。

○比嘉京子委員長　休憩いたします。 

　　　（休憩中に、大浜委員から、国庫の受入れの

流れを説明してほしいと発言があった。） 

○比嘉京子委員長　再開いたします。 

 　井上毅会計課長。

○井上毅会計課長　離島警備対策事業の経費につき

ましては、一旦、県費で計上をしておりまして、そ

の実績報告に基づきまして、国のほうから補助が出

るという形になっておりますので、今回の部品供給

業務委託料について、県費の減額をするというもの

 でございます。

○大浜一郎委員　同じことを言っていると思います。 

　大型ヘリの稼働時間が減少した理由についてお伺

 いします。

○井上毅会計課長　お答えいたします。 

　当初の見込みよりも悪天候であるとか、故障によ

る修繕などによって、稼働時間が減ったというとこ

 ろでございます。

○大浜一郎委員　これは去年もおととしもあったこ

となんですか。経年の中でどれぐらい発生するんで

すか、こういう故障とかで訓練ができないことによ

 る減額補正は。

○井上毅会計課長　お答えいたします。 

　昨年につきましても同様に、悪天候、故障による

稼働時間の減少というもので、減額補正しておりま

 す。

○大浜一郎委員　これ、国境離島の治安維持に要す

る経費ということで、非常に大事な経費だというふ

うに思っておりますので、ぜひ故障とかいったもの

がないような万全な対策を取っていただけるように、

関係者のほうにも申し伝えていただきたいなという

 ふうに思います。

 　以上です。ありがとうございます。

○比嘉京子委員長　呉屋宏委員。 

○呉屋宏委員　それでは、３ページ、４ページぐら
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 いから行きましょうか。

　私は３ページを見てとても思うのが、何か三角が

多いよね、マイナス補正が。これ何ですか。いつも

 ２月議会の補正が出てくるとこうなるんですか。

　私のイメージは２月、３月の補正予算というのは

何か増額の補正が多いのかなと思っていたんだけれ

ど、まずここを見てびっくりしたんだけれど、どう

 なっているんですか、これは。

○又吉信財政課長　お答えします。 

　２月補正については、いわゆる決算補正というと

ころで、決算に近い状態に持っていくというのが一

 つの目的となっております。

　そのため、当初予算で計上したもの等を執行した

上で、執行残とか内示減とか、そういうものについ

ては減額していくということから、このような形に

 なっているというところでございます。

 　以上です。

○呉屋宏委員　そこまで言うんだったら僕は質問し

ますけどね、皆さん23ページの75番見てください。

 これの内容は何て書いてあるの。説明して。

○下地努子育て支援課長　75番、認定こども園整備

事業についてですけれど、認定こども園整備事業は、

文部科学省から交付される認定こども園施設整備交

付金を活用して、認定こども園を構成する幼稚園部

分の整備に対して補助を行うものとなっております。 

　今回の補正減の理由としましては、令和５年度の

こども家庭庁の発足に伴いまして、保育所等整備交

付金と、今回の認定こども園施設整備交付金等が一

元化されまして、就学前教育保育施設整備金という

形で創設されておりますが、令和５年度当初予算編

成時においては、補助スキームの情報を得られなかっ

たため、従来どおりの県予算を計上したところです。 

　その後、示された就学前教育保育施設整備交付金

の交付要綱におきまして、国から市町村へ直接補助

をすることになったことから、今回その認定こども

園に関係ある補助金につきましては減額補正を行う

 こととしております。

○呉屋宏委員　これ、いつ分かったんですか。 

○下地努子育て支援課長　当該交付要綱につきまし

ては８月末に示されまして、市町村への直接補助と

なったことから、今回２月補正という形で計上して

 おります。

○呉屋宏委員　８月に分かったことが２月補正でと

なるの。これから増えることはないんでしょう。こ

れ、３億5700万円が570万円に減額。これは８月に分

かったんだったら、９月だとか11月だとかという議

会に出すべきだと僕は思うんだよね。こういうのが

あまりにも多過ぎるような感じがする。どうなの、

 総務部長。

○宮城力総務部長　補正予算は主に９月、11月、２月

 で計上しているところでございます。

　歳出予算については予算を超える執行ができない

ものですから、増額補正については基本的に11月ま

で、２月も含めてですが。ただし、決算に近い形で

調える補正というのは２月でやっておりまして、そ

のため、年度分をまとめて２月補正でやっていると

 ころです。

　ただし、一部、ソフト交付金等の入り繰りがあっ

て、不用が出るけれども、逆にほかの事業では歳出

が不足するという一括交付金の場合、ある一部の事

業では減額して、それで増額が必要なところに振り

替えるというような編成も行ってきているところで

 ございます。

○呉屋宏委員　僕ね、こういうものをもう少ししっ

かりしてもらわないといけないと思っているんです。

僕らは財政のプロではないから、これ普通に何なの

と。皆さんのこの内容は令和５年４月１日より、新

たに措置された教育保育施設の交付金の今度は国か

ら市町村に直接やるというから、こういうふうになっ

たということは、内容を見たらもう４月１日から分

かっていて、１年後にやるのかという話にしか見え

 ないんだよ。

　それと、このページ、23ページ、24ページ、ほか

にもいっぱいあるけれども、市町村の例えば減額補

正によってとか、増額補正によってとかというのが、

この内容にいっぱい組み込まれているわけ。私たち

のせいではありませんよというのが、本当に見え見

 えというか、市町村と調整不足じゃないの。

　もちろん、さっきの理由で言う、最終的に決算に

伴うような形まで持っていくためには、それは２月

議会でやっているという話なんだけれど、これ事細

かく９月やら11月の補正で調整しながら、浮いた財

源をどこに使うかということをもっと考えていかな

いといけないんじゃないのかなと思うんだけれど、

 そこはどうなの。

○宮城力総務部長　今、市町村の取組が原因じゃな

いかというような御指摘がございましたけれども、

それだけではなくて、確かに県の取組として周知が

不足している部分とか、アナウンスが少し足りない

んじゃないかというところは我々も十分反省して、

今後の事業に生かしていかないといけないと思って

 おります。
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　もう少し早めに減額をして、増額に振り替えてい

くべきじゃないかという多分御指摘だと思います。

基本的には１年の単年度予算ですので、事業期間も

勘案しながら、増額補正についても、９月、11月に

取り組んでいきたいと思いますし、一般財源が足り

ないようであれば、大口の減額が見込まれる事業か

らこれを減額して、増額補正に活用していくという

 取組も今後行っていきたいと思います。

○呉屋宏委員　全体的なところをやっていますから、

67ページのところね、繰越明許費。これね、土木建

築部の繰越しが135億円なんだよ。135億円の繰越し

をして、来年度はまた幾らの事業をやるの。これも

入ると思うんだけど、当初予算が900億円ぐらいです

か、土木建築部事業全体で924億円ぐらい。３分の１が

 繰越しだよ。どうなの。

○新垣雅寛土木総務課長　お答えいたします。 

　土木建築部における一般会計の令和６年度の予算

額は、当初予算と繰越明許費を合わせまして、合計

 で1393億円を計上しているところです。

　この繰越しの主な理由、67ページの部分で言いま

すと、都市計画で40億円余り、住宅費で40億円余り

を今回計上しておりますが、例えばこの都市計画費

におきましては、首里城復興基金の事業が主であり

まして、例えば木材の調達でありますとか、あと装

飾品の調達等においてちょっと時間を要したという

 ところの理由があります。

　また、住宅費関係の繰越しでは、県営住宅建設費

において、例えば町管理の水道管が埋設されたとこ

ろの撤去工事のために時間を要するというところで

繰越しが生じるとか、あとは台風６号の影響によっ

て工事日が確保できなくなって繰越しが生じたと

 なっているところです。

　土木建築部としましては、そういった執行率の向

上を図るために、関係機関との早期の調整でありま

すとか、あと、事業執行の管理を徹底するとともに、

ゼロ県債活用による早期の工事発注、執行に努める

など、執行率の改善を図りながら、繰越率や不用額

 の圧縮に取り組んでいきたいと考えております。

 　以上です。

○呉屋宏委員　言っていることはよく分かるけど、

それは一つ一つ説明すれば理由があるよ。僕はね、

こういうふうに135億円も繰越しをする、県全体で

174事業、339億円の繰越しをやる。これって、普通

に考えたら、普通退職の職員が増えたからでしょう。

そういうのに起因しませんか。そういうふうに考え

てしまうんだよ、どうしても。そこはもっと襟元を

 正して、きっちりやってほしいなと思うんですよ。

　いつもいつもこんなね、土木建築部で135億円の繰

越しと言ったらこれ、事業の実施で仕事を待ってい

 る人たちがいるんだよ。

　ついこの間だって、防災センターか何か造ろうと

したんでしょう。土地もちゃんと調べないで、発注

から始めて、気がついたらそこに文化財があったと。

これ、あべこべでしょうが。最初に調査をして、で

きると踏むから発注するんでしょ。業者から僕らに

問合せが来ましたよ。どうなっているのこれは、呉

屋さんと。道路事業を発注しておいて、まだ買収は

 してないというのと同じでしょうが。

　こんなね、もう少しぴりぴりして、当たり前のこ

とを当たり前のようにやってほしい。ここは全体的

 に要望しておきます。

　続けてやりますけれども、これさっきから言い訳

を聞いているけれども、５ページの２番、消防防災

ヘリ。もうね、これはうんざりしてやりたくもない

ぐらい。皆さんのものよりも、僕が今調べているほ

うが先行っていますよ。僕が皆さんに言いたいのは

何かというと、この消防防災ヘリの最終的な計画は

どこにあるの。僕は皆さんの計画を見たこともない。

あなた方は、そこに入れれば、消防防災ヘリを導入

したと思っているんだよ。あとはもう知らぬ存ぜぬ

だろう。先送りでしょうが。最終的な計画あるんだっ

 たら出してくれ。

○山里永悟防災危機管理課長　お答えします。 

　消防防災ヘリについては、先ほどから説明してい

るとおり、41市町村と県とで構成する協議会で協議

を始めておりまして、その中で計画等を組み立てて

 いるところでございます。

　恐らく委員が今指摘しているのは、将来的なこの

運航体制の完成状況とか、そういったことかと思い

ますが、そちらもこの協議会の中にあるワーキング

グループには、県内の18消防本部も入ってもらって

いまして、その中で検討を進めながら完成させてい

くことになっておりますので、そういった重要事項

についてはまた協議会とワーキンググループで導入

の状況、経験を積みながら進めていくということに

 なります。

○呉屋宏委員　これ、南北大東から委員が入ってい

 るの。与那国から入っているの。

○山里永悟防災危機管理課長　協議会の中には与那

国であるとか、南北大東の職員も入っている状況で

 ございます。

○呉屋宏委員　大東は。 
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○山里永悟防災危機管理課長　南大東村、北大東村

 からも職員に入っていただいております。

○呉屋宏委員　この防災ヘリの中で、あなた方は離

島の皆さんが陸上自衛隊にお世話になって運んでい

るのが、この間、全体で１万回を超えた。離島だけ

で8000回近くまで来ている。宮古、石垣から発進し

ているところが多いんですよね、7000回余り。とい

うことになると、あなた方ここをどうしようとして

いるの。今の計画の中になくて、取りあえず１機だ

 けを入れようという計画でしょうが。

　僕はね、これあなた方、保健医療部にも聞きたい

んだけど、僕は２機目をどうしてもこの石垣に入れ

たいと思っているわけですよ。僕の頭の中での計画

は。これ、東京都もずっとやってきているから。そ

こに入れといて、基本的には、僕は八重山病院を救

急体制が取れるような病院に持っていかなければい

けないと思っている。石垣からヘリが飛んで、与那

国に飛ぶ、波照間に飛ぶ、あるいは宮古に飛ぶ。そ

れを持ってくるのは石垣だ。ここの救命救急を充実

させなければいけない。どこにこんなのが書いてあ

るの。あなた方が30年に出したあの計画書の中に。

 教えてちょうだい。

○山里永悟防災危機管理課長　今、委員から御指摘

のあったような体制についてまでは行き渡っており

ませんが、２機体制については議論が始まっており

まして、まず１機目を導入して、県と市町村で一体

となった航空消防防災体制を早期に整備し、運航実

績を重ねて、総務省の無償使用制度がございますの

で、そちらの条件を整えて２機体制を検討したいと

いうことを今、まだ固まっていないですが議論中で

 ございます。そういった状況です。

○呉屋宏委員　これは僕が前から言っていることだ。

じゃ、今の体制の中で、南北大東がヘリで行けます

か。これ、固定翼機を入れないといけないんだよ。

どうするの、これは。そこまでの計画をつくって全

 体計画でしょうが。どうなの。

○山里永悟防災危機管理課長　機体の選定に当たっ

ても、協議会及びワーキンググループで検討を進め

まして、汎用性が高いということで中型機に選定を

いたしております。中型機においても南北大東まで

 も十分に飛行は可能ということで考えております。

○呉屋宏委員　南北大東までどれぐらいで往復する

 の。

○山里永悟防災危機管理課長　お答えします。 

　南北大東までが350キロメートルの距離がございま

す。中型機でも、カタログ値で700キロメートルまで

飛べるということになっているんですが、消防防災

ヘリを他県で運用したことのあるパイロットとかに

も検討に入ってもらっていまして、救助のミッショ

ンであるとか、救急のミッションであると、乗員７名

 であるとか、資機材がまた加わってきます。

　そちらを想定すると、安全的に見て航続距離は

484キロメートルであるとか、552キロメートルで見

たほうがいいというふうに考えておりまして、そう

したことを踏まえますと、南北大東島の350キロメー

トルまで運航は可能ということで考えているとこで

 ございます。

○呉屋宏委員　ということは２時間ということ。 

○山里永悟防災危機管理課長　おおむね１時間半か

 ら２時間まではかかると思います。

○呉屋宏委員　夜間だとか昼ね、あそこから本当に

患者を運んできて、緊急じゃなければ大丈夫だよ。

そこで万一のことがあったときに、これが間に合う

 のか。

○山里永悟防災危機管理課長　今お話をいただいた

ような急患の搬送の件だと思いますが、消防防災ヘ

リについては、各消防署にある消防車両であったり

とか、救急車、これのヘリ版ということもございま

して、空中からの消火活動であったりとか、遭難し

た方の捜索、もしくは救助といったものに強みを発

 揮します。

　当然、急患搬送も――定点移動ですね、そういっ

たものも機能としては可能でありますが、消防防災

ヘリを導入しても、引き続き自衛隊であったり、海

上保安庁に急患搬送はお願いするということを令和

２年度にも協議をさせていただいておりまして、引

き続き自衛隊、また海上保安庁との連携の下で行う

 ということになっております。

　なので、消防防災ヘリで全てを賄うということは

考えてはおりませんが、急患搬送としても十分活躍

 ができるという状況で考えております。

○呉屋宏委員　あなた課長か誰か分からないけれど

も、これね、県がね、あなたの代じゃないよ、将来

において本当にこれでいいのかというところで僕は

議論をしているんだよ。自分がそこから２年後、３年

後いなくなったらどうでもいいよという話でもない

よ。ここは真剣に考えていかないと大変なことにな

 ると思いますよ。

　時間があまりないので、これは予算のときにもう

一回やろうと思っていますから、それでお願いしま

 す。

 　26ページの85番。
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　これ国民健康保険ね、６月から一体化する、要す

るに41市町村を１つにするという事業だったんじゃ

 ないの。どうなの。

○糸数公保健医療部長　国民健康保険については、

平成30年度から県のほうもその主体に入っていまし

て、県が実施主体となって市町村を取りまとめてい

るというふうな形となっていますので、市町村で不

足した分については、県のほうで給付をするという

 ふうな形で今運営しているところです。

○呉屋宏委員　事業が今33市町村で――国保は何市

町村だったかよく分からないけれども、これを一体

的にやろうとする特別会計というのかな、市町村が

一緒になってやっていこうという計画になっている

んじゃないかと思うんだけれど、どうなの、違うの。 

○糸数公保健医療部長　国民健康保険、市町村の国

保は従来、各市町村が行っていましたので、それは

41の分を取りまとめて、県で運営するという形、全

 ての市町村と今やっております。

○呉屋宏委員　じゃ、これは僕の勘違いかもしれな

い。介護か何かだったのかもしれないから、これは

情報がちょっと錯綜しているようですから、別のと

 ころをやります。

 　土木建築部の53ページの196番。

　これは、国が５年間でやった長寿命化のための計

画づくりをしながらやっていくという事業ですよね、

 たしか。そうじゃないですか。

○奥間正博道路管理課長　県も、国と連携しまして、

 長寿命化計画ということで進めております。

○呉屋宏委員　これ、かなり老朽化しているところ

が結構あると思うんだけれど、なぜこれは減額補正

 されているの。

○奥間正博道路管理課長　道路メンテナンス事業の

減額は、国庫内示に伴う補正減となっておりまして、

当初予算は令和５年２月議会において議決されまし

たが、令和５年３月31日付、国からの内定通知にお

いて示された額との差額が生じたことから、その差

 額を減額補正を行うものであります。

○呉屋宏委員　これじゃ、あなた方もっとやりたかっ

 たけれど、国が止めたという認識でいいの。

○奥間正博道路管理課長　その後、今年度も補正予

算を計上しまして、令和４年度でいけば12億9000万

円の補正、令和５年度でいきますと23億3270万円の

補正を国のほうからいただきまして、事業は進めて

 おります。

○呉屋宏委員　じゃ、この減額というのはどういう

 こと。

○奥間正博道路管理課長　もう一度申しますと、当

初予算で県のほうは２月の議会で予算を計上してお

りますが、国からの内定通知は３月になりますので、

その間の差額がどうしても生じてしまうということ

 になっております。

○呉屋宏委員　じゃ、今議会が始まる前に補正は議

決した当初予算に一応積み上げたということだ。そ

 こからまたマイナスになったということ。

○奥間正博道路管理課長　昨年度の２月に計上しま

して、それの内示が３月31日、予算の議決後に正式

な内定通知が来ますので、現在も国会のほうで来年

度の予算審議をしていますが、どうしてもその間に

タイムラグということで生じまして、減額補正とい

う差額が出てしまいますので、その補正を行ってお

 ります。

○呉屋宏委員　じゃ、仕事はやっているということ

 で認識していいの。

○奥間正博道路管理課長　我々のほうも実施できる

事業を、補正等はしっかり要求をして確保するよう

 に努めております。

○呉屋宏委員　じゃ、38ページ急いでやります。 

　これ、農業、水産業、一般質問でもやったんだけ

ど、かなり私が今、第１次産業を捉えているのは、

実はこの事業に入るのかどうなのかよく分かりませ

 ん。

　134番もそうでしょうし、136番もそうだけど、作

ることには一生懸命補助をするんだけれども、どう

も売るところに予算が行っていないような気がする

んだけれども、この売るところへの予算というのは

 どこにあるの。

 　39ページの137番なのか。

○長嶺和弥園芸振興課長　産地パワーアップ事業の

減額補正となっていますが、この産地パワーアップ

事業は、畑作ですとか野菜、果樹などの産地が地域

の営農戦略で定めた産地パワーアップ計画に基づい

て、高収益の作物栽培体系への転換を図るための農

業機械の購入ですとか、資材購入の取組を支援する

事業となっていますが、今回の補正については事業

要望が想定より減少したことに伴って減額補正とさ

 せていただきました。

 　以上です。

○呉屋宏委員　これは一般質問でもやったんだけれ

ど、分かっていると思うんだよね、農林水産部は。

作ることだとかということは大事ではあるけれども、

農家の皆さんができないのはやっぱり売ることがで

きないんですよ。あなた方がそれを一括してやらな
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 ければ無理だと思いますから頑張ってください。

 　以上です。

○比嘉京子委員長　休憩いたします。 

       午後０時22分休憩

       午後１時40分再開

○比嘉京子委員長　再開いたします。 

　先ほど、西銘委員の質疑に対する答弁で、財政課

長から答弁を訂正したいとの申出がありますので、

 発言を許します。

 　又吉信財政課長。

○又吉信財政課長　先ほど、西銘啓史郎委員の御質

問、減額補正及び増額補正の件数についての中で、

財源振替について、議会の議決事項かとの趣旨の質

問に対し、議会の議決事項としてお諮りするもので

すと発言しましたが、正しくは、議会の議決事項で

ある補正予算案に係る甲号議案においては、財源の

内訳までは記載はございませんので、財源振替事業

 については、議会の議決事項ではございません。

 　おわびして訂正します。

○比嘉京子委員長　では、午前に引き続き質疑を行

 います。

 　仲田弘毅委員。

○仲田弘毅委員　午前中、執行部の答弁、大変御苦

 労さまでした。

　まず最初に65ページの241番、学校給食事業費につ

いて、午前中答弁いただきましたけれども、29校中

24校という答弁がありました。残りの５校は具体的

 にどこの学校か答弁できますでしょうか。

○金城正樹保健体育課長　今年度、物価高騰による

給食費補助の申請を行っていない５校についてお答

 えいたします。

　北部農林高校定時制です。中部農林高校の同じく

定時制です。名護高校附属桜中学校です。桜中学校

は、今年度からの新入生開始になりますので、給食

の前年度のものがありませんので、今年度はそういっ

た申請がなかったということになります。那覇みら

い支援学校になります。そしてもう１校は宮古特別

 支援学校の計５校になります。

○仲田弘毅委員　多分、県立学校の中でも特別支援

学校、それから定時がメインになるかと思いますが、

 県立の中学校が現在４校あるわけですね。

　与勝の緑が丘をはじめ、球陽、開邦、今年から名

護の桜中学ができているわけですが、この残りの３校

は、学校内にちゃんと給食センターが賄われており

 ますでしょうか。

○金城正樹保健体育課長　お答えいたします。 

　委員のおっしゃる与勝緑が丘中学校と球陽中学校

は学校に調理場もございまして、今年度その補助事

 業を活用しております。

　開邦中学校においては今、校舎改築中でございま

して、その校舎が完成したら学校で調理施設が計画

に入っております。開邦中学校は、現在給食は行っ

ておりません。校舎を現在建設中でございますので、

 校舎が完成してからの給食実施になる予定です。

○仲田弘毅委員　今、学校給食ということについて

申し上げますと、県内では小中学校がこの学校給食

を主に手当てをされているわけですが、この学校給

食に関しては、市町村立の、公立の学校という対応

であります。そのことから考えますと、県立であろ

うが、市町村立の中学校であろうが、同じような対

応をしていくのが私たちの大きな役目だというふう

に思いますけれども、学校給食で生徒１人当たりの

実費、学校給食費を県はどのように掌握しておりま

 すでしょうか。

○金城正樹保健体育課長　お答えいたします。 

　本課のほうで毎年、市町村教育委員会のほうに調

査を行っておりまして、その調査の結果なんですが、

 今年度の平均でお答えいたします。

　小学校の給食費が、平均月額4023円となっており

ます。中学校が平均4534円となっておりまして、１食

当たりに平均しますと、小学校が約225円、中学校が

 約255円となっております。

○仲田弘毅委員　これ県立の学校ではいかがでしょ

 うか。

○金城正樹保健体育課長　お答えいたします。 

　与勝緑が丘中学校の令和３年度の給食費が月額

4900円です。補助事業を使っておりますので、その

ままの4900円ということになっております。名護附

属桜中学校も同じく4900円です。球陽中学校は月額

 5300円となっております。

 　以上でございます。

○仲田弘毅委員　これはお願いにもなりますけれど

も、市町村立の中学校であっても、県立の中学校で

あっても、保護者負担はやっぱり同額程度になるべ

 きだというふうに考えています。

　今、沖縄県においては、子供たちを抱える貧困率、

あるいは困窮家庭が全国に比較して２倍程度という

大変厳しい状況にあるわけですから、そこのところ

 をぜひ御配慮をいただきたい。

　そして、今回は物価値上げに対する補正というこ

とになっておりますけれども、これは具体的には各

学校当たり、対象になりました学校に対して、どの
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 程度の額になるかお答えできますか。

○金城正樹保健体育課長　お答えいたします。 

　今回24校の支援額の平均につきましては、平均１校

当たり約86万円、１食当たり約30円となっておりま

 す。

 　以上でございます。

○仲田弘毅委員　ありがとうございます。 

 　次に移ります。

　61ページの226、227番の事業です。まず、高等学

校奨学のための給付金事業ということですが、これ

はどのような内容になっているか、ちょっと御説明

 お願いできますでしょうか。

○大城勇人教育支援課長　お答えいたします。 

　高等学校等奨学のための給付金事業でありますけ

れども、この事業は、意思ある生徒が安心して教育

を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減

するため、住民税所得割非課税または生活保護受給

世帯等の低所得世帯を対象に支給するものでありま

 す。

　奨学のための給付金は、全生徒の４分の１程度の

生徒が受給しており、令和５年は9635人になると見

 込んでおります。

○仲田弘毅委員　具体的に今、全県でどれぐらいの

子供たちがその恩恵にあずかっているか報告できま

 すか。

○大城勇人教育支援課長　繰り返しになりますけれ

ども、奨学のための給付金を受給しているのは、全

生徒の４分の１程度でございまして、令和５年が

 9635人になると見込んでおります。

○仲田弘毅委員　これは額にしてどの程度の額にな

 りますか。

○大城勇人教育支援課長　今年度当初予算で13億

8832万円予算措置していたところ、今回は対象者が

当初より減となったことにより、１億8785万8000円

 減額補正しております。

　ちなみに支給単価でございますが、生活保護世帯

については、全日制が３万2300円、住民税所得割非

課税世帯第１子だと11万7100円、第２子以降だと14万

 3700円となっております。

○仲田弘毅委員　ありがとうございます。 

　引き続いて227番の就学支援金等支出事業につい

 て、内容をお聞かせください。

○大城勇人教育支援課長　就学支援金等支出事業は、

県立高等学校に就学する機会等の教育費の負担軽減

を図るため、国の補助金を活用し、所得が一定基準

 未満の生徒の授業料を支援するものであります。

 　以上です。

○仲田弘毅委員　この基準はどういうふうになって

 いますか。この事業に関して。

○大城勇人教育支援課長　基準ですが、所得が一定

基準となっておりまして、４人世帯の場合だと、年

収目安が約910万円未満の生徒が受けられるように

 なっております。

○仲田弘毅委員　この両事業とも、やはり教育を通

して人材育成をしていくという我が県においては、

資源がない分だけ人材育成にやっぱり投資をしなく

ちゃいけないというふうに、かねがね私は考えてき

ておりますけれども、そのことを考えた場合に、こ

ういった不用額あるいは減額補正が出るということ

は、やっぱり執行部としてもうちょっと気を配って

 いただきたいなと。

　先ほどの答弁では、減額補正を早めにやること。

早めにやることによって、増額補正が可能になって、

そのことによって予算そのものを早めに消化できて

いく。予備費として残すんじゃなくて、ぜひそうい

うふうな子供たちの教育を含めて頑張っていただき

 たいなというふうに考えます。

　通告いたしましたけれども、バッティングしてい

るところは割愛させていただきまして、最後に、防

災危機管理センター棟の整備事業について質問しま

 す。

　宮城部長、僕は一般質問でも防災危機管理センター

棟のことについて質問をいたしましたけれども、６億

 4900万円余りが減額補正になっているわけですね。

　そのことは、呉屋委員の答弁でもありましたよう

に、この防災危機管理棟を造ろうとしたところに文

化財が発見されたと。部長の答弁では、令和５年度

で実施設計をやって、令和７年からはもう供用開始

をするという答弁だったわけですね。これは令和

４年、５年度の答弁でもそうだったし、しかし、今

回蓋を開けてみると、このように危機管理棟がまだ

できていない。中身においては、今、能登半島地震

とか、その後でも関東地域において震度３、４の地

震が多発しているわけですね。備えあれば憂いなし

じゃないけれども、こういった危機管理に関しては

早め早めに手を打たないと、今もし来た場合どうな

るかということを想定した場合には、例えばの話、

県庁の地下に津波が押し寄せると、まず発電機が使

えない。６階に本部をつくっても、指示系統が出さ

 ないという大きなネックを抱えているわけですよ。

　そういったことを含めて、この管理センターです

ね。今後、例えば文化財の発掘もあるかもしれませ
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んが、それもやりながら、早めに手を打って、そし

てその対処策をぜひお願いをしたいと思うんですが、

 いかがでしょうか。

○池原秀典管財課長　まず前段に、文化財の経緯の

 ほうから説明させていただきます。

　まず、令和５年７月に、那覇市教育委員会より埋

蔵文化財事前調査願を提出され、８月16日付で申請

地について調整が必要との意見を受け、管財課のほ

うで試掘した結果、10月25日に近世から戦前にかけ

ての２層から屋敷跡であったりとか、道路の遺構な

ど、あと陶磁器類が見つかって、文化財調査の必要

 性が判明したところでございます。

　その上で、今年度は文化財調査の前段で必要とな

る既設駐車場の撤去工事や、仮設工事の修正設計を

実施しておりまして、あと建設本体工事に着工する

ために計上した令和５年度は減額補正と今回なった

 ところでございます。

　令和６年度は、駐車場の撤去工事を行った後、文

 化財調査に着手する予定としております。

　もちろん、委員御指摘のとおり、早期の供用開始

に向けて鋭意取り組んでいるところでございますが、

文化財調査に一定の期間を要するため、当初の計画

から約１年遅れの令和９年度の供用開始を見込んで

おりまして、文化財調査に関しては、類似の事例を

参考に、12か月以上かかると見込んでおりますが、

なるべく前倒しできるように努力してまいりたいと

 考えております。

 　以上です。

○仲田弘毅委員　一日も早い、早急な対策をお願い

 して質問を終わります。

 　以上です。

○比嘉京子委員長　平良昭一委員。 

○平良昭一委員　15ページの海洋漂着物の件ですけ

ど、実績に伴う減額だと言っていますけれど、これ

かなり市町村からの要望が多い事業だというふうに

我々はいつも聞かされていますけれど、実際そうい

 うものではないのですか。

○久高直治環境整備課長　お答えします。 

　県では、国の補助金を活用して、市町村などの協

力も得ながら、海岸漂着物の回収処理等に取り組ん

 でおります。

　今年度は、当初予算編成時に見込んでいた国庫補

助金２億7735万7000円に対して、国から最終的に１億

4824万9000円の国庫内示がされたため、国庫内示額

の減となって、その差額分を減額補正にて対応して

 いるところです。

　毎年、市町村に不足額等の要望等調査を実施して

国への追加要望を行っておりますが、今年度は全国

的に多発した災害対応を優先させるなどの理由から、

例年出される追加交付がなかったため、今年度、国

 庫補助額が確定したところとなっております。

○平良昭一委員　国庫内示減に伴う減額ということ

 で理解していいのか。

○久高直治環境整備課長　そのとおりです。 

　今、減額の話をしましたが、もう一つありまして、

例年、年度末に概算払いにより国庫を受け入れて、

次年度実績報告に基づき、国による額の確定がなさ

れているんですけれども、補助金残額が生じた場合

 は、次年度において、国庫へ償還しております。

　令和４年度は軽石対策として、令和３年度から繰

り越した７億9510万9000円を含めた総額11億2701万

3000円を概算で受け入れており、その後、今年度に

確定された額は９億9252万円であったことから、国

 への償還金１億3449万3000円を計上しています。

　今回、国庫内示の額の減及び国への償還金を対応

するため、総額として252万4000円の減額分を計上し

 ております。

○平良昭一委員　いろんな国の事情もあるかもしれ

ませんけれど、以前に会派で西表島に行ったんです

けどね、竹富町の力だけではどうしようもないと、

環境省の人も言ってましたよ。ほとんどこのごみが

国外ですよね。だからもう国外だったら、これは国

がやるべき仕事じゃないかということをいろいろ協

議してきたわけよ。竹富町のものではないというよ

うな感覚を持っていますので、国の内示額減に伴う

ということに関しては、これは言い続けないといけ

ないものだと思いますので、その辺どう思いますか。 

○久高直治環境整備課長　委員がおっしゃるように、

これは全国的な課題になっておりまして、全国知事

会、あと全国の環境部長会議の中でも要望を出して

いるところです。今後とも国に求めてまいりたいと

 考えております。

○平良昭一委員　28ページの水道用水供給事業者支

援事業。これは北谷の淡水化施設のものだと思うけ

 ど、海水のね。

　最大運転に要する費用ということでありますけれ

ど、今の少雨傾向は、これは本島だけには限らない

 と思います。離島の状況はどうなっていますか。

○久髙潤衛生薬務課長　離島の渇水状況ですけれど

も、これは企業局の給水を受けていない、あと海水

淡水化施設を除くものということでお答えいたしま

 す。
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　現在、この離島において渇水が問題となっている

 のは、久米島町と座間味村であります。

　久米島町におきましては、現在、儀間ダムの貯水

率が40％となっておりまして、久米島町においては

これまで４回ほど渇水対策協議会をやっているんで

すけれども、現在、農業用ダムの山城池のほうから

取水を開始して、儀間ダムの取水を制限している状

 況にあります。

　一方、座間味村ですけれども、座間味ダムの貯水

率が今64.9％となっております。座間味村は海水淡

水化施設もありますので、それを今稼働しておりま

して、ダムの貯留水を温存している状況にあります。 

 　以上です。

○平良昭一委員　この企業局の対応以外のところは、

これは保健医療部かな。そこはどうなっているの、

 状況は。

○久髙潤衛生薬務課長　今お答えしたところが企業

 局以外の市町村ということになります。

○平良昭一委員　この海水淡水化施設、非常に大き

くて、かなりの動力を使う、費用が増大してくると

いう。かなり古い施設ですよね。最近コンテナ型の

 新しいコンパクトなものが出ているさ。

　離島に貸付けするような状況とか、そういうもの

がありますけれど、これに比べて、現在の北谷の大

 きい施設というのは、どれだけコストが変わるの。

○久髙潤衛生薬務課長　お答えいたします。 

　コンテナタイプの小型機器ですね、いわゆる可搬

型海水淡水化装置について、まずお答えいたします。 

　県では、離島地域における災害や水道施設の事故

等による給水停止、または渇水による給水制限等が

発生した場合の応急体制を整え、水の安定供給を図

るために、平成28年度に沖縄振興特別交付金を活用

して、企業局において可搬型海水装置２台を導入し

 たところでございます。

　この導入当時と比べまして、現在の可搬型海水淡

水化装置は性能の向上等によって、以前と比べて造

水コストが下がっているということは承知しており

 ます。

　県としましては、今後の災害や渇水等の発生を想

定し、市町村と関係機関で構成される沖縄県水道広

域連携検討会において、圏域または離島地域での可

搬型海水淡水化装置の必要性について意見交換を

 図っていきたいと思います。

○平良昭一委員　この北谷の海水淡水化施設、僕は

もう老朽化していると思うけれど、改善が必要なと

 ころがあるんじゃないですか。

○久髙潤衛生薬務課長　北谷町における北谷浄水の

海水淡水化施設でございますけれども、導入された

時期が平成９年となっておりまして、現在で26年目

を迎えるかと思います。施設の老朽化に伴う更新と

か増設につきましては、企業局とも意見交換を図り

 ながら検討してまいりたいと思います。

○平良昭一委員　動かすたびに赤字になるというん

 じゃ、これは話にならないと思っているんですよ。

　そういう面では、26年もなるのであれば、改善す

るところは改善する必要が出てくると思うけれど、

企業局と打合せはしないといけないと思うけど、今

後どうしていこうかということは、目標はないのか。 

○久髙潤衛生薬務課長　委員おっしゃるように、逆

浸透膜方式で海水から淡水をつくっているところで

すけれども、この膜自体も今改良されておりますし、

逆浸透膜を動かすために電力、ポンプ等が必要です

けれども、そこら辺も改良されているというふうに

聞いておりますので、その辺を含めまして企業局と

も十分意見交換を行っていきながら検討していきた

 いと思います。

○平良昭一委員　このコンテナ型のものを見て、非

常にいいなと思ったんですけれど、そういうコンパ

クトなものをたくさん造るということも、今２台と

言っていますけれど、それは将来的には増やしてい

 く可能性も十分あると思うんですよ。

　非常にいいものだというふうに理解をしているん

 ですけど、その辺はどうですか。

○久髙潤衛生薬務課長　お答えします。 

　今回、この可搬型の海水淡水化装置というのは、

先ほども申し上げましたように、災害であったり、

 渇水、離島のために用意したものでございます。

　今後、水道広域化を進めていく中で、圏域ごとに

必要性等を伺いながら、導入について検討してまい

 りたいと思います。

○平良昭一委員　分かりました。 

　次に、29ページの地域医療介護総合確保事業。こ

れいろいろ、北部医療センターの件も出てきており

ますけれど、ちょっと内容を詳しく説明してくださ

 い。

○川満孝幸医療政策課北部医療センター・医師確保

推進室長　お答えいたします。 

　地域医療介護総合確保基金は、沖縄県地域医療介

護総合確保基金条例に基づき、平成26年度に設置し

ておりまして、国が３分の２、県３分の１の負担に

 より積立てをしております。

　県では、本基金を活用して病床の機能分化、連携
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や、在宅医療の推進、医療従事者の確保、勤務環境

の改善に関する事業を実施しておりまして、病床の

機能分化、連携に資するものとして、医療機関の再

編、統合に要する経費も対象となるため、今年度、

公立沖縄北部医療センターの実施設計に要する経費

 にも充てております。

 　以上となります。

○平良昭一委員　この北部医療センターの件で、組

合議会もありますけれど、その中でやっぱり建築費

をどう抑えていくかというのが非常に重要になって

くると。それに絞られてくるだろうなということを

言っています。今回のような状況の中で、基金等の

条例の積立て等があった場合、そこに出すことも可

 能であるということですか、建築費に対しても。

○川満孝幸医療政策課北部医療センター・医師確保

推進室長　お答えいたします。 

　今年度、補正予算でも計上しておりますが、補正

予算の計上が基本設計時点で389.3億円、これは計画

 よりも110億円ぐらい増加しております。

　それに充てるため、昨年12月に厚生労働省から内

示を受けまして、２月補正予算案において、この北

部医療センター整備に係る積み増し分として約

36.6億円計上しております。なので、建築工事が令

和７年度を予定しておりますが、この建築工事にも

この基金を取り崩して整備に充てるということを考

 えているものでございます。

 　以上です。

○平良昭一委員　これ非常に北部の市町村、安心す

るはずよ。持ち出し分があるのかなといつも心配し

ていますので、そういう形の中で県が取り組んでい

るということ、国が取り組んでいるということが分

かれば非常にいいと思います。頑張っていただきた

 い。

 　そして、36ページです。

　このＨＡＣＣＰの対応、整備の事業なんですけど、

 これは牛肉だけの対応になるのですか。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　牛肉だけとかではなくて、今回、八重山食肉セン

ターがシンガポールと台湾向けのＨＡＣＣＰの認証

 を取るための事業となっています。

　ちなみに、沖縄本島内の食肉センターは、香港と

 ベトナム向けの承認を取っております。

 　以上です。

○平良昭一委員　大型食肉処理施設は、全てこのＨ

ＡＣＣＰを対象にしていくという考え方でいいんで

 すよね、県内の。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　やっぱり、特に牛肉に関しては、非常に相手国の

条件が厳しいものですから、これは食肉センターと

の話合いになりますけれども、もし食肉センターが

 希望するのであれば検討していきたいと思います。

○平良昭一委員　いろいろＨＡＣＣＰの問題、衛生

 上の問題、非常に大事だと思うんですけれど。

　実は僕のところに、沖縄の正月料理に欠かせない

豚のチーイリチャーがありますよね。あれの血がも

う全く採れないということで、沖縄の伝統行事がな

くなるんじゃないかと心配があってですね。それ聞

いたら、やっぱり衛生上、豚の血を今採れるような

ところがないと。いわゆる食肉センターがそれに対

応できてないという話なんですよ。実際、そうなん

 ですか。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　沖縄本島内の食肉センターにおいては、豚の屠畜

処理及び血液採取に関するＨＡＣＣＰ認証を受けて

おりますが、衛生面を確保するために血液の採取に

 当たっては、一定の制限があると聞いております。

　そのため、飲食店等の事業者が要望する豚の血液

 量の確保が難しいと聞いております。

○平良昭一委員　じゃ、これはもうなくなるという

 ことで理解するの、僕らは。

○久髙潤衛生薬務課長　お答えいたします。 

　チーイリチャーの原料となる豚の血液につきまし

ては、採取方法が委員おっしゃっていましたように、

ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理が必要だったことから、

食肉センターが努力いたしまして、平成29年12月か

らＨＡＣＣＰに基づく食品衛生管理体制が構築され

まして、現在に至るまで適切に行われているところ

 です。

　豚の血液の採取量ですけれども、平成29年12月と

 現在で同じ量となっております。

○平良昭一委員　分かった。 

　じゃ、これは十分可能性があるということですね。

 なくなることはないなと、ちょっと安心しました。

　それでもう一点、非常に疑問。国頭村で馬の牧場

を造りたいという要望があって、農林水産部にお願

いしたら、沖縄県で馬は家畜に入っていないという

ことを言われたらしいんだけれど、実際そうですか。

 馬刺しおいしいけどな。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　馬は家畜です。多分まだちょっと話合いにそごが

あって、馬は家畜に入っておりますので、そういう

 相談があれば検討していきたいと思います。
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○平良昭一委員　実際、国頭村で土地を買って造ろ

うとしたときに、当然、農振地域、農地であるわけ

よ。そしたら、牧場を造るといったら、これを農振

除外しなさいと県から言われたらしいんですよ。お

かしくない、家畜であるんだったら。家畜じゃない

から農振除外して用途を改善しなさいと。農振除外

もしなさい、農地転用もしなさいと言われたらしい

 んだよ。

○金城靖畜産課長　農振除外の話までは聞いており

ませんので、関係部局と調整して検討していきたい

 と思います。

○長元司農政経済課長　お答えします。 

　農業振興地域の農用地区域につきましては、市町

 村が農業農村整備計画を策定して定めております。

　農用地区域につきましては、今委員からございま

したように、農業用途にもっぱら使用するというよ

うなゾーニングになっておりますので、今、地域の

ほうで、少し話のそごがあったかというふうに感じ

ておりますので、市町村と少し状況を確認した上で、

適切な対応ができるように、県のほうも少し調整し

 ていきたいと考えております。

○平良昭一委員　北部農林水産センターで止まって

いるらしいですから、そういうそごがないようにし

てもらわないといけませんので、その辺、後で調整

 してください。

　39ページ、農林水産物条件不利性解消事業。これ

モズクの出荷が原因だという答弁でありましたけど、

当然、これは農家から要望等は多いはずですけれど、

そのほかの産物は来年度以降、輸送コスト、補助単

価の見直しも視野に入れていくつもりがあるのか、

今回の減額だけではなくて、モズク以外は補助単価

 の見直しも視野に入れていけるのか。

○本永哲流通・加工推進課長　お答えします。 

　モズク以外ということで補助単価の見直しという

 ことで回答差し上げます。

　補助単価の見直しにつきましては、生産者団体等

との意見交換においても、見直しを求める声が多く

 あります。

　県としましては、補助要綱に基づき、事業施行３年

目となる令和６年度において、輸送コストに関する

実勢運賃の調査や、生産者団体等との意見交換を踏

 まえ、必要な見直し作業等を進めてまいります。

 　以上です。

○平良昭一委員　これはもう、離島の農家が特に、

非常に気にしている。以前のように戻ってしまうと

経済的に非常に苦しいなというのがありますので、

当然、２年も３年もこういう補助単価が一緒だとい

うことは困りますので、その辺よく検討していただ

 きたいと要望します。

　次に、52ページの県単の港湾課の問題ですけれど、

本部港の岸壁の復旧工事、これ台風でありますけど、

同じようにクルーズ船バースの復旧は、これ国がや

るものだと思うんだけれど、その辺の同時の進行と

 いうのは不可能なんですか。

○呉屋健一港湾課長　お答えします。 

　本部港のクルーズ船対応岸壁における被災箇所の

復旧については、再度の災害を防止する工法を検討

 し、昨年12月に国の災害査定を受けております。

　現在、復旧に向けて関係者と調整を行い、早期の

工事契約を目指して、発注手続を鋭意進めていると

 ころでございます。

 　以上です。

○平良昭一委員　岸壁もクルーズ船バースもかなり

の損害を受けているわけよね。これが完璧にクルー

ズ船バースも直らないと、着岸できないということ

 になるのか。

○呉屋健一港湾課長　当岸壁は420メートルございま

して、そのうち100メートルのほうで被災しておりま

すので、320メートルは暫定的な使い方が可能である

 ということになっております。

 　以上です。

○平良昭一委員　大型や中型のクルーズ船であれば

 接岸できるということね。

○呉屋健一港湾課長　そのとおりでございます。 

○平良昭一委員　最後に。いろいろ見てみますと、

全体的にコロナの予算の減額がかなり目立つ。これ、

今の時期にしようがないかなと思いますけれど。減

額だけではなかった、いわゆる沖縄県がよく頑張っ

て、コロナの予算の対策ができたという、足りなかっ

た事業なんていうものもあったはずなんですけど、

 その辺はありますか。

○髙嶺公子感染症総務課長　今回の新型コロナウイ

ルス感染症対応の予算の減額補正122億2600万円余り

のうち、76億955万3000円が保健医療部が実施してい

る新型コロナ対策事業の減額補正となっております。 

　一方で、医療機関における感染症対応に必要な設

備整備を支援する新型コロナウイルス感染症患者等

入院医療機関等設備整備費につきましては、予算に

不足が見込まれるため、増額補正を計上していると

 ころです。

 　以上です。

○平良昭一委員　終わります。 
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○比嘉京子委員長　答弁の訂正がございます。 

　先ほどの仲田委員の質疑に対する答弁で、保健体

育課長から答弁を訂正したいとの申出がありますの

 で、発言を許します。

 　金城正樹保健体育課長。  

○金城正樹保健体育課長　先ほど、仲田弘毅委員の

学校給食費食材費の補助事業を申請していない５校

について答弁申し上げましたが、私が１校言い間違

 えましたので、おわびして訂正させてください。

　２番目に、中部農林高校定時制と申し上げました

が、正しくは那覇工業高校定時制となっております。 

 　大変申し訳ございませんでした。

○比嘉京子委員長　引き続き質疑を行います。 

 　仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員　お願いします。 

　説明資料15ページの44番目の地域福祉推進事業費。

増額の補正なんですけれども、こちらの説明をお願

 いしたいんですが。

○大石優子福祉政策課長　お答えいたします。 

　地域福祉推進事業は、福祉人材の確保・育成や、

福祉サービスの質の向上及び福祉サービス利用者の

保護等を目的とした各種事業を行っておりますが、

今回の補正は、介護福祉士等修学資金事業関連が主

 な補正理由となっております。

　介護福祉士等修学資金事業は、沖縄県社会福祉協

議会が実施主体として、基金積立て方式で実施して

 おり、国庫10分の９の事業となっております。

　今回の補正は、貸付原資等について、国予算が令

和６年度当初予算で予算措置する予定が、令和５年

度補正予算に前倒しで措置されたことに伴い、国庫

 補助分を増額補正するものとなっております。

 　以上です。

○仲宗根悟委員　説明によりますと国庫補助を賄う

ために、県が増額補正をしたということなんでしょ

 うか。

○大石優子福祉政策課長　そのとおりでございます。 

○仲宗根悟委員　中身が分かったからもういいんで

 すけれども。

　ただ、どこの事業においても人材不足が一番今ネッ

クになっているというようなことなんですが、医療

にしかり。それから、いろんな観光業もそうなんで

すけれども、こちらの介護のほうも、貸付原資がアッ

プしているということは、応募者が多いのかなとい

うように思ったものですから、増額はいいことかな

 と。

　次もまた17ページにも示していますとおり、保育

の対策事業も同様な内容だというふうに思うんです

 よね。

　今のところ去年の決算書の主要施策の中でも、しっ

かりと監査が述べているのが、介護福祉士養成施設

への入学者の数が伸び悩んでるんだと。そして、事

業主体である沖縄県社会福祉協議会と連携し、さら

なる制度の周知を図る必要がありますよというよう

な中身でくくっているんですね、課題として挙げら

れているんです。この課題というのは、私は増額補

正したものですから、課題を少しずつ克服したかな

というふうに思っていましたら、状況はこの課題と

そう変化はないと。今年度も増額はするものの、状

況はこういう状況ですよという内容でいいのかな、

 どうなんでしょう。

○大石優子福祉政策課長　介護福祉士修学資金等に

つきましては、令和３年度から４年度にかけて、貸

付けの実績としては令和３年度で239件、令和４年度

で329件ということで、増加傾向でございます。です

ので、増えてきているかなというところでございま

 す。

○仲宗根悟委員　ということは先ほど申し述べまし

た主要施策の中での効果と課題について述べられて

いたものについては、課題が少しずつ克服されて、

入学者も気持ちが向いているというような傾向が見

 られるということでよろしいんでしょうか。

○大石優子福祉政策課長　すみません、養成施設校

につきましては、入学者についてはそれほど大きな

伸びはないんですけれども、この介護福祉士修学資

金等貸付事業につきましては、メニューが８つほど

ございます。そのメニューの中で、いろいろメニュー

を使った形で介護福祉士のほうの人材の確保という

 形では、少しずつ伸びているところです。

○仲宗根悟委員　17ページの52番なんですけれども、

保育対策総合支援事業もこれ貸付けに対する補助の

ようなんですけれども、こちらも同様なんでしょう

 かね、今のお話と。こちらはどうなんでしょうか。

○下地努子育て支援課長　今回、修学資金の貸付原

 資についての補正となっております。

　こちらにつきましては、毎年３億円ほどの貸付け

を行っていまして、また来年度に向けての補正での

積み上げ、それを県社会福祉協議会に対して交付す

 る内容となっております。

○仲宗根悟委員　この保育士の支援員ですとか、あ

るいは補助者に対する補助のようなんですけれども、

保育士を補助する方々というのも増えていると言い

 ましょうか、充足されているのでしょうか。
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○下地努子育て支援課長　保育補助者、保育支援者

につきましては、保育士の資格は持ってはいないん

ですけれど、保育士の負担軽減をする目的で措置さ

 れているところです。

　当初予算におきまして見込んだ数字をかなり上回

るニーズがありまして、市町村においては保育士の

確保定着のために活用するという方向性が非常に出

てきておりまして、それに伴いまして、今回の増額

 の補正となっております。

○仲宗根悟委員　承知しました。 

 　次に行きます、66ページ。

　午前中にもありました離島警備対策事業なんです

けれども、こちらの内容は大型ヘリの稼働時間が減

少したと。それで減額になっているんですけれども、

ただ項目が委託料というふうになっているんですね。

皆さんの積算内訳書を見てみますと、どうもこれが

警務管理費の中に含まれていて、委託の項目を見て

みますと３項目ありまして、恐らく教育訓練等に係

る経費ということで計上されているのが、今回8500万

円の減額補正をした委託料かと思うんですけれども、

 それでよろしいでしょうか。

○井上毅会計課長　お答えいたします。 

　この委託料8500万円の減額につきましては、部品

供給業務委託料についての不用ということになって

 おりますので、教育訓練とはちょっと異なります。

○仲宗根悟委員　課長、離島警備対策事業というこ

 とで、警務管理費の中に入っていますよね。

　そこで、今回減額するのが委託料8500万円とある

ものですから、その警務管理費の中の委託料を検索

 しますと、３項目ありますよね。

　１つは殉職警察官の慰霊祭の会場設営委託料。も

う一つが被害者支援の業務委託料。そして、残る３番

目が教育訓練に係る委託料経費ということで、２億

8700万円余りが今回新しく計上されているのですが

 ね、６年度予算は。

　委託料を見たらこの３つしかないものですから、

結局、離島対策の8500万円もこの３つのうちから、

どちらかから出ているというふうに見てみたら、教

 育訓練しかないのかなと。

　そもそも、この大型ヘリがどうして委託になるの

かなと思っておりました。警備するのにヘリを自前

じゃなくて委託する。どうなんですかね、この辺、

 僕もよく分からない。

○井上毅会計課長　お答えいたします。 

　ヘリを委託しているのではなくて、ヘリの維持経

 費として、部品供給業務を委託していると。

○仲宗根悟委員　分かりました。 

　それで、もちろん警備ですから、いろいろその警

備に対する行動があると思うんですけれども、警備

隊は陸上にテロですとか、いろいろ民間の武装した、

上陸したときに取り締まるのが国境警備隊だと。設

置の時点の2020年に、これ警察官の定員の中で議論

 したのかな、これ、多分そうだと思いますよ。

　通常のこの方々の訓練といいましょうかね。そう

いったものに使っていると思うんですけれども、こ

こまで聞けるかな。どうなの。この警備隊の活動は、

今どういうふうな訓練して、どこでやっていて、ど

ういう備えのために、どこで待機するとか、訓練場

 があるのかなと思ってですね。

○井上毅会計課長　お答えいたします。 

　個別具体な訓練の詳細につきましては、お答えを

差し控えさせていただきますけれども、県警察にお

いては、国境離島における武装集団による不法上陸

事案等あらゆる事態を想定し、逮捕制圧訓練、それ

から降下訓練など、各種訓練に取り組んでいるとこ

 ろでございます。

 　以上でございます。

○仲宗根悟委員　分かりました。 

　もうこれ以上聞きません。いいです。終わります。 

○比嘉京子委員長　崎山嗣幸委員。 

○崎山嗣幸委員　お願いします。 

　補正予算の26ページの88番で、中学校卒業までの

医療費の助成事業であります。今回の補正で５億

6500万円の補正されていますが、増えた理由と利用

 回数を教えてください。

○山里武宏保健医療総務課長　お答えします。 

　沖縄県は、市町村が実施しているこども医療費助

成事業に対して、対象経費の２分の１を補助してお

ります。令和４年度から県内全市町村と連携して、

通院対象年齢の中学校卒業までの拡大と、現物給付

 を実施しているところであります。

　増額の理由としましては、令和５年度の当初予算

については、令和４年度の実績を基に年額を試算し

て算出をしておりましたが、令和５年度の実績を基

に年額を算出した結果、約５億6000万円の増額補正

 となったものであります。

　前年度と比較して、その増額した要因としては、

今年度のインフルエンザの流行とか、そういったも

 のと考えております。

　すみません、令和４年度の実績になるんですけれ

ども、延べ人数で入院が１万2000人程度で、通院が

 276万人で、トータル延べで277万人です。
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○崎山嗣幸委員　ありがとうございます。 

　入院で１万2000件、延べ277万ということの実績の

ようでありますが、理由はあったんですが、今回、

補正をしたら、32億8000万円ぐらいになるんですが、

新年度の予算でも30億円の予算なんです。誤差があっ

て、この新年度予算の実績に合わないんだけど、何

 か根拠というのを教えてくれますか。

○山里武宏保健医療総務課長　今年度予算につきま

しては、市町村への補助金であるため、不足が生じ

ないように今年度の上半期の医療費と、最高の月額

 を基に算出をしております。

　次年度予算については、今年度の実績、平均月額

を基に年額を算出している関係で、ちょっと差額が

 生じているということになっております。

 　以上です。

○崎山嗣幸委員　先ほどの令和４年度から中学校卒

業まで拡大をしたということでありますが、これは

 県の実績を評価したいと思います。

　今、高校卒業までの実施も市町村によって拡大さ

れてきているのですが、41市町村の中で実施してい

る市町村と、それをまだ実施していない市町村につ

 いての自治体名を教えてくれますか。

○山里武宏保健医療総務課長　今、県は中学校卒業

までを補助対象としていますけれども、市町村独自

で高校までを対象にこども医療費の助成を行ってい

る市町村が19市町村ございます。なので、41で引い

 て22市町村は未実施という形になっております。

○崎山嗣幸委員　市町村名は明らかにできますか。 

○山里武宏保健医療総務課長　ちなみに、高校まで

実施している市町村としては、石垣市、名護市、市

としてはこの２つです。あとは、国頭村、大宜味村、

東村ですね。恩納村、宜野座村、金武町、伊江村、

嘉手納町、北谷町、中城村。与那原町は入院のみを

高校まで実施していると。あと、南風原町ですね。

あと、粟国村、渡名喜村、伊是名村、多良間村、竹

 富町の19市町村になっております。

 　その他が実施していないところです。

○崎山嗣幸委員　今言っている19の市町村で、単独

の予算で実施しているということですが、この中で、

この現物給付をしているところと、自動償還払い、

あと、立替払いのところがあると思うのですが、こ

の違いはどこと、どこありますか。この19市町村の

中、全部これは現物給付なのか、後で払う償還払い

 なのかの実態はどんなですかね。

○山里武宏保健医療総務課長　19市町村のうち現物

給付が12市町村で、自動償還払いが４町村、償還払

 いが３町村になっております。

　償還払いが粟国村と多良間村と竹富町の３つです

ね。伊是名村、伊江村、与那原町、宜野座村が自動

 償還払いということになっています。

○崎山嗣幸委員　まだ実施していないところで、大

きな那覇市とか、22自治体の市町村があるというこ

とでありますが、この市町村の単独の財政では極め

て困難だというふうに思います。県が２分の１負担

の実施をすれば、市町村も促進されるのではないか

と思うし、また、この間の本会議の討論を聞いてい

ても、県が実施をすれば市町村もそれに呼応してい

きたいというところがあるということを聞いている

んですが、これは県の拡大方針というのか、こうい

う市町村の声を聞いてというのか、これから拡大し

 ていくという方針は具体的にどうなっていますか。

○山里武宏保健医療総務課長　令和５年１月に対象

年齢の拡大に関する意向の確認を市町村にしたとこ

ろ、現行の対象年齢が中学校までのところではある

んですけれども、18歳まで未実施は22市町村ありま

すけれども、そのうち18市町村は県が対象年齢を拡

大するならば、18歳までの拡大を検討する意向はあ

りますというような形のアンケート結果があります。 

　一方で、令和５年９月に、実際、対象年齢の拡大

の意向を、また再度確認したんですけれども、18歳

までの未実施22市町村のうち、18市町村はちょっと

拡大の予定がないと。やはり財政負担がやっぱり主

な理由ということで、そういうアンケート調査もあ

 ります。

　いずれにしても、県はその実施主体であります市

町村の意向とか、事業実績とか、県とか市町村のそ

の財政状況を踏まえて、引き続き協議を行っていき

 たいと考えております。

○崎山嗣幸委員　22の市町村、未実施のところが、

18市町村は県がやれば市町村もやっていくと、そう

いう方向を述べているようでありますから、ぜひ促

 進をしてもらいたいと思います。

　全国的にも、この間、聞いているところでは、70％

近く実施していると思いますが、県内は、先ほど報

告があったのは、半分もまだ満たない状況だと。そ

ういったところにおいて、単独で市町村が財政を持

ち出しするところの実施を補完をしていくという意

味では、また重要だと思います。18市町村が県がや

ればやっていくということを言っているわけですか

 ら、県は積極的に呼応してもらいたいと思います。

　これは実際は、実施の方向に行くに当たって、財

源も問題だと思いますが、何かそれなりのネックに



－45－

 なっているものがあるのですか。

○山里武宏保健医療総務課長　例えば、令和４年度

から対象年齢を中学まで拡大しましたけれども、令

和３年度、つまり拡大前と比較すると、全体でやっ

 ぱり24億円の増加が見られました。

　今回、令和４年と令和５年の実績を比較した場合、

ここは今、対象年齢の拡大とかはしていないのです

けれども、同じ制度の中ではあるのですけれども、

それでも15億円の増というような形にもなっており

 ます。

　今、18歳まで拡大すると、さらに10億円の増にな

るというようなこともありますので、やはりこういっ

た財政負担という部分の理由が大きいものがあるの

 かなと思っております。

　県としては、ほかの県も言っているんですけれど

も、やはり国の統一的なこういう医療制度、一定の

助成の制度創設というのが必要なんじゃないかとい

うことで、全国的にもそういう声も上がっていて、

全国知事会として要請しているというような状況に

 あります。

○崎山嗣幸委員　全国的に進んでいるところの中に

おいて、所得制限もかかっていたり、あるいは一部

負担もあるということを聞いていますが、これは全

 国の状況と、県との違いもありますか、これは。

○山里武宏保健医療総務課長　お答えします。 

　市町村では、確かに７割程度が18歳までの補助対

 象を今実施しているところがあります。

　一方では、都道府県が18歳以上まで補助している

かと言われると、そこはちょっと７団体にとどまっ

 ているという状況が見られます。

　沖縄県では、確かに補助対象は中学生までなんで

すけれども、所得制限がないです。自己負担も全て

現物給付という形で補助をしているという状況があ

 ります。

　他県では、対象年齢の拡大というのもあるんです

けれども、所得制限を設けたりとか、あるいは自己

負担の一部を補助するというような支援方法を実施

 しているところも確かにございます。

　なので、やはりこのような全国の状況も考えなが

ら、または実施主体である市町村の意向もいろいろ

話合いしながら、引き続き協議をすることが必要な

 のかと考えております。

○崎山嗣幸委員　望むものではないんだけれども、

段階的にというのか、それをかければ一斉に県下で

全ての市町村でできるという手法があるのかなとい

う感じがあって聞いているんですが、もし、これが

財源を大きな理由にするのだったら、そういう手法

もあるのかなということを聞きたいんですがね。こ

 れを望むわけではないんだけれども。

○山里武宏保健医療総務課長　こども医療費助成制

度は平成６年度から始まっています。最初はゼロ歳

児から始まって、徐々に年齢を拡大していく中で、

また一部負担金とかですね――例えば、一部負担金

も１日700円とかいう定額から始まったりしておりま

 す。

　やはり段階を踏んで、今の全額に行き着いてると

いうような状況もございます。なので、今回また、

高校生までの拡大という話が出ていますけれども、

こういったこともありますし、まず一義的にはその

実施自治体の市町村と協議しながら、今のことも踏

 まえて話し合っていきたいと考えております。

○崎山嗣幸委員　この制度はなかなか進まないとこ

ろなので。国がこの間、過剰受診するんではないか

と、子供たちがね。あるいは、利用者原則に反する

のではないかということで、従来、国庫支出金の削

減というのか、各市町村のペナルティーをしていた

ということで、県はこれまでずっと一貫して、全国

知事会なりで、このペナルティーの廃止を訴えてき

たと思いますが、このペナルティーの廃止をするこ

とによって、国も考えが変わってきたということを

聞いているんだけれども、このペナルティーの廃止

 について国の動向はどうなっていますか。

○山里武宏保健医療総務課長　委員おっしゃった、

いわゆる国民健康保険の減額調整措置、ペナルティー

は、国によりますとその自治体が行う医療費助成で

 すね、今、我々がやっている現物給付ですね……。

　すみません、今回２月補正後の改予算額として、

このペナルティーに対する県の支援額としては

5600万円程度を計上しております。全体のペナルテ

ィーとしては、１億7000万円程度になると思います。 

　国の動きは、この廃止が盛り込まれたこども未来

戦略が12月22日に閣議決定されております。令和６年

度の国の予算で、この高校生までの医療費助成の減

額措置を廃止するための予算が計上されて今、審議

 されているというところでございます。

○崎山嗣幸委員　じゃ、閣議で決定はされて、今国

会でというのかな、予算計上されて決まれば、国庫

支出金の削減がなくなってペナルティーがなくなる

という意味では、各県、各市町村、これを促進する

という方向になると受け止めます。この事業の目的、

役割は、早期疾病の発見と早期治療の促進になると

いうことで、私は重要な制度だと思います。そういっ
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た意味では、国もそういう方向に――先ほど私が言っ

たように、過剰受診になるんじゃないかということ

の考え方が真っ向から変わってね、このペナルティー

もなくなるということの意味では、県としてこの真っ

先に全市町村に実施をしていくという、私は情勢に

 なっているんじゃないかなと思っています。

　今国会で決まると思いますので、この情勢を受け

て、この目的である子供たちの健康を守るという観

点から、那覇市とか含めて実施していない22市町村

に拡大していくということの努力をやってもらいた

いと思いますが、今国会でやるわけだから、めどを

示すことができるか。それから、検討をしていくの

 かについては答弁してくれますか。

○糸数公保健医療部長　お答えいたします。 

　18歳まで増やした場合の額の試算については、本

議会でも答えましたけれども、高校生３年間分の増

額というのは県全体で10億円で、それを半分ずつ出

すので、県が５億円、市町村が５億円というふうに

試算はできるんですけれども、ただ、その本体のほ

うのこども医療費全体の額が、今回も補正を出させ

ていただいたように、令和４年度から中学校まで現

物給付、窓口で立替払いがない方法を広げて、令和

４年は予想どおり増えたんですけれども、これが令

和５年になっても、まだ増えが続いているというと

ころです。高校生だけの額は変わらないんですけれ

ども、その総額はどんどん増えている状況になって

 おります。

　これがどのような動きをするのかというふうなと

ころが非常に財政的にも少し注視しないといけない

というところがありまして、市町村においても那覇

市であるとか、大きなところは、やはりその財政状

況、非常に気にするところがございますので、そう

いう今の動きがどういう――分析といいますか、何

らかの要因があるのかどうかというところも含めて、

意見交換をしていくというのが、まず先かなと思っ

 ております。

　国全体の流れとしては、今、委員が御指摘のよう

に、国保のペナルティーを廃止する方向があります。

そこで国が全体のこども医療費の仕組みを持っても

らうのが一番いいとは思うんですけれども、まだそ

うはならない状況の中で、県と市町村でどうやって

財源、財政上の問題をクリアするかというところが

まだありますので、そこは少し丁寧に話合いながら

 こちらも調整していきたいと思っています。

○崎山嗣幸委員　財源上の課題が大きいと思います

が、そういう情勢を受けて、県の大きな施策として

ね、子供たちの健康のために、今からぜひ全市町村

が実施をできるように努力をお願いしたいというふ

 うに思います。

　私は５分しかないと思ってたんだけど、１本しか

出していませんので、これで終わります。ありがと

 うございます。

○比嘉京子委員長　島袋恵祐委員。 

○島袋恵祐委員　よろしくお願いいたします。 

　私からは33ページ、新型コロナウイルス感染症療

養等臨時施設運営事業について、今回、減額補正と

いうことなんですけれども、その理由を教えてくだ

 さい。

○古市実哉感染症医療確保課長　お答えします。 

　臨時の医療施設ということでございますけれども、

この施設は、インフルエンザ特措法に基づくもので

あります。入院治療が必要な患者につきまして、入

院調整が整うまでの間、一時的に受入れを行って、

酸素投与などの措置を行うことで、一般救急搬送へ

の影響を最小限にとどめることを目的とした施設で

 ございました。

　箇所ということですけれども、これまで南部地区

に１施設、中部地区２施設、那覇市２施設を設け、

令和５年２月中旬からは那覇市に集約をして、１施

 設を運営してきたところでございます。

　その実績でございますけれども、令和３年６月３日

から令和５年11月30日までの搬入者の実績としまし

 ては2231人となっております。

 　以上です。

○比嘉京子委員長　休憩いたします。 

　　　（休憩中に、島袋委員から、減額補正の理由

について答弁するよう指摘があった。） 

○比嘉京子委員長　再開いたします。 

 　古市実哉感染症医療確保課長。

○古市実哉感染症医療確保課長　減額補正の理由と

いうことでございますけれども、今回、減額補正し

た理由は、９月末から、また、この施設の運営を継

続して行っていたところですけれども、包括交付金

の活用の関係から、11月末で閉所しないといけない

ということになりまして、その分の対応ということ

 で減額補正をしてございます。

 　以上です。

○島袋恵祐委員　要するに、病院が入院を受け入れ

ないということで、一時的に、そこで待機をしても

らうステーションだということで。先ほど箇所も、

また受入れ人数も2231人受け入れてきたということ

での話があったんですけれども、やっぱりコロナ禍
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の中で、本当にパンデミックが起こっている中で、

この待機ステーションというのは、すごく重要な役

割を果たしてきたと思うのですけれども、やっぱり

この果たしてきた役割の、担当課の認識というのを

 再度伺います。

○古市実哉感染症医療確保課長　インフルエンザ特

措法に根拠を持った施設として、その後は、国の包

括交付金の臨時継続的な運用ということで、この間

 運用させていただいてきたところです。

　コロナの感染の拡大状況に応じて、やはり救急搬

送とかで救急告示病院ですとか、旧重点医療機関に

患者が集中してしまうということを避けるための運

用ですとか、あと、自宅で健康観察をしていた患者

の重篤化に伴って、この施設が大いに利用されたと

いうことで、多くの皆様から非常に役立ったという

ことでの評価も聞いているところですので、非常に

有効な施設だったというふうに理解しているところ

 でございます。

 　以上です。

○島袋恵祐委員　本当に、この待機ステーションを

設置したということで、救われた命もあるのかなと

 いうふうに理解をします。

　これはもう減額して閉所したということなんです

けれども、もうその施設自体は今どうなっているの

でしょうか。今後、活用するとかという予定もある

 のでしょうか。

○古市実哉感染症医療確保課長　実は、この施設は、

県有地を活用して、その上に臨時の医療施設という

ことですので、プレハブでの仮設の設置をして、運

用してきているところでございますので、この解体

撤去に要する費用も包括交付金の対象になるという

ことで、それを踏まえまして、年度内での完全な撤

去ということで作業を進めておりまして、プレハブ

の撤去、それから、この当該土地が、ちょっと斜め

になっていた土地でしたので、盛土をして整地をし

て実施しておりますので、その部分の盛土をした土

の除去も含めて原状回復はほぼ終わっているという

 ことになります。

 　以上です。

○島袋恵祐委員　分かりました。 

　最後に、やはりこのコロナ禍の中での教訓だった

りとか、そういったものを聞きたいと思うのですが、

 ちょっと次の質問に行きたいと思います。

　次、その下の新型コロナウイルス感染症保健所体

制強化事業についてですが、これも、まずは減額補

 正の理由を教えてください。

○髙嶺公子感染症総務課長　お答えいたします。 

　保健所体制強化事業につきましては、２月補正で

4500万円余り減額補正を計上させていただいており

ますが、コロナが２類相当のときに保健所で疫学調

査などを実施しておりまして、その保健所の体制を

支援するために会計年度任用職員を保健所に配置し

ておりましたが、５類移行に伴いまして、その配置

を９月末で終了したことに伴う会計年度職員の報酬

 などの減額補正となっております。

 　以上です。

○島袋恵祐委員　分かりました。 

　それで、コロナ禍の中で、私も一般質問とかで、

この保健所の体制強化を求めてきて、皆さんとして

も体制強化等に取り組んできたと思うんですが、そ

の取組と成果を、また、この間行われてきたことを

 再度教えてください。

○髙嶺公子感染症総務課長　お答えいたします。 

　保健所では新型コロナの感染拡大防止のために、

県民や事業所からの電話相談対応や積極的疫学調査、

濃厚接触者等の行政検査、入院勧告等の法定事務に

 取り組んでまいりました。

　新型コロナの感染拡大に伴いまして保健所業務が

逼迫したことから、保健師や事務職の配置のほか、

外部委託で看護師等の派遣を行い、保健所の体制強

 化を行ってきたところです。

　体制強化により、この積極的疫学調査の実施によ

る感染の連鎖を封じ込める取組を行ってきたところ

ですが、オミクロン株のＢＡ.５の拡大により爆発的

に感染が拡大しまして、感染の連鎖が追えなくなっ

たため、重症化リスクの高い高齢者施設でのクラス

ターなどへの積極的疫学調査の重点化を図ったほか、

保健所業務のデジタル化の推進でありますとか、業

務の効率化にも取り組み、感染者の入院勧告や就業

制限等の保健所業務の適切な実施に取り組んできた

 ところです。

 　以上です。

○島袋恵祐委員　本当にこの三、四年でですね、体

制強化してきたことが今の説明で分かるんですけれ

ども、そこでやっぱり心配なのが、５類に移行した

というところで、この保健所の体制が、要するにコ

ロナ前に戻ってしまっていないかというのがまず

ちょっと心配になるんですけれど、そんなことあり

 ませんよね。

○山里武宏保健医療総務課長　ちなみに、令和６年

度なんですけれども、健康危機管理体制の強化とか

ですね、あるいは感染症対策に係る体制を強化する
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ために、各保健所への保健師を配置する考えがあり

ます。各保健所のコロナ対応を行った保健師とか事

務職はちょっとやっぱり、さすがに減にはなるんで

すけれども、その上での強化という形で、健康危機

管理体制の強化という形を取ります。あとは感染症

対策の強化という視点もですね、例えば中・南部保

健所の、各健康推進班に保健師を２人ずつ定数配置

するという、今、定数上の形で感染症のアフターコ

ロナといいますか、それの強化を図っていきたいと

 考えております。

○島袋恵祐委員　５類に移行したとしても、今もま

だコロナの感染者もいる中で、インフルエンザ、ま

たほかの感染症とかもある中でですね、特にコロナ

のときに、やっぱり保健所の業務の役割というのが

本当に重要だなということが、県民の皆様もとても

 よく分かったと思うんですよ。

　そういった中で、この保健所の体制というのはやっ

ぱり維持強化をしていくというような観点で、引き

続き取組を行っていただきたいということは要望と

 してあります。

　そこでまたちょっと伺うんですけれども、コロナ

感染が今も続いていて、その後の、やっぱりコロナ

後遺症の問題が今もクローズアップされていると思

うんですけれども、その対応については今、県とし

 てどのように対応されていますか。

○古市実哉感染症医療確保課長　お答えします。 

　新型コロナウイルス感染症のいわゆる後遺症の患

者数につきましては、国内外の研究を参考に、コロ

ナ罹患者の約20％で発生すると仮定した場合ですと、

県内では約14万人が後遺症を経験しているものと推

 計されます。

　このように多くの県民の皆さんが後遺症に悩まれ

ているということで、５類感染症への位置づけ変更

後におきましても、相談する医療機関に迷う場合に

は新型コロナウイルス感染症相談窓口を通しまして、

 医療機関の紹介を行っているところでございます。

○島袋恵祐委員　20％、そして14万人という、やっ

ぱり数が本当に多くて、自分が後遺症なのか、体調

ずっと悪いけれども何でだろうとかですね、なかな

か情報とかも、今、本当にいろんなネットとかでも

取り上げられて、周知はできていると思うんですけ

れども、どこに相談していいのかとか、そういった

ものが分からない人たち等も多くいると思うんです

 よね。

　ただ、皆さん最初ホームページのほうでは、すぐ

トップページにそういった相談、コロナの特設サイ

トみたいな形でつくってやっていたと思うんですけ

れど、５類に移行して、今はそれがもうなくなって

いる状況になっていると思うんですよね。電話番号

とかいろんなところをちょっと探していかないとた

どり着かないというような状況になっていると思う

 んですよ。

　そこはやっぱりもう少しですね、こういったコロ

ナの感染もありますし、後遺症に悩んでる方とかも

いて、相談したいという方は一定程度いると思うの

で、そこをちゃんと分かるように、あと、ホームペー

ジとかでの周知をもうちょっと改善してもらいたい

 と思うんですけれども、どうでしょうか。

○古市実哉感染症医療確保課長　令和６年度以降に

おきましても、この医療機関を紹介するためのホー

ムページでの掲載は続けることを考えているところ

 です。

　確かに委員のおっしゃるとおり、これまでのトッ

プページにコロナ感染症関連の集約されたものが今

はないので、そこら辺は悩まれている県民の皆さん

に簡単にアクセスできるような、そこはちょっと工

夫をしたいなというふうに考えているところでござ

 います。

 　以上です。

○島袋恵祐委員　ぜひ対応方をお願いしたいという

 ふうに思います。

　次、34ページなんですけれども、新型コロナウイ

ルス感染症検査体制確保事業ということでなんです

が、これも減額になっているんですけれども、この

事業、皆さんコロナ禍の間ずっと取り組んできたと

思うんですけれども、実績と、県独自でやってきた

 ものを含めて、答弁お願いできますか。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長　新型コロナウ

イルス感染症の感染症法上の位置づけ変更までに、

県が独自に実施してきた主な検査事業の実績につい

 てお答えしたいと思います。

　令和３年３月から同年12月まで実施した飲食店従

業員ＰＣＲ検査事業においては、延べ8512人の検査

 を実施しております。

　それから、令和３年５月から令和４年12月まで実

施した学校・保育ＰＣＲ検査事業においては、延べ

 6958校、14万6812人の検査を実施しております。

　それから、令和３年９月から令和５年３月まで実

施した接触者ＰＣＲ検査センター事業については、

 延べ23万8509人の検査を実施しております。

　また、令和４年６月から令和５年４月までに実施

した有症者の児童生徒とその同居者への抗原定性検
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査キット配布事業、ＲＡＤＥＣＯといいますけれど

も、これでは14万2166回分の検査キットを配布して

 おります。

　なお、令和３年２月から実施しているエッセンシャ

ルワーカー定期ＰＣＲ検査事業については、感染症

法上の位置づけ変更までにＰＣＲ検査を延べ145万

4951人に実施、抗原検査キットは84万8054回分を配

 布しております。

 　以上です。

○島袋恵祐委員　本当に多くの検査を実施してきた

ところなんですが、今回５類に移行して減額になっ

 たと。

　検査そのものというのは今後どういう対応をして

いくのですか。もう全くやらないとか、そういった

ものになっていくのでしょうか。ちょっと教えてく

 ださい。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長　お答えいたし

 ます。

　５類移行後にですね、やはり高齢者対策というこ

とで高齢者施設、それから、障害者施設、医療機関

の従事者については、令和６年３月まで実施が可能

 ということで実施をしてきました。

　今後残す検査といたしましては、ゲノムサーベイ

ランスといって、今、新型コロナウイルスのどうい

う型が流行しているかというところを検査してホー

ムページにも載せていますけれども、そのゲノムサー

ベイランスについては、次年度以降も一応実施する

 予定で準備しているところでございます。

○島袋恵祐委員　分かりました。 

　そこでちょっと確認したいのですが、67ページの

繰越明許費補正の４の衛生費の医薬費のところで、

新型コロナウイルス感染症受入病床確保事業ほか

３事業ということで明記がされているんですけれど

も、繰越明許費となっているということは、来年度

に繰り越しして事業を引き続きやるということなん

 でしょうか。

 　ちょっとそこを確認させてください。

○古市実哉感染症医療確保課長　これはコロナ病床

確保に係る補助金の繰越しということでございます。 

　例年ですと、冬場の拡大期までの部分につきまし

て、年度末執行がございますので、その分、手続的

な関係から繰越しをしてきたということでございま

 す。

　ただ、今回につきましては、最終的なぎりぎりま

では確認をして、今般の冬季の拡大というのは想定

より大きくはないので、その部分は、実際に繰り越

す金額については、もう少し時間をかけて額が確定

するということになりますけれども、一応年度末に

執行する場合には、どうしても手続的な関係から繰

越しが必要ということで、そのような扱いをしてい

 るところでございます。

 　以上です。

○島袋恵祐委員　ほか３事業と書いている、このほ

 かの３事業を教えてもらっていいですか。

○古市実哉感染症医療確保課長　失礼しました。 

　受入病床確保事業が一番大きな額だったので私の

ほうで説明させていただきましたけれども、そのほ

かの事業としては北部基幹病院整備推進事業、それ

から医療施設土砂災害防止施設整備事業、最後に、

琉球大学圧送管撤去事業というふうになってござい

 ます。

 　以上です。

○島袋恵祐委員　ありがとうございます。 

　最後に、ちょっと保健医療部長にお伺いしたいん

ですけれども、今いろいろ確認させていただきまし

 た。

　５類に移行したという状況ではあるんですけれど

も、このコロナの感染者というのは、いまだに多く

 いるような状況だと思います。

　県としても、また引き続き取り組んでいきますよ

と、保健所のそういった体制とか、検査とか、そう

 いう話がありました。

　やっぱりこの３年間コロナの取組を本当にやって

きて、いろんなノウハウが蓄積されていると思いま

すし、また教訓もいろいろ蓄積されていると思いま

す。そういったものを今後どう生かしていくか、今

のコロナの対応についても、感染拡大を引き続き予

防というか、防いでいくような対策というのは必要

だと思うので、その辺の取組と見解を聞かせていた

 だけたらと思います。

○糸数公保健医療部長　お答えいたします。 

　５類へ移行して、国の予算も今年度いっぱいでほ

ぼ終了する見込みということで、来年度からは普通

の５類感染症のような扱いになりますけれども、出

現して４年たっているとはいえ、まだ常に変異株が

いろいろ出てくるような状況ですので、監視する必

要はありますので、先ほど課長のほうからありまし

たゲノムのサーベイランスということで新たな変異

株が出てないかという、また少し様子がおかしい場

合の端緒をしっかりとつかむというふうな形を考え

 ております。

　それから、もしつかんだ場合にそれが感染拡大し
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ないように、検査体制だったりとか、あるいは、最

初の感染者をどうやって入院させるかというふうな

ところは、今年度予防計画というのと医療計画のほ

うで、しっかりと病床確保だったりとか、その動き

について、今、関係機関と協議をしているところで

 す。

　県が行いました総括情報部の振り返りにつきまし

ては、先日、議員の皆様方にも配らせていただきま

した。国が対処方針を決める中で、県として、ほか

の県よりもかなり感染者が多かったので、かなり工

夫をして、保健所が逼迫した分、その検査をどんど

んほかに回すとか、いろんな取組を行ったものを記

録として残していますので、またそういうのも参考

にしながら、次、またコロナと同じものが来るかど

うかも分からないんですけれども、しっかりと監視

をしながら、検査、それから医療体制、それから高

齢者も含めた形の予防だったり、治療だったりとい

うのを総合的に進められるように今準備をしている

 ところでございます。

○島袋恵祐委員　ぜひ、今後もコロナに対して注視

をしながら、取組を頑張っていただきたいと思いま

 す。

 　以上です。

○比嘉京子委員長　玉城武光委員。 

○玉城武光委員　いろいろ、ほかの方が聞きました

ので、36ページの粗飼料価格高騰緊急対策事業の中

のですね、これ、畜産農家の皆さんにとっては、ほっ

とするような支援策だと思うんですが、その中に輸

入粗飼料の梱包、成型、稲わらの価格の高騰分の一

部とあるんですが、その一部についてちょっと御説

 明をお願いします。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　粗飼料価格高騰緊急対策事業は、県内の酪農家と

肥育農家を補助対象として令和５年度における輸入

粗飼料購入費の一部を補助することとしております。 

　本事業は粗飼料の高止まりによる農家の飼料費負

担の激変緩和を目的としているため、補助単価は令

和４年度から令和５年度にかけて上昇した粗飼料価

格の２分の１または、四半期ごとに設定された補助

単価の上限のどちらか低い額を補助することとなっ

 ております。

 　以上です。

○玉城武光委員　梱包、成型、稲わらと区別されて

いるのですが、これは、梱包も成型も稲わらも一律

 で補助するということですよね。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

 　形態別に補助単価は変わってきます。

○玉城武光委員　じゃ、教えて。 

○金城靖畜産課長　梱包がですね、第１・四半期が

5861円、第２・四半期が4395円、第３・四半期が

3296円、第４・四半期が2472円、成型がですね、第

１・四半期が6521円、第２・四半期が4890円、第３・

四半期が3667円、第４・四半期が2750円となってお

 ります。

○玉城武光委員　いろいろ梱包、成型、稲わらとい

うのが変わってくるというのは分かりました。引き

 続き頑張っていただきたいと思います。

　次の40ページ、そこの畜産物輸出コンソーシアム

推進対策事業とあるのですが、これは事業を中止し

たことに伴う減額補正とあるのですが、どういう事

 業なんですか。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　まず、畜産コンソーシアムとは、畜産農家、加工

業者、輸出業者が連携し、輸出促進活動に取り組む

組織であります。当該事業は畜産物輸出コンソーシ

アムに対し、産地の特徴を生かしたプロモーション

 等の取組を支援する事業となっております。

　事業の中止の内容につきましては、今年度は採卵

鶏農家を含む畜産物輸出コンソーシアムにおいて、

シンガポールで鶏卵のプロモーション等を計画して

おりましたが、令和４年12月に本県で発生した鳥イ

ンフルエンザの影響で、鶏卵の生産量が減少し、そ

の後、回復が遅れていることから、事業の実施を中

止することとなりました。事業の中止を受け、県内

の関係団体等へ、事業の再募集を行ったところであ

りますが、応募がなかったことから、減額補正する

 ことになりました。

 　以上です。

○玉城武光委員　その減額、事業中止の理由は分か

りましたけど、次年度はそういうのはやる予定はあ

 るんですか。

○金城靖畜産課長　まだ希望は取っていませんけれ

 ども、希望があれば実施していきたいと思います。

○玉城武光委員　次、44ページですが、158番の信用

保証制度活用促進事業費。これは代位弁済した一部

について損失補償とあるのですが、その説明をお願

 いします。

○小渡悟中小企業支援課長　お答えいたします。 

　沖縄県融資制度は、事業者が融資を受ける際に、

県信用保証協会の保証を受けることとしており、事

業者が返済困難となった場合、事業者に代わり、保

証協会が金融機関に返済を行うこととしております。 
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　この事業者に代わり、保証協会が金融機関に返済

 をすることを代位弁済といいます。

　信用保証制度活用促進事業は、県融資制度におい

て、保証協会が負担した代位弁済額の一部について、

 同協会に対し、損失補償を行うものです。

　同事業において、代位弁済に係る損失を一部補償

し、保証協会の財政的負担の軽減を図ることで、積

極的な信用保証の付与を促進することにより、県内

中小企業者への円滑な資金繰り支援を行っておりま

 す。

 　以上です。

○玉城武光委員　代位弁済した額の一部を損失補償

を行うという、この一部ということの説明をお願い

 します。

○小渡悟中小企業支援課長　まず、事業者が返済が

難しくなった場合に、金融機関に事業者に代わって、

 保証協会が代位弁済をします。

　保証協会はですね、日本政策金融公庫に保険をか

けているので、代位弁済した額の大体56％から90％

 が保険のほうで損失補塡がされることになります。

　また、一部のメニューでは、全日本信用保証協会

連合会などからの補塡もされることになるのですが、

その補塡された後の残りの一部について県が損失補

 償をするということになっております。

 　以上です。

○玉城武光委員　この１億2960万円については県が

 損失補償をしたという額ですか。

○小渡悟中小企業支援課長　令和５年度に損失補償

 をする見込みの額となっております。

○玉城武光委員　分かりました。 

　次、50ページ、183と184ですね。これも財源を特

定財源にしたと。国庫から特定財源に変わって、補

正減だということですね。その事業は実施したので

 すか。それとも、事業を中止したのですか。

○大城清剛観光振興課長　この事業は、北海道にて

開催のアドベンチャーツーリズム世界大会2023と連

携しまして、沖縄県の豊かな自然環境、伝統文化、

歴史等のソフトパワーを生かしまして、インバウン

ド富裕層向けのアドベンチャーツーリズムの旅行商

品を造成し、プロモーション等を行い、インバウン

ド富裕層の取り込みを図ることにより、多彩で質の

高いツーリズムの推進を図ることを目的とした事業

 でありまして、今年度も実施をしております。

　それで、なぜ財源振替を行うかということであり

ますけれども、こちらのほうは観光庁所管事業のた

め、歳入科目を国庫支出金としておりましたけれど

も、事業着手後に、当該事業は、観光庁から民間事

業者へ事務局業務が委託され、県への精算処理も事

務局を通して行われる旨の説明がございました。そ

のため、雑入へ財源振替を行うこととしたものでご

 ざいます。

○玉城武光委員　最後、184の琉球ガストロノミー再

 生事業というのはどんな事業ですか。

○大城清剛観光振興課長　本事業は観光立国の復活

に向け、インバウンドの本格的な回復を図るため、

観光庁が実施する観光再始動事業の採択を受け、実

 施しております。

　事業内容は本県の豊かな食材、自然、伝統工芸、

空間演出等を活用した高付加価値なガストロノミー

ツーリズムの商品を造成、販売するとともに、本県

の食文化の魅力を国内外に広く発信し、多彩で質の

高い観光の推進に向け、取り組むものでございまし

 て、こちらのほうも実施をしております。

○玉城武光委員　どんな事業効果がありましたか。 

○大城清剛観光振興課長　具体的に申しますと、首

里城の城壁の外側のほうで、沖縄の文化や歴史に即

した料理――東京のほうから３つ星のシェフを招き

まして、３日間、１回につき25名のお客様を招待し

まして、実際に販売しました。首里城の復興の様子

とかをまず見てもらって、それから夕方に食事の会

場のほうに来ていただいて、食事をしていただくと

いうような、琉球のいにしえの雰囲気を体感しなが

ら、高付加価値な雰囲気を味わってもらうというふ

 うな取組でございました。

○玉城武光委員　以上です。 

○比嘉京子委員長　休憩いたします。 

       午後３時39分休憩

       午後４時１分再開

○比嘉京子委員長　再開いたします。 

 　休憩前に引き続き質疑を行います。

 　比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員　16ページの介護職員処遇改善事業

 について伺います。

　介護士不足が社会問題となっております。事業所

の閉鎖など影響が出ていると聞いておりますが、沖

縄県の介護士の人手不足の現状と、その影響につい

 てお聞かせください。

○安里克也高齢者福祉介護課長　介護職員の離職率

については、公益財団法人介護労働安定センターが

実施いたしました令和４年度介護労働実態調査の結

果によりますと、本県における介護職員の離職率は

 23.7％となっております。
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　また、沖縄労働局が公表している令和５年12月の

介護関係の有効求人倍率は3.32倍となっており、人

 材の確保は厳しい状況にあると考えております。

　令和４年度に廃止いたしました介護事業所が129事

業所となっております。廃止の主な理由は、法人合

併、事業譲渡、利用者の減、退職などに伴う人材確

 保の困難などとなっております。

 　以上であります。

○比嘉瑞己委員　県も介護の事業計画があると思う

んですけれども、その計画に対する不足数というの

 は何人ですか。

○安里克也高齢者福祉介護課長　現行、令和３年度

から令和５年度の第８期沖縄県高齢者保健福祉計画

における介護職員の需給推計によりますと、団塊の

世代が75歳以上となる令和７年には、介護職員が

 2045人不足すると見込まれております。

 　以上であります。

○比嘉瑞己委員　現在でも深刻ですが、これからもっ

 ともっと介護人材が必要になってきます。

　この処遇改善事業を期待されると思うんですけれ

ども、この対象となる介護職員とはどういった職種

 なのか、その人数と積算根拠を教えてください。

○安里克也高齢者福祉介護課長　本事業の対象とな

る介護職員は、介護職員等ベースアップ等支援加算

を取得している事業所の介護職員などとなっており

 ます。

　対象人数は、介護保険事業所台帳システムから抽

出した常勤換算人数で約１万7000人となっておりま

 す。

　補助金の総額につきましては、約１万7000人に

6000円相当を掛けまして、４か月分を掛けた４億

 800万円となっております。

 　以上であります。

○比嘉瑞己委員　この月額6000円増というのは大変

大きいと思うんですけれども、今、説明の中にあっ

たその常勤換算というお話がありました。この説明

 をお願いします。

○安里克也高齢者福祉介護課長　介護保険の事業で

は、サービス内容に合わせた人員配置基準が定めら

 れております。

　事業所で働く職員は、正規職員だけでなく、パー

ト勤務、短時間勤務の方もいらっしゃるなど、労働

 時間が異なる方がいらっしゃいます。

　労働時間が異なる人をフルタイムで働く人と同じ

１人として考えますと、実際の現場では、配置基準

を下回ることになるため、雇用形態にかかわらず、

労働時間で計算を行い、常勤の人が何人働いている

かに換算したときの人数として表したものが常勤換

 算人数となります。

 　以上です。

○比嘉瑞己委員　純粋に１人が6000円増えるという

わけではなくて、結局時間で考えていくというやり

方になるから、必ずしもこの6000円増にはならない

 ということでいいんですか。

○安里克也高齢者福祉介護課長　今、委員の御指摘

 されたとおりであります。

○比嘉瑞己委員　介護現場で働く人たちからも、こ

ういった処遇改善事業が出るたびにですね、実際に

はそういった6000円上がってないよという声が聞こ

えるんですよね。この常勤換算という仕組みがあっ

て、結局はパートの人たちはそこまでは上がらない

ということがあって、抜本的な対策には私はなって

 いないと思います。

　これまでも様々な事業をやってきたと思うんです

 けれども、主なものを説明願います。

○安里克也高齢者福祉介護課長　これまでの処遇改

善事業についてでありますが、平成27年度の介護報

酬改定で、雇用管理の改善、労働環境の改善の取組

を進める事業所を対象として、処遇改善加算が設定

 されております。

　介護職員のさらなる処遇改善を進めるために、令

和元年10月より、経験や技能のある介護職員に重点

 を置いた特定処遇改善加算が創設されております。

　さらに、令和４年２月分から９月分について、今

回と同様に、そのときは、月額9000円相当を補助す

る事業を実施し、続く令和４年10月からは、介護報

酬として介護職員等ベースアップ支援加算が開始さ

 れ、介護職員の処遇改善を図っております。

 　以上であります。

○比嘉瑞己委員　そういった施策を取られてきたん

ですけど、さっき聞いたように、その常勤換算とい

うやり方ですね、一人一人の介護職員の本当に改善

 につながったのかというところが疑問があります。

　せっかくこうした事業があるわけですから、ちゃ

んと最後の現場の介護職員に届くように、担保する

仕組みが必要だと思いますが、沖縄県ではどういっ

 たことをやっていますか。

○安里克也高齢者福祉介護課長　事業所は、当該補

助金の取得要件として、給与規程等の改定を行うこ

と、また、補助額全てを介護職員等の賃金改善に充

 てることになっております。

　賃金改善への反映状況の確認については、実績報
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告をもって行います。また、介護事業所への運営指

導等の際に、給与規程や賃金台帳などの確認を行い

 ます。

 　以上であります。

○比嘉瑞己委員　しっかりと、そこまでチェックし

て、実際の職員の改善につなげていただきたいと思

 います。

　何よりも介護報酬の、診療報酬の改定も今年ある

と聞いておりますので、ぜひ沖縄県も国に対しては

 要望していただきたいと思います。要望ですね。

　次に、64ページ、県立学校の感染症対策ですが、

教育委員会に聞く前に保健医療部長にお聞きしたい

んですが、今回の補正予算はコロナの減額が主になっ

ておりますが、現在の沖縄県のコロナの状況という

のはどういった状況なのか、収束と言えるのでしょ

 うか。

○平良勝也ワクチン検査・推進課長　お答えいたし

 ます。

　２月19日から25日までの１週間の定点当たりの感

染者数は、新型コロナウイルス感染症が5.98人、イ

ンフルエンザが21.33人となっており、インフルエン

ザは警報発令が継続しておりますが、いずれも減少

 傾向となっております。

　定点報告のほかの感染症においては、警報や注意

報が発令されているものは、現在のところございま

 せん。

 　以上です。

○比嘉瑞己委員　収束とは言えないと思います。 

　そこで、この県立学校の感染対策ですけれども、

この事業は学校で空気清浄機とか、そういった換気

対策の設備を整える事業だと思いますが、１億円の

 減額になっております。

　換気対策設備の設置状況をまずお聞かせください。 

○金城正樹保健体育課長　お答えいたします。 

　文部科学省が令和６年１月に実施した調査により

ますと、本県の県立学校においては、ＣＯ₂モニター

94.1％、サーキュレーター94.1％、ＨＥＰＡフィル

ター付空気清浄機83.5％の導入率となっております。 

○比嘉瑞己委員　この件については度々議会でも取

り上げて、皆さんも頑張っていただいたと思うんで

すが、今おっしゃった数字というのは学校に設置さ

れている数だと思うんですけれども、これが全ての

普通教室に設置されているというのはどういう状況

 になっていますか。

○金城正樹保健体育課長　お答えいたします。 

　同じく県立学校においてですが、全普通教室への

 設置状況についてお答えいたします。

　ＣＯ₂モニターが27％、サーキュレーターが44.7％、

ＨＥＰＡフィルター付空気清浄機9.4％となっており

 ます。

○比嘉瑞己委員　今の数字からも分かるようにです

ね、全ての教室に置いているという状況とはとても

言えないと思います。空気清浄機、すごくいい性能

なんですけれども、これが１台でもあれば、さっき

みたいに学校の数で言えば８割超えるとなるのです

けれども、実際には学校に１つしかないという学校

 もたくさんあると聞いております。

　今回１億円の減額なんですけれども、そういった

ところにもっと予算、学校にもっと取れるんですよ

というような働きかけができたんじゃないかなと思

うんですが、１億円減額の理由をお聞かせください。 

○金城正樹保健体育課長　お答えいたします。 

　この県立学校等感染症対策事業は、新型コロナウ

イルス感染症対策として、消毒液等の保健衛生用品

と空気清浄機等の換気対策物品の整備を行うもので

 あります。

　今年度、各県立学校に希望調査を行いまして、当

初は５割の予算配分ということで想定しておりまし

たが、換気対策物品の購入のほうの要望が多かった

ものですから、保健衛生用品に係る予算から換気対

策物品の予算への流用手続を行い、全県立学校の要

 望額全てを全額配分したことによります。

　なお、今回の保健衛生用品、要するに消毒液等の

購入については、令和４年度までと変わりましてで

すね、今年度から新型コロナウイルス陽性者が発生

した場合のみ消毒液等の購入、あるいはその補充が

できるという、そういった国からの要件がございま

して、今回の１億円余りの減額はその消毒液等の購

 入に係るものとなっております。

○比嘉瑞己委員　この消毒液等というのがもう必要

ないのであれば、学校のほうにも要望があった、こ

 の換気衛生のほうに回してほしいと。

　でも、皆さんそこには対応していただいて、各学

校に手を挙げさせて、それには応えたという今の説

 明でいいんですかね。

○金城正樹保健体育課長　お答えいたします。 

　昨年12月にも、再度、学校にそういった要望調査

を行いまして、各県立学校からの換気対策物品に係

 る要望額は全て一応令達しております。

 　そのような状況になってございます。

○比嘉瑞己委員　教育長、担当課は頑張ってそうい

う対応をしていただいたんですけどね。ただ結果と
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して、やっぱりこの空気清浄機は85校のうち８校し

か普通教室全部に設置していないという状況なんで

 す。

　学校側があと１億円も予算あるんですよと聞いた

ら、そうであれば私たちもっと欲しいですというよ

うな話になったかもしれない。やっぱりこの空気清

浄機の有効性というのをですね、ぜひ教育委員会と

しても発信して活用してほしいという、もっと私、

 努力が必要だと思うんですが、いかがですか。

○半嶺満教育長　感染症対策につきましては、十分

な換気を確保する、これは重要であるというふうに

 考えております。

　この空気清浄機等の換気設備ですね、これも非常

に有効であると思いますし、学校によっては、やは

り子供たちの状況、また、その環境に応じて自然換

気も併用しながら、感染症対策に取り組んでいると

 ころであるというふうに考えています。

　今、課長からありましたとおり、その空気清浄機

等については、学校へ周知をし、そしてその要望に

応じて今設置をしているところでありますので、引

き続き学校の要望にしっかり対応していきたいとい

 うふうに考えております。

○比嘉瑞己委員　インフルエンザのほうが猛威を振

るっていてですね、やっぱりそこにも有効だと思い

ますので、次年度でもこの換気対策しっかりと進め

 ていただきたいと、これは要望にしておきます。

　続いて、ちょっと通告では言ってなかったんです

けれども、自然保護課の犬猫のいのちをつなぐ事業

 についてお願いします。

　減額941万円、全体から見たら少ない額かもしれな

いんですけれども、関係者の間では相当大きなお金

に見えます。最初に、この減額の理由を教えてくだ

 さい。

○出井航自然保護課長　この犬猫のいのちをつなぐ

事業につきましては、県からボランティアに譲渡す

る犬猫について不妊去勢手術やマイクロチップの装

着といったことを行うことで、県への動物愛護管理

センターなどへの収容数の減少、それから、返還頭

数の増加というものを図るということを目的として、

そういった事業に関わるボランティアの皆さんの支

 援を行っているものでございます。

　減額の理由なんですけれども、動物愛護管理セン

ターへ収容される犬猫の頭数が減少したことで当初

見込みよりも実績が下回ったこと、それから、ボラ

ンティアの皆さんからの申請が当初想定よりも少な

 かったことなどがその原因として考えております。

○比嘉瑞己委員　あくまで県のセンターに譲渡され

てくる猫への対応だと思うんですけれども、でも、

実際にはセンターに行く前に、このボランティアの

皆さんが自分たちの活動の中で、ＴＮＲにやって譲

渡しているという場合のほうがむしろ多いんですよ

ね。これだけ予算が余るんだったら、そうしたボラ

ンティアの皆さんのＴＮＲ活動にこの予算を回して

くれたらよかったのにという声が聞こえてきますが、

 いかがですか。

○出井航自然保護課長　先ほどの説明の中では、

ちょっと例示的に支援の内容を挙げさせていただい

たんですけれども、その他の支援といたしまして、

この譲渡にかかわらず、いわゆるその飼い主のいな

い猫に対してＴＮＲを実施しているボランティアの

皆さん、そういった方々を支援するということでＴ

ＮＲに係る手術の部分に対する補助制度というのも

 今回この事業のほうでは設けておりました。

　ただ、こちらの補助事業者として、当初獣医師会

のほうと調整を進めていたんですけれども、そちら

のほうでの対応が難しいということもございまして、

現在ですね、それは役務費という形で、県が実際、

その動物病院のほうに実施した手術代を支払うとい

うような形で一部流用対応でそういうふうなことを

実施できるようにした上で、それでもやっぱりこの

３月までに実施できなかった部分というのが多少ご

ざいますので、そういったものを減額するというこ

 とも今回行っております。

○比嘉瑞己委員　ぜひ頑張っていただきたいと思い

 ます。

　最後に、17ページの保育対策総合支援事業につい

 てお聞かせください。

　10億円の補正増になっておりますが、この保育補

助者、保育支援員、この10億円でどれくらい配置さ

 れるようになるんですか。計画を教えてください。

○下地努子育て支援課長　今回の増額によりまして、

これは施設当たりで支給していますので、施設数で

 答えさせていただきます。

　当初、保育補助者につきましては、17市町村88施

設を予定しましたけれど、今回の実績見込みでは19市

 町村で309施設を見込んでおります。

　また、保育支援者につきましては、当初21市町村

で116施設であったところ、実績見込みで21市町村

 375施設となっております。

○比嘉瑞己委員　大変重要な施策だと思います。 

　一方、今、保育士不足で保育士を配置できない、

保育士の配置基準を満たすことができない保育園に
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この支援員を配置することによって満たしていると

いうふうに見るという仕組みがあるそうなんですが、

さっき言った375人の支援員は、本来であれば保育士

を配置するべき園のことなんですか。実態を教えて

 ください。

○下地努子育て支援課長　基本的に保育は保育士の

ほうですることになっておりまして、支援員であり

ますとか、補助者がその保育士に代わって保育をす

 るということについてはできない状況であります。

　ただ、朝の送迎ですね、お迎えとか、そういうと

きにこの方々を添えることで、若干保育士の負担を

減らすことができるというつくりにはなっています。 

○比嘉瑞己委員　じゃ、配置基準のところにカウン

トするのではなくて、純粋に支援員としてプラスア

 ルファで支援しているという考えでいいですか。

○下地努子育て支援課長　はい、そのとおりでござ

 います。

○比嘉瑞己委員　よかったです。それでしっかりと

 負担を軽減していただきたいと思います。

　待機児童なんですけれども、直近の数字を教えて

 ください。

○下地努子育て支援課長　令和５年４月１日現在で

 411人となっております。

○比嘉瑞己委員　そのうち保育士不足による待機児

 童というのは何人か分かりますか。

○比嘉京子委員長　休憩いたします。 

　　　（休憩中に、子育て支援課長から、保育士不

足による待機児童を算出するのは困難であ

るとの説明があった。） 

○比嘉京子委員長　再開いたします。 

○比嘉瑞己委員　しっかりと分析していただきたい

 と思います。

　いずれにしろ、この保育対策総合支援事業という

のはこの保育士不足への対応だと思うんですけれど

も、国の事業メニューを見ているとですね、皆さん

がやっているこの支援員の配置、補助者の配置とい

うのもあるんですけれども、その中に保育士の宿舎

の借り上げ事業というのもメニューにあるんですね。

以前、提案をしてきたんですけれども、結構離島の

ほうでは利用している自治体もあるようなんですが、

この借り上げ事業についての県の考え方はあります

 か。

○下地努子育て支援課長　県のほうでは、県外から

の保育士誘致という形につきましては助成したとこ

ろはあるんですけれど、その宿舎確保についてはそ

れぞれ市町村にて実施しているものと理解しており

 ます。

○比嘉瑞己委員　県外誘致という考え、離島のほう

はそういうのがあるみたいなんですけど、発想がそ

れじゃなくてですね、今の実際に働いている保育士

の皆さん、給与も低くてですね、資格を持ってても

 なかなか保育士になっていないわけですよね。

　この待遇改善という意味で、この宿舎、アパート

の家賃が出るというのはすごく魅力的だと思うんで

すが、これは必ず県外誘致という目的じゃないと使

 えないんですか。

○下地努子育て支援課長　こちらにつきましては、

保育の当事者であります市町村のほうにて実施して

いる事業ではありますので、その市町村においてど

のような形の補助を実施しているかということを

 ちょっと調べてみたいと思います。

○比嘉瑞己委員　補助者とか支援員は皆さんの計画

で、この借り上げ事業は市町村しか手を挙げられな

 いんですか。

○下地努子育て支援課長　実施主体は市町村となっ

 ております。

○比嘉瑞己委員　分かりました。 

 　もう少し研究して、また提案したいと思います。

 　終わります。

○比嘉京子委員長　大城憲幸委員。 

○大城憲幸委員　皆さん、長い時間お疲れさまです。 

 　私からは３点、お願いをします。

　畜産から２点、先ほど来議論がある屠場のＨＡＣ

ＣＰの件と粗飼料の部分、それから、下水道の調査

事業について３点やりますので、準備のほうをお願

 いします。

　それから、県民税については通告していましたけ

れども、準備してくれた職員の皆さん、すみません、

 取り下げいたします。

　それでは、一般会計の補正予算の説明資料から

36ページ。先ほどもありましたこの食品産業の輸出

に向けＨＡＣＣＰに向けて１億円の補正がついてい

 ます。先ほども議論ありました。

　ちょっとまず確認ですけれども、これまでも香港、

ベトナム等には輸出はできていたと。ただ、新たに

設備投資をして、シンガポール、タイ、そういう国

に輸出できるようにするというような認識でいいで

 すか。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

 　今度の補正では、台湾とシンガポールです。

○大城憲幸委員　ちなみに年間でもいいんですけれ

ども、これまでどれぐらいの輸出量があったのが、
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今回、輸出拡大に向けて、台湾、シンガポールに対

してどれぐらい増えるのかというのは、今、数字持っ

 ていますか。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　まだ牛肉、実際少なくてですね。令和４年度の輸

出実績が八重山食肉センターからタイ向けの100キロ

 グラムのみとなっております。

　これから肥育が増えると、今後増えていくかなと

 考えております。

○大城憲幸委員　前にも商工労働部も含めて、やは

り国も県も畜産物の輸出を増やすんだということで

卵を輸出したり、豚も輸出したりしましたけれども、

なかなか事業があるときはいいんだけれども、その

後農家の収益につながらないとか、いろんな課題が

 あって続いてないのが多いんですけれどもね。

　今回も八重山からということになりますけれども、

これについては畜産課としては、新たなシンガポー

ル、台湾を含めて、今言ったような数百キロではな

くて、飛躍的に伸びていくというような考えを持っ

 ているんですか、その辺の見通しをお願いします。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　石垣牛につきましては、まだ今は生産基盤がそん

なに大きくないものですから、爆発的には伸びない

 と考えております。

　そのためですね、クラスター事業とかそういうの

を入れながら牛舎整備から始めて、頭数を増頭でき

 たらいいなと考えております。

 　以上です。

○大城憲幸委員　ぜひ頑張ってください。 

　それで関連して、沖縄県全体としてどう考えるか

なんですけれども、これまでもありました、もとぶ

牛等はなかなか県内から出せないものですから、生

体のまま九州に運んで、そこで屠畜して輸出してい

るという現状が課題としてずっと残っているわけで

すけれども、その辺の現状についてと、今後の考え

 方、方針、お願いします。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　県内の食肉センターで、今、牛の輸出ができる、

 屠畜ができるのは八重山のみとなっております。

　本島内の牛の屠畜につきましては、施設が古いと

いうのと、また、機械を入れるにしてもちょっと改

築費がかかり過ぎるということでですね、それをや

るよりはやっぱり今、委員がおっしゃったような九

州に運んでやるとか、もしくは八重山で輸出や屠畜

をするのかとか、そういうのを考えた上で県内の食

肉流通は考えていかないといけないと考えておりま

 す。

○大城憲幸委員　この件では最後にしますけれども、

では、今後のこの牛肉の輸出については沖縄県全体

としての方針はまだ固まっていないということにな

 るんですか、お願いします。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　本島内の食肉センターの整備につきましても、今

やっと名護と大里の食肉センターで方向について、

どういう方向で進めていくか議論を始めております

ので、委員がおっしゃるとおり、まだきれいには決

 まっていません。

○大城憲幸委員　同事業については私はいいことだ

と思いますので、ぜひとも生産の支援も含めて、充

 実したものになるように取組をお願いをします。

　また、県全体のものについては、やはり沖縄県と

してはこれまでも様々な事業で、畜産物の輸出につ

いては、たくさんの税金をつぎ込んできました。そ

の割には実績というか、現状としてあまり残ってな

い状況がある。だから、今後の方針についてもきちっ

と方向性を早めに決めていただきたいなと、これは

 要望にします。

 　次に行きます。

　次の粗飼料価格高騰緊急対策です。先ほどありま

したトン当たり2000円から4000円ぐらいの補助にな

 るのかなというふうに聞きました。

　私のイメージでは、これだけ値上がりしているん

だから6500万円組んでいるから単価的にもう少しあ

るのかなと思ったんですけれども、現状としてはト

ン当たり今――稲わらとか麦わらで違うんでしょう

けれども、大体どれぐらいしていて、そのうちの

2000円から4000円ぐらいの補助になるんですか、お

 願いします。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　令和４年が平均で８万6947円ですね。令和５年度

が９月までなんですけれども、９万748円となってお

 ります。

○大城憲幸委員　もうこの数年の値上がりというの

は本当に異常で、もう配合飼料と変わらないぐらい

 の値段をしているんですよね。

　そういう意味では８万円、９万円するけれども、

2000円から4000円の補助というのは農家としては助

かりはするけれども、もう少し充実した支援になら

 ないのかなというのが率直な私の感想です。

　ただ、皆さんもこれまでの流れもありますので、

さっきあったように値上げ幅の半分以内とか、上限

があるとかという仕組みの中でやっているとは思い
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ますけれども、充実したものにしてもらいたいなと

 いうことを感じたところです。

　それで、今回の支援というのは対象農家は、酪農

と肥育農家なんですけれども、今回想定しているそ

 れぞれの件数を教えてもらえますか。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　今回の事業の対象は、県内の酪農家59戸、肉用牛

肥育経営安定交付金制度、いわゆる牛マルキンに加

入している肥育農家が35戸、全体で94戸を想定して

 おります。

 　以上です。

○大城憲幸委員　前回も少し私にも苦情はありまし

たけれども、いわゆる一番、牛農家で多い繁殖牛は

 対象にならないわけですよね。

　その辺については、これまでも含めてその繁殖農

家の皆さんは納得してもらっているのか。それから、

この繁殖が対象にならないという理由について、

 ちょっと分かりやすく説明をください。

○金城靖畜産課長　近年の飼料価格高騰は、畜産農

 家経営に影響を与えています。

　本県における酪農家や肥育農家の多くは草地を保

有しておらず、輸入粗飼料を購入していることから

本事業の実施により、飼料費の軽減を図ろうという

 ことになっております。

　繁殖牛農家につきましては、従来から自給飼料向

上のための草地整備事業等を導入していることから、

粗飼料の自給という補助の面で助成しておりますの

で、自給飼料増産に向けて繁殖農家には頑張ってい

 ただきたいと考えております。

○大城憲幸委員　先ほど牧草の自給率が８割とか

９割という数字がありましたけれども、今回対象に

なる酪農家59戸、和牛の肥育35戸、それぞれの自給

 率というのは、今分かりますか。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　繁殖農家は、今、自給率が大体91.9％なんですけ

れども、酪農家が4.5％で、肥育農家は、繁殖と肥育

の両方を行う一貫農家がいるものですから、かちっ

とした数字ではないんですけれども、肥育専業でし

たら、大体酪農家に近い自給率だと考えております。 

○大城憲幸委員　非常に、県内の畜産農家ではこの

和牛繁殖、子牛を出す農家の数が多いものですから、

その皆さんにはやっぱり丁寧な説明が常に必要だと

思いますので、その辺の発信の仕方を丁寧にお願い

したいなというふうに要望して、この件は終わりま

 す。

　では最後に、下水道会計の補正予算の１ページに

あります2400万円の調査費です。これの使い方で、

 ２ページに説明資料がついているわけですね。

　それで、ただ、今回はもう、この官民連携のレベ

ルで、この説明資料の中の下のほうにありますけれ

ども、レベル3.5とレベル４の間ぐらいのものを目指

すということですけれども、この（３）の公共施設

等運営事業、いわゆるコンセッション方式、そこは

目指さないのか。その方向性と、あるいは、ほかの

都道府県ではここまで踏み込んでいるところもある

 のか、その辺の考え方をお願いします。

○上原正司下水道課長　コンセッションの公共施設

等運営事業は、料金の徴収を伴う公共施設等におい

て、施設の所有権を公共が有したまま、運営権を民

 間事業に設定する方式となっております。

　このコンセッションに向けて、段階的に一応、委

託を進めていくという、その一つ手前が今回のウオー

 ターＰＰＰになっております。

　ほかの市町村でコンセッションをやっているとこ

ろなんですが、国土交通省の資料によりますと、下

水道分野における公共施設等運営事業は全国で４件

 の実績があるとのことであります。

　具体的には、平成30年４月から静岡県浜松市、令

和２年４月から高知県須崎市、令和４年４月から宮

崎県、令和５年４月から神奈川県の三浦市において、

 公共施設等運営事業が導入されております。

○大城憲幸委員　その辺、官民連携という意味では、

コンセッションまで踏み込んだほうがメリットは出

るという考え方もあるんですけれども、現時点でそ

れは考えていないというのは、県としては、課題と

 してはどう考えているんですか。

○上原正司下水道課長　コンセッションになると、

使用料の徴収というのがありますが、流域におきま

しては市町村から負担金を取っておりますので、一

般住民から取るのは市町村のほうで、使用料として

 取っております。

　そこら辺の兼ね合いで、コンセッションに持って

いくには、ちょっと市町村との協議が必要かと思い

ますので、まずは段階的にウオーターＰＰＰのほう

 に移行していきたいと考えております。

○大城憲幸委員　もう少し私も調査研究したいと思

 います。

 　最後に、資源活用の部分でお願いをします。

　国は、この下水汚泥を資源活用しなさいというこ

とで進めて、様々な支援事業もしているようです。

都道府県単位でも、東京とか、埼玉とか、秋田とか

というのは、民間と連携をしてこの肥料分なんかが
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非常に高騰する中で、リンの肥料として活用、調査

研究というのを積極的に進めていますけれども、今、

 皆さんの取組状況をお願いします。

○上原正司下水道課長　沖縄県の４浄化センターか

ら発生する下水汚泥は全量肥料化を行っており、再

 利用しております。

○大城憲幸委員　何割ぐらい再利用できていますか。 

○上原正司下水道課長　現状で100％となっておりま

 す。

○大城憲幸委員　そこでやっぱり気になるのがＰＦ

 ＯＳとの関係なんですよね。

　それが今もいろんな意味で、私は資源循環を進め

るべきだとは思うんですけれども、やはりこれを肥

料として畑に入れる部分については、アメリカでも

いろんな課題があるというような事例が報道で出て

きたりしていますけれども、その辺については、数

字としてきちんとしたものにできているのか、まだ

 課題として残っているのか、その辺どうですか。

○上原正司下水道課長　沖縄県の宜野湾浄化セン

ターの下水汚泥中にはＰＦＯＳが含まれていること

 を確認しております。

　現状、ＰＦＯＳの安全性を評価する基準等がない

ことから、土木建築部では、今年１月にＰＦＯＳ等

に関する下水汚泥の処分及び再利用に係る基準等を

早急に設定することを関係大臣等へ要請をしたとこ

 ろでございます。

○大城憲幸委員　その辺が農家、生産者とか県民に

も、少しきちんとした数字も添えて、やっぱりそれ

はオープンにしないと、逆に風評被害みたいなもの

になっても困りますので、その辺の数字の説明なん

かは丁寧にしてもらいたいなというふうに思います。 

 　以上です。

○比嘉京子委員長　上原章委員。 

○上原章委員　お願いします。先に質問した委員と

大分重なるところもありますけれど、幾つか絞って

 やりたいと思います。よろしくお願いします。

 　まず５ページ、消防防災ヘリ導入の件です。

　この防災ヘリの県と市町村の負担について、配分

はどういうふうになりますでしょうか。例えば人、

あとは予算。これ２市長とまだ詰めていないそうな

んですが、現時点でどのぐらいの配分になるのでしょ

 うか。

○山里永悟防災危機管理課長　ちょっと今、金額ベー

スではすぐにお答えできないのですが、まず負担の

役割として、イニシャルのヘリの機体の費用、大体

21億円ですけれど、これは県のほうで負担します。

拠点となるヘリ基地の整備、基本設計、実施設計、

また、建築工事、こういったところの部分について

 も、県のほうで負担をさせていただきます。

　市町村にお願いをするのは、主にこのヘリに乗る

消防職員の人件費の部分、こちらについて市町村に

負担をしていただく、また消防職員の派遣ですね、

これについても負担をしていただくことになります。 

　この航空隊ですが、消防職員だけではなくてパイ

ロットであるとか、運行管理をする専門家であった

りとか、整備を行う専門家であります。こちらにつ

いては、委託料を県のほうで負担をさせていただく

 ということになります。

○上原章委員　これは本会議でも何度か取り上げた

んですが、市町村によっては非常に財政が厳しい、

一律にその人件費を予算の中で配分するというのが

非常にいかがなものかなという声がやっぱりあって、

この辺の大変厳しい財政の実態に対しての配慮とか

 はあるのでしょうか。

○山里永悟防災危機管理課長　ちょっと今、先ほど

の金額が確認できました。初期費用、機体の整備で

あるとか施設整備を合わせますと、県が負担するの

 は33億円です。

　ランニング費用については県が負担する総額が大

体３億円かかるんですけれど、その中でその航空隊

員の人件費6600万円ほどは市町村のほうにちょっと

 お願いをしたいというふうに考えています。

　こちらについても、例えば離島の市町村について

は負担割合を軽くするとか、そういった内容を話し

合うのが協議会であったりとか、市町村であったり、

消防本部が入ったワーキンググループで、どういっ

た負担がいいですかということも協議を重ねた結果、

 今の議案ということになっています。

○上原章委員　分かりました。 

　その辺、ぜひ配慮をしながら、特に、これは中長

期的に取り組まなくちゃいけないものだと思ってい

 ますので、よろしくお願いします。

　あと、先ほどとちょっとかぶるんですが、16ペー

ジのこの介護職員及び障害福祉職員の処遇改善、47番

 と50番です。

　これ6000円を２月から引き上げるという件なんで

すが、常勤の方が対象ということで、先ほど１万

7000人、また約１万2000人と。これは単純に6000円、

月に上がるということは、年間７万2000円というこ

 とで理解していいんでしょうか。

○安里克也高齢者福祉介護課長　介護職員処遇改善

事業で実施されます6000円相当の補助金については、
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基本的に介護職員に支給されるものになっておりま

すが、介護職員以外の職員にも事業所の判断で配分

できることになっておりますので、単純に6000円掛

ける12月で７万2000円というわけではございません。 

 　以上であります。

○上原章委員　以前も同じような処遇改善事業が

あって、確かに、この管理者の判断というか、その

社員の皆さんとの相談の中で、非正規の方やパート、

あとは調理師等の方々に分けていこうという施設も

 あると聞いています。

　ただ、それはもう、その施設によって判断が変わ

るんですけど、基本的には、あくまでも常勤だけと

いうことになったところはもう、今の７万2000円と

 いうことで理解していいんですか。

○安里克也高齢者福祉介護課長　対象職員の人数、

１万7000人を算出するに当たって、常勤換算で１万

7000人と求めたところでありますが、実際に支給す

るに当たりましては、こちらも事業所の判断で、例

えば正規職員、非正規職員といったところにもどの

ように配分するのか、それは事業所の運営判断になっ

 てくると考えております。

 　以上であります。

○上原章委員　先ほど、常勤の１万7000人という数

字は理解したんですけれど、非正規、パート、その

 他以外を含めた、それ以外の数字もあるんですか。

○安里克也高齢者福祉介護課長　お答えします。 

　申し訳ございません、職員の正規、非正規、パー

ト、そういった区分でのデータというものは持ち合

 わせておりません。

○上原章委員　分かりました。 

　今回6000円ということで、一定の評価はしたいん

ですけれども、この介護及び障害施設の職員の給与

と、他産業との平均給与、比較ができる数字があれ

 ば教えてもらえますか。

○安里克也高齢者福祉介護課長　国の統計になりま

すが、賃金構造基本統計調査ではあらかじめお断り

させていただきますが、介護職員と障害福祉職員は

区別せずに、一つの区分で調査が行われております。

その状態でお答えいたしますが、令和４年度の同調

査によりますと、本県における介護職員等の給与に

 ついては、月額21万6300円、年額で288万2100円。

　これに対しまして、この介護職員も含めての全産

業の給与でありますが、月額27万1600円、年額で375万

4200円となっており、介護、それから障害福祉職員

の給与は、全産業の給与と比べまして、月額で５万

5300円低くなっており、年額では87万2100円低くなっ

 ている状況であります。

 　以上であります。

○上原章委員　分かりました。 

　いずれにしても、これを含めた全ての産業の平均

と比較すると大きな開きがあるのかなと。そういう

意味では、今回のそういった処遇改善の手当てがさ

 れていると思うんですけどね。

　先ほど比嘉委員もおっしゃっていたんですけど、

ぜひ同じ介護施設の中で、多くの人にそういった処

遇が改善できるような仕組みを、やっぱり県はしっ

かり現場を見ながら、またその関係者としっかり意

見交換をし、また国にもしっかりそういった要望を

 する必要があると思うんですが、いかがですか。

○安里克也高齢者福祉介護課長　事業所には、この

補助事業について周知を図ってまいりたいと思いま

 す。

　それから今お話のありました、国への要望であり

ますが、九州各県保健医療福祉主管部長会議を通し

まして、九州各県と合わせまして、国に要望を行っ

 ているところであります。

 　以上であります。

○上原章委員　これからますます高齢化が加速する

と、この分野のお仕事というのは非常に重要、これ

からもっともっと厚くしていかなくちゃいけない分

 野なんですね。

　ですから、そういった人材の確保という意味でも、

この方々がやりがいを持ってお仕事をやっていると

は思うんですけど、しっかりそういった処遇改善を

していくというのは、これ、政治の大きな責任だと

 思いますので、よろしくお願いします。

　次に、52ページの190番、首里杜地区課題解決事業

の内容についてなんですが、このタイミングで補正

予算に計上している理由をちょっと教えてもらえま

 せんか。

○知念秀起首里城復興課長　お答えします。 

　国の補正予算において、オーバーツーリズムの未

然防止・抑制による持続可能な観光推進事業という

予算採択がございまして、今回、その予算を活用し

て、首里城公園周辺の渋滞緩和に取り組みたいと考

 えております。

　この観光推進事業のほうが、申込みの受付期間が

令和６年１月25日から令和６年２月15日までとなっ

ておりまして、現在、こちらのほうに応募している

状況でございます。そのために、今回補正で上げて

 いるということでございます。

 　以上です。
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○上原章委員　１億2000万円の金額、委託料が9000万

円、工事請負費が3000万円と。委託料がこれだけ大

きな額というのは、どういった内容になるんでしょ

 うか。

○知念秀起首里城復興課長　今回の事業で主に３点

の作業内容を考えておりまして、１点目が、首里城

公園駐車場予約システムの導入――現在、試行で行っ

ておりますが、さらに事前決済機能の導入とか、Ｑ

Ｒコード入場とか、いろいろ内容をよくしていきた

 いと。

　それから、もう一点が、首里城公園駐車場満空情

報の発信ということで、駐車場内の作業員向けの満

空情報表示でありますとか、予約システムとの連動

 といったものを行っていきます。

　それから最後に、首里城公園周辺民間駐車場との

連携ということで、首里城公園の駐車場の情報だけ

ではなく、その周辺の状況も合わせて表示できるよ

 うな情報発信といったことを考えております。

　そのようなことから、主にシステム開発のほうに

主力を置いておりますので、委託料のほうが大きい

 形となっております。

○上原章委員　分かりました。 

　たしか、今、首里城の周辺が、本当に多くの方々

が国内外から訪れていて、令和の首里城の復興も非

常に進んでいると思うんですが。この事業は国が今、

年度末にこういう形で応募があって、皆さんがこれ

をしっかりやっていきたいというふうに理解します

けれど、これは、委託を含めて県内業者になる予定

 なんでしょうか。

○知念秀起首里城復興課長　現在はちょっとまだ検

 討中の段階でございます。

○上原章委員　沖縄の場合、多くの観光地があるん

ですけど、このような取組をやっている事例はある

 んですか。

○知念秀起首里城復興課長　ちょっと、このような

 取組は全国でもあまりないものと聞いております。

○上原章委員　モデル的な、そういう参考になるの

 はないということですか。

○知念秀起首里城復興課長　福岡県の福岡空港など

の事例はございますが、今回の事業と全く似たよう

 なものは承知しておりません。

○上原章委員　皆さんが手を挙げたと、その必要性

があって、国に申し込みしていると思うんですけど

ね。これはでも、それなりにしっかりこの事業を進

めるのが必要だということで、国もそれを選定する

と思うんですけど、今回その３つの事業という形に

 なった経緯を最後にお聞かせ願えませんか。

○知念秀起首里城復興課長　首里地域の方々とか、

また、学識者ですとか、企業さんとか、また、行政

が一緒になった首里杜地区推進協議会というのを立

ち上げて、いろいろ調整している中で、こういった

交通渋滞の問題とかも上がってきて、こういうこと

が必要だろうという御意見がございまして、今回の

 取組に至っております。

○上原章委員　オーバーツーリズムというのは、非

常にこれは大きな問題ですので、よろしくお願いし

 たいと思います。

　あと最後に、ちょっと戻りますけれど、29ページ

の98番ですね。地域医療介護総合確保事業。公立沖

縄北部医療センターの整備なんですが、これは令和

10年の開業を目指して取り組んでいると聞いており

ます。令和７年度に工事着工と聞いております。こ

の進捗状況及び現時点の課題があれば教えてもらえ

 ませんか。

○川満孝幸医療政策課北部医療センター・医師確保

推進室長　お答えいたします。 

　公立沖縄北部医療センターの整備につきましては、

現在、令和10年度の開院を目指し、北部医療組合に

 おいて実施設計に取り組んでおります。

　課題としましては、運営主体となる財団法人の設

立、整備財源の確保などがあるものと考えておりま

 す。

 　以上です。

○上原章委員　今回、北部地区医師会病院と県立北

部病院が統合されて、北部の医療サービスを向上し

ていこうということだと私は理解していますけど、

 それでよろしいですか。

○川満孝幸医療政策課北部医療センター・医師確保

推進室長　はい、おっしゃるとおり、県立北部病院

と北部地区医師会病院が統合して、高度医療だとか、

あるいは、小児、周産期、離島・僻地医療、そういっ

た医療提供体制を確保し、そのためには医師確保を

しっかりと行いまして、北部医療圏の医療提供体制

を充実していくというところを目指しているもので

 ございます。

 　以上です。

○上原章委員　いろいろ担当のほうからも説明を受

けたんですけど、450床のベッド数だと聞いているん

ですが、これはその２つの病院が統合する中で、病

 床数は減るんですか。

○川満孝幸医療政策課北部医療センター・医師確保

推進室長　お答えいたします。 



－61－

　県立北部病院、北部地区医師会病院とも、稼働病

床ベースで250床程度になります。それからすると、

特に急性期病床、将来若干の過剰が見込まれる急性

期病床をダウンサイジングして、400床が急性期病床

で、48床が回復期の地域包括ケア病棟、２床が感染

症病床、合わせて450床の病院を整備するものでござ

 います。

○上原章委員　分かりました。 

　医師不足、看護師不足等いろんな課題があって、

特に、本当に必要な医療が提供できないという、私

も北部出身なので、非常に強く思っていたのが、こ

れが完成することによって、本当に安心して、北部

の人たちが日常の生活の中で、いざとなれば、この

 北部医療センターに行けると。

　この辺はぜひ、皆さんが今目指している、この医

療サービスを提供できる体制を、今、組んでいただ

くと思うんですが、特に医師、看護師さん、スタッ

フの確保というところは、最後に教えてもらえませ

 んか。

○川満孝幸医療政策課北部医療センター・医師確保

推進室長　お答えいたします。 

　公立北部医療センターの令和10年度の開院を目指

 して、医療従事者の確保も大きな課題となります。

　今、我々が考えているのは、両病院から多く転籍

をしてもらって医療従事者を確保していきたいとい

 うところが一つ。

　現在も沖縄県において、様々な医師確保の施策を

行っております。例えば県立病院に専攻医を養成し

てもらって、県立北部病院にも多くの医師が派遣さ

れておりますし、自治医の医師につきましても診療

所を中心として配置をしております。今、琉球大学

医学部のほうにもですね、地域枠の医師がどんどん

増えてきておりますので、地域枠の医師も多くの医

師が県立北部病院、北部地区医師会病院、あるいは

伊江診療所にも配置しているという状況もございま

すので、そういった様々な医師確保施策も活用しな

がら、北部医療センターで医師を確保して、安定的

な医療提供体制を確保していきたいというところで

 考えております。

 　以上です。

○上原章委員　よろしくお願いします。終わります。 

○比嘉京子委員長　先ほど比嘉委員の質疑に対する

答弁で、子育て支援課長から答弁の補足説明をした

 いとの申出がありますので、発言を許します。

 　下地努子育て支援課長。

○下地努子育て支援課長　先ほど比嘉瑞己委員のほ

うからの保育士宿舎借り上げに対して質問がござい

 ましたが、それに対して補足したいと思います。

　令和４年度実績になりますけれど、16市町村にお

いて実施され、181施設において602人が補助対象と

 なっております。

 　以上になります。

○比嘉京子委員長　もう一点。先ほど大城委員の質

疑に対する答弁で、下水道課長から答弁を訂正した

 いとの申出がありますので、発言を許します。

 　上原正司下水道課長。

○上原正司下水道課長　先ほどウオーターＰＰＰの

説明の中で、ちょっと間違いがありましたので修正

 させていただきます。

　先ほどウオーターＰＰＰと公共施設等運営事業が

別物であるかのような説明をいたしましたが、実際

には、ウオーターＰＰＰとは、管理・更新一体マネ

ジメント方式のレベル3.5と、公共施設等運営事業の

コンセッションのレベル４の両方を合わせたものを

 ウオーターＰＰＰと申します。

 　失礼いたしました。

○比嘉京子委員長　以上で、甲第25号議案から甲第

38号議案までの補正予算に対する質疑を終結いたし

 ます。

 　説明員の皆様、大変御苦労さまでした。

 　休憩いたします。

 　　　（休憩中に、執行部退席）

○比嘉京子委員長　再開いたします。 

　次回は、明３月５日火曜日各常任委員会終了後に

委員会を開き、補正予算に係る議案の採決を行いま

 す。

 　委員の皆様、大変御苦労さまでした。

 　本日の委員会はこれをもって散会いたします。
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令 和 ６ 年 第 １ 回 

沖縄県議会（定例会）　　　　 

 

開会の日時、場所 

　年月日　　令和６年３月５日 (火曜日)  

　開　会　　午後１時20分 

　散　会　　午後１時24分 

　場　所　　第７委員会室 

本日の委員会に付した事件 

　１　甲第25号議案 令和５年度沖縄県一般会計補

  正予算（第８号）

　２　甲第26号議案 令和５年度沖縄県小規模企業

 者等設備導入資金特別会計補

  正予算（第１号）

　３　甲第27号議案 令和５年度沖縄県下地島空港

 特別会計補正予算（第２号）

　４　甲第28号議案 令和５年度沖縄県沿岸漁業改

 善資金特別会計補正予算（第

  １号）

　５　甲第29号議案 令和５年度沖縄県中央卸売市

 場事業特別会計補正予算（第

  １号）

　６　甲第30号議案 令和５年度沖縄県宜野湾港整

 備事業特別会計補正予算（第

  ２号）

　７　甲第31号議案 令和５年度沖縄県国際物流拠

 点産業集積地域那覇地区特別

  会計補正予算（第１号）

　８　甲第32号議案 令和５年度沖縄県中城湾港（新

 港地区）整備事業特別会計補

  正予算（第２号）

　９　甲第33号議案 令和５年度沖縄県中城湾港マ

 リン・タウン特別会計補正予

  算（第２号）

　10　甲第34号議案 令和５年度沖縄県中城湾港（泡

 瀬地区）臨海部土地造成事業

 特別会計補正予算（第１号）

　11　甲第35号議案 令和５年度沖縄県公債管理特

  別会計補正予算（第１号）

　12　甲第36号議案 令和５年度沖縄県国民健康保

 険事業特別会計補正予算（第

  １号）

　13　甲第37号議案 令和５年度沖縄県病院事業会

  計補正予算（第２号）

　14　甲第38号議案 令和５年度沖縄県流域下水道

事業会計補正予算（第２号）

出席委員 

　委 員 長　比　嘉　京　子 

　副委員長　小　渡　良太郎 

　委　　員　西　銘　啓史郎　　大　浜　一　郎 

 　　　　　　呉　屋　　　宏　　花　城　大　輔

　　　　　　仲　田　弘　毅　　山　里　将　雄 

　　　　　　照　屋　大　河　　平　良　昭　一 

　　　　　　仲宗根　　　悟　　崎　山　嗣　幸 

　　　　　　島　袋　恵　祐　　玉　城　武　光 

　　　　　　比　嘉　瑞　己　　大　城　憲　幸 

　　　　　　上　原　　　章　　上　原　快　佐 

欠席委員 

　　　　　　島　袋　　　大 

 3ii4

○比嘉京子委員長　ただいまから、予算特別委員会

 を開会いたします。

　甲第25号議案から甲第38号議案までの補正予算

 14件についてを一括して議題といたします。

　ただいまの議案に対する質疑については全て終結

 し、採決を残すのみとなっております。

 　休憩いたします。

　　　（休憩中に、議案の採決順序及び方法等につ

 いて協議）

○比嘉京子委員長　再開いたします。 

 　これより、議案の採決を行います。

　甲第25号議案から甲第38号議案までの補正予算

 14件を一括して採決いたします。

 　お諮りいたします。

　ただいまの議案14件は、原案のとおり決すること

 に御異議ありませんか。

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○比嘉京子委員長　御異議なしと認めます。 

　よって、甲第25号議案から甲第38号議案までの補

 正予算14件は、原案のとおり可決されました。

 　次に、お諮りいたします。

  ただいま議決しました議案に対する委員会審査報

予算特別委員会記録（第３号）
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告書の作成等につきましては、委員長に御一任願い

 たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○比嘉京子委員長　御異議なしと認めます。 

 　よって、さよう決定いたしました。

 　以上で、本日の日程は終了いたしました。

　次回は、３月７日木曜日本会議終了後、委員会を

開き、当初予算に係る議案の概要説明の聴取及び会

 派代表による大局的な観点からの質疑を行います。

 　委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

 　本日の委員会は、これをもって散会いたします。

 

 

予算特別委員会議案処理一覧表 

議 案 番 号 議　　　案　　　名 議決の結果

甲 第 2 5 号 令和５年度沖縄県一般会計補正予算（第８号）

甲 第 2 6 号 令和５年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算（第１号） 〃

甲 第 2 7 号 令和５年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第２号） 〃

甲 第 2 8 号 令和５年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号） 〃

甲 第 2 9 号 令和５年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計補正予算（第１号） 〃

甲 第 3 0 号 令和５年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計補正予算（第２号） 〃

甲 第 3 1 号
令和５年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計補正予算（第

〃
１号）

甲 第 3 2 号 令和５年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計補正予算（第２号） 〃

甲 第 3 3 号 令和５年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第２号） 〃

甲 第 3 4 号
令和５年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算

〃
（第１号）

甲 第 3 5 号 令和５年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号） 〃

甲 第 3 6 号 令和５年度沖縄県国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 〃 

   

甲 第 3 7 号 令和５年度沖縄県病院事業会計補正予算（第２号） 〃 

   

甲 第 3 8 号 令和５年度沖縄県流域下水道事業会計補正予算（第２号） 〃

 

 

全 会 一 致


原 案 可 決
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令 和 ６  年 第 １ 回 

沖縄県議会（定例会）　　　　 

 

開会の日時、場所 

　年月日　　令和６年３月７日 (木曜日)  

　開　会　　午前10時49分 

　散　会　　午後０時45分 

　場　所　　第７委員会室 

本委員会に付託された事件 

　１　甲第１号議案 令和６年度沖縄県一般会計予

  算

 　２　甲第２号議案 令和６年度沖縄県農業改良資

  金特別会計予算

　３　甲第３号議案 令和６年度沖縄県小規模企業

 者等設備導入資金特別会計予

  算

　４　甲第４号議案 令和６年度沖縄県中小企業振

  興資金特別会計予算

　５　甲第５号議案 令和６年度沖縄県下地島空港

  特別会計予算

　６　甲第６号議案 令和６年度沖縄県母子父子寡

  婦福祉資金特別会計予算

　７　甲第７号議案 令和６年度沖縄県所有者不明

  土地管理特別会計予算

　８　甲第８号議案 令和６年度沖縄県沿岸漁業改

  善資金特別会計予算

　９　甲第９号議案 令和６年度沖縄県中央卸売市

  場事業特別会計予算

　10　甲第10号議案 令和６年度沖縄県林業・木材

  産業改善資金特別会計予算

　11　甲第11号議案 令和６年度沖縄県中城湾港（新

 港地区）臨海部土地造成事業

  特別会計予算

　12　甲第12号議案 令和６年度沖縄県宜野湾港整

  備事業特別会計予算

　13　甲第13号議案 令和６年度沖縄県国際物流拠

 点産業集積地域那覇地区特別

  会計予算

　14　甲第14号議案 令和６年度沖縄県産業振興基

  金特別会計予算

　15　甲第15号議案 令和６年度沖縄県中城湾港（新

 港地区）整備事業特別会計予

  算

　16　甲第16号議案 令和６年度沖縄県中城湾港マ

  リン・タウン特別会計予算

　17　甲第17号議案 令和６年度沖縄県駐車場事業

  特別会計予算

　18　甲第18号議案 令和６年度沖縄県中城湾港（泡

 瀬地区）臨海部土地造成事業

  特別会計予算

　19　甲第19号議案 令和６年度沖縄県公債管理特

  別会計予算

　20　甲第20号議案 令和６年度沖縄県国民健康保

  険事業特別会計予算

　21　甲第21号議案 令和６年度沖縄県病院事業会

  計予算

　22　甲第22号議案 令和６年度沖縄県水道事業会

  計予算

　23　甲第23号議案 令和６年度沖縄県工業用水道

  事業会計予算

　24　甲第24号議案 令和６年度沖縄県流域下水道

事業会計予算

出席委員 

　委 員 長　比　嘉　京　子 

　副委員長　小　渡　良太郎 

　委　　員　西　銘　啓史郎　　大　浜　一　郎 

 　　　　　　呉　屋　　　宏　　花　城　大　輔

　　　　　　島　袋　　　大　　仲　田　弘　毅 

　　　　　　山　里　将　雄　　照　屋　大　河 

　　　　　　平　良　昭　一　　仲宗根　　　悟 

　　　　　　崎　山　嗣　幸　　島　袋　恵　祐 

　　　　　　玉　城　武　光　　比　嘉　瑞　己 

　　　　　　大　城　憲　幸　　上　原　　　章 

　　　　　　上　原　快　佐 

欠席委員 

　　　　　　なし 
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　知 事 公 室 長　　溜　　　政　仁 

　総 務 部 長　　宮　城　　　力 

　　人 事 課 長　　城　間　　　敦 

　　財 政 課 長　　又　吉　　　信 
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○比嘉京子委員長　ただいまから、予算特別委員会

 を開会いたします。

　本日の説明員として、総務部長をはじめ、関係部

 局長の出席を求めております。

  なお、本日の審査につきましては、３月１日に決

定いたしました予算特別委員会運営要領に従って行

 うことにいたします。

　甲第１号議案から甲第24号議案までの当初予算

 24件を一括して議題といたします。

　まず初めに、甲第１号議案から甲第24号議案まで

の当初予算について、総務部長から概要説明を聴取

 し、その後、質疑を行います。

　なお、各部局長の説明は３月８日及び同11日に、

各常任委員会において聴取する予定になっておりま

 すので、本日は省略いたします。

　ただいまの議案について、総務部長の概要説明を

 求めます。

   宮城力総務部長。

○宮城力総務部長　それでは、甲第１号議案から甲

第24号議案の予算議案のうち、甲第１号議案令和６年

度沖縄県一般会計予算を中心に、その概要を御説明

 申し上げます。

　なお、甲第２号議案から甲第20号議案までの特別

会計及び甲第21号議案から甲第24号議案までの企業

会計予算につきましては、所管の各常任委員会にお

きまして、担当部局長より概要を御説明いたします。 

　資料３－１、左上にあります当初予算の概要によ

 り、予算編成の考え方について御説明いたします。

　令和６年度は、自立的発展と住民が豊かさを実感

できる社会の実現を目標とする新・沖縄21世紀ビ

ジョン基本計画の取組を加速させ、誇りある豊かな

 沖縄の未来につなげていく重要な年であります。

　このため、強くしなやかな自立型経済の構築など

を柱とする５つの重点テーマを踏まえつつ、沖縄振

興予算に加え各省計上予算、より地方財政措置の有

利な県債の積極的な活用を図るとともに、変化する

社会経済情勢や県民ニーズを捉え、的確に対応する

との基本的な考え方により、令和６年度当初予算を

 編成しました。

　一般会計の予算総額は、新型コロナウイルス感染

症対応経費等は減少したものの、子供施策などの様

々な取組とともに、社会保障関係費の増加により、

令和５年度に引き続き8000億円を超える、総額8421億

 円となっております。

　予算の内容については、令和６年度当初予算説明

資料（２月定例県議会）により、御説明いたします。 

 　１ページをお願いいたします。

　まず、予算の規模ですが、一般会計の総額は8421億

4300万円、前年度に比べ192億5200万円、2.2％の減

 となっております。

　特別会計については、19会計の合計が2402億3970万

円、前年度に比べ182億3648万9000円、7.1％の減と

 なっております。

　公営企業会計については、４会計の合計が1496億

3930万円、前年度に比べ32億6256万7000円、2.2％の

 増となっております。

　全ての会計を合計した令和６年度予算額は、１兆

2320億2200万円で、前年度に比べ342億2592万2000円、

 2.7％の減となっております。

 　２ページをお願いします。

　一般会計の歳入予算を款別に前年度と比較したも

 のです。主な内容について、御説明申し上げます。

　１の県税は1493億8989万8000円で、社会経済活動

の正常化が進んだことによる消費の動向等を踏まえ、

 30億3289万8000円、2.1％の増となっております。

　３の地方譲与税は290億7900万円で、国の予算額や

地方財政計画の動向等を勘案し、30億5800万円、

 11.8％の増となっております。

　６の地方交付税は2283億7700万円で、国の地方財

政計画の動向や前年度実績等を勘案し、８億2300万

 円、0.4％の減となっております。

　10の国庫支出金は1902億6593万7000円で、ＧｏＴ

ｏおきなわキャンペーン事業に要する国庫補助金の

減等により、301億4059万5000円、13.7％の減となっ

 ております。

　15の諸収入は755億9191万9000円で、病床確保事業

清算に伴う返還金等の雑入の減により、36億5749万

 1000円、4.6％の減となっております。

　16の県債は362億1920万円で、臨時財政対策債の減

等により、２億2640万円、0.6％の減となっておりま
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 す。

 　３ページをお願いします。

　歳入予算を自主財源と依存財源に区分したものと

 なっております。

　まず、自主財源は3530億5390万3000円で、歳入全

体における構成比は41.9％となっており、県税の増

等により、前年度の構成比と比べ1.3ポイントの増と

 なっております。

　次に、依存財源は4890億8909万7000円で、歳入全

体における構成比は58.1 ％となっており、国庫支出

金の減等により、前年度の構成比と比べ4.6ポイント

 の減となっております。

 　４ページをお願いします。

　歳入予算を特定財源と一般財源に区分したもので

 す。後ほど御確認をお願いいたします。

 　５ページをお願いいたします。

　一般会計の歳出予算を款別に前年度と比較したも

 のです。主な内容について、御説明いたします。

　２の総務費は717億2277万7000円で、本庁舎（行政

棟）改修事業の増などにより、10.3％の増となって

 おります。

　３の民生費は1362億4039万4000円で、後期高齢者

医療負担金等事業費の増などにより、4.5％の増と

 なっております。

　４の衛生費は490億6598万5000円で、新型コロナウ

イルス感染症受入病床確保事業の減などにより、

 35.2％の減となっております。

　６の農林水産業費は507億8387万4000円で、県立農

業大学校移転整備事業の減などにより、8.8％の減と

 なっております。

　７の商工費は823億9784万7000円で、ＧｏＴｏおき

なわキャンペーン事業の減などにより、15.7％の減

 となっております。

　８の土木費は850億6473万2000円で、緊急自然災害

防止対策事業（道路防災）の増などにより、5.2％の

 増となっております。

　９の警察費は386億893万円で、職員費の増などに

 より、2.2％の増となっております。

　10の教育費は1819億4805万4000円で、公立学校情

報機器整備事業の増などにより、4.3％の増となって

 おります。

　12の公債費は629億100万3000円で、元金償還金に

係る繰出金の減などにより、3.8％の減となっており

 ます。

　13の諸支出金は757億5478万7000円で、地方消費税

清算金の増などにより、6.9％の増となっております。 

　６ページは、歳出予算を部局別に前年度と比較し

 たものであります。

　この部局別予算額は、組織改編を踏まえた、新た

な部局による予算額を記載しておりますが、各常任

委員会において個別事業の説明等は現行の部局が行

 うこととしておりますので御承知おき願います。

　部局別の概要については、各常任委員会において

担当部局長から説明いたしますので、説明は割愛さ

 せていただきます。

 　７ページをお願いします。

 　歳出予算を性質別に前年度と比較したものです。

　まず、義務的経費は3173億5480万8000円で、0.5％

 の増となっております。

　このうち、人件費は2167億1648万3000円で、公立

学校教職員給与費の増などにより、1.6％の増となっ

 ております。

　扶助費は377億6059万7000円で、精神障害者自立支

援医療費の増などにより、1.7％の増となっておりま

 す。

　公債費は628億7772万8000円で、元金償還金に係る

繰出金の減などにより、3.8％の減となっております。 

　次に、投資的経費は1297億5117万5000円で、3.3％

 の増となっております。

　このうち、普通建設事業費の補助事業費は976億

5840万8000円で、地域居住機能再生推進費の増など

 により、3.1％の増となっております。

　また、単独事業費は255億7894万6000円で、緊急自

然災害防止対策事業（道路防災）の増などにより、

 4.8％の増となっております。

　その他の経費は3950億3701万7000円で、5.9％の減

 となっております。

　このうち、物件費は546億6052万7000円で、ＧｏＴ

ｏおきなわキャンペーン事業の減などにより、35.0％

 の減となっております。

　補助費等は2460億4839万7000円で、新型コロナウ

イルス感染症受入病床確保事業の減などにより、

 1.5％の減となっております。

　貸付金は666億6405万8000円で、水道事業会計貸付

 金の増などにより、5.6％の増となっております。

　８ページから59ページにかけては、歳入歳出予算

を科目別に説明したものです。後ほど御覧ください。 

　ページが飛びますが、60ページをお願いいたしま

 す。

　60ページから63ページにかけては、債務負担行為

 を示しております。

　消防指導費など50件について、債務負担行為を設
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 定することとしております。

　64ページから65ページにかけては、地方債につい

 て、その目的や限度額等を示したものであります。

　庁舎整備事業など38事業の財源としており、合計

 362億1920万円となっております。

　66ページから67ページにかけては、平成26年４月

１日及び令和元年10月１日に引き上げられた地方消

費税の増収分が充てられる社会保障施策に要する経

 費を示しております。

　令和６年度における社会福祉、社会保険、保健衛

生などの社会保障施策に要する経費は、67ページの

１番右下、合計欄にありますとおり、総額1574億

7744万 3000円で、引上げ分の地方消費税収178億

4073万1000円については、その全額を社会保障施策

 の財源として活用することとしております。

　68ページは、農業改良資金特別会計など、19の特

別会計の歳入歳出予算額を、前年度と比較したもの

 となっております。

　69ページから72ページにかけては、病院事業など

 ４つの公営企業会計の予算を示しております。

　特別会計及び公営企業会計予算の事業内容等につ

いても、各常任委員会において担当部局長から御説

明いたします。こちらでの説明は割愛させていただ

 きます。

 　当初予算案の概要説明は、以上でございます。

○比嘉京子委員長　総務部長の概要説明は終わりま

 した。

　これより、甲第１号議案から甲第24号議案までの

 当初予算に対する質疑を行います。

　本日の委員会は、当初予算の概要説明を聴取し、

大局的な観点から、予算編成の基本的な考え方、室

部局の予算体系などについて審査することにしてお

 ります。

　なお、当初予算に係る詳細な審査については、本

委員会の依頼により所管の常任委員会において調査

 することになっております。

　本日の資料は、沖縄県一般会計予算（案）の概要、

当初予算（案）施策概要、当初予算（案）説明資料

及び当初予算案概要（部局別）等を使用いたします。 

　なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発

表者となり、引用する予算資料の名称、ページ番号

及び事業名等をあらかじめ告げた上で、該当するペー

ジを表示し、大局的な観点から質疑を行うよう御協

 力をお願いいたします。

　また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長

の許可を得てから行い、重複することがないよう簡

潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運

 営が図られるよう御協力をお願いいたします。

　それでは、これより直ちに各予算に対する質疑を

 行います。

 　西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員  細かい部分は、各常任委員会で

質疑が出ると思うので、まず概算要求基準の中で幾

 つか数字の確認をさせてください。

　１番の義務的経費Ａ経費がありますけれども、（１）

人件費、（２）公債費、（３）扶助費、先ほど説明あ

りましたように４ページには、義務的経費が3174億

円とありました。この（４）、（５）の額がもしあれ

ば教えてください。内閣府計上とそれから各省庁計

 上の事業の額、数字はありますか。

○又吉信財政課長  お答えします。 

　概算要求基準で書いてある義務的経費はＡ経費の

ほうに区分しております。その中には、先ほど委員

がおっしゃった人件費、公債費、扶助費のほか、内

閣府の沖縄担当部局の一括計上――これはハード交

付金以外の投資的事業とかありますので、そういう

事業を計上しております。また各省庁の計上部分の

うち、沖縄特例のかさ上げがある部分についても、

Ａ経費という形で整理して予算要求を行っていると

 ころです。

 　以上です。

○西銘啓史郎委員  ちょっと政策的経費に関して質

問しますけれども、政策的事業のＣ経費と、それか

らＤ経費、Ｄ－１、Ｄ－２の令和６年度の事業数と

 額の全体をお願いします。

○宮城力総務部長  予算要求の段階で、ＡからＥま

での性質に応じて区分しております。まず沖縄振興

特別推進交付金事業――いわゆるソフト交付金を活

用した事業はＤ－１経費として区分しておりまして、

令和５年度が197事業458億円、令和６年度が200事業

 で462億円、３事業４億円の増となっています。

　また、沖縄振興公共投資交付金事業――いわゆる

ハード交付金についてはＤ－２経費で区分しており

まして、令和５年度が66事業376億円、令和６年度が

68事業402億円、令和５年度と比べまして２事業26億

 円の増となっています。

　また、政策的経費であるＣ経費は令和５年度が

891事業1696億円、令和６年度は944事業1669億円、

前年度比で53事業増えておりますが、額としまして

は27億円の減となっています。この要因としまして

は、ＧｏＴｏおきなわキャンペーンが160億円余り減

少しておりますので、事業数は増えたけれども予算
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 額は減ったという状況にございます。

○西銘啓史郎委員  続いて、事前に通告しています

けれども、配置定数というのがあると思うのですが、

令和６年度の部局全体で結構ですけれども、知事部

局の配置定数、令和６年度の人数、それから令和５年

 度ももし分かれば教えてください。

○宮城力総務部長  知事部局における配置定数、令

和５年度が3813人、令和６年度が3841人、28人の増

 となっております。

○西銘啓史郎委員  先ほどのにちょっと戻りますけ

れども、令和６年度の人件費2167億円とあります。

この中の時間外、または休日手当等が含まれている

と思うのですが、その額を令和６年度と令和５年度

 の当初予算で教えてください。

○宮城力総務部長  令和５年度の時間外手当は、一

般会計当初予算における人件費2133億円の1.6％で、

額は34億1959万2000円。休日勤務手当は、0.3％に相

 当する６億707万円。

　令和６年度の時間外勤務手当は、人件費2167億円

の1.5％31億5560万円。休日勤務手当は0.2％の５億

 2541万3000円。

　令和６年度は減少しておりますが、新型コロナウ

イルス感染症対応の減少等によるもので、それぞれ

 減額としているところでございます。

○西銘啓史郎委員  なぜそれを聞いたかと言います

と、全国的に政府のほうで働き方改革が求められて

います。県庁職員もいろんな、先ほどの一般質問で

もありましたけれども、答弁の中で普通退職者の理

由が業務の負荷が大きくなっているということがあ

りました。そういう意味で先ほど配置定数も聞きま

したけれども、配置定数は令和５年度よりも28人増

になっているという説明がありました。今、時間外

手当についても令和５年度34億円から令和６年度

31億円ということで３億円ほど減っていると。休日

手当も６億円から約５億円ということで減っている

ということで、ある意味で職員の方々の負荷が減っ

ているというふうに理解したいんですけれども、実

際にその令和６年度のいろんな事業をする中で、先

ほど事業数の説明もありましたけれども、Ｃ経費で

いくと53事業増えていると。そうなると、やはり県

の全体の職員の数からすると、これが負担増になっ

ていないかどうかというのは、総務部長、どのよう

 なお考えか教えてください。

○宮城力総務部長  令和２年度来、新型コロナウイ

ルス関連の対応で各部兼務でコロナ本部に従事して、

その分従前の業務がなかなか手をつけられない。あ

るいは人数、マンパワーが欠けた状態でやらざるを

得ないという状況が続きました。この状況は非常に

県庁を通して全部局で非常に厳しい状況にあったと

 認識しております。

　５類移行になってそれが改善されて、今後は業務

過多というところも改善の傾向になっていくのかな

 というふうには考えております。

○西銘啓史郎委員  やはり令和６年度、新年度を迎

えて組織も変わって職員の配置換えもあると思うの

ですけれども、私が一番気になるところは、やはり

職員の方々の皆さんの気持ちですよね。マインドが

本当に頑張ろうと思えるような人員体制になってい

るのか。そういう予算づけになっているのか。時間

外はもちろん減らす努力はするにしても、実態とそ

の仕事の環境というのですかね、それが非常に気に

なるところであります。ですので普通退職が増えな

いように、また職員の働き方の意識の改革、または

上司の皆さん、部長、課長から職員に対する目配り、

気配り、それも大事だと思います。ですからその辺

の予算が、どのように反映されるのかという意味で

 確認をしました。

　続いて、先ほどの事業についてですけれども、こ

の当初予算の説明資料で重点テーマが１から５まで

ありました。その事業数を数えると約300事業のうち

ソフトが96事業でした。この部局別の事業を見ると

どうしてもやっぱり絞られてくるので、全部で先ほ

ど言ったようにもう2000近くの事業があるとは思う

のですけれども、我々はちょっと細かいのは見られ

ないので、300ぐらいの事業しかこの中で見られませ

ん。残り千何百は表に出てこないというか、皆さん

が中で苦労されているとは思うのですね。ですから

本来は各委員会で各部局のいろんな予算に対して細

かい質問はさせていただくということになると思う

ので、県全体として確認します。もちろん総事業数

が増減はあるにしても、先ほど人員の配置定員では

28名増でしたか、これで十分な事業が行えるという

ふうに考えられているのか。あともう一つ、決算特

別委員会でも言いましたけれども、土木建築部や、

それから農林水産部は執行率が７割という中でこの

辺の部局の手当というんですかね、いろんな理由が

あるにせよ、その辺の人数と事業数の関係は総務部

 長はどのようにお考えでしょうか。

○宮城力総務部長  配置定数等については、現状の

業務、あるいは次年度の新たな業務、この辺りを勘

案しながら部局の皆さんといろいろお声を聞きなが

らですね、その水準を決定しているところでござい
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 ます。

　あと加えて申し上げると、定数は配置したのです

が、例えば働き方改革の一環で男性も育休取得を促

進していて――もちろん女性も含めてなんですが、

その代替要員として臨時的任用職員を配置すること

になるのですけれども、人手不足でなかなか確保で

きないといったような状況も要因の一つとしてはご

ざいます。この辺りを全体でカバーする、臨時職員

もカバーしないといけないということで考えており

 ます。

　また、土木、農林については、特に土木もそうな

んですけれども、受注機会の拡充ということで、分

割発注をしていて、近年の資材高騰に対応するため

に従前のこの予定価格の積算に当たって、頻度を多

くして単価を見直している。そういうところの業務

 の負荷もかかってきていると思います。

　その辺りも今後部局の皆さんと御相談しながら、

適切な水準で対応していきたいというふうに考えて

 おります。

○西銘啓史郎委員  最後に、令和６年度の４月１日

の新採用というのですか、入庁される方の人数がも

 し分かれば教えてください。

○城間敦人事課長  お答えします。 

　今詳細な数字というのは調整中なので、なかなか

お答えできないのですけれども、令和５年の採用実

績で言いますと183名。このうち４月１日採用は競争

試験が135名で、選考採用試験が19名となっています。 

　この実績を踏まえながら、適切に令和６年度も採

 用していきたいと考えています。

 　以上です。

○西銘啓史郎委員　４月１日に入庁する職員の数が

 決まっていないということですか。

○城間敦人事課長  採用計画上は約200人を予定して

いたのですが、これから辞退者が出たりだとか、そ

れから人事委員会との手続がまだ終わっていなくて、

最終的な採用の人数というのが今決まっていない、

発表できるような状況ではないので、大体200人から

辞退者等を引いた形で採用するというようなことに

 なります。

 　以上です。

○比嘉京子委員長  休憩いたします。 

      （休憩中に、西銘委員から、内定者に通知を

出しているのではないかとの確認に対し、

人事課長から、手元に正確な数字がない旨、

説明があった。） 

○比嘉京子委員長  再開いたします。 

   西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員  申し上げたいことは、新しく入っ

てくる県庁職員の方々、先ほどもありましたように

定年までずっと勤めていただくように、県の中でも

いろんな働き方改革をする中で、その方々がずっと

働ける環境づくりであったり、途中で退職しないよ

 うな環境をぜひつくってほしいというのが１点と。

　それから、今週に内示があるようなことを聞いて

はいますけれども、人事異動がありますよね。私も

サラリーマン時代の人事異動というのは、もちろん

新しい部局に行くときには100％納得する人事という

のはできないと思います。人によっては、いやなぜ

なんだという人事があったりだとかね。そこをカバー

するのが私は管理者の方々のお仕事だと思います。

ですから先ほど言いましたように、モチベーション

を上げるために職員の方々に求められているものを

しっかり皆さんがお伝えをして、新しい部署で働く

環境をしっかりつくっていただくことが大変重要だ

と思いますので、そういう意味での予算であり、事

業であると思いますので、あえてこの質問をさせて

 もらいました。

　最後は提言になりますけれど、新しい職員の方々

にも、また人事異動で新しい部署に行く方、来る方、

 ぜひ頑張ってほしいと思います。

 　以上です。

○比嘉京子委員長  山里将雄委員。 

○山里将雄委員  資料３－３の３ページですね。 

　この一番上のほうの囲みの中で、本県の財政は従

前から県税等の自主財源の割合が低く、国の地方財

政制度に大きく依存した脆弱な構造となっていると

いうふうに書いてあります。それで、財政の健全性

の確保という観点から、今日は質問をしていきたい

 と思いますので、よろしくお願いします。

　まず自主財源についてですけれど、このページに

は前年度の比較はないんですけれども、先ほど部長

の説明の中で1.39％の増であると。全歳入に対して、

41.9％占めているという説明がありました。この自

主財源の確保についてですね、県としての何らかの

 方針なり取組がありましたら教えてください。

○宮城力総務部長  自主財源の確保ができれば、自

主的・自立的な施策展開ができますので、これは確

保するというのは重要な課題であると認識しており

ます。自主財源の確保については、税、その他の収

入等々で、いろんな策を講じて確保に努めてきてい

るところです。近年で言いますとネーミングライツ

で1000万円近くの収入が増えましたし、加えて昔は
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自動販売機を使用料として対応していたのですが、

これを財産収入にすることによって１億円近くの収

入を確保できた。こういう地道なところも含めて、

それから税の払いやすさ、納税がしやすいような環

境づくり、こういうのも手がけておりまして、これ

らの不断の取組によって、自主財源もできる限り確

保していきたいというふうに考えているところでご

 ざいます。

○山里将雄委員  それでは、次にお聞きしますけれ

ども、この右側にある表の中で県債について。これ

は61ページの県債の状況も見ながら質問します。こ

の県債について、臨時財政対策債の発行額の残高が

大きく減っているという状況があります。この臨時

財政対策債についてなんですけれども、これは平成

13年から臨時的に、時限的に措置されたものなんで

すけれども、20年以上続いていますね。この臨時財

政対策債について、今後どうなっていくのか、継続

するのか廃止するのか。そういった方針を国として

 何らか示されていますか。

○宮城力総務部長  まさしく臨時財政対策というこ

とで、たしか３年とか、そのぐらい置きに法律が改

正されてずっと継続されてきているところです。た

しか十二、三年前リーマンショックの後に臨財債が、

沖縄県で500億円を超える規模の発行がありました。

ところが今税収が堅調ですので、交付税原資が増え

ていて、交付税が不足する分の臨時財政対策債の発

行が少なくなってきている。令和６年度で言います

と、県の発行可能額が11億円程度と見込んでいて、

大分減少してきているところです。この臨時財政対

策債の元利償還金は、後年度、地方交付税で算入さ

れることになって、実質的な影響はないというふう

には考えているのですが、委員がおっしゃるように

臨時というのが20年以上続いておりますので、全国

知事会からも地方交付税総額の確保を求めていて、

つまり臨時財政対策債の発行によらない交付税総額

の満額確保を従前より求めてきているところでござ

 います。

○山里将雄委員  そういうふうに財源が確保できれ

ば、臨時財政対策債が必要なくなってくるという、

国としても財政、財源の確保、そちらのほうに今重

 点を置いているというふうに理解しました。

　次なんですけれども、この61ページを見ると臨時

財政対策債を除いたその他の県債が大体2700億円か

ら2800億円というふうに推移していて、あまり大き

な増減はないように見えます。地方債は財源の確保

が主な目的ではあるのですけれども、公共施設やイ

ンフラ整備についてはですね、後年の世代もこの恩

恵を享受するわけですから、いわゆる負担の世代間

の均衡という目的もあると私は聞いているし、理解

もしているのですけれども、県としてこの県債をで

きるだけ減らしていこうという方針なのか、あるい

は一定の残額を保っていくという考えなのか、何ら

かのそういう方針を持っていれば教えていただきた

 いと思います。

○宮城力総務部長  県債には大きく分けて２つパ

ターンがあって、地方財政措置が、つまり地方交付

税で元利償還金が後年度算入されるか、あるいはさ

れないか。こういうのを２つに大別いたしますと、

沖縄県においてはこの地方財政措置がない県債は発

行の上限額を設けて抑制に取り組んできたところで

すけれども、一方で地方財政措置がある有利な県債

については積極的な活用を今進めているところで、

県単独の公共事業の規模の拡充にも努めているとこ

 ろでございます。

○山里将雄委員  分かりました。 

　それでは、４ページから聞きますけれども、ここ

で性質別の状況というふうになっているんですけれ

ども、この中で人件費とか扶助費とか、公債費等の

いわゆる義務的経費が前年度の比較で16億円、0.5％

伸びています。この義務的経費というのは、なかな

か一朝一夕で抑えられる性質のものではないんです

けれども、財政の健全性ということを考えた場合に

は、その割合は少なくしていかなければならないと

いうふうに思っていますけれども、その対策につい

 て何かありましたら教えてください。

○宮城力総務部長  人件費については、教職員等の

確保もあって増加しておりますし、扶助費にあって

も社会保障費等の増がございますので、県としてこ

れをコントロールしていくというのは、抑制を図っ

ていくのは、なかなか難しいところがあります。公

債費については、先ほど申し上げたとおり地方財政

措置がある有利な県債というのは積極的に活用して

いこうという考えがございますが、地方財政措置の

ない県債は一定額上限を設けて抑制しておりますし、

利率が高かった長期債権――例えば10年ものだった

ものを借り換えるときに、短期の借換えを行うとい

うことで利子の低減を図っていて、公債費全体の抑

制には努めているところでございます。様々な策を

講じて義務的経費も今後も何らかの策を講じていき

 たいというふうに考えております。

○山里将雄委員  ぜひしっかりと対応していただき

たいと思いますけれども、先ほど聞いた自主財源率
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も影響すると思うのですけれども、義務的経費の増

大は、いわゆる財政構造の弾力性を示す経常収支比

率を悪化させる要因にもなるんです。もし資料があ

ればですけれども、直近の経常収支比率が分かった

 ら教えていただけますか。

○宮城力総務部長  令和４年度の決算ベースで申し

上げると94.8％。参考として、全国平均が93.3％と、

 ほぼ全国並みというところでございます。

○山里将雄委員  全国でもかなり高いような状況が

あるみたいなので、94.8％というのはかなり高いで

すよね。どれくらいが適正かというと80％ぐらいか

なと思うのですけれども、やはりその弾力性という

意味ではかなり沖縄県でも厳しい状況にあるのかな

というふうに思っています。ありがとうございまし

 た。

　県民への行政サービスはしっかりと進めなければ

いけないというのは当然なんですけれども、併せて

財政の健全性をしっかりと保っていくということは、

それこそ行政サービスを行っていくために重要なこ

とだと思いますので、今後もこの観点に立って財政

運用をしっかりやっていただきたいというふうに思

 います。

　それを要望して、てぃーだ平和ネットを代表して

 の質問を終わります。

○比嘉京子委員長  仲宗根悟委員。 

○仲宗根悟委員  よろしくお願いします。 

　限られた予算の中でやりくり大変だと思いますけ

れども、令和６年度の事業について何点か絞ってお

 聞きをしたいというふうに思っています。

　まず知事公室からお願いします。資料３－４の部

局別の概要から拾い出して、ぜひお願いをしたいな

 と思います。

　地域外交推進事業なんですけれども、これは令和

５年度からスタートした事業なんですけれども、ア

ジア地域の緊張緩和につながると同時に海外との交

流を通じた地域活性化、経済活性化ですか、という

のも目的としているというふうに思うのですが、令

和６年度の展望、今後の展開についてぜひお聞かせ

 ください。

○溜政仁知事公室長  お答えいたします。 

　地域外交推進事業につきましては、沖縄独自の自

然、歴史、文化などのソフトパワーや国際ネットワー

クなどを活用した地域外交を推進するというもので、

具体的にはまず１つ目が海外の自治体、外国高官、

国際機関等との関係構築に向けた相互訪問や意見交

換。２つ目が庁内関係部局の海外関係業務の支援。

３つ目が海外情勢の情報収集、あるいは整理などに

要する旅費、あるいは委託料を計上しているところ

 です。

　また県の地域外交の取組などについて、有識者等

から助言をいただくための地域外交推進アドバイザ

リーボードを設置することとしております。その運

営に要する報酬等を計上しているというところでご

 ざいます。

 　以上です。

○仲宗根悟委員  このアジア地域の緊張緩和につな

がるということで、各方面からこの事業に対しては

期待が非常に大きいというふうに思います。それと

また時々、新聞の県民の声ですとか、いろいろ期待

の声が寄せられているというふうに思っているんで

すね。本県は琉球王朝時代から東南アジア諸国との

交易を通して友好を築いてきた歴史があるわけです

よね。その意味でアジア太平洋地域との平和構築の

拠点になるというような評価もいただいています。

そのためのアジア太平洋地域平和連携推進事業も展

開していこうというようなことだというふうに考え

ております。この３月までに万国津梁会議ですか、

基本方針を策定されるというようなことなんですけ

れども、その基本方針策定について御説明いただけ

 ませんか。

○溜政仁知事公室長  ありがとうございます。 

　県民から大きな期待が寄せられているというお話

がございました。現在、県が行っている基本方針に

ついてのパブリックコメントにおきましても、地域

外交の取組についての期待する旨のコメント等も様

々な御意見が寄せられているところでございます。

また、基本方針案におきましては、新時代を切り開

き、世界の平和構築や相互発展、国際的課題に貢献

する21世紀の万国津梁を実現するという理念を掲げ、

国際平和創造拠点、グローバルビジネス共創拠点、

国際協力・貢献拠点の形成を目指すこととしており

ます。令和６年度におきましては、基本方針に基づ

いて部局横断的かつ戦略的に地域外交を推進するこ

 ととしております。

 　以上になります。

○仲宗根悟委員  ぜひ頑張っていただきたいと思い

 ます。

 　次、５ページの環境部のほうをお願いします。

　外来種の対策事業なんですけれども、こちらは沖

縄の生物多様性を保全するためと。侵略的外来種の

侵入防止、また既に定着しているこの侵略的外来種

の対策について示していますけれども、こちらもタ
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イワンハブなど、度々平良昭一議員が本会議でも対

策について質問をされています。令和６年度も推進

していくと思いますけれども、どのような対策を行っ

 ていくのかお聞かせください。

○多良間一弘環境部長  お答えいたします。 

　御存じのとおり､沖縄県は多くの固有種、希少種が

生息する自然環境、生物多様性が豊かな地域である

一方、島嶼性に基づいて生態系の規模が小さくて、

絶妙なバランスで成り立っておりますので、脆弱性

を有しているということで外来種に対する侵入に対

しても環境の負荷に対して脆弱な状況となっており

ます。そのため県におきましては、沖縄県の生物多

様性を保全するために平成30年に策定した沖縄県外

来種対策指針に基づきまして、タイワンハブ等の重

点対策種の防除といったものや、あるいはヒアリ等

の重点予防種のモニタリング調査といったものを行

うとともに、効果的な防除手法の開発、あるいは普

及啓発というものに取り組んでいるところでござい

まして、必要な予算を計上しているというところで

ございます。令和６年度につきましても、引き続き

環境省、市町村等の関係機関と連携しまして、この

外来種対策に取り組んでいくということにしており

 ます。

○仲宗根悟委員  よろしくお願いします。 

 　次、７ページの生活福祉部です。

　ちゅらさん運動推進事業ですね。ちゅらさん運動

は平成16年４月のちゅらうちなー安全なまちづくり

条例の施行を基に始まった事業だというように思う

んですけれども、どういったものが背景にあって今

日までどういった活動をされてきたのか、その辺を

 お聞きしたいと思います。

○宮平道子子ども生活福祉部長  お答えいたします。 

　本県では、平成14年当時、刑法犯認知件数が５年

連続で最悪を更新をしたということがございました。

このような治安情勢の悪化を背景としまして、平成

15年12月にちゅらうちなー安全なまちづくり条例を

制定しまして、先ほど委員からもありましたとおり、

平成16年４月から犯罪の起きにくい安全で安心して

暮らせる沖縄県の実現のために、県、市町村、事業

者、県民、学校、警察等が一体となって、ちゅらさ

 ん運動を推進しているところでございます。

　ちゅらさん運動の推進体制としましては、知事部

局が事務局となって安全・安心な環境整備を図る

ちゅらまちづくり、これが子ども生活福祉部が所管

をしているところでございます。それから教育庁が

事務局となって、子供たちの健全育成を図るちゅら

ひとづくりと、県警本部が事務局となって、地域コ

ミュニティーの再生を図るちゅらゆいづくり。この

３つの柱に沿って各種事業を実施しているところで

 ございます。

　引き続き関係機関と連携をしながら、県民一体と

なってちゅらさん運動を推進してまいりたいと考え

 ております。

 　以上でございます。

○仲宗根悟委員  皆さんのホームページを開いてみ

ますとですね、平成14年の刑法犯が２万5000件あっ

たと。これが令和４年末には、6000件余りまで減少

をしているというような内容です。自主防犯のボラ

ンティア団体も平成15年には98団体だったのが、令

和４年末には540団体と、１万7000人余りが関わって

いますよというような内容を示しています。この犯

罪が減った理由にしては、県民ぐるみの取組もこの

ちゅらさん運動が功を奏したというような内容が掲

 載をされていますね。

　私も県議会に来て執行部の胸元のちゅらさんバッ

チはよく見かけたのですが、最近は少なくなったな

と、見かけなくなったなと思ったのですけれども、

仲田弘毅委員がずっとちゅらさんバッチを掲載しな

がら運動を展開しております。非常にいいちゅらさ

ん運動だと思いますので、ぜひ継続して頑張ってい

 ただきたいなというふうに思います。

　最後に農林水産部ですね。11ページです。沖縄型

耐候性園芸施設整備事業について、説明をお願いし

 ます。

○長嶺和弥園芸振興課長  本県は台風等の気象災害

による被害が多いことから、自然災害や気候変動に

左右されず、定時、定量、定品質の出荷に対応でき

る園芸産地を形成するため、沖縄型耐候性園芸施設

整備事業により被害の軽減を図る強化型パイプハウ

スや平張施設の整備を支援しております。また既存

の耐候性園芸施設、農業用ハウスの補強や改修への

支援も併せて行っており、施設本来の耐候性の維持

による被害低減や長寿命化によるコスト低減を推進

 しております。

　令和６年度予算としましては、市町村及び関係団

体への要望調査に基づき４億4824万円の措置を予定

 しており、前年度予算と同額となっております。

　県としましては、市町村及び関係団体等と連携し、

自然災害や気候変動に左右されない安定した生鮮出

荷体制の構築により、産地育成及び農家の経営支援

 に努めてまいります。

 　以上です。
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○仲宗根悟委員  この事業は平成26年度からスター

トされたというふうに聞きました。災害に強い園芸

施設ということで施設を完備することによって安定

的な供給が可能になってくると。生産者の生産意欲

の向上にもなると。そして併せて市場関係者との信

頼関係につながっているのだというようなとても重

要な事業だと思います。また進めていただきたいと

 思います。

　以前ですね、私たちが東京の大田市場に視察に行っ

た際に、市場関係者から非常にクレームをいただい

たことがありました。沖縄の皆さんの県民性ですか

というような皮肉も言われました。台風は分かると。

ところが雨の降った翌日に品物が入らない。せっか

く棚を用意しながら待っているのに、そういった責

任感がないんだというふうなことを――顔が非常に

熱くなる思いしたことがあるんです。沖縄産という

ことで非常に引き合いが高いということで、この事

業を非常に推進してほしいなというふうに思うので

 すが、部長何かありましたらどうぞ。

○前門尚美農林水産部長  お答えいたします。 

　この事業は平成26年度から実施しておりまして、

台風等の気象災害被害が多いことから、自然災害と

か気候変動に左右されず定時、定量、定品質で出荷

できるということで、平張施設、強化型パイプハウ

スを入れてまいりました。定時、定量、定品質とい

うことで産地育成を図りながら、また園芸ブランド

 の確立に努めてまいりたいと思います。

○仲宗根悟委員  ありがとうございました。 

 　以上です。終わります。

○比嘉京子委員長  先ほど西銘啓史郎委員の質疑に

対する答弁で、人事課長から答弁の補足説明をした

 いとの申出がありますので、発言を許します。

   城間敦人事課長。

○城間敦人事課長  先ほど西銘啓史郎委員からござ

いました令和６年４月１日に採用される予定者数で

 ございますが、128名となっております。

 　おわびして訂正いたします。

○比嘉京子委員長  引き続き質疑を行います。 

 　比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員  よろしくお願いします。 

　当初予算、県民から物価高騰対策が注目されてい

ると思いますが、その前にですね、現在の県の経済

 ・雇用状況について伺います。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長  県のリーディン

グ産業であります観光産業の動向について、お答え

 したいと思います。

　入域観光客数は、今年度４月から１月までの累計

で696万8100人。対前年度同期と比べ155万7600人の

増、率で28.8％の増となっています。国内客は、コ

ロナ禍前の水準まで回復しており、インバウンドも

航空路線の複便やクルーズ船の寄港再開に伴い、段

階的に増加している状況です。７月から９月期の観

光客１人当たり消費額は約12万2000円となっていま

して、引き続き高い水準です。海外からの航空路線

については、令和６年１月末時点で８路線151便が就

航しており、段階的に路線回復が進んでいます。ま

たクルーズ船につきまして、令和５年１月から12月

の暦年ですけれども、寄港実績が145回、令和６年は

中国からのクルーズの本格的な再開が予定されてい

ることから、今後増加することが見込まれておりま

 す。

　沖縄観光が回復基調にあるものの、観光産業はコ

ロナ禍における離職と需要の回復に伴う人材不足が

 喫緊の課題であると認識しております。

 　以上です。

○上原美也子雇用政策課長  県の雇用状況について

 お答えいたします。

　令和６年１月の完全失業率は2.8％で、コロナウイ

ルス感染症の影響を大きく受けた令和３年１月の

3.6％と比較して0.8ポイント、令和４年１月の3.8％

と比較して１ポイント改善しております。また令和

６年１月の有効求人倍率は1.14倍で、令和４年８月

以降、求人数が求職者を上回る状況が続いており、

雇用情勢は改善傾向にあるものと認識しております。 

 　以上です。

○比嘉瑞己委員  コロナ後ですが、観光産業を中心

に県経済の回復が始まっていると思います。こういっ

たところでまだまだ物価高騰が続いているわけなん

ですが、この間の県の取組と新年度の物価高騰対策

 をお聞かせください。

○宮城力総務部長  県においては、臨時交付金や一

般財源等を活用し、教育、福祉、医療、交通、農林

水産業など様々な分野に対する支援に取り組んでお

ります。他県で例のない、少ない取組としましては、

国の低圧・高圧に係る電気料金高騰対策と併せた支

援で総額で108億円、特別高圧契約事業者に対する支

援16億円、ＬＰガス料金高騰対策支援22億円、養豚

生産性向上支援0.7億円、和牛小牛生産性向上に対す

 る支援８億円などをやってきました。

　また令和６年度の当初予算については、令和５年

度よりは小ぶりではあるのですが、様々な分野に対

して29.2億円の予算を計上したところでございます。 
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○比嘉瑞己委員  ぜひですね、今議会、様々な要望

もあったと思いますので、目配りしながら引き続き

 対策をお願いしたいと思います。

　続いて、今回５つの重点テーマという形で大きく

ありますが、その中から少しピックアップしてお聞

きしたいんですけれども、商工労働部の取組で従業

員への奨学金返済支援事業ということで企業への支

援があります。大変評価していて、こどもまんなか

の分野に入れてもいい取組じゃないかなと思うぐら

いなんですが、この事業の実績と新年度の取組を教

 えてください。

○金城睦也産業政策課長  お答えいたします。 

　本事業は、従業員の奨学金返還を支援する企業に

対する補助事業で令和６年１月末時点で31社164名、

 補助総額は約650万円となっております。

 　以上です。

○比嘉瑞己委員  今２年目ですかね。少しずつ伸び

てきていて、今後とも多くの企業にこの制度を知っ

てもらう必要があるなと思いました。この間補正予

算の質疑の中で介護職員の人材不足ということを取

り上げさせていただいて、この2025年までに介護職

が2000人不足するという県の見通しがありました。

そういった意味でも今後高齢化社会を迎える中で、

福祉分野の人材というのが本当に足りなくなってく

 ると思うんですよね。

　今そうした福祉分野へのこの事業の適用がないと

思うんですけれども、こうした医師、看護師不足と

か介護の分野とかにですね。頑張っている事業者、

法人があると思うのでそこにも奨学金返済支援事業

の対象を広げていくべきだと思うのですが、いかが

 ですか。

○金城睦也産業政策課長  本事業の対象範囲といた

しまして、福祉分野の事業者におきましては、中小

企業者に当たる株式会社が経営する介護事業者やク

 リニック等が対象となっております。

　ただ一方で、社会福祉法人が経営する介護事業者

や医療法人が経営する病院等は本事業の対象外と

 なっているところであります。

　県としましては、現在補助対象となっていない福

祉分野も含めた対象者の見直しについて、各事業者

の制度導入意向や若年者の採用状況等を確認した上

で、関係部局と検討してまいりたいと考えておりま

 す。

 　以上です。

○比嘉瑞己委員  ぜひですね、県が抱えている子供

の貧困であったり、高齢化社会に向かってだったり、

福祉の分野でもこの事業は本当にもっと力を入れて

いい事業だと思いますので、ぜひ頑張っていただき

 たいと思います。

　それで新年度予算、教員の多忙化解消についても

様々な取組があると思いますが、その中でも支援員

――いろんな支援員が学校現場にいらっしゃいます

 が、その支援員の配置の計画はどうなりますか。

○上江洲寿働き方改革推進課長  お答えします。 

　学校における働き方改革の推進に関する予算全体

としては、令和６年度予算案は令和５年度と比較し

 て２倍の約12億円計上しているところです。

　学校における働き方改革の推進に関する支援員等

配置の主な事業としましては、教員業務支援員配置

事業、スクールカウンセラー、スクールソーシャル

ワーカー等配置事業、部活動指導員派遣事業があり

ます。学習プリント等の印刷、授業準備の補助など

教員の業務を補助する教員業務支援員の配置につき

ましては、令和６年度当初予算案は令和５年度当初

予算と比較して、約４倍の４億5000万円を計上して

 おります。

　また、いじめや不登校等の解決に向け児童生徒に

対してカウンセリングや助言等を行うスクールカウ

ンセラー、問題を抱える児童生徒が置かれた環境へ

働きかけて、福祉機関等の関係機関との連携を図る

スクールソーシャルワーカーの配置につきましては、

令和６年度当初予算案は令和５年度当初予算と比較

 して約1.7倍の４億7000万円を計上しております。

　さらに、教員の負担軽減を図るために平日の放課

後、休日における部活動指導や大会など教員の業務

を補助する部活動指導員の配置につきましては、令

和６年度当初予算案としましては、令和５年度当初

予算と比較し約300万円増の約6000万円を計上してお

 ります。

　ほかにも部活動の地域移行を推進するために、県、

市町村において多様な実証事業に取り組み、移行に

向けたモデル事業を創出、成果を普及する部活動地

域移行コーディネーターの配置につきましては、令

和６年度当初予算案は令和５年度当初予算と比較し

約２倍の約7000万円を計上しているところでござい

 ます。

○比嘉瑞己委員  ありがとうございます。 

　資料も頂いたのですけれど、様々な支援員の予算

ですね。前年度が４億円、今回が10億円余りという

ふうに大幅に増加していることを評価したいと思い

 ます。

　その中でもですね、前年度より４倍になった、こ
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の先生たちの授業準備を手伝うその支援員の皆さん

ですね。額はあったんですけれども、人数とか配置

 の計画を教えてください。

○上江洲寿働き方改革推進課長  教員業務支援員の

令和６年度の当初予算配置予定でございますが、市

町村立学校につきましては、令和５年度当初の12市

町村126校から、令和６年度は28市町村252校に。県

立学校につきましては、令和５年度当初９校でした

ものを、令和６年度は42校に拡充する予定でござい

 ます。

○比嘉瑞己委員  ぜひ頑張っていただきたいと思い

 ます。

　続いてですね、ハード交付金減額について聞きた

 いと思います。

　ずっと課題になっていますけれども、このハード

交付金についてこれまでのピーク時との比較、この

当初予算においての要望額と実際の決定額を教えて

 ください。

○宮城力総務部長  令和６年度沖縄振興予算の確保

に係る国への要請に当たりまして、ハード交付金に

ついては県、市町村の事業量を積み上げ、700億円を

要望いたしましたが、国から示された令和６年度当

 初予算額は368億円となったところです。

○比嘉瑞己委員  この減額による影響ですね、具体

的な事例というか、どういったところに影響が出ま

 すか。

○宮城力総務部長  公共投資交付金の減額が続いて

きたことから、様々な地域の発展等に影響等が出て

いるものと認識しております。社会資本整備では渋

滞解消、災害時の緊急輸送道路などの交通基盤整備

の遅れ、水道施設整備では施設更新、耐震化の遅れ、

それに要する財源確保等のための水道料金の改定な

ど、様々な分野において影響が生じてきているとこ

 ろでございます。

○比嘉瑞己委員  毎年確認しているんですが、こう

やって減額されているんですが、国からのこの減額

 理由はどういった説明ですか。

○宮城力総務部長  内閣府によりますと、県や市町

村が第６次沖縄振興計画開始後の令和４年度及び令

和５年度と同水準の事業を引き続き実施できるよう

にするという考え方の下、令和５年度補正予算の措

置を踏まえ368億円を計上したと聞いております。令

和４年度にあっては29億円、令和５年度にあっては

39億円の補正措置を講じていただいて、一定の配慮

をいただいたところではあるんですが、さらなる増

額が必要であるというふうに考えているところで次

年度以降もあらゆる機会を通じて、ハード交付金の

 増額確保に努めていきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員  絶対に今の国の説明で、私は納得

できないんですね。この令和４年、令和５年と同水

準確保したと言っていても、ずっとこの間削られて

きていて、令和４年のときでもすごい差があるわけ

ですよ。そこに合わせてもらっては困ると。これだ

け必要なんだ、これだけ県民生活に影響が出ている

んだという、もっと具体的な県民生活の実態を示し

 て求めるべきだと思います。改めてどうしますか。

○宮城力総務部長  特にこの数年間、沖縄振興予算

の要請の前に、全ての市町村長との意見交換会を実

施して、その市町村長の意見も踏まえた上で内閣府

にその実情等を訴えてきているところでございます。

近年はハード交付金の減額で地域の様々なインフラ

整備が遅れている。様々な声が寄せられていて、特

 にハード交付金について何とかしていただきたい。

　たしか令和４年度に100億円ほどハード交付金が減

額になって、その分の県と市町村の配分にあっては

県分を100億円落として、市町村分は確保したところ

です。市町村事業の影響がなるべく小さいように配

慮してきたところですが、今度は県事業の遅れが今

度市町村長の皆様から御指摘いただいて、例えば泡

瀬の埋立て、それから石垣空港線、報得川の改修、

様々な箇所で影響が出てきていて、こういう具体の

箇所で影響が出てきていますということを、この２年

 前から行ってきているところです。

　様々な観点から、今後も引き続きこの事業箇所へ

の影響について粘り強く訴えていきたいというふう

 に考えております。

○比嘉瑞己委員  私は土木環境委員会ですけれども、

いろんな事業が必ずこのハード交付金の減額が原因

になっているんですよ。私たちも使う開南の通りも

ですね、もう何年も遅れていて、やっぱりこれはハー

ド交付金だと。県事業の遅れというのは予算規模も

大きいし、そういったところに影響が出ているとい

うのが見えてきているので、その実態をしっかり説

 明して獲得に頑張っていただきたいと思います。

　それで近年、県が各省計上予算とか県債の活用と

かで対策を取っているのは評価できるんですけれど

も、ただですね、やっぱりハード交付金のほうがメ

リットのほうが多いわけですから、これでよしとせ

 ずにやるべきだと思います。

　それで各省計上予算、県債活用の取組、ただその

課題についても明らかにしていただきたいんですが、

 どうですか。
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○宮城力総務部長  令和５年度当初予算からなんで

すが、各省計上予算を積極的に獲得する、それから

より財政措置に有利な県債を活用するということで

予算編成に取り組んできています。令和６年度当初

予算にあっては令和５年度に比べて、各省計上予算

が細事業含めて70事業25.6億円、前年度比19億円の

増。それからより財政措置に有利な県債29事業82億

円計上して、これまた前年度比で25億円伸ばしたと

 ころです。

　ただ各省計上予算については、沖縄振興予算と比

べて内示が少しずれる傾向にあるため事業着手が少

し遅れる、あるいは内示減ということもある――沖

縄振興予算に比べて予算獲得の予見性という意味で

は非常に低いというところもございますが、より様

々な観点から予算の適正確保に向けて、今後も取り

 組んでいきたいというふうに考えます。

○比嘉瑞己委員  すみません、当初再生エネルギー

をやりたかったんですけれど、時間が少ないのでこ

れは委員会のときに回したいと思います。商工労働

 部の皆さんすみません。

　最後にですね、保健施策でちょっと心配なのがあ

るので聞きたいのですが、はしかが流行の兆しがあ

るみたいなんですが、それで県内のワクチンの接種

 状況、全国と比較してどうなっていますか。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長  お答えいたし

 ます。

　令和４年度の沖縄県の麻疹・風疹の定期予防接種

率は、１歳児を対象とした第１期が89.1％、小学校

入学前の１年間を対象とした第２期の接種が85.7％

となっております。全国では第１期が95.4％、第２期

が92.4％となっており、全国と比較して低い状況に

 あります。

○比嘉瑞己委員  全国ワーストなんですよね。大変

心配です。それでワクチンの実施主体が市町村とい

うことらしいんですけれども、県としてもやはりちゃ

んと取組をやるべきだと思います。今コロナでＲＩ

ＣＣＡとかで広報啓発をやっていますけれど、あそ

こでもワクチンの推進とかですね。様々市町村と連

携してやるべきことあると思うのですが、この点最

 後確認させてください。

○糸数公保健医療部長  お答えいたします。 

　はしかについては、沖縄県は独自の取組を以前か

らやっておりまして、沖縄県はしかゼロプロジェク

ト委員会というところで、市町村と連携しながらい

かに乳幼児のはしかの重症化を防ぐかという取組を

行っております。それに基づいて、はしかのキャン

ペーン週間も設定しておりまして、そういうものを

通して現在のワクチン接種率のさらなる向上のため

に、市町村とともに啓発を行っているところです。

ＲＩＣＣＡとか新しい媒体を使ってもやりますし、

去年から再開しましたけれども、国際通りで関係者

が集まってパレードをしてはしかの予防接種を呼び

かけるということも復活をしているところでござい

 ます。

○比嘉京子委員長　大城憲幸委員。 

○大城憲幸委員  私からは３点お願いをします。 

　まずは、資料３－３の当初予算の説明資料の中、

 58ページ。

　先ほど来、県税税収の確保という議論もありまし

たけれども、58ページの資料を基に、少しこれまで

の増加の流れ、コロナで少しイレギュラーもしてい

ますけれども、その辺の状況と令和６年の県税の特

 徴、そして今後の見通しをまず説明願います。

○宮城力総務部長  県税の推移があります。令和３年

度の当初予算額はその前のコロナ関連で影響が出て

おりましたので、減額としておりますが、それ以外

 は増額傾向にございます。

　令和６年度当初予算額は過去最高の1494億円、平

成27年度の1050億円と比較しますと440億円、42％の

 増加となっているところでございます。

○大城憲幸委員  これまで着実に人口が伸びてきた。

分かりやすくこの10年足らずで500億円近く県税も伸

びているわけですけれども、県の推計よりも早く人

口減に転じてしまっているという部分、その辺が今

後の税収について私は気になっているんですけれど

も、今後の見込みというのはどう考えているのです

 か。

　それからちょっと今年度定額減税がありますけれ

ども、それで40億円ぐらいマイナスしていますけれ

どもね、その辺どういう形で戻しとかあるのかその

 辺、今答弁できますか。

○宮城力総務部長  定額減税がございます。これに

ついては、個人県民税が41億円減少になると見込ん

でいるところでございますが、この減収分について

は地方特例交付金で国から全額原資補塡されること

 になっております。

　今後の見通しということで申し上げますと、令和

６年１月末現在の県税収入額が1302億円、前年度同

月比で58億円増えている状況にございます。コロナ

感染症の５類移行に伴う個人消費の増加、観光需要

の高まりにより堅調に推移していると見込んでおり

まして、法人事業税、地方消費税が大きく増加する
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ものとして、令和６年度当初予算もほとんどの税目

で増加を見込んでいて、結果令和５年度当初予算と

比較しても30億円増ということで計上しているとこ

 ろでございます。

○大城憲幸委員  そういう意味ではこの予算よりも

上振れも予想できるぐらいの勢いで今伸びていると

いうふうに少し理解はします。ただ先ほど言ったよ

うに予定よりも早く人口減少に大きく変わっている

わけですから、３割も伸びているということを考え

ると調子はいいんだけれども、たださっきもあった

ように相変わらず自主財源の割合というのは、全国

に比べても低くて国の財政に依存しているという性

質は変わらないわけですから、気を引き締めてやっ

ていかないといけないのだろうなというふうに思い

 ます。

　それを踏まえて、同じ資料の２ページで、沖縄振

興予算の活用に加えて各省計上の予算、それから有

 利な県債という話がありました。

　議案説明のときに、25.6億円、66事業が省庁予算

の総額だと聞きました。それから県債の部分がトー

タルで82億円と聞きましたけれども、ちょっと数字

が違っている気がするものですから、各省庁予算と

有利な県債、それぞれの総額と事業数を改めて教え

 てください。

○宮城力総務部長  各省計上予算ですが、細事業も

含めて70事業、25.6億円。それから、より有利な県

債は、29事業、約82億円を計上しているところでご

 ざいます。

○大城憲幸委員  もう一括交付金を含めて、この振

興予算の減というのはこれまでもずっと議論してい

るけれども、なかなか沖縄の思いというのが国には

酌み入れてもらえないなというのが私の率直な意見

です。ただ一括交付金がないから事業ができません

というものでは、県民生活は支えられないものです

から、やっぱりどうしてもこの部分というのは今後

 力を入れないといけないと思うんですよ。

　そういう意味では新年度は、21世紀ビジョンの前

期の最終年度になります。それから中期、後期と行

くわけですけれども、ここの部分については目標と

して、例えば全体の何％を目指すとか、金額的にこ

れぐらいのボリュームを目指すとかというような、

この２つの取組について、県庁内での目標みたいな

 ものもあるのですか。お願いします。

○宮城力総務部長  有利な県債等の積極活用を図る

ということを全庁的に取り組んでいるところではご

ざいますが、県債等については必要な公共事業等の

実施に伴って発行するというものでございますので、

目標を設定するというのは非常に難しいというとこ

ろではございます。引き続き有利な県債の積極的な

 活用を図っていきたいという考えにございます。

○大城憲幸委員  県債の部分を別にしても、私は各

省計上予算については職員の気持ちを、方向性を変

えるというか、一致させるためにも具体的な目標も

 必要なんじゃないかなというふうに感じています。

 　次、お願いをします。

　資料３－２の知事公約ＰＲの部分から１点お願い

 をします。

　地域外交推進事業、これについても今日もありま

した。この中で３つの姿を目指すというところの中

で経済の部分がありますよね。その辺についてまず

簡単に方針の中から少し方向性、あるいは取組内容

 をお願いします。

○溜政仁知事公室長  お答えいたします。　 

　委員御指摘のように地域外交基本方針案におきま

しては、目指す姿として３つの姿を掲げております。

その一つとして、グローバルビジネス共創拠点の形

成を目指すとしております。具体的には、世界のウ

チナーネットワークの活用も含め、これまで本県が

構築してきた国際ネットワークを活用して、県内企

業等の海外ビジネスを支援するとともに、観光、物

流、ＩＴなど本県に強みのある分野を中心に国際的

な商談会や見本市を開催することなどにより、海外

企業との業務提携やビジネスマッチングを促進し、

グローバルビジネス拠点の実現につなげたいと考え

ております。このため地域外交推進事業におきまし

ては、海外の自治体、外国高官、国際機関等との関

係構築に向けた相互訪問や意見交換、あるいは庁内

関係部局の海外関係業務の支援、海外情勢の情報収

集・整理などに要する旅費や委託料等を計上してい

 るところでございます。

 　以上です。

○大城憲幸委員  今回、平和拠点の部分だけではな

くて、やはり自立型経済の構築もこの中で目指しま

 すというのは私は大きなことだと思うんですよ。

　それで地域外交における沖縄の強み、比較優位の

部分を強調していますけれども、その辺４点簡潔に

 説明願いますか。

○溜政仁知事公室長  地域外交における沖縄の強み、

 比較優位について４点まとめております。

　まず１つ目は、地理的優位性があるということ。

日本本土と東アジア及び東南アジアの中心に位置し

ており、成長著しいアジアに隣接し、人、物、資金、
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情報等が集積するアジアの結節点としての発展し得

る独自の可能性及び潜在力を有しているということ

 です。

　２つ目が、沖縄の精神文化でございます。例えば

ユイマールやチムグクルは、国際社会が目指す誰一

人取り残さない社会であるところのインクルーシブ

ネス――包摂性に通じるものがあり、沖縄が近隣諸

国等との信頼関係を構築する上で共通理解の基盤と

 なると考えています。

　３つ目が、島嶼地域としての独自の知恵として、

平和の構築、防災、インフラ、水資源管理、環境、

エネルギー等々様々な地域が抱える課題を解決する

ために役立つ各分野の知見を有しているということ。 

　４つ目に、県系人並びに他分野における国際的な

人的ネットワーク。つまり42万人といわれる世界に

広がるウチナーンチュを中心としたネットワークを

 有しているというところを掲げております。

 　以上です。

○大城憲幸委員  ある意味では、この４点というの

は我々沖縄の弱みだったところを――私が読んでい

る中では、これまで地理的なものとか、歴史的なも

のとか、弱みだったのをそれを乗り越えてきた沖縄

だからこそ、それを強みに変えて平和に貢献しよう、

経済を自立させよう、国際協力を拠点にしようとい

うようなものに読み取れるわけですよね。そういう

 認識でいいんですよね。

○溜政仁知事公室長  委員おっしゃるとおり、日本

全体から見ると沖縄は一番端っこにあって、やはり

地理的に不利であり、産業もなかなか発展しないと

いうような様々な不利性というのがあったんですけ

れども、それを一たび視野を広くしてアジアを中心

に捉えると、それは日本と東南アジア等との中心に

なる。あるいはこれまでの島嶼性というのが逆に汎

用性につながるということに変わってきているのか

 なというふうに、我々も考えております。

○大城憲幸委員  最後にまとめますけれども、私の

所見を聞いて、総務部長、意見があればお願いをし

ます。今言ったこの取組、私はいいと思うんですよ。

ただ地理的なこれまで不利性と言って、振興予算を

お願いをしてきた。そこはもうアジアの経済成長か

ら見ると、沖縄は地理的には優位性ですよというよ

うなものになっている。そして、この２点目の沖縄

独自の精神文化も優位性と言っていますけれども、

これまでの歴史的に沖縄は不利だったから振興策の

予算をお願いしてきた。だけれども、その歴史的な

ものを踏まえて沖縄の精神文化も優位性になりまし

たよと言っている。そして、これまで自然的な不利

性もあるということで振興予算をお願いしてきた。

だけれども、島嶼地域としての独自の知恵が生まれ

てきた。それがこれからの沖縄の強みですよと、そ

ういうものをアピールをして沖縄の平和の拠点、あ

 るいは経済の自立を目指すわけですよ。

　そういうときに、やはりさっき言ったこの予算の

在り方という部分と、やっぱりこれは連動、関連づ

けて今後進めていかないと、誇りある沖縄の豊かさ

を目指すとかという部分がやはり言葉だけ踊ってい

 るように見えてしまうんですよ。

　その辺でさっき言ったやはり今後省庁予算等につ

いても、具体的に21世紀ビジョンの前期がもう終わ

る。中期、後期に向けてしっかりと目標を定めて県

庁一丸となって取り組んでいく必要があるんじゃな

いかというのが、私が感じたところなんですよ。そ

の辺、私はそう思っていますけれども、部長の所見

 をお願いできたらありがたい。

○宮城力総務部長  予算編成の視点で申し上げます

と、各省計上予算を積極的に概算要求されたい。こ

れはこれまでもやってきたのですが、令和５年度の

当初予算の編成から裏負担――つまり補助率が２分

の１で１億円の事業だったら、5000万円は一般財源

を自分たちの枠で捻出しなさい。あるいはその半分

しか見ませんということだったんですが、別枠で総

額10億円、使えそうな各省計上予算を計上すればす

るほどやりたいことが増えてくるというインセンテ

 ィブが働くようにしました。

　結果として、教員の働き方改革の一環の支援員等

も大分予算を計上したところで、10億円ということ

でアッパーをかけておったんですが、旺盛な概算要

求がありましたので、結果的に裏負担は11億円措置

 することになりました。

　今後とも概算要求がしやすいような仕組みについ

て考えていきながら、一括計上予算だけではない予

算編成にも注力していきたいと思っております。も

ちろん沖縄振興予算の獲得・確保は最重要ではある

のですが、その他の予算についても積極的に獲得に

 向けて尽力していくということでございます。

○比嘉京子委員長  上原章委員。 

○上原章委員  よろしくお願いします。 

　私も自主財源をちょっとお尋ねしようと思ったの

ですけれども、何名かの委員が質問しておりますの

で、それに付随して、資料３－３の令和６年度当初

予算説明資料の中の２ページなんですけれども、令

和６年度の当初予算の姿ということで重点テーマを
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踏まえつつ、沖縄県ＰＤＣＡ等の反映、新沖縄県行

政運営プログラムを推進するとともにというところ

があるのですが、予算を組むに当たって政策立案の

時点で健全化、効率化というのが非常に議論されて

こういう形になってきていると思うのですけれども、

特にこのＰＤＣＡをしっかり踏まえてやってきたそ

 の辺の取組を教えていただけませんか。

○金城敦企画部長  お答えいたします。 

　県では、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画の着実

な推進を図るため、新・沖縄21世紀ビジョン実施計

画の取組等を対象に毎年度、全庁的に沖縄県ＰＤＣ

Ａを実施しております。このＰＤＣＡでは、取組ご

とに設定した活動指標の進捗状況や施策の成果につ

いて、各担当部局が検証を行った上で、改善案を示

し次年度の取組へ反映させるほか、取りまとめた結

果を沖縄県振興推進委員会で審議し、公表すること

 としております。

　県ではＰＤＣＡサイクルを実施し、施策等の改善

を行うことで効果的な事業執行等、新基本計画の着

 実な推進を図っております。

 　以上でございます。

○上原章委員  限りある予算の中で、以前はこの事

業仕分とか棚卸しとかいう取組の中で、いろんな第

三者のそういったものを入れてですね、本当に年間

を通して、この事業をしっかりと効果的にやってい

くか、また無駄はないのか、そういった検証をして

きて積み上げてきていると思うのですが、今そういっ

たところはどういうふうに対応されているのでしょ

 うか。

○金城敦企画部長  前回の計画のＰＤＣＡでは、指

標定性的な成果指標がかなり多かったものですから、

国からもその辺の指摘がございまして、今回の新し

くなったＰＤＣＡでは、成果指標をほとんど定量的

にしておりまして、客観的に、またロジックモデル

を導入して、この関連性が分かるように新たなＰＤ

ＣＡをつくっております。それで評価をして効果的

な事業実施につなげていきたいというふうに考えて

 おります。

 　以上でございます。

○上原章委員  分かりました。 

　ぜひこの辺の検証をしっかりやっていただきたい

 と思います。

　同じ資料で６ページ。新年度にこども未来部が新

設されるということで、非常に期待をしているので

すが、このこども未来部を改めて新設するその背景、

それから具体的にその大きな部をつくる中での目玉

というか、力を入れていきたいというところがあれ

 ば教えてもらえませんか。

○宮平道子子ども生活福祉部長  お答えいたします。 

　まず背景ということでございますが、昨年国にお

いてはこども家庭庁が創設され、こども基本法が施

行されまして、子供施策に対する基本的な考え方が

 示されたというところでございます。

　これを受けまして沖縄県としても子供、それから

若者、女性に係る施策をしっかり進めていこうとい

うことで、この３分野に特化した部をつくることで、

より迅速により効果的に施策を展開できる体制をつ

くるということで、今回こども未来部を立ち上げる

 ということになったものでございます。

　令和６年度に新設をしますこども未来部には、ま

ずこれまでとの大きな違いということで言いますと、

子供関連施策の総合調整機能を新たに位置づけると

いうことにしております。こども未来部だけではな

く、県庁内の全部局との連携体制を構築しまして、

切れ目のないライフステージに合わせた子供施策を

戦略的に展開してまいりたいと考えているところで

 ございます。

　令和６年度の主な取組でございますが、まず子ど

もの貧困対策計画や今あります黄金っ子応援プラン

――子供・子育て支援に関するプランでございます

が、この２つの既存計画に加えまして少子化対策や

子ども・若者育成支援などの施策を統合しまして、

一体的に取りまとめました沖縄県こども計画、今の

段階で仮称でございますが、こども計画を策定する

ということにしているところでございます。また併

せまして、子供の権利という観点から社会的養護の

下で生活する子供の意見表明を支援する、そういっ

た制度を本格的に実施してまいります。また、里親

の包括的な支援を実施する里親支援センターの設置

 に向けて取組を進めていくこととしております。

 　以上でございます。

○上原章委員  報道でも日本全体の出生数が年間

75万人台というショッキングな数字が出ていました。

国もこども未来戦略方針を掲げて、向こう７年間で

少子化を止めると。特にこの３年間が最重要という

異次元のこども政策をしていこうということで、打

 ち出しております。

　今回沖縄県がこども未来部をつくるということで

本当に大事な部分かなと思うのですけれど、このこ

ども計画（仮称）はパブリックコメントとかあるの

か分かりませんけれど、具体的にどういうふうなス

 ケジュールで組むのでしょうか。
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○宮平道子子ども生活福祉部長  お答えいたします。 

　こども計画は、こども基本法で都道府県の策定に

ついて努力義務とされているものでございます。今

作成に向けての体制を様々な有識者や関係機関から

も御意見を伺いながら、策定をしていくということ

で進めておりまして、その体制づくりに取り組んで

 いるところでございます。

　年度が明けましたら、なるべく早い時期に実際の

審議ができるような体制を整えまして、令和６年度

 中には策定を目指していきたいと考えております。

○上原章委員  ぜひですね、こんな悠長なことでは

ないと思うので、これだけ部を立ち上げるわけです

から、しっかり基本的な方向性、指針というのはも

うしっかり持って、スタッフがしっかりそれに向け

て頑張っていくことになると思うので、よろしくお

 願いします。

　そして、これ通告していないのですけれども、こ

の６ページの各部のこの歳出総額の中に文化観光ス

ポーツ部があまりにも対前年比減額されているので

すけれども、101億円、前年は当初予算251億円とい

うもう６割近く減になっているのですけれど、この

辺は背景がもしお答えできれば教えてもらえません

 か。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長  文化観光スポー

ツ部の令和６年度の当初予算総額101億1980万円、令

和５年度と比べて149億7000万円、59.7％の減という

ことで、その主な理由は、ＧｏＴｏおきなわキャン

ペーン事業――全国旅行支援が約161億4000万円あり

ました。それの終了。それから、ＦＩＢＡバスケッ

トボールワールドカップの推進事業、これが約２億

2000万円ありましたので、これらの大規模事業の終

了に伴って反動減という形で減少になっているとい

 う状況でございます。

○上原章委員  そういった大きなプロジェクトがな

 い年は、大体100億円前後だったのですか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長  文化観光スポー

ツ部の予算推移を見ますと、令和４年度が525億円、

令和５年度が250億円、令和６年度が101億円という

ことで、令和４年度から令和５年度にかけては、観

光需要の需要喚起策があったというところで規模が

大きくなっておりますが、その前を見ますと約90億

円から100億円の間で予算が推移しているというよう

 な状況でございます。

○上原章委員  分かりました。 

　これだけ３年半コロナ禍ということで、沖縄の特

に観光、主要産業の裾野が広い中で、これから盛り

返していこうというときに、もう少ししっかりした

予算編成をしていくべきではないかなと、要望して

おきたいと思います。多くの関係者が県がどれだけ

観光業に関わっていただけるのか、当然文化、スポー

ツも沖縄にとっては大変重要な取組だと思いますの

 で、この点もよろしくお願いします。

　最後に総務部長。全庁挙げて執行率、繰越額等い

ろんな課題があると思うのですけどね、この３年間

 の繰越額とかの数字はありますか。

○宮城力総務部長  決算ベースの繰越額で申し上げ

ると、令和２年度が802億円、令和３年度が990億円、

 令和４年度が852億円という状況にございます。

○上原章委員  これは執行率を含めるとですね、こ

れだけ繰越額がある分、当初予定している予算も執

行していかないといけないことを考えると、私はこ

の執行の前倒しをしっかり全庁挙げて取り組むこと

 が重要かなと思うのですが、いかがですか。

○宮城力総務部長  先ほどの繰越額を最終予算で比

較しますと、どのくらいの比率かということで繰越

率でいうと、大体８％前半。九州各県の中ではいい

ほうではあるのですけれども、これをもっと減らし

ていかないといけないということで、予算成立後す

 ぐに執行ができるような取組を進めてきています。

　例えば、予算執行を伴わない事前準備行為。競争

入札の場合は入札執行前の手続まで。プロポーザル

方式の場合は企画審査まで。これは当初予算案を県

議会に提出した後には手続を進めてよろしいという

取組を進めておりまして、それが予算が成立します

と、すぐ入札する、あるいは企画審査ですぐ上位者

を決定して通知して事業に着手する、このような取

 組も進めてきているところでございます。

　予算の執行に当たっては、様々な特殊事情があっ

て、特殊要因があって、繰越しが出ることはやむを

得ない部分はあるのですが、少しでも縮減ができる

 ように今後とも努めていきたいと考えております。

○上原章委員  いろんな国からの委託を受けてやる

ような事業も多いとは思うのですけれど、県がしっ

かり委託するような事業については、今のように前

倒しでしっかり手を打ってやっていただきたいと思

 います。終わります。

○比嘉京子委員長  以上で、甲第１号議案から甲第

24号議案までの当初予算の概要説明に対する質疑を

 終結いたします。

   説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

 　休憩いたします。

 （休憩中に、執行部退席）
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○比嘉京子委員長  再開いたします。 

 　以上で、本日の日程は終了いたしました。

　次回は、３月14日木曜日午前10時から委員会を開

 きます。

 　委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

 　本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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令 和 ６  年 第 １ 回 

沖縄県議会（定例会）　　　　 

 

開会の日時、場所 

　年月日　　令和６年３月８日 (金曜日)  

　開　会　　午前10時０分 

　散　会　　午後４時49分 

　場　所　　第７委員会室 

本日の委員会に付した事件 

　１　甲第１号議案 令和６年度沖縄県一般会計予

 算（知事公室、総務部及び公

  　 安委員会所管分）

 　２　甲第７号議案 令和６年度沖縄県所有者不明

  土地管理特別会計予算

　３　甲第19号議案 令和６年度沖縄県公債管理特

別会計予算

出席委員 

　委 員 長　又　吉　清　義 

　副委員長　島　尻　忠　明 

　委　　員　仲　村　家　治　　花　城　大　輔 

　　　　　　仲　田　弘　毅　　山　里　将　雄 

　　　　　　当　山　勝　利　　國　仲　昌　二 

　　　　　　平　良　昭　一　　西　銘　純　恵 

　　　　　　渡久地　　　修　　當　間　盛　夫 

　　　　　　上　原　快　佐　　　　　　　　　 

説明した者の職・氏名 

　知 事 公 室 長　　溜　　　政　仁 

　　秘 書 課 長　　崎　原　美奈子 

　　基 地 対 策 課 長　　長　嶺　元　裕 

　　防 災 危 機 管 理 課 長　　山　里　永　悟 

　　辺 野 古 新 基 地    
松　堂　徳　明

 

　　建 設 問 題 対 策 課 長　　　　 

　　特 命 推 進 課 長　　山　城  憲一郎 

　　特命推進課地域外交室長　　玉　元　宏一朗 

 　総 務 部 長　　宮　城　　　力

　　総 務 私 学 課 長　　山　内　昌　満 

　　人 事 課 長　　城　間　　　敦 

　　行 政 管 理 課 長　　嘉　数　広　樹 

　　財 政 課 長　　又　吉　　　信 

　　税 務 課 長　　前　本　博　之 

　　管 財 課 長　　池　原　秀　典 

 　警 察 本 部 長　　鎌　谷　陽　之

　　警 務 部 長　　壱　岐　恭　秀 

　　警 務 部 参 事 官　　垣　花　　　聡
 

　　課 長 事 務 取 扱　 

　　警 務 部 会 計 課 長    井　上　　　毅 

　　警 務 部 厚 生 課 長    大　底　律　子 

　　生 活 安 全 部 長　　宮　城　　　貴 

　　地 域 部 長    田　場　義　浩 

　　交 通 部 長　　安　里　　　準 

　　交 通 部 交 通 規 制 課 長　　新　里　賢　治 

　　交 通 部 交 通 規 制 課　　源　河　朝　明
 

　　課 長 補 佐　 

　　警 備 部 長    市　原　悠　樹 
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○又吉清義委員長　ただいまから総務企画委員会を

 開会いたします。

  本日の説明員として、知事公室長、総務部長及び

 警察本部長の出席を求めております。

  なお、令和６年度当初予算議案の総括的な説明等

は、昨日の予算特別委員会において終了しておりま

すので、本日は関係室部局予算議案の概要説明を聴

 取し、調査をいたします。

  「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

いて」に係る甲第１号議案、甲第７号議案及び甲第

 19号議案の３件を一括して議題といたします。

  まず初めに、知事公室長から知事公室関係予算の

 概要の説明を求めます。

   溜政仁知事公室長。

○溜政仁知事公室長　皆様、おはようございます。 

   よろしくお願いいたします。

  知事公室所管の令和６年度一般会計歳入歳出予算

の概要について御説明いたします。ただいま通知し

ましたのは、令和６年度当初予算説明資料抜粋版知

 事公室でございます。

   １ページを御覧ください。

  令和６年度組織改編に伴う部局別予算の状況につ

いて、知事公室関連のみ抜粋して記載しております。 

  新・沖縄21世紀ビジョン基本計画を着実に実施す

るため、子ども生活福祉部が所管する平和施策に関

する事務と、文化観光スポーツ部が所管する万国津

梁会議に関する事務を知事公室に移管するものでご
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 ざいます。

  なお、移管いたします事務の令和６年度当初予算

案につきましては、予算編成を行った現行の所管部

局で御説明することとなっておりますので、御了承

 のほど、よろしくお願いいたします。

  ２ページの令和６年度一般会計部局別予算を御覧

 ください。

  表の上から２番目、知事公室における令和６年度

歳出予算額は56億7505万4000円ですが、そのうち現

行の知事公室計上に係る予算額は一番下の段の括弧

書き、うち知事公室所管の50億9652万2000円となっ

ており、前年度と比較して５億783万6000円、11.1％

 の増となっております。

  なお、一般会計予算総額に対する構成比は0.6％と

 なっております。

   ３ページを御覧ください。

   一般会計の歳入予算について御説明いたします。

  表の一番下、うち知事公室所管の合計欄を御覧く

 ださい。

  知事公室が所管する歳入予算の総額は25億9282万

円で、前年度当初予算額25億9677万9000円と比較し

まして395万9000円、率にして0.2％の減となってお

 ります。

   次に歳入予算について款別に御説明いたします。

  （款）８の分担金及び負担金の知事公室所管分は

1397万円で、新規事業であるおきなわ♯7119事業に

 係る市町村負担金であります。

  （款）９の使用料及び手数料の知事公室所管分は

1773万4000円で、これは主に危険物取扱所等の設置

 許可申請等手数料に係る証紙収入であります。

  （款）10の国庫支出金の知事公室所管分は24億

5547万5000円で、これは主に不発弾等処理促進費に

 係る国庫補助金であります。

  （款）11の財産収入の知事公室所管分は42万円で、

これは主に消防学校の自動販売機設置に伴う建物貸

 付料であります。

  （款）15の諸収入の知事公室所管分は442万1000円

 で、これは主に県広報紙等広告料であります。

  （款）16の県債の知事公室所管分は１億80万円で、

消防防災ヘリコプター整備推進事業に係るものであ

 ります。

   以上が一般会計歳入予算の概要でございます。

   次に４ページを御覧ください。

  一般会計歳出予算の概要について御説明いたしま

 す。

  知事公室所管の歳出予算は、（款）２の総務費から

 なっております。

   表の下段、左端の合計欄を御覧ください。

  県全体の歳出予算額は8421億4300万円で、そのう

ち知事公室所管の歳出予算額は50億9652万2000円。

前年度当初予算額45億8868万6000円と比べ、５億

783万6000円、率にして11.1％の増となっております。 

  次に、歳出予算の主な内訳について御説明申し上

 げます。

   表の右端の説明欄を御覧ください。

  知事公室の所管する主な経費（事項）の内訳とし

ましては、不発弾処理促進費27億634万8000円。消防

指導費６億2364万2000円、基地対策調査費２億2141万

9000円、広報広聴活動費１億3056万1000円、消防学

 校費9221万2000円などであります。

  以上で、知事公室関係の令和６年度一般会計歳入

 歳出予算の概要説明を終わります。

   御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長　知事公室長の説明は終わりまし

 た。

  次に、総務部長から総務部関係予算の概要の説明

 を求めます。

   宮城力総務部長。

○宮城力総務部長　それでは、総務部関係予算につ

いて、当初予算説明資料総務部抜粋版により御説明

 いたします。

   １ページをお願いいたします。

  部局別予算で見ますと、総務部の歳出予算額は

1650億7931万2000円で、教育委員会に次いで２番目

 に大きく予算総額の19.6％を占めております。

   ２ページをお願いいたします。

   一般会計の歳入予算について御説明いたします。

  表の一番下、合計欄、一番左の欄に、県全体の予

 算額その右側に総務部の予算額を示しております。

  県全体の歳入予算額8421億4300万円のうち、総務

部所管の歳入予算額は5297億6437万5000円で、前年

度と比べ123億6925万1000円の増となっております。

増の要因は県税、地方譲与税、地方特例交付金、繰

 入金の増となっております。

  歳入予算の主なものについて款別に御説明申し上

 げます。

  １の県税は1493億8989万8000円で、過去最大であっ

た前年度と比べ30億3289万8000円の増としており、

前年度実績等を勘案して法人事業税、地方消費税、

 不動産取得税等において増収を見込んでおります。

  ２の地方消費税清算金は652億2273万8000円で、前

年度と比べ37億1388万2000円の減としており、地方
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財政計画の増減率等を勘案して減収を見込んでおり

 ます。

  ３の地方譲与税は290億7900万円で、前年度と比べ

て30億5800万円の増としており、国の予算額、地方

財政計画の増減等を勘案して増収を見込んでおりま

 す。

  ４の市町村たばこ税県交付金は９億7574万3000円

で、前年度と比べ5430万円の増としており、対象市

町村のたばこ税収の増が見込まれるため、増収を見

 込んでおります。

  ５の地方特例交付金は47億9106万円で、前年度と

比べ43億206万円の増としており、これは定額減税に

 よる県民税の減収補塡によるものであります。

  ６の地方交付税は2283億7700万円で、前年度と比

べ８億2300万円の減としており、地方財政計画の動

向及び県税の伸び等を勘案し減収を見込んでおりま

 す。

  10の国庫支出金は52億1721万2000円で、前年度と

比べて１億4061万3000円の減としており、その主な

ものは私立学校等教育振興費に係る国庫補助金であ

 ります。

  13の繰入金は340億8540万3000円で、前年度と比べ

て78億5819万3000円の増としており、その主なもの

 は財政調整基金の取崩し等によるものであります。

  16の県債は54億4480万円で、前年度と比べて８億

8380万円の減としております。その主なものは臨時

財政対策債であり、地方財政計画の伸び率及び前年

 度実績等を勘案して減収を見込んでおります。

   以上、一般会計歳入予算の概要となります。

   ３ページ、歳出予算、お願いいたします。

  ２の総務費は289億5747万4000円で、その主なもの

は一番右の説明欄にありますとおり、私立学校等教

育振興費81億8714万3000円、公有財産管理費56億

7540万3000円、賦課徴収費50億1330万円であります。 

  12の公債費は629億100万3000円で、その主なもの

は公債管理特別会計繰出金の元金として600億3922万

 6000円、利子として28億2485万2000円であります。

  13の諸支出金は727億2083万5000円で、主なものは

地方消費税清算金338億9305万円、地方消費税交付金

327億9613万1000円、法人事業税交付金27億4252万

 4000円であります。

   以上が一般会計歳出予算の概要となります。

  続きまして、特別会計について御説明いたします。 

   ４ページをお願いいたします。

  所有者不明土地管理特別会計の令和６年度当初予

算額は２億941万2000円で、前年度と比べ1325万

 2000円、6.8％の増となっております。

   ５ページをお願いいたします。

  公債管理特別会計の令和６年度当初予算額は743億

6632万8000円で、前年度と比べ125億664万2000円、

 14.4％の減となっております。

  以上で総務部所管の一般会計及び特別会計の歳入

 歳出予算の概要説明を終わります。

   御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長　総務部長の説明は終わりました。 

  次に、警察本部長から公安委員会関係予算の概要

 の説明を求めます。

   鎌谷陽之警察本部長。

○鎌谷陽之警察本部長　公安委員会所管の令和６年

度一般会計歳入歳出予算の概要について、抜粋版の

令和６年度当初予算説明資料に基づいて御説明をい

 たします。

   説明資料の１ページ、総括表を御覧ください。

   部局名公安委員会欄を御覧ください。

  公安委員会の予算額は386億893万円で、一般会計

 予算総額に対する構成比は4.6％となっております。

   ２ページを御覧ください。

  一般会計歳入予算の概要について御説明をいたし

 ます。

   合計欄を御覧ください。

  公安委員会が所管する歳入予算の総額は62億

2828万9000円で、前年度と比べ２億3815万7000円、

 4.0％の増となっております。

  次に、公安委員会所管の歳入予算について、款ご

 とに御説明いたします。

  ９の使用料及び手数料は13億3132万6000円で、主

に警察施設使用料、自動車保管場所関係手数料、運

 転免許関係手数料等に係る証紙収入であります。

  10の国庫支出金は29億4819万8000円で、警察活動

や警察施設、交通安全施設の整備、離島警備対策等

 に係る国庫補助金であります。

  11の財産収入は1109万2000円で、主に自動販売機

 設置に伴う土地、建物貸付料であります。

  15の諸収入は２億7257万3000円で、主に放置駐車

 車両に係る放置違反金の過料等となっております。

  16の県債は16億6510万円で、警察施設や交通安全

 施設の整備に係るものであります。

   ３ページを御覧ください。

  一般会計歳出予算の概要について御説明をいたし

 ます。

  公安委員会が所管する歳出予算の総額は、９の警

察費386億893万円で、前年と比べ８億3658万5000円、



－88－

 2.2％の増となっております。

  主な内訳ですが、職員費、運営費等の経費である

（目）警察本部費は315億8963万円、警察施設の整備、

維持管理等の経費である（目）警察施設費は27億

1731万5000円、交通安全施設の整備、交通指導取締

り等に必要な経費である（目）交通指導取締費は16億

 5293万7000円となっております。

  以上で、公安委員会所管の令和６年度一般会計歳

 入歳出予算の概要説明を終わります。

   御審査のほど、よろしくお願いをいたします。

○又吉清義委員長　警察本部長の説明は終わりまし

 た。

  これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

 て行うことといたします。

  予算特別委員長から調査依頼された事項は、沖縄

県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関する

 予算議案でありますので、十分御留意願います。

  総括質疑を提起しようとする委員は、質疑の際に

その旨を発言するものとし、３月11日、当委員会の

質疑終了後に改めて、総括質疑とする理由の説明を

 求めることにいたします。

  なお、総括質疑の提起があった際、委員長が総括

質疑を提起した委員に、誰にどのような項目を聞き

たいのか、確認しますので、簡潔に説明するようお

 願いします。

  その後、予算特別委員会における総括質疑につい

ての意見交換や当該事項の整理を行った上で、予算

 特別委員会に報告することにいたします。

  なお、委員長の質疑の持ち時間については、予算

特別委員会に準じて、譲渡しないことにいたします。 

  質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

 いよう簡潔にお願いいたします。

  また、質疑に際しては、委員自らタブレットの発

表者となり、引用する予算資料の名称、ページ番号

及び事業名等をあらかじめ告げた上で、説明資料の

該当ページを表示し、質疑を行うようお願いいたし

 ます。

  それでは、これより直ちに知事公室に係る甲第１号

議案、総務部に係る甲第１号議案、甲第７号議案及

び甲第19号議案、公安委員会に係る甲第１号議案に

 対する質疑を行います。

  第１多数会派の所属委員から行いますので、島尻

 忠明委員。

○島尻忠明委員　おはようございます。 

  まず、最初に知事公室にお伺いいたします。不発

弾処理事業費なんですけれど、これの昨年度の執行

 率を教えていただけますか。

○山里永悟防災危機管理課長　執行状況ですが、令

和５年度の執行状況ということでよろしいですか。

全体予算では99.3％で、各事業別で主な事業で申し

ますと広域探査発掘加速化事業が99.3％、また住宅

等開発磁気探査支援事業も99.3％。これは２月22日

 時点ということになります。

○島尻忠明委員　補正を昨年度も組んで、この前も

そうなんですけれど、その辺を踏まえての予算を、

今、皆さん提示をしていると思うんですけれど。そ

の辺も要するに５年度の実績は、その前にいろんな

執行率も含めての、今回の予算立てということで理

 解してよろしいですか。

○山里永悟防災危機管理課長　まず令和６年度の当

初予算額ですが、見ていただいているとおり27億

633万円ということで、令和５年度の当初予算額27億

3144万6000円と比較しまして2511万6000円、率にし

 ては0.9％の減ということになっています。

  県としては、これまでに最も高い予算額でした令

和２年度32億円と同額を要求したところですが、国

からは効率的な予算の執行が求められていること、

令和６年度からは、耐爆容器本格導入に伴う土のう、

防護壁の設置回数の合理化等所要の見直しを行った

 との説明を受けたところでございます。

○島尻忠明委員　すみません。その理由は分かるん

です、数字も分かりますけれど。要するに、そういっ

たことも勘案をして、この予算立てをやったという

 ことで理解していいのかと聞いています。

○山里永悟防災危機管理課長　委員が御心配されて

いるのは今年度、執行途中で予算が不足した状態に

なりましたので、関係各位の御協力もいただきなが

ら、追加交付に何とかこぎ着けることができました。

こういったことを踏まえて御心配されていることと

 思います。

　これまでどおり、広域事業であるとか、そういっ

たところから随時流用を図りながら工夫をして、不

足が生じないように取り組むとともに、早めに状況

をとにかく把握して国への相談調整というものを

 もっと早めに行いたいと考えているところです。

○島尻忠明委員　本会議でも答弁していましたけれ

ど、不足分が出てきたら、しっかりと補正で対応で

きるということでお話がありましたけれど、それで

 理解してよろしいですか。

○山里永悟防災危機管理課長　正直申しますと、今
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回の追加交付に至っても内閣府にも相当苦労しても

らいました。皆さん、各位にも御協力をいただいた

 ということは重々承知しております。

  そういった中でありますので、内閣府からもちょっ

と早めの調整相談をお願いしますであるとか、でき

るだけ効率的な執行を最大限努力してくださいとか、

 そういったことも言われています。

  そうしたことも踏まえて、今回このような追加交

付に皆さんの御協力をいただきましたが、できるだ

け今回のような不測の事態に陥らないように、早め

 早めの対応を心がけたいと考えているところです。

○島尻忠明委員　これ全額、国が持つ戦後処理の一

つですから、すぐ国にも言って、ただこういった部

分の補正はしっかりと速やかに対応するのが僕は当

たり前と思いますので、その辺はぜひ頑張ってほし

 いなと思っております。

  それと広域と住宅の話なんですけれど、今、99．

何％という話なんですけれど、なかなか一般住宅と

いうのは答弁があったように少ない感じがしたんで

すけれど、いろいろと皆さんもチラシを配ったり、

建築士さんにお話しをしたりとかしているんですけ

れど、これまでそういう取組をしてどのような効果

があったのか。また大変厳しいですけれど、件数も

少ないものですから、それをどのようにまた解消し

ていくのかと、この２点ありましたら答弁をいただ

 きたいと思います。

○山里永悟防災危機管理課長　今の御指摘もちょっ

と本会議でも御指摘を受けた内容でして、要は住宅

の磁気探査の実際の申請件数が、もっと増加すべき

じゃないかという御指摘だというふうに思います。

本事業と受付窓口であります市町村とも連携して、

市町村にも広報誌への掲載をお願いしていまして、

広報用のリーフレットの作成、また磁気探査協会で

あるとか磁気探査協同組合、建築士会、先ほど委員

からもお話がありました各種団体に配布や協力の依

頼も行っているところでして、あと県内地元紙にも

新聞掲載をさせていただいております。また当然な

がら県広報誌美ら島沖縄であるとか、広報番組のう

まんちゅひろば、ラジオ県民室でも周知を行ってお

りまして、積極的な周知に取り組んでおりまして、

引き続きこういった広報を行いながら、また県民皆

さんに広く伝わるように努力を続けていきたいと、

また関係機関と連携して取り組んでいきたいと考え

 ているところでございます。

○島尻忠明委員　ちょっと聞き取りのときにもお話

しをしたんですけれど、建築確認は部署が違うんで

すけれどね。予算自体は皆さんの知事公室のところ

ですけれど、この建築確認を出すときに、要するに

施主ですよね、紙が行くと思いますので、そこと一

緒に出せる。要するに皆さんのパンフレットですか。

それを建築確認を出す部署が一緒に施主に渡すとい

う。部署が違うので答弁ができなければ厳しいんで

すけれど、やっぱりいろんな方法を、そういうこと

を考えていかないとなかなか件数自体も上がってい

かないのかなと思うものですから、その辺について

 いかがでしょうか。

○山里永悟防災危機管理課長　有意義な御提案だと

 思います。

  建築確認時における住宅磁気探査の補助の周知徹

底に関しましては、ちょっと先ほど申しましたが、

沖縄県建築士会を通して、今周知をお願いしている

状況でございまして、今の御指摘も踏まえて改めて

土木建築部とも調整をさせていただきたいと思いま

 す。

   ありがとうございます。

○島尻忠明委員　次に、まず地域外交推進事業の目

的と、どういった取組をするのかを教えていただき

 たいと思います。

○玉元宏一朗特命推進課地域外交室長　お答えいた

 します。

  地域外交推進事業費につきましては、沖縄独自の

自然、歴史、文化などのソフトパワー、そして国際

ネットワーク等を活用して地域外交を推進するとい

うことを目的としておりまして、具体的な取組とし

ましては、海外の自治体、外国公館、国際機関等と

の関係構築に向けた相互訪問や意見交換、また庁内

関係部局の海外関係業務の支援、そして海外情勢の

情報収集、整理などに要する旅費や委託料などを計

 上しているものでございます。

   以上です。

○島尻忠明委員　これは民間の皆さんとも交流はす

 る予定ですか。

○玉元宏一朗特命推進課地域外交室長　沖縄県が進

めようとしている地域外交は、県が行うもののみな

らず、県内の民間の皆様、企業ですとか民間の交流

団体、例えばＮＧＯなどの市民団体ですとか、そう

いう民間の皆様も一緒になって、国際的な活動を一

緒に拡大して強化していこうという取組でございま

すので、民間の皆さんも一緒になっていくというふ

 うに考えております。

○島尻忠明委員　そこでお尋ねをしますが、我々会

派の新垣淑豊議員の質問で、この前台湾訪問のとき
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知事公室長から民間外交でしたという答弁がありま

した。民間外交で公費で行っていますので、その辺

の整合性、また今言った地域外交にその辺もまた行

くのか。ただ、これは４月からの発足でありますの

で、公室長が何をもって民間外交で、特別旅費が支

出されたのはどういうことを意味しているのかをま

 ず答弁をいただきたいと思います。

○溜政仁知事公室長　お答えいたします。 

  ２月28日の新垣淑豊議員の一般質問における知事

の台湾訪問に関する再質問の中で、知事の発言とし

て民間外交という立場での訪問であるという旨の答

 弁をさせていただいたところです。

  これは台湾との関係は、日本政府の基本的立場と

して、非政府間の実務関係を維持するというふうに

なっております。非政府間ですので政府間の外交と

は異なるという捉え方、取組という趣旨で民間外交

と表現したものであるというふうに承知しておりま

 す。

  また、知事が行うトップセールス、今回特に台湾

訪問については観光の誘客であったり、民間企業の

海外展開、そのほか航空便の誘致、文化、スポーツ

など、国際交流や土木、環境等の各分野の技術協力

など、民間企業や団体、個人活動を後押しするもの

が主になっているということから、このような表現

 を行ったというふうに理解しているところです。

○島尻忠明委員　知事が答弁をしておりますが、公

室長にはちょっと厳しいんですけれど、中国政府か

らいろんなことがあってという話も前段にあるわけ

ですよね。それで苦し紛れかどうか分からないです

けれど、民間外交という言葉を発したかのように思っ

ておりました。ただ、今日はこれからの予算もあり

ますので質疑をさせていただいておりますけれど、

やはりその辺も含めて、この件は委員長、これ以上

は公室長は厳しいと思いますので、知事に総括質疑

を行いたいので、後でちょっと取り計らいをお願い

 したいと思います。

○又吉清義委員長　休憩いたします。 

　　　（休憩中に、委員長から島尻委員に対し、誰

　　　　にどのような項目を確認するのか改めて説

　　　　明するように指示があった。） 

○又吉清義委員長　再開いたします。 

 　島尻忠明委員。

○島尻忠明委員　知事にせんだっての訪台の真意を

いま一度聞きたいと。本人は民間外交と言っていま

すので、これ特別旅費で行っていますので、それに

当たるかどうかも含めてちょっと真意を聞きたいと

 いうことです。

○又吉清義委員長　ありがとうございます。 

  ただいまの提起内容については３月11日の質疑終

了後に協議いたします。島尻委員、質疑を続けてく

 ださい。

○島尻忠明委員　以上です。 

○又吉清義委員長　仲村家治委員。 

○仲村家治委員　よろしくお願いします。 

  それでは知事公室のほうから、まず部局別の資料

３－４から質問をさせていただきます。まず基地問

題の解決の中の②ワシントン駐在員活動事業費なん

ですけれども、前年度に比べて500万ほど増になって

いるんですけれども、その主な理由は何でしょうか。 

○長嶺元裕基地対策課長　ワシントン駐在員活動事

業費の増の主な要因としましては円安の影響と、そ

れから国内での物価高騰を考慮して増額としており

 ます。

○仲村家治委員　去る決算特別委員会で、それに関

して職員の手当含めて大変ではないかという話をし

たんですけれども、その辺の影響というのを配慮し

 て増にしたという理解でいいのでしょうか。

○長嶺元裕基地対策課長　ワシントン駐在員活動事

業費については人件費は含まれてはおりませんが、

ワシントン駐在職員の人件費につきましては国の政

令、ワシントンに駐在する外務省の職員の手当のお

おむね８割ということで規定をされておりますが、

外務省の手当につきましては関係する政令が為替の

変動ですとか、米国での経済状況を踏まえてその都

度改定をされております。ですのでワシントン駐在

の人件費につきましても、適宜措置されていると考

 えております。

○仲村家治委員　また決算特別委員会でワシントン

駐在の件を質問したんですけれど、知事は平成27年

度から令和４年までの８年間の活動を連邦関係者と

か、政府関係者と4447名の方と面談したとか、いろ

いろ報告をなさっていたんですけれども、このワシ

ントン事務所の設置した所期の目的は何だったので

 すか。

○長嶺元裕基地対策課長　ワシントン駐在の設置目

的としては、辺野古新基地建設問題をはじめとする

米軍基地問題の解決については日本政府のみならず、

一方の当事者である米国政府に対しても、沖縄県自

らが直接訴えることが重要であるとの考えに基づい

 て設置をしたものでございます。

○仲村家治委員　皆さんが言う辺野古新基地を白紙

状態にして、建設をできないようにする目的だとい
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うのが一番の目的だったと思うんですけれど、どう

 なんですか。

○長嶺元裕基地対策課長　辺野古の問題を含む基地

 問題ということで設置をしております。

○仲村家治委員　この８年間、そういう意味で前進

したのか、それとも現状維持のままなのか、それと

も後退しているのか。要は政府関係者とか、いろん

な方とお会いして、実際に何か動いた実績、評価と

して、皆さん、どうその辺は自己採点するのでしょ

 うか。

○長嶺元裕基地対策課長　米国政府関係者ですとか

連邦議会関係者への働きかけにより、沖縄の基地問

題について理解を深めていただくというような活動

 をしているところでございます。

  その結果として、連邦議会ですとかアメリカのシ

ンクタンクにおいて、辺野古移設問題に関する議論

がなされたり、あるいは報告がなされたりというこ

ともございます。ワシントン駐在の働きかけにより、

一定程度の成果はあるものというふうに考えており

 ます。

○仲村家治委員　これも決算特別委員会でお話しし

たんですけれども、令和３年度の沖縄県ＰＤＣＡ報

告書にワシントンの評価がスラッシュというか、数

値が出ていないということに対して、公室長は数値

化は難しい、よって令和４年度以降はこの辺の部分

の表現というか、評価の仕方を変えたと言うんです

けれども、実際にこれだけの予算を投入してＰＤＣ

Ａの報告、評価ができないというこの事業に対して、

その項目をなくすということで本当に行政上問題は

 ないのですか。

○長嶺元裕基地対策課長　去る１月の決算特別委員

会の総括質疑ですとか、本２月議会の島尻議員の代

表質問に対して、知事公室長からは令和３年度のＰ

ＤＣＡの報告についてはワシントン駐在という項目

を立てていたが、達成状況、基準値の設定が難しい

こと、そのため令和４年度ＰＤＣＡにおいてはワシ

ントン駐在の活動のみの評価、検証は行わず、米軍

基地から発生する事件・事故の防止及び対応や国民

的議論を喚起するための取組の推進など、基地対策

に関連する施策を全体的に評価、検証している旨の

 答弁をしたところでございます。

  ワシントン駐在員においては、様々な団体等に沖

縄の基地問題に関する情報を発信し、働きかけてい

るところですが、このような取組は成果を定量的数

値で測ることは難しいと考えております。基地問題、

基地対策について評価する中で、ワシントンの評価

 についても行っていきたいと考えております。

○仲村家治委員　答えになっていないんですよ。 

  要はこの事業に対してこれだけ８年間も、年間１億

近い予算を投入して、もちろん現地のスタッフさん

はいろいろ動いて、それなりの人脈もつくっている

という評価はしてもいいんですけれど。実際に基地

問題が前進しているわけでもないし、その辺の部分

で僕は知事にこう聞きました。地方自治体がそういっ

 た外交的な働きかけが実際できるのかと。

 　知事公室、外交的な交渉ができるのですか。

○溜政仁知事公室長　ワシントン駐在のビザの関係

もあるんですけれども、ワシントン駐在が、例えば

米国の議員等に直接説明するということは可能に

 なっております。

○仲村家治委員　この辺も大変地域外交の件もあっ

て、とても大切な部分ですので、委員長、総括質疑

で知事の出席を求めて、この辺の外交という認識と

ワシントン、また地域外交の件で、この予算の中身

を質問したほうがいいと思うので、ぜひよろしくお

 願いします。

○又吉清義委員長　休憩いたします。 

　　　（休憩中に、委員長から仲村委員に対し、誰

　　　　にどのような項目を確認するのか改めて説

　　　　明するよう指示があった。） 

○又吉清義委員長　再開いたします。 

 　仲村家治委員。

○仲村家治委員　玉城知事にワシントン事務所の在

り方、そして外交という概念に基づいた考え方、ま

た、それに対する予算の在り方について質疑を要求

 いたします。

○又吉清義委員長　ありがとうございました。 

  ただいまの提起内容については、３月11日の質疑

終了後に御協議いたします。質疑を続けてください。

 　仲村家治委員。

○仲村家治委員　所信表明に関して新聞報道でこの

ような記事が出ておりました。過重な基地負担の軽

減に向け、ワシントン駐在による情報収集と発信を

強化し、国連関係者を沖縄に招く考えも表明、知事

自身も適切な時期に訪米し基地問題の実質を訴えた

い。実際、訪米も含めて、また国連の関係者を招致

 する予定はあるのでしょうか。

○溜政仁知事公室長　昨年の９月、知事が国連を訪

れて、向こうの国連関係者と意見交換をする機会が

得られました。その方々からは、沖縄に関する関心

というのを持っていただいて、ぜひ沖縄に来て現地

を視察したいという方もいらっしゃいます。その方
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々とは今でもというか、担当レベルでは連絡を取り

合っておりますので、ぜひ令和６年度はそういう方

 々の招致を目指したいと考えております。

  また、訪米につきましても、適切な時期を捉えて

 行いたいというふうに考えております。

   以上です。

○仲村家治委員　国連の関係者の中で、私、一番注

視しているのは、沖縄県民の先住民という問題があ

りますけれども、実際にその辺の関係者も含めて呼

ぶのであれば大変問題があると思うんですけれど、

 この辺は今の段階ではそういうことはないですか。

○溜政仁知事公室長　知事は国連に行ってそのよう

な関係の発言もしていませんし、彼らに対してもそ

のような説明をしていない。ですので、沖縄の現状

とか辺野古基地問題に、あとは環境問題等々の説明

をしておりますので、そこへの関心だというふうに

 理解しています。

○仲村家治委員　今の御答弁は議事録に残りますの

で、万が一そういった関係のない先住民的な関係者

が来るとなると、また別の問題が起こりますので、

この辺はしっかりとオープンな議論をしながらやっ

 ていただきたいなと思っております。

　先に公安委員会に行きたいんですけれども、水難

事故対策及び地域警察活動の強化に関連して、県警

の令和６年度の水上安全対策に関わる予算について

 お伺いいたします。

○田場義浩地域部長　令和６年度の水上安全対策に

係る予算につきましては、地域警察活動事業費及び

一般活動費の一部として計上しておりまして、地域

警察活動事業費におきましては620万1000円、また一

般活動費におきましては133万9000円で総額754万円

を計上しております。地域警察活動事業費の主なも

のとしましては、マリンレジャー事業所等に配置さ

れております水難救助員、及びガイドダイバー等に

対する講習の委託料や、海域調査の委託料及び水難

事故防止に関する広報啓発活動に係る消耗品を計上

 しております。

  また、一般活動費の主なものとしましては、昨年

発足しました海域レジャー事業提供業者、立入調査

 強化チームの離島派遣費などを計上しております。

   以上でございます。

○仲村家治委員　去る一般質問で県警本部長から水

難事故の今年度の暫定値を聞いたんですけれども、

60名の方が水難で亡くなっているという大変危機的

な状況であるということは、答弁をなさっておりま

したけれども、土木建築部、知事公室の関連で答弁

の中で水難事故に対するその協議会、ワーキングチー

ムをつくっているという話があるんですけれども、

文化観光スポーツ部は１億近くの予算がこれに関し

て計上されているんですけれども、知事公室として

ワーキングチームの呼びかけの責任者として、どこ

にこの予算が反映されているかというのを教えても

 らえますか。

○山里永悟防災危機管理課長　お答えします。 

  ワーキンググループですが、今、委員からもあり

ましたように知事公室、文化観光スポーツ部、土木

建築部、要は水難事故防止に関連する部局が横断的

な取組を連携させるための検討機関として、情報共

 有と連携を図っているところでございます。

  知事公室の取組として、県広報誌の周知啓発であ

るとか、市町村防災行政無線を活用した離岸流等に

合わせた注意喚起の依頼であるとか、防災訓練の中

に観光客避難訓練を実施するであるとか、また今年

度は県教育委員会と共催して、未来の体育の先生に

なるような高校生に対して、溺れないための教育と

いうことで浮いてもらって研修、講習を実施してお

 ります。

  また、一般の方から水難事故防止関係団体であり

ますＵＩＴＥＭＡＴＥ＠沖縄へライフジャケットの

贈呈の申出がありましたので、そういったことを広

く広報するということをしております。これを細分

化して予算で幾らというと、はじくのがちょっと難

しいんですけれど、こういった取組を引き続き粘り

強く続けていきたいということで、すみません、水

難事故防止に係る知事公室の予算ということで、

ちょっと特化した色分けが難しい状況でございます

が、引き続き取組をさせていただきたいということ

 でございます。

○仲村家治委員　ぜひ、次年度はこの水難事故件数、

または死亡事故の件数を何としてでも減らしてもら

 うために関係部署が協力してやっていただきたい。

  あと、今日は土木建築部関係はいらっしゃらない

と思うんですけれども、恩納村で日本財団が提供し

て、今ＡＩカメラというのを設置に向けて準備して

いるんですけれども、恩納村のところも予算が厳し

いという状況がありますので、この辺は情報収集を

して、県ができる部分はぜひ協力していただいて、

聞くところによると、ほかの市町村も自然海岸のＡ

Ｉカメラを活用したいなということで、恩納村の状

況を注視していると聞いていますので、知事公室の

危機管理のほうは消防と海上保安庁との連携をな

さっている部署ですので、この辺は、ぜひもうちょっ
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と、あと一歩踏み込んだ形で情報収集また各部局と

の連携を、ぜひ危機管理のほうで取りまとめていた

 だきたいんですけれど、どうでしょうか。

○溜政仁知事公室長　ありがとうございます。 

  我々もワーキンググループの取りまとめを行って

いる立場、また防災、市町村とも連携して、防災無

線等の活用等、今できることを考えながら進めてい

 るところです。

  また、土木建築部、商工労働部等とも連絡しまし

て、先ほどのＡＩカメラの導入等も我々も関心を持っ

て、どのような状況になっているかというのを確認

しながら、ちょっとケアのほうを検討させていただ

 きたいと思います。

   以上です。

○仲村家治委員　この水難事故に関する海の安心・

安全を、もうずっとこの４年間私はやってきて、ま

ずコロナとかいろんな状況があったんですけれども、

やっぱり観光客とかが通常に戻ってくると、どうし

ても水難事故というのは増えていく傾向にある。ま

た今はＳＮＳで、地元の人間が泳がない海でシュノー

ケリングをして亡くなっているというケースも多々

あるようですので、市町村も管理できない部分もあ

りますので、この辺をマンパワーでできないんだっ

たら、もうＡＩとかそういったＩＴ関連の機材を使っ

 て、ぜひ対処してほしいなと思っていますので。

　また、水上安全条例等は県警側はもう担当班まで

つくっていますので、知事公室のほうでも特化した

対策室みたいな、班でもいいのでつくってもらいた

 いんですけれど、どうでしょうか。

○溜政仁知事公室長　ありがとうございます。 

  確かに、水難防止というのは大変大きなテーマだ

と思っております。ただこれに特化した班となると、

またいろいろな体制を整える必要があろうかと思い

ますので、ここは引き続き検討課題ということで捉

 えさせていただきたいと思います。

○仲村家治委員　よろしくお願いします。 

○又吉清義委員長　花城大輔委員。 

○花城大輔委員　よろしくお願いします。 

  ちょっと予算書を見ながらいろんなことを考える

ことがあって、２点だけ、総務部長に確認したいと

 思っています。

  資料３－３の令和６年度当初予算の説明資料の中

の61ページ、県債残高の推移についてちょっと見解

 を伺ってよろしいですか。

○又吉信財政課長　お答えします。 

  県債残高は平成23年度をピークにして減少傾向と

なっております。これは交付税が不足するために特

例的に発行する臨時財政対策債、それが平成22年度

が561億円ということでピークでした。これに伴って

おります。ちなみになんですけれど前年度が457億、

翌年度23年度が443億という形で、22年度だけが100億

程度多めに新規の臨財債を発行したというところで、

22年度がピークとなっております。その後、臨財が

減ってきたというところと、交付税措置のない、地

方財政措置のない県債については行革プログラム、

今は行政運営プログラムと言っていますけれども、

それに従って上限額を決めて発行抑制に取り組んで

きたと、これらを踏まえた結果、減少傾向にあると

 考えております。

   以上です。

○花城大輔委員　ちょっと素人なので教えてほしい

んですけれどね。このように残高が減少してきてい

るということは、発行も少なくなっているので比例

しているのだろうと思うんですけれども、これかな

り財政的にいい状態になっているんではないかなと

思うところで、実際、今回の県議会の一般質問でも

ありましたけれども、物価高の対策とか、業種別に

支援を必要としているところとか、その辺に対して、

新規事業を立ち上げる、そんな余裕はここにあるん

 じゃないでしょうか。

○又吉信財政課長　お答えします。 

  地方公共団体が発行できる地方債なんですけれど

も、これは地方財政法第５条で、例えば学校とか道

路とか、公共施設の建設に使えるというのが原則と

なっております。そのために新規事業、今委員がおっ

しゃったものについては、この県債を発行するとい

うことは認められていないというところでございま

 す。

   以上です。

○花城大輔委員　そうでしたね、箱物だけでした、

これ。あと、ちょっと内容が変わるんですけれども、

沖縄県の標準財政規模の解説も含めて、ちょっとお

 願いします。

○又吉信財政課長　お答えします。 

  標準財政規模とは地方公共団体、標準的な状態で

通常収入される、毎年ある程度、県税とか通常収入

されるであろう経常的な一般財源の規模を示すもの

となっております。ちなみに令和４年度決算におけ

る本県の標準財政規模は4047億653万円となっており

 ます。

   以上です。

○花城大輔委員　それとこの県債の残高、県の予算
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における割合について、全国、九州どちらでも構わ

ないんですけれども、同じ規模の自治体と比較して

 どうなっていますか。

○又吉信財政課長　お答えします。 

  本県の県債残高については、沖縄振興特別措置法

等に基づいての高率補助が適用されていますので、

同じ事業をするにしても、他府県に比べると発行額

が少なくてもいいというところから、県債残高につ

いては令和４年度なんですけれども全国で最も低い

5647億と。ちなみにその１つ上は鳥取県なんですけ

れども、鳥取県が6146億円というのが県債残高になっ

 ております。

   以上です。

○花城大輔委員　では、次の質問に入りますけれど

 も同じ資料の65ページ。

  ちょっと財政調整基金等の状況についてなんです

けれども、この財政調整基金の令和６年度の予算に

ついて、これはどのように読み解いたらいいですか。 

○又吉信財政課長　お答えします。 

  令和６年当初予算の編成に当たって、令和５年と

比較すると収支差、収入と支出の差なんですけれど

も、それが令和６年度当初予算で340億と、前年度が

262億でしたので、それよりも約78億程度拡大すると

いうふうなことが見込まれたものですから、前年度

よりも81億円増やして200億円を取り崩したというと

 ころでございます。

   以上です。

○花城大輔委員　これ毎年不思議なんですけれども、

予算の段階ではかなり低い数字を載せているんです

ね、毎年。例えば今回だったら272億が72億になるか

ら200億円取り崩すんだろうと見るんですけれども、

実際、年が明けたら数字がそうじゃなくなっている

じゃないですか。これ何か仕組みというか、我々が

化かされているような感じになっていないですか。

ちょっと分かるように教えてもらいたいと思います。 

○又吉信財政課長　お答えします。 

  今委員がおっしゃったように、財政調整基金の令

和６年度末は71億6200万というところになっていま

す。これは計上した歳出予算が満額執行した場合に

財政調整基金が71億になるというところでございま

す。ただ、事業執行に当たっては、例えば不用であ

りますとか、執行残とか内示減とか、いろんな形で

予算が減額してくるというところで、今のところ予

算上は200億円取り崩す見込みなんですけれども、そ

ういうふうな形で不用があるものですから、最終的

な決算の段階で200億取り崩さなくていいということ

になりますので、取り崩さなかった分72億が戻ると

いうところで、決算の段階で一時的にまた増えるこ

 とになります。

   以上です。

○花城大輔委員　よく理解できなかったんですけれ

ど、分かったようなふりをしておきます。要は72億

で予算を組んでいるんですけれど、来年370億とかに

 なるわけですよね。質問じゃないです。

  続けて、それと一般質問の中で畜産の何か質疑が

あったときに、減債基金の取崩しみたいな質疑があっ

て、知事がルールがあってというような答弁されて

いましたけれど、実際、この減債基金を取り崩すと

 きにはどのようなルールがあるのですか。

○又吉信財政課長　お答えします。 

  財政調整基金とかは積立てのルールとかがありま

すが、減債基金の取崩しについては基本的にはルー

 ルはないということになっております。

  しかしながら、令和３年度と令和５年度に国の税

収が上振れたというところで交付税の追加がありま

した。そのうち令和３年度は追加で交付税が135億

あったんですけれども、このうちの95億については

令和３年度に発行した臨時財政対策債、通常はその

償還のときに交付税措置されるんですけれども、こ

の95億については措置しないということから、減債

基金に積み立てるようにという形で国から通知があ

 りました。

  それと令和５年度についても45億円追加交付があ

りました。これについてもこの45億円のうち22億円

については、令和６年度と令和７年度に臨時財政対

策債の償還費として算入される部分を算入しないこ

とにするので、減債基金に積み立てるようにという

ような通知がありました。それが２つ合わせて117億

程度になるんですけれども、これが含まれていると

 いうところでございます。

   以上です。

○花城大輔委員　減債基金の取崩しにルールが必要

でないということは、私以外はみんな分かっていた

んですかね。非常に疑問がまた湧いてくるんですけ

れど、例えば今年度の予算で令和５年度が345億、こ

れが259億円になるわけですから、86億円を何かの予

算に充てるということになると思うのですが、この

 86億円は何に充てる予定なんですか。

○又吉信財政課長　お答えします。 

  減債基金というのは、今言ったように借りた公債

費です。公債費を借りて起債したときにそれを償還

します。その償還の財源に充てられることになって
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いますので、公債費の一部に充てているというとこ

 ろでございます。

   以上です。

○花城大輔委員　この県債の状況とか基金の状況を

見ても、かなり財政に余裕があるように私は感じる

 んですけれども、実際どうなんでしょうか。

○又吉信財政課長　お答えします。 

  先ほどもお話ししましたが、沖縄県は沖縄振興特

別措置法等によって補助率の特例があるというとこ

ろで、県債発行が少なくて済むというところの事情

 があります。

  ちなみになんですけれども、令和４年度末のもの

を、沖縄県が独自に令和２年度の人口で割った場合

に１人当たりにしますと、沖縄県が約38万5000円と

いうことで低いほうから数えて３番目。２番目に少

ないのが神奈川県で34万9000円、一番少ないのが東

 京都で27万2000円となっております。

  今後なんですけれども、大型ＭＩＣＥ施設、これ

が今回の債務負担行為で434億という形で事業、建設

をやっていくとかなりの支出が見込まれます。それ

が後年度、返していくに当たってかなりのボリュー

ムで出てきますので、それに備えるとか、あるいは

県庁舎についても７年間かけて、大体今の見込みで

は220億程度という形で見込んでおります。そういう

ものに備えるために、こういうふうな減債基金につ

いては一定程度額の確保が必要だろうというところ

で、今ある額については適当だというふうに考えて

 おります。

   以上です。

○花城大輔委員　私、今の沖縄で何かチャレンジが

できるんじゃないかなというような可能性を感じな

がら、今回予算を見ていましたけれど、例えば税収、

これは名古屋市の話なんですけれど、10年くらい前

だったと思いますけれど、120億の住民税と法人税の

 減税をしたんですよね。

  名古屋市に入るはずのお金が、市中で動く確率が

高くなったわけですよ。市長の給料を下げたり、議

員の給料を下げたり、職員の給料を下げたりだとか、

痛みも伴いましたけれども、結果10年くらいたった

ら10万人くらい人口も増えて、税収も1200億円増え

たというような話があります。例えば、今、政府は

賃上げとかと言っていますけれど、結局、賃上げし

てもまず焼け石に水だし、そこからまた税金も発生

するわけですから、このお金が手元から出ていかな

い工夫というものを考えながら沖縄の政治、経済を

動かしていくこと、これは首長が旗を振らないとど

うしてもできないこととは思うんですけれど、何か

この辺楽しくなるような予算の組み方、出していた

 だきたいなというふうに期待をしたいと思います。

  知事公室のほうに移りますけれども、知事公室の

部局内で委託料として予算が組まれているのは何件

で、どれくらいの金額になっているか、お願いしま

 す。

○崎原美奈子秘書課長　令和６年度一般会計当初予

算において、委託料を計上している事業は20事業、

計上されている委託料の予算合計は12億214万2000円

 であります。

○花城大輔委員　思ったより少なかったので、次の

質問はやめようかなと思っていましたけれど一応聞

 きます。

  職員の仕事が委託先の進捗管理とか、報告書を作

ることがメインになっている方がいるんじゃないの

かなということを聞かれました。これは実際どうで

すか。本来の県職員の業務の在り方とか、そういっ

たところについて、何かほかの部署との違いとかあ

 りますか。

○溜政仁知事公室長　ほかの部署との違いとかとい

うのが、すぐには浮かばないんですけれども、基本

的に外部へ委託するという場合は、高度あるいは専

門的な知識技能を必要とし、県で直接実施すること

が困難な場合や、外部に委託することにより事業の

効率化やコスト縮減が図られる等、合理的な理由が

ある場合に行っていると承知しています。事業の効

率化、コストの縮減とかというのは維持管理業務に

なるかと思います。高度あるいは専門的なものとい

うのは、我々調査研究分の委託が結構あるものです

 から、それがそれに当たるのかなと。

  そういう調査委託に関しましても、例えば有識者

のヒアリングを行う場合でも、必要に応じて職員が

委託先と一緒に話を聞いたり、例えばシンポジウム

を行うにしてもその選定、誰にするかとか、どうい

う立てつけでやるか、どこでやるか等については、

当然その委託先と県の担当者が調整して行っている

というところなので何というんですか、進捗管理だ

けというのは、当たらないのかなというふうに考え

 ております。

○花城大輔委員　分かりました。 

  次に資料３－４の中の令和６年度当初予算の概要、

１ページ、消防防災ヘリについてです。これ補正予

算の審査のときに、航続距離等について質疑があり

ました。これ何キロメートルと言ってもちょっと分

かりにくいので、どこまで飛べるよというような言
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い方ができれば分かりやすいかなと思います。どれ

 くらいの距離が飛べますか。

○山里永悟防災危機管理課長　航続距離についてで

すが、このヘリの機体については先島地域の市町村

であったりとか、消防本部も参加しております機体

整備検討ワーキンググループというところで検討を

進めました。先島や大東地域まで航続が可能である

こと、また幅広い任務に活用可能で他県でも多く配

 備されている中型機としております。

  機体の航続性能の検討では、他県で消防防災ヘリ

のパイロットを務めた方にもちょっと入っていただ

きまして、また機体の製造メーカーのシミュレーショ

ンとかも使いまして、例えば救助任務の機体装備、

消防防災は多機能ですので装備品がちょっと変わっ

てくるんですけれど、救助任務の機体装備、また搭

載資機材、乗員は７名を想定すると航続距離484キロ

メートル、救急任務の機体装備では552キロメートル

というシミュレーションを得ております。南北大東

地域までが約350キロメートルで、新石垣空港、石垣

島まで約420キロメートルですので運行が可能と考え

 ているところでございます。

○花城大輔委員　そうなんですよね。私もこの補正

予算のときの審査が終わった後、ある方から連絡が

あって、大東島まで飛べますかという質問だったん

ですけれど、課長が飛べますというような答弁をさ

れて。ただ何人乗るかと、どんなものを積むかによっ

て変わりますよという言い方でした。今、課長の答

 弁も多分そういう内容だったと思います。

  また、あるパイロットは自身のＳＮＳで、天気が

よくて向かい風がなければ、石垣までは行けるかな

というようなニュアンスのことも書いていました。

なので、このことについては、私、多分この防災ヘ

リを期待している人たちは100点を求めているんだと

思うんですよ。この場合はどうですか。全てに対し

て、これはしっかりとできますということを聞かな

いと納得いかない人が多分多いんだろうと。これは

誰が悪いとかということではなくて、それくらい期

待されているということだと思います。なので、何

ができて何ができないのか、こういった分野が得意

で、こういった分野はどうなのか。単独でできるこ

とが何で、どこかと連携をしてやらないといけない

ことは何なのか。これをしっかりと出すべきだと思

います。そうすると県民の多くも納得していただけ

 るのではないかなと。

  毎日、大東島に行かないといけないのであればそ

れはそうですけれども、今の大東島に行く場合のケー

スとしては、比較的時間に余裕があって、給油する

ことも可能で、そして利用する方たちの命に直接関

わらない状態だけが想定されているというふうに聞

きました。でもそうでない場合はどうするのか、そ

の場合はやっぱり海保とか、陸上自衛隊とかの力を

借りることになっているわけですよね。なので、そ

れをよく分かるように整理して出したほうが私はい

 いと思います。

  そして、次の質問に移るんですけれども、管理業

務がありますね。例えば資機材の整備とかいろんな

メンテナンス、この辺についてどのような計画があ

るかということを少し、今、分かる範囲で聞かせて

 いただきたいと思います。

○山里永悟防災危機管理課長　今、御指摘ありまし

たように、最初、機体の開発導入費用であるとか施

設の整備というものがかかります。その後、運航開

始後についての御質問ですが、当然、機体の維持管

理、運用管理、あと施設自体の維持管理費、またパ

イロットや整備士など、専門スタッフも委託をして

確保しなければいけませんので、そういったもろも

ろを含めますと、ランニング費用として県が負担を

予定しているのは、年間２億4400万を考えておりま

 す。

  市町村には市町村消防職員から派遣される航空隊

員、消防職員の人件費6600万円を41市町村で案分で

 負担いただくということを計画しております。

○花城大輔委員　このヘリコプター自体が20億で、

ランニングコストが２億円かかって、その他にも多

分基地というんですか、あれも造りますよね。それ

くらいの費用をかけることになるので、ぜひこの防

災ヘリがあるおかげでどのようなことができるのか、

先ほど言ったような内容に合わせて、整理していた

 だければなと思います。

  それで、次の質問に移りますけれども、同じペー

ジのアジア太平洋地域平和連携推進事業。これは有

識者会議のイメージ、回数とか人数とか、どのよう

なことを求めているのか、説明をお願いしたいと思

 います。

○長嶺元裕基地対策課長　アジア太平洋地域平和連

携推進事業においては、これまで令和４年度以降、

調査を行ってきた東アジア及び東南アジア諸国等と

の連携の可能性や、アジア太平洋地域において沖縄

が果たす役割などを議論し、各国の有識者等から意

見や助言を受ける会議を１回、開催したいと考えて

 おります。

  会議を構成する有識者等は、東アジア及び東南ア
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ジア諸国等の12の国、地域のうちから５名程度を選

定することを想定しております。この有識者会議を

通して沖縄県がアジア太平洋地域の国、地域との積

極的な交流や、関係構築に取り組むに当たっての課

題や留意点、効果的な連携手法などを把握し確認を

 していきたいと考えております。

○花城大輔委員　この有識者会議の構成メンバーと

 いうのはもう決まっているのですか。

○長嶺元裕基地対策課長　現時点では決まっており

ませんが、参加者につきましては、これまでの調査

で得られた連携の可能性も踏まえ、候補者を選定し

 ていきたいと考えております。

○花城大輔委員　候補者選定に当たっては、何か決

 まり事がありますか。

○長嶺元裕基地対策課長　具体的にこの方というよ

うな基準があるわけではございませんが、これまで

の調査を踏まえて、候補者を検討していきたいと考

 えております。

○花城大輔委員　最後に嫌みのようなことを言いま

すけれど、申し訳ないですけれど、私はあまり何か

その辺の人選みたいなものは信用していないです。

過去にも、うわさの会食とか、そのうわさの会食に

出た人が理事を務める企業が690万で委託料を受けた

りとかですね。本当にどのような人が県の、この県

民に対するメッセージを発出する会議の中にいるの

かなということも非常に疑問があります。前に私の

一般質問の中だったんですけれど、知事公室長はそ

の委託先を選定するときに、どこまで調べるかとい

うところはあまり明言はなかったと思いますけれど

も、私、この辺も公開してしっかりとやるべきだと

思いますので、この会議自体の成果については期待

をしたいと思いますから、今言った私の疑問点につ

いて、また明らかにしていただきたいなと思います。 

   以上です。

○又吉清義委員長　仲田弘毅委員。 

○仲田弘毅委員　お疲れさまです。 

  宮城部長、これ質問通告はしていないのですが、

 ちょっと一括交付金について質問させてください。

  本県の財政は自主財源の割合が低く、国の地方財

政制度に大きく依存した構造であることは、従来か

ら指摘されているわけですが、まず一般会計予算に

ついて本県の予算は2678億円、１億円の減。そして

一括交付金がソフトで394億円、これは増になってい

るわけですね。ハードに関しては昨年と同額という

ことなんですが、これまで3500億の沖縄振興予算か

らずっと減額が続いてきた中で、下げ止まりが歩留

りというのですか、それが止まっているような感じ

がいたします。その中で、その減額が続いていた予

算が止まって、今後どうするかということになると

思うのですが、県としてどのような努力をしていて、

今現在に至ったのか。そういったもし努力要素があ

 れば、お聞かせ願いたいと思うのですが。

○宮城力総務部長　委員がおっしゃるように、沖縄

振興予算の減額が続いてきて、特にハード交付金の

減額の影響が非常に大きいという市町村長の御意見

 もいただいてきたところです。

  これは県だけではなくて、市町村も含めた沖縄の

声として、関係要路に要請をしてきたところと、あ

と特にハード交付金については具体の事業箇所、こ

の事業箇所それぞれでどういう状況に陥っているか

 というのを箇所ごとに御説明してまいりました。

  県だけではなく、市長会、町村会の皆様のお力添

えもあって、あと県関係選出の国会議員のお力添え

もあってハード交付金、同額ではあったのですが、

令和４年度、５年度補正予算で29億、39億、予算措

置していただきました。ソフト交付金についても４億

 円を増額していただきました。

  県の要望とは大分かけ離れてはおるんですが、一

定の配慮をいただいたということで認識していると

 ころでございます。

○仲田弘毅委員　部長がおっしゃったように、この

一括交付金の検討、各市町村との配分比率というか、

これは５対３から始まって、現状各市町村の要望み

 たいなものは今どうなっておりますか。

○宮城力総務部長　当初の10年間、５対３という配

分にいたしました。この５対３の考え方からまず御

説明いたしますと一括交付金、ソフト交付金ができ

る前は200億円、県関係の予算があって、これがソフ

ト交付金に吸収されて総額800億という数字になりま

 した。

  従前、県に配分されていた約200億円を除いて、残っ

た600億円は県市町村で折半にして１対１にすると市

町村が300億、県が200億プラス300億で500億、それ

で５対３という配分で当初始まったのですが、減額

が続いてきたときに、県としては市町村事業の影響

をなるべく小さくしようということで５対３に分け

た後で、県分から市町村に数十億寄せるということ

も何年間か続けてきましたが、令和４年度からは令

和３年度の県分から市町村に配分を寄せた後の数字

が11対９という配分割合でしたので、この11対９の

配分割合で市町村の皆様にお願いをして了解いただ

 いているところです。
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  ただし、一部の首長さん等からは、これは11対９で

はなくて１対１にすべきではないかという声もいた

だいているところです。ただし、今、県と市町村を

１対１にすると、県分の事業で一番大口である交通

コストの負担軽減だとか、農林水産物の不利性解消

とか、その辺りは結構大きな額ですので、この部分

については、県は減額基調が続いてきても一定の水

準をずっと維持してきました。交通コストについて

は令和６年度は逆に増やしている状況でございます。

この辺りの事業の展開が難しくなるということで、

ぜひ11対９でお願いしたいというところでございま

 す。

○仲田弘毅委員　県もそうですけれども、各市町村

は財源がなくて、継続事業ができないような状況に

追い込まれている地域もあって、どうにか配慮して

いただきたいという、こういった要請がどんどんど

んどん今入ってきているわけです。そういった意見

も吸収して、１対１には完全にできないにしても、

ある程度の配慮が必要だと思うんですが。ここのと

ころはこれは要望として、ぜひお願いしたいと思い

 ます。

　それでは通告してありますように、当初予算案の

 概要、資料３－４から質問をさせてください。

　まず最初は１ページのワシントン駐在員活動事業

費でありますが、この事業は8000万の予算になりま

すが事業内容ですね。経費等含めての区分けみたい

なものが御答弁できればありがたいと。先ほども、

うちの仲村委員から質問がありましたけれども、ダ

 ブらないような状態でお願いします。

○長嶺元裕基地対策課長　ワシントン駐在員活動事

業費については、基地問題に関する情報収集、それ

から辺野古新基地に反対する県民世論及びそれを踏

まえた建設阻止に向けた知事の考えや沖縄の正確な

状況を、米国政府、連邦議会等へ伝えるなどの情報

 発信を行っているところでございます。

  令和６年度の当初予算額は7950万8000円、前年度

と比較して456万4000円、6.1％の増額となっており

ます。経費の内訳については旅費が307万円、委託料

 が7643万8000円となっております。

○仲田弘毅委員　ちなみに委託は何という会社で

 しょうか。

○長嶺元裕基地対策課長　令和５年度については、

 ワシントンコアという会社に委託をしております。

○仲田弘毅委員　米国における政策の調査費という

 のもありますか。

○長嶺元裕基地対策課長　米国における政策調査に

 特化した費用というのは、計上はしておりません。

○仲田弘毅委員　その委託料の中に入っているとい

 うことはないですか、ワシントンコア社含めての。

○長嶺元裕基地対策課長　委託料につきましては、

ワシントン駐在の運営支援、具体的には事務所の家

賃ですとか、諸経費にかかる支援を、支援に係る経

 費を委託をしております。

  もう一つございまして、駐在員の活動に係る支援

ですとか、専門家等による米国への働きかけの支援

など、米国政策等への影響を効果的に働きかける適

切な方法、解決法を求めるための経費として計上し

ておりまして、こちらは活動支援していただくとい

 う形での委託となっております。

○仲田弘毅委員　7500万から8000万に500万増額とい

う事業ですが、関連して本県の海外事務所は何か所

 ありますか。

○嘉数広樹行政管理課長　お答えいたします。 

  本県の海外事務所、まず北京、上海、それから香

港、台北、シンガポール、ソウル、ワシントンとい

 うことで合計７か所の海外事務所がございます。

○仲田弘毅委員　おのおのの海外事務所、各事務所

の年間の諸経費、総予算額というか、そういったも

 のも分かりますか。

○嘉数広樹行政管理課長　申し訳ございません。 

  今手元に資料がございませんので、把握はしてい

 ない状況です。

○仲田弘毅委員　ワシントン事務所以外に海外にこ

れだけあるということも、ぜひ皆さんに御披露して、

どのくらいの予算がかかっているかということも、

 ぜひ県民に広く示していただきたいと思います。

  同じく危機管理、消防防災ヘリについて伺います。

１億7800万の事業でありますけれども、令和５年度

の補正予算で１億6900万余りが減額補正になってい

 ますが、その理由はどうなっているのですか。

○山里永悟防災危機管理課長　消防防災ヘリの、令

和５年度の予算が大きく減額補正に至った理由でご

ざいますが、この事業の内容がヘリ基地センターの

基本設計及び実施設計、あと大阪航空局に空港等設

置許可であるとかヘリポート専用のライト、航空灯

火の設置許可など、ヘリポート整備に必要となる審

査手続等のそういった必要な経費となっておりまし

 た。

  これについてですが、県及び県内全市町村、41市

町村で構成する協議会において協議を重ねてまいり

 まして、４つの議案にまとめました。

  こちら最終的には、首長である41市町村長の皆さ
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んに、御承認を今お願いしているところでして、現

在、39の市町村長からは承認をいただき、石垣市長

及びうるま市長からは承認がいただけていないとい

う状況でございまして、年度内での執行が難しくなっ

たものですから、減額の補正をさせていただいたと

 ころでございます。

○仲田弘毅委員　これは両市長との承認が得られな

いから、減額補正で繰り越したということで理解し

 てよろしいのでしょうか。

○山里永悟防災危機管理課長　消防防災ヘリコプ

ターの整備推進事業については市町村消防の強化、

また市町村消防を支援する目的で導入するというこ

とでございまして、また派遣いただく航空隊の皆さ

んというのは、各市町村の地理であるとか、地域に

精通した消防隊の職員を派遣いただくということが

 必須のこととなっております。

  なので、この大きな両市の市長の御承認を得ない

と、航空隊の編成にもちょっと課題が出てまいりま

すし、本来の意味というのもちょっと変わってくる

ものですから、両市長の御承認をいただけるよう、

 引き続き説明を重ねているところでございます。

○仲田弘毅委員　両市長の了解、承認が得られない

 という大きな根拠、理由は何でしょうか。

○山里永悟防災危機管理課長　私も両市長への説明

も直接伺わさせていただきまして、非常に熱心に確

認をされています。非常に納得したいんだという熱

 意を感じるような状況でございます。

  両市長からは、航空隊の隊員として市町村消防職

員を派遣すると、御承知のように、消防隊員という

のはかなり貴重な存在ですので、出さなければ成り

立たないのかとか、そういった確認等もございまし

たし、また基地の整備場所として、中城村の消防学

校ということで協議会で決議をいたしました。これ

 についての重ねての確認もございました。

  また、航空隊として消防職員を派遣して、地元の

消防職員に戻ったときに、この派遣経験がどのよう

に生かされるのかといったことの確認も求められま

して、現在、先進、他県で具体的なヒアリングとか

も行ってまとめ上げて、説明を重ねているという状

 況でございます。

○仲田弘毅委員　ちなみに航空隊、つまりヘリのパ

イロット、それから消防隊員というのは、おのおの

１機につき、何名が乗り込む予定になっていますか。 

○山里永悟防災危機管理課長　任務によりかなり変

わってまいりますが、救助活動なのか、消火活動な

のか、捜索活動なのかということで変わっていきま

すが、パイロットは基本的に２人体制ということで

ございまして、当然、消防活動をしますので消防隊

 員に乗っていただくことになります。

  救急活動のときには救急救命士の方に乗っていた

だくことになりますし、ちょっと増減するのですが、

航続距離のシミュレーションで、先ほど花城委員に

も説明を差し上げたのですが、７名を想定してシミュ

 レーションをしているところでございます。

○仲田弘毅委員　この７名というのはヘリに、例え

ば市町村の消防から派遣するということになります

 とどういう配属になりますか、各消防署。

○山里永悟防災危機管理課長　ちょっと派遣のロー

 テーション的なところでよろしいですか。

○仲田弘毅委員　はい。　 

○山里永悟防災危機管理課長　分かりました。 

  基本はやっぱり那覇市消防局が一番大きいので、

那覇市消防局からは常時１人以上は出していただく

ことをお願いしています。各消防本部からは、基本

は３年サイクルでローテーションで出していただく。 

　ただ、離島、宮古の消防本部、石垣の消防本部、

あと久米島の消防本部に関しては、離島ということ

もあってちょっと大変なので、皆さんで協議をした

結果、４年で１回派遣していただくという、ちょっ

と軽減措置を設けて決議を得たところでございます。 

○仲田弘毅委員　そういうふうな負担比率の問題で、

 両市長ともめているということはありませんか。

○山里永悟防災危機管理課長　基本的には人の派遣

について、その必要性については度重ねて説明を求

められていたり、どういう派遣形態になるのかといっ

 たことは確認がございます。

  ただ、何か出すこと自体に、正面から反対をされ

ているというような感触がちょっと今ないので、ど

こまで今意見交換をしている状況を申し上げていい

のか、ちょっと思いあぐねているところはあるので

すが。非常に、今確認を求められているといった状

況でございまして、委員が指摘した派遣体制の確認

もちょっと大きな確認事項とは確かになっています。 

○仲田弘毅委員　早めに話し合って、コミュニケー

ションを密に持って、納得の上で話をぜひ進めてい

 ただきたいなと思います。

  次に不発弾処理事業についてお聞きしますけれど

も、昨年度27億3100万円の予算執行率は、どれくら

 いの執行率だったでしょうか。

○山里永悟防災危機管理課長　お答えします。 

  令和５年度の執行状況でございますが、２月22日

時点で予算額が27億8387万円で、執行額27億6674万
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 円で、執行率99.3％という状況でございます。

○仲田弘毅委員　これだけすばらしい執行率がある

んですが、地域からは個別の要請要望に応えていな

いという意見も随分あるわけです。そういった公共

事業は別として、個人、県民需要に応えているかど

うかというのが問われているのですが、当局として

 はどういう判断をしていらっしゃいますか。

○山里永悟防災危機管理課長　確かに、ちょっと限

られた予算内での執行となっておりますが、広域に

関しては、県事業ですので県事業の早期発注である

とか、市町村にも補助を出しておりまして、その市

町村事業に対する早期発注であるとか、市町村と頻

繁にヒアリングをして、執行状況を確認しながら、

ちょっと執行の結果としてバックが出たりするもの

ですから、そういったものを早めに押さえて住宅の

補助に流用で回すとか、そういったことを常時取り

組んでおりまして、それで県民ニーズに応えられる

よう効果的な予算執行に取り組んでいるといったと

 ころが現状でございます。

  ただ、委員のところに、ちょっと十分ではないと

いうお声も届いているということなので、そちらは

真摯に踏まえて事業執行、また予算確保に引き続き

 取り組んでまいります。

○仲田弘毅委員　不発弾の問題、今からあと90年も

続くと言われていますので、早めに県民の目線で、

末端に目が届くような不発弾処理事業をやっていた

 だきたいなと思います。

  次に、２ページの私立学校等教育振興費について

でありますが、事業内容についてちょっと教えてい

 ただけませんか。

○山内昌満総務私学課長　私立学校振興費の中身と

しましては、私立学校及び専修学校、各種学校等の

運営費等を補助し、健全な発展と教育内容の充実を

期すとともに、就学支援等により低所得世帯の負担

軽減を図るというような事業でありまして、補助事

 業として８事業が組まれているところです。

○仲田弘毅委員　現在、どの程度の子供たち、ある

いは生徒の皆さんが、その恩恵を受けておりますで

 しょうか。

○山内昌満総務私学課長　細かい事業、様々ありま

すので、例えば一番額が大きい高等学校等就学支援

 金の対象人数についてお答えします。

  今、この対象人数につきましては、令和４年度決

算の実績で17校、２万1191人に対して就学支援金を

 支給したという実績がございます。

   以上です。

○仲田弘毅委員　ただ残念ながら、この事業も補正

予算で減額になっているんですね。対象者の見込み

が低かったというのが減額の理由なんですが、予算

というのは本当は減額を早めにやることによって、

その減額した分は、予算として生かされる方法を取っ

ていただきたいということを、ずっと我々は申し上

げてきているわけですが、減額補正をやるというこ

とで、本当に全体的に子供たちに迷惑がいっていな

いかどうか、そこのところは大丈夫なんでしょうか。 

○山内昌満総務私学課長　委員おっしゃいますよう

 に、２月補正で減額の補正を出しております。

  この高等学校就学支援金につきましては、就学支

援法に基づきまして支給されているところで、中身

としましてはそれぞれの所得金額に応じまして、私

立の高等学校については授業料相当額を補助すると

いう内容でございますが、これについては、各年度

について対象の生徒さんの見込みとかが、過去の実

績に基づいて予算計上しているところでありまして、

それが実際予算を組んで執行する段階になりますと、

見込みより生徒数が増える場合には不足が生じます

 ので、これについては補正増いたします。

  また、実績を見まして生徒数が減ると予算額を下

回る場合につきましては、県の他の事業の兼ね合い

もありますので、ある程度余裕を持ちつつ、明らか

に不用になるという部分については、２月補正で減

 額ということで対応しております。

  令和５年度につきましては、当初予算で過去の実

績から見込んだ生徒数よりも実績が少なかったもの

ですから、明らかな不用分について減額補正をした

 という経緯でございます。

   以上です。

○仲田弘毅委員　4500万余りの減額補正でしたから、

でも令和６年度で、また27億も予算は組まれており

ますので、それを生かすように、しっかり総務私学

 課で頑張っていただきたいなと。

　次は24ページ、公安委員会ですけれども、４の交

通安全の確保に関する事業で、信号機のことについ

 てであります。

　沖縄県内で信号機設置の要望や設置件数等につい

 て、まずお聞きしたいと思います。

○安里準交通部長　信号機の設置等についてお答え

 します。

  まず、令和５年度における信号機の設置について

 御説明いたします。

  令和５年度は信号機の設置要請として、各警察署

から警察本部へ上申されたものが26か所ございまし
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た。警察本部では上申を受けて交通量、交通事故の

発生状況、周辺における道路環境や施設の設置状況

のほか、信号機以外の対策による事故抑止の可否な

どを総合的に考慮し、10か所への信号機設置を進め

 ているところでございます。

  次に、令和６年度における信号機の設置について

 御説明いたします。

  現在、各警察署から警察本部へ上申されている16か

所について、信号機設置の必要性を検討しておりま

して、このうち５か所への信号機設置を想定した予

算を計上して、令和６年度当初予算に4645万6000円

を計上いたしました。今後とも関係機関と連携し、

 交差点の安全対策に努めてまいります。

○仲田弘毅委員　ここ数年、地元うるま市のほうか

ら、ぜひ、そこの信号機をどうにかしてもらいたい

という要請を受けてきているのですが、うるま市に

 関してはいかがでしょうか。

○安里準交通部長　うるま市内の信号機設置につい

 てお答えいたします。

  現在、うるま市内において設置に向けた準備を行っ

ている交差点が１か所ございます。今後も関係機関

と連携して、交差点の安全対策に努めてまいりたい

 と思います。

○仲田弘毅委員　いい返事をいただきましたので、

 これで終わりたいと思います。

○又吉清義委員長　山里将雄委員。　 

○山里将雄委員　それじゃ、お願いします。 

  今、仲田委員から信号機の件があったものですか

ら、続けて、その件から、私もちょっと確認をして

 いきたいなと思います。

  その前に、私、議員になって当初から、名護の志

味屋線と84号線の信号の件で聞いてきたんですけれ

ど、これがやっと信号が設置できました。もう本当

に長くかかったなというのはあるんですけれども、

 ありがとうございました。

  ただ、そこは信号ができて非常によくなったんで

すけれども、手前のほうで白銀橋のところが逆に信

号がなくなったことで、ちょっと複雑な交差点です。

ここ、今非常に不便な状況になってしまったという

ことがありますので、ぜひそこは市とも調整しなが

ら、また県警としても対応を考えていただきたいな

 と思います。

  それでは質問しますけれども、先ほど仲田委員の

ほうに今回５年で26か所の要請があったと。そして

６年には何か所でしたか、16か所ですか、上申が上

がっているということだったんですけれど、ちょっ

と意外だったんですね。もっとたくさんの上申があ

る、要するに各地域から信号設置してほしいという

ような話があるのかと思ったんですけれども、それ

だけということだったんですけれども、実際それだ

けなのですか、その程度ですか。程度というのはご

 めんなさい、おかしいですけれど。

○安里準交通部長　現在、交通信号機の設置要請に

つきましては、各警察署のほうで取りまとめて、警

察本部に上申しているということですので、現時点

 ではこの数となっております。

○山里将雄委員　予算が立てられて、上申があって

それだけの設置を検討して、設置するわけですけれ

ど、その全てを設置するわけじゃない。先ほど26か

所のうち10か所を設置したという話でしたので、こ

の予算については、10か所で全て消化したというこ

となんですか。それとも繰越しとかもあるのでしょ

 うか。

○源河朝明交通規制課課長補佐　お答えいたします。 

  今回、信号機10機の設置を進めておるところなん

ですけれども、２か所につきましては、埋設物の調

査等で時間を要したために、繰越しの手続をいたし

 ております。

   以上です。

○山里将雄委員　分かりました。 

  この信号機については、毎年毎年、設置していく

のに予算をしっかり取らないと、やっぱり地域から

の要望に応えられないと思うんですね。優先順位、

優先順位と言いますけれども、どこも優先だと思い

ます。必要だから上申するわけでね。だからそれを

ちゃんと対応していくためには、やっぱり予算をしっ

かりと取っていかなきゃならないと思っていますが、

その辺の予算については、どのような考え方で、い

 わゆる予算、財政畑との調整をしているのですか。

○安里準交通部長　各年度、各警察署からの上申等

も踏まえまして、交通量、事故件数等を考慮して、

あと道路管理者との兼ね合いもございますので、道

路条件も見ながら、その年度年度、予算も増減がご

ざいますので、予算の枠で優先順位を立てていただ

 きまして設置しているという状況でございます。

○山里将雄委員　これからも交通安全のための信号

設置については、しっかりと対応していただきたい

 と思います。

  それと、これは県警等の担当ではないとは思って

いるんですけれども、ここに信号機とか道路標識と

か道路標示となっているんですけれども、そこは県

警の事業の中でと分かるんですけれど、道路に立っ
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ている案内標識ですか、案内版ですか。新聞にも載っ

ていましたし、また我々のところでもそんな話があ

るんですけれども。要するにもう見えなくなってし

まっているということで、観光立県の沖縄としても、

ちょっと恥ずかしいという感じがあるんですけれど

も、この辺について県警としては、道路管理者と、

これは要するに交通の安全にも関わることだと思う

んですけれども、管理者とその件については何らか

 の協議とか調整とかしていますか。

○安里準交通部長　道路管理者等々で定期的な情報

交換の場を設けてはおりませんけれども、文字が消

えて見えづらい案内標識を覚知した際には、関係す

る道路管理者に対し個別に情報を提供しております。 

○山里将雄委員　ぜひ、そこも併せて、できるだけ

 の対応をお願いしたいと思います。

  公安委員会、県警については以上としまして、次

に知事公室についてです。新規事業について、２つ

ほどありましたので、ちょっと確認をしたいなと思

います。この２の消防共同指令センター全体更新整

備支援事業ですか、これについて一般、代表質問と

かでも取り上げられていたような気もするんですけ

れど、まず改めて事業概要についてお聞かせくださ

 い。

○山里永悟防災危機管理課長　沖縄県消防指令セン

ターですが、各消防本部等の119番通報の受理等を一

元的に処理する役割を担っておりまして、現在は、

嘉手納町のニライ消防本部内に整備されております。 

  同センターですが、令和８年度にシステム全体更

新の必要がございまして、施設をうるま市へ移転予

定となっております。その際、新たに沖縄市と浦添

市も参画するということで、今、調整が進んでいま

して、こうしたことを踏まえまして、県は同センター

の施設建築及びセンター内に設置する共用機器整備

に係る経費について、市町村の実質負担額の３分の

２を補助することとしております。そういった事業

 となっております。

○山里将雄委員　新しい指令センターの建物も、そ

れから機器も整備するということなんですけれども、

県の事業費が３億3700万円となっておりますけれど、

市町村の負担もあるわけですよね。市町村の負担も

含めての全体の事業費というのは、幾らぐらいにな

 るのですか。

○山里永悟防災危機管理課長　全体の事業費ですが、

消防指令センターの施設整備に係る建築費が22億

9675万、またその中に整備する共用機器という精密

機械があるんですけれど、その機器の整備費が18億

3044万ございまして、約41億2000万円となっており

 ます。

○山里将雄委員　41億、非常に大きな事業だと思い

ますけれども、財源の内訳といいますか、県、それ

から国もあるんですよね、当然ね。それと市町村。

その割合とか、その辺はどういうふうになっていま

 すか。

○山里永悟防災危機管理課長　ちょっと非常に大き

い事業費でございますが、まず緊急防災減災事業債

の充当が可能となっておりまして70％が交付税措置

されますので、市町村の実質負担額が約12億3000万

円となっております。市町村の実質負担額の３分の

２、８億2544万円を県が補助するということでござ

いまして、市町村の負担額は４億1271万円、これを

 参画市町村で案分するという内容でございます。

○山里将雄委員　国としては交付税措置でというこ

とになるわけですね。措置をして市町村が４億1000万

の負担ということなんですけれども、この指令セン

 ターは実際にいつからスタートしたんでしたっけ。

○山里永悟防災危機管理課長　現在の嘉手納町ニラ

イ消防本部内に整備されているのは平成27年度でご

 ざいます。

○山里将雄委員　27年度というと何年ですか、10年

くらいになるんですか。そのときに新しく機器等も、

建物はそのまま使ったのかな、もともとある建物を

 ね。嘉手納のほうですよ。

○山里永悟防災危機管理課長　今おっしゃったよう

に、もともとある建物をちょっと増改築するような

 形で整備しております。

○山里将雄委員　大体10年くらいたっていると思う

んですけれども、機器については、やっぱりその10年

でもう更新しなければならない。10年というと、そ

んなに長くはないというような気がするんですけれ

 ども、その辺はどうなんですか。

○山里永悟防災危機管理課長　主に更新の必要性に

迫られているのは精密機器です。こちらの全体的な

更新の目安が８年から12年となっておりまして、こ

れはちょっと命に関わるシステムでございますので、

重大な不具合が発生する前に更新する必要があるこ

 と。

  また、技術進歩が著しいので、通信技術の高度化

などで新たな技術の導入の必要性に迫られておりま

して、そういったことで全体更新が必要となってお

 ります。

○山里将雄委員　先ほど答弁の中でどこでしたか、

２市町村でしたか。今回新たに加わるというお話で
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したが、これでもう全ての消防が参加するというこ

 とになるのでしょうか。

○山里永悟防災危機管理課長　現在の36市町村から、

２団体参画を、今調整しておりまして、38市町村に

なる見込みでございます。３市町村がちょっとまだ

ということでございまして、那覇市消防局と、あと

本部町と今帰仁村は共同の消防組合を持っておりま

して、２町村で１つの組合になっておりますが、こ

の３団体が、今回ちょっとまだ参画をしていない状

 況でございます。

○山里将雄委員　分かりました。 

  全てが入れるように努力してもらいたいと思うん

ですけれども。この支援センター、たしかもともと

消防の広域化の話といいますか、それが進められて

いた中でなかなかそれがうまくいかないというか、

まとまらない状態の中で、この指令センターを先に

という感じで始めたというふうに、私はちょっと理

 解というか、記憶しているんですけれども。

  この消防の広域化については、今どういう状態に

なっていますか。それはもう広域化については、今

 はやらないというような状況なのでしょうか。

○山里永悟防災危機管理課長　消防の広域化は、引

き続き重要な県の取組のテーマでございまして、一

気にというよりはちょっと段階的な広域化であると

 か、業務の連携協力などを想定しております。

  今回の消防指令センターの、要は沖縄市、浦添市、

かなり大きな団体が加わることで管轄面積が県土面

積の94.1％になります。人口も112万人となっており

まして、消防広域化にもこの連携協力の点からも重

 要な位置づけと考えております。

○山里将雄委員　時間がないので次に行きたいと思

いますけれども、もう一つ、その下にあるおきなわ

＃7119事業ですか、これについてちょっと聞きたい

と思います。そもそも、この＃7119はどういう意味

 なのですか。

○山里永悟防災危機管理課長　おきなわ＃7119事業

ですが、急な病気などで救急車を呼んだほうがいい

のかどうか迷った際に、気軽に医師や看護師等から

アドバイスを受けられるように、電話相談窓口を設

けるという事業でございます。本事業の導入により

切迫している救急車の適正利用であるとか、救急医

療機関の受診の適正化を期待しているところでござ

 います。

  なぜ＃7119かというところでございますが、一応

国に確認しましたところ、東京都がまず全国に先駆

けて開始した事業ということでございまして、これ

が好事例として、総務省消防庁が全国に導入を推進

してきたという経緯がございます。短縮ダイヤルを

管理するＮＴＴの仕様上、東京都の短縮ダイヤルが

＃7000台から始まるらしくて、それが119番とつな

がって＃7119になったものというような説明をいた

 だきました。

○山里将雄委員　分かりました。 

  電話での相談ということのようなんですけれども、

これはどんな事業所といいますか、委託するわけで

すよね。どんなところに委託することになるのです

 か。

○山里永悟防災危機管理課長　委託先としては、実

績のあるお医者さんや看護師が常駐する体制が取れ

る、いわゆるコールセンター事業所に公募で委託を

 予定しております。

○山里将雄委員　これは県内ですか。 

○山里永悟防災危機管理課長　全国で実績のある事

業所を見てみますと、必ずしも県内には限られない

 状況でございます。

○山里将雄委員　公募ということなんですけれども、

県内あるいは県外から公募があったときに幾つかあ

るかもしれない。これは選定といいますか、どのよ

 うな形で選定を進めるんですか。

○山里永悟防災危機管理課長　まず選定委員を任命

して選定していくことになりますが、ちょっと選定

の要領、要綱等はまだまとめていない段階でござい

ますが、一般的にはやはり専門的な見地からの選定

も必要ですので、医療職の専門家の方であるとか、

県職員もいらっしゃいますので、そういった方にも

 入っていただきながらですね。

  あと、実際の市町村で利用される方に近い方にも、

ちょっとお願いしたほうがよいかというふうに考え

 ているところでございます。

○山里将雄委員　電話での相談は健康の相談になる

のかなという形になると思うんですけれど、これ相

談は電話なので当然そうだと思うんですけれど、無

 料でできるんですよね。

○山里永悟防災危機管理課長　はい。 

   無料で24時間受け付けます。

○山里将雄委員　市町村の負担もありますか。 

○山里永悟防災危機管理課長　事業費の負担の考え

ですが、結論から言うと市町村にもちょっと負担し

ていただきます。委託事業費の２分の１を県が負担

しまして、残りの２分の１を人口規模等に基づきま

して、市町村で案分負担をしていただくこととなっ

 ております。
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○山里将雄委員　市町村２分の１ということなんで

すけれど、いわゆる県内の全市町村加入しています

 か、参加するのですか。

○山里永悟防災危機管理課長　現在の調整状況です

が、今は必ずしも全市町村の参加を条件にはしてお

りませんで、各市町村に最終の意向確認を行ってい

るところでございまして、可能な限り、多くの地域

で事業を実施できるように取り組んでいるというと

 ころでございます。

○山里将雄委員　電話ですので全市町村が入るわけ

じゃないということなんですけれども、これは相談

無料だということなので誰でも電話できるわけです

よね。参加していない市町村もできるわけなんです

けれども、それは参加していない市町村の住民から

の相談は受け付けないとか、そういうことになるの

 ですか。

○山里永悟防災危機管理課長　県外でもちょっと同

様の事例があるようでして、一部地域のみ実施して

いる他の都道府県では、未実施地域からの相談とい

うのはちょっと残念ながら受け付けられませんとい

うことになっていたり、架電時に自動音声で対象地

域を案内しているといった事例もあるようでござい

 ます。

○山里将雄委員　なかなか、どこからかかってきた

というのは分からないと思うんですけれど。固定電

話であれば市外局番とか見れば分かるかもしれませ

んけれども、携帯とかになると、もうどこからかかっ

て来ているのか、それこそ全国からかかってくる可

能性もあると思うので、なかなかそれを分けるとい

うのは難しいと思いますのでね。県民のあれでもあ

りますので、ぜひ誰でも参加できるような仕組みに

 してもらいたいなと思います。

  まずはそのためには県内の全市町村が、これに参

加すると、加盟するという形で県としても進めてい

 ただきたいなと思います。

   これで終わりたいと思います。

○又吉清義委員長　休憩いたします。 

 　　　午後０時10分休憩

 　　　午後１時29分再開

○又吉清義委員長　再開いたします。 

   午前に引き続き質疑を行います。

   当山勝利委員。

○当山勝利委員　お疲れさまです。 

  午前中にありました項目に関しては質疑いたしま

 せんので、よろしくお願いします。

  まず基地対策調査費について、この特別旅費なん

ですけれども、国外シンクタンク等ヒアリングとい

うことが書いてありますが、内容について伺います。 

○長嶺元裕基地対策課長　特別旅費、国外シンクタ

ンク等ヒアリング80万1000円については、東アジア

地域等の情勢を把握するため、県が現地有識者等へ

 のヒアリングを実施することとしております。

  ヒアリングの対象国としては、米軍が駐留する、

台湾や米軍を訪問軍として受け入れているフィリピ

ン、それから両岸問題を抱えている台湾などを想定

 しております。

○当山勝利委員　今の御答弁だと、台湾とフィリピ

 ンの２か所ですか。

○長嶺元裕基地対策課長　台湾、フィリピンに韓国

 を想定しております。

○当山勝利委員　フィリピンに関しては、具体的に

 どういうことを調査されますか。

○長嶺元裕基地対策課長　フィリピンにつきまして

は、かつて米軍が駐留しておりましたが、一度米軍

が引き上げたというような経緯がありまして、また

近年、強化する協定を結んで、訪問軍として受け入

れているというような状況がございますので、そう

いったフィリピンにおける米軍の駐留の在り方です

とか、対応といいますか、地位協定の部分も運用も

 含めて確認をしていきたいと考えております。

○当山勝利委員　以前、地位協定は調べられて、ま

たそのときは米軍は一旦いなくなって、その後にま

た受け入れたということで、地位協定の変化もある

のかないのかというのを、多分調べられるのかなと

 思いますけれども、そういうことでしょうか。

○長嶺元裕基地対策課長　前回の調査については、

地位協定のポイントを絞って調査をしたこともあり

ますので、それ以外の運用の部分についても確認は

 していきたいと考えております。

○当山勝利委員　分かりました。 

  次に基地対策調査費の委託料のほうなんですけれ

ども、沖縄の米軍基地問題に関する各種調査等につ

 いてということですが、ちょっと内容を伺います。

○長嶺元裕基地対策課長　基地対策調査費に計上し

ております委託料は、3455万9000円となっておりま

す。その主な内訳でございますが、沖縄について容

易に研究や学習ができる環境を整備するため、ジョー

ジ・ワシントン大学に設置した沖縄コレクションの

運営経費が920万円、県内外においてアンケートを実

施し、米軍基地に関する認知度を向上させるために

必要な分析を行います沖縄の米軍基地問題に関する

認知度等調査が512万6000円、それから在沖米軍基地
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に関係する安全保障環境及び関係国の政策等につい

て、具体的かつ最新の動向を把握するための調査で

あります米軍基地に関する基礎情報収集調査が474万

 7000円となっております。

○当山勝利委員　２つ調査のことをおっしゃってい

ました。認知度調査と日米関係等ですね。これは毎

 年やられていますでしょうか。

○長嶺元裕基地対策課長　認知度調査については、

毎年度、実施をしているところでございますが、基

礎情報収集調査については、今年度は実施はしてお

 りません。

○当山勝利委員　基礎調査というのは、何年間に１回

 ということですか。

○長嶺元裕基地対策課長　特に決まりがあるわけで

はないのですが、米軍ですとか国際情勢の変化、米

軍の政策の変化等々がありました場合に、情報収集

 ということで調査を実施しているところです。

○当山勝利委員　近年は、特に日米の合同訓練とか

いうものが、全国的に展開されている中にあると思

いますので、そこら辺も含めて調査されるというこ

 とでしょうか。

○長嶺元裕基地対策課長　今、委員のおっしゃられ

たような日米共同訓練の部分も含めて、調査項目の

１つとすることについても検討していきたいと考え

 ております。

○当山勝利委員　分かりました。 

  そして、国際平和ネットワーク構築の調査研究事

業というものがありますけれども、この事業内容に

 ついて伺います。

○山城憲一郎特命推進課長　お答えいたします。 

  国際平和ネットワーク構築事業は、本年４月から

知事公室に、新たに平和・地域外交推進課が設置さ

れることを受けまして、平和行政と地域外交を一体

的に進めるため、平和を軸とする国際的なネットワー

クを構築し、平和を希求する「沖縄のこころ」の海

外発信を強化する方策を、調査研究する内容となっ

 ております。

○当山勝利委員　具体的に、どういうところに行か

 れるのでしょうか。

○山城憲一郎特命推進課長　本事業の具体的な取組

の中に、例えば済州特別自治道で開催される済州フ

ォーラムでの講演、あるいは済州特別自治道が主導

するグローバル平和都市連帯の活用。この活用の中

にはドイツやフランスの地方都市も入っております。

それから、国内におきましては、長崎や広島県が持っ

ている国際的な平和ネットワークとの連携の強化、

 そのようなことを考えております。

○当山勝利委員　広島、長崎、国内のほうも行かれ

るということですけれども、ここら辺はどういうよ

 うな目的で行かれますか。

○山城憲一郎特命推進課長　広島県におきましては

広島市、長崎県におきましては長崎市を中心としま

して、核兵器の廃絶をテーマとした国際的な活動を

 積極的に展開されていると認識しております。

  かねてから、沖縄県のほうにも平和を軸とした連

携の打診がありましたけれども、なかなか実現に至っ

 ていなかったところがございます。

  このたび、新しく知事公室のほうに、平和・地域

外交推進課が設置されるということを受けまして、

新たな連携方策、平和を軸とした国際的な情報発信

の強化につながる、新しい取組ができないかという

ことを意見交換をしながら進めていきたいと考えて

 おります。

○当山勝利委員　分かりました。 

   ぜひしっかりやっていただきたいと思います。

  それで幾つか、今回事業ができて方向として平和

を求める。また東アジア、東南アジアを含めたアジ

アの平和、もっと広げればもっと世界的な平和も俯

瞰しながらやっているという事業がいろいろあるん

ですけれども、この俯瞰してこういう事業をやって

いく、それぞれの事業をやっていく。それぞれの事

業を今度は俯瞰してまとめるという作業が必要だと

思うのですが、そういう作業はどこがやるのでしょ

 うか。

○山城憲一郎特命推進課長　お答えいたします。 

  まず初めに、アジア太平洋地域平和連携推進事業

という事業が基地対策課の所管で、令和４年度から

実施されてきたものがございます。例えばこの事業

の出発点では、米軍基地問題に関する万国津梁会議

の提言を受けまして、軍事力による安全保障だけで

はなくて、人間一人一人の尊厳を守る人間の安全保

障の考え方を基軸に、アジア太平洋地域全体の平和

と安定の構築を目指して取り組む事業となっており

 ます。

  他方、新年度、平和・地域外交推進課のほうで実

施いたします国際平和ネットワーク構築事業は、平

和行政と地域外交の一体化を進めて、軸としては平

和をフォーカスして、海外の自治体との連携を強化

 するという新たな取組となっております。

  これらの事業は、スキームであるとか、アプロー

チ先が異なりますけれども、アジア太平洋地域の緊

張緩和と信頼醸成につなげるという目的を共有して
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おりますので、令和６年度は平和・地域外交推進課

に所管を一元化しまして、両事業を連携させながら、

 事業効果を高めていきたいと考えております。

○当山勝利委員　分かりました。 

  全体的な取組というのをそこでやられるのか、そ

れとも万国津梁会議というのもありますよね。そこ

でやられるのかはちょっとよく分からなくて、その

 関係性はどんな関係になりますか。

○山城憲一郎特命推進課長　お答えいたします。 

  令和６年度の組織改編の１つ、冒頭で知事公室長

から御説明もありましたけれども、万国津梁会議が

これまで文化観光スポーツ部の交流推進課のほうで

所管していたものを、令和６年度からは知事公室の

 特命推進課のほうで担うことになっています。

  万国津梁会議の新たなテーマとしては、一つに平

和行政に関する万国津梁会議というテーマが上がっ

ております。こういったことで、庁内の複数部局に

またがっていた平和を軸とした取組を、知事公室の

ほうで１つにまとめて、新しくできる平和・地域外

交推進課のほうで、国際的な取組の強化も含めて実

施するという考え方の整理で行っているところです。 

○当山勝利委員　分かりました。 

  じゃ、とにかくうまく回るようにやっていただけ

ればという思いで、質疑させていただいております

 ので、よろしくお願いします。

　防災対策事業費なんですが、過去に阪神・淡路大

震災がありました、東北の大震災もありました。熊

本の震災もあり、今年の１月１日には能登半島の震

災もあって、直接的な原因による死因であったり、

間接的な原因による死因であったりと多くの犠牲者

が出ている状況でありますが、まだ避難生活という

のを強いられている人もいらっしゃるという中に

あって、いろいろこれまでの日本の中の震災の中で、

いろんな経験をしてきていると思うんです。日本自

体も、行政さんたちも。情報も共有していると思う

 んですね。

  今回、特に能登半島の震災が起きたということで、

この防災対策事業費の中でそういう新たな取組をす

るとか、そういう震災が起きた上でまた新たな考え

を持ってやるとか、そういうものはありますでしょ

 うか。

○山里永悟防災危機管理課長　お答えします。 

  委員からもありました、本年１月１日に発生しま

した能登半島地震では、半島特有の道路網が限られ

るといった地理的状況もありまして、道路が寸断さ

れたために救出・救助や物資輸送に支障が生じるな

ど、集落の孤立が発生しております。また、電気、

水道、通信など、ライフラインが途絶、行政、医療

 等の災害拠点も業務の継続が困難になりました。

  本県においては、有人島が多数ある離島県であり

まして、地理的な不利性というものは抱えていると

 ころでございます。

  今回、顕在化した課題を踏まえまして、大規模災

害時における通信――各離島等の情報が初動時には

非常に生命線でありますので、その冗長性を確保す

るという目的で低軌道衛星通信、高速通信、いわゆ

るスターリンクと言われるもの、この導入を今進め

ております。そのほか、通信等ライフライン復旧訓

練、情報伝達訓練、救出・救助、道路啓開、物資輸

送等の各種訓練を、今回の顕在化した課題を踏まえ

て市町村の防災関係機関と連携して、より実践的、

効果的に実施するという方向で進めておりまして、

 引き続き地域防災力の強化に努めております。

○当山勝利委員　分かりました。 

  とにかく防災が大切だということです。要するに

事前にどう備えておくかということと、あと沖縄の

県民性として、津波が発生すると海にわざわざ行く

ような人たちもいらっしゃるのは事実なので、そこ

ら辺はきちんと危ないということを県民に発信する。

こういう事業を通してやっていただきたいと思いま

 す。よろしくお願いします。

　それでは総務部に伺います。まず財政について

ちょっとお伺いしますけれども、今示しております

が県民税は増えたということなんですが、よく見る

と個人県民税は減っているんですね。理由について

 伺います。

○前本博之税務課長　お答えいたします。 

  令和６年度の個人県民税の当初予算額は401億

6800万円となっておりまして、令和５年度当初予算

に比べまして41億5600万円、9.4％の減となっており

ます。減額の理由としましては、定額減税の影響を

 踏まえまして計上しているところでございます。

   以上です。

○当山勝利委員　では、定額減税がなかったらどう

 なっていましたか。

○前本博之税務課長　お答えいたします。 

  令和５年度、今年度の当初予算額が443億くらいで

 すので、同規模程度となるものと考えております。

   以上です。

○当山勝利委員　分かりました。 

  令和５年度と同じ程度ということは、給料は何％

か上がっているはずなんですよ、その分、県内の給
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 料は。その分、県民税は増えるんじゃないですか。

○前本博之税務課長　お答えいたします。 

  令和６年度の、いわゆる住民税の収入につきまし

ては、所得としては令和５年の１月から12月分にな

りまして、特段これまで以上に増えるような要因等

がございませんでしたので、ほぼ同規模と考えてお

 ります。

   以上です。

○当山勝利委員　令和５年に給料は何％か上がって

いるというような本会議での答弁があったと思うん

ですね。その分当然、税収は上がるのだと思ってい

ましたし、税の低減があるので、その分下がるのは

分かったのですが、令和５年度と同程度と言われる

と、ちょっと今の答弁どうかなと思いますがいいで

 す、次に行きます。

  そして次の法人事業税なんですが、こちらは増額

していますね、上がっています。その理由について

 伺います。

○前本博之税務課長　お答えいたします。 

  令和６年度法人事業税の当初予算額は356億8600万

円で、令和５年度当初予算額と比べまして19億5600万

円、5.6％の増となっております。増額の理由といた

しましては、新型コロナウイルス感染症の５類移行

によりまして、社会経済活動の正常化が進んだこと

で、個人消費の増加や観光需要の高まり等によりま

して、企業収益が改善傾向にあることから、それら

 を踏まえて計上しているところでございます。

   以上です。

○当山勝利委員　先ほどの答弁で個人的な県民税は

上がっていませんと、法人事業税は上がっています

ということは、法人のほうの収入はあって、それが

結局、県民の所得のほうに回っていないなというこ

とのようにも理解できてしまうんですよね、断片的

 に見た場合。どう思いますか。

○前本博之税務課長　委員おっしゃるとおり、給与

の増の報道と、あとデータ等で承知はしているとこ

ろではございますけれども、まず実態として、税の

部分から見ただけなんですけれども、その観点から

は今、特に増につながっていないというところでご

ざいまして、必ずしも所得が、給与が増えていない

ということではないのかなというふうに感じており

 ます。

   以上です。

○当山勝利委員　今お示ししています新文書の管理

なんですけれども、委託費に新文書管理システム調

達支援業務、新システム構築とありますが、事業内

 容について伺います。

○山内昌満総務私学課長　新文書管理システムの構

築の管理につきましては、公文書管理の在り方の見

直しを進める中で、現在の文書管理システムが更新

時期を迎えることから、令和７年度からの新システ

ムの稼働に向けて再構築を行うための事業となって

おります。こちら記載されております構築という部

分が、次のシステムを開発する費用の委託料となっ

 ております。

  それからシステム調達支援業務につきましては、

開発するに当たって、システムやプログラム等に関

して、高度な知識を有する外部コンサルの知見を活

用し、構築に係る管理を委託する事業となっており

 ます。

   以上です。

○当山勝利委員　この新文書、新たに更新される中

 において、どういう特徴があるのでしょうか。

○山内昌満総務私学課長　現行のシステムにおきま

しては、文書決裁を含む文書管理につきましては、

紙媒体を中心に業務を実施しております。起案文書、

各種添付資料等を紙で回覧すると、それについて押

 印して決裁をするということになっております。

  新たな文書管理システムにおきましては、ペーパー

レスやテレワーク、在宅勤務ですとか、あるいは所

属の課の席以外の場所でのテレワークを促進するた

め、文書の電子化や電子決裁の導入を、新たな機能

として取り組んでまいりたいと考えているところで

 す。

○当山勝利委員　ペーパーレス化を進められるとい

うことで、どうしても文書が、皆様の机の上にもいっ

ぱい紙があるように、私も紙ありますけれども、やっ

ぱり文書が多いというのが問題だと思うんですけれ

ども、ペーパーレス化というのは、この新システム

 でどの程度解消される予定ですか。

○山内昌満総務私学課長　これにつきましてはいろ

いろ議論ございまして、やはり紙による視認性のほ

うが優れている部分もあったりとか、いろいろ意見

がありますが、添付文書について例えばペーパーレ

スが難しいものとしては、冊子の形で取得した文書

でありますとか、あと紙の大型図面とか、そういう

ようなのは添付が難しいというのも想定されており

ますので、そういうふうに必ず電子決裁で回せるも

のと、あとやはり一部については紙決裁のほうが効

率的という部分もありますので、これについては、

実際、運用に向けて、電子決裁で回すものと、紙決

裁で回すものとのルールづくりをやっていく必要が
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 あると考えております。

  その割合については、今現在、具体的に何％が電

子決裁できるというのは数字として持ち合わせては

 おりません。

   以上です。

○当山勝利委員　例えば紙で決裁を回したほうが効

 率的というのは、何があるのですか。

○山内昌満総務私学課長　添付資料とかで、もとも

と原本が紙であるものについては、電子化するに当

たってＰＤＦ化したりという作業が出てきたり、あ

るいは大きな図面ですとペーパーレスにしようとす

ると縮小したりとか、そういうちょっと手間がかか

るのと、実際見るに当たって、またパソコンの画面

よりは紙のほうが見やすいという部分が、やはり紙

のほうが効率的というケースがあると考えておりま

 す。

○当山勝利委員　分かりました。 

  私は紙が嫌いじゃないんですけれど、やっぱりペー

パーレス化の波もあるので、そこら辺はうまく工夫

していただきたいなと思うのと、あと県庁はＤＸ化

をやられているわけですよね。多分これまでのやつ

は10年くらい使って、多分この先10年くらい使われ

ると思うんですよ。そうするとこの10年の間で、こ

の県庁のＤＸ化の指針も出ていると思うんですよ。

それにこれがどれだけ対応できるのかというのは、

 どう考えていらっしゃいますか。

○山内昌満総務私学課長　委員おっしゃるとおり、

沖縄県ＤＸ推進計画の施策の１つとして、文書管理

システムの電子化というのも取り組んでいるところ

で、全庁挙げたスマート県庁の構築というもの、強

化に取り組むという１つになっていますので、その

計画に適合するように、文書管理システムについて

もこの構築に当たって、その必要な機能を備えるよ

 うに構築していきたいと考えているところです。

○当山勝利委員　頑張ってください、よろしくお願

 いします。

　県有施設照明のＬＥＤ化推進事業について伺いま

す。まず県有施設において非ＬＥＤ照明器具は何基

あるのか。また次年度で何％くらいＬＥＤ化される

 のか伺います。

○池原秀典管財課長　お答えいたします。 

  総務部においては、沖縄県公共施設等総合管理計

画にＳＤＧｓ等への取組方針として、県有施設の省

 エネルギー化を掲げているところでございます。

  ＬＥＤ化の状況につきましては、令和５年９月時

点で、県の公共施設のうち公営企業施設、県営住宅、

県立学校、県警施設及び軽微な施設を除き調査を行っ

たところ、延べ床面積約82万平米のうち、延べ床面

積ベースで37.4％においてＬＥＤ化されている状況

でございます。すみません、基数についてはちょっ

 とまだ把握できておりません。

  総務部では、令和６年度から県有施設照明ＬＥＤ

化推進事業として、公営企業施設、県営住宅、県立

学校、県警施設等を除き、包括してＬＥＤ化を進め

 ることとしております。

  令和６年度につきましては予算額３億8747万

7000円を計上し、電力使用量の多い施設等21施設、

あと延べ床面積10万7000平米でＬＥＤ化する計画で

あり、令和６年度事業実施後のＬＥＤ化率は、延べ

床面積ベースで50.5％となり、13.1％の進捗となる

 予定でございます。

  令和６年度、令和７年度の電気使用量の削減量な

んですけれども、この事業における削減効果につき

ましては、年間電気使用量で302万キロワット、あと

 年間ＣＯ₂排出量で2145トンとなっております。

   以上でございます。

○当山勝利委員　令和７年度までに終了されるとい

うことを聞いておりますけれども、先ほどの答弁だ

と令和６年度で50.5％、あと残りの50％は令和７年

 度で全部やるという計算でしょうか。

○池原秀典管財課長　基本的には、脱炭素債のいわ

ゆる有利な起債で令和７年度までやっていこうとい

うところなんですけれども、令和８年度以降は、ま

ず有利な起債があるかどうかとかを見つつ、あとは

またリースであったりとか、違う方法があるのか、

そういったところを検討しながら、令和８年度以降

についてもしっかりＬＥＤ化に向けて進めていきた

 いと考えております。

○当山勝利委員　令和７年度で何％改善できる、Ｌ

 ＥＤ化できますか。

○又吉清義委員長　休憩いたします。 

　　　（休憩中に、池原管財課長から後で答えて差

　　　　し支えないか確認があり、当山委員がこれ

　　　　を了承した。） 

○又吉清義委員長　再開いたします。 

 　当山勝利委員。

○当山勝利委員　分かりました。 

とにかく鋭意進めてください。よろしくお願いしま

 す。

  あとちょっとここに示していませんけれど、外部

監査費が増額になっていますが、この理由について

 伺います。
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○嘉数広樹行政管理課長　お答えいたします。 

  これまでの議会における御指摘や他県等の状況を

踏まえて、昨年８月に、日本会計士協会沖縄会及び

沖縄弁護士会の両団体に意向調査を実施しました。

その意向調査の結果を受けて、沖縄県勤労統計調査

により、県内の公認会計士及び弁護士の人件費上昇

率が上がっていましたので、その上昇率を算出した

上で、令和６年度の予算額を現行より２割増の1285万

 6000円にしたところでございます。

○当山勝利委員　分かりました。 

  またこれで外部監査もしっかりできるようになれ

 ばと思います。

  公安委員会さんのほうに行きます。今、お示しし

ていますけれども、ＤＸ推進事業ですが、令和５年

度もちょっと質疑させていただきましたけれども、

まず令和５年度の事業の状況と次年度の事業概要に

 ついて伺います。

○垣花聡警務部参事官課長事務取扱　お答えします。 

  県警察においては、デジタル技術等を効果的に活

用して、警察活動の一層の質的向上を図るため、令

和５年度にＤＸ事業として予算化し取組を進めてい

 るところです。

  令和５年度につきましては、業務の効率化を目的

としたデジタルツールとなるＲＰＡの導入、県警察

における長期保管されている紙文書の電子化などの

 取組を進めております。

  令和６年度につきましては、先ほど説明しました

ＲＰＡの追加導入、長期保存紙文書の電子化作業の

継続運用のほか、紙帳票などの文字読み取り機能を

有するＡＩ－ＯＣＲの新規導入を進めていくことと

 しております。

   以上でございます。

○当山勝利委員　ＡＩ－ＯＣＲ、ＯＣＲ化ですよね、

ＡＩを使ってやられるということなんですけれど、

効率化のためにそれでやられると思うのですが、ど

 ういうことをするために導入されますか。

○垣花聡警務部参事官課長事務取扱　ＡＩ－ＯＣＲ

につきましては、紙帳票をＰＤＦ化して帳票、文字

を読み取るということで職員の業務負担の軽減、時

間の短縮等々を目的に進めていくということで考え

 ております。

○当山勝利委員　こういうのを導入していただいて

省力化、また働き方改革もありますので取り組んで

 いただければと思います。

  今お示ししていますが、サイバー犯罪対策事業、

サイバー防犯活動等支援事業、サイバーセキュリテ

ィ戦略事業とこの３つがありますけれども、まず県

内のサイバー攻撃の現状と、それに対する次年度の

 対策について伺いたいと思います。

○市原悠樹警備部長　お答えいたします。 

  まず前提として、警察におけるサイバー攻撃の定

義についてお答えいたしますと、電気やガスといっ

た重要インフラの基幹システムを機能不全に陥れ、

社会の機能を麻痺させてしまうサイバーテロや、情

報通信技術を用いた諜報活動であるサイバーインテ

 リジェンスといったものを指しております。

  現在まで県内におけるサイバーテロの発生はござ

いませんが、県内自治体等に対する攻撃により被害

が生じた事例がございまして、例えば令和４年10月

に発生した那覇市立図書館システムのランサムウエ

アの感染事案、昨年３月及び４月に発生した県内行

政機関のホームページ閲覧障害事案等がございます。 

  県警察におきましては、このような事案が発生し

た場合に初動対処に当たるとともに、事業者に対し

 て被害拡大防止のための指導を行っております。

  また、県警察と重要インフラ事業者等で構成する

沖縄県サイバーテロ対策協議会において、サイバー

攻撃に関する最新の情勢や被害の未然防止、拡大防

止のための情報提供を行っているほか、これら事業

所等との対処訓練を実施しているところでございま

 す。

  次年度におきましても、県や重要インフラ事業所

等との連携をさらに強化し、サイバー攻撃への的確

 な対処に努めてまいりたいと考えております。

   以上です。

○当山勝利委員　そういう中にあって、このサイバー

犯罪対策事業、サイバー防犯活動等支援事業、サイ

バーセキュリティ戦略事業、それぞれの事業につい

 て説明してもらえますか。

○宮城貴生活安全部長　お答えいたします。 

  サイバー空間における対処能力の強化といたしま

して３つの事業で構成しているところでございます

が、１つ目のサイバー犯罪対策事業は、高度巧妙化

するサイバー犯罪の取締りを行うための捜査用資器

材等を整備する事業であり、令和６年度の事業費に

1410万9000円、前年度比プラス357万2000円を計上し

 ております。

  ２つ目のサイバー防犯活動等支援事業は、学校現

場におけるサイバー防犯講習や企業を対象としたサ

イバーセキュリティーセミナーを開催するための事

業であり、令和６年度の事業費に161万7000円、前年

度比これについてはマイナス11万1000円を計上して
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 います。

  ３つ目のサイバーセキュリティ戦略事業は、サイ

バー犯罪等への警察職員の対処能力の向上を図るこ

とを目的として、研修用資機材の整備や民間事業者

への派遣研修を行うための事業であり、令和６年度

の事業費に2173万 7000円、前年度比プラス606万

 2000円を計上しております。

  県警察といたしましては、これら３つの事業によ

り、サイバー犯罪の取締りと県民のセキュリティー

意識の向上に向けた広報啓発活動、これらを推進す

る県警察職員の知識及び技能の向上を図ることで、

沖縄県におけるサイバー空間の安全・安心の実現に

 取り組んでいくものであります。

○当山勝利委員　先ほどサイバーテロとか、サイバー

インテリジェンスというものは、沖縄県内では発生

しておりませんということでありましたけれども、

いつどのような形で、どう攻撃されるか分かりませ

んので、しっかりと対応をよろしくお願いしたいと

 思います。

   以上で終わります。

○又吉清義委員長　國仲昌二委員。 

○國仲昌二委員　よろしくお願いします。 

  資料３－３、令和６年度当初予算案の説明資料の

57ページです。予算規模について質問します。193億

円の減ということで、上の囲みのほうでコロナ対策

関連経費の減少とありますけれど、また増の要因と

しても電気料金高騰支援などの物価高支援などは、

またプラス要素があるということだと思うんですけ

れども、対前年度比のマイナス193億円のうち、コロ

ナ対策費の減は億単位でいいですのでどの程度の減

か、それとまた物価高支援の増額はどの程度なのか

というのが、もし分かれば教えていただきたいと思

 います。

○又吉信財政課長　お答えします。 

  コロナ関連経費で言うと、約300億超が令和５年か

 ら減っているというところでございます。

　物価高については、令和６年度当初予算では29.2億

円、うち国庫は18.6億円です。令和５年度当初予算

においては、当初予算と電気料の支援で３月に１号

補正を組んでおります。その時点で79.1億。当初予

 算ベースでくると約50億程度下がってはいます。

   以上です。

○國仲昌二委員　193億円はかなり大きいのか、やっ

ぱりコロナ対策ということで理解したいと思います。 

  次、60ページの県債発行額に行きたいと思います。

下の表でいくと、その他県債というのが令和元年度

までは減の流れだったんですけれども、ここに来て

令和５年度あたりから増になっています。その要因

 について説明をお願いします。

○又吉信財政課長　お答えします。 

  この資料にあるとおり、その他の県債残高につい

ては、平成27年度から令和３年度までは減少傾向に

あります。これについては先ほどお話ししましたけ

れども、地方財政措置のない県債については、抑制

を図ってきたというところが、令和３年でも表れて

 いるのかなと思っております。

  一方のハード交付金が減額されてきて、令和３年

から４年にかけては100億以上減額されたというとこ

ろで、公共事業の規模を確保しないといけないとい

うところがありまして、令和４年３月に副知事を議

長とする公共事業等推進会議というのを設置しまし

て、特に土木、農林、教育については、今、高率補

助の制度についてほぼ事業を取っているんですけれ

ども、それ以外に全国制度事業に使えないかという

のを、まず補助金を全部洗い出して、そしてそれ以

外に、例えば同じ起債をはめるにしても単なる資金

手当ての起債ではなくて、より有利な交付税で一部

償還があるような有利な起債に置き換えられないか

というところを研究してきて、令和５年度からは増

額に取り組んできたというところで、県としては、

引き続きその有利な県債を積極的に活用した形で、

公共事業の規模を確保していきたいというふうに考

 えております。

○國仲昌二委員　単純に言えば、公共事業が増えた

ということで、起債の増になっているということで

 よろしいですか。

○又吉信財政課長　お答えします。 

  おっしゃるとおり、特に有利な起債を単独事業の

 部分で使っております。

   以上です。

○國仲昌二委員　分かりました。 

  次、61ページ、県債残高の状況ですけれども、こ

れも下の表で見ると、その他県債ということで、平

成27年度から元年度までは減少しているんですけれ

ども、その後また伸びてきているというのがあるん

 ですが、これについての説明をお願いします。

○又吉信財政課長　お答えします。 

  基本的には先ほどと同じような形で、令和３年度

までは発行抑制に取り組んできたと。令和４年度以

降については、有利な県債については積極的に発行

してきたということから、県債残高についても一定

程度、令和５年度あたりから増えているのが現状と
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 なっております。

   以上です。

○國仲昌二委員　分かりました。 

  次のページ、義務的経費の状況なんですけれども、

まず人件費。人件費がこの10年間でかなり伸びてい

まして、242億程度が伸びているということですけれ

ども、これはどういった要因が考えられるのでしょ

 うか。

○又吉信財政課長　お答えします。 

  まずここにあります平成27年度から令和５年度ま

で、今委員がおっしゃったとおり、人件費が伸びて

きております。これについては小学校の４年生、５年

生、６年生、それと中２、中３の少人数学級を導入

したことによって、まず教職員が増えたこと。それ

とあと特別支援学級のほうがかなり伸びてきて、そ

れによって教員の数を増やしてきたというところで

 人件費が増となっております。

  一方、令和６年度予算においては、生徒数等の減

少によって教育定数自体は減ったんですけれども、

去年、大幅な人事院勧告のアップがあったというと

ころで、令和６年については増えているというとこ

 ろでございます。

○國仲昌二委員　今、教職員の話が出てきたんです

けれど、この一般職員、一般行政職というんですか、

それについてはどういうふうになっているのでしょ

 うか。

○嘉数広樹行政管理課長　お答えいたします。 

  平成26年に一般職員の定員は最低を記録して

4003名となりました。その後、令和５年までの間に

4185名ですので、そこの間で182名の定員の増があっ

 たということでございます。

○國仲昌二委員　先ほどの説明で、やはり教育現場

 のほうの増が大きいということですね。

　次、扶助費に行きます。扶助費も徐々にではある

んですけれど伸びてきております。この要因につい

 てお願いします。

○又吉信財政課長　お答えします。 

  扶助費は社会保障経費の一環ですので、例えば生

活保護とか、直接そういう困窮者に対して支援する

内容になっております。その対象者が増えてきてい

 ると考えております。

   以上です。

○國仲昌二委員　少子高齢化とよく言われますけれ

 ども、この辺の影響はどのように考えていますか。

○又吉信財政課長　お答えします。 

  恐らく障害者に対する扶助費のほうが増えてきて

いるのかなと。もちろん少子化の影響というのもあ

ると思うんですけれど、それ以上にそういうふうな

障害者等の弱者に対する支援が増えてきているとい

 う認識でございます。

   以上です。

○國仲昌二委員　次、公債費です。 

  この公債費はずっと減ってきていると、好転して

いると言ったらいいんですか、という状況ですけれ

ども、先ほどは県債発行額が伸びてきたというのも

あります。ということは、今後、公債費については、

 後年度増になるという可能性はどうなのですか。

○又吉信財政課長　お答えします。 

  公債費が減ってきたのは、これは県債残高が減っ

てきたことになります。県債残高が減ってきた理由

といたしましては、地方交付税措置される臨時財政

対策債、これが先ほどもお話ししましたけれども、

例えば平成20年度台であれば400億から500億、大き

いときは560億発行しております。ですので、今その

 償還が始まってずっと返していると。

  一方、令和６年度が11億しか発行しておりません

ので、その臨財に係る償還額と発行額の差額分で臨

 時財政対策債が減ってきている。

  その結果、県債残高も減って公債費も減っている

と。この傾向については国の税収とか、今好調とい

うのか、かなり伸びていて、結構交付税で来ている

ものですから、今後も臨時財政対策債の発行は抑え

られるのかなということが考えられますので、そう

なると減少傾向というのは臨時財政対策債には続く

 だろうと。

  一方、その他の県債については、先ほどもお話し

しましたけれども、有利な県債を積極的に発行して

いるというところと、今度大型ＭＩＣＥ施設の整備

でありますとか、あるいは県庁舎の改修等、大規模

な公共施設の整備事業とかがありますので、その他

の県債については増えていくのかなと考えておりま

 す。

○國仲昌二委員　じゃ、次のページ、投資的経費の

状況。令和４年度を軸にして補助事業も伸びてきて

います。単独事業は先ほど説明がありましたけれど

も。この補助事業というのは、よくハード交付金の

減ということで、公共事業への影響というのがよく

指摘されるところなんですけれども、それとの関連

 はどういうふうになっているのですか。

○又吉信財政課長　お答えします。 

  この下の表にあります普通建設事業費の補助事業

の中には、今委員おっしゃったハード交付金以外に、
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例えば内閣府の一括計上予算でありますとか、少な

いではあるんですけれども各省計上の補助金とか、

そういう公共事業関係の経費、あるいは国の直轄事

 業の負担金等の経費も入っております。

  そのためハード交付金については、令和４年度以

降、368億というのが同額続いてきているんですけれ

ども、その他の補助事業のほうが増えてきていると

いうところで、令和４年度が914億から令和５年度が

67億増えて981億、令和６年度がさらに21億増えて

 1010億ということなっております。

  メニューでいうと、令和６年については公営住宅

の整備に係る地域住居機能再生費とか、公共離島空

港の整備事業、滑走路等の延長を今やっていますの

で、そういうものが伸びているというところでござ

 います。

○國仲昌二委員　ハード交付金の減額で道路だった

り、いろんな影響が出ているという話をよく聞きま

すよね。このハード交付金以外の補助事業というの

は、そのハード交付金でできる事業とはまた別メ

ニューというかな、充当する事業が違うからそうい

う影響が出ているというふうに考えていいのですか。 

○又吉信財政課長　お答えします。 

  まずハード交付金と、またその他の投資的経費の

事業の違いからなんですけれども、例えば住宅のほ

うが分かりやすいかと思いますので住宅で説明しま

す。比較的規模の小さいもの、住宅でいうと200戸未

満の建て替えについてはハード交付金でやってくだ

さいと。200戸以上の住宅の改築については、言い方

は変ですけれども国のほうと調整して、国に認めら

れたらハード交付金以外のその他の投資補助金とい

うところで予算がつくというところで、一定程度国

の関与が出てきているというところで、規模が大き

いところは国が関与する、箇所づけしていく。道路

についても大きい道路については国が路線ごとに、

その年度ごとの事業費を張りつけていくというとこ

 ろ。

  ハード交付金については割合小さい、例えば道路

でいいますと市町村道とか、田舎の県道とか、そう

いうところについては、まとめてハード交付金の中

でやってくださいというような仕分になっておりま

 す。

   以上です。

○國仲昌二委員　ということは、ハード交付金とい

うのは県レベル、市町村レベルの事業規模でできる

ようなもの、ハード交付金以外の投資経費というの

は大規模な国レベルといいますか、広域レベルな事

業にしか活用できないという考えでよろしいのです

 か。

○又吉信財政課長　お答えします。 

  大規模というのも金額が大きいものについて、例

えば農林とかであれば、受益面積が小さい部分はハー

ド交付金で基盤整備をやってください。大きいとこ

ろはまたこれも国が関与して、別で箇所ごとに指定

 していくという内容になっております。

   以上です。

○國仲昌二委員　県レベルでの事業の影響というの

 とは、また違う話になるのですか、この予算は。

  あと次のページに行きましょうね。その他の経費

の状況ですけれども、下の表でいくと補助費等とい

うのがあります。これは令和３年、４年あたりから

伸びているんですけれど、このコロナの関係での伸

 びと考えてよろしいですか。

○又吉信財政課長　お答えします。 

  補助費等は一般的に市町村に対する支援となって

おります。今おっしゃるような形で上のほうの比較

にもあるんですけれども、令和５年か６年に減った

要因としては、コロナの感染者の受入病床確保事業

が入ったというところが要因としてありますので、

コロナ関連の経費で４年あたりは伸びているという

 ことかなと思います。

   以上です。

○國仲昌二委員　令和６年の当初も横ばいにはなっ

ているんですけれど、これはちょっとコロナとは関

係ない流れになっているということでよろしいです

 か。

○又吉信財政課長　物価高騰対策等いろんなのが

入っていますので、それを複合的にやった結果、横

ばいになっているのかなというふうに考えておりま

 す。

○國仲昌二委員　次に財政調整基金等の状況で、歳

出が増加することから取り崩したよということです

けれども、この歳入不足というんですか。それの主

な要因というのは、歳出が伸びたというのであれば、

どこがどういうふうに伸びたから歳入が足りなかっ

た、あるいは歳入のどこかが不足しているのかとい

 うので、ちょっと説明をお願いしたいのですが。

○又吉信財政課長　お答えします。 

  先ほどもお話ししましたけれど、令和５年度がた

しか262億、当初予算編成時の収支差、今年度が340億

 という形でなっております。

  今年度増えた要因としては、例えば企業局への貸

付金が30億乗っているとか、あるいは歳入面でいう
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と地方消費税というのが県税の中にあるんですけれ

ども、これは他府県と精算する仕組みがあって、県

で納めたものを一旦、他府県のほうにも幾らか配分

して、また他府県からもらうというところで出入り

であったときに、消費税分の実入りが、令和５年度

は減っているというのが歳入面でのところかなと考

 えております。

   以上です。

○國仲昌二委員　要は不足分を繰り入れたというこ

とで、その不足分の大きい要因というのは歳出にあ

るのか、歳入にあるのかという。歳入にあるという

 ことでよろしいのですか、先ほどのあれは。

○又吉信財政課長　どちらにもあると言ったほうが

いい。例えば精算金というのも他府県からもらう分

は歳入で受け入れます。逆に他府県に支払う分には

歳出でやります。ですので、そういう感じで言うと

歳入歳出、消費税については両方影響を与えている

 のかなと考えております。

○國仲昌二委員　これで私の質問を終わります。 

○又吉清義委員長　平良昭一委員。 

○平良昭一委員　先ほどの國仲委員と又吉課長の議

論を聞いて余計分からなくなっているような状況も

ありますけれど、ハード交付金に関してはみんな非

常に関心がある中で、実際、細かい事業はハード交

付金で、大きな事業は国と連携を取ってまだまだや

れるというようなことの話を聞いて、何で今までこ

れができなかったのかというのは、逆に疑問を持っ

てくるような状況があります。そういう面で、昨日

の予算特別委員会でこういう議論をやってほしかっ

たなというのがありますので、その辺はもうしよう

 がありません。

  ちょっと細かいことを聞きたいと思うんですけれ

ど。まず公安委員会のものですけれど、道路標識、

道路標示等の問題は各委員、かなり疑問を持ってい

るような状況がありまして、県警がやる部分、道路

案内版は土木ということで分けられているんですけ

れど、この道路標識、道路標示以外に道路の街路樹

が邪魔になって見えなかったというような話を聞き

ますけれど、その辺は土木等との連携を取っている

 ような状況があるのかな。

○安里準交通部長　道路標識等に対して、街路樹で

見えなくなっている等があれば、我々のほうから道

路管理者のほうに木の剪定等、伐採等を要請してい

 るところでございます。

○平良昭一委員　ということであれば、案内表示板

は土木建築部がやることですよね。それに関しては、

皆さんのところと連携をしていくことも必要になる

 わけよね。その辺どうですか。

○安里準交通部長　我々の警察が通常パトロール等

とか、地域警察官が標識等の破損等を確認した場合

等については、その都度、道路管理者のほうに情報

提供しているところです。また一般の方からもそう

いった情報がございましたら、我々のほうから、ま

た道路管理者のほうに情報を提供しているというこ

 とでございます。

○平良昭一委員　昨年だったかな、私の友人が警視

庁に勤めているということで、彼が沖縄を訪ねてき

たときに、レンタカーで道路案内がもう駄目だとい

 うことも指摘しました。

  先月、また新潟から友人が来て、３名でレンタカー

を借りて北部まで来ているわけですよ。彼らが言う

にはもうこれ観光立県じゃないなと。もうカーナビ

との連携をしたいんだけれど十字路の道路標識が全

く見えない。もう安全面からでも、非常にこれ問題

じゃないかということをまた指摘を受けたんですよ。

こういうことをやっていても土木建築部が動いてく

れないというような状況になるわけですから、いつ

も予算がない、予算がないということだけで、本当

に観光立県がいいのかなと思ったりもしますけれど、

総務部長、これどう思う。予算がないだけでこれずっ

 と済ます問題ですか。

○宮城力総務部長　先日、ニュースにも出ておりま

したし、観光立県を標榜する沖縄県としては、至急

改善しないといけない大きな課題だと認識しており

ます。予算の面で、今この件で、直接土木建築部と

詳しく調整したか報告を受けておりませんが、何ら

かの形で至急対応しなければいけない案件だとは認

 識しております。

○平良昭一委員　土木建築部は予算がないから逃げ

 るという、こういう状況では困りますので。

　それとまた最近外国人が多くなってきて、ステッ

カー貼られて外国人が運転していますとありますけ

れど、あれ非常にいいものではあるんですけれど、

外国人向けの道路標識、これは全世界一緒なの。そ

れとまた案内表示板も沖縄県はそういう工夫はして

 いるの。

○新里賢治交通規制課長　お答えいたします。 

  平成29年度のほうから、県警が所管します道路標

識に関しましては、ＳＴＯＰとか、英語のほうの標

 識も一部併用している状況であります。

   以上です。

○平良昭一委員　結構、残念な件ですけれど、外国
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人が表示されている車は結構止められていろいろ

やっているわけよね。だから標識自体が理解できて

いないような状況があるんじゃないかなというふう

 に思うのだけれど、その辺どう思いますか。

○安里準交通部長　道路標識に関しましては、全世

界を全て把握しているわけでございませんので、詳

細には確認できておりませんけれども、ストップ標

識あるいは駐車違反等、信号機も含めてですけれど

も、一部、一般的に全国共通の部分もございまして、

それ以外の部分については、今英語表記等を併用し

 て指導しているというところです。

  また違反を把握した場合は、その状況、ケース・

バイ・ケースで確認しまして、指導に至るのか、検

挙に至るのかという部分まで個別に判断していると

 ころでございます。

○平良昭一委員　これは若干致し方ないところもあ

るかもしれませんけれど、異国で車を運転するわけ

でありますけれど、その辺、どう今後、観光立県と

して取り組んでいくかというのは課題になると思い

 ます。

  それと、私、いつも沖縄自動車道を使うんですけ

れど、追越し車線で例のごとくＹナンバーがいつも

のろのろ運転しているわけですよ、これはどうにか

できないものですか。周知できていないんじゃない

 かなと思う。

○安里準交通部長　米軍に対しては、部隊移動によっ

て新しい隊員が入ってきた場合は、米軍、それぞれ

基地司令官が沖縄県の交通事情等を説明しながら、

交通違反をしないようにということで、法律を遵守

するような指導をされていますけれども、一部残念

ながら高速道路で委員のおっしゃったとおり、遅い

 車両があるのも事実だと思います。

○平良昭一委員　決してあおり運転をしているわけ

じゃありませんけれど、本線から追い抜いていかな

いといけなくなるわけですよね。大体何ていいます

か、外国人の運転手は女性の方です。となれば隊員

じゃないわけよね。その辺、家族の方々がどう運転

するかということも、ちょっとモラルの問題等は示

すべきじゃないかなと思いますけれど、その辺はも

 う皆さんの範疇ではない。

○安里準交通部長　県内の米軍基地に対しては、各

警察署からも交通ルールの遵守等を呼びかけており

まして、さらに軍人家族等の皆さんに対しても、そ

ういった交通違反しないようにというパンフレット

 等も配布しているという状況であります。

○平良昭一委員　分かりました。 

  これはいたちごっこだね。名護警察署の新庁舎の

建設事業ですけれど、これはいつ始まって、いつ完

 成の予定ですか。

○壱岐恭秀警務部長　お答えいたします。 

  名護警察につきましては、施設の著しい老朽化等

に加えまして、津波による被災の可能性も高いこと

から、名護市の内陸部にあります大北地区への移転、

 建て替えを計画しております。

  また運転免許センターの北部支所につきましても、

同様の老朽化等の懸念がございますので、名護署の

 新庁舎に集約化する計画でございます。

　この新庁舎の建設のスケジュールでありますけれ

ども、令和６年度から基本設計等を始めまして、令

和９年度から11年度にかけて新庁舎を建設する計画

 でございます。

   以上です。

○平良昭一委員　９年度から11年度に完成予定とい

うことでありますけれど、あまりにもちょっと長過

ぎない。それと運転免許センターも同じ時期に完成

 すると思ってもいいのかな。

○壱岐恭秀警務部長　そのとおりでございます。 

○平良昭一委員　分かりました。じゃ、頑張って。

　知事公室ですけれど、トークキャラバン、これ積

極的にやってきていましたけれど、これまでの成果

 を教えていただきたい。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長　お答え

 いたします。

  当キャラバンにつきましては、令和元年度から実

施してきておりまして、これまで11回開催してきて

 ございます。

  その成果につきましては、まずトークキャラバン

に参加した方からは、沖縄の問題を身近に感じるきっ

かけとなった、あるいは辺野古と沖縄の立場を考え

る機会を持てたなどの声が寄せられており、沖縄の

基地問題の現状について周知が図られたものと考え

 ております。

  また玉城知事就任後、少なくとも全国61の地方議

会で国民的議論を求める陳情書等が可決、採択され

てきております。特に令和３年度に開催した、トー

クキャラバン登壇者が代表を務める、本土に沖縄の

米軍基地を引き取る福岡の会などが構成団体となっ

ている、辺野古を止める！全国基地引き取り緊急連

絡会が、沖縄を除く全国全ての地方議会へ、令和４年

６月議会に向けて辺野古新基地建設を断念すること

や、普天間基地は本土に引き取り、日本全体で問題

解決することなどを柱とした、意見書の採択を求め
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る陳情書を送付するなど、県や県民の取組に、こう

 した共感の輪が広がりつつあると考えております。

   以上でございます。

○平良昭一委員　一定の成果が出ているということ

で、令和６年度の予定を教えてもらえたら助かるな。 

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長　お答え

 いたします。

  ６年度につきましては、現在、国内３都市での開

催を予定してございますが、開催都市や時期につき

ましては、これまでの開催実績などを踏まえ、今後、

 決定していきたいと考えております。

   以上でございます。

○平良昭一委員　非常にいい成果が出ていると思い

ます。ぜひ頑張っていただきたいなと思っています。 

  次に不発弾の処理事業費ですけれど、５年度は補

正がありました。５年度より６年度は少なくなって

 いるけれど、大丈夫かな。

○山里永悟防災危機管理課長　令和５年度につきま

しては、10月までは例年どおりの執行だったのです

が、11月に入りまして１件で5000万を超えるような

申請が２件出てきたりとか、また2000万超え、5000万

円までの、かなり大型の案件が５件出てくるなどし

まして、例年同月と比較して約2.5倍の４億円の交付

が一月で出てしまうというような事態に陥りまして、

予算が非常に厳しい状況となりまして、内閣府とも

調整を続けて追加交付を頂いたという状況でござい

ました。11月ということで非常にちょっと慌てた対

 応となってしまいました。申し訳ございません。

  令和６年度当初予算が御指摘あったように率にし

て0.9％の減ということになっておりまして、県事業

の早期発注、また市町村事業の早期発注の推奨や市

町村と連携した執行状況の確認を進めながら、適宜、

住宅支援事業のほうに予算を流用する効果的な執行

 は取り組んでいきたいと考えております。

  そうした上で、どうしても予算が不足する場合に

は、ちょっと早めに国と調整をさせていただきたい

 と考えております。

○平良昭一委員　改めて確認したいんですけれど、

 これは離島を含めて県内全域が対象ですよね。

○山里永悟防災危機管理課長　そのとおりです。 

○平良昭一委員　今度の一般質問の中でもありまし

たけれど、やっぱり周知徹底させることが――まだ

足りないんじゃないかというふうな話がありました。 

  そういう面では、いわゆる設計士やお金を借りる

ところ、銀行、公庫あたりとのいろいろ広報とかも

必要になってくると思うんですよ。その辺、土木建

築部とも連携したいということもありましたけれど、

答弁、私にしたら今から調整するのかということで、

何だという感じがしますけれど。執行率が99.3％で

あれば、要望すればできるということでありますの

で、要望をすること自体、県民が知らないというこ

とに対して、どう取り組んでいくかというのは課題

ですよ。この辺、これまではどうしてきた、今後ど

 うしていきたいかというのがありますか。

○山里永悟防災危機管理課長　これまでも周知活動

には取り組んできておりまして、午前中にも説明を

 させていただいたとおりでございます。

  こちらは引き続き周知をさせていただくとともに、

建築確認などは建築士会をやっぱり通りますので、

その段階で、また周知の徹底を図るということは基

 本かなと考えております。

  また、協議会において、国、県、市町村、関係団

体が連携した協議の場がございますので、ちょっと

そちらでも広報の在り方というのは、引き続き検討

 させていただきたいと思います。

○平良昭一委員　午前中、仲田委員からあったとき

に、ちょっとおかしいなと思ったのは、午前中の答

弁で限られた予算の中でと言っているんですよ。限

られた予算の中でというのは、やっぱり年間、申請

するのがどれくらいだということの中で、突発的に

出た場合はまた国と交渉して、いわゆる追加交付を

やれるような自信があるわけですよね。全て国がや

るべき問題であると僕は認識していますけれど。県

民が要望すれば、途中からでも交渉して、予算を確

 保できるというような制度であるんですよね。

○山里永悟防災危機管理課長　残念ながら制度とし

て、要望どおり満額担保されているような状況には

ございませんが、引き続き機会あるごとに、各大臣

等に対して十分な予算の確保を求めているところで

 ございます。

○平良昭一委員　これはおかしいんじゃない、国が

やるべきことなのに。全部やるということの中で、

県議会もいろいろ要請してきて、これを認めさせて

きたわけですから、当然、要求が県民からあるので

あれば建築の主は県民ですよね。要求があれば、こ

れ平等にやるべきであって、地域に限られないと思

 いますよ。

  その辺、少し限られた予算というものが、非常に

疑問だったなということで聞いたんですけれど、こ

 れじゃあ、ちょっとおかしいんじゃない。

○山里永悟防災危機管理課長　従来、国に対しては、

本来、国の責任で行われるべきではないかというこ
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とで、国直轄事業による事業執行も求めているとこ

ろでございます。その上で必要な十分な予算を確保

するべきだということで求め続けているところでご

ざいます。引き続き国には求めていきたいと思いま

 す。

○平良昭一委員　99％以上、100％近い執行率がある

ということでありますけれど、磁気探査業者という

のは足りているんですよね、調査の。遅れていると

 いうことはないよね。

○山里永悟防災危機管理課長　磁気探査の事業者が、

県内で十分な事業者数がいるかということで言えば、

近年ちょっと事業者というのは何ていうか、少々十

分かどうか、十分というよりは少し減少ではないで

すけれど、限界をちょっと感じているところでは正

 直ございます。

○平良昭一委員　これが県民が、要するに磁気探査

をしないような理由になってしまっているのであれ

ば大変困るわけですよ。いわゆる銀行や公庫あたり

でそれだけの期間がかかる。今年度中にお家を造り

たいけれど、来年度までかかってしまうとなると、

 やっぱりやらなくなる可能性もあるわけですよ。

  その辺、やっぱりそれに見合うような磁気探査の

業者を育成しないといけなくなるわけですので、そ

の辺、皆さんのところでできる業者というのは、十

 分把握しているわけよね。

○山里永悟防災危機管理課長　事業者の把握という

のは、民間の団体の協会とも連携しておりますので

 把握はしております。

○平良昭一委員　県民が、磁気探査の時間がかかり

過ぎるから、やらないというようなことになってし

まうと、大変なことになりますよというのが、僕の

今聞きたいことなんですよ。そういうことがないよ

うなものだよねと。要するに、要望に対しての事業

 者は足りているかと僕は聞きたいわけ。

○山里永悟防災危機管理課長　技術者の確保など、

確かに簡単ではないのですが、民間からの、施主さ

んからの申請に基づいて行われていますので、申請

に対しては今のところ対応はできている状況でござ

 います。

  知事公室で行っている民間の支援事業以外にも、

土木、農林の公共事業に対する磁気探査の事業もご

ざいまして、多岐に、多部にわたっているわけでご

ざいますが、そちらとも連携して取組を進めていき

 たいということでございます。

○平良昭一委員　対応はできていると言っているけ

れど、一般質問の中ではおかしいよと言われている

わけですよ。言われてたさ、皆さん、今の中で十分

対応ができているという感じを持っているんだった

 ら大きな間違いだよ。

○山里永悟防災危機管理課長　ちょっと私の誤解も

あったかもしれませんが、本議会で質問のあった着

工件数に対して、我々の、この支援件数といったも

のが十分ではないのではないかといったことは、確

かに御指摘のとおりで、まだまだ支援件数というも

のが、着工件数に対しては少ないことは十分に理解

をしておりまして、だからこそ、ちょっと周知事業

 を取り組んでいるところでございます。

   御理解をお願いします。

○平良昭一委員　元に戻るけれど、だからこれは設

計士とか銀行とか、公庫がはっきりと熟知していな

いんじゃないかと、皆さんとの連携が取れていない

んじゃないかと。期間がこれだけありますからもっ

と前にやりましょうね、相談しましょうねというこ

とになっていないんだよ。恐らく言わないんだよ。

 だから県民は知らないんだ。

  今のこの広報活動事業費も、知事公室の中にある

んだけれど、その中でも徹底してそういうのは訴え

るべきじゃない。そこができていないから数が少な

 いんだよ。平等にみんなさせるべきだろう。

○山里永悟防災危機管理課長　申請があった希望者

に対しては、今の予算の流用等も行って、対応はさ

せていただいているという状況でございます。ただ、

申請数自体が着工件数と比較して少ないという状況

でございまして、だからこそ、申請がもっと出るよ

うに周知を取り組まなければいけないという御指摘

だというふうに理解しておりまして、周知活動を頑

張らせていただきたいということを、先ほどから説

 明させていただいております。

○平良昭一委員　この周知活動を徹底して頑張って

 いただきたいと思います。

  最後に新規の事業でありますけれど、地域外交推

進事業、これ5000万くらいの予算なんですけれど、

意気込みからすると予算措置は少ないんじゃないか。

今年度どういうことしようか、どういうことにしよ

うと思っているのか、具体的に話していただきたい。 

○玉元宏一朗特命推進課室長　お答えいたします。 

  令和６年度から新たに設置されます平和・地域外

交推進課におきましては、県庁内に様々国際的な事

業を行っている部局または課がございますけれども、

それらの取組を総合的に調整をし、より相乗効果を

高める総合調整機能であったり、また司令塔機能だっ

たりということを、主な役割として担うということ
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 で想定をされております。

  その中でも、新しい平和・地域外交推進課のほう

が実施する取組として、在外公館との対応ですとか、

海外の自治体との連携強化ですとか、そういうこと

も含まれてまいりますので、そういう意味で私たち

が活動する経費として、新たに地域外交推進事業を、

 今回議会に上程させていただいております。

  その中身につきましては、この事業については沖

縄独自のソフトパワー、また国際ネットワークなど

を活用して、地域外交を推進するものでございまし

て、具体的には海外の自治体、在外公館、国際機関

等との関係構築に向けた相互訪問や意見交換、そし

て庁内関係部局の海外関係業務の支援、そして海外

情勢の情報収集、整理などに要する旅費や委託料を

 計上しているところでございます。

○平良昭一委員　期待していますので頑張ってくだ

 さい。

○又吉清義委員長　西銘純恵委員。 

○西銘純恵委員　総務部の税務課からお尋ねします。 

  県民の支払った消費税額は１人当たり幾らでした

 か。

○前本博之税務課長　お答えいたします。 

  直近の公表資料によりますと、令和３年度の沖縄

国税事務所管内の消費税、地方消費税への収入額は

1515億8577万7000円となっております。その額を県

が公表している令和３年12月時点での人口146万

8983人で割りますと県民１人当たり約10万3190円と

 なります。

   以上です。

○西銘純恵委員　インボイス導入して最初の確定申

告、真っ最中です。登録事業者はどれだけですか。

全事業者は何社で、そのうちどれだけになっていま

 すか。１年前と比べてもお尋ねします。

○前本博之税務課長　お答えいたします。 

  令和６年１月末時点での登録件数でございますが、

沖縄国税事務所に確認しましたところ４万4175件と

なっておりまして、１年前の令和５年１月末時点が

１万6725件となっております。事業者の全体の数で

ございますけれども、これも国税事務所の令和３年

度の確定申告のデータが基になっておりますが、所

得税、法人税の申告者数が３万9441事業者でござい

まして。すみません、失礼いたしました。全事業者

 数は８万9441事業者となっております。

   以上です。

○西銘純恵委員　８万9000余りの全事業者のうち、

登録で４万4000、半分の登録、インボイスというこ

とは登録されていないところもあるということで、

これまで登録やってきたところも大変だということ

で登録取消しということも今動いているようです。

　いずれにしてもインボイス導入で消費税そのもの

が課税をされているということで、新年度、結構、

県内の中小業者、厳しい状況にあるのかなと思って

 います。

  次、米軍の優遇税制について伺います。県民と同

 様に課税されて徴収されていますか。

○前本博之税務課長　お答えいたします。 

  米軍やその構成員等につきましては、日米地位協

定及び地方税法の臨時特例に関する法律によりまし

て、地方税を課してはならないとされております。

　ただ一方で、米軍構成員等の私有自動車につきま

しては、同法の第４条で徴収するものとされており

まして、その課税する税率につきましては、日米合

 同委員会で決定するものとなっております。

   以上です。

○西銘純恵委員　米軍関係、市町村の軽自動車税も

軽減されていて、今、税務課には県の自動車税を減

額をされていると思うんですけれど、復帰から今日

 まで、どれだけ減額されたかお尋ねします。

○前本博之税務課長　お答えいたします。 

  復帰後52年間における米軍構成員等の私有自動車

と、民間車両等に課される自動車税の差額につきま

 しては、合計約318億円と試算しております。

  なお、米軍構成員等の自動車税につきましては、

普通交付税の基準財政収入額において合意税率を適

用した上で、他の税目と同様に基準財政収入額の算

入率が75％となっていることから、当該差額分の全

 てが減収となるものではなっておりません。

   以上です。

○西銘純恵委員　基地内外の住民税はどうですか。 

○前本博之税務課長　お答えいたします。 

  先ほども申し上げましたが、米軍構成員等が基地

内で受ける所得に対しては、日米地位協定及び地方

税法の臨時特例に関する法律によりまして、住民税

 を課することができないこととなっております。

   以上です。

○西銘純恵委員　基地外居住の人数、今、把握され

ていない状況ですけれど、やっぱり在住の市町村住

民税を取ることができないというのは大きな財政負

 担があると思っています。

  次、人事課に伺います。会計年度任用職員につい

 て、職員総数に占める人数と割合をお尋ねします。

○城間敦人事課長　お答えします。 
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  令和５年６月１日時点の、知事部局における会計

年度任用職員は1245人となっており、職員総数5727人

 に占める割合は21.7％となっております。

○西銘純恵委員　時給は導入したときと比べてどう

なっていますか。新年度の待遇で改善する内容と予

 算、どれだけ増えますか。

○城間敦人事課長　会計年度任用職員の時給につい

て、知事部局で最も多く任用されている事務補助の

場合、令和２年度の制度創設時は960円でしたが、令

和４年、それから５年度の給与改定を経て1070円に

引き上げられたことから、当初より110円の増となっ

 ております。

  また、地方自治法改正に伴って、令和６年度に勤

勉手当の支給が可能となることから、今議会におい

て条例改正案を上程しているところであり、年間32万

 5000円の増額支給を見込んでおります。

　なお、令和６年度の予算につきましては、会計年

度任用職員の勤勉手当の支給のために６億6000万円

 を計上しているところでございます。

○西銘純恵委員　正規職員についてお尋ねします。 

　月45時間を超える時間外勤務の職員は何名います

か。45時間を超えないようにするには、あと何人職

 員が必要ですか。

○城間敦人事課長　知事部局職員のうち、規則で定

める時間外勤務等が月45時間を超えた職員の月平均

人数について、令和４年度では282名でしたが、令和

 ５年度は１月までで174名と減少傾向にあります。

  あと何人職員が必要かというところでございます

が、時間外勤務の要因については、退職者数の増加

等により職員が不足する欠員だけでなく、病気休暇

や育児休業等を取得する職員の代替確保が困難な場

合などがございます。そのため、県においては欠員

数や病気休暇、それから育児休業等を取得する職員

数の動向も踏まえ、計画的に職員を採用するととも

に、人事委員会などと連携し、沖縄県職員採用ガイ

ダンスや県内外の学校での説明会等を行い、受験者

数の増を図り、引き続き必要な人員を確保していき

 たいと考えております。

○西銘純恵委員　ぜひ、試算して正職員としてきち

んとやっていくと。45時間を超える残業というのは、

なくしていくという立場でやっていただきたいと思

 います。

  昨日からメディアで報道されているようですけれ

ども、80時間を超える、過労死の危険な状況で残業

しているという職員がいるようなんですけれど、何

 名いるのですか。

○城間敦人事課長　令和４年度の月80時間を超える

時間外勤務をした職員の人数、実人員ですが348名と

 なっております。

○西銘純恵委員　現年度もどれだけいるかというの

は出ると思うんですけれども。職員の皆さん、これ

だけ過労死といったら、やっぱり早く辞めていくと

いうことも最近問題になっています。ぜひ徹底的に、

このような状況を早急に改善すべきだと思うんです

よね。それは総務部長、ぜひお答えいただきたいと

思うのですが、これを置いておけないと思うんです

 よ。

○宮城力総務部長　職員、普通退職者数の増加が著

しいということで、いろんなところから御指摘等を

いただいているところでございます。退職の要因に

ついては家庭の都合等もございますが、本会議でも

答弁申し上げたように、業務が過重であるというよ

 うな意見もいただいているところです。

  この５年で退職された方にアンケート調査を実施

しまして、回答率が５割には満たなかったのですが、

もっと若手職員にサポートをすべきではないかとい

う意見や、あるいは自分が思い描いていた業務と実

際の業務でギャップがあって、このずれが激しいと

 いうような意見も頂戴したところです。

  このため、今人事課はいろんな取組をしておりま

して、例えば全ての部署が、我々の部署ではどういっ

た仕事をして、どういったスキルが求められて、ど

ういうスキルアップが図られるというようなプロフ

ィール的なものも、昨年の人事異動申告の時期に創

設したところです。時間外についても全部をなくす

ことは難しいとは思いますが、非常に時間外、在課

時間が長い職員に対しては、総務部から各部に、こ

の職員はこの月の在課時間が何十時間であるという

ような情報を提供して、仕事を分担するとか、様々

な取組ができるのではないかということで対応して

いるところでございます。引き続きあらゆる策を講

じて、職員が働きやすい職場環境づくり、また加え

て働きがいが感じられるような職場づくり、これに

 取り組んでいきたいと思っております。

○西銘純恵委員　いろいろ改善策をおっしゃったん

ですけれど、80時間を超える、本当に過労死状態に

ある皆さんが348人いるというのは、これは危機的状

況だと思うんですよ。病気で退職もいらっしゃる、

病休で休んでいる人もいるとか、そういうことを聞

いたら、直ちにそれをなくしていくということでや

らないといけないと思うんですよ。348人という具体

的に実人数が出ましたので、そこを明らかにして、
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どこの部署なのか何なのか検証されて、早急に解消

する対策を取っていただきたいと思うのですが、い

 かがですか。

○宮城力総務部長　月45時間については、時間外勤

務の上限で１年で申し上げると360時間になります。

　ただ、他律的な業務が多い部署があるというのも

現実で、特に、人事課とか、財政課とかというとこ

ろは１月100時間未満。ただし、１年で720時間とい

 う上限を一応は定めているところでございます。

  この辺りの上限も見極めながら、少しでも時間外

手当が減るように、いろんな取組を進めていきたい

 というふうに思います。

○西銘純恵委員　私、具体的な部署の問題だとも思っ

 ていますので、そこも検証していただきたい。

  もう一点、残業代がすぐに支払われない。数十年

間常態化していたんじゃないかというのも今日報道

があったんですけれど、これは何でですか、払うべ

 きじゃないですか。

○宮城力総務部長　これまで時間外勤務手当につい

ては、人件費については10月の人事委員会勧告を受

けての11月補正予算、最後の２月議会でその他の人

件費で流用等で対応できない部分については補正予

算で対応してきたところで、時間外勤務手当につい

ては２月の補正予算で計上してきたところでござい

 ます。

  本日ニュースがあって、支払いが大分遅れている

という不満の声が非常に高いというような声もござ

いました。これについては次年度から改善を図って

 いくということで考えているところでございます。

○西銘純恵委員　残業を減らすことと併せてやれば

改善は当然できますので、ぜひ頑張ってほしいです。 

　知事公室に質問します。政府予算案で沖縄関係の

基地費用、これが幾らなのか。内容説明、総額もお

 尋ねします。

○長嶺元裕基地対策課長　防衛省によりますと、令

和６年度防衛省予算案における沖縄防衛局に係る当

初予算額は、契約ベースで基地対策等関連経費が約

2070億円、米軍再編関係経費が約2260億円などとなっ

ております。なお一部の経費については、両方の経

費に重複して計上されているとのことです。その他、

施設の整備等に係る自衛隊関連予算については、沖

縄関係分の内訳が明記されていないため把握はでき

 ておりません。

○西銘純恵委員　嘉手納飛行場以南の土地の返還で、

今、総合的な数字だけしかおっしゃらなかったんで

すけれど、例えばキャンプ・キンザーは2024年度、

新年度から返還するということで、25年度には国道

58号側の全部の返還が24、25からということで嘉手

納以南、あちこちみんな返還ということが出ている

んですよ。それで今の米軍基地関係の予算、私、結

構、莫大な予算だと思っているんですけれども、返

還される基地の中で新たな基地予算が入っているの

かとか、具体的に調べるべきだと思うんですけれど

 も、具体的に調べたことありますか。

○長嶺元裕基地対策課長　基地ごとの施設整備の予

算額等については、資料が送られてくる、情報が提

供されるというようなことはございませんで、その

時々、例えばマスコミ報道などを受けて照会をする

等して把握をするというようなことはこれまでござ

 います。

○西銘純恵委員　県が独自に、やっぱり調べるとい

う態度で、政府に対してもやってほしいと思うんで

 すよ、いかがですか。

○長嶺元裕基地対策課長　今、西銘委員から提案の

ありましたことについても、詳細について政府に情

 報の開示を求めていきたいと考えております。

○西銘純恵委員　基地対策調査費の関係もあります

けれど、爆音調査とか、ＰＦＡＳ調査などもやって

いますが、日米訓練の場所とか、内容について県は

把握されていますか。把握する努力というのは、ど

 のようにやっていますか。

○長嶺元裕基地対策課長　日米共同訓練については

訓練の都度、その時期ですとか内容などの情報につ

いて、沖縄防衛局から資料の提供でありますとか、

直接、説明を受けるということで把握をしていると

 ころでございます。

○西銘純恵委員　例えばどんな武器を使って、何名

の隊員がどこを使ってやるのかとか、私、詳細を聞

いてほしい。報道発表されるような内容を我々も入

手しています。それ以上に超えて、訓練の中身を聞

 いてほしいと思うのですが、いかがですか。

○長嶺元裕基地対策課長　訓練の内容につきまして

は、こちらから詳細を尋ねるということもあるんで

すけれども、やはり運用上の理由とか、そういった

理由で、詳細は差し控えたいというような回答があ

 ることもございます。

  県としては、詳細な訓練内容についても情報提供

していただくように、引き続き求めていきたいと考

 えております。

○西銘純恵委員　ワシントン駐在は増額という内容

になっていますが、新たな取組があるのかどうか、

 お尋ねします。



－120－

○長嶺元裕基地対策課長　令和６年度のワシントン

駐在員活動事業費は、前年度と比較して456万4000円

の増額となっております。その理由は円安及び物価

高騰に伴う運営経費の増額を見込んでいるところで

 ございます。

  ワシントン駐在は、これまで米国内において、沖

縄の基地問題に関する情報発信を行うとともに、米

国政府関係者等に対し、辺野古新基地建設問題をは

じめとする、沖縄の基地問題の解決について働きか

 けてまいりました。

  令和６年度も、引き続きこれらの情報発信、働き

かけを継続して行うとともに、市民団体等との連携

した取組も強化していきたいと考えております。加

えて早い時期に影響力、発信力を有する人物の沖縄

への招聘についても、実現に向けて取り組んでいき

 たいと考えております。

○西銘純恵委員　辺野古の軟弱地盤や活断層や沖縄

の民意、辺野古反対の民意が多い、そして大浦湾の

海の豊かさですね。そこら辺について、これまでワ

シントン事務所がいろいろ情報提供して、相当成果

が出ていると思うのですが、一端でもお答えくださ

 い。

○長嶺元裕基地対策課長　ワシントン駐在のこれま

での働きかけの結果として、2020年に下院軍事委員

会即応力小委員会の国防権限法案、翌年度の法案に

関する書面に辺野古新基地建設に係る４つの懸念事

項と、建設予定地地下の強度の検証結果など、５つ

の項目に関する報告書の提出を国防総省に求めるこ

 とが明記されております。

  また2022年には米国のシンクタンクであるクイン

シー研究所と、米戦略予算評価センターの報告書に

普天間代替施設計画への懸念等が示されております。 

これらはワシントン駐在のこれまでの活動の成果で

あり、米国内において、沖縄の基地問題への認識が

 広がりつつあるものと考えております。

○西銘純恵委員　辺野古新基地建設問題対策課にお

 尋ねします。

  これまでの裁判で、県はどういう主張をされてき

 ましたか。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長　お答え

 いたします。

  これまでの一連の裁判につきましては、平成27年

度から現在14件の訴訟が行われてきておりますが、

例えば国の是正の指示の取消しを求めて提起した関

与取消訴訟におきまして、県はＢ27地点の力学的試

験の必要性や、工事の実施がジュゴンに及ぼす影響

及び地盤改良に伴う海底面の改変範囲の拡張が環境

に及ぼす影響について、専門技術的な知見に基づい

た知事の判断に何ら裁量の逸脱、濫用はないこと。

工期の長期化によって、普天間飛行場の危険性の除

去、早期除去につながらないことを考慮した、知事

の判断に何ら事実の基礎を欠いたり、社会通念に照

らし明らかに妥当性を懈怠する点はなく、埋立変更

不承認処分は、技術的にも法律的にも正しいことを

 これまで裁判で主張してまいりました。

  また、国が提起した代執行訴訟において、県は県

民の明確な民意こそが公益であって、国が県との対

話に応じていないことなどを踏まえれば、今回の国

の請求はいずれも代執行要件を充足していないこと。 

  そして双方の対話によって、辺野古新基地建設問

題の解決の道を探ることこそが、最善の方法である

 ことを主張してまいりました。

   以上でございます。

○西銘純恵委員　事業として情報発信されています

けれど、届ける工夫が必要だと思うのですが、いか

 がですか。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長　お答え

 いたします。

  県はこれまで、辺野古新基地建設問題や沖縄の基

地負担の問題等につきまして、国民が主体となり自

分事として考えていただくことが重要であると考え

ていることから、問題解決に向けた国民的議論の機

運醸成を目的としたトークキャラバンを実施してき

 てございます。

  また、県の取組を後押しする、国際世論の形成を

図ることを目的としまして、知事による国連訪問や

訪米活動のほか、ワシントン駐在による情報発信な

 どを行ってきたところでございます。

  さらに、代執行訴訟を受けた県の立場を記す書簡

などを全都道府県知事に送り、代執行の問題が本県

に限らず、全国でも生じ得る地方自治の問題である

 ことを訴えてきてございます。

   以上です。

○西銘純恵委員　防災危機管理課にお尋ねします。 

  今日は国際女性デーですけれども、ジェンダー

ギャップ指数が、今、日本は世界で125位と本当に遅

 れた国になっています。

  一つお尋ねします。女性職員の配置や防災会議の

 女性委員の比率、そして増やす取組を伺います。

○山里永悟防災危機管理課長　県では防災危機管理

部門に、現在、女性職員を３名配置しておりまして、

それぞれ消防、防災、不発弾対策業務に従事してい
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るところでございます。女性職員の配置につきまし

ては令和３年度がゼロという時代もございました。

近年は１名から２名の女性職員を配置しておりまし

 たが、今年度は３名の配置となっております。

  沖縄県防災会議につきまして、女性委員数は直近

令和３年度に開催をいたしました会議において、定

数55名中12名となっておりまして、比率は21.8％と

なっております。その女性委員の所属でございます

が、沖縄県看護協会、沖縄県婦人連合会、沖縄県女

性防火クラブ連絡協議会、沖縄市女性連合会、ＪＡ

沖縄女性部などとなっております。取組としてです

が、原則庁内各部の部長等を指名しているのですが、

統括監の職に女性がいらっしゃる場合には、統括監

を指名するなどして、女性の委員を増やす取組をし

 ているところでございます。

○西銘純恵委員　避難所ですけれども、女性トイレ

など女性の人権が守られるような取組についても、

やっぱり女性がいる、いないで変わってくると思う

 のですが、いかがですか。

○山里永悟防災危機管理課長　本日も県内両紙で非

常に大きく取り上げられていて、耳が痛い状況でご

 ざいました。

  沖縄県の地域防災計画の基本方針ですが、男女共

同参画の視点を取り入れていまして、避難所の運営

においても、女性の参画の推進や男女のニーズの違

いなどに配慮することということを掲げております。 

  また、我々ほうで実施しております県総合防災訓

練におきまして、避難所の運営訓練ですが、女性防

火クラブ等にも参画をしていただきまして、国が示

した避難所におけるトイレの確保管理ガイドライン

に基づき、女性用トイレや更衣室のほか、妊産婦等

に配慮した女性用の災害テントを設置するなど、女

性の視点を取り入れた取組を行っているところでご

 ざいます。

○西銘純恵委員　報道を受けてということじゃなく

て、県も独自に41市町村に、県として考えるそうい

う女性の視点で整備してほしいということをやっぱ

り投げかけるというのか、積極的に推進をしていく、

そういう立場に持っていくということが必要だと思

うのですけれども、これはどのような方法でやって

 いくのでしょうか。

○山里永悟防災危機管理課長　委員は御承知かと思

いますが、避難所の運営、もしくはその物資の支給

については、子ども生活福祉部のほうで所管をして

おりまして、子ども生活福祉部から頂いた情報によ

りますと、市町村の備蓄を補完するため、県のほう

でも女性等に配慮した物資として、生理用品や小児

用ミルク、哺乳瓶などの物資を備蓄しているという

 ことでございます。

  こうしたことも共有しながら、子ども生活福祉部

とも連携をしながら、市町村に対して、女性の視点

を取り入れた避難所の運営について、促進を促して

 いきたいと考えております。

○西銘純恵委員　最後に新規のおきなわ＃7119事業。

事業説明、先ほど答えていらっしゃったんですけれ

ども、電話相談というのが具体的にどんな形になる

のか。どういう方がどういう電話をかけたときに――

委託をされるということではあるけれども、どうい

う方法で事業内容というのかな、具体的なやり取り

 について少し説明をお願いできますか。

○山里永悟防災危機管理課長　分かりやすくという

ことなので、ちょっと具体例的なことを申しますと、

例えばお子さんが急な発熱であるとか、御自身が体

調に不安がある方とかが、急な発熱、病気で、すご

く神経も高まりますので、すぐに救急車を呼んでし

まいたいとかいう衝動になるのですが、昨今、救急

車の出動件数が非常に逼迫しておりまして、消防に

確認すると、やはりその半数以上というのは軽症だ

 という実態がございます。

  なので、一旦、専門家となる方に、自宅ですぐに

電話でお医者さんとか、看護師とか、医療の専門家

の方に、今自分の状態は救急車をすぐに呼ぶべきか

どうかということを相談できる、そういったサービ

スとなっておりまして、24時間365日、受診というか

 相談が可能なサービスとなっております。

○西銘純恵委員　全市町村が、まだ参入するという

ことをやっていないと先ほどありましたけれども、

そしたら県としては、そうじゃないところは相談は

受け付けませんということになるとすれば、どうい

う線引きをするかが出てくるので、みんなを加入さ

せて、全県でどこにいてもそれが使えるようにとい

う形にやる以外ないかと私は思うんですよ。だから

そこら辺も含めてちょっと方針といいますか、見通

 しをお尋ねします。

○山里永悟防災危機管理課長　我々としても、全市

町村の加入をまず前提として始めてまいりました。

実際に各市町村、離島も回って、役場の職員である

とか、場合によっては首長さんとも直接話をさせて

いただいて、また診療所のお医者さんにも話をさせ

ていただく中で、地域地域の特性がございまして、

一部の自治体においては住民の方と非常に近くて、

役場とか診療所が。♯7119とかいうのを挟むよりも、
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すぐに相談したくて、すぐに役場としても顔の見え

る状態で、健康状態を把握したいというところもご

ざいまして、ちょっとそこについてはまだ待ってく

れと言われています。そういった自治体もあったの

で、必ずしも全部そろってからスタートというより

は、もうできる限り多く、できれば早期にスタート

したいということを目指している状態でございます。 

○西銘純恵委員　小さな自治体、確かに身近にすぐ

やり取りができるということはあると思います。私、

個人的にコロナの時期、発熱してどうしようかと病

院を探しても受け入れしませんと言って、病院ごと

にかけていったんですよ。だから、それが今言った

＃7119で１か所にかけて、あなたはどういうふうに

したほうがいいというアドバイスを受けることがで

きたら、やっぱり違ってくるなと。とてもこの事業

は県が導入してよかったなと思っていますので、ぜ

 ひ積極的に進めていただきたいと思います。

   以上です。

○又吉清義委員長　休憩いたします。 

 　　　午後３時28分休憩

 　　　午後３時49分再開

○又吉清義委員長　再開いたします。 

   休憩前に引き続き質疑を行います。

   渡久地修委員。

○渡久地修委員　それでは、まず公安委員会からお

 尋ねします。

  前回４月に採用される少年警察補導員の名称につ

いて、もっと子供たちに寄り添った名称に変えたら

どうですかと提案しましたが、その後、検討どうなっ

 たでしょうか。

○壱岐恭秀警務部長　お答えいたします。 

  令和６年度から増員される一般職員につきまして

は、その職務内容につきまして、児童虐待事案に係

る調査や児童相談所への通告をはじめ、少年警察活

動における非行少年、触法少年の調査などに当たる

 こととしております。

  この職務内容を踏まえまして、新たに設置する職

名につきましては、係長級を少年警察調査官、主任

級を先任少年警察調査員、主事級を少年警察調査員

 とすることとしております。

  県警察としましては、これら少年警察調査員等の

運用に当たりまして、虐待を受けた児童の精神的ケ

アや支援など、従来以上に子供たちに寄り添って対

 応していくこととしております。

   以上です。

○渡久地修委員　ぜひ、子供たちに寄り添った対応

 をしていただきたいと思います。

　次に交通安全事業について、ギネス世界一で那覇

の三大祭りの一つに那覇大綱挽がありますが、その

旗頭行列に市内各地域から14の代表の旗頭が参加し

ます。その際、当日トラックに積んで、いわゆる道

ジュネーしながら、集合場所の壺屋小学校まで来ま

すけれども、ぜひ従来どおり、これができるように

警察として配慮していただきたいという要望が強く

寄せられていますけれども、この辺について、いか

 がでしょうか。

○安里準交通部長　道路における祭礼行事、いわゆ

る道ジュネーへの対応につきましては、沖縄県道路

交通法施行細則により、許可が必要な行為として定

められております。申請がなされた場合には、必要

な条件を付して、許可して、交通の安全と円滑を図っ

 ているところです。

  このような沖縄の伝統行事である道ジュネーへの

対応につきましては、交通の安全と円滑を図ること

はもとより、道路利用者のニーズも踏まえつつ、今

後とも適切かつ柔軟に対応してまいりたいと考えて

 おります。

○渡久地修委員　これは伝統行事、文化でもありま

すので、ぜひ柔軟に対応していただきたいと思いま

 す。

  次に、この道ジュネーじゃなくて、運搬だけとい

 う場合はどうなりますか。

○安里準交通部長　貨物自動車の荷台に運搬する場

合なんですけれども、旗頭を積載する場合でござい

ますが、道路交通法の規定によって、旗頭に限らず、

貨物の転落飛散防止のために、貨物の質や量などに

応じて、必要最小限度の人員を監視として荷台に乗

 車させることができます。

○渡久地修委員　その際は、許可は要らないという

 ことでいいですか。

○安里準交通部長　委員がおっしゃるように、許可

 は必要ありません。

○渡久地修委員　次に横断歩道の白線ですけれど、

よく消えて何とか直してほしいという要請が、結構

多くあるんですけれども、その際の県警の対応は今

 どうなっているでしょうか。

○安里準交通部長　横断歩道を含む道路標示につき

ましては、補修箇所を把握した際に現場調査を行い

ながら、補修が必要と認められれば、入札資料を作

成し、所要の会計手続を経て、補修工事を実施して

 おります。

○渡久地修委員　これお願いしても、要請しても、
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結構時間を要しているんですよね。だから多分皆さ

んまとめてやっていると思うんですけれども、これ

早急にやっていただきたいのですが、年間、横断歩

道にすると、何か所の補修ということになるのでしょ

 うか。

○安里準交通部長　横断歩道を含む道路標示の令和

４年度中の整備状況につきましては、距離数で言う

と横断歩道が50.8キロメートルになりますが、箇所

 にすると289か所となります。

○渡久地修委員　横断歩道はやっぱり交通安全に関

わりますので、速やかにやれるようにしていただき

 たいと思います。

　次、総務部。まず予算獲得について、幾つかお尋

 ねします。

  まず学校クーラーの維持費の問題ですけれど、こ

こに新聞報道で学校のクーラーがあるのに暑いと。

県立高校でクーラーの維持費がなくて大変だという

報道があったんですけれども、このクーラーの維持

費については、クーラーはついているけれど電気代

が出せなくて止まっているというのがかなり前から

あったので、私は市議会議員時代から地方交付税の

亜熱帯補正というのをずっと言い続けてきて、県議

会でもずっと取り上げてきました。過去、県議会も

意見書を全会一致で上げているんですけれど、クー

ラーの維持費についての交付税措置については、今

 どうなっているか、お願いします。

○又吉信財政課長　お答えします。 

  地方公共団体においては、地方交付税法の規定に

基づいて、総務大臣に対して交付税の算定方法に関

して意見を申し出ることができると。これは９月中

 旬から９月下旬頃となっております。

  県では小中学校及び高等学校に対する空調の維持

費について、今委員おっしゃったような形で、亜熱

帯気候のためにも特別な行政需要があるんだという

ところで、平成15年度以降、交付税措置算定におけ

 る補正係数の新設ということを求めてきました。

  その結果なんですけれども、小中学校については、

令和元年度から冷房設備に係る電気代については、

単位費用措置がされるという結果となっております。 

  一方、高等学校については、総務省に聞き取りは

――文書等での回答はなかったんですけれど、聞き

取りを行ったところ高等学校の空調整備経費が文科

省の交付金の対象外であること。文科省から総務省

に対して、当該経費について地方財政措置の要望が

ないことから、引き続き検討というところで高等学

校については採用に至っていないというところでご

 ざいます。

  県としては、引き続き国に求めていきたいと考え

 ております。

   以上です。

○渡久地修委員　2019年から小中学校交付税措置さ

れたということで、これはもう長い間かかりました

けれど、県全体が頑張って取ったというのは、僕は

とても大きいと思うんですよ。それで小中学校のクー

ラーのいわゆる電気代、そして高等学校の維持費、

 電気代、この額について教えてください。

○又吉信財政課長　お答えします。 

  先ほども申し上げましたが、小中学校については

単位費用で措置されているというところで、市町村

の交付税の単位費用に入っていますので、ちょっと

総務部では市町村分について把握していない状況で

 ございます。

  高等学校分については、令和４年の実績で言いま

すと年間約２億3000万余りの電気代がかかっている

という形で、それを補正係数入れて、それを確保し

てほしいという要望をしているところでございます。 

   以上です。

○渡久地修委員　先ほど高校がついていないと、小

学校がついて高校がついていない。これは理屈が通

らないですよ。今、夏になると熱中症だということ

で、政府自身も家庭にいるお年寄りにもみんなクー

ラーをつけてくださいと呼びかけている状況なんで

すよ。そういう意味で、高校だけつかないというの

 はこれはおかしい。

  だから新年度、直ちに、これは先ほど文科省から

財務省に要望がないとかいろいろ言っているけれど

も、教育委員会と総務部、全庁を挙げてクーラーの

維持費の交付税措置、高校分もぜひやってほしいと

いうことを、僕はもう重点課題の一つとして取り組

 んでいただきたいのですが、総務部長どうですか。

○宮城力総務部長　総務大臣に対する申出に当たっ

ては、基礎的なデータ等については教育長から取り

寄せて、その数値を基にして申出を行っているとこ

ろでございます。これまで以上に、どのような連携

を図っていけるか、またいろいろ相談してみたいと

 思います。

○渡久地修委員　これは県の財源確保、これも１つ。

それともう一つ大事なのは子供たちの健康。ある意

味では熱中症という立場からすると、命を守るとい

う立場からもとても大事なので、ぜひ総務部と教育

委員会が力を合わせて、早急にこれは実現させてく

 ださい。
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  次に、予算獲得の２番目に各省庁予算の獲得につ

いて、今年度、頑張ったという報道がされましたけ

れど、これも2015年７月議会の本会議で、各省庁の

予算獲得にもっと県は力を入れてほしいと、研究し

てほしいということを提起したんだけれども、あれ

からもう大分たったけれども、この間の各省庁獲得、

予算の獲得の、皆さん方の取組について教えてくだ

 さい。

○又吉信財政課長　お答えします。 

  まず平成30年度まで、まだソフト交付金とか、か

なりボリュームがありましたので、できればそこの

ほうが補助率が高いというところで、そこを積極的

 に活用してきた。

  ところが、ソフト交付金も今減額傾向にあるとい

うところで、それを何とかしないといけないという

ところで、各省計上も取りに行こうという形で、今

までは自分たちの、例えば去年あった予算をつぶし

て、さらに各省を取ってきてくれということをやっ

たんですけれど、なかなか進まないというところで、

令和５年度、今年度当初予算から、今までの部が持っ

ていた予算とは別に、一般財源ベースで10億程度は

プラスアルファで措置する予定ですという形で、そ

れをベースにして各省の、今まで取りに行けなかっ

た予算を取りに行ってくれという取組を行いました。 

  その結果、今年度については10億程度措置すると

言ったんですけれども、いろんな要望があって、結

果的に一般財源ベースで11億、総額で言うと25.6億

という形の各省計上予算を新規、あるいは一部拡充

なんですけれども、そういう形で獲得したというと

 ころでございます。

○渡久地修委員　本当に県庁の職員が、みんなが全

力を挙げて、目を皿のようにして各省庁のいろんな

どんな予算があるかというのも研究してやれば、獲

得できるということが示されていると思うわけよ。

だから、これからもこれを全力を挙げていただきた

 いのですが、どうですか。

○又吉信財政課長　お答えします。 

  この効果については、一般財源で10億程度という

とこでやったんですけれど、これはもう毎年の収支

の状況等も見ながらですので、毎年この10億なのか、

それを増やすのか、減らすのかというのは、その時

 々なのかなと。

  ただ、やはり各省計上予算については積極的に取

りにいかないとというところですので、総務部とし

てもできるだけそういう予算要求の仕組みをつくっ

 て、各部に促していきたいと考えております。

○渡久地修委員　ぜひ、頑張ってください。 

  次に夜間中学について。新年度、この夜間中学開

 学、見通しはどうでしょうか。

○山内昌満総務私学課長　学校法人雙星舎から昨年

３月末に出されました、令和６年度開設に向けての

夜間中学校の設置計画につきましては、昨年９月15日

に開催されました私立学校審議会の答申を踏まえま

して、９月29日付で計画は妥当であるという旨の回

 答を行っております。

  ２段階審査ですので、その後、学校の設置認可申

請書が11月頃に提出されまして、この手続の一つと

して、昨日私立学校審議会のほうで御審議いただい

 たところです。

  今後につきましては、その答申を踏まえまして、

申請が妥当であると判断されれば、認可という手続

を終えまして、認可であれば令和６年４月から開校

 が認められることとなる状況であります。

   以上です。

○渡久地修委員　認可して開校されたら、今度この

沖縄県の私学助成、これも支援も行われることにな

 りますよね、どうでしょうか。

○山内昌満総務私学課長　県のほうでは、小学校、

中学校及び高等学校を設置する学校法人を対象とす

る、私立学校の運営に要する経費の一部を補助して

 いるところです。

  今回の学校法人雙星舎による夜間中学校につきま

しては、学校教育法第１条に規定する中学校――夜

間の課程になりますが、中学校に該当しますので、

認可がされた場合には、私立学校運営費補助金の対

 象となることとなります。

   以上です。

○渡久地修委員　次に知事公室、不発弾について。

不発弾処理の耐爆容器について、2011年９月議会で、

私、取り上げましたけれども、12年たって今回やっ

と導入になりましたけれど、その経緯についてお願

 いします。

○山里永悟防災危機管理課長　耐爆容器導入の経緯

につきまして、まず沖縄不発弾等対策協議会専門部

会ワーキングチームにおいて、平成29年度から令和

４年度まで計７回にわたり耐爆容器の安全性や耐久

性などが検証されております。検証結果については、

令和４年に開催された沖縄不発弾等対策協議会に報

告され、安全性や耐久性が同協議会において確認さ

 れました。

  令和４年度に耐爆容器の保管、運搬方法、使用時

に注意すべき事項と実際の運用方法について検討を
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行い、令和５年度は運用方法の検討結果に基づき、

実際に耐爆容器を使用した試行運用を行っておりま

 す。

  その後、沖縄総合事務局、陸上自衛隊、市町村、

沖縄県において試行運用の課題等に関する検証を終

え、協議会において承認されましたので、今後は令

和６年度から本格運用を開始する予定となっており

 ます。

○渡久地修委員　次年度から本格運用ということで、

非常にいいと思うんですけれど、前にこれ指摘した

ときに、当時だったんだけれど、５インチ艦砲弾で

106メートルの避難半径が30メートルに縮小できると

言われているということを指摘しましたけれども、

 実際、これから縮小できますか。

○山里永悟防災危機管理課長　今年度、試行運用で

すので、一応通常どおりの避難を担保しているとこ

ろですが、実際運用になりますと、避難半径ですが

25.5メートルということで現在の３分の１。面積に

 しますと12分の１の縮小になります。

○渡久地修委員　面積で12分の１となったら、これ

経済的にも相当な何ていうの、今までの経済的な損

失が軽減されるので、ぜひ積極的に続けてください。 

  不発弾の問題はこういうのが技術的に進めば進む

ほど、今度またこの怖さというのが、だんだん薄れ

ていくのもあると思いますので、ぜひ不発弾の怖さ

とか、その辺を考えるという意味で不発弾を考える

日の制定、これもずっと提案し続けていますが、県

 は検討すると言ったけれど、どうなっていますか。

○山里永悟防災危機管理課長　県としましては、御

提案を受けまして、不発弾問題を考える日、仮称で

ございますが、この制定に向けた取組の中で、不発

弾問題に関する県民の理解を深め、広く機運醸成を

 図ることが重要と考えております。

  このため、この不発弾対策に関する沖縄県内の中

心機関であります沖縄不発弾等対策協議会――国、

県、市町村、自衛隊、県警、民間機関の関係機関で

構成されております事務局のほうに、沖縄県から不

発弾問題等を考える日の制定について提案をいたし

 ました。

  今後、連携して協議を開始することとなっており

 ます。

○渡久地修委員　次に防災ヘリについて。実は私が

県議会に当選したのが2008年だったんですけれど、

最初の議会で防災ヘリのことを取り上げたんですけ

れど、あのときは自衛隊や海上保安庁に要請してい

るということで、なかなか取り合ってもらえなかっ

た。何度もほかの人たちも取り上げて、やっと16年

たってここまで来たと。検討するというところまで

に８年間かかって、検討から今日まで、さらに８年

かかっているんですよ。もうこれは導入を決定した

 ということで、よろしいのですか。

○山里永悟防災危機管理課長　繰り返しの答弁に

ちょっと重なってしまうのですが、消防防災ヘリコ

プターの導入については、沖縄県と県内全市町村、

41市町村で構成する協議会で協議を重ねてきました。

重ねた結果、４つの議案について可決をしておりま

 す。

  現在、最終段階で首長であります市町村長にその

承認をお願いしているところでございまして、39市

町村長から承認をいただいている状態ということで

ございまして、石垣市長、うるま市長へは、現在の

ところ説明を続けているという状況でございます。

両市長から承認が得られ次第、導入に係る事業を具

 体的に進めることとしております。

○渡久地修委員　この防災ヘリについては今朝も

あったんだけれど、僕はこの防災ヘリに期待されて

いるものは何なのか、機能と役割についてしっかり

と整理する必要があると思いますが、その辺はいか

 がですか。

○山里永悟防災危機管理課長　朝に花城委員からも

ありましたように、この辺は我々も説明をもっと細

やかにしていく必要あるかなというふうに考えます。 

  最初、委員からもお話がありましたように、急患

搬送があまりにもイメージが強いのかなというふう

に感じておりますが、消防防災ヘリに関しては市町

村消防の強化支援を図ることを目的に導入を目指し

 ているところでございまして。

  あと、まず急患搬送から申しますと、離島の急患

搬送は、現在、陸上自衛隊がヘリを４機、固定翼を

１機、海上保安庁もヘリを２機、また本島周辺離島

はドクターヘリ１機、計８機で離島圏の急患搬送を

賄っておりまして、これらは引き続きこの機関等を

連携しながら急患搬送を維持していくことになりま

 す。

  消防防災ヘリについては、本島離島における火災

の消火活動であったり、山岳であったり、海難の遭

難者の捜索、迅速な救助、また事故現場に空から駆

けつけた迅速な救助、また人員・物資の輸送、情報

収集等を主な目的として担うとともに、また関係機

関と連携した急患搬送もできるということでござい

 ます。

  こうしたところを丁寧に説明を続けていきたいと
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 考えております。

○渡久地修委員　全国の機能ごとのパーセント、教

 えてください。

○山里永悟防災危機管理課長　全国の消防防災ヘリ

の活動機能の割合ですが、救急業務が46.4％、救助

が34.6％、火災が15.4％、情報収集・輸送等が3.5％

 となっております。

○渡久地修委員　防災ヘリの機能、役割についてしっ

 かり丁寧に説明してください。

　次、公室の地域外交及び平和を希求する「沖縄の

こころ」の発信という点で、新しく４月から課に昇

格するんだけれど、僕は大きな役割として平和友好

姉妹都市提携、これをどんどん進めていくという上

では、沖縄を平和の発信拠点にするというのはとて

も大事だと思うんですけれどどうですか。公室長、

 考え方としても。

○玉元宏一朗特命推進課室長　お答えいたします。 

  現在、パブリックコメントを実施中の沖縄県地域

外交基本方針（案）におきましては、海外自治体と

の連携を強化する方向性を示しているところでござ

 います。

  ＡＳＥＡＮ諸国と沖縄との交流間提携につきまし

ては、現在もシンガポール事務所を通じて商工観光

分野の取組を実施しているほか、そのほかの分野、

例えば平和の分野におきましても、県とカンボジア

地雷対策センターの間で昨年ＭＯＵを結んで連携し

た取組を行っているなど、そういう事例が出ている

 ところでございます。

  県としましては、ＡＳＥＡＮ諸国の自治体などと

の連携は、今後もますます重要となると考えており

ます。姉妹提携につきましては、地域外交基本方針

の方向性なども踏まえ、県内外関係者との意見交換

等を進めながら、継続的な交流の可能性を検討して

 まいります。

○渡久地修委員　次にトークキャラバンで、２月10日

に地位協定のシンポジウムをやっていますけれど、

そこでイタリアの元司令官のレオナルド・トリカリ

コ氏が基調講演をやって、非常に大事な講演ですけ

 れど、ちょっと中身についてお願いします。

○長嶺元裕基地対策課長　２月10日に東京で開催を

しました、日米地位協定の改定に係るシンポジウム

に登壇をしました、イタリアのトリカリコ元司令官

からは、米側に日本の主権を認識させることが重要

である。また、米軍の日本国内での活動は日本が決

めること。その日本の決定に米側が干渉することが

あってはならない。また、米軍が日本の法律に違反

したら、完全に日本の法律に基づいて裁かれること。

国内法が適用されることが必要であるといった貴重

 な意見をいただいたところでございます。

○渡久地修委員　公室長、総務企画委員会は2019年

に委員会で、この地位協定調査でドイツとイタリア

に行ってトリカリコ氏と面会したんですよ。そして

この話を聞いてきたんですよ。とっても、これ地位

協定改定させたと言って迫力のある話なんですよ。

だから、この中身は僕は総理大臣にも聞いてほしい

し、国会議員にも聞いてほしい、全国の知事に、ぜ

ひこれを届ける責務があると思う、県には。だから、

これはこのトリカリコ氏の基調講演も、ぜひ僕はパ

ンフレット、文書にしてでもいいから、国会議員、

総理大臣、そして全国の知事に届けてほしいと思う。

 いかがですか。

○溜政仁知事公室長　２月に開催したシンポジウム

につきましては、報告書にまとめる予定でございま

す。その報告書の活用につきましては、全国の皆様

へ地位協定の見直しの必要性を説明し、共通の理解

と協力が得られるよう活用したいと考えており、ま

たホームページ等でも掲載したいと思っています。

また全国知事会等におきましても、報告書について

活用して、報告の機会が得られればと考えておりま

 す。

   以上です。

○又吉清義委員長　當間盛夫委員。 

○當間盛夫委員　ちょっと事前には通知はしていな

かったのですが、まずは総務部の歳出予算の積算内

訳の部分から、退職手当の部分で普通退職、質問に

もあったのですが、235名という数字が出ているんで

 すが、その理由的なものを教えてください。

○城間敦人事課長　お答えします。 

  令和６年度当初予算における退職手当予算額は

17億7239万円となっています。その内訳は定年退職

が32名で約６億6000万。定年前退職者、これは60歳

に達した日以後に定年前の退職を選択する方です。

これが32人で約６億8000万。それから普通退職者が

235人で３億9000万。特別退職者が２人で2500万を見

込んでいるところでございます。235名の内訳でござ

いますが、普通退職者、本務の職員が53名で臨任の

 職員が182名となっております。

○當間盛夫委員　この普通退職で正規、本務が53名っ

て予想的なものなのですか。事前にもう届けが申請

 されているということなのですか。

○城間敦人事課長　普通退職は事前に届けがあると

いうことではございませんので、この人数の算出に



－127－

つきましては令和２年度から令和４年度までの過去

３年間の平均退職者数を出して使っていて、これに

過去３年間の１人当たりの平均支給額を乗じて額を

 出しているということでございます。

○當間盛夫委員　現実としてこの普通退職は増加し

 ている傾向なのですか。

○城間敦人事課長　一般行政職の普通退職者の推移

でございますが、令和４年度が60名、令和３年度が

44名、令和２年度が36名、令和元年度が38名となっ

 ておりまして増加傾向にあると言えます。

○當間盛夫委員　それと令和６年の県職員の採用人

 数は何名ですか。

○城間敦人事課長　４月１日付の新規採用職員の数

 は128名となっております。

○當間盛夫委員　この分で普通退職が増加傾向にあ

る。皆さん、採用人数も128名ということで、新規採

用では普通退職の増加の部分を見込んで、採用して

 いるという認識でもいいのですか。

○城間敦人事課長　採用の予定につきましては、定

年退職、普通退職、それから前年度の欠員状況、そ

ういったものを見込んで予定を立てているというこ

 とになってございます。

○當間盛夫委員　今日のマスコミでもあったんです

けれど、残業手当の支給が遅延をしているという部

分で、県の職員の働き方改革を含めて、県の職員が

本当に希望を持って、公僕である公務員の働きがい

ということを、私はもっと県は力を入れていかない

と、我々委員のパワハラだったり云々とはまた別の

話で、しっかりとその部分を、私は持つべきだと思

 うんですけれど、総務部長、どうですか。

○宮城力総務部長　これまで時間外勤務手当の縮減、

あるいは有給休暇の取得促進等に取り組んできて、

働きやすい職場環境づくりに努めてきたところでは

あるのですが、委員がおっしゃるように、それだけ

ではない、働きがいを感じる職場こそが望まれると

 いうお話も頂戴したところでございます。

  知事にもこのお話は昨年来しておりまして、新年

度から新たな取組を今始めようとしているところで

す。具体的なところは今最終的な詰めをしていると

ころですけれども、若手の職員に何らかの発揮でき

るような、モチベーションが出るような、何らかの

仕掛けをするという方向で、今考えているところで

 ございます。

○當間盛夫委員　若い職員が働き方というか、モチ

ベーションを上げるというのは、やっぱりこれだけ

県の職員となって、自分が何をやりたいという、い

ろんな事業的なものを考えてきたと思うんですよ。

だから、昨今のデジタル民主主義だとかいろいろ新

聞でうたわれているんですけれど、やっぱり若い人

たちから、もっと政策的な提言を県が受けて、それ

をどういうふうな形で具現化していくかということ

を、僕は大事な部分もあると思いますので、この若

い人たちの考え方をどう吸収していくかということ

を、ぜひまた頑張ってもらいたいなと思っています。 

　県有財産の効率的管理ということで、今回、本庁

舎の大規模改修があるんですが、実質この大規模改

修で、皆さん、今回ＬＥＤ化だとか推進事業もある

んですけれど、どれくらいの電気料金の効率になっ

 ているというものが出ているのですか。

○池原秀典管財課長　お答えいたします。 

  今回の本庁舎改修事業においては、空調熱源の更

新と、あと照明器具ＬＥＤ化等により、現行より22％

削減できるものと試算しているところでございます。 

   以上です。

○當間盛夫委員　皆さんから頂いたこの基本計画に

よると、ＬＥＤ化を含めたこの空調のもので22％と

あるんですけれど、この中で太陽光発電の設備設置

というものが傍線引かれているわけさね。全く検討

 もしなかったのか。

  国は公共施設への太陽光発電導入等についてとい

うことで、2030年までに公共施設の設置できるとこ

ろに50％、その再生エネルギーの導入をしましょう

という計画があるはずなのに、何でこの大規模改修、

皆さん令和12年までかかるわけですよ。何でこの太

陽光の設置というものが検討されなかったのか、

 ちょっと教えてください。

○宮城力総務部長　本庁舎の大規模改修事業に当

たって、太陽光発電を取り入れられないかというこ

とで、一番上の14階の屋上の部分なのですが、なか

なかいろんな設備があって、スペースが取れないと

 いうところがございました。

  今、本庁舎の隣に、県警棟との間に整備する防災

危機管理センター、ここについては、当初から屋上

に太陽光パネルを設置することとしております。ま

た、あるほかの議員から、今は屋上だけではなくて

壁であったり、あるいはガラス戸にあってもパネル

を設置できるという御提案もいただいたところです。

本庁舎の、このひさしの部分になっていて、日よけ

になっているところもあるものですから、発電効率

がどうなのか、それから職員の採光、日を取り入れ

る部分がどうなるのか、その辺りを確認した上で、

最新の太陽光の発電についても検討していきたいと
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 考えているところでございます。

○當間盛夫委員　今、部長が言われた曲がる太陽電

池、ペロブスカイト型ということで壁だとか、窓ガ

ラスだとかということで、日本の技術が先行してい

るところなはずなんですよ。こういった新しいそう

いう技術があるわけですから、やっぱり本庁舎とい

うことで県のシンボル的なところもあるわけですか

ら、県が排出する分でのゼロを目指しているという

ことであれば、やはり県が率先して県庁内にはそれ

を導入する、検討していくということが大事だと思

うのですけれど、その辺も、もう一度答弁されたほ

 うがいいのじゃないですか。

○宮城力総務部長　最新の技術を使った太陽光の発

電が可能かどうか、急ぎ確認して検討してまいりた

 いと思います。

○當間盛夫委員　よろしくお願いします。 

  先ほども渡久地委員からもあったんですけれど、

これ別に公共施設となると、学校だとか県警関係も

あるわけですから、学校関係でクーラーのものになっ

てくると、やっぱりそういう部分で学校関係だから

こそ、太陽光だとか蓄電池を入れて電気料金をいか

に下げてくるかということが、僕は大事だというふ

 うにも思っております。

  この中で、ＬＥＤを入れての電気料金の削減がほ

ぼほぼなんですよね。先ほど照明ＬＥＤ化で、今回

３億8000万ということがあるんですけれど、令和７年

 までにはというのがあった、これ数字出ましたか。

○池原秀典管財課長　先ほど当山委員からも御指摘

があったことですけれども、令和６年度までが50.5％

で、令和７年度までが73.7％という形に、すみませ

 ん、後ればせながら報告させていただきます。

○當間盛夫委員　全体でこれ本庁舎を含めて、皆さ

んこれＬＥＤ化にするとどれくらいの電気料金が削

 減するというのは出したことありますか。

○池原秀典管財課長　今回の事業で、令和６年、７年

度実施することによって、年間電気料金削減額は１億

 4346万円を削減予定として見込んでおります。

○當間盛夫委員　今回、令和６年で３億8000万とい

うのになるんですけれど、皆さん、このＬＥＤ化を

することでの総額的な事業費はどれだけなのですか。 

○池原秀典管財課長　県の公共施設のうち、公営企

業施設及び県立学校を除く庁舎公共施設等及び県警

施設のＬＥＤ化を図るために必要な費用はおよそ

 33億円と試算しております。

○當間盛夫委員　33億で、例えば皆さん、令和７年

まで73％まで持っていこうとしているよね。令和６年

の部分では３億8000万円、結局10％しか予算配分で

きていないわけですよ。ＬＥＤ化するために、今で

も皆さんだけのものでも30億、40億ぐらいかかるわ

けですよ。学校関係になると、いろいろともっとか

かるはずなんですよ。それでまた県警のものになっ

てくるとということになると、皆さんもっと先ほど

も民間のリースを活用してというのがあったのです

が、やっぱりリースを活用して平準化するという在

り方というのを持つべきだと思うんですけれど、ど

 うなのですか、その辺は。

○宮城力総務部長　今回のＬＥＤ化に当たっての財

源については、脱炭素化推進事業債というのを今活

用しております。これは一旦、起債で整備をして、

今年度の元利償還のときに地方交付税、たしか７割

程度交付税措置がされるという有利な起債で、これ

 が今のところ令和７年度までとされております。

  令和８年度以降につきましては、この脱炭素化推

進事業債の動向等も見極めつつ財政負担の縮減、あ

るいは平準化が図られるような手法について検討し

 ていきたいと考えております。

　すみません、交付税措置は５割になります。訂正

 いたします。

○當間盛夫委員　先ほどもＬＥＤ化するだけで約

20％電気料金が削減されるわけですよね、１億余り

という話。皆さん、もう一つ忘れてならないのは、

蛍光灯はもう作っていないわけですよ。輸入も2027年

の前倒しで、もう世界的にそういう輸入だとかそう

いったものも禁止されるわけですよ。そうなってく

ると皆さん、令和８年からも徐々にと言うんだけれ

ど、もうそのときには蛍光灯がじゃ切れたところは

 どうするのですかという話になるわけですよ。

　ＬＥＤのそういった部分は決して沖縄だけではな

くて、全国的にもそれを替えるということになって

くるわけですから、品薄になるのじゃないかなとい

 うことが懸念されているわけですよ。

　やっぱり、この辺も、皆さんしっかりとそういう

認識を持ちながら、電気料金を下げるためにＬＥＤ

化ということであれば、やっぱり平準化していろん

な検討をすべきだというふうに思っていますので、

 これは提言として終わります。

 　次に県警のほうお願いします。

  先ほど退職金のお話もさせてもらいました。ちょっ

と時間外手当の部分で、知事部局だけなのかが分か

らないんですけれど、この時間外手当の遅延がある

というものがあるんですけれど、この県警の職員費

を見ると時間外勤務手当、結構多いんですよね。15億
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という数字になるんですけれど、県警の時間外手当

というのは、しっかりと遅延なく支払いしていると

 いう認識でよろしいですか。

○井上毅会計課長　お答えいたします。 

  警察本部におきましては、時間外手当100％支給を

目指しておりまして、不足があれば流用手続、それ

かあるいは補正予算のタイミングがあれば補正予算

等で措置して、100％支給をさせていただいていると

 ころでございます。

   以上でございます。

○當間盛夫委員　しっかり対応、よろしくお願いい

 たします。

  次に警察施設費なんですが、先ほどもＬＥＤのお

話をさせてもらいましたが、警察施設でのその整備

 率を教えてください。

○井上毅会計課長　お答えいたします。 

  令和５年度末現在で警察施設全体で18％になると

 ころでございます。

○當間盛夫委員　皆さんから頂いた資料を見ると、

令和７年度でも37％でしかないわけです。先ほども

知事公室、公共施設のもので、やっぱりこれだけ電

気料金の軽減が図られるということになってくると、

皆さんも予算的な問題があろうかというふうに思っ

ていますけれど、これは加速化する必要があるんじゃ

 ないでしょうか。

○井上毅会計課長　お答えいたします。 

  現在、県警察のほうでは、庁舎の建て替え更新時

にＬＥＤ照明を標準設置するとともに、既存の庁舎

においても計画的に切替えを進めているところでご

ざいます。ただＬＥＤ照明の整備に当たっては、財

政的負担を考えて予算の平準化を図りつつ、今のと

ころ令和11年度をめどに全ての施設の照明をＬＥＤ

 に切り替えるということを計画しております。

  なお、全ての施設をＬＥＤ化するには約10億円の

経費を要するということから、予算の平準化を図る

ため、令和11年度までの計画としているものでござ

います。他方、県警察におきましては老朽化施設を

多く抱えておりまして、電気設備全般も老朽化が見

られるため、これらの改修の際に照明設備のＬＥＤ

化も併せて実施するなど計画のみにとらわれること

なく、できる限り早期に整備できるよう取り組むこ

 ととしております。

   以上でございます。

○當間盛夫委員　待機宿舎のことをいろいろと提言

をしてお話をさせてもらっているのですが、この待

 機宿舎の改築状況はどうなっていますか。

○大底律子厚生課長　お答えいたします。 

  待機宿舎の整備状況についてでありますが、待機

宿舎の現状につきましては、現在32棟のうち22棟が

築後35年以上経過いたしまして、経年劣化による施

設や設備機器の破損等が見受けられますので、計画

 的に長寿命化及び修繕を進めております。

  今後の建て替え計画につきましては、北部地域及

び離島地域が待機宿舎の必要性及び重要性が高いこ

とから、民間利活用も視野に入れながら建て替え候

 補地の選定を進めております。

  今後も関係機関の御理解をいただきながら、待機

宿舎の整備に取り組んでまいりたいと思っておりま

 す。

   以上でございます。

○當間盛夫委員　僕は先ほども予算のお話がありま

したＬＥＤにしても宿舎にしても、もうね時代的に

は国もそうなんですけれど、ＰＦＩ、この民間資金

の活用ということを促しているわけですから、やっ

ぱり予算的なものからすると、平準化を考えると、

僕はこの宿舎に関しても早急にＬＥＤ化をする中で

の警察の職員の皆さんの、やっぱり住環境というの

は僕は大事だというふうに思っていますので、これ

は早急に検討しながら進めていってもらいたいと思

 います。

　知事部局になりますが、知事訪米の予算の内訳を

 教えてください。

○長嶺元裕基地対策課長　知事訪米に要する経費は

令和６年度1038万2000円を計上しております。主な

内訳としては知事や随行職員の特別旅費903万円、そ

れから外部通訳に係る委託費50万円などとなってお

 ります。

○又吉清義委員長　休憩します。 

　　　（休憩中に、當間委員から総括質疑をしたい

　　　　との提起があった。） 

○又吉清義委員長　再開いたします。 

  提起する委員から、誰にどのような項目を確認す

 るのかをお願いいたします。

○當間盛夫委員　知事訪米に関して、知事に総括で

お話をさせてもらいたいと思いますので、委員長よ

 ろしくお計らいください。

○又吉清義委員長　ありがとうございます。 

  ただいまの提起内容については３月17日の質疑終

 了後に協議いたします。

   質疑を続けてください。

○當間盛夫委員　次に不発弾処理に関することなの

ですが、先ほども渡久地委員からもありました耐爆
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 容器ができていろいろと範囲が狭まると。

  最後に１つだけ質問。この令和４年までの部分で

不発弾の処理件数、そして処理重量というんですか、

どれだけの処理がされたよということをちょっと示

 してもらえませんか、推移的なものを。

○山里永悟防災危機管理課長　不発弾処理の処理件

数は過去５年でございますが平成30年度が678件、令

和元年度が532件、令和２年度が514件、令和３年度

が427件、令和４年度が472件となっております。平

成30年度が20.7トン、令和元年度が21.3トン、令和

２年度が14.4トン、令和３年度が13.3トン、令和４年

 度が14.7トンとなっております。

○當間盛夫委員　ありがとうございました。 

○又吉清義委員長　以上で、知事公室に係る甲第１号

議案、総務部に係る甲第１号議案、甲第７号議案及

び甲第19号議案、公安委員会に係る甲第１号議案に

 対する質疑を終結いたします。

   説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

   休憩いたします。

 　　　（休憩中に、執行部退席）

○又吉清義委員長　再開いたします。 

   以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

   委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

  次回は、３月11日月曜日午前10時から委員会を開

 きます。

   本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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令 和 ６  年 第 １ 回 

沖縄県議会（定例会）　　　　 

 

開会の日時、場所 

　年月日　　令和６年３月８日 (金曜日)  

　開　会　　午前10時４分 

　散　会　　午後３時18分 

　場　所　　第１委員会室 

本日の委員会に付した事件 

　１　甲第１号議案 令和６年度沖縄県一般会計予

 算（農林水産部及び労働委員

　 会事務局所管分） 

　２　甲第２号議案 令和６年度沖縄県農業改良資

  金特別会計予算

　３　甲第８号議案 令和６年度沖縄県沿岸漁業改

  善資金特別会計予算

　４　甲第９号議案 令和６年度沖縄県中央卸売市

  場事業特別会計予算

　５　甲第10号議案 令和６年度沖縄県林業・木材

産業改善資金特別会計予算

出席委員 

　委 員 長　大　浜　一　郎 

　副委員長　大　城　憲　幸 

　委　　員　西　銘　啓史郎　　島　袋　　　大 

　　　　　　中　川　京　貴　　上　里　善　清 

　　　　　　山　内　末　子　　次呂久　成　崇 

　　　　　　仲　村　未　央　　玉　城　武　光 

　　　　　　金　城　　　勉　 

欠席委員 

　　　　　　新　垣　　　新 
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 　農 林 水 産 部 長　　前　門　尚　美

 　　農 林 水 産 総 務 課 長　　比　嘉　　　淳
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 　　流 通 ・ 加 工 推 進 課 長　　本　永　　　哲

 　　農 政 経 済 課 長　　長　元　　　司

 　　営 農 支 援 課 長　　能　登　　　拓

 　　園 芸 振 興 課 長　　長　嶺　和　弥

 　　糖 業 農 産 課 長　　金　城　吉　治

 　　畜 産 課 長　　金　城　　　靖

 　　村 づ く り 計 画 課 長　　島　袋　　　進

 　　農 地 農 村 整 備 課 長　　仲　間　秀　樹

 　　森 林 管 理 課 長　　宇地原　健　志

 　　水 産 課 長　　平安名　盛　正

 　　漁 港 漁 場 課 長　　仲　地　克　洋

　労 働 委 員 会 事 務 局　　下　地　　　誠
 

　参 事 監 兼 事 務 局 長　 

 3ii4

○大浜一郎委員長　ただいまから、経済労働委員会

 を開会いたします。

　本日の説明員として、農林水産部長及び労働委員

 会事務局長の出席を求めております。

　令和６年度当初予算議案の総括的な説明等は、昨

日の予算特別委員会において終了しておりますので、

本日は関係室部局予算議案の概要説明を聴取し、調

 査をいたします。

　「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

 いて」に係る甲第１号議案を議題といたします。

　それでは、労働委員会事務局長から労働委員会事

 務局関係予算の概要の説明を求めます。

 　下地誠労働委員会事務局参事監兼事務局長。

○下地誠労働委員会参事監兼事務局長　おはようご

 ざいます。本日はよろしくお願いいたします。

　まず初めに、労働委員会事務局の組織概要につい

 て説明いたします。

　労働委員会は、公益委員、労働者委員、使用者委

員の３者構成により中立・公正な立場で労使間紛争

の迅速かつ円満な解決を援助し、労使関係の安定を

 図る専門的な行政機関です。

　主に不当労働行為の審査、労働争議の調整、個別

 労働関係紛争のあっせんを行っております。

　それでは、労働委員会事務局所管の令和６年度一

 般会計予算案について説明いたします。

 　ただいま通知しました資料を御覧ください。

　最初に、令和６年度一般会計部局別歳出予算から

 説明します。

　１ページの表の下の部分、太枠線の欄が当局に係

 る記載です。

　総額１億3785万1000円となり、令和５年度当初予

算の１億3649万3000円と比較すると、135万8000円、

 率にして約１％の増となります。

経済労働委員会記録（第２号）
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　続いて、２ページは款ごとの歳入予算一覧となっ

ており、県全体の予算額に労働委員会事務局の予算

 額を追記しています。

　労働委員会事務局の令和６年度歳入予算額は、15の

諸収入の雑入に該当し、１万1000円を計上していま

 す。

 　会計年度任用職員の雇用保険料本人負担分です。

　３ページは、款ごとの歳出予算一覧となっていま

 す。

　労働委員会事務局の歳出予算１億3785万1000円は、

５の労働費に含まれており、委員会運営費、職員費

 及び事務局運営費となっています。

　以上で労働委員会事務局所管の令和６年度一般会

 計予算案の概要説明を終わります。

 　御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○大浜一郎委員長　労働委員会事務局長の説明は終

 わりました。

　これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

 て、行うことといたします。

　予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算議案でありますので、十分御留意を願います。 

　総括質疑を提起しようとする委員は、質疑の際に

その旨を発言するものとし、３月11日、本委員会の

質疑終了後に改めてその理由の説明を求めることに

 いたします。

　また、総括質疑に提起があった際、委員長が総括

質疑を提起した委員に、誰に、どのような項目を聞

きたいのか確認いたしますので、簡潔に説明するよ

 うお願いをいたします。

　その後、予算特別委員会における総括質疑につい

ての意見交換や整理を行った上で、予算特別委員会

 に報告することにいたします。

　なお、委員長の質疑の持ち時間については、予算

 特別委員会に準じて譲渡しないことにいたします。

　質疑及び答弁に当たっては、その都度挙手により

委員長の許可を得てから行い、重複することがない

 よう簡潔にお願いいたします。

　また、質疑に際しては、委員自らタブレットの発

表者となり、引用する予算資料の名称、ページの番

号及び事業名等をあらかじめ告げた上で、説明資料

の該当するページを表示し、質疑を行うようにお願

 いをいたします。

　それでは、これより直ちに労働委員会事務局に係

 る甲第１号議案に対する質疑を行います。

 　金城勉委員。

○金城勉委員　来年度１億3700万余の予算を組まれ

ていますけれども、この委員会運営費、職員費、事

務局運営費というふうに書いてあるんですけれども、

 主な事業内容、ちょっと御説明いただけますか。

○下地誠労働委員会参事監兼事務局長　当労働委員

会は、先ほど申し上げましたとおり事件の申請とか、

あっせんの依頼を受けて、それに対して、労使間の

 紛争を解決するため援助する機関です。

　ですから、具体的に事業というと説明しづらいん

ですけれども、そういう事件に対して、両方の方に

来ていただいて、３者で構成される委員の皆さんが

――弁護士さんですとか、大学の先生ですとか、組

合の代表の方ですとか、また経営者の方とか、そう

いう方たちが話を聞いて、和解とかそういう方向に

 持っていくと。そういう仕事をやっております。

○金城勉委員　ちなみに、令和５年度でもいいんで

すけど、令和４年度でもいいですけど、具体的にそ

ういう争議の件数とか事例とか、ちょっと紹介いた

 だけますか。

○下地誠労働委員会参事監兼事務局長　具体的な内

容については守秘義務があるので、お話ができない

んですけれども、傾向から言いますと、コロナの間

は少し経済活動が停滞していたせいもあって、そう

いう争議関係も少なかったんですけれども、令和４年

から、ちょっとコロナから経済状況が回復して、ずっ

と増加傾向が続いていて、今、令和５年でいうと14件

まで増えてきています。一番少ないときは、令和３年

は７件でございましたので、そういう意味では、当

方の取扱いについても、経済活動が活発化すると増

える傾向にあるというふうには申し上げられると思

 います。

○金城勉委員　具体的な争議の内容というのは、傾

 向としてありますか。

○下地誠労働委員会参事監兼事務局長　昨今増えて

いるのが、パワーハラスメント関係の案件が増えて

 きております。

○金城勉委員　以上です。 

○大浜一郎委員長　以上で労働委員会事務局に係る

 甲第１号議案に対する質疑を終結いたします。

　説明員の皆さん、大変御苦労さまでございました。 

 　休憩いたします。

 　　　（休憩中に、説明員の入替え）

○大浜一郎委員長　再開いたします。 

　「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

いて」に係る甲第１号議案、甲第２号議案及び甲第
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８号議案から甲第10号議案までの５件を一括して議

 題といたします。

　農林水産部長から農林水産部関係予算の概要の説

 明を求めます。

 　前門尚美農林水産部長。

○前門尚美農林水産部長　委員の皆様、おはようご

 ざいます。

 　よろしくお願いいたします。

　それでは、令和６年度農林水産部関係予算の概要

につきまして、令和６年度当初予算説明資料農林水

 産部に基づき、御説明させていただきます。

 　１ページを御覧ください。

　県全体の令和６年度一般会計歳出予算額における

 部局別の歳出予算額です。

　表の一番下にある合計の金額でありますが、沖縄

県全体の令和６年度一般会計歳出予算額8421億

4300万円のうち、農林水産部所管分は、中ほどの太

枠部分でありますが、525億8445万3000円となってお

 ります。

　前年度の農林水産部の予算額573億8220万3000円と

比較しますと、47億9775万円、率で8.4％の減となっ

 ております。

　また、一般会計歳出予算の部局別構成比でありま

すが、県全体の令和６年度一般会計歳出予算額に占

 める農林水産部の割合は6.2％となっております。

 　２ページを御覧ください。

　次に、一般会計歳入予算の概要について御説明い

 たします。

　令和６年度一般会計における農林水産部関係の歳

入予算額は、表の一番下にある合計の金額でありま

すが、376億7729万4000円となっており、前年度当初

予算額418億8850万円と比較しますと、42億1120万

 6000円、率で10.1％の減となっております。

　それでは、その内容について款ごとに御説明いた

 します。

　８の分担金及び負担金５億9345万1000円は、土地

改良法に基づく水利施設整備事業等に係る受益者の

 分担金及び負担金等であります。

　その下の９の使用料及び手数料１億4443万9000円

は、農業大学校授業料及び家畜衛生関係手数料等で

 あります。

　その下の10の国庫支出金305億4908万2000円は、災

害復旧に要する国庫負担金、沖縄振興公共投資交付

金等の国庫補助金及び委託試験研究費に係る委託金

 等であります。

　その下の11の財産収入３億7541万3000円は、県営

林野の土地貸付料及び試験研究機関等で生産された

 農林生産物の売払代等であります。

　次に、２行下の13の繰入金6897万8000円は、農業

改良資金の貸付原資に係る国への元金返済に伴う一

般会計への繰入金及び森林環境譲与税基金に係る基

 金繰入金等であります。

　次に、２行下の15の諸収入12億4413万1000円は、

中央卸売市場販売促進貸付金に係る元利収入、試験

 研究機関の受託試験研究費及び雑入等であります。

　その下の16の県債は47億180万円は、公共事業等及

 び災害復旧に充当する県債であります。

　以上が農林水産部関係の一般会計歳入予算の概要

 であります。

 　３ページを御覧ください。

　次に、一般会計歳出予算の内容について款ごとに

 御説明いたします。

　６の農林水産業費は507億8387万4000円となってお

り、前年度予算額556億7099万6000円と比較しますと、

48億8712万2000円、率で8.8％の減となっております。 

　減となった主な理由は、県立農業大学校移転整備

事業において、前年度より40億9657万1000円の減額、

漁業調査船代船建造事業が事業終了により皆減、12億

 3973万8000円の減となったことによるものです。

　主な事業としましては、農業大学校の移転整備に

より、学習環境の強化及び効率化を図る県立農業大

学校移転整備事業、農業用水源の開発、かんがい施

設及び排水施設の整備等を行う水利施設整備事業（補

助金事業）、県産農林水産物を県外等向けに出荷する

場合の輸送費に対して補助を行う農林水産物条件不

利性解消事業、生産の拠点となる漁港施設の整備を

 行う水産生産基盤整備事業などであります。

　11の災害復旧費は18億57万9000円となっており、

前年度予算額17億1120万7000円と比較しますと、

 8937万2000円、率で5.2％の増となっております。

　増の主な理由としましては、漁港漁場災害復旧事

 業費（補助事業）の増によるものです。

　主な事業としましては、農地農業用施設災害復旧

費、漁港漁場災害復旧事業費及び団体営林道施設災

 害復旧事業費等であります。

 　以上が一般会計歳入歳出予算の概要であります。

 　４ページを御覧ください。

　次に、令和６年度農林水産部所管の特別会計歳入

 歳出予算について御説明いたします。

　農業改良資金特別会計の歳入歳出予算額は4671万

3000円となっており、前年度予算額4783万3000円と

比較しますと、112万円、率で2.3％の減となってお
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 ります。

　減となった主な理由としましては、農業改良資金

 取扱い事務費の減によるものです。

 　５ページを御覧ください。

　沿岸漁業改善資金特別会計の歳入歳出予算額は

2746万5000円となっており、前年度予算額2722万

8000円と比較しますと、23万7000円、率で0.9％の増

 となっております。

　増となった主な理由としましては、沿岸漁業改善

 資金取扱事務費の増によるものです。

 　６ページを御覧ください。

　中央卸売市場事業特別会計の歳入歳出予算額は

３億9530万5000円となっており、前年度予算額３億

9639万円と比較しますと、108万5000円、率で0.3％

 の減となっております。

　減となった主な理由としましては、中央卸売市場

 管理運営費の減によるものです。

 　７ページを御覧ください。

　林業・木材産業改善資金特別会計の歳入歳出予算

額は2698万2000円となっており、前年度予算額2408万

3000円と比較しますと、289万9000円、率で12％の増

 となっております。

　増となった主な理由としましては、林業・木材産

 業改善資金取扱事務費等の増によるものです。

　以上、農林水産部関係の一般会計及び特別会計の

 予算の概要を御説明いたしました。

 　御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○大浜一郎委員長　農林水産部長の説明は終わりま

 した。

　これより質疑を行いますが、質疑及び答弁に当たっ

ては、その都度、挙手により委員長の許可を得てか

ら行い、重複することがないよう簡潔にお願いをい

 たします。

　それでは、農林水産部に係る甲第１号議案、甲第

２号議案及び甲第８号議案から甲第10号議案までに

 対する質疑を行います。

 　西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員　では、よろしくお願いします。 

　詳細の事業別の質問は後ほどにして、全体的なこ

とからお聞きしたいと思います。令和６年度の農林

水産部の総事業数と令和５年度の当初予算の総事業

 数を教えてください。

○比嘉淳農林水産総務課長　お答えします。 

　まず最初に、令和５年度の総事業数が349事業、令

 和６年度の総事業数が353事業となっております。

○西銘啓史郎委員　続いて、令和６年度の新規事業

の数。この353のうち、新規事業が幾つあるのか教え

 てください。

○比嘉淳農林水産総務課長　令和６年度の当初予算

の新規事業なんですが、Ｃ経費とＤ経費を合わせま

 すと22事業になります。

 　以上です。

○西銘啓史郎委員　続いて、令和５年度で終了した

事業は幾つありますか。ごめんなさい、まだ終わっ

 ていないので、終了する予定の事業。

○比嘉淳農林水産総務課長　令和６年度に予算を計

上していない事業として整理しますと、令和５年度

の事業、Ｃ経費で18事業、Ｄ－１・Ｄ－２で２事業

 となります。

○西銘啓史郎委員　続いて、今Ｃ経費とＤ経費、政

策的経費が出ましたので、令和６年度のＣ経費、Ｄ

経費の事業数と予算額を教えてもらっていいですか。 

○比嘉淳農林水産総務課長　令和６年度当初予算に

おけるＣ経費、Ｄ経費の事業の数と額についてなん

ですが、まず、Ｃ経費の事業数が149事業、額にして

71億9931万6000円。それから、Ｄ－１経費が30事業、

82億9991万3000円。Ｄ－２経費が22事業、93億6977万

 4000円となっております。

○西銘啓史郎委員　同じように、令和５年度の当初

予算で結構ですけど、同じＣ、Ｄ経費の事業数と予

 算額を教えてもらっていいですか。

○比嘉淳農林水産総務課長　お答えします。 

　令和５年度はＣ経費の事業数が143事業、事業費

122億290万2000円。Ｄ－１経費が31事業、81億2709万

5000円。Ｄ－２経費が22事業、95億8633万8000円と

 なっております。

○西銘啓史郎委員　ありがとうございます。 

　それと、予算とは直接あれなんですけれども、農

林水産部の令和６年度の配置定数と令和５年度の配

 置定数の比較を教えてもらいたいんですが。

○比嘉淳農林水産総務課長　お答えします。 

　まず最初に令和６年度は定数845名、令和５年度は

 841名となっております。

○西銘啓史郎委員　もう実績としては、直近で令和

４年度の農林水産部の総残業時間と、対象職員で割っ

た１人当たりの残業時間数、もし分かれば教えてく

 ださい。

○比嘉淳農林水産総務課長　農林水産部における、

今、総時間数は現在手元にないので把握はしていま

せんが、45時間を超える時間外労働人数、月平均が

 分かりますので、それでお答えしたいと思います。

　まず最初に、令和４年度が月平均26人、令和３年
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度が月平均20人、令和２年度が月平均25人となって

 おります。

○西銘啓史郎委員　人数で言うと、さっき配置数が

841人と言いましたよね、令和５年度で。管理者が何

名か分からないので、何分の何になるか、イメージ

 が分からないんですけど。

　月平均26人が45時間以上の残業を令和４年度は

やっていて、令和３年度は20名、令和２年度が25人

というお答えでしたが、45時間以上の人数を各部局

で何か把握するようになっているんですか。例えば

 同じ質問を後の部にもしたいものですから。

　もし分かればですね、もちろん残業している人、

していない人がいるので、一言では言えないと思う

 んですけど。

　要は、この全体の何を話題にしたいかというと、

適正な人員が配置されているかどうかということを、

この間の決算特別委員会でもやりましたけど、数字

が分かれば教えてください、後で。なければ、この

 数字で他部とも比較してみたいので。

　それで、実は先ほど総事業数353、令和５年度より

は４事業ぐらい増えているんですかね、事業数とし

ては。先ほどのＣ経費、Ｄ経費で言うと、足すと201事

業ですから、残り150事業ぐらいが僕らまだ見えにく

 いといいますか、あれなんですけど。

　部局別資料の３－４とかで見ても、事業数は30事

業しか出てないわけですよね。もちろん、紙面の問

題もあるので、全部書くわけにはいかないとは理解

します。それから、３－３の当初予算の説明資料の

中でも重点テーマで農水を数えた場合には44事業あ

 りました。

　実際、事業別に見れば別かもしれませんけど、そ

の中でちょっと確認したかったのは、Ｃ経費が149事

業ですけど、額的に50億円ぐらい減っていますね、

聞くと。これは大きいところは何でしょうか。Ｃ経

 費の50億円ぐらい事業額が落ちている理由は。

○比嘉淳農林水産総務課長　Ｃ経費の主な事業が県

立農業大学校移転整備事業、それと、漁業調査船の

代船建造になりますので、それが大部分を占めてい

 るということになります。

 　以上です。

○西銘啓史郎委員　分かりました。 

　それともう一つ。昨日、総務部長が説明していま

した、義務的経費Ａ経費の中で各省庁計上で70事業

25.6億円とあったんですが、県債で29事業82億円と

 いう説明がありました。

　この中に農水部の場合、何事業で幾ら入っている

 か、もし分かれば教えてもらっていいですか。

○比嘉淳農林水産総務課長　お答えします。 

　令和６年度当初予算中に入っている、総務部長か

らお話しした中の事業のうち、まず最初に各省計上

が４事業、それから、有利な県債を活用した場合の

 事業が３事業となっております。

○西銘啓史郎委員　これ何億円ぐらい、額は分かり

 ますか。

○比嘉淳農林水産総務課長　先ほどの各省計上が総

額7587万7000円。次に、県債を活用した場合の事業

 が総額２億4380万円。

 　以上になります。

○西銘啓史郎委員　ありがとうございます。 

　細部に入る前に部長にちょっとお聞きしたいんで

すけれども、総務部からもらったこの各部の配置定

 数、令和元年、６年もありますけれども。

　以前も話したように人員査定というか、人員要求

する場合には新規の事業があって、それにかかる時

間が出ていて人数の要求をすると聞いていますけれ

ども、部長としては今、農林水産部の全部で353事業

を行う中で、今の定数、人員は十分というふうに理

解されていますか。先ほどの残業時間も含めて見て

 ですね。

○前門尚美農林水産部長　お答えいたします。 

　農林水産部職員の定数は減少傾向にある中、一括

交付金を活用した事業ですとか、あと、公共事業の

適切な執行に関して職員は鋭意取り組んでおります

 が、苦慮している状況はあると認識しております。

　そのため、定員に関する所管である総務部が毎年

実施している定員に関する調査等で、必要な職員数

を要求し、調整を行っていきたいと考えております。 

　なお、現在の職員数は、適正な事業執行を目指し、

職員のスキル向上ですとか、あと、人材育成を図る

観点から、部内で研修会の開催等にも取り組んでい

 る状況でございます。

 　以上でございます。

○西銘啓史郎委員　令和４年度の決算、この間の１月

に終わりましたけれども、そのときも私申し上げた

んですけど、農水部の予算執行率が７割ですよね。

繰越額も令和４年度で189億円ぐらいでしたか、それ

で、不用額が33億円あったと思うんですけれども、

繰り越す理由はいろいろあるというふうに理解はし

 ています。

　やはり、ぜひ一度検証していただきたいのは、特

別委員会でも言いましたけれども、働き方改革を求

められる中で職員の皆さんのモチベーションがすご
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い気になるんですね。事業が拡大するのは構わない、

また、その新規事業に取り組むのも結構なんですけ

れども、本当にそのパワーですね、職員の皆さんに、

本当にどうなっているのかって非常に気になります。 

　ですので、部長として、また、ここにいらっしゃ

る統括監や課長の皆さんが自分の課の職員に対する、

そういった目配りと言うんですか、改めて普通退職

が増えないような形を取るのが大事じゃないかなと。 

　ほとんどの事業が継続されたりしているとは思う

んですけれども、恐らくその辺の詳細を省力化でき

る、また、ＤＸによって何かが簡素化できるとか、

 そこはぜひ私は見ていただきたいなと思います。

　その事業１個１個も大事ですけれども、その大前

提としては、そういった職場の環境を含めたことを

見てほしいんですが、部長、もう一度その辺を含め

てどのようなお考えなのか、職員の働き方改革も含

めてですね、ちょっとお答えいただければなと思い

 ます。

○前門尚美農林水産部長　お答えいたします。 

　まず、職員の健康管理等は各所属長に対しまして

会議とか、また、常日頃から職員への目配りとかも

徹底してまいりたいと思います。研修等への参加と

 かも含めて、周知徹底してまいりたいと思います。

　委員のほうからありました職員の配置につきまし

ては、各職場の勤務環境に配慮しつつ、効率的な運

営を図るとともに、新たなニーズへの対応など適切

な職員配置に努めているところでありますけれども、

昨今のウクライナ情勢に関する燃油とか、生産資材

に関する様々な課題も生じておりまして、そのため、

一つ一つ課題に鋭意取り組んでいるところではある

んですけれども、必要な職員数の配置につきまして

 はしっかり議論して努めてまいりたいと思います。

 　以上でございます。

○西銘啓史郎委員　では、資料３－４の部局別の予

 算の中から、ちょっと何点か確認させてください。

　農林水産部は、部局別でいくと11ページから始ま

りますけれども、１から７まで大項目があって、お

きなわブランドの確立とか、それから、魅力と活力

のある農山漁村地域の振興なんかありますけれども、

額的に一番大きいのが６番の成長産業の土台となる

農林水産業の基盤整備で、263億円計上されています。 

　水利施設整備事業で34億円ぐらい、農地整備で31億

円、水産生産基盤の部分とありますけれども、この

辺の予算ずっと継続されているものもあると思うん

ですが、実際のこの事業の進捗といいますか、最終

的なこの年度といいますか、この辺はどのように見

ているか。６番の水利施設から農地、水産生産基盤

のところまで、３つの事業についてちょっと補足説

 明をお願いしたいと思います。

○島袋進村づくり計画課長　お答えします。 

 　まず、整備率からお話ししたいと思います。

　水利施設関係の水源整備もあるんですが、それに

関しましては、今、全体で62.8％になっております。

同じような水利施設の中に、末端のかんがい施設設

備もありますので、それは51.0％になっております。 

　最終的には、新・沖縄21世紀農林水産業振興計画

に基づきまして、10年ベースで目標数値を定めてお

りまして、それに向かって今、新規採択とか、予算

 執行をやっているところです。

○西銘啓史郎委員　じゃ、順調に行っているという

理解でよろしいですか。それとも、遅れがちなのか、

 その辺だけちょっとお答えください。

○島袋進村づくり計画課長　やはり、いろいろ昨今

の情勢もありまして、復帰から50年たったんですが、

 整備の進捗率は鈍化しているのが現状です。

 　以上です。

○西銘啓史郎委員　次、農地整備事業はどうなって

 いますか。

○島袋進村づくり計画課長　実績からまずお答えさ

 せていただきます。

　まず、全体的に64.3％です、令和３年度までの実

績ですね。こちらも先ほどと同じように新・沖縄21世

紀農林水産業振興計画に基づいて、10年間の整備目

 標をつけております。

　こちらもですね、圃場整備というのは、個人の財

産を我々のほうで預からせていただいて整備するも

のですから、やはりいろいろな権利関係とかもあり

 まして、なかなか進まないのが現状です。

○西銘啓史郎委員　最後に、水産生産基盤、約16億

 円。

○仲地克洋漁港漁場課長　水産生産基盤整備事業に

ついては、実施状況としては、令和６年度について

は渡名喜漁港ほか４漁港、これは県管理です。市町

村につきましては、登野城漁港ほか１漁港、全部７漁

 港で推進しております。

　事業費としては、事業費ベースですけれども16億

1900万円ですね。大体、前年度比ほぼ同じぐらいの

 額で整備を進めているところです。

　この事業につきましては必要額は確保していると

ころですので、地元の要望に応えるような形で整備

 は進めさせていただいております。

○西銘啓史郎委員　今の水利と農地のように、何％
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 ぐらいの率で進んでいると理解していいですか。

○島袋進村づくり計画課長　先ほどの実績等でお話

 しした成果指標についてお答えします。

　まず、水源整備に関しましては、令和13年の目標

を70.1％に掲げています。末端のかんがい施設設備

に関しましては、58.6％を掲げております。あと、

圃場整備関係に関しましては、73.0％を目標に掲げ

 ております。

 　以上です。

○仲地克洋漁港漁場課長　漁港関係の整備につきま

しては、目標として係留施設の機能の高度化率とい

うことで、耐震化とか、あと、安全に船が係留でき

るような岸壁、物揚げ場等の整備を目標にしていま

 す。

　令和13年の40％の目標に対しまして、現在、令和

６年度目標の15％に対して15％、計画どおり進んで

 おります。

○西銘啓史郎委員　今のは、水産生産基盤について

は、計画どおり進んでいるという理解をしておきま

 す。

　それで、あと、当初予算の１から７まであります

けれども、もちろんどちらも重要な事業だと思いま

 す。

　特に、１番のおきなわブランドの確立と生産供給

体制の強化とありますけれども、片方では不利性の

解消であったり、離島であるがゆえのいろんな事業

もあると思うんですが、これは一般質問でも呉屋議

員が言ってましたけれども、私も以前、委員会でも

申し上げたと思いますけれども、作ったものをどう

売るかという――この地理的なハンデも解消するこ

とは大事だと思いますけれども、片方では本当にど

んな売れる物を作るかということにですね、農林水

産部もしっかり売り方なり、そのブランド化という

のが大事だと思うんですね。マンゴー一つにしても、

よく言われる宮崎県との比較、ブランド力といいま

 すか。

　ですから、もうどんどん知名度が上がってきては

いるものの、なかなかそういうふうに農家の方々の

手元に残る利益が少なくなったりすると、やはりこ

こで担い手も抱えていますけれども、大変だと思う

 んですよ。

　その辺、部長として本当に売れるものを作るため

の支援というんですかね、そういったものを、例え

ば久米島でもバニラビーンズを作っている事業者を

存じ上げていますけど、もう単価なんかはサトウキ

ビよりはずっと高いということも聞きますし、その

辺は農林水産部としてどのようにお考えか、ちょっ

 と教えていただけますか。

○前門尚美農林水産部長　お答えいたします。 

　委員からありました、沖縄県産マンゴーなんです

けれども、沖縄県果樹農業振興計画に基づきまして、

令和12年度までにマンゴーの栽培面積を300ヘクター

 ル、そして、生産量3750トンを目指しております。

　そのために施設の導入をしたりですとか、生産面

積の拡大とか、加温機の環境制御機能導入とかもし

ているんですが、ブランドの部分ですね、非破壊の

選果機などを導入しまして、糖度を自動で測るとい

う、そのまま通す、非破壊の選果機があるんですけ

れども、そうすることによって厳選出荷を通じて、

例えばブランド化を図りながらですね、トップセー

 ルス等の宣伝とかをしてまいりたいと思います。

　また、もう一つなんですけれども、パイナップル

のほうですね。沖縄県、平成元年に缶詰の自由化を

契機にしまして、農業研究センターのほうで、パイ

ナップルの品種育成を進めてまいりました。これま

でに例えばゴールドバレルですとか、サンドルチェ、

ホワイトココなど８つの品種を育成しております。

そうすることによって、それを育種をして、そして、

例えばゴールドバレルでしたら、大きい玉で食味も

よいものですから、高級贈答用の果物として知名度

 を上げております。

　産地のほうでも生産振興を図られているというこ

とで、農研センターによるいい食味の開発、そして

また、園芸振興課の事業のほうで苗の増殖、そして、

流通・加工推進課のほうで販売促進を図りながら、

県民、そして国民に新鮮でおいしい沖縄県産のパイ

ナップルの知名度向上ですとか、ブランド化の確立、

そして、何よりも生産者の所得向上に寄与するとい

うことで、これからもおきなわブランド化を図って

 まいりたいと思います。

 　以上です。

○西銘啓史郎委員　これ最後はお願いですけれども、

以前も申し上げた記憶があるんですけれども、令和

６年度、新年度の予算説明ですので、先ほど来、部

長が数字的な、何ページの何を御覧くださいという

のは、これはこれで大事だと思うんですけど、でき

れば、この部局別の書いてある１から７までの事業

の何が課題で、どこに重点を置いて令和６年度は取

り組んでいきたいと、農林水産部としてこういうこ

とに力を入れているんですと、こういう課題があっ

て、主要施策にも出るじゃないですか、課題と効果

が。そういうことも、ぜひこれからは、予算のとき
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には、次年度こういうふうに農林水産部は臨むんで

すということを部長の口からぜひお話をしていただ

ければ、我々としてもこの７つの中でも数字的な中

身は分かりますけど、部長の思い、部としての方向

性というのは、ぜひそういう形で次回以降はお願い

 したいと思います。

 　以上です。

○大浜一郎委員長　島袋大委員。 

○島袋大委員　お願いします。 

　粗飼料価格高騰対策についての内容をちょっと説

 明してください。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　粗飼料価格高騰緊急対策事業は、県内の酪農家と

肥育農家を補助対象として令和６年度における輸入

粗飼料購入費の一部を補助することとしております。 

　本事業は、粗飼料価格の高止まりによる農家の飼

料費負担の激変緩和を目的としているため、補助単

価の上限額は、四半期ごとに４分の１ずつ段階的に

 減少させていくこととなっております。

　例えば梱包乾牧草では１トン当たり、第１・四半

期では1854円、第２・四半期では1390円、第３・四

半期では1042円、第４・四半期では781円となること

 になっております。

 　以上です。

○島袋大委員　これはだから、国の配合飼料価格安

定制度と県の配合飼料価格差の補助緊急対策事業と

 いうことで理解していいですか。

　今の説明は、この２つの、国の事業と県の事業が

 あるというの認識でいいのかな。

○金城靖畜産課長　配合飼料価格の事業については

 ２つあるという考えでよろしいと思います。

○島袋大委員　今、段階的に下がっていくという説

明をもらいましたけれども、実際、飼料価格という

のは最大ピークで、今上がっているんだけれども、

その中で国の補助メニューが下がっていく中で、県

 も後追いして下がっていくということですよね。

　しかし、その頂点の間の差額は農家負担というこ

とで理解していいですか。農家負担になるというこ

 とだよね。

○金城靖畜産課長　そのような認識でよろしいと思

 います。

○島袋大委員　令和６年度に関しましては、県はど

 れだけ予算を組んでいることになりますか。

○金城靖畜産課長　予算額は、２億9742万5000円と

 なっております。

○島袋大委員　国の事業まで分かりますかね。分か

 らなければいいよ。

○金城靖畜産課長　国は、配合飼料の価格の下がり

具合を見て予算化すると思いますので、幾らかとは

 まだ言えません。

○島袋大委員　課長も大変御尽力いただいて、農家

の皆さん方の意見交換へ出向いてお話を聞いている

ということは、農家の皆さん方から聞いていますけ

れども、大変努力、一生懸命頑張っているのは理解

 します。

　現場で聞かれたと思いますけれども、牧草を植え

ても朝方には盗まれると。これだけ丹精込めて植え

た牧草も、大体この畜産関係をやっている人のパイ

の中で奪い合っているわけですよね。農家の皆さん

方から、この24時間の、夜中でも映像が映る監視カ

メラを自費でやってまでも、映像見ても大体誰かと

いうのは分かるんだけれども、なかなか言えない状

況があると。それだけ、飼料高騰というのが目に見

 えてきているわけですよね。

　だから、そこで県の御理解をいただいて２億二、

三千万円を県がつけていると思うんですけど、実際、

それを受ける農協からしてみると、実際、農協はこ

の予算をどれぐらい求めるかと言ったら、農協から

してみたら10億円ですよ。10億円を県が出してもら

えれば、どうにか農家は苦しまずに済むということ

なんだけれども、これは課長が言えないはずだけど、

部長、そこはいろんな面で地域の要望・要請を聞い

て、予算を２億二、三千万円というけれども、実際

は農林水産部として担当の部署からね、本当であれ

ば８億円ぐらいつけたいですよと上げていないです

 か。ここ聞きたいんだよ。

　そこを財政課でちょん切られていたら、皆さん方

にどうこう言うつもりもないんだよ、僕は。根元は

財政課だろうという話になるんだから。ここは同じ

県庁職員の中で言い合いはできないかもしれないけ

れども、我々はその辺は説明できるさ。皆さん方が

頑張っている成果というのを理解できるんだから、

現場まで足を運んでね。最終的な県の全体のパイの

中で予算を集めるときには、優先順位決めてこうなっ

たということで財政課が配分すると思うんだけれど

も、そこを言えということじゃないけれど、耳押さ

えておくから、どうぞ何か言ってよ、本音よ、本音。 

○前門尚美農林水産部長　お答えいたします。 

　子牛価格の低迷ですとか、あと、飼料高騰による

畜産農家の経営状況の悪化については、委員がおっ

しゃるように南部から牧草の盗難があったとか、い

ろんな声があったりとか、あと女性部との意見交換
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等もさせてもらって、また改めて現場の職員を通し

て今の現状確認を進めているところでして、やはり

現状は子牛価格の低迷で、飼料価格、資材等の高騰

で経営を圧迫しているですとか、あと子牛の育成に

はどうしても乾草が必要だから、高コストでもあげ

ないといけないということでそこから抜け出せない

とか、いろんな意見がございました。非常に経営に

厳しい状況の畜産農家がいることは承知しておりま

 す。

　そのため、来週、知事の現地調査を行う調整を進

めているところであります。改めてまた、現場の意

見を聞き、委員のおっしゃる支援も含め、今求めら

れている支援、そして県として対応できる支援につ

いても、早急に検討していきたいと考えております。 

 　以上です。

○島袋大委員　今部長からありましたけれども、県

の中央家畜保健衛生所とか、来週から県が畜産農家

の現場を見に行くということだけれども、これは与

野党関係なしに一般質問、代表質問と出て、そういっ

た職員の皆さん、農林水産部の皆さん方の努力を見

て、知事はそういった形で足を運んでもらえると、

僕は非常に高く評価していますよ、知事の判断は。

そこで現場に行ったときにまさしく言われるのが、

もう私たちが言っていることがまさしく知事に届く

 と思う。実際の声としてね。

　だから、今の飼料高騰についても要するに、オー

ルジャパンで考えたら困るのは、その粗飼料が全部

輸入だからさ。そうなった場合、日本も海で離れた

国かもしれないけど、ウチナーはもっと離れた離島

だから、コストを考えればオールジャパンとちょっ

と違うんですよね。だから、僕は本当はもう部長、

音声も切って本音でしゃべりたいのは、２億二、三

千万円を県が出すというけど、本当はもうちょっと

スケール上げての考えはあったかもしれないよ。で

あれば、最終的には我々経済労働委員会として、何

らかの形でこの２億二、三千万じゃなくて、３億、

４億、５億ぐらいのラインをつくって、何らかの形

で農家の皆さん方が生活給付まで手を突っ込むこと

なく、ちょっとしたバランスを援護射撃できるよう

なシステムをしないと、僕は大変なしわ寄せが来て

 いるんじゃないかなと思うんだけれども。

　実際、ワクチンを打つにも獣医さん含めて料金も

高くなっていると聞いているし、これだけの物価高

騰も含めて、そういった右肩上がりになって大変な

状況。だから、ワクチン打つのも懸念しているとか。

打たなければ県産和牛として通らないわけですから、

こういった見えないところも管理するためにもそう

いったことをしないといけないし、獣医さんも沖縄

県これだけ少ない中で、獣医さんも365日いろんなこ

とを回されても、そして種つけにしてもお金も払え

ないというような状況になったら、じゃ、沖縄の畜

産業はどうなるかねと考えたら、僕はもう心配でし

ようがないんだけれども、担当部署はもっと心配か

 もしれないよ。

　だから、そこを知事が行かれるのであれば、知事

がしっかりと膝を交えて議論してね――今日何か僕

の演説になっているけれど、何らかの形でやってほ

 しいというのが本音ですよ。

　そこから一歩踏み込んで何か言えないかな。もう

 これ言ったらほかの人も質問ないはずよ。

○前門尚美農林水産部長　委員がおっしゃるように、

やっぱり離島の声としまして、やはり飼料だけでは

なく、ガソリン代、また畜産資材なども、離島なの

でさらに高騰して経営を圧迫しているですとか、あ

と、肥料だけではなく、凍結精液の保管用の液体窒

素代も高騰していて、授精業務をやっている授精師

さんもその分負担が降りかかってきている、そうい

う見えないところの経費も知ってほしいですとか。

あと、北部の共済のほうからは、収入が減る中、少

し共済も掛金の低い、ちょっと限度額の低いタイプ

の共済に入る人もいるとか、そういう声も現場のほ

 うから届いて、本当に厳しい状況だと思います。

　改めて、ちょっと繰り返しにはなるんですけれど

も、現場の声を聞き、委員のおっしゃる支援も含め

て、そしてまた求められている支援等について県と

して対応できるものを早急に検討してまいりたいと

 思います。

○島袋大委員　ぜひとも頑張っていただきたいし、

私たちも頑張ろうという思いです。知事がそういっ

た形で現場に出向いて、聞いたときにはまた、知事

の政治的な判断が出てくると思いますから、そこは

また我々も手助けの援護射撃したいなと思っていま

 す。

　もう一点、最後になりますけれど、ここはもう質

問する予定はなかったんだけれども、農地中間管理

機構事業がありますけれども、この内容と、令和６年

 度はどうしたいというのが何かありましたら。

○長元司農政経済課長　お答えします。 

　農地中間管理機構事業につきましては、担い手に

ですね、農地の集積を加速するため、平成26年度か

ら沖縄県農業振興公社を農地中間管理機構として指

 定して事業を行っています。
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　具体的には、離農者等から機構のほうが農地を借

り受けて、認定農業者などの担い手に対して貸付け

を行うことで、担い手の経営の効率化、あるいは規

模の拡大に寄与するということで、事業を行ってい

 るところであります。

　なお、令和６年度の当初予算につきましては、１億

 3621万2000円を計上させていただいております。

○島袋大委員　だからこれは遊休地、耕作放棄地も

含めて活用策ということで理解しているのだけれど

も、これは各市町村の農業委員会との連携とかどう

 なっているのかな。

○長元司農政経済課長　お答えします。 

　農地中間管理機構につきましては、従前は出し手、

受け手が公募という形で農地の仲介を機構が行うと

いうことだったんですけれども、昨今につきまして

は、委員から御提言がありました、市町村あるいは

農業委員会の中で話合いを行って、出し手の農家さ

ん、借手の農家さんをマッチングする形で、機構の

ほうでそれを計画していただいて契約の事務を担う

 という形になっております。

○島袋大委員　部長、この辺は農地中間管理機構は、

要するに畜産であれば牧草の――今、国のハード事

業でどうという話はあるけれども、耕作放棄地をま

とめてこれ中間管理機構が中心となってやらないと、

国がこれだけの事業をやるといっても、はまらない

わけですよ。これは畜産農家がこういったところで

土地を探してやれと言っても絶対できませんよ。た

だでさえ、365日和牛を育てるのにも四苦八苦してい

るのに、土地を探して牧草を植えなさいと上から目

 線で言われても進まないよ、これ。

　だから、今これだけ予算つけて各市町村でどれだ

け耕作放棄地があるというデータをやっているかも

しれないけれども、そこで北部、中部、南部の農協

通してでもいいから、そういった形で土地がありま

すよということをリリースしないと、どんな形で政

策持ってきても、最終的に飼料高騰がいろんな面で

上がって、にっちもさっちもいかなくなると僕は思っ

 ています。

　だからその辺はしっかりと、力を入れているかも

しれないけれども、担当部署と連携して、そういっ

たことをやるべきだと思っています。今やっている

と思いますけど、どんな感じになっているんですか、

 これ。

○前門尚美農林水産部長　県では、市町村ですとか、

農地中間管理機構など、関係機関と連携して、草地

として農地を利用する畜産農家に対し、円滑に行え

るように情報の共有ですとか、調整及び支援を行っ

 てまいりたいと思います。

　先般も、市町村と、あと中間管理機構、そしてま

た、村づくり計画課等含めて、情報の共有、畜産担

い手総合整備事業だと要件が大きいということで、

そういうほかの事業を活用した草地整備ができない

 かということで情報交換をしたと聞いております。

 　以上でございます。

○島袋大委員　締めますけれども、部長、農林水産

部は沖縄県のこの景気を含めて、これからの生産を

含めて、非常に重要な部署だと思っていますし、こ

れから若手の担い手も非常に重要だと思っています。 

　これだけの厳しい状況も、いろんな面でデータ集

 めも大変だと私は理解しています。

　農業にしても水産業にしても、畜産も含めてだけ

れども、担当部署の皆さん方はいろんな面で、地域

に出向いていろいろ情報を吸い上げて県の施策にし

ようということで頑張って努力をしていると、私高

 く評価しますよ。

　だから、農林水産部というのは重要な専門職の部

署ですから、まさかこれだけ１年間議論して詰めて

きたのに、４月からどこかに異動しますとかないよ

ね。専門分野みんな頑張っている中で、これだけ一

生懸命、これ危機的状況なのに、４月から部署にい

ませんよというのが今のこの県政だから、適材適所

の人材というのはあるかもよ。これ各部署に僕聞き

たいと思っているからさ。ここをしっかりとやって

もらって、あと４月からまた、いろんな県民の皆さ

ん方も悩むし、我々もじゃ、聞こうかなと思って部

署移りましたよといったら、またゼロから話ししな

いといけなくなるから、その辺部長に聞くのもなん

だけど、大丈夫よね。そういう形で頼むということ

 ですよ。

○前門尚美農林水産部長　現在、いろんな課題、飼

料・肥料高騰等を含め、重要な課題があるところで

 あります。

　各部署だけではなくて、問題が多岐に渡るもので

すから、そのプロジェクトということで、課内だけ

ではなくて部全体で共有ですとか、また関係機関、

出荷団体、農地中間管理機構、農業振興公社、そし

てまた畜産振興公社等と連携しながら、進めてまい

 りたいと思います。

 　以上です。

○島袋大委員　以上です。 

○大浜一郎委員長　島袋大委員の質疑は終わりまし

 た。
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 　答弁の訂正があるそうです。

 　仲地克洋漁港漁場課長。

○仲地克洋漁港漁場課長　すみません、先ほど西銘

委員のほうから御質問のありました水産生産基盤整

備事業等の漁港整備の進捗のほうですけれども、令

和６年度末時点の目標として、13漁港で15％を予定

していたところ、先ほどそのまま令和６年のお答え

をしてしまったんですけど、令和４年度の実績とし

まして、８漁港で９％、計画に沿った形で現場のほ

 う行っております。

 　すみません、失礼しました。

○大浜一郎委員長　という答弁の訂正がありました。 

 　中川京貴委員。

○中川京貴委員　ちょっと質疑を三、四点したいと

思いますけれども、先ほどの西銘委員から職員の働

き方改革とか、また、今島袋委員からも適材適所と

かありましたので、これを先に質問したいと思いま

 す。

　実は、部長、十数年前に漁船の船検――車は車検

と言いますよね、船は船検というんですけど、その

船検が切れる。例えば、２月に切れるから、１月に

は船検を受け直さないといけないんですよ。だけど、

それを申請したら、２月になっても県の職員が来な

いということがありました。もう船の検査は切れる

んですよ。なぜそういうことが起きたかというと、

今、島袋委員からあったように、適材適所に配置さ

れていない。で、もう専門技術者がいなくて検査が

 こなし切れないという状況があった。

　だから今、質問が出たので、あえてこれを先に質

問していますけれど、そういった意味では、適材適

 所に配置されていますか。農林水産部は。

○比嘉淳農林水産総務課長　お答えします。 

　今、委員がおっしゃる職員の適材適所についての

配置なんですが、職員の配置については、各職場の

勤務環境だったり、それから、そういう効率的な業

務の運営であったり、そういうのを新たなニーズと

か、それは既存の課題も含めて対応できるように、

 職員の配置には努めているところであります。

 　以上です。

○中川京貴委員　今、島袋委員が言ったことをあえ

て僕が質問しますけど、14年前、玉城ノブ子委員長

 のとき、我々経済労働委員会でした、当時。

　葉たばこで伊江島へ行きましたし、石垣島は台風

被害とかヤイトハタ被害の現場視察に行ったんです

よ。そしたら我々委員の質問に対して、もうきちっ

と答えて、地元の被害状況もきちっと答えていただ

いた、本当にすばらしい、職員の配置がすばらしい

なという高い評価がありました。１年後に、我々ま

た会派で現場へ行ったら、その職員がいないんです

よ、石垣に専門職が。そしたら全く畑違いな課に移

されたということになって、やる気がなくなるんで

 すよ。

　やはり、この職員の働き方改革というんだったら、

専門職を育てるのが、僕は県の立場だと思うんです

 けどね。

 　その点について部長の見解を伺いたい。

○前門尚美農林水産部長　職員の配置につきまして

は、比嘉課長からあったんですけれども、また部の

ほうでは研修ということで、部独自で研修体制も組

 んでおります。

　そして、例えば普及指導員の研修ですとか、農業

土木のほうも技術研修ということで体系立てて、試

験研究も同じように、新採用職員もおりますので、

そういうことで体系的に研修をしながら人材育成と、

そしてまた職員の資質向上を図るために段階的な研

修体制の構築と、そういうのに取り組んでまいりた

 いと思います。

○中川京貴委員　今、部長の説明もありましたよう

に、部の中で異動したりする。これは、間違いなく

あっていいと思うのですが、全く畑違いのところに

異動されたら、やっぱり職員というのは仕事のやる

 気を失うと思うんですよね。

　どの部署と言いませんけれども、例えば商工業の

担当職員が全く違う福祉に行ったり、そういった全

く畑違いにさせると、専門職として育てることがで

きないと思うんですけれど、どう思いますか。農林

水産部においてはそういうことがないということで

 理解していいんですか。

○前門尚美農林水産部長　農林水産部は、農業技術

職ですとか農業土木職、そしてまた林業職、また水

産職とか、畜産職等といますので、適材適所という

 ことで、努めてまいりたいと思います。

　また、併せて研修等もやってまいりたいと思いま

 す。

○中川京貴委員　分かりました。 

　この件は終わりますけれども、先ほど部長、玉城

知事が、農家の声を聞きたいというような説明があ

りましたけれども、実は１月に島袋委員と我々会派

 で競り会場へ行きました。

　残念なことに、部長もいらしてませんでしたけれ

ども、僕は今月も17日に競りがあるんですけれど、

競り現場に知事と部長とで17日に現場を見に行った
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 らどうですか。

○前門尚美農林水産部長　すみません、南部の初競

 りは、ちょっと参加できておりませんでした。

　少し手分けをして、別の場所ということで行って

きたところですけれども、機会があれば、機会があ

ればではなく、早い段階で競りに合わせて、競りを

見ながら、生産者の声ということで生産者と引き続

 き意見交換してまいりたいと思います。

 　以上でございます。

○中川京貴委員　去年ですね、部長、ちょうどこの

時期は農家の悲鳴が大変だったんですよ。そして、

要するにもう和牛が50万円を下回って20万、15万と

なると、みんな売らないんですよ。持ち帰ったら持

ち帰ったで、１年過ぎると子牛で売れなくなるもの

だから、余計に農家も疲弊すると。それで途中から、

この国・県の安定基金で、先ほど島袋委員からあっ

たように、県も支援してくれた、農家は本当に助かっ

たと、また職員に対する高い評価もありました。一

般質問、代表質問でもいろいろ出ていましたけれど

も、しかし現場は、県のほうはこの予算は出してい

ると。県を経由して公社が農家に出す農家番号の取

り間違いとか、農家とのあれがうまくいっていなく

て支援が遅れているのは確かですけれども、ちゃん

としているところはちゃんと支援されていますよと

いうのを伺って、よかったなということで、これは

今日ぜひ部長にもこの報告しておこうと思っていま

 した。

　そういった意味では、17日にも競りがありますし、

また来月16日はヤンバル、15日が伊江島。大体月に

五、六回――石垣、宮古やって、久米島やってとあ

るんですけど、僕はぜひ、３月か４月の競りには部

長が現場に知事を連れて行ったら、農家の皆さんが

 喜ぶと思うのですがいかがですか。

 　知事に申し入れたらいかがですか。

○前門尚美農林水産部長　貴重な御意見ありがとう

 ございます。

　また競りに関しましては、知事のほうにもお伝え

したいと思います。また私のほうも、３月、４月合

 わせて競りのほうを行ってまいりたいと思います。

 　以上でございます。

○中川京貴委員　先ほど部長、畜産担い手育成総合

整備事業のお話をしていましたけれども、僕はこれ

 一般質問でも取り上げました。

　離島では適用されているけれども、本島では全国

一律の枠だということで、実際現状は申請されてい

ないんですよ。離島はよく活用されています。基準

が、２分の１ぐらいハードルが低いものですから。

離島並みに、沖縄県も取り扱うべきだということを

提案して、我々自民党会派でこれ直接政府へ要請し

 ようということになっているんですよ。

 　今、現時点でそれどうなっていますか。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　委員からも本会議で質問がありましたので、県と

しましても総合事務局等を通して国と、今、調整し

 ているところです。

　その中で方法を変えればできるんじゃないのかと

か、いろんな今議論中なので、それらがまとまった

 ら、また情報共有したいと考えております。

○中川京貴委員　この担い手育成総合整備事業が実

施できれば、例えば、農地を買うことできるとか、

牛舎が造れるとか、そのメニューがもし分かれば説

 明できますか、お願いします。補助率も含めて。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　畜産経営の規模拡大や畜産主産地を形成するため

の遊休化した未利用地、低利用地を飼料生産基盤に

 整備することができます。

　事業内容は、草地造成等整備の補助率が30分の27、

農業用施設、畜舎が30分の25で、機械ですね、農機

具とかトラクターなどが30分の25となっております。 

○中川京貴委員　約９割補助ということで理解して

 よろしいですか。

○金城靖畜産課長　そのとおりでございます。 

○中川京貴委員　部長、これが本島内で実現すれば、

農家はこれ以上に助かることはないと思いますので、

 ぜひこれを我々、実現したいなと思っています。

　それと、すみません、食肉加工施設の質問はここ

 でできますか。

　畜産業は、沖縄県全体の農業関係の45から50％ぐ

らい産出していると思うんですけれども、この畜産

 イコール食肉センターだと思っています。

　実は十数年前に、南部食肉センターを改修工事し

ました。一時的に、牛の屠畜ができなくて離島に運

んだという経緯もあるんですけれどね。この食肉セ

ンターは公益性があると思っているんですけれども、

昔は中部にも食肉センターがありましたよ、もう廃

 業しましたけどね。

　南部または北部の食肉センターが廃業した場合は、

 県は対策を考えていますか。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　食肉センターに関しては、今、本島内に２か所あ

 ります。

　委員おっしゃるように、屠畜頭数とかが減ってき
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ておりまして、ちょっと経営効率ですか、稼働率が

悪くなっておりますから、今は２つの食肉センター

とその関係者を含めた上で、在り方ですね――今後

どうやっていくのか、少し寄せるのかとか、そうい

う今議論中です。それに基づいて、整備計画等は考

 えていきたいと思っております。

○中川京貴委員　屠畜すればするほど赤字になるの

と。職員の数はもう決まっているんですよね。そこ

で頭数が減ると収入がなくなる。また、屠畜すれば

するほど赤字になるというような状況で、物価高騰

にもなって、電気、水道、ガス。そういったことで

今回、我々委員会でもその調査をするのですが、令

和６年度予算ではその予算も一切組まれていないと

 いうことでいいですか。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　食肉加工施設の経営支援については、予算化はし

ておりませんけれども、家畜飼養頭数の増頭により、

食肉センターの稼働率の向上が見込めることから、

種豚改良導入推進事業等によってですね、養豚農家

の種豚導入を今実施しているところであります。増

 頭による経営支援ということで考えております。

○中川京貴委員　部長、この食肉センター、特に南

部ですけれどね、十数年前には53億円ぐらいかけて、

県の予算で改修工事したんですよ、ＨＡＣＣＰの関

 係もあったと思うんですけどね。

　そういった意味では、これだけお金もかけながら

事業を展開しているんですが、運営に問題があると

なって、これはもちろん公共性もありますしね。も

うぜひ我々は今回委員会でもその調査しますけれど

も、その後補正組んででも対策しないと、この事業

者が辞めたときのリスクは相当大きいと思うんです

 けれど、部長どう思いますか。

○前門尚美農林水産部長　お答えいたします。 

　先ほど畜産課の金城課長のほうからも答弁させて

いただいたところなんですけれども、食肉センター

の関係者等と意見交換を現在行っているところであ

 ります。

　県としましては、引き続き安定的な食肉流通が図

られるよう、関係機関と調整を行ってまいりたいと

 思います。

○中川京貴委員　畜産課関係分は終わりますけど、

最後に放置艇の質問をするということで言っていま

したので質問しますけれども、今の放置艇はね、僕

は一般質問しました。これ毎年減っているんだった

 ら理解しますけれども、今の現状どうですか。

○仲地克洋漁港漁場課長　お答えします。 

　令和５年度に実施した放置艇の実態調査におきま

しては、県管理の27漁港で535隻の放置艇を確認して

 いるところです。

　前年度に比べて６隻増えておりますが、県として

は新たな放置艇に対しては、引き続き速やかに移動

するよう行政的な指導を行いながら取り組んでいる

 ところです。

○中川京貴委員　過去にですね、放置艇を撤去する

に当たって県予算で撤去した経緯があると思うんで

 すが、説明をお願いできますか。

○仲地克洋漁港漁場課長　過去には泊漁港で２隻、

糸満漁港のほうでも去年と本年度、今、撤去してい

るところで４隻。それ以外にも、過去には県のほう

で所有者不明、要するにどうしても所有者の分から

ないような船については撤去した実績がございます。 

○中川京貴委員　今、この500隻の所有者の３分の

１はもう亡くなっていると思いますよ。それで、子

供たちが、この放置艇を、財産を受けないと。もう

 船の形していないということもあってですね。

　部長は本会議でいつも指定管理者がと言うんです

けれども、僕は指定管理者がやるものじゃないと思っ

ているんですよね。県予算で撤去した経緯があるの

で、これ環境省とか、いろんな国の予算も含めて過

去に放置艇を撤去した経緯があると思うんですよ、

 記憶にないですか。

○仲地克洋漁港漁場課長　すみません、過去に環境

省とかが撤去した事例については私ちょっと存じ上

げておりませんけれども、ただ、漁港区域内におき

ましては、どうしてもこの所有者が分からないよう

な船については片づける方がもう分からないという

ところで、それはもう最終的には管理者である県の

漁港管理者のほうで撤去しているのが現実でござい

 ます。

○中川京貴委員　この535隻のうちで、管理者が不明、

放置艇の名義が探せないという船は何隻ありますか。 

○仲地克洋漁港漁場課長　今、535隻ありますけれど

も、そのうち278隻について、約半分は確知しており

ます。あと96隻が死亡等とありまして、それ以外の

所有者の不明とかですね、あとは連絡不能とか、そ

ういった所有者が分からない船については161隻と

 なっております。

○中川京貴委員　部長、今の説明はですね、やっぱ

り161は県の予算で片づけないといけないと思ってい

 ますよ、部長どう思いますか。

○前門尚美農林水産部長　放置艇の処理につきまし

て、放置した者、所有者等による自主撤去が原則で
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あるために、行政指導ですとか、監督処分等も含め

て、また引き続き適切に取り組んでまいりたいと思

 います。

○大浜一郎委員長　休憩いたします。 

　　　（休憩中に、中川委員から、所有者が不明な

放置艇についての質疑であるとの説明が

あった。） 

○大浜一郎委員長　再開いたします。 

 　仲地克洋漁港漁場課長。

○仲地克洋漁港漁場課長　お答えします。 

　ただいま御説明しました所有者が不明の船につき

ましては実際に今、調査をしているところですけれ

ども、やはり確実にこの所有者が分からないかどう

かにつきましては、私どものほうでしっかり確認し

ないと、本当に見つけることができないのかという

ところが非常に難しくなっております。そのために、

実際にその所有者が本当に確知するまでは時間がか

 かっている現実があります。

○中川京貴委員　この数字は間違いないでしょう。 

○仲地克洋漁港漁場課長　はい。 

　ただ、この今不明になっている方が確実にもう調

べられないというわけではなくて、まだもっとしっ

 かり調べないといけないというところです。

○中川京貴委員　放置艇をなくすためにはどうした

 らいいと思いますか。

○仲地克洋漁港漁場課長　現在、漁港に放置されて

いる放置艇につきましては、過去に放置されたもの

についてやはり実際にこの放置した方、所有者とか、

そういったのをしっかり調べていく必要があります。 

　それには、やはり個人の所有というところで実際

手続が難しいものですから、時間がかかるというと

 ころがあります。

　ただ、この新たに生じる放置艇につきましては、

各出先事務所を含め、業務員のほうも増やしまして

ですね、放置艇が出ないような形で指導を行ってい

 るところです。

　県のほうも各出先機関との担当者会議を含めて、

また、漁協、市町村を含めた出先の会議もですね、

こういったものを開きながら、放置艇に対する認識

 を持っていただくという活動を行っております。

　そういったことで、まずは増やさないように努め

ていって、その後、新たなものについては自主撤去

していただくという形で進めていきたいと考えてい

 ます。

○中川京貴委員　実際の現場は、この生活保護を受

けたり、もう漁業で失敗して財産を差し押さえされ

たり、もうこの船を片づける力がないんですよ。だ

から、そのまま放置。放置したくてしたわけじゃな

いということもありますので、僕はもう県がこれ予

 算を組んで、まず撤去する。

　新たな放置艇を出さないためには、やはりこの地

元と調整しながら供託金を取るとか――新たにその

供託金を取って船を係留させるとか、いろんな仕組

みをしないと、僕はいつまでたってもなくならない

 と思うんですけど、部長いかがですか。

○前門尚美農林水産部長　委員おっしゃるように、

今、行政指導等を実施して自主撤去等を進めている

ところでありますけれども、調査をして放置した者

を確知できない場合につきましては国の補助金等を

活用し、漁港管理者の責任において処理を進めてい

るところですけれども、引き続き放置艇の解消に向

 けて取り組んでまいります。

 　以上です。

○大浜一郎委員長　中川京貴委員の質疑は終わりま

 した。

 　上里善清委員。

○上里善清委員　よろしくお願いいたします。 

　かぶる部分もあるんですけれどね、再度お聞きし

 たいなと思います。

　農林水産部の皆予算が、令和６年が48億円近く減っ

 ているんですけどね。

　主に大きく減ったものでいいんですが、概要等に

 ついてちょっと御説明できますか。

○比嘉淳農林水産総務課長　お答えします。 

　令和６年度一般当初予算の525億8450万3000円、令

和５年と比較しますと、47億9775万円が8.4％の減と

なっているんですが、その主な要因としましては、

先ほどもお話をしたとおり、県立農業大学校の移転

整備事業の減、それから、漁業調査船の代船建造の

終了によって総額53億3630万円が減となっていると

 いうことであります。

 　以上です。

○上里善清委員　先ほどもちょっとお話に出ていた

んですが、粗飼料の全国水準の補助も下がるという

 ことになっておりますよね。

　これは県としてですね、令和５年度並みの補助を

やらないと、今の畜産の方はもう生死に関わる状況

になっているみたいですので、この辺の検討はされ

 ておりますか。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　県としましてもですね、畜産農家の経営状況、今、

 非常に厳しいものと認識しております。
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　国の配合飼料価格安定制度については、配合飼料

価格の高騰時の激変緩和策ということになっており

まして、永続的な補塡をし続けることは意図した制

 度ではないと言われております。

　それで、国は恒常的なコスト増加や価格の低落に

ついては、畜種別の経営安定対策等で支援する方針

 に次年度からはなると、聞いております。

　県としましては、そうは言っても他県と比較して

子牛価格が低いこととか、輸送コストがかかること

など、本県独自の課題もあると考えておりますので、

今後ちょっと国の動向を見ながらですね、各種経営

安定対策の発動状況、畜産物の価格の推移等を注視

しながら、農家や関係機関等との意見交換を行いな

がら、どのような支援が可能か検討してまいりたい

 と考えております。

○上里善清委員　ということは、今の制度から新し

い制度ができるということの検討を今、国がやって

 いるんですかね。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　国が制度を変えるのではなくて、もともと餌が急

に上がったのでちょっと制度を変則的に使っていた

 ものを元に戻すということですね。

　経営安定対策というのはもともとありまして、餌

の生産費はあまり下がらないだろうということで、

経営安定対策で売る物の価格のほうを補塡していこ

 うという考えということで伺っております。

○上里善清委員　今、畜産農家から、僕らも要請を

 受けて質問しているんですがね。

　大まかにどれぐらいの支援をすれば今の窮状を救

えるかと。ちょっとこの金額というのがよく分から

ないものですから、どんなでしょうかね、こんなの

 分かりますか。

○金城靖畜産課長　やっぱり畜種でも違いますし、

経営状態でも違うので、このぐらいあれば必ず大丈

 夫だというのはちょっと分からないんです。

　次年度以降も国の対策等がどのようなものが打た

れるかとか、そういうのがありますので、きちっと

した金額は言えないんですけれども、やはり去年並

 みの補助が必要なのかなとは考えております。

○上里善清委員　一応来週、この方たちが来てお話

をすることになっているので、その辺ちょっと聞い

 てみたいとは思います。

　あと、このブランドなんですけど、以前、これ大

城委員からもあったんですが、沖縄の牛のブランド

はサシがつくからということで、ブランドになった

と思うんですよ。もうそろそろこの考え方ですね、

赤身の牛をブランド化できないかというふうに思っ

 たりもするんですけど、これどんなですか。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　沖縄県だけじゃなくて、今、日本全国がサシの入

 る牛のブランド力向上を目指しているところです。

　ただ、確かに今は委員がおっしゃるように赤肉を

メインとしたブランド化も進めるべきじゃないかと

いうことで、またそれに向けた、各県、動きもある

 と思います。

　県としましては、今は飼料高騰もありますし、赤

身肉を作るんじゃなくて、例えば経産牛肥育という

ことで、産み終わった母牛を飼い直して少し太らせ

て少しサシを入れて出すとか、だからそういうのも

必要じゃないかということで現場とは調整を始めて

 おります。

○上里善清委員　ぜひその取組は、必要だと思うん

ですよね。今の状況で、もう経営が成り立たないと

いうことですので、この原因になったのがやっぱり

餌ですよね。赤身肉だったら、このサシの牛よりは

かなり餌代を低く抑えられると思うんでね。この辺

のブランド化というのも僕は必要だと思うので、取

 り組んでいただきたいと思います。

　あとは、先ほども出たんですが食肉センターの経

営なんですけどね。今までは豚の数が多くて、その

利益が出た分で赤字の部分を抑えてきたということ

らしいんですよ。豚の頭数が20万頭ぐらいだったら、

赤字にはならずとんとんだと、豚のほうはですよ。

だから、30万頭近くは作らないと、豚のほうの利益

 を牛の赤字に回せないという状況みたいです。

　この豚を増加させる方法として、養豚農家は法律

がいろいろ変わって、浄化槽をつけないといけない

ですよね。この浄化槽を入れるのにやっぱり四、五

百万円ぐらいかかるらしいんですよ。これは何年か

に１回は多分更新しないといけないという状況だと

思うんですがね。原因としては、臭いなんですよ。

臭いを消すために浄化槽を入れると。１農家がこれ

を全部設置するとしたら相当なお金がかかるので、

今の状況だったらもう辞めたほうがいいという判断

をする人が多くなって、この豚の頭数が減ったと僕

 は見ているんですよ。

　それで、この臭いの問題を解決するもう一つの方

法がですね、人があまり住んでないところにこの施

設を県が造って、そこに集めるという方法だと思う

んですがね。クラスターみたいに農家を集積すると

いう施設があった場合は、頭数はかなり増やせると

 思うんですが、この辺どう考えますか。
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○金城靖畜産課長　お答えします。 

　今、委員のおっしゃるように、中南部での養豚は

かなり環境的には、もう厳しい状況になっていると

思います。ここで増頭するのは、確かに難しいのか

なというのもあります。やっぱり委員おっしゃった

ように、北部の空いた土地とか、そういうところに

何千頭規模の豚舎を造ってという話は農家から出た

りもしますので、その辺はやっぱり周辺住民との同

意とか、そういうのからも必要なので、もしそうい

う話があれば、例えば国頭とかヤンバル３村の村と

話をしながらですね、この地域でしたら大丈夫です

よとか、そういうのから始めて、やっぱり委員のおっ

しゃるようなそういう大規模化は必要かなとは考え

 ております。

○上里善清委員　農業大学校は、たしか場所は宜野

座村でしたか。周囲を見渡すと、家屋、お家はあり

ませんのでね、あの辺の大学と連携させた取組もで

きるだろうし、あの辺でもいいと僕は思うんですよ

 ね。この取組はぜひ必要だと思いますので。

　根本的にこの食肉センターは、これがないと、も

う農家はできないわけですよ。昔だったら自分で屠

殺はしていたんだけど、今そういうことはできない

んですよね、衛生上は。そういうことを考えた場合

には、やっぱり頭数を増やすか、食肉センターが利

益が出るようにね、そういった政策も重要になりま

 すので、よろしくお願いします。

　あと、全体像の話、ちょっと部長に聞きたいんで

 すけどね。

　沖縄農業の在り方というのが、どういう将来像を

つくって、農家にお話をできるのか。今は農業生産

からするとサトウキビ、畜産がありますよね。あと、

漁業もこの中に入ってきますよね。だから、自給率

アップも含めて、将来はこういうふうに沖縄の農業

を持っていきたいというビジョンがあれば、ちょっ

 とおっしゃってくれませんか。

○前門尚美農林水産部長　現在、県のほうでは新規

の就農者、また、就業者等担い手に対する支援です

ね、例えば農業者でしたら農地等の利用集積の強化

ですとか、スマート農業、農林水産業の振興、また、

台風等に対応した栽培施設とか、生産基盤整備の推

進、農作物の管理・衛生、また、品質管理の高度化

や防疫体制の強化などの各種施策に取り組んでいる

 ところです。

　また、県で定めるゴーヤーとかマンゴーなどの耕

種部門の戦略品目40品目ございますが、それに加え

て新たな品目の導入などについては農家所得の向上

に向け、栽培技術に関する調査研究を進めていると

ころです。有望な品目につきましては、耕作放棄地

等の活用も含め検討していきたいと考えております。 

　さらには、観光産業とか、ほかの産業との連携に

より、稼ぐ力の強化にも取り組んでいくこととして

 おります。

　引き続き魅力と活力ある持続的な農業の振興に取

 り組んでまいりたいと思います。

○上里善清委員　主食の考え方ですけれどね、戦後、

ウチナーは芋のおかげで命を長らえたという体験を

 持っているわけですよね。

　水稲するとしたら、もう限られているんですよ。

八重山、金武あたりで、あとは小規模ですのでね。

芋とか、小麦――実を言うと、私の同級生が伊是名

でパン屋をやっているのですが、自分で使う分は全

部小麦を自分で作っているんですよ。今、県が進め

ようとしているのは、沖縄そばもありますよね、県

 産小麦を使ってと。

　そういったいろんなことを組み合せて農業政策を

やっていかないと、自給率、今四十五、六％まで上

げるという目標を持っておりますがね。何で上げて

いくか。品目を今、四十何品目と言っておりますが、

もっと増やして可能性のあるものをどんどん入れた

ほうがいいと思うんですよ。この辺どう思いますか。 

○比嘉淳農林水産総務課長　お答えします。 

　今、委員がおっしゃったとおり、どの品目で自給

率を上げていくかというのは、今は、農林水産部の

中でもワーキングチームを立ち上げて、いろんな園

芸なり、作物なり、そういうのを含めてですね、い

ろんな研究員、普及員も含めて議論していって、そ

れから、何で稼げるのか、そして、最終的にこの台

風の影響とか、いろんな環境要因もいろんな意味で

ありますので、その辺も考慮に入れながら、今後、

自給率を上げるためにも沖縄県に向く作物の生産拡

 大に努めていきたいと考えています。

 　以上です。

○大浜一郎委員長　休憩いたします。 

       午前11時55分休憩

       午後１時16分再開

○大浜一郎委員長　再開いたします。 

 　午前に引き続き質疑を行います。

 　山内末子委員。

○山内末子委員　こんにちは、よろしくお願いいた

 します。

　先ほど、畜産業の厳しい実態が議論されていまし

たので、実態だけちょっと把握をしたくて、今廃業
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とかの様子がマスコミ報道とかにあるんですけれど、

実態としてはどうなんでしょうか。できれば本島内

 と離島との実態が分かればお願いいたします。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　まだ調査中ではありますけれども、本島のほうが

 少し多い傾向はあります。

　理由としましては、一番は高齢で担い手、後継者

がいないというのが、まだ調査中ですけど、今のと

ころ56％くらいと。そのあと、経営不振とか経営者

の死亡とかが次いで10％程度。あとはもう、いろい

ろ不明となっていますけれど、調査の途中でありま

 すが、大体そのような感じになっています。

○山内末子委員　やはり実態把握をして、どういう

ところが足りないのか、今、皆さんからあるいろん

な問題だけではなくて、八重山なんかだと廃業がす

ごい言われているみたいで、今日、次呂久委員が後

でやると思いますけれど。離島のほうがもっと厳し

いのかなというふうに思ってはいるんですけれど、

本島のほうがというのがちょっと考え方としてどう

 なのかなという、その辺の分析はどうか。

○金城靖畜産課長　すみません、調査中と言ったの

は、今、本島内からのデータが多いものですから、

まだ離島については、例えば宮古とかはまだちょっ

と調査中で、数値も示せないなということでやって

おります。今はまだ家畜保健衛生所とかに依頼して

いますので、またほかの関係機関の調査も必要だと

思いますので、その辺はまた傾向が分かり次第、お

 伝えしたいとは思います。

○山内末子委員　ぜひ、状況はしっかりと把握しな

がら、どこに何が足りないのか、どういった形で支

援あるいは補助が必要なのかというところを、効率

のよい形で支援していくというのが大事だと思いま

すので、そのためにも実態把握は必須だと思ってい

 ます。

 　よろしくお願いいたします。

　それでは、予算書の中でおきなわブランドの確立

と生産性体制の強化のところの沖縄型耐候性園芸施

 設整備事業、この内容についてお聞かせください。

○長嶺和弥園芸振興課長　本県は台風などの気象災

害による被害が多いことから、自然災害や気候変動

に左右されず、定時、定量、定品質の出荷に対応で

きる園芸産地を形成するため、沖縄型耐候性園芸施

設整備事業により、被害の軽減を図る強化型パイプ

 ハウスや平張施設の整備を支援しています。

　また、既存の耐候性園芸施設、農業用のハウスの

補強、改修の支援も併せて行っておりまして、施設

本来の耐候性の維持による被害低減、長寿命化によ

るコスト低減を推進している事業となっております。 

○山内末子委員　４億4800万円、何個ぐらいの費用

になっていますか。新設と、あと補修という内訳を

 ちょっとお願いいたします。

○長嶺和弥園芸振興課長　令和６年度の予算額は、

委員おっしゃったとおり４億4824万円となっており

まして、このうち補助金の部分が４億3279万円となっ

 ております。

　現在全体で９地区、4.2ヘクタールを今想定してい

まして、新設８地区補強改修１区としています。補

強改修は、現状3000万円を計上予定しておりまして、

残りが新設というような予算で考えているところで

 す。

 　以上です。

○山内末子委員　去年の大型台風のときに視察をし

たら、やっぱり整備をされているところとそうじゃ

ないところの差が本当にすごいはっきり分かるんで

すよね。台風被害はもう沖縄では必ずあることでしょ

うから、先ほどあった食料の自給率をアップしてい

くのにも、やっぱり成果、率を上げていくという上

で、こういった施設の整備は、とても重要だと思う

 んですよね。

　そういった意味で、これまでの事業の中で、どれ

ぐらい整備率というか、充足率というか、その辺の

 ところはどうなっていますか。

○長嶺和弥園芸振興課長　この事業の実績としまし

ては、前身の事業も含めて平成24年度から実施して

いる事業でして、令和４年までの実績で申し上げま

すと、この11年間で約184.9ヘクタールの施設整備を

行っておりまして、受益農家の数は延べ1318戸の事

 業支援を行っている実績となっています。

○山内末子委員　施設がどれぐらいあって、今の

1318戸というのはそのうちの何％ぐらいになるのか、

 その辺はどうですか。

○長嶺和弥園芸振興課長　まず、台風など自然災害

に対応する施設ですが、これまでこの事業を実施し

てからですが、適切に対応している施設においては、

台風で倒壊した施設というのは、この事業で整備し

た施設の中では１件もないという実績となっていま

 す。

　あと、整備ですけど、これだけの面積整備してき

ていますが、九州、他県の整備率と比較してもまだ

沖縄はそこまで達していませんので、これからも引

き続きこの事業を通して、施設整備のほうを推進し

 ていきたいと考えています。
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○山内末子委員　ぜひ、よろしくお願いいたします。 

　次に、おきなわそば地産地消プロジェクト推進事

 業、これについて概要をお願いいたします。

○金城吉治糖業農産課長　お答えいたします。 

　おきなわそば地産地消プロジェクト推進事業は、

多くの県民や観光客が食しています沖縄そばの原料

に県産小麦を活用する取組を推進することにより、

小麦の生産拡大や、沖縄そばの魅力向上を図ること

 を目的としております。

　令和６年度は、沖縄に適した小麦品種の選定や栽

培実証展示圃場の設置、小麦生産の収益性検証を行

うほか、県産穀類の実態調査等を実施することとし

 ております。

○山内末子委員　これは、実態調査等をどこかでモ

デル的に栽培をしていくのか、その辺のところはど

 うなんですか。

○金城吉治糖業農産課長　まず、沖縄に適した小麦

の品種の選定というのがありますので、農業研究セ

ンターの名護支所のほうと石垣支所のほうで、そう

いった沖縄に適した品種の選抜を行っていきたいと

 いうふうに考えております。

　あわせて、穀類の実態がまだ県のほうで把握でき

ていませんので、委託のほうで実態把握をしていき

 たいというふうに考えております。

○山内末子委員　伊計島で今、伊計島の小麦を栽培

 をして、それから商品化もしているんですね。

　小麦粉とあとサーターアンダギーであったり、そ

れからまたお茶を作ったりと、これ本土のほうから

もかなりの好評で、こういった既にやっている生産、

栽培、そういうものに対しては、この事業というも

のは、少しでも予算とかを取り入れられる関連性と

 いうのは全くないですか。

○金城吉治糖業農産課長　伊計島のほうで沖縄県麦

生産組合を中心として小麦が生産されていることを

承知しております。いろんな商品も開発されている

ということですけれども、そちらのほうとも、伊計

島の農家さんとも連携しながら、先ほど沖縄に合っ

た品種の選抜もありますけれども、現地での実証の

ほうも取り組んでまいりたいというふうに考えてお

 ります。

○山内末子委員　ぜひそういった実態があるわけで

すから。何年もかけて、今本当に生産化、商品化に

成功しているという事例もあるわけですから。こう

いった事例をしっかりモデルにしながら、新たなと

いうことは――とてもゼロからスタートするよりも、

こうして一とか二とか始まっているところを取り入

れていくと、さらにいい形での推進事業になると思

いますので、その辺も含めてしっかりと連携をお願

 いしたいと思います。よろしくお願いします。

　農林水産物条件不利性解消事業、これの今年度の

 実績と課題についてお聞かせください。

○本永哲流通・加工推進課長　お答えします。 

　今年度は、まだ決算が出ておりませんので、令和

 ４年度の決算でお答えさせていただきます。

　交付団体が129団体、補助実績額が約15億3021万円、

補助対象の重量としては５万5000トンが令和４年度

 の実績となっております。

○山内末子委員　今年度、少し予算が減って減額に

なっていますけれど、その理由もお聞かせください。 

○本永哲流通・加工推進課長　令和６年度の当初予

算が減額になった理由ということでよろしいでしょ

 うか。

　令和６年度の予算は、令和５年度の当初予算と比

べまして、約２億5000万円減の約19億円を計上して

おります。このうち、輸送費補助に係る補助は約17億

5000万円であり、令和５年度当初と比べて、先ほど

申し上げたとおり２億5000万円の減となるというと

 ころでございます。

　前年度と比べて予算減になった理由としましては、

 ２つございます。

　令和５年度当初予算の計画出荷量が６万5000トン

を見込んでおりましたけれども、令和６年度は６万

1000トンを想定しております。これに係る予算減少

 分が約１億2000万円となります。

　また、予算単価につきましても、令和５年度の予

算単価が、キロ当たり30.5円というところですけれ

ども、令和６年度当初につきましては、キロ当たり

 28.4円と見積もってございます。

　これにより、予算減少分が１億3000万円、合わせ

て先ほど申し上げたとおり２億5000万円の減となる

 ところでございます。

 　以上です。

○山内末子委員　コロナも落ち着きましたし、いろ

んなものがすごい改定をし出しているという中で、

事業が減になっているというところの本質的なもの

は一体何なのかというのがちょっと分からないので、

 その辺のところを、もう一度お願いいたします。

○本永哲流通・加工推進課長　お答えします。 

　まず、令和５年度当初予算につきましては、新た

な不利性解消事業の事業開始年度だったということ

もありまして、品目を拡大したことも踏まえて過去

最大値で６万5000トンと見積もらせていただきまし
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た。これが令和５年度の当初予算の見積りでござい

 ます。

　一方、令和６年度につきましては、令和４年度の

実績、それから令和５年度の出荷見通し、それから

あと出荷団体、生産者の皆様との意見交換によって、

おおむね６万1000トンになる見込みだということで、

 ６万1000トンと見込んでございます。

　これが１つ目の出荷量の減というところでござい

 ます。

　また２つ目、予算単価につきましても、同じよう

な理由ですけれども、令和５年度当初予算について

は、事業実績がないということで要綱で定めた単価

 キロ当たり30.5円を見積りさせていただきました。

　令和６年度当初予算につきましても、先ほど申し

上げたとおり令和４年度、それから令和５年度の実

績に基づいて、それからあと物価上昇率を加味した

 ところ28.4円となってございます。

 　以上です。

○山内末子委員　何となく減額になると、その影響

というものが出てくるのかなとは思うのですけれど、

今のことを聞くと、利用者からは、生産者からも、

その影響はほとんどないというふうに理解してもよ

 ろしいですか。

○本永哲流通・加工推進課長　お答えします。 

　県としましては、適切な所要額を確保してござい

ます。なので今後、出荷動向それから生産者団体等

の出荷見通し等も踏まえ、適宜関係機関とは調整し

てまいりますが、十分な予算は確保させていただい

 ております。

 　以上です。

○山内末子委員　分かりました。 

　次に、市場再整備に関する基本的な方針等策定調

 査事業、この点についてお願いいたします。

○本永哲流通・加工推進課長　従来からさせていた

だいています中央卸売市場の再整備に係る調査でご

 ざいます。

　令和５年度につきましては、中央卸売市場の再整

備に向けた検討について、市場のコンセプトや活性

化の方向性、施設規模、機能、施設の使用料、整備

手法など、合意形成に向けていくことが重要だと考

えておりまして、それに向けた調査をさせていただ

 いております。

　令和６年度につきましては、民間資本の活用に関

する実現可能性を検討するため、民間事業者のノウ

ハウやアイデアを募るサウンディング調査等を進め、

これを踏まえた市場関係者等との丁寧な議論を図っ

 ていくための調査事業となってございます。

○山内末子委員　これは、これまではその公、県が

関わるということが法的にあったというものが、法

改正で関わらなくてもいいと、民間活用だけで十分

できるというようなことになったということで、運

営だとか、いろんな整備について、どちらにしよう

かということで今検討しているというような段階な

 んですか。

○本永哲流通・加工推進課長　お答えします。 

　市場法の改正につきましては、従来は都道府県な

り公共が開設者ということが決められていましたけ

れども、法改正によって、民間事業者もその開設者

になることができるという法改正、それ以外もあり

 ますがそれがまず一つですね。

　それから商物一致という、元の市場法では、物と

商流と一致して、必ず卸売市場に持ってこないとい

けなかったんですけれども、それが産地から直接送

ることができるようになったと、などなどの法改正

 があります。

　今、委員御質問の開設者、運営者をどうするのか

という議論なんですけれども、議論をしているとい

 う段階でそう決めたというわけではございません。

　ではなぜ議論をしているかといいますと、変化の

激しいこのビジネス環境の中で柔軟な対応であった

り、将来の再整備後の管理運営等については、公共

がやったほうがいいのか民間がやったほうがいいの

かというところを議論しているというところでござ

います。なので、申し上げたとおり、民営化すると

 いうことで決めているわけではございません。

 　以上です。

○山内末子委員　建物自体、もう老朽化が進んでい

まして、その建物自体の検討も急がないといけない

という中で、今のその運営自体も、どちらにしたら

本当に効果の出る整備事業になるのか、効率の高い

生産力の向上も含めて、経営力向上を含めた形で今

議論していると思うのですけれど。いつまで議論を

して、期限というんですかね、早めにしないと、も

う建物自体がすごい老朽化していると思うのですけ

れど、その期限とかそういうものは定めてないんで

 すか。

○本永哲流通・加工推進課長　明確な期限というも

のは定めてはいないのですけれども、老朽化をして

いるというのは、皆様御承知のとおりだとは思いま

 す。

　あわせて、老朽化もそうなんですけれども、どう

いう機能を持たせるか――40年前に建てたときとは、
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やっぱり現状の市場のビジネス環境が変わっていま

して、どういう機能でどういう設備にしたほうがい

いのかというところを今、議論をさせていただいて

 おります。

　委員おっしゃるとおり、早めに整備をしていかな

ければなりませんけれども、これまた使用いただい

ている卸売業者であったり仲卸さんであったり、買

参人の方、それからＪＡ沖縄をはじめとする生産者

団体の方々、皆様の合意形成も必要だと考えており

ますので、令和６年度も先ほど申し上げた調査事業

の中で合意形成を図ってまいりたいと考えておりま

 す。

○山内末子委員　もう生産物、青果物全てにおいて

流通の形態が日本全国、世界全部変わってきている

中で、今の市場というものをちゃんと守りながら、

そこでしっかりと経営が成り立つというのは、とて

もこれ頑張っていかないと――そこにしかなかった

ものが、今やネットでどこでも売り買いができる時

 代になっているわけなんですよね。

　そういった観点からも、ぜひこれはしっかりと沖

縄県の台所というか、そういうものを守る上でも、

十分と経営者の皆さんとも議論をしていただいて、

 頑張っていただきたいなというふうに思います。

　これ部長、そういうことについてどのような考え

 を持っていますでしょうか。

○前門尚美農林水産部長　中央卸売市場の再整備に

向けた検討――市場のコンセプトですとか、あと活

性化の方向性、そしてまた施設の規模とか機能、施

設の使用料等々、合意形成を図っていくことが重要

であると考えておりますので、引き続き丁寧に議論

 を進めてまいりたいと思っております。

○山内末子委員　お願いいたします。 

　最後に、分蜜糖と含蜜糖製造業、これもう一緒で

よろしいですので、製造業者振興対策事業というこ

とについて、今の実態との状況についてお聞かせく

 ださい。

○金城吉治糖業農産課長　お答えいたします。 

　まず含蜜糖製糖工場につきましては、平成21年度

以降、北部振興対策事業や一括交付金事業を活用し

まして、全工場の建て替えを行ってきたところであ

 ります。

　一方、分蜜糖につきましてですけれども、県内に

は９つの分蜜糖工場がありますが、伊是名村を除く

８つの工場において、工場建設から60年余りが経過

しており、ボイラー設備や工場建屋等の老朽化が進

 んでいる状況となっております。

　このうち、北大東村につきましては、国の令和５年

度補正予算で措置された、甘味資源作物生産性向上

緊急整備事業を活用しまして、圧搾設備やボイラー

設備等、老朽化が進む工場設備の整備に向け、応募

 を行っております。

　一方、ゆがふ製糖工場及び石垣島製糖工場につき

ましては、工場建て替えの意向がありますが、建設

費用や事業実施主体の費用負担等、工場整備に係る

課題の早期解決に向け、国や関係機関等と協議を重

 ねているところであります。

　その他の分蜜糖工場につきましては、分蜜糖製造

合理化対策事業費を活用しまして、製糖機器の更新

 を行っているところであります。

 　以上です。

○山内末子委員　特に今回、北大東については予算

もありましたけれど、石垣とゆがふ、私たちもずっ

と本会議でもありましたけど、ゆがふなんかはもう、

本当に今年どうなのかなと、台風が来たら駄目にな

るんじゃないかというような、そういう危機感をずっ

と持っているわけなんですね。こちらでも何度もやっ

ていますけれど、土地を取得して、もうずっと延長

 延長してきています。

　今、ずっと関係者との協議と言っていますけれど、

関係者と今、どことどのような形で協議をしていて、

今の状況というのは一体どういう状況なのかという

 ことをお聞かせください。

○金城吉治糖業農産課長　ゆがふ製糖の老朽化対策

につきましては、まず製糖事業者と関係団体といい

ますか、ＪＡと関係市町村で構成されています、沖

縄県分蜜糖製糖工場安定操業対策検討会議におきま

して、工場整備に係る方策について検討を重ねてお

りますが、事業実施主体や費用負担等の課題におけ

 る合意形成に時間を要している状況であります。

○山内末子委員　ずっとそれ言っていますよね、事

 業主体と一緒になってと。

　御当地のうるま市との協議とかというのは、今、

 どのような形で今進めていますか。

○金城吉治糖業農産課長　工場の必要性について、

うるま市のほうと意見交換を昨年もさせていただい

ていますし、この安定操業検討会議を実施した後に

も市町村会を通じまして、関係市町村と、各地区、

北部、中部、南部の市町村とも意見交換を行ってい

 るところです。

○山内末子委員　もう工場自体が本来の操業をでき

なくなるというような、そういう危機感を持ってい

る中で、ずっとこればっかり足踏みしていると、ど
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うにもならない状況が。石垣もそうですけれど、事

業の計画の見直しだったり、そういったことももう

本気でやらないといけないんじゃないかなというふ

 うには思います。

　そういったこと含めて、安定操業ができる形とい

う、まず優先的なことを考えてお願いしたいと思い

 ます。

 　よろしくお願いします。ありがとうございます。

○大浜一郎委員長　山内末子委員の質疑は終わりま

 した。

 　次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員　よろしくお願いします。 

　私、幾つか通告をしたんですけれども、通告後に

質問取りで担当部課の職員の方が来てとても丁寧に

説明いただいたので、今日は、新規事業の飼料価格

高騰緊急対策事業と、配合飼料価格差額補助緊急対

策事業、この２つだけちょっとお聞きしたいなと思っ

 ています。

　令和６年度なんですけれども、これ新規事業とい

うふうになっているんですけれども、令和４年度、

令和５年度のほうも同じような事業があったと思う

んですけれども、今回新規となっているのは、何か

 内容が変わってきているんでしょうか。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　内容自体は昨年度行った補正予算と一緒です。新

規事業となっているのは、ずっと補正で組んでいた

もので、年度当初から始まったのが今回初めてとい

 うことになります。

○次呂久成崇委員　やはり、私もこの生産農家ほう

からいろいろ話を聞くと、やっぱり何が厳しいかと

いうと、この飼料代のほうがやっぱり厳しいなとい

うことなんですけれども、この補助事業なんですけ

れども、この金額がトン幾らということでの補助額

 がありますよね。

　トン幾らというこの補助額を決めるときの基準と

 いうのは、どういった基準で決めるのでしょうか。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　粗飼料については、令和４年度のトン当たり6000円

を基準に上がった分に対して、例えば何分の何とか、

それで四半期ごととかそういうので、まずは6000円

 を基準にしております。

○次呂久成崇委員　この6000円というのは、上がっ

た基準ということなんですけれど、それの幾ら分と

いうことなんすけど、これは沖縄県全体の、例えば

平均の上昇額とかというような算定になるんでしょ

 うか。

○金城靖畜産課長　沖縄県の平均となっております。 

○次呂久成崇委員　私、八重山なので、やはりこの

八重山からすると、例えば本土から沖縄本島、沖縄

本島から石垣のほうに行って、石垣から各離島のほ

うにまたそれぞれ、この飼料等が輸送されるわけな

んですけれども、そうすると、どうしてもこの輸送

コストというのは、県内のほうでも離島というのは

 どうしてもかかってしまいます。

　一般質問のほうでもやったんですけれども、各県

内のこの家畜市場、そちらの平均額というのも、やっ

ぱり離島というのは本島の家畜市場の平均額に比べ

ても、３万ぐらい低いという事情もありまして、子

牛競りの価格も低い、そしてさらにこの飼料、また

肥料等も輸送コスト等もかさんで、これはまたさら

にプラスということで、二重の負担というのがとて

 も生産者にはきついと。

　先ほど山内委員のほうも言ったのですけれども、

地元のほうでは、やはり廃業している皆さん――考

えているとか、もう既にやったという方もいらっしゃ

います。ただ、離島のほうでは、廃業してもその次

に何をするかというのができないので、辞めたくて

も辞められないという方が、やっぱり現状として今

とても多いんですよね。この生産農家の皆さんから

は、とにかく今支援してほしいのは、粗飼料または

配合飼料等をどうにかできれば、自分たちも頑張っ

 ていけるかなという話を聞きます。

　そこで、ぜひ県のほうにお願いしたいのは、この

飼料会社等にも、実際今どういう状況なのかという

のをしっかり聞き取りをやってほしいなというのと。

あと、農家の皆さんからの声もあるんですけれども、

やはり、私は沖縄本島と離島のこの価格差というの

はどうしても生じてきます。輸送コストがかかるわ

けですから。その本島と離島の差額分というのをさ

らにまた、県単で補助するというような考えはない

 んでしょうか。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　今、委員がおっしゃった、やっぱり離島は輸送費

 がかかるということで認識しております。

　そのため、県としましては、輸送費に対して輸送

費相当分とかいろいろあるとは思うのですけれども、

何らかの支援ができないかということで、今いろい

 ろ考えて、調査研究しているところであります。

　その辺の調査を行いながら、可能な支援策を検討

 していきたいと考えております。

○次呂久成崇委員　この負担軽減を図るために、令

和５年度から令和６年度にかけて上昇した飼料費の
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一部補助を実施するということで、この補助額とい

うのはこれから決めていくということなんですかね。 

　先ほど、6000円が基準というようなお話をされて

 いたんですけど、これは確認です。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　令和４年度から５年度までの上昇分の２分の１か、

上限額ですね、それで算定していますので、もう上

 限で予算は要求しております。

○次呂久成崇委員　皆さんのこのホームページのほ

うでもアップされているんですけれども、例えば、

この補助金の交付期間で令和５年４月から９月分ま

でというのは12月に全て交付をされているというこ

となんですけれども、飼料会社も含めて生産者とい

うのは、やっぱりこの支払いを生産者もやらないと

また自分たちも買うことができない、飼料会社のほ

うも支払いをしてもらわないとまた購買することが

できないというような事情がありますので、なるべ

く交付の申請手続等も早めにやっていただいて、ぜ

ひこの生産者と、また飼料会社等の経営状態がうま

くいくように早めに手続等できるような体制をぜひ

やっていただきたいということと、私は、この一部

補助というところで、やはり本島と離島のこの差額

分、どうにか補助をやっていただきたいということ

を強く要望して終わりたいと思います。４時までに

は終わりたいと思いますので、ほかの皆さん、また

 よろしくお願いします。

○大浜一郎委員長　ありがとうございます。 

 　仲村未央委員。

○仲村未央委員　じゃ、お願いします。 

　条件不利性の事業に関してお尋ねしたいと思いま

 す。

　特にですね、令和３年、４年にかけて非常に大き

な仕組みというか、そもそもの立てつけの変更もあっ

たので、それによってどのような影響があるのかと

いうことをお聞きしたいなと思っているんですけれ

 ども。

　まず、令和３年と４年の比較で、花卉ですね、特

に菊農家さんのほうからは一番大きな、恐らく生産

コストの上昇分というのが――例えば肥料とか、そ

れから電気料というものの大きさが非常に収益に影

響しているというのが一番大きいんでしょうけれど

も、今回のこの条件不利性の輸送コストに関しても

変更があったということで、二重にも三重にも非常

に経営環境に影響が大きいということで悲鳴が上

 がっているわけですよね。

　それで、その花卉の補助額というのが令和３年、

４年、どれぐらいになったかというのをまずお尋ね

 いたします。補助額総額で、花卉はどうですか。

○本永哲流通・加工推進課長　委員おっしゃるとお

り、物価高騰等により生産者の皆様、大変経営が苦

 しいというのは重々承知してございます。

　花卉の補助額ですね、令和３年度は決算ベースで

７億9400万円でした。令和４年度につきましては４億

 3800万円となっております。

○仲村未央委員　この補助額総額が７億9000万円か

ら４億3000万円ということで相当に下がったわけで

すけれども、これは生産量との兼ね合いではいかが

 ですか。

○本永哲流通・加工推進課長　お答えします。 

　令和３年度の花卉の出荷重量につきましては、１万

5000トンとなっております。一方、令和４年度の決

算におきましては、１万3000トンとなっております。 

　ただ、理由としましてはですね、令和４年度は長

雨等天候不良による生産量の減少というところがご

ざいましたので、単価の見直しというよりは、その

生産量の減少というところが理由ということになっ

 てございます。

 　以上です。

○仲村未央委員　それで単価の見直しに伴うその補

助単価というのは、キロ当たりでどれぐらいの差が

出ましたか。令和３年、４年、それぞれ補助単価と

 いうのは実績としてどれぐらいになりましたか。

○本永哲流通・加工推進課長　まず補助単価につき

ましては、令和３年度と令和４年度の違いでござい

ますけれども、令和３年度については出荷に係る横

持ち――生産地から港、空港等に運ぶ、それから空

港からその出荷地に運ぶ、その横持ちの費用も含ま

 れておりました。

　一方、令和４年度の新しい事業になりましてから

は、その横持ち相当額が除かれているというところ

 でございます。

　額につきましては、令和３年度につきましてはキ

ロ当たり53円だったところですけれども、令和４年

度の決算額につきましてはキロ当たり34円となって

 ございます。

 　以上です。

○仲村未央委員　もちろん、それは横持ちの分の見

直しがあったので、そのコストが含まれない形の補

助しかできないということになるので、53円から34円

というのが実績になるのでしょうけれども、実際の

今狙いとしているモーダルシフト――これはもう、

今、国を挙げて、特に2024年問題も絡んで、陸送を
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なるべく軽減させる、船輸送を導入しようというこ

の取組と併せて、どんどん進めなきゃいけないとい

うことは、動きはあるんでしょうけれども、ただ、

沖縄からの見直しに関してはやっぱり従来、横持ち

も含めて条件不利だというふうに捉えられてきたも

のを上げてからのものは、もう補助にはしないよと

いうことと相まったものですから、非常にこれは農

家、生産者にとって、事業者にとっては負担の大き

 い見直しになったわけですよね。

　そういう意味で、このモーダルシフト、皆さんが

想定している移行率というか、実際、船で出した輸

送比率というのは、令和３年、４年比較していかが

 でしょうか。

○本永哲流通・加工推進課長　御質問は、船舶輸送

 比率の御質問と受け取りました。

　船舶輸送比率の動向ですけれども、まず過去のほ

うからいきますと、平成26年度は36.5％でした。そ

れが令和３年度には59％と、かなり生産者団体の皆

様の物流の合理化に向けた御努力が実って、結構上

 がってきたというところでございます。

　ただ、先ほど申し上げましたとおり、令和４年度

につきましては、長雨等の天候不良に伴って、安定

した出荷ロットが確保できず、船舶輸送に係る計画

的な出荷というのがかなり難しかったこともありま

 して、46％まで下がってございます。

　また、まだ令和５年度を締めてはおりませんけれ

ども、令和５年度は、令和４年度に比べて天候にも

恵まれておりますし、台風も、夏はありましたけれ

ども、秋以降はなかったというところもありまして、

また、生産者団体の皆様の御努力もあったというと

ころで、生産者団体の皆様の意見交換からは、60％

程度まで回復できるのではないかということで伺っ

 ております。

○仲村未央委員　県として誘導しようとしているこ

のモーダルシフトの取組、船舶輸送率、どれぐらい

を目標にしようということで、今その動きを見てい

 るんでしょうか。

○本永哲流通・加工推進課長　お答えします。 

　花卉につきましては、令和５年度が60％、令和６年

度が62％、令和７年度については65％という目標を

 掲げております。

○仲村未央委員　その65％ぐらいに到達すれば、狙

いとしている花卉、菊の出荷に関してはスムーズに

というか、輸送コストを比較的抑えながら、うまく

軌道に乗っていくという、そういう大体の目安とい

 うふうに考えているということですか。

　それとも、もっとそれ以上、本来は伸ばしていか

 なきゃいけないという取組なんでしょうか。

○本永哲流通・加工推進課長　お答えします。 

　まず、一つ目安としては65％というところを目安

 にさせていただいております。

　そこから先というところですけれども、もちろん

さらに物流コストの低減に向けて、当然、県のほう

も支援をさせていただきますけれども、生産者団体

の皆様の御努力、取組等を進めさせていただければ

 と思っております。

○仲村未央委員　それで、先ほどの横持ちの分です

けれども、それがなくなるということは、やっぱり

自分たちでそこの拠点に運んだ上で、向こうの流通

にどう備えていくかというか、頼んでいくかという

 ことは非常に大きな変化ですよね。

　今実際はどうなっているのかですね。そこまでは

もう補助の対象じゃないよってなった以上、その現

 場というか、どういう今動きになっているのか。

○本永哲流通・加工推進課長　不利性解消事業につ

きましては、従来の事業から拡大したところがござ

いまして、それは幹線コールドチェーンの体制の構

 築事業ということをさせていただいております。

　沖縄県花卉園芸農業協同組合様についてはこの事

業を活用いただいておりまして、顧客から指定先ま

で届けていた荷物、今までは顧客の最終のところま

で、花卉農協さんが配送されていたんですけれども、

県外のあるストックポイントのところまでは引取り

に来てもらうというビジネスモデルを今構構築した

いというところで、その実証事業、モデル事業をさ

 せていただいております。

○仲村未央委員　今のこのストックポイントを置く

場合、例えば場所の確保ももちろんあるでしょうし、

家賃とかその調整なんか、要は到達地点の引取りと

の連携、調整というかね、そういういろんなコスト

がかかっていると思うんですよ、それを構築してい

くためにはね。それは皆さん、支援をする体制とい

 うのはあるんですか。

○本永哲流通・加工推進課長　委員おっしゃったと

おり、使用料とかというところにつきましても、そ

の実証事業の中で費用を補助させていただいており

まして、その中で、先ほど言ったビジネスモデルの

変更というか、構築をしていただければなと考えて

 おります。

○仲村未央委員　要は支援実績というのは、もう

ちょっと額的なものも含めて、どういう実績ですか。

そして、次年度も含めてどういう予算になっていま
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 すか。

○本永哲流通・加工推進課長　今年度の補助実績に

つきましては約1500万円補助をさせていただいてお

りまして、令和６年度につきましても継続して実証

 事業をさせていただこうと考えております。

○仲村未央委員　それからもう一つは、生産コスト

のほうでもお聞きしたいんですけれども、今の花卉、

特に菊も含めて、最初に申し上げたとおり、肥料代、

それから電気代、かなりコストが上昇する中で、ま

た輸送の仕組みの見直しもある中で、ダブルパンチ

で非常に厳しいという声が上がっているんですよね。 

そこでの今、生産コストに係る支援というのはどう

いうことをやっているのか。具体的に、その補助実

績等々、また、次年度に向けての対応などありまし

 たらお尋ねいたします。

○長嶺和弥園芸振興課長　電照菊ですが、先ほど説

明したとおり、昨年４月に電気料金の値上げがござ

 いました。

　そこで電照菊農家の経営の影響などを懸念してい

たところでございまして、同月また、生産出荷団体

のほうからも白熱球からＬＥＤ電球への導入につい

 て支援を求める要請もございました。

　そこで県では、令和５年度、産地パワーアップ事

業を活用しまして、ＬＥＤ電球の整備のほうで支援

させていただいています。ＬＥＤ電球の導入の支援

につきましては、過去にも平成28度から令和２年度

までで約342ヘクタール分のＬＥＤ電球の導入支援を

行っております。今年度では、３月末までに約40ヘ

クタール分のＬＥＤ電球の導入の支援が完了すると

 いうところになっています。

　今後の計画ということでございますが、令和６年

度のＬＥＤ電球の導入については、現在のところ事

業要望調査を行っているところで、現時点では要望

は上がってきていない状況にございますが、令和６年

度も産地パワーアップ事業につきましては、当初予

算で１億268万8000円の予算を計上させていただいて

おりますので、要望する生産者から手が挙がった場

合には生産出荷団体ですとか、市町村と連携し、こ

の事業による支援のほうを検討していきたいと考え

 ています。

○仲村未央委員　そのＬＥＤの導入に関してもかな

り、例えば１農家さんがこれ導入するとすれば150万

とか、その規模にもよりますけどね。非常に大きな

コストを伴って投資をしてということでありますの

で、そういうことが積み重なって非常に厳しいとい

 うような話は聞かれます。

　ただ一方では、この花卉に関して、菊などはどう

ですか、沖縄の生産体制というか、競争力という面

からすると、県外出荷というのは、今のような形で、

やりがいがあるというか、続けていくことの希望が

ある農作物になっているのか、そこら辺の競争力か

 ら見るといかがでしょうか。

○長嶺和弥園芸振興課長　この菊ですが、３月の彼

岸用の９割を沖縄県産が占めるなど、全国有数な産

 地に成長しています。

　出荷量で見た場合、小菊の出荷量が全国で１位、

輪菊、スプレー菊を含めた菊の出荷量全体では全国

 ２位の産地となっています。

　令和３年における菊の生産状況は、作付面積は約

582ヘクタール、出荷数量が約２億2400万本となって

おりまして、責任産地という使命がございますので、

県としては、生産の部分での支援としましては省力

化を図ろうというところで、花の選別機の導入の支

援ですとか、気象災害に強い栽培施設の整備の支援、

あと技術実証――新品種ですとか、新技術の実証の

ための技術の支援など、これらを組み合わせて、引

き続き菊の生産振興に取り組んでいきたいと考えて

 います。

○仲村未央委員　沖縄の気候的な優位性を生かして、

向こうの需要に合わせて調整して出せるということ

が非常に優位性があるということで認められて、実

績はあると思うんですけれども、やっぱり今のコス

トの生産的なもの、それから輸送に関しても非常に

大きな見直しがあったということを受けて、経営は

 非常に厳しいというのが何度も聞かれる声です。

　それで部長、この不利性解消事業、今日は菊のこ

とを特段取り出したのは、やっぱり今、船舶輸送の

一つのモデルとしてはこれが一番大きい取組になっ

ているのかなと思って、菊の生産者の皆さんの話か

らも、その意向の取組、これ非常に大事だと思いま

す。コストをいかに下げるかの話なので、これはお

 のずと船舶を活用する。

　ただ、時期的に間に合わなければ、慌てて航空で

利用した際にも、十分にそれは利益が見込めるとい

うビジネスモデルを確立しないと続かないことだと

 思うんですよね。

　ただ一方では、やっぱり今回の見直しの中で、最

初にこの不利性解消を見直したときにも、かなり不

安や反発も大きく出たと思うんですよ。これは見直

しをしながら、次、どうまた組み立てていくかとい

うのは、十分に現場の声を聞いてということを何度

も最初の説明のときに、各農家さん、農業団体の皆
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 さんにお話をされたと思うんですよね。

　先ほど、単価で53円から34円になったということ

が実績としてはありましたけれども、見直しの中で、

やっぱりいま一度、生産者の皆さん、あるいはこれ

を扱う流通の関係の皆さんの声を聞きながら、より

よいものに上げていく。減らすばっかりじゃなくて、

必要だと思われる条件の不利性を克服するというこ

とについての見直しについては、十分に現場の声を

聞いて組み立てていただきたいなと思いますけれど、

それの見直しについての方向性というか、可能性も

 含めて見解をお尋ねいたしたいと思います。

○前門尚美農林水産部長　お答えいたします。 

　補助単価の見直しにつきましては生産者、そして

また生産者団体等から見直しを求める声というのは、

 多くございます。

　県としましては、補助要綱に基づきまして、事業

施行３年目となる令和６年度において、輸送コスト

に関する実勢運賃の調査ですとか、また、生産者団

体等との意見交換を踏まえ、必要な見直し作業を進

 めてまいりたいと思います。

　引き続き生産者など、関係者の理解と協力が得ら

れるよう、現状の把握に努めるとともに、丁寧な話

 合いを進めてまいりたいと思います。

○仲村未央委員　ぜひ、優位性のある作物だという

ことで、先ほど説明もありました。責任産地である

ということもありましたので、ぜひ育てて、倒さな

いということももちろん必要ですけれど、もっと伸

ばすということも念頭に、引き続き取組をお願いし

 たいと思います。よろしくお願いいたします。

 　以上です。

○大浜一郎委員長　仲村未央委員の質疑は終わりま

 した。

 　玉城武光委員。

○玉城武光委員　いろいろな方が質問されておって、

私は、おきなわブランドの確立と生産供給体制の強

化の中の、肉用牛群改良基地育成事業の概要の説明

 をお願いします。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　肉用牛群改良基地育成事業は、優良種雄牛を造成

し、県内の繁殖母牛の能力向上を目的としておりま

 す。

　具体的には、畜産研究センターにおいて、優秀な

母牛から生産された雄子牛を導入し、増体性や肉質

を評価する産肉能力に合格した子牛を種雄牛として

選抜しております。また、選抜した種雄牛の凍結精

液を畜産農家へ供給し、生産された雌子牛を保留す

 ることで、母牛の改良を推進しております。

　県としましては、引き続き優良種雄牛を活用した

母牛群の改良等に取り組み、県産子牛ブランドの品

 質向上に取り組んでまいります。

 　以上です。

○玉城武光委員　遺伝子解析技術というのはどうい

 う技術でしょうか。

○金城靖畜産課長　県では、肉用牛優良繁殖雌牛増

頭改良推進事業において、肉用牛の増頭を図り、肉

用牛のおきなわブランドを確立するため、肉用牛拠

点産地を中心に講習会をするとともに、優良種雄牛

のゲノム育成分析費用を補助し、優良な雌牛を造成

 しています。

　遺伝子検査を行って、優良な形質を持った種雄牛

 を選抜していくということでやっております。

○玉城武光委員　これ、どこで遺伝子解析を行うの

 ですか。

○金城靖畜産課長　分析は、国の家畜改良事業団で

 行っております。

○玉城武光委員　分かりました。頑張ってください。 

　次に、新規の農業支援サービス事業体支援事業の

スマート農業機械等の導入支援とあるのですが、農

業機械は大きいですよね、ハーベスタとかね。この

スマートというのは、説明があるのはドローンです

 か。ドローンでどういう支援をするんですか。

○金城吉治糖業農産課長　まず、事業の説明をさせ

ていただきますけれども、農業支援サービス事業体

支援事業につきましては、農業支援サービス事業体

がサービス提供に必要な農業用機械の導入を支援し、

農業者がサービスを利用できる環境を整備すること

 を目的としております。

　具体的には、トラクターの自動操舵システムや堆

肥散布機等の導入を予定しているところであります。 

　ドローンにつきましては、基本的に農薬の散布等

 を今想定しているところです。

○玉城武光委員　個々の農家じゃなくて事業体、要

するに農業支援サービス事業体に支援をするという

ことですね。その農業支援サービス事業体というの

 は、どんなところがあるんですか。

○金城吉治糖業農産課長　具体的な企業名は挙げら

れませんけれども、農業機械を扱っているメーカー

 とか、そういったところが一応想定されます。

　あとは、地域にあります農作業受託を請け負って

います農業法人等といったところを含めております。 

○玉城武光委員　その農業サービス事業体支援とい

うのがあって、農家の皆さんがそこに支援してもら
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 うということですか。

○金城吉治糖業農産課長　そういったサービスをし

ている事業体に対しまして、県のほうとしては、そ

ういった機械の導入に対する支援を行うということ

 になります。

○玉城武光委員　機械の導入のサービスということ

 で、分かりました。

　じゃ、次に、これも新規なんですが、農林水産物

等地産地消推進事業の、特に飲食店とか宿泊施設、

学校給食等というのがあって、県産食材の利用促進

 に係る施策の概要をお聞かせください。

○本永哲流通・加工推進課長　お答えします。 

　農林水産物等地産地消推進事業ですけれども、県

内における県産農林水産物の消費拡大を図るため、

第５次沖縄県地産地消推進計画に基づき、飲食店、

宿泊施設、学校給食等における県産食材の利用促進

に係る各種施策に取り組むというもので、令和２年

度から令和５年度まで実施しておりました地産地消

マルチブランド戦略事業の後継事業となってござい

 ます。

　具体的には、委員も御御承知のことかもしれませ

んけれども、沖縄食材を使っている店の登録制度を

 用いて認知度向上を上げる、これが飲食店の取組。

　それからホテルや給食等につきましては、県産食

材のマッチングということで、食材を提供して、そ

れでのレシピを作っていただいたりとか、あと産地

 ツアーなどもさせていただいております。

　あわせて、御案内のとおり、１月末に開催してお

りますおきなわ花と食のフェスティバルにつきまし

 ても負担金等を支出させていただいております。

 　以上でございます。

○玉城武光委員　ぜひ頑張ってください。 

　次に、担い手の経営力強化の中の、これ新規になっ

ているんですが、漁業人生まるみえ事業というのが

900万円計上されているんですが、この丸見えという

 のは何ですか。概要説明をお願いします。

○平安名盛正水産課長　お答えします。 

　漁業人生まるみえ事業ですが、新規漁業就業者の

確保・育成を図るため、就業年数の浅い若年層の漁

業者を対象とした経営診断の実施を計画しておりま

 す。

　漁業経営に係る経費の見直しなどのほか、６次産

業化の取組など、売上げ向上に関する検討を行うこ

とで、漁業者の経営改善につなげることを、事業効

 果として期待しているところであります。

　あわせて、モデル経営体の中からライフプランを

組み合せて、漁業就業者の人生設計の事例を蓄積す

ることで、新規就業希望者の参入を促すための基礎

 資料として活用することを計画しております。

○玉城武光委員　新規就労者のいろいろな漁具の購

入とか、こういう支援策ではないんですか。これも

 含まれているんですか。

○平安名盛正水産課長　この新規事業には漁具の購

 入の支援等については含まれておりません。

○玉城武光委員　診断をして経営の面での支援と、

要するに経営を支援するということで、この経営の

 中身の支援というのはどういうのがあるのか。

○平安名盛正水産課長　経営診断につきましては、

就業年数の３年以下の若年漁業者を対象にしまして、

経営診断士などの専門家を入れて経営診断を行って、

経営ノウハウの習得等、経営改善につなげることで、

 定着率の向上を図りたいと考えております。

○玉城武光委員　経営だけではちょっと支援策は不

十分だと思うので、もう少しこういう支援を、就業

者が定着できるような施策を考えていただきたい。

 これ要望です。  

 　次、農林水産業のイノベーションの関係ですね。

　ＡＩを活用した作物障害画像診断に向けた体制整

 備事業の概要をお願いします。

○山口悟農林水産総務課研究企画監　御説明します。 

　本事業では、作物の病害虫被害や養分の過不足な

ど、圃場での生育異常に対して、農家さん自身が原

因を判断して、作物障害を判断して早期に対応する

ことで、被害を最小限に抑えられるよう、作物障害

画像をＡＩが診断、解析を行うためのデータベース

 の構築を目指しております。

　令和６年度においては、新たに画像診断システム

開発の委託など、対前年比109.7％の7622万1000円を

 計上しているところです。

 　以上です。

○玉城武光委員　この画像診断というシステムを構

築するというのをどこかに委託してつくってもらっ

 てということですか。

○山口悟農林水産総務課研究企画監　農業研究セン

ターのほうで、例えばゴーヤーの場合、ある病気に

かかるとこういう症状が葉っぱに出るよねというの

 を今、一生懸命写真を撮っているところです。

　そのデータをたくさん集めまして、それをスマホ

のアプリでできるようなのを業者さんに委託して、

アプリでちゃんと検索できるようにというのを今や

 ろうとしているところです。

○玉城武光委員　じゃ、次ですね、持続可能な沖縄
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型果樹生産技術開発事業というのがあるんですが、

このゲノム情報を活用した品種育成法の導入とある

 んですが、これの概要をお願いします。

○山口悟農林水産総務課研究企画監　お答えします。 

　このゲノムというところですが、パインなど、Ｄ

ＮＡで見たときに、とげがあるもの、とげがないも

のというのが、このゲノム解析、ＤＮＡ解析で見え

てきますので、そういった特性をゲノム解析を通し

てやることで、育種を早めるというところで今取り

 組んでいるところです。

○玉城武光委員　今までそういう品種育成法をやっ

 た実績というのを教えてください。

○山口悟農林水産総務課研究企画監　このゲノムが

ない頃は植えてみないと分からなかったんですが、

ここ最近で言いますとゴーヤーなどのうどんこ病に

強いとかというもののＤＮＡマーカーとかで見えて

きていますので、そういった感じで、これまで植え

ないと分からなかったものを、できるだけ早い段階

で、ＤＮＡの情報で選抜できるようになってきてい

 るというのがここ最近の流れです。

○玉城武光委員　今、説明があったゴーヤーだけで

 すか。ほかにないですか。

○山口悟農林水産総務課研究企画監　私が認識して

いる中ではゴーヤーとか、分かりやすいところだと

パインとかというのはやっているのですが、どうし

てもＤＮＡ解析はかなりのデータ量が必要になって

きますので、全てを一気にできるものではなくて、

ある程度そういう困っているものから優先的にやっ

 ているところです。

○玉城武光委員　これ、いいことですが、ゲノム情

報をつくるのはどこでやっているの、試験場ですか。 

○山口悟農林水産総務課研究企画監　一応、農業研

究センターに次世代シーケンサーという機械があり

ますので、そういった農研センターの機械を活用し

ながら、また、国の機関とも連携しながら取り組ん

 でいるところです。

○玉城武光委員　次、モズクの生産底上げ。モズク

がちょっと生産が減少しているというような話があ

 りましたよね。

　これの開発事業の底上げ、技術開発事業の概要を

 お願いします。

○山口悟農林水産総務課研究企画監　モズクのほう

に関しましては、委員御指摘のように気象変動等が

ありまして、生産量が落ちてきているところがあり

 ます。

　水産海洋技術センターのほうでは、気象変動への

対応として高水温耐性を有するような形質を持つも

の、また、機能性成分含量や太さなど、様々な製品

形態に対応可能な形質を持つ優良株の作出に取り組

 んでいるところになります。

　令和６年度におきましては、高水温耐性を有する

株の選抜であったり、選抜した系統の機能性成分含

量の分析、外部委託によるゲノム解析による遺伝子

的特徴の確認、また、漁連に対する委託で、選抜し

た優良株を用いた養殖試験をやっていただいたりし

 ています。

○玉城武光委員　底上げの見通しはどうですか。 

○山口悟農林水産総務課研究企画監　現状、高水温

耐性株が１株出ていまして、これは現地で漁連のほ

うに養殖栽培試験をやってもらって、各地域でどう

なのかというところと同時並行で、ほかにもっとな

 いかというのは選抜しているところです。

○玉城武光委員　ぜひ頑張って、底上げに頑張って

 ください。

 　沖縄型森林環境保全事業をお願いします。

○宇地原健志森林管理課長　お答えします。 

　沖縄の貴重な森林を守るため、松くい虫等の主要

な病害虫に対する防除を実施するとともに、森林の

立地条件等の条件に応じた防除を市町村、関係機関

と共同で実施するということで、事業期間について

は令和４年から６年度までの事業になっております。 

○玉城武光委員　私たち、経済労働委員会、久米島

に行って、その松くい虫の話も聞いてきたんですが、

 久米島の状況はどうなっているのですか。

○宇地原健志森林管理課長　久米島町においては、

令和３年９月に松くい虫が初めて被害が確認されて、

増加、拡大の懸念がされています。県全体で９月末

現在で約7500立米の被害があるんですが、久米島町

だけで4946立米ということで、県全体の約66％の被

 害が、久米島町のほうで被害発生しております。

　現在、久米島町と県を含めて、関係機関と防除対

策を行っています。久米島町においては、五枝の松

周辺をメインに被害対策を行ってはいるんですが、

現在、予算の支援だけではなくて、人的とか、あと、

技術的な支援等も行う必要があるので、久米島町と

 協力して対策を行っているところです。

○玉城武光委員　森林航空レーザデータ整備事業の

 概要を。

○宇地原健志森林管理課長　令和６年度ですけど、

森林航空レーザデータ整備事業ですが、こちらにつ

いては石垣市の地域森林計画対象面積約8800ヘク

タールにおいて、航空レーザ計測、あと、データ解
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 析を行う予定です。

　この事業については、森林法に基づいて、民有林

において、この地域森林計画を策定する際に必要な

森林資源に関する情報を得るために、航空レーザ及

 びデータ解析を行う事業になっております。

　計測、解析については、地形の解析、資源の解析

というのがありまして、地形の解析については地形

とか傾斜とか、山の中のものを測るものと、あと、

資源解析についてはこの山にある木の高さとか、あ

と、広葉樹とか、針葉樹とかというような樹種も判

 別することができます。

 　以上です。

○玉城武光委員　じゃ、もう最後です。 

　農業集落排水事業ですね、進捗状況の概要をお願

 いします。

○仲間秀樹農地農村整備課長　お答えします。 

　農業集落排水事業は、農村集落におけるし尿、生

活雑排水等の処理施設を整備することにより、農村

生活環境、及び河川や公共用水域の水質を改善し、

自然環境の保全を図ることを目的に、市町村が事業

 主体となり実施しております。

　令和６年度においては、恩納村恩納第２地区ほか

９地区を予定しており、その経費として対前年度比

 104.3％となる24億3429万円を計上しております。

　集落排水事業の進捗率なんですけど、今、整備率

としましては令和４年度までの実績で74％の整備率

 となっております。

○玉城武光委員　９地区の整備事業だということで、

今、進捗状況で74％整備状況だと。あとのものは、

 最終年度、何年ですか。

○島袋進村づくり計画課長　最終年度というよりも、

残った市町村というのがあって、多良間村と読谷村

のほうに残っておりまして、新規整備ですね。それ

がちょっと事業の導入とか、まだ調整中でいつまで

と申し上げることは今のところはできないところで

 す。

○大浜一郎委員長　玉城武光委員の質疑は終わりま

 した。

 　大城憲幸委員。

○大城憲幸委員　では、３－３の資料、当初予算説

 明資料からページごとに順を追ってお願いします。

　14ページの、まず、５番の市場の整備に関する方

針策定、さっきもありましたけれども、私、もうずっ

とこれ民間の力を借りて整備したらどうかというこ

 とを提案してきました。理由は２つです。

　一つは、県の財政が非常に厳しい、また、国との

関係も厳しい。そういう中で、200億円とも300億円

とも言われる支援というのは難しいんじゃないかと

 いうのが一つと。

　もう一つは、非常に場所のいいところに広大な面

積の県有地を有していると、民間からすると非常に

 いい投資をしてもペイできるんじゃないかと。

　この２つの理由で民間活用も進めてまいりました。

そういう意味では、今年度の方針、もう方向性を決

めるよという部分は大きな一歩だと思って喜んでい

 るところです。

　ただ、残念なのは、様々な関係者がいますけれど

も、どうも民間の力を借りるよって話をしたら、県

が逃げているんじゃないかと。もう民間に任せて、

自分たちの責任を放棄するんじゃないかというよう

 な危惧する声があるわけですね。

　そういう意味では、これまでの話の進め方、現在

の議論の状況というのを皆さんどう評価しています

 か、お願いします。

○本永哲流通・加工推進課長　お答えします。 

　先ほども答弁をさせていただきましたけれども、

中央卸売市場の再整備の検討については、市場のコ

ンセプト、それから、活性化の方向性、施設の規模、

機能、施設の使用料、整備手法などについて、合意

形成を図っていくことが重要であると考えておりま

 す。

　このため、令和５年度も市場関係者等の皆様と検

討委員会を設置し、丁寧な議論を進めてまいりまし

た。その議論の中で、令和６年度については民間手

法の活用に向けて、サウンディング調査をしてみよ

 うという結論に至ったというところでございます。

○大城憲幸委員　丁寧に説明してきましたじゃなく

て、関係者の中には民間活用という話に対して、県

の中央卸売市場なんだから県がやるのが当たり前で

あって、それを民間の力を借りますと言ったら責任

放棄しようとしているんじゃないですかと危惧する

 声があるよという話なんです。

○本永哲流通・加工推進課長　令和５年度につきま

 しては、議論は２つございました。

　まず、そのハード整備の件ですね、市場整備の件。

市場整備については、委員おっしゃるとおり、その

県有地の活用方法等について議論をさせていただい

て、例えばその中央卸売市場の機能を集約して、余

剰地を出して、そこからの収益を基に使用料等の低

減を図りたいというお話もさせていただいたところ

です。それにつきましては、おおむね御理解をいた

 だけているのかなと考えております。
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　もう一つの議論としましては、その市場運営の在

り方というところです。これは先ほど委員からもあ

りました卸売市場法の改正に伴って、民間企業も開

設者になれるという法律の改正がありました。それ

を踏まえて、現在は公設公営ですけれども、例えば

公設民営、民設民営等ということの可能性も議論を

 させていただいたところです。

　そこの市場運営の在り方につきましては、委員おっ

しゃるとおりですね、やはり公設のほうがいいので

はないかと、県がまだまだやってほしいという御意

見もあった一方で、先ほど申し上げたそのビジネス

環境の変化に対応するには、公共が持つというのは

少し柔軟性に欠けると。どんどんビジネスを拡大し

ていくためには、民設民営という方法もあっていい

んじゃないかという御議論もありました。なので、

ここはまだ意見の統一というか、調整というのはま

 だまだ進んでいないという状況にございます。

○大城憲幸委員　要望して終わりますけれども、釈

迦に説法になりますけれども分かるとおり、野菜も

あれば、花もある、卸も仲卸も売買参加者もいる、

様々な皆さんが向こうに関わって仕事をしています

ので、合意形成を取るのは簡単なことじゃないのは

 もう最初から分かっていることですよね。

　そういう中で、これまでのやり方とは違う、もう

大きく民間の力を借りながら、ビジネス環境も変わ

る中で頑張っていこうという話ですから、大きな話

ですけれども、これはもうとにかくぜひ丁寧に関係

者の理解を得られるように頑張っていただきたいな

 と思います。

○本永哲流通・加工推進課長　令和６年度の市場整

備の在り方の調査事業につきましては、４月から６月

にかけてはサウンディング調査に係るＰＰＰアドバ

イザリーを公募させていただきます。それから、７月

から９月については民間事業者にどのようなアイデ

アがあるか、ノウハウがあるかというところを聞い

ていくという募集をかけて、その年度後半について

は、市場関係者の皆様と議論をさせていただければ

 と思っております。

　いずれにしましても、将来的なその市場の活性化

につながる最良の方策については丁寧に議論をさせ

 ていただければなと考えております。

 　以上です。

○大城憲幸委員　よろしくお願いします。 

　これもさっきあった４番の地産地消の部分、これ

もこれまでもずっと同じような事業をしてきたイ

 メージがあります。

　ただ、なかなか定着してないかなというような印

象を持っているんだけれども、例えば給食への活用

なんかというのは、皆さんの中では進んでいるとい

うふうな認識なの。そういう数字も持っているの、

 お願いします。

○本永哲流通・加工推進課長　お答えします。 

　学校給食における県産食材の利用率につきまして

は、令和３年度が29％となっております。この値に

つきましては、若干、その目標値よりは下がってい

 るという認識ではあります。

　ただ、これは年間の重量ベースでの統計を取らせ

ていただいております。なので、例えばその沖縄に

ついては冬春期が野菜の時期というところでござい

まして、また、品目も限られていまして、例えばゴー

ヤーであったり、冬瓜、ヘチマなどについては年間

を通じて80％以上利用されているというところはご

 ざいます。

　というところで、評価としては厳しいところでは

ありますけれども、その作っている作物については

しっかり使っていただけているのかなと考えており

 ます。

○大城憲幸委員　ゴーヤーとかナーべーラーが７割、

８割使っているよというのは、ある意味、私から見

 たら当たり前の話なんですけれどもね。

　言いたいのは、一時、学校給食活用コーディネー

ターみたいなものを各市町村みんな、一括交付金使っ

て置いていたわけさ。ところが、やっぱり予算がな

 くなると終わってしまっているんですよ。

　だから、やっぱりそういう学校給食というのも年

間200食ぐらいとかね。南城市であれば、豊見城であ

れば、児童数が何万人ぐらいとかって、全部逆算で

きるわけですから、そういう産地を育てるという意

味でも、この学校給食への地産地消というのは一番

 入りやすいはずなんですよ。

　そこはだから、私から言わせたら、もうちょっと

継続的に目標値をきちっとつくってやってほしいな

と思いますので、その辺は強化をお願いしたいなと

 いう要望です。

 　次、お願いします。

　15ページ、９番と11番がいわゆる環境保全型になっ

ていると思うけれども、農業のほうですね。この辺

についても、前も話をしたと思うんですけれども、

どうも沖縄の取組が弱いなというふうに思っている

 んですよ。まず、概略、簡単に説明お願いします。

○能登拓営農支援課長　お答えいたします。 

　特別栽培農産物認証等推進・普及事業は国が進め
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ているみどりの食料システム戦略の中で掲げており

ます化学肥料や化学農薬の使用量低減など、環境に

配慮した持続可能な農業を推進するため、環境保全

型栽培技術の確立や技術の普及啓発等の取組を実施

 するものでございます。

　令和６年度につきましては、当初予算として約

3800万円計上いたしまして、施設栽培、それから、

露地栽培、５品目の特別栽培農産物の認証レベルを

達成できる栽培マニュアルの策定のほか、有機ＪＡ

Ｓ水準の栽培の可能性の検証、栽培技術の認知度向

上や取組増加のための生産者圃場での実証を通じた

 地域への普及等を実施することとしております。

○大城憲幸委員　これもあんまり長く話さないです

けれども、もう前にも話をしたんですけれども、沖

縄県のこの計画を見ても、最初から沖縄は高温多湿

で有機農産物は難しいからねという文言から入るも

のですから、ここ見ても有機農産物じゃなくて、特

別栽培とか、環境に優しいぐらいのふわっとしたも

 のになっているんですよね。

　そういう意味で、さっきの給食なんかでも、ほか

の都道府県、市町村なんかでは子供たちにあげる給

食のパンは全部100％地元の有機小麦にしますとか、

米はもう全部地元産の有機100％の米にしますとかと

いうことで、食育も含めて農業はやっぱり有機にこ

だわる、学校給食からそこに入っていく。学校給食

は数字が見えるから、逆に有機農産地としての産地

を育てる、そういうことで連携して相乗効果で伸び

 ているような気がする。

　そういう中では、やっぱりここの取組というのは

弱いと思うんですよね。その辺は、冒頭言ったよう

な環境的に、有機農産物に厳しいのは間違いありま

せんけれども、だからこそ、県が強いメッセージを

出して旗を振らないと、一般の意識の高い農家だけ

では、なかなかここは進まない。ほかの県との差が

開く一方になると思いますから、取組の強化をお願

 いしたいなと思います。

　特にコメントなかったら次に進むけど、何かある、

 課長。

○能登拓営農支援課長　農作物の安全安心を推進す

るですとか、環境負荷を低減するといった観点から

やはり有機農業の推進というのは、非常に重要だと

 いうふうには考えております。

　一方で、委員からありましたとおり、この亜熱帯

海洋性気候という沖縄の気候特性の中で、やはり有

機農業の難しさというのはやはり否めないというと

 ころがございます。

　そういう状況を踏まえてですね、例えば、化学農

薬の約３割削減を目指すエコファーマー、５割削減

を実施する特別栽培農産物、完全有機の有機ＪＡＳ

といった形で、段階に応じた認証などを活用しなが

ら、そういった取組を支援するといったこと。それ

から、天敵の利用促進、当然必要になってきます総

合防除――ＩＰＭの推進なども、次年度は予算化も

しておりますので、そういった取組を総合的に活用

する中で総合的に有機農業の推進といったことを取

 り組んでいきたいというふうに考えております。  

○大城憲幸委員　最近やっと、実際、厳しい中でも

有機農業にこだわってやっている皆さんと行政との

意見交換もやってはいるようですから、少しは前進

しているんだろうけれども、やっぱりほかの都道府

県と比べてみると、もう２歩も３歩も差がついてい

るような気がするものですから、頑張っていただき

 たいなと思います。

 　16ページの畜産、お願いします。

　畜産は先ほど来、議論がありました。この18、19、

20あたりで、その次のページも含めて、畜産の生産

基盤をしっかり守っていきたい、拡大させたいとい

う事業なんでしょうけれども、さっきもあった屠畜

 場の部分が非常に経営が厳しいんですよね。

　本島内２か所の屠畜場の議論がありましたけれど

も、ちょっと直近の経営状況とか、屠殺頭数なんか

というのは、今、数字を持っていますか。簡単にま

 ず説明をお願いします。      

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　食肉センターにおいては、家畜飼養頭数の減少に

伴う稼働率の低下が経営上の課題であると認識して

 おります。

　このため、県では家畜飼養頭数の増頭を図るため、

畜産農家に対する飼料費補助に加え、養豚農家が導

入する高能力種豚の導入経費の一部補助を実施して

 いるところでございます。

　一方で、各食肉センターにおいては、電気料等増

加した経費を反映した屠畜料の改定が進められてお

 ります。

　県としましては、引き続き食肉センターの稼働率

向上のため、家畜の増頭に向けた生産支援に取り組

 んでまいります。

　経営状況は、やっぱり食肉センターとしては、県

 内で45万頭という計画の下に設置されております。

　現在、もう30万頭を切るような状況ですので、そ

れですと、１か所はもう30万頭が一番フルの状態で

すので、もしかしたら１か所でもできるかもしれな
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いとか、もうそういう議論を始める時期かなという

ことで、先ほども話をしましたけれども、県の食肉

センター関係者が集まってですね、今、話合いを進

めて、どのような方向に持っていくか検討している

 最中でございます。

○大城憲幸委員　前は、本島内だけで６か所か７か

所あった屠畜場を、この北部と南部の２か所に分け

て、その２か所で45万頭という数字だったんですよ

ね。それが今あるように、両方合わせても30万頭を

切っている。これは、もう豚の屠畜料を何十年ぶり

に上げて、400円上げましたけれども、それでももう

電気料高騰で全部吸収されてしまって、非常に厳し

 いのは間違いない。

　ずっと朝からあるように、畜産とこの屠場という

のはセットじゃないといけませんので、そういう意

味ではぜひ今課長からお話がありましたけれども、

再編の部分、この２屠畜場を１つにするのは、また

いろいろ賛否あると思います。ただ、もう数字的に

は、私の中で申し訳ないけれども、もう１つにまと

めるしかないかなというふうに思っています。ただ、

これはもういろんな経過がある中では、それぞれの

組織のいろんな考えもありますので、そういうもの

こそ行政がやっぱり間に入って、10年後、20年後を

見据えてやってほしいなというふうに思っています。 

　それから、もう一つはさっきあった養豚の生産基

盤の増頭の話をしますけれども、令和５年度でやっ

た高能力種豚導入事業は、皆さんもう１年でやめて

しまうんだけれども、これ非常に養豚生産者からぜ

ひ残してほしいというものが多いんですよ。これ

ちょっと事情はあると思うけれども、少し継続も考

 えられないのですか。再度お願いします。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　今、委員がおっしゃった養豚生産性向上対策事業

ですね。農家からは、非常にいい事業だということ

 で要望があります。

　ですけれども、国が実施する養豚経営安定対策補

完事業という同様な補助事業がありまして、これは

また外国豚は入れられないとか、そういうのがあり

 ます。

　まずは、この事業を使ってですね――例えば国内

はこの事業、養豚生産性向上対策事業じゃないと海

外から入れられないとかいうのがありますので、ま

ずはこの国の事業を実施して足りない分をまたどの

ような対策がいいのかというのは、今後、議論を進

 めながら検討を進めていきたいと考えております。

○大城憲幸委員　国との関係もあると思いますけれ

ども、ぜひ今の生産基盤の中でどう能力の高い種豚

を入れていくかというのはもう大きな課題ですので、

ぜひ組織と連携してやっていただきたいと思います。 

　酪農ですけれども、今、酪農の子牛の育成はヤン

バルで県酪さんにやってもらっていますけれども、

新年度も同じような体制でやるの。これ予算どれぐ

 らい組んでいるんですか、お願いします。

○金城靖畜産課長　お答えします。 

　令和６年度については、複数の事業がありますけ

れども、総額で３億1097万6000円を予算化しており

 ます。

○大浜一郎委員長　休憩いたします。 

　　　（休憩中に、大城委員から、国頭村安田にあ

る家畜改良センターに関する分について知

りたいとの補足説明があった。） 

○大浜一郎委員長　再開いたします。 

 　金城靖畜産課長。

○金城靖畜産課長　委託料は、そういうソフト的な

ものは5669万1000円で、修繕費とかそういうのに関

 しては１億2122万7000円組まれております。

○大城憲幸委員　去年の大きい台風で大きな被害を

受けてなかなか直せないというふうに聞いたんだけ

れども、その後どうなっていますか。それは入って

 いるの。

○金城靖畜産課長　この前の台風６号の被害につき

ましては、もう去年で、予算2387万円をつけて修繕

 しております。

○大城憲幸委員　酪農ももう県内に50軒も残ってな

 いぐらいまで厳しくなってきました。

　今言うような子牛の育成等の支援というのもしっ

かりやってもらいたい。それから、配合飼料の補助

もありますけれども、酪農農家はやっぱりそれ以外

にいろんなミルクとか、圃場の餌とかというのが非

常に多いらしいんですよね。その辺の支援を求める

声もありますので、ぜひ今後検討してもらいたい。

 これ要望でいいです。

 　次、製糖工場をお願いします。

　最後に18ページの29番、これ概要をまず説明願い

 ますか。

○金城吉治糖業農産課長　お答えいたします。 

　老朽化が著しい北大東製糖工場について、国の甘

味資源作物生産性向上緊急整備事業を活用した工場

施設の整備に向け、現在、北大東村が応募を行って

 いる状況であります。

　一方、村は地元負担相当分について起債を活用す

ることとしておりますが、償還に伴う村財政の負担
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軽減を図るため、県では７億9780万9000円を債務負

担行為限度額として設定し、令和７年度から令和23年

度まで、毎年度、村の償還金を一部支援することと

 しております。

○大城憲幸委員　県が負担するのは当然だし、上等

なんですけれども、やっぱり心配するのは五、六百

名しかいない人口の島で、20億円から30億円の財源、

 予算の島で、138億円の事業をやるわけですよ。

　やっぱりこれについてはこの予算だけじゃなくて、

県もどういう体制で支えるのかというのを考えない

といけないと思うんですけれども、その辺、現時点

 ではどう考えているのですか。

○金城吉治糖業農産課長　当該事業につきましては、

担当職員１名を配置しておりますし、これまでもこ

の応募に際する計画書の策定につきまして、村に対

 して支援を行っているところであります。

　現在は、採択された場合に入札等の事務手続があ

りますので、そういったところについても支援を行っ

 ているところであります。

○大城憲幸委員　当然ね、支援体制を組んでいると

思うけれども、なかなかやってみないと、これだけ

の138億円を８年間で事業をするわけですから、財政

的にも人の体制的にも十分ということはないと思い

ますので、フォローする体制の強化を実施していた

 だきたいなと思います。

　時間がなくなりました。部長、最後にゆがふ製糖。

あれは本会議場でも議論しましたけど、もう今のよ

うな議論を繰り返すわけにはいかないんですよ。だ

からもう本当に、本島内のサトウキビをやめるかや

めないかという判断を、ここ１年ぐらいでやらない

といけないと思う。本当にもう駄目だって言うんだっ

たら、もう県内のサトウキビ農家にもうやめますっ

て沖縄県が発表するぐらいの判断になる時期だと

思っているものですから、しっかりそこは取組の強

化、あるいはもう判断をお願いしたいなと思います。 

 　所見というか、部長の思いだけ伝えてください。

○金城吉治糖業農産課長　本島のサトウキビ生産に

つきましては、約4600戸、県内サトウキビ生産農家

の約38％を占める農家がまだ現在もいるということ

もありますので、４月以降ですね、主要産地６市町

村程度を考えていますけれども、そういった市町村

のほうとも意見交換をしながら、今後のサトウキビ

の生産の振興の方向についても検討していきたいと

 考えております。

○大城憲幸委員　ずっと検討しとけって言われるよ。 

○大浜一郎委員長　大城憲幸委員の質疑は終わりま

 した。

 　金城勉委員。

○金城勉委員　しんがり、最後でありますから、よ

 ろしくお願いいたします。

　今の大城委員のゆがふ製糖の件がありましたので、

 そこから入っていきたいと思います。

　ゆがふ製糖、私も二、三日前、喜屋武統括監も御

一緒に現場を見てまいりました。見て驚いたんです

けれども、私は大学入学前の２か月間、そこで五十

数年前にアルバイトをしたことがありましてね。だ

から、現場見たら懐かしくなって、アルバイトをし

た当時とそっくりそのまま残ってましたよね。本当

によくぞ63年間もここで操業を続けてきたなという

 印象を持ちました。

　それで率直な話、もうあの老朽化の進み具合から

すると、いつ止まってもおかしくない状況だという

ふうに感じたんですけれども、もしあの工場が止まっ

 てしまったらどうなりますか。

○金城吉治糖業農産課長　毎年度、しっかりとした

整備をしていただいているというふうに認識してい

ますけれども、仮に止まったということであれば、

県内のサトウキビ農家の原料が搬入できないという

ことで、販売ができない状況になるというふうにな

 ります。

○金城勉委員　担当課長がその答弁でいいの。 

○金城吉治糖業農産課長　現在、分蜜糖の製造合理

化対策事業ということで機械の整備とか、更新をし

たりとかする事業もありますので、そういった事業

も活用しながら、あと、毎年度、ゆがふ製糖につき

ましてはメンテナンスを行っているということで認

識しておりますので、現在、操業が止まるような状

 態になるということは考えていない。

○金城勉委員　課長はそう言っているけれども、あ

れはいつ止まってもおかしくないですよ。メンテナ

ンスで何とか寿命を延ばして、つないでいけるんで

すけれどもね。ただ、老朽化の進み具合というのは、

もういつ止まってもおかしくない。それぐらい進ん

 でますよ。

　だから、さっきからいろんな質疑応答があるんで

すけれども、そういう関係機関、地元市も含めて、

関係市町村も含めてのその安定操業検討会議をずっ

と行ってきたということなんですけれども、もう課

題も全部浮き彫りになって、何が課題である、何が

問題である、そして方向性も、大体皆さんには見え

 ているんじゃないですか。どうですか。

○金城吉治糖業農産課長　ゆがふ製糖の工場整備に
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おける課題につきましては、まずは、事業主体の問

題。市町村が広域26市町村ございますので、ゆがふ

製糖が事業主体になるのか、地元うるま市がなるの

か、広域で取り組むのかという事業主体の課題もあ

 ります。

　あと、また、工場整備費用ですね。現在、これま

でゆがふ製糖が示してきました工場整備費用につき

ましては約300億円という多額な費用ということに

なっております。現在、その事業費用の圧縮に向け

て、海外メーカーのプラントを導入したりとか、そ

ういったものをゆがふ製糖のほうで検討していると

いう状況ですので、そういった見積りも来年度４月

 以降に出てくるというふうに聞いています。

　そういった事業費も見ながら、国に対して補助事

業の創設等をお願いしていきたいというふうに考え

 ております。

○金城勉委員　もう待ったなしの状況の中で300億円

以上のそういう予算規模の問題、事業主体・運営主

体の問題とか、そして、予算の裏づけの問題とか、

そういうことはもうほぼ課題の整理はできているは

ずですから。具体的にそれを前に進めるためには一

つ一つ潰していかなきゃいけないでしょ。事業主体

をどうするとか、あるいはまたその予算規模をどう

するとか、国への交渉はどうするとか。そういうも

のを一つ一つ潰していって、やっぱりこう実現に向

けて一歩を踏み出さないと、いつまでも検討ばっか

 りしていたら、らちが明かない。

　その間に、こんなもうぼろぼろになった工場がい

つ止まるか分からない。止まってしまったら、もう

これだけの本島の操業が全部ストップしてしまう。

大変な影響が予想されるということは、もう明らか

 なんだよね。

　だから、そこはもう本当に具体的に一つ一つ手を

打っていかないといけない状況にあるんですけれど

 も、いつまでも今のまま検討を続けるんですか。

○前門尚美農林水産部長　老朽化がもう著しいとい

うことで、沖縄本島のサトウキビ生産振興ですとか、

製糖工場の安定操業は重要でありますので、工場の

 老朽化対策の緊急性は高いと認識しております。

　一方ですね、ゆがふ製糖は令和５年、令和６年度、

沖縄糖業を核とした高度化・持続化支援実証事業と

いうことで、近代高度化製糖施設の調査ですとか、

あと、副産物の利活用調査等々、また、高度化製糖

モデル施設整備に向けた基本構想を令和５年、６年

度に取り組むこととしておりますので、県としまし

ても、本事業の取組成果等も踏まえながら、また、

工場整備に係る課題解決に向けた具体的な方策につ

いて、具体的に検討を重ねていきたいと思っており

 ます。

○金城勉委員　そういう予算の裏づけというのが一

 番大きな問題でしょうからね。

　だから、私はもう一般質問でも知事に言ったんで

すけれども、辺野古もいいけれども、こうした一つ

一つの大型のプロジェクトについて、国との連携・

協力がなければ事は運ばないでしょうと。その辺の

ところの信頼関係をつくりながら、一つ一つのこの

事業というものを前に進めるようにしないと、本当

にこれはもう皆さんも、結局、そのまま放置すると

いう結果になりかねない。そこを私も非常に厳しく

 感じましたね。頑張っていただきたいと思います。

　次にですね、その工場との関わりで、サトウキビ

の生産総合対策事業というのがあるんですけれども、

沖縄の、特に本島の生産の方向性といいますか、サ

トウキビ産業の見通しについてはどういうふうに考

 えていますか。

○金城吉治糖業農産課長　本島のサトウキビ生産に

つきましては、他地域と比べましても、生産農家が

高齢化しているということもありまして、なだらか

にではありますけど減少傾向にあるということにあ

 ります。

　ただ、一方で担い手となる農家さんも出てきてい

ますので、そういった農家さんに農地を集積しなが

ら、収穫面積を一定程度確保して、機械化を図りな

 がら、生産振興を進めていきたいと思っています。

○金城勉委員　そういうサトウキビ産業というもの

は守っていきたいということは、間違いないんです

 か。

　それとも、そういう就農者がどんどん減ってきて、

高齢化して、若手がなかなか後に続かないという状

況を見たときに、見通しが暗いと。だから、製糖工

場もそのままにしておけと。そういうふうなことは

 ないですか。

○前門尚美農林水産部長　サトウキビですけれども、

やっぱり本県農業の基幹作物であり、沖縄本島地域

 においてもとても重要であると考えております。

　サトウキビですけれども、土壌条件の制約が少な

くて本島の全域で栽培が可能であるということと、

あと、台風等の本県の厳しい自然条件下にあっても、

ほかの作物への代替が困難である――災害に強いと

いうことと、あと、生産物の流通条件に左右されな

いことですとか、あと、畜産とか、また、ほかの園

芸品目との輪作栽培が可能であるという条件があり
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ますので、その利点があることに加えて、製糖業を

通して雇用機会を確保するなど、農家経済はもとよ

り地域経済を支える重要な作物であると認識してお

 ります。

　県としましては、引き続きサトウキビの特性を生

かした農業が展開できるよう各種施策をしっかり実

 施してまいります。

 　以上です。

○金城勉委員　そうであればなおのことね、製糖工

場の問題は早期にやっぱりめどをつけなきゃいけな

 いと思います。

 　次、行きます。

　モズクの生産技術開発事業についてですけれども、

このコロナ禍の４年間で消費量ががた落ちしてね、

一時期、在庫を抱えるような事態もあったんですけ

 ど、今はどういう状況ですか。

○平安名盛正水産課長　お答えします。 

　モズクですが、令和４年度の生産量については１万

6339トン、令和５年度が１万8128トンとなっており

 ます。

　また、９月の補正事業において、モズク消費拡大

緊急対策事業ということで、モズクの在庫解消へ向

けた取組として、県外でのイベントやテレビ番組等

の全国放送でのモズク販売促進活動の事業を展開し、

沖縄県漁業協同組合連合会が事業実施主体であるん

 ですが、県の補助を受けて実施しております。

　事業の概要としましては、先ほど来申し上げてい

ますとおり、モズク需要の底上げをして、来漁期の

安定したモズク養殖生産活動の確保と単価の回復を

図るためにということで、健康と美容をテーマにし

たモズクの機能性に着目した県外イベントを実施し

 ているところです。

○金城勉委員　在庫の状況はもうはけて、今はその

 問題は解決されていますか。

○平安名盛正水産課長　この事業を始める前に聞き

取りした中では、やはり今、委員おっしゃったよう

に、かなり県外の加工業者の中で在庫があることは

 確認しております。

　その後ですね、この在庫が解消されたかについて

は、私どものほうでちょっとまだ確認は取れていな

いんですが、今回のモズク消費拡大緊急対策事業を

活用することで、県外の一般消費者の方々に消費拡

大が広がっていくことを期待しておりますので、そ

の後、この事業効果としてモズクの在庫が解消でき

 るものと考えております。

○金城勉委員　課長ね、ここは実態を把握する必要

 があると思いますよ。

　やっぱり一時期は倉庫に眠っている在庫があって、

そのせいで販売価格も低下したということがありま

したのでね。現在はどうなのか。それによって、やっ

ぱり販売価格の変動もあるでしょうし、その辺の実

態はやっぱり押さえておかないと、適切な対策が打

 てないと思いますよ。

　それと、今回のこの事業についての予算が1500万

円ですか、ということなんですけど、新年度のモズ

 ク関連の予算としては、それ以外にもありますか。

○平安名盛正水産課長　お答えします。 

　今、説明しました、モズク消費拡大緊急対策事業

については、予算としては6531万4000円となってお

 ります。

○金城勉委員　いいのかな。ほかにもありますか。 

○平安名盛正水産課長　すみません、お答えします。 

　モズクの消費拡大のための、改めてまた別の事業

というのはちょっと持ち合わせていないんですが、

まるみえ事業等も用いてですね、モズクの販売化に

向けた対応についてはその中で対応していきたいと

 考えております。

○金城勉委員　ということは、モズク関連の予算と

しては、この1500万円と、今、販売拡大に向けた6500万

 円ということで理解していいですか、両方。

○平安名盛正水産課長　お答えします。 

　1500万円のオキナワモズクの生産底上げ技術開発

事業というのは水産海洋技術センターのほうで、技

術開発によって高水温耐性株等の――特質した事業

としては入り口の部分での事業でありまして、水産

課としましては、やはり販路拡大を目指したような

事業を、今後また検討していきたいなと考えている

 ところです。

○金城勉委員　だから、聞いているのは、それも含

めてモズク関連の予算は令和６年度幾らですかと聞

 いているんだよ。

○平安名盛正水産課長　お答えします。 

　令和６年度のモズク関係の事業としましては、こ

のオキナワモズクの生産底上げ技術開発事業で

 1500万円のみとなっております。

○金城勉委員　先ほど消費拡大関連の予算で6500万

円という説明があったんですけど、これは今年度の

予算ということですね。新年度は1500万円に限ると

 いうことですね。それで大丈夫かね。

　後はね、この販売価格の問題についてもね、一般

質問でも呉屋議員からありましたけれども、令和６年

 のこの今シーズンですよね。
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　今、現在の生産者の販売価格はどうなっています

 か。

○平安名盛正水産課長　お答えします。 

　モズクの販売単価については、令和５年度につい

ては単価110円だったんですが、令和６年度につきま

しては、今、収穫時期でありまして、これから販売

単価が決まっていくかなと思っておりますので、今

のところまだ未定ということで答弁させてください。 

○金城勉委員　110円という程度ではその生産者の皆

さん方は非常に苦しいと思いますね。今まで聞いた

話では、せめて150円以上の販売価格でないと、やっ

ぱり生活が厳しくなると。次の生産に向けての課題

が残るということは聞いているので、150円からもし

くは200円の範囲で生産者の販売価格というものが確

保できないと、やっぱり業として成り立ちにくいと

いうことがありますので、そこら辺を関連機関の皆

さん方とも連携をしながら、いかにしてその販売方

法を工夫するか、その辺のところはやっぱり皆さん

も一緒になって考えていただきたいと思いますけど、

 いかがですか。

○平安名盛正水産課長　お答えします。 

　今、委員からもお話がありましたとおりですね、

漁業団体とも連携しながら、浜のモズク単価が上が

るように連携して対応していきたいと考えておりま

 す。

○金城勉委員　そのためにはやっぱり消費拡大とい

うものが、やっぱり絶対条件になってきますのでね、

県内消費それから県外消費、場合によっては国外へ

のそういう消費拡大というものがあって、初めてそ

 の販売価格も上げていけるわけですから。

　そういう意味では6500万のそういう消費拡大に向

けた予算が、全部消えてしまったというのはいかが

 なものかと心配しますけど、大丈夫ですか。

○平安名盛正水産課長　これからモズクのシーズン

に入りますので、その前にこういうプロモーション

事業で、県外のほうで消費拡大に向けた事業展開で

きたということで、これは来期のモズク料金に合わ

せて、単価上昇というのは期待できるものと考えて

 おります。

○金城勉委員　課長、ずいぶん楽観的だな。予算も

なくして、そういう取組ができるのか。終わります。 

○大浜一郎委員長　金城勉委員の質問は終わりまし

 た。

　以上で、農林水産部に係る甲第１号議案、甲第２号

議案及び甲第８号議案から甲第10号議案までに対す

 る質疑を終結いたします。

 　説明員の皆様、大変御苦労さまでした。

 　休憩いたします。

 　　　（休憩中に、執行部退席）

○大浜一郎委員長　再開いたします。 

 　以上で本日の日程は全て終了いたしました。

 　委員の皆様、大変御苦労さまでした。

　次回は３月11日月曜日午前10時に委員会を開きま

 す。

 　本日の委員会はこれをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。 

 

　　委　員　長　　大　浜　一　郎 
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令 和 ６ 年 第 １ 回 

沖縄県議会（定例会）　　　　 

 

開会の日時、場所 

　年月日　　令和６年３月８日 (金曜日)  

　開　会　　午前10時０分 

　散　会　　午後４時44分 

　場　所　　第４委員会室 

本日の委員会に付した事件 

　１　甲第１号議案 令和６年度沖縄県一般会計予

 算（生活福祉部、こども未来

　 部及び保健医療介護部所管分） 

 　２　甲第６号議案 令和６年度沖縄県母子父子寡

  婦福祉資金特別会計予算

　３　甲第20号議案 令和６年度沖縄県国民健康保

険事業特別会計予算

出席委員 

　委 員 長　末　松　文　信 

　副委員長　石　原　朝　子 

　委　　員　小　渡　良太郎　　新　垣　淑　豊 

　　　　　　照　屋　大　河　　比　嘉　京　子 

　　　　　　喜友名　智　子　　仲宗根　　　悟 

　　　　　　瀬　長　美佐雄　　玉　城　ノブ子 

　　　　　　上　原　　　章　　 

欠席委員 

　　　　　　なし 

説明した者の職・氏名 

 　子 ど も 生 活 福 祉 部 長　　宮　平　道　子

 　　福 祉 政 策 課 長　　大　石　優　子

 　　保 護 ・ 援 護 課 長　　金　村　禎　和

 　　高 齢 者 福 祉 介 護 課 長　　安　里　克　也

     青少年・子ども家庭課長　　井　上　満　男

     子 ど も 未 来 政 策 課 長　　寺　本　美　幸

     子 育 て 支 援 課 長　　下　地　　　努

     障 害 福 祉 課 長　　普天間　みはる

 　　消費・くらし安全課長  　奥　間　　　政

　　女性力・平和推進課長　　島　津　典　子 

   保 健 医 療 部 長　　糸　数　　　公

 　　保 健 医 療 総 務 課 長　　山　里　武　宏

 　　保健医療総務課看護専門監　　沖　山　陽　子

　　医療政策課北部医療セン　　
川　満　孝　幸

 

　　ター・医師確保推進室長 

 　　健 康 長 寿 課 長　　國　吉　　　聡

     地 域 保 健 課 長　　新　里　逸　子

 　　感 染 症 総 務 課 長　　髙　嶺　公　子

 　　ワクチン・検査推進課長　　平　良　勝　也

 　　衛 生 薬 務 課 長　　久　髙　　　潤

 　　衛生薬務課薬務専門監　　中　村　章　弘

 　　国 民 健 康 保 険 課 長　　與　儀　秀　行

 3ii4

○末松文信委員長　ただいまから文教厚生委員会を

 開会いたします。

本日の説明員として、子ども生活福祉部長及び保

 健医療部長の出席を求めております。

なお、令和６年度、当初予算議案の総括的な説明

等は、昨日の予算特別委員会において終了しており

ますので、本日は、関係室部局予算議案の概要説明

 を聴取し、調査いたします。

「本委員会の所管事務に係る予算や調査について」

に係る甲第１号議案、甲第６号議案及び甲第20号議

 案の３件を一括して議題といたします。

まず初めに、子ども生活福祉部長から子ども生活

 福祉部関係予算の概要の説明を求めます。

 宮平道子子ども生活福祉部長。

○宮平道子子ども生活福祉部長　おはようございま

 す。よろしくお願いいたします。

では、子ども生活福祉部所管の令和６年度一般会

計及び特別会計歳入歳出予算の概要について、ただ

いまタブレットに通知をいたしました令和６年度当

初予算説明資料に基づきまして、説明をいたします。 

令和６年度は部局編成に伴いまして、子ども生活

福祉部は生活福祉部とこども未来部に再編され、女

性力・平和推進課の平和行政に係る予算が知事公室

へ、高齢者福祉介護課の高齢者に係る予算が保健医

 療介護部に移管されます。

予算審査につきましては、現組織の子ども生活福

祉部所管の予算について、御説明をさせていただき

 ます。

それでは、資料１ページ、部局別歳出予算を御覧

 ください。

 生活福祉部から御説明をさせていただきます。

文教厚生委員会記録（第３号）
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令和６年度一般会計部局別歳出予算のうち、太枠

で囲った水色、上段部分が生活福祉部の歳出予算と

 なっております。

生活福祉部所管の一般会計歳出予算は、355億

1574万3000円で、県全体の4.2％を占めており、前年

度比で10億7556万1000円、3.1％の増となっておりま

 す。

 ２ページをお開きください。

 一般会計歳入予算について御説明いたします。

生活福祉部所管の歳入予算の合計は、90億4274万

3000円で、県全体に占める割合は1.1％、前年度比で

 1949万7000円、0.2％の減となっております。

次に、歳入予算の主な内容について、款ごとに御

 説明いたします。

８の（款）分担金及び負担金は4866万8000円で、

主な節は生活困窮者就労準備支援事業費等負担金で

 あります。

前年度比で454万6000円、10.3％の増となっており、

主に心身障害者扶養共済事業費負担金の増によるも

 のとなっております。

９の（款）使用料及び手数料は1699万3000円で、

 主な節は建物使用料であります。

前年度比で26万6000円、1.6％の増となっており、

主に計量検定に係る定期検査等手数料の増によるも

 のとなっております。

10の（款）国庫支出金は87億634万9000円で、主な

節は生活保護扶助費や障害者自立支援諸費などであ

 ります。

前年度比で807万9000円、0.1％の減となっており、

主に障害者自立支援諸費の減によるものとなってお

 ります。

11の（款）財産収入は4680万円で、主な節は土地

 貸付料であります。

前年度比で17万5000円、0.4％の増となっており、

主に土地貸付料の改定に伴う増によるものとなって

 おります。

13の（款）繰入金2323万円で、主な節は災害救助

 基金繰入金であります。

前年度比で1243万4000円、115.2％の増となってお

り、主に災害救助基金繰入金の増によるものとなっ

 ております。

15の（款）諸収入は２億70万3000円で、主な節は

 生活保護返還金などであります。

前年度比で473万9000円、2.3％の減となっており、

 主に雑入の減によるものです。

16の（款）県債は、起債対象事業の実施がないこ

 とにより皆減となっております。

以上で生活福祉部歳入予算について概要説明を終

 わります。

続きまして、一般会計歳出予算の主な内容につい

 て、款ごとに説明いたします。

 ３ページを御覧ください。

３の（款）民生費は354億5141万7000円で、主な事

項は障害者自立支援給付費や生活保護援護費などで

 あります。

前年度比で10億8105万7000円、3.1％の増となって

おり、主に障害者介護給付費等事業費の増によるも

 のであります。

７の（款）商工費は6432万6000円で、主な事項は

 計量検定所運営費などであります。

前年度比で549万6000円、7.9％の減となっており、

 主に計量検定取締費の減によるものであります。

以上で生活福祉部の歳出予算についての概要説明

 を終わります。

 次に、こども未来部について御説明いたします。

資料の１ページ、令和６年度一般会計部局別歳出

 予算にお戻りください。

最初に見ていただきましたページでございますが、

太枠で囲った水色の部分の２段目、こども未来部の

 歳出予算となっております。

こども未来部所管の一般会計歳出予算は480億

2614万2000円で、県全体の5.7％を占めており、前年

 度比で35億8146万円、8.1％の増となっております。

 ４ページを御覧ください。

 一般会計歳入予算について御説明いたします。

こども未来部所管の歳入予算の合計は90億9510万

円で、県全体に占める割合は1.1％、前年度比で13億

 4082万1000円、17.3％の増となっております。

次に、歳入予算の主な内容について、款ごとに説

 明いたします。

８の（款）分担金及び負担金は1320万円で、節は

 児童福祉施設負担金であります。

前年度比で134万3000円、11.3％の増となっており、

主に児童福祉施設の入所に対する扶養義務者等への

 負担金の増によるものとなっております。

９の（款）使用料及び手数料は598万1000円で、主

 な節は保育士登録手数料であります。

前年度比で14万2000円、2.3％の減となっており、

主に保育士登録手数料の減によるものとなっており

 ます。

10の（款）国庫支出金は74億1168万5000円で、主

な節は児童保護費や沖縄振興特別推進交付金などで
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 あります。

前年度比で８億9327万2000円、13.7％の増となっ

ており、主に保育対策総合支援事業費補助金や物価

高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の増によるも

 のとなっております。

11の（款）財産収入は744万円で、主な節は沖縄県

 子どもの貧困対策推進基金利子であります。

前年度比で106万8000円、16.8％の増となっており

 ます。

12の（款）寄附金は550万円で、節は子どもの貧困

 対策推進基金寄附金であります。

前年度比で304万8000円、35.7％の減となっており

 ます。

13の（款）繰入金は12億4560万8000円で、主な節

は沖縄県子どもの貧困対策推進基金繰入金でありま

 す。

前年度比で４億3576万7000円、53.8％の増となっ

ており、主に沖縄県安心こども基金繰入金の増によ

 るものとなっております。

15の（款）諸収入は、１億6568万6000円で、主な

 節は雑入であります。

前年度比で2806万1000円、20.4％の増となってお

り、主に各市町村からの事業費精算に伴う国庫返還

 見込額の増によるものとなっております。

16の（款）県債は２億4000万円で、節は公共事業

 等であります。

前年度比で1550万円、6.1％の減となっており、主

に県債対象事業費の減によるものとなっております。 

以上でこども未来部の歳入予算についての概要説

 明を終わります。

 ５ページをお開きください。

続きまして、一般会計歳出予算の主な内容につい

 て款ごとに御説明をいたします。

２の（款）総務費は４億979万9000円、主な事項は

 男女共同参画行政推進費です。

前年度比で4868万8000円、13.5％の増となってお

り、主に啓発活動事業費の増によるものであります。 

次に、３の（款）民生費は438億2272万9000円で、

主な事項は子供のための教育・保育給付費や保育対

 策事業費などであります。

前年度比で31億2338万3000円、7.7％の増となって

おり、保育対策総合支援事業の増によるものであり

 ます。

最後に、４の（款）衛生費は、37億9361万4000円

で、主な事項はこども医療費助成事業費、母子保健

推進費などであり、保健医療部から移管された予算

 であります。

前年度比で４億938万9000円、12.1％の増となって

おり、主にこども医療費助成事業の増によるもので

 あります。

以上でこども未来部の歳出予算についての概要説

 明を終わります。

 ６ページをお開きください。

こども未来部所管の特別会計、母子父子寡婦福祉

資金特別会計の歳入歳出予算について御説明いたし

 ます。

令和６年度の歳入歳出予算は１億9846万9000円で

あり、前年度比で876万9000円、4.2％の減となって

 おります。

主に歳入予算については、貸付金の償還に伴う諸

収入の減、歳出予算については、当該福祉資金に係

 る貸付金の減によるものとなっております。

 最後に、７ページを御覧ください。

子ども生活福祉部から他部に移管した歳入予算と

 なっております。

知事公室への移管分は１億1357万1000円となって

 おり、主な節は平和祈念資料館使用料であります。

前年度比で2435万2000円で、27.3％の増となって

おり、主に、平和祈念資料館観覧料の増によるもの

 となっております。

保健医療介護部への移管分は20億3501万円となっ

ており、主な節は国庫補助金の医療介護提供体制改

革推進事業や基金繰入金の地域医療介護総合確保基

 金繰入金（介護分）となっております。

前年度比で６億4262万3000円、24％の減となって

おり、主に地域医療介護総合確保基金繰入金（介護

 分）の減によるものとなっております。

 ８ページを御覧ください。

子ども生活福祉部から他部に移管する歳出予算と

 なっております。

知事公室への移管分は、２の（款）総務費で５億

6053万2000円となっており、平和行政に係る予算で、

 主な事項は平和推進事業費となっております。

前年度比で4002万3000円、7.7％の増、主に沖縄県

平和祈念資料館展示更新事業の皆増によるものと

 なっております。

保健医療介護部への移管分は、３の（款）民生費

で204億6273万6000円となっており、高齢者に係る予

算で、主な事項は介護保険福祉諸費などであります。 

前年度比で８億3648万円、3.9％の減となっており、

主に介護施設等の施設開設準備経費等助成事業の減

 等によるものであります。
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以上で、子ども生活福祉部所管の生活福祉部、こ

ども未来部の一般会計及び特別会計歳入歳出予算の

 概要説明を終わります。

 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長　ありがとうございました。 

次に、保健医療部長から保健医療部関係予算の概

 要の説明を求めます。

 糸数公保健医療部長。

○糸数公保健医療部長　委員の皆様、おはようござ

 います。本日はよろしくお願いいたします。

保健医療部所管の令和６年度一般会計及び特別会

計歳入歳出予算の概要について、ただいま通知して

おります令和６年度当初予算説明資料に基づき御説

 明をいたします。

令和６年度組織再編に伴い、保健医療部は保健医

療介護部へ改称され、保健医療部から母子保健衛生

に係る予算が、新組織のこども未来部へ移管されま

 す。

また、子ども生活福祉部高齢者福祉介護課の予算

 が保健医療介護部へ移管されます。

予算審査につきましては、現組織の保健医療部所

 管の予算について御説明させていただきます。

それでは、資料の１ページ、部局別歳出予算を御

 覧ください。

保健医療介護部一般会計歳出予算及び保健医療部

からこども未来部へ移管される一般会計歳出予算に

 ついて御説明いたします。

保健医療介護部の一般会計歳出予算額は1018億

 606万6000円で、県全体の12.1％を占めております。

前年度と比較しますと229億7116万7000円、18.4％

 の減となっております。

次に、上の欄のこども未来部の令和６年度一般会

計歳出予算のうち、令和５年度に保健医療部の所管

分は38億275万3000円で、前年度と比較しますと４億

 1098万2000円、12.1％の増となっております。

 ２ページを御覧ください。

一般会計歳入予算の概要について御説明をいたし

 ます。

 まず、一番下の合計欄を御覧ください。

左から３列目、保健医療介護部所管の一般会計歳

入予算額は213億8303万円で、県全体に占める割合は

2.5％、前年度と比較しますと244億2441万5000円、

 53.3％の減となっております。

次に、歳入予算の主な内容について、款ごとに御

 説明をいたします。

９の（款）使用料及び手数料は２億8562万円で、

 主な節は証紙収入であります。

前年度と比較しますと431万円、1.5％の増となっ

ており、これは主に食品営業許可関係申請数の増加

見込みに伴う証紙収入の増によるものでございます。 

10の（款）国庫支出金は162億1226万9000円で、主

な節は精神衛生費、沖縄振興公共投資交付金などで

 あります。

前年度と比較しますと220億2809万1000円、57.6％

の減となっており、これは主に新型コロナウイルス

感染症の５類感染症への位置づけ変更に伴い、患者

受入れのための病床確保料や軽症者向け宿泊療養施

設借り上げに要する経費など、新型コロナウイルス

感染症緊急包括支援交付金対象事業の減によるもの

 でございます。

11の（款）財産収入は587万4000円で、主な節は土

 地貸付料であります。

前年度と比較しますと16万1000円、2.8％の増と

なっており、これは主に土地貸付料の改定に伴う増

 によるものでございます。

13の（款）繰入金は42億2436万5000円で、主な節

は地域医療介護総合確保基金繰入金、後期高齢者医

 療財政安定化基金などであります。

前年度と比較しますと８億8280万1000円、26.4％

の増となっており、これは主に後期高齢者医療財政

安定化基金繰入金が皆増となったことによるもので

 ございます。

15番の（款）諸収入は３億6740万2000円で、主な

 節は介護給付費負担金であります。

前年度と比較しますと29億5959万6000円、89％の

減となっており、これは主に昨年度雑入で受け入れ

ました各医療機関からの病床確保料の国庫返還金が、

令和６年度は発生しないことによるものでございま

 す。

16の（款）県債は２億8750万円で、主な節は看護

大学施設整備に係る公共施設等適正管理推進事業で

 あります。

前年度と比較しますと３億2400万円、53％の減と

なっており、これは主に老人福祉施設整備事業、保

健所施設整備事業などの減によるものでございます。 

 以上が一般会計歳入予算の概要でございました。

 次に、３ページを御覧ください。

一般会計歳出予算の概要について、款ごとに説明

 いたします。

 まず、表の一番下の合計欄を御覧ください。

左から３列目、保健医療介護部所管の一般会計歳

出予算額は合計1018億606万6000円を計上しており、
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前年度と比較しますと229億7116万7000円、18.4％の

 減となっております。

次に、歳出予算の主な内容について御説明をいた

 します。

３の（款）民生費は569億6624万8000円で、主な事

項は、国民健康保険指導費、介護保険福祉諸費など

 であります。

前年度と比較しますと17億2081万3000円3.1％の増

となっており、これは主に後期高齢者医療負担金等

 事業費の増によるものでございます。

４の（款）衛生費は409億5242万1000円で、主な事

 項は精神医療費、県立病院繰出金などであります。

前年度と比較しますと276億2040万円、40.3％の減

となっており、これは主に新型コロナウイルス感染

症対応のための医療体制確保や検査体制確保に要す

る経費など、救急医療対策費の減によるものでござ

 います。

10の（款）教育費は８億8739万7000円で、主な事

 項は看護大学運営費であります。

前年度と比較しますと7158万円、7.5％の減となっ

ており、これは主に看護大学施設等整備費の減によ

 るものでございます。

13の（款）諸支出金、30億円につきましては、水

 道事業会計貸付金を計上しております。

 以上が一般会計歳出予算の概要でございます。

 次に、４ページを御覧ください。

令和６年度組織改編に伴いこども未来部へ移管さ

れる一般会計歳入歳出予算について御説明いたしま

 す。

歳入予算額は5657万円で、主な節は母子保健衛生

 費であります。

前年度と比較しますと4180万5000円、283.1％の増

となっており、これは主に新生児マススクリーニン

グ検査実証事業の皆増に伴う、母子保健衛生費の増

 によるものでございます。

歳出予算額は38億275万3000円で、主な事項はこど

も医療費助成事業費、母子保健推進費などでありま

 す。

前年度と比較しますと４億1098万2000円、12.1％

の増となっており、これは主にこども医療費助成事

 業費の増によるものでございます。

 次に、５ページをお願いいたします。

保健医療介護部所管の特別会計、国民健康保険事

業特別会計の歳入歳出予算について御説明いたしま

 す。

国民健康保険事業特別会計の歳入歳出予算は

1616億145万5000円を計上しており、前年度と比較し

ますと46億2376万4000円、2.8％の減となっておりま

 す。

これは主に歳入は国民健康保険事業費納付金の減

によるもの、歳出は保険給付費等交付金の減による

 ものでございます。

以上で、保健医療介護部所管の一般会計及び特別

 会計歳入歳出予算の概要説明を終わります。

 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○末松文信委員長　ありがとうございました。 

 それでは、保健医療部長の説明は終わりました。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

 て行うことといたします。

予算特別委員長から依頼された事項は、沖縄県議

会委員会条例第２条に定める所管事務に関する予算

 議案でありますので、十分御留意願います。

総括質疑を提起しようとする委員は、質疑の際に

その旨を発言するものとし、３月11日、本委員会の

質疑終了後に改めて、その理由の説明を求めること

 といたします。

なお、総括質疑の提起があった際、委員長が総括

質疑を提起した委員に、誰にどのような項目を聞き

たいのか確認しますので、簡潔に説明するようお願

 いいたします。

その後、予算特別委員会における総括質疑につい

ての意見交換や当該事項の整理を行った上で、予算

 特別委員会に報告することといたします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、予算

 特別委員会に準じて譲渡しないことにいたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

 いよう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、委員自らタブレットの発

表者となり、引用する予算資料の名称、ページ番号

及び事業名等をあらかじめ述べた上で、該当するペー

ジを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたし

 ます。

質疑時間の譲渡につきましては、照屋大河委員か

ら、質疑時間の全てを比嘉京子委員に譲渡したいと

 の申出がありましたので御報告いたします。

なお、質疑の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡を

受けた委員の質疑中は在席する必要がありますので、

 御承知おき願います。

それでは、これより直ちに子ども生活福祉部及び

保健医療部に係る甲第１号議案、甲第６号議案及び
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 甲第20号議案に対する質疑を行います。

 それでは、小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員　おはようございます。 

 今期最後の予算審査となります。

次からは１番目じゃないほうがいいなと。１番目

はなかなかプレッシャーが多いと感じているところ

でありますが、元気に質疑をしていきたいと思いま

 す。

まず、生活保護に係る取組の全般という部分で概

要、次年度の世帯とか率とか年代別、いろんな内訳

もあると思うんですけれども、大まかな概要という

 か現況をお願いします。

○金村禎和保護・援護課長　お答えいたします。 

生活保護の状況につきましては、令和５年11月末

現在におきまして、被保護世帯数が３万2284世帯。

それから、被保護人員数が３万9868人となっており

 まして、いずれも過去最多となっております。

それから、年度単位での推移等について申し上げ

ますと、被保護世帯数は平成５年度以降、被保護人

員数は平成６年度以降、増加傾向で推移をしている

 状況にございます。

令和４年度の状況を申し上げますと、被保護世帯

数が３万1573世帯、対前年度比で2.0％の増。それか

ら被保護人員数が３万9177人、対前年度比で1.0％の

 増となっております。

それから、令和４年度と平成29年度を比べますと、

この５年間で被保護世帯数が3355世帯、11.9％の増。 

それから、被保護人員数が2291人、6.2％の増となっ

ております。その増加の理由としましては、高齢者

世帯の増加が主な要因と考えているところでござい

 ます。

被保護世帯全体に占める高齢者世帯数の割合を見

ますと、昭和60年度には約３割程度でございました

が、平成28年度には５割を超えておりまして、直近

の令和４年度におきましては57.1％と増加傾向で推

 移をしている状況にございます。

 以上でございます。

○小渡良太郎委員　増減理由は再質問で聞こうと

思っていたんですけれども、答弁いただいてありが

 とうございます。

こういう世帯が増えたから、割合も増えていると

いうことなんですが、その理由まで教えていただけ

 ますでしょうか。

○金村禎和保護・援護課長　主な要因としては、高

齢者は就労が困難というところがございますので、

収入のところで困窮をするというのが理由かという

 ふうに考えているところです。

○小渡良太郎委員　例えば、ここであんまり議論を

深めてもしようがないかなと思うんですけれども、

高齢者世帯の方々、保険、年金等を払ってやってき

た方々も多くいらっしゃると思いますし、今70代、

80代でも働いている方々も多くいらっしゃるという

ような世の中になってきているんですが、就労が困

難でというところより、もう少し踏み込んだ理由が

 分かるのであれば教えていただきたいなと。

例えば、年金を払えていない世帯がそのまま生活

保護に移行してきているとか、そういった部分も、

 ちょっと詳しく教えてください。

○金村禎和保護・援護課長　ちょっと細かい分析ま

では行えていないんですけれども、沖縄県は保護率

 自体が全国に比べても高い。

全国で３番目に高い状況でございますが、その要

因として挙げられたのが、１つに国民年金納付率が

 低いことというところもございます。

それから、預貯金残高が低いことも要因かと考え

 ているところです。

高齢者世帯の人は年金等で暮らす方々がそうだと

思うんですけど、こういったところも要因になって

 いるのかなというふうには考えているところです。

○小渡良太郎委員　国民全てですね、最低限度の文

化的な生活を営む権利があるわけですけれども――

生活保護は必ずしも権利と言えるものではないのか

 なというふうにも個人的には考えています。

以前だったら、60歳定年とか65歳定年で、年配の

方々、なかなか就労の機会もないというような世の

中だったときには、厳しい部分、頼らざるを得ない

のかなというところもあるんですけれども、働くこ

ともできると。例えばけがとか病気でどうしても働

けないとかというのを含めて、もちろん、受給され

ている方々がほとんどだと思うんですが、この適正

受給という言葉、以前、問題になって、最近またちょっ

とずつ、働く世代が上になるにしたがって本当に適

切なのかというところが問われるようになって、少

しずつそういう言葉が聞こえてくるようにもなって

 おります。

今までのような理由ではなくて、もう少し踏み込

んで状況等、いろいろと確認をしながら――適正に

受給されていると思うんですけれども、就労できる

方は、できるだけそういったのを促していくとか、

そういう取組もぜひやっていただきたいなと思いま

 す。

 次に行きます。
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保育士の確保に関する事業があったと思うんです

 けれども、現状を教えてください。

○下地努子育て支援課長　県では、待機児童解消に

向けて、保育士の確保定着に向けた事業に取り組ん

 でいるところです。

このような取組の結果、沖縄県の保育従事者数は、

令和３年度で１万2758人、令和４年度１万3614人、

 令和５年度１万4258人と着実に増加しております。

○小渡良太郎委員　保育士確保の一環で地域限定保

育士の制度も活用していると思うんですけれども、

 この実績も併せて教えてください。

○下地努子育て支援課長　県が実施しています地域

限定保育士試験は、通常の保育士試験と同じ筆記試

験を行った上で、その合格者のうち、保育実技講習

を修了した者について、実技試験を免除するという

 仕組みになっております。

令和４年度は、受験者292人、合格者は92人、合格

 率は31.5％。

令和５年度は、受験者が261人、合格者は69人で、

 合格率は26.4％となっております。

○小渡良太郎委員　保育士をまず確保するというと

ころで、配置基準を満たすというのが目標になって

いるかと思うんですが、今の認可保育園、県内ので

すね。配置基準ベースで考えると、この保育士の確

保の状況というのは、大体どの程度まで来ているの

か。パーセンテージが分かれば、もしデータがなけ

れば、それはそれで構わないので、教えてください。 

○下地努子育て支援課長　施設ごとの配置基準を満

たすベースについてですが、認可園に関しては、率

という形ではございませんけれど、現在保育士が確

保できない状況が生じているのが、令和５年４月１日

 現在において192施設ございます。

○小渡良太郎委員　保育士確保についてなんですけ

れども、足りないという施設が190園余りあるという

 答弁がありました。

他府県の事例を見ていると、独自の配置基準を持

つ自治体とかもあったりして、実際、国の配置基準

を満たすだけではなくて、少し多めに配置をするこ

とで、職員の負担が減って、定着率も上がったり、

満足度も上がるというような意見も、最近広く認知

されてきていますが、保育士が今でも足りないのに

さらに増やすというのは、なかなか厳しいものがあ

るのかなと思うんですが、例えば、資格を持たない

人がサポート的な役割で、保育所の業務の補助をし

 ていただくという取組は何かありますでしょうか。

○下地努子育て支援課長　県では、保育士の業務負

担を軽減し、離職防止を図る観点から、地域住民や

子育て経験者などの地域の多様な人材を保育に係る

周辺業務等に活用する保育体制強化事業及び保育補

 助者雇上強化事業を実施しております。

○小渡良太郎委員　当該事業の実績を教えていただ

 けますか。

○下地努子育て支援課長　保育体制強化事業につき

ましては、令和５年度の実績見込みで384施設、続き

まして、保育補助者雇上強化事業につきましては、

こちらも同じく５年度実績見込みで350施設となって

 おります。

○小渡良太郎委員　この保育士確保に関しては、私

が以前から委員会でも述べているゼロ・２歳児を充

実させると、待機児童解消という観点からも非常に

 重要なことかなと思っております。

次年度がですね、今まで以上にしっかり確保でき

て、待機児童の解消というところまで――次年度で

解消は厳しいかもしれないですけれども、解消が見

えてくるような次年度の取組をしていただきたいな

 と要望して、次に行きます。

児童保護措置事業についてなんですけれども、当

 初予算概要部局別の９ページ。

里親支援センターを新規で開設をするということ

で説明がありました。これの詳細を教えてください。 

○井上満男青少年・子ども家庭課長　お答えいたし

 ます。

里親支援センターにつきましては、児童福祉法の

改正に伴いまして、里親、それから里親に養育され

ている児童等に対する包括的な支援を実施するとい

うことで、令和６年度より、児童福祉施設として位

 置づけられることになっております。

このため、県では令和６年度中に里親支援センター

を設置することを目指しまして、センターの運営に

要する経費として、こちら児童保護措置費の中に

 6200万円ほど予算を計上したところでございます。

この運営主体等については、今協議を進めている

んですけれども、国から設置運営要綱案というもの

が示されておりまして、里親支援センターにはまず、

職員として里親支援業務に十分な知識や経験を有す

る、そういった専任のセンター長ですとか支援員を

配置するというようなこと、それから、里親支援の

業務として訪問支援ですとか研修業務、それから新

規里親の開拓など、そういった里親支援の業務を包

括的に実施するというような役割が求められており

 ます。

このため県では、運営主体となり得る、社会的養
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護を要する子供の養育に関して高い専門性を持って

いるような社会福祉法人等をですね、あと児童相談

 所も含めて協議を続けているところでございます。

 以上です。

○小渡良太郎委員　ありがとうございます。 

ルールが変わって、設置の義務づけということで

理解はしたんですが、沖縄県、以前ですね、里親に

関連する問題が発生をして、この委員会でも陳情が

議会のたびに上がってくるというような状況が続い

 てきております。

国から設置しようと言われたから、設置をしまし

たというだけじゃなくてですね、せっかくの機会で

すから、一歩も二歩も他府県よりも進んだ取組とか

というのも、センターの設置に併せて展開をしてい

くということで、県民の信頼が失墜しているとまで

は言わないんですけれども、やっぱりいろいろぐっ

たりしている方々もいらっしゃるのは事実ですから、

そういったものの回復に次年度以降取り組んでいた

 だくよう要望して、次に行きます。

同じく、当初予算概要部局別の７ページ、障害福

祉に関する取組の４番目、障害のある人もない人も

暮らしやすい社会づくり事業というのに関連してお

聞きしたいと思うんですが、一般質問でも取上げさ

せていただいたんですけれども、障害のある方が施

設とかを利用する際に、事前に相談員に相談をして

どういった形になるかというのを決めていくという

のがルールになっていると思うのですが、この計画

相談員が非常に不足をしているという話が聞こえて

 きております。

周辺環境整備という観点からも、この相談員の充

足というところも非常に重要なんじゃないかなと思

うんですが、次年度に向けた展開をお聞かせいただ

 きたいと思います。

○普天間みはる障害福祉課長　委員がおっしゃるよ

うに、県が令和３年度に実施した障害児者の相談支

援体制に係る実態調査でも、相談支援専門員１人当

たりの担当件数は増加傾向にあって、不足している

 という認識は持っています。

相談員一人一人ですね、記録等の作成などの事務

負担が多いことや、組織的なフォローアップ体制等

が組織内で不十分であったり、定着率の低さ等が人

材不足につながっているという状況もありますので、

本県のほうでは研修で相談員を養成するとともに、

あと、相談員の加算についても少ないということは、

九州各県保健医療福祉主管部長会議においても同じ

ような認識でして、国にですね、加算の対象に含め

 るよう要望等をしているところでございます。

 以上です。

○小渡良太郎委員　令和３年のお話が出たんですけ

れども、令和５年度、今年度に至っては、予約をし

ても半年待ちとか、あと、１人の相談員の方が100名

とか120名抱えててですね、これ以上は相談も受けら

れないとかというような話がちまたで聞こえてくる

 ようになっております。

非常に喫緊の課題になりつつあるのかなというと

ころを強く感じる部分でもありますので――せっか

くしっかり居場所とかつくってもですね、暮らしや

すい環境をつくっても、どこに配分するかとか、ど

ういう計画でやっていくかというこの肝腎要の人員

がいなければ進めないという形になりますので、ぜ

ひ計画相談員の充足についても、次年度の予算の中

で取り組んでいただくよう要望して、次、保健医療

 部に移ります。

薬学部の設置に関していろいろと、今年度も進捗

があったと思うんですが、次年度の展望をお聞かせ

 ください。

○中村章弘衛生薬務課薬務専門監　お答えします。 

県は、令和５年２月に沖縄県内国公立大学薬学部

設置に関する基本方針を策定しまして、昨年度、令

和５年９月から12月に県内に薬学部の設置を希望す

 る大学の公募を実施しました。

しかしながら、学生及び教職員等の定員の調整や

施設整備費、運営費等の確保などの課題があり、公

募期間内に県内国公立大学からの応募はありません

 でした。

しかしながら、琉球大学から薬学部の設置の可能

性も含め沖縄県と緊密に連携しつつ協議を進めたい

との回答があり、協議の場の設置について合意をし

ました。現在、協議会の構成員や協議内容等につい

て琉球大学と調整を行っております。引き続き県内

国公立大学への薬学部設置に取り組んでまいりたい

 と考えております。

○小渡良太郎委員　一旦、厳しい状況になって、そ

の後、御努力されてですね、琉大との協議が始まっ

たということなんですが、やはりこれ、かなり期待

されている部分でもありますし、特に薬剤師業界と

かですね、ぜひつくってほしいという要望が上がっ

てるところですから、次年度中にというわけではな

いんですけれども、できるだけ早めに一つのめどを

立てられるように協議を進めていただきたいなと要

 望いたします。

最後、同じ概要の10ページなんですが、健康長寿
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おきなわの推進に関して、この働き盛り世代の健康

づくり支援、これの少し概要と前後の実績を教えて

 ください。

○國吉聡健康長寿課長　お答えします。 

健康づくり支援事業についての主な、一番大きい

事業としては職場の健康力アップ推進事業がござい

 ます。

この事業について御説明させていただきたいと思

いますが、この事業、本県の課題である働き盛り世

代の健康状態の改善、それから沖縄県の健康長寿の

復活を図るために職場における健康づくり実践の機

運を高めるとともに、従業員に対する健康づくりを

推進することを目的に、健康経営の普及啓発に取り

 組んでおります。

具体的には、職場の健康づくりに取り組む事業者

に対して健康経営アドバイザーを派遣し、課題解決

に向けた改善提案や、計画策定から実践までの支援

を行っております。それから、次年度強化する部分

なんですが、健康経営や働き盛り世代の健康づくり

に関して、各種メディア等を活用して情報発信等を

 行うこととしております。

 以上でございます。

○小渡良太郎委員　ありがとうございます。 

時間ないので、最後、要望させていただこうと思

うんですが、職場で、例えば特定健診とか受けられ

る方々はしっかり受けていろいろやっていると。で

も、そういったものの取組がない方々は、自分の体

がどうなっているか分からないまま生きているとい

うようなところもあると思います。特定健診の受診

率も沖縄はあまり高くない状況にあると思いますか

ら、しっかりそういったのを受けながら自分の体の

健康に対して、より一層目を向けていただく沖縄に

なれるよう、次年度の取組に期待しておりますので、

 ぜひよろしくお願いいたします。

 以上で終わります。

○末松文信委員長　小渡良太郎委員の質疑は終わり

 ました。

 次に、新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員　よろしくお願いします。 

まずは部局別の６ページから７ページということ

ですけれど、本会議の一般質問でも少しやらせてい

ただいたんですけれども、地域福祉に関してですね、

高齢、障害、子供を含めて、様々な区分けがあるん

ですけれども、これに関して、やはり私は横串を刺

していく必要があるんじゃないかと思っていまして、

ごちゃまぜというキーワードがあるんですが、これ

に関して、沖縄県としてどのような考えを持ってい

 るのか教えていただきたいと思っています。

○大石優子福祉政策課長　お答えいたします。 

県では、高齢や障害、子供関係及び生活困窮など

の個別分野別ではなく、複雑化・複合化した課題に

対応する断らない包括的な支援体制により受け止め

るということで、重層的支援体制整備事業を今進め

 ているところです。

この重層的支援体制整備事業は令和３年度から国

において始まった事業でありますけれども、相談支

援であったり、参加支援であったり、地域づくりに

向けた支援等で、今沖縄県内でも移行準備というこ

とで、令和５年度は２つの市町村が実施をしている

 ところでございます。

 以上です。

○新垣淑豊委員　今、おっしゃっていた２つの市町

 村というのは、どちらでしょうか。

○大石優子福祉政策課長　令和５年度におきまして

 は、沖縄市とうるま市でございます。

○新垣淑豊委員　先ほどおっしゃっていたように、

いろんな個別分野が複合的に関わっているというこ

となので、それぞれが相談に行くのは、例えば障害

者であれば、障害のところにケアプランをつくって

もらうとか、高齢だったら高齢のところとかという

形になっているかと思うんですけれども、今おっ

しゃっていた２つの市で、この重層的な取組をして

いると、準備をしているということですけれども、

例えばそういった中にちょっとモデルのような施設

であったり、地域であったりというのを何かしらつ

くっていこうとかという考えは、沖縄県としてお持

 ちなのか教えていただけませんか。

○大石優子福祉政策課長　先ほども少しお話をさせ

ていただきましたけれども、この重層的支援体制整

備事業につきましては、地域――共生社会を目指す

目的の中で、包括的な支援体制整備のための１つの

手法ということで市町村が取り組んでいく、努力し

 ていくというところになっております。

県におきましては、この重層的支援体制整備事業

の中のメニュー、相談の支援であったり、参加支援

であったり、そして地域づくりに向けた支援という

ことで、特にアウトリーチ的な支援につながるべき

であるけれども、つながらない住民がいないかとい

うことも含めて、そういう形での連携を取っていく

ことで、市町村が横串を刺す形で体制の整備のため

 の取組をしているところでございます。

○新垣淑豊委員　分かりました。 
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今のところ整備の主体というのは、市町村が行っ

ていくと。それに対して、沖縄県としてはサポート

していくよというような体制づくりをしているとい

 う認識でよろしいですか。

○大石優子福祉政策課長　そのとおりでございます。 

○新垣淑豊委員　分かりました。 

これも市町村と相談をすることになると思います

けれども、本会議のときにも申しましたが、今回の

能登の地震におきまして、福祉施設が非常に避難所

の核となっているというようなお話も伺っておりま

す。普段から人が出入りをする、関われる、そういっ

た体制づくりというのは、もちろん法人の力が非常

に大きいと思いますけれども、沖縄県としてもどう

いった形で行われているのかについて、見ていただ

ければというふうに思いますので、よろしくお願い

 いたします。

 続きまして、８ページになります。

若年妊産婦の支援促進事業について、特に宿泊型

の話がこの委員会でも議論が出ていましたけれども、

 この現況について教えていただけますでしょうか。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　お答えします。 

県では、支援を要する若年妊産婦等が安心して生

活を行うための宿泊型居場所を、昨年10月から本島

 中部圏域において開所したところでございます。

この施設につきましては、４世帯まで入居可能な

体制を整えておりまして、昨年10月から今年の２月

までなんですけれども、２世帯を受入れたところで

ございます。それ以外にも入退所に係る各種調整、

市町村等に対する各種調整、それから行政機関、医

療機関への同行支援ですとか、就労支援等のアフター

フォロー、そういったものにも取り組んでいるとこ

 ろでございます。

○新垣淑豊委員　担当の職員とのお話の中で、この

若年妊産婦の支援事業というのは、基本的には例え

ば虐待とかＤＶとか、そういったものに関わる方々

が入っているというお話ですけれども、もちろん女

性１人で子供ができるわけじゃないので、例えばそ

のパートナーの男性とか、こういった方々に対して

の支援というか、しっかりとした教育というか、こ

ういったものについて行っていく必要があると思う

んですけれども、この点についてはいかがお考えで

 しょうか。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　この事業に関

してということで私のほうからお答えさせていただ

きますと、委員おっしゃったとおり、この事業に関

してはＤＶですとか障害など、そういった様々な困

難、特に深刻で困難なケースを抱える女性の方が対

象となっているというところでございまして、その

入所場所となる宿泊型居場所についても、住所地は

非公表としているところでございます。ということ

もありまして、パートナーへの支援というのは、な

かなかこの事業に関しては難しいかなとは考えてい

 るところでございます。

○新垣淑豊委員　もちろんこの事業の対象者がそう

いう状況になっているというのは存じ上げています

ので、やはりそういった環境をつくらないという意

味で、どういった取組をされているのかというのを

 教えていただければと思います。

○島津典子女性力・平和推進課長　子育てをする男

性に対する取組や支援についてということだと思い

ますが、県では第６次沖縄県男女共同参画計画ＤＥ

ＩＧＯプランに基づき、女性も男性も子育てと仕事

を両立し、自己実現ができる環境づくりの推進に取

 り組んでいます。

その取組の一つとしまして、男性のチカラ向上応

 援事業というものを実施しております。

令和５年度は、この男性の家事・育児参加や、育

児休業の取得促進をテーマに、男性の育休に対する

意識や取得状況についてのアンケート調査を実施し、

ラジオ番組などを活用したプロモーションを展開し

ているところです。男性が家事・育児に参画するこ

とにより、女性活躍の環境整備にもつながると考え

 ております。

○新垣淑豊委員　すみません、ちょっと私が聞いて

る趣旨と若干ずれているのかなと思うのですが、も

ちろん育児は、男女２人でやっていくということは

 おっしゃるとおりだと思います。

今、伺ったのは、この若年妊産婦の支援事業に関

わるような女性、若年妊産婦の方が少なくなる、も

ちろん、いていいんです。いていいんですと言うと

この事業に関わるような方が増えるとちょっと困る

んですよね。なので、こういった方々が生まれない

ような環境づくりをするために、沖縄県としてどの

ような対応を考えているのか、例えば学校、教育委

員会と連携をしているのか、こういったことを教え

 ていただければと思います。

○寺本美幸子ども未来政策課長　お答えいたします。 

委員がおっしゃるとおり若年妊産婦、女性の方々

だけにターゲットを絞るのではなくて、やはり男性

の教育もとても重要だということは認識しておりま

 す。

我々のほうでも若年妊産婦の居場所の設置促進に
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関わる事業等の中で、シンポジウム等を開催させて

いただいておりますけれども、専門家のほうから、

やはりこういった女性の支援だけではなくて、男性

に対してしっかり教育しなければ若年妊産婦を減ら

すこともできないというような課題もあると。生活

基盤がしっかりしてない、または育児も協力しない

というような男性が多くなってしまうと、女性の負

担も大きくなるということで、そういった教育が重

 要ということが言われております。

我々、県におきましては、性教育というところに

も力を入れておりまして、子供の居場所、または高

校の居場所に対して、子供たちに対する性教育に取

り組んで、男性が女性に対してどういうふうに接し

なきゃいけないのか、そういうことについてもしっ

 かり教育をさせていただいております。

また、内閣府の沖縄こどもの貧困緊急対策事業費

を活用しまして、県のほうで若年妊産婦の通所型の

居場所を北部圏域のほうに設置させていただいてお

 ります。

その中でも、そこの居場所につきましてはパート

ナーの男性の方々も来ていただいて、そこでいろい

ろ意見交換しながら、育児について考えていただく

というような場も検討させていただいているという

 ところでございます。

 以上になります。

○新垣淑豊委員　そうなんですよね。若い頃という

のは歯止めがきかないときというのが往々にしてあ

りまして、ただ、やっぱり子供ができたときにはちゃ

んと一緒になって育てていくとか、そういったこと

を考えていただける機会を、本当に適齢期とか中学

生、高校生ぐらいからしっかりと取組をしていただ

 きたいなというふうに思っております。

先ほど育休というお話がありましたけれども、こ

の育休、例えば県の職員がですね、しっかりと育休

を取ってこれをＰＲしていくというのも大事なのか

なと思っているんですけれども、県職員の育休の取

得というのはどういうふうになっているのか教えて

 いただけますか。

○島津典子女性力・平和推進課長　お答えいたしま

 す。

総務部で公表をしておりますが、沖縄県特定事業

主行動計画の目標に対する実績というものがござい

まして、各任命権者を含む沖縄県男性職員の育児休

業等取得率の状況は、平成30年度は8.7％、令和元年

度は16.9％、令和２年度は29.2％、令和３年度は

49.5％、令和４年度は66％となっており、年々増加

 をしているところです。

○新垣淑豊委員　本当に8.7％から、もう60％超とい

うことで、すごいしっかり周知されて取得されてい

 るなというのは思いました。

しっかり今後も、もっと周知して、子育てしやす

い環境づくりをしていただければと思っております。 

続きまして、女性力推進事業の内容について教え

 てください。

○島津典子女性力・平和推進課長　県では、女性が

様々な分野で持てる力を十分に発揮できる社会を実

現するため、第６次沖縄県男女共同参画計画ＤＥＩ

ＧＯプランの下、各種施策に取り組んでいるところ

 です。

この女性力推進事業はＤＥＩＧＯプランに基づく

施策の１つで、女性がライフステージに応じて個性

と能力を発揮し活躍できる環境づくりを目的とする

もので、女性自身に加え、女性が活躍できる環境整

備のため職場、組織などのリーダーや男性などを対

象に女性のチカラ向上応援事業、女性のチカラ応援

宣言事業、男性のチカラ向上応援事業の、この３つ

 の事業の柱として実施をしているものです。

○新垣淑豊委員　ありがとうございます。 

ちゃんと男性も意識してくれてるんだなと思うと、

 非常にありがたいなと思っています。

となると、これに関しては、例えば９ページに出

てくるようなひとり親家庭の自立とかですね、そう

いったところとも若干リンクするのかなと思ってい

ますけれども、それぞれのターゲットというのはど

 のように考えているのか教えていただけますか。

○島津典子女性力・平和推進課長　このひとり親家

庭技能習得というものは、ひとり親家庭の方々の技

能を習得するもので、女性力推進事業とは若干ター

ゲットは異なりますが、先ほども答弁しました男性

のチカラ向上応援事業では、男性の家事・育児の参

画促進を図るための啓発事業としておりまして、こ

れまでの性別による固定的役割分担意識――周囲の

意識改革が必要ということの啓発事業となっており

まして、技能習得とはちょっと違うメニューとなっ

 ております。

○新垣淑豊委員　ひとり親のところなんですけれど

も、資料では大体ひとり親と書いてあって、一つだ

け拡充のところで母子家庭等医療費助成事業費と書

いておりますが、もちろん母子家庭、あと父子家庭

もあります。そういったところも、ちょっと表現を

変えていただいてもいいのかなというふうに思って

 おりますので、これは御提案までですね。
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あと、先ほどの特定妊産婦とか若年のほうから、

こういったところへのつなぎですね、しっかりとし

た、その後の生活に関してのつなぎというのはどう

いう形で行われているのか、もしお答えいただける

 のであれば、お願いしたいと思います。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　特定妊婦の居

場所、あるいは若年妊産婦の居場所等々、様々なこ

の若年特定妊婦の方たちへの居場所というものを運

営してきておりますが、いずれも、やはりこの対象

となる妊産婦の方々がしっかりと地域で自立をし、

生活を安定させていくというところが目的かと思っ

 ております。

そのため、まだ特定妊婦に関しては昨年10月から

の開所ということで、なかなか支援につなげていく

という実績はまだ十分ではないんですけれども、想

定しているつなぎ先としては、例えば、一番いいの

は地域で自立、住んだりしていただくということな

んですけれども、そこはなかなか難しいといったよ

うな場合については、例えば母子生活支援施設に入

居していただくとか、そういった別の社会資源も活

用しながら、しっかりと自立に導いていくというよ

うなことを考えていかないといけないなということ

で、そういった機関も含めて、協議会等も開催しな

 がら連携強化を図っているところでございます。

○新垣淑豊委員　せっかくこういった事業がそれぞ

れあるので、お互いのこの接続というのがうまくい

くといいなというふうに思っておりますし、例えば、

その先ほどの若年の方でもですね、実はひとり親じゃ

ない方も多分いらっしゃるんですよね、まだ旦那さ

んがいるとかですね。そういった方も、こういった

自立支援のほうにしっかりとつなげてあげられたら

なというふうに感じましたので、すみません、そこ

 はぜひお願いしたいと思っています。

では、続きまして、保健医療部のほうに伺いたい

 と思います。

資料10ページ。水道広域化についての現状を教え

 てください。

○久髙潤衛生薬務課長　お答えいたします。 

委員御存じのとおり、県は、水道事業の基盤強化

を図るため水道広域化を推進しており、水道広域化

のステップ１として、令和７年度までの完了を目指

し沖縄本島周辺８村の水道広域化に取り組んでおり

 ます。

粟国村は平成30年３月から、北大東村は令和２年

３月から、座間味村阿嘉・慶留間地区は令和３年３月

から、南大東村は令和４年２月から、そして今年度

になりますけれども、伊是名村は令和５年８月から、

伊平屋村は令和５年11月から企業局による用水供給

 を開始しております。

○新垣淑豊委員　残っているところはどこになるん

 でしょうか。

○久髙潤衛生薬務課長　残り３村になります。３村

 について御説明いたします。

まず、渡嘉敷村につきましては今月末、つまり令

和６年３月末から企業局による用水供給を開始する

予定でしたが、全国的な資材の不足の影響によりケー

ブル等の資材が入手困難となっておりまして、供給

開始は令和６年度にずれ込む見込みとなっておりま

 す。

また、座間味村座間味地区及び渡名喜村について

は、令和７年度から用水供給を開始する予定であり、

令和７年度末までには本島周辺離島８村の広域化を

 完了する見込みとなっております。

○新垣淑豊委員　この座間味の件がですね、特に私

も委員会も含めていろいろと意見交換させていただ

きましたけれども、今のようにですね、例えば渡嘉

敷が遅れているとかということを伺ったものですか

ら、ぜひなるべく早くですね、特に老朽化している

地域に関しては早めの移行をお願いしたいと思いま

 す。

 よろしくお願いいたします。

　国保の一本化に向けての現状を教えていただけま

 すでしょうか。

○與儀秀行国民健康保険課長　お答えします。 

保険料水準の統一化につきましては、第２期国保

運営方針において、令和６年度からの実施を目指す

として、これまで県では市町村と協議を続けてきた

 ところであります。

しかしながら、保険料水準の前提となります医療

費水準、それから、財政赤字等の課題が解消されて

いないということから、令和５年２月に実施しまし

た市町村長の理事者会合というんですけれども、そ

ちらのほうで市町村長の了承を得た上で、令和６年

度からの保険料水準の統一化については実施を見送

 るという方向で決定したところであります。

 以上です。

○新垣淑豊委員　ある市から、当初、この統一の価

格になるというお話でいろいろと市有財産を売却し

たりとか、それで整備をしてきたんだけれども、今

回遅れることでまたちょっと厳しいなという声が聞

 こえております。

そういったこともありますので、早めにできるだ
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けそろえていただきたいという要望があるんですけ

 れども、この点についてはいかがでしょうか。

○與儀秀行国民健康保険課長　お答えします。 

国のほうにおきまして、令和３年度に法改正があ

りまして、統一に向けた取組というのを運営方針の

中に必須事項という形で盛り込みなさいというふう

になっておりますので、県としても、統一に向けた

環境整備を図っていきたいということで、令和６年

度からは新たな取組を実施していくということで現

 在進めているところです。

○新垣淑豊委員　首長さんたちに来ていただいてこ

のお話をしたということでしたけれども、その中で、

例えば、じゃ、いつ頃までにやるんだとかという御

意見とか要望とかというのはなかったんでしょうか。 

○與儀秀行国民健康保険課長　先ほど申し上げまし

たように、第２期の運営方針の中においては、令和

６年度から統一を目指すということで行っておりま

したので、やはり統一をしてほしいと要望する首長

さんは、すぐにでもしてほしいというのがあるんで

すけれども、先ほど申し上げたとおり、まだ統一に

向けては赤字の解消であったりとか，医療費の格差

是正、そういった環境整備が必要になりますので、

まずはそこを全国並みの水準まで持っていって、そ

れから先に統一という形でですね、県としては今の

 ところ考えているところです。

 以上です。

○新垣淑豊委員　具体的にいつ頃をめどにというこ

 とを沖縄県としては考えていますか。

○與儀秀行国民健康保険課長　県のほうとしては、

いつ頃というところは、具体的にはまだ目標を設定

 しておりません。

先ほど申し上げたように、まずは医療費の格差是

正であったりとか赤字の解消、そういったところが

先だろうということで、それを目指して進めている

 という段階です。

○新垣淑豊委員　先ほど申しましたように、市有財

産を売って整備してきたという地域もありますので、

やはりそこはしっかりと応えてあげていただきたい

なというふうに思いますので、よろしくお願いいた

 します。

新興感染症の対応についてなんですけれども、こ

の事業というのが今どのように行われているのか教

 えていただけますか。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長　お答えします。 

 資料の番号に沿ってお答えします。

まず、１番の感染症研究センターの機能強化・検

査体制確保についてですけれども、感染症研究セン

ター事業については、感染症の疫学調査、解析、そ

れからリスク評価の実施、病原体の遺伝子検査解析

を実施し体制の強化を図るとともに専門的研修等を

通して公衆衛生人材の育成を行う事業となっており

 ます。

また、新型コロナウイルス感染症検査体制確保事

業について、新たな変異株の発生を回避するための

ゲノムサーベイランスを継続していく事業となって

 おります。

それから、次の２番目の保健所支援人材の育成等

に要する経費というのがありますけれども、これは

新規事業で、沖縄県ＩＨＥＡＴ事業というものでご

 ざいます。

本事業は新興感染症等の発生や蔓延時に備えて、

健康危機発生時に保健所業務を支援するために確保

した外部の保健師等専門職である業務支援員、また

はＩＨＥＡＴ要員とも言いますけれども、この業務

支援に対し資質向上のための研修訓練等を行う予算

 を計上しております。

それから、３番目の新興感染症等発生時の医療提

供体制の確保というところですけれども、主な事業

としまして、これも新規事業ですが、感染症対応医

療提供体制整備事業ですが、新興感染症等の発生や

蔓延時に備えて県と医療機関の管理者が病床確保、

それから発熱外来の対応等、医療の提供について平

時から協定を締結し、協定を締結した医療機関に対

して感染症への対応力を強化するための施設や設備

 整備の支援を行うものとなっております。

 以上です。

○新垣淑豊委員　まず新興感染症ということであり

ますが、例えば、以前ですね、県外で犬が十何人か

んだとかですね、それで狂犬病のおそれがあるんじゃ

ないかと、ワクチン接種してなかったよねというこ

 とでちょっと騒ぎになったと思います。

沖縄県は多分、圧倒的に最下位ですよね、ワクチ

 ン接種。

こういったことについてもぜひ、新興だけではな

くてですね、既存のものも取組を強化していただき

たいですし、やはり今、観光の人流も増えています。

沖縄で今どのような状況になっているか分かりませ

んが、例えばトコジラミの件とかですね、こういっ

たものも非常に気になるところがありますので、や

はり県民に対しての意識向上について、しっかり取

組をしていただければということをお願いしたいと

 思います。
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 以上です。

○久髙潤衛生薬務課長　新垣委員の先ほどの水道広

域化の進捗に関する質問で、訂正をさせていただき

 たいと思います。

私、先ほどの答弁で、伊是名村は令和５年８月か

らと申し上げたところですけれども、伊是名村は、

 令和４年８月からの間違いでした。

 訂正の上、おわび申し上げます。

○末松文信委員長　それでは、新垣淑豊委員の質問

 は終わりました。

 次に、石原朝子委員。

○石原朝子委員　では、当初予算案部局別の概要の

 ６ページになります。

生活福祉部のほうから入りますけれども、その前

に、３部局に関連するかと思うんですけれども、令

和６年度から全ての主管課に内部統制専任職員を配

置するとのことですが、配置することによりどのよ

 うな効果が得られると考えるのか伺います。

○大石優子福祉政策課長　お答えいたします。 

県では、不適切な事務処理が続出して、県政への

県民の信頼を失墜させる状況となっております。総

務部におきましては、内部統制推進体制のさらなる

強化に向けて、各部の主管課等の部内推進体制を補

佐する主幹級の内部統制専門員を配置することとし

 ております。

この内部統制専門職員につきましては、適切なコ

ンプライアンスの確保と組織マネジメントの強化に

向けた統制環境の整備であるとか、リスクの重要性

の認識等、迅速かつ適切な対応に向けた取組、あと

情報伝達の強化などを担当することとしております。

これによりまして、事務処理執行の適正化を確保す

 るとともに、県政の信頼回復に努めてまいります。

 以上でございます。

○石原朝子委員　分かりました。 

 では、質疑に入ります。

生活福祉部のほうの令和６年度沖縄振興特別推進

交付金活用事業数、総予算額と、これまでやってい

た事業が終了となった事業もあるのか、あるのであ

 れば事業名と理由を伺います。

○大石優子福祉政策課長　お答えいたします。 

令和６年度沖縄振興特別推進交付金、ソフト交付

金についてですが、生活福祉部におきましては当初

予算の計上はありませんが、こども未来部につきま

しては計14事業、21億1993万4000円となっておりま

 す。

 なお、事業終了となった事業はございません。

○石原朝子委員　保健医療部のほうもございますか。 

○山里武宏保健医療総務課長　お答えします。 

保健医療部においては、離島僻地の医療、介護及

び生活基盤等の確保を図ることを目的として、ソフ

 ト交付金を活用した事業を実施しております。

令和６年度においては、県立病院の医師確保支援

事業など11事業、総額で約12億円を計上しておりま

 す。

令和６年度において終了になった事業は、保健医

 療介護部もございません。

 以上です。

○石原朝子委員　このソフト交付金、令和５年度と

 比較して増額になったのかお答えいただけますか。

○大石優子福祉政策課長　令和５年度と比較しまし

 て4691万8000円、2.2％の減となっております。

○山里武宏保健医療総務課長　保健医療介護部では

令和６年度と令和５年度の差はマイナスの約3500万

円でして、パーセントにすると2.8％の減という形に

 なっております。

○石原朝子委員　それぞれ減額となっておりますけ

 れども、この減額の理由もお答え願えますか。

○大石優子福祉政策課長　お答えいたします。 

令和６年度当初予算が昨年度を下回った主な理由

としましては、放課後児童クラブ支援強化事業が

7000万円の減額となったことによるものであります。 

○山里武宏保健医療総務課長　保健医療部ですけれ

ども、特定の事業で減というよりも、前年度分の所

要額からそれぞれ減になっているという状況で、積

 み上げたら2.5％の減になるというような状況です。

○石原朝子委員　７ページ。今、放課後児童クラブ

の関係で減額の答弁がございましたけれども、それ

に関連しまして公的施設の活用、整備促進と民間ク

ラブの環境改善について、今年度の事業効果と次年

 度の取組目標をお伺いいたします。

○下地努子育て支援課長　令和６年度の取組目標は、

施設整備が３市３か所、改修修繕支援が５市町５か

所、賃借料支援が14市町村110か所、認定資格研修を

 ６回開催を予定しております。

○末松文信委員長　休憩いたします。 

　　　（休憩中に、石原委員から公的施設の活用に

　　　　ついて再確認があった。） 

○末松文信委員長　再開いたします。 

 下地努子育て支援課長。

○下地努子育て支援課長　今年度の施設整備補助に

ついては、令和４年度からの繰越しも含めると、２市

２か所の公的施設活用クラブの整備を支援し、うち
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 １か所は完成しております。

民間施設クラブの環境改善を図るための改修修繕

支援につきましては、５市町14か所に対して支援を

 実施しております。

また、民間施設活用クラブに対しては、賃借料支

援についても併せて行っており、13市町村103か所に

対して支援を実施しております。利用者4367人の利

 用料の低減が見込まれております。

続きまして、放課後児童支援員認定資格研修につ

いては、全16科目24時間の研修を宮古島市、石垣市

の離島も含めて６回開催し、392名の支援員資格の認

 定を見込んでおります。

続きまして、令和６年度の取組目標としましては、

施設整備補助が３市３か所、改修修繕支援が５市町

５か所、賃借料支援が14市町村110か所、認定資格研

 修を６回開催を予定しております。

○石原朝子委員　ちなみにこの学童クラブ、公的施

設、公民館とか、そういった県の当初の目標があっ

たかと思いますけれども、それらの目標には到達し

 ていますでしょうか。

○下地努子育て支援課長　公的施設についての整備

目標というのは現在ございません。施設数につきま

しては令和６年度末までに586か所という計画を当初

していたところですが、令和５年５月１日時点で

 600か所を達成したところであります。

○石原朝子委員　分かりました。 

学校の施設等の空き教室を活用した子ども教室推

進事業、教育委員会の事業はなかなか進捗をされて

ないようですし、民間の学童クラブ、結構整備され

ておりますけれども、今後子供たちが減っていった

後のことも考えないといけないので、いわゆる公的

な公民館とかを活用した事業を県としても進めてい

ただきたいなと思っておりますけれども、そこら辺

 はどうでしょうか。

○宮平道子子ども生活福祉部長　放課後児童クラブ

の公的施設の活用については、まず、安全であると

いうことからも非常に有効な手段であると思ってお

りますし、またそれによって利用料の軽減も図られ

るということで考えておりまして、子ども生活福祉

部としては推進をしていきたいというふうに、取組

を進めているところではございますが、なかなか教

育委員会との調整であったり市町村との調整であっ

たりということで、調整が難航するところもござい

ますけれども、引き続き連携をしまして、今、委員

がおっしゃられたように、子供が減ってくるという

中でも、新しい施設を造るということではなくて、

ある施設を活用するという意味でも非常に意義のあ

ることだと思いますので、連携をしながら取り組ん

 でまいりたいと考えております。

○石原朝子委員　よろしくお願いします。 

　では、こども未来部のほうに入りますけれども、

今回、国際家事福祉相談所を活用して相談支援体制

を強化するということですが、現状と、今後どのよ

 うに強化していくのかお伺いします。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　国際家事福祉

相談所につきましては、県内在住の在沖米軍人、軍

属を相手とする国際的な家庭問題等に係る県内の女

性を支援するために、令和３年１月に本島中部に開

 設をしたところでございます。

これまで様々な相談を受け付けておりまして、延

べ593件の相談実績がございますが、その相談内容に

つきましては離婚、それから別居、子の認知、ＤＶ

による身体的精神的被害など、多様で複合的でござ

いますので、このような相談に適切に対応するため

には、米軍側だけではなく、日本側の様々な分野に

おける行政支援との連携も必要不可欠だというふう

 に考えているところでございます。

そのため現在、相談所にコーディネーター２名を

配置してるんですけれども、このコーディネーター

に対するアドバイスをするアドバイザーという方も

いらっしゃいますので、こういったアドバイザーの

方にも実際のケースワーク、それから助言、そういっ

たものを通してコーディネーターさんの知識や経験

 などの蓄積に努めているような状況でございます。

それから当然、市町村、民間機関などとも連携強

化を図る必要がありますので、意見交換なども行っ

 ているところでございます。

次年度に向けても、各種研修等を活用したコーデ

ィネーターの専門性の向上ですとか、関係機関との

連携強化、そういったものを図りながら相談体制の

強化に努めてまいりたいというふうに考えていると

 ころでございます。

○石原朝子委員　分かりました。 

続きまして、性暴力被害者ワンストップ支援セン

ターの運営費が拡充されておりますけれども、その

理由とワンストップ支援センターの施設運営に対す

る改善、要望、陳情が提出されているところではあ

りますが、指導または助言を行い、必要な改善を行っ

 ているのかお伺いいたします。

○島津典子女性力・平和推進課長　お答えいたしま

 す。

令和６年度の沖縄県性暴力被害者ワンストップ支
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援センターの運営事業費は、当初予算ベースで対前

年度比987万9000円の増となっており、増額の主な理

由としましては、ワンストップ支援センターにおけ

る24時間365日体制を維持し、より安定的に支援を行

 うための人員確保に係る経費の増によるものです。

また、性暴力被害者支援が滞ることがないよう、

必要な人材の確保や同センターの安定的、効果的な

運営体制の整備につきまして受託者に対して必要な

改善が行われるように求めているところでありまし

て、また、県と受託者において月１回程度の調整会

議を行っており、この運営及び支援の方向性などに

ついて意見交換、情報共有を行い、ワンストップ支

援センターの安定的な運営の整備を図るために取り

 組んでいるところです。

また、この職場環境の改善のためにセンター内に、

受託者においては御意見箱の設置をしましたり、相

談支援員が率直に意見を言えるような環境づくりに

努めるとともに、県におきましても、内部では意見

が言いづらい場合に、相談支援員の御意見を受ける

 こととしているところです。

ハラスメントの事案につきましては、現在、外部

弁護士による当事者の聞き取り調査を実施中であり

まして、関係者の聴取終了後に、受託者は報告書の

提出を基に受託者内部のハラスメント委員会におい

て判断がなされる予定というふうに聞いております。

引き続き受託者の対応状況について確認をし、安定

的な運営が図れるよう県としても努めていきたいと

 考えております。

○石原朝子委員　１年かけて時間がかかっているか

と思いますし、早めに解決することを望みますし、

４月スタートしても、しっかりとスタッフを確保し

 て事業をやっていただきたいなと思っております。

続きまして、令和４年度執行率66.7％という低い

率であったひとり親家庭・低所得者子育て家庭日常

生活支援事業。今年度の事業実施状況と、次年度、

7100万円予算確保されていますが、事業詳細と執行

 目標を伺います。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　お答えいたし

 ます。

このひとり親家庭・低所得子育て家庭日常生活支

援事業につきましては、例えば、ひとり親家庭等が

修学や疾病など、そういった事由で生活援助、保育

サービスが必要となった場合に、家庭生活支援員、

いわゆるヘルパーさんを派遣するような事業となっ

 ております。

当初、ひとり親家庭を先行して平成17年から開始

をし、それから低所得子育て家庭を対象にしたヘル

パー派遣を令和４年度から実施したところでござい

 ます。

令和４年度執行率が低い要因としましては、低所

得世帯を対象にしたヘルパー派遣が令和４年度から

開始したことに伴いまして、なかなかその受託者が

決まらなかったこと等によって、全体として執行率

が65％程度にとどまったというところでございます。 

令和５年度におきましても、ひとり親と低所得に

分けて事業を実施しているところなんですけれども、

低所得者のほうは引き続き全県を対象に公募をかけ

たところではございましたが、やはり全県を対象に

事業に手を挙げていただけるような団体がおらず、

中南部と北部に分けて事業を実施しているところで

ございます。そのため、令和５年度の執行状況につ

きましては、ひとり親に関しましては順調に前年度

を超えるような勢いで推移をしているんですけれど

も、低所得者のほうに関しましては、北部圏域が11月

からの事業開始といったようなところもございまし

て、中南部のほうは年度当初から事業を実施してい

ますので、こちらのほうは652件、延べなんですけれ

ども、１月末現在でそういった派遣実績となってい

ますが、北部が２件にとどまっているというような

 ところでございます。

令和６年度につきましては、アフターコロナの影

響でニーズが高まるだろうということで予算も増額

しまして、あと北部と中南部でそれぞれつながって

いただいているような御家庭もございますので、こ

ちらは年度当初からもう中南部と北部で公募をかけ

て事業を実施するというような形で今、考えている

ところで、事前の応募段階の作業をしているところ

 でございます。

○石原朝子委員　このヘルパーさんの確保が難しい

かと思うんですけれども、私の一つの意見として、

人材確保の上でシルバー人材センターの方々、女性

のヘルパーさんを募ってもいいのではないかなと。

受託事業者に、シルバー人材センターのほうの活用

もありではないかと思うので、そういったものを提

 言したいと思っております。どうでしょうか。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　今受託いただ

いている団体は、そういった母子支援をしているよ

うな団体が中南部、それから北部とも受託していた

だいております。そのため、そういった相談員の方

はその団体の中に複数いらっしゃいまして、人材的

には今のところ不自由はしていないという状況でご

ざいますが、次年度受託いただく団体等で、そうい
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う相談体制が若干弱い部分があるようなところでし

たら、そういった活用も我々のほうからもちょっと

 提案するような形は取ってみたいと思います。

○石原朝子委員　一応、要望です。 

続きましては、生活福祉部のほうに入りますけれ

ども、６ページの生活保護、援護等に関する取組の

ほうになりますけれども、先ほど生活保護、高齢者

の方の受給が多いということなんですけれども、年

金、低年金と、また単身家庭も多いかと思うんです

けれども、それとは別に、現在、外国籍の方の生活

 保護の県内の支給状況をお聞かせ願えますか。

○金村禎和保護・援護課長　お答えいたします。 

在留外国人の中で永住者、それから定住者等の在

留資格を持つ外国人につきましては、行政措置とし

て生活保護に準じて必要と認める保護を行うことと

 されております。

県内の在留外国人で生活保護を受けている方は、

 令和５年11月末時点で204人となっております。

 以上です。

○石原朝子委員　今204人ということですけれど、こ

れは増加傾向なのでしょうか、それとも横ばいなの

 でしょうか。

○金村禎和保護・援護課長　令和元年度11月末時点

からの推移を申し上げますと、令和元年が158人、令

和２年が167人、令和３年が171人、令和４年が188人、

令和５年が先ほど申し上げました204人と、増加傾向

 で推移をしているという状況にあります。

○石原朝子委員　国籍としては、どこの国の方が受

 給されているのが多いんでしょうか。

○金村禎和保護・援護課長　県が所管している郡部

について申し上げますと、例えば、タイ国籍、それ

からフィリピン、ブラジル、米国、中国、ペルー、

それから韓国、カナダなどとなっているところです。 

○石原朝子委員　分かりました。 

やはり国際結婚も増えておりますし、そういった

生活が本当に困窮している家庭もございますので、

やはり支給に関してはスムーズに行えるように県の

ほうも体制は整えていただきたいなと思っておりま

 す。

続きまして、生活福祉部の地域福祉に関する取組

について、若干減額になっておりますね。その中で

民生委員の事業費が拡充となっていますけれども、

人材確保も難しい中でどういった形で拡充するのか、

拡充となった理由と、次年度の取組をお伺いします。 

○大石優子福祉政策課長　お答えいたします。 

まず、民生委員事業費ですけれども、当該事業に

つきましては民生委員、児童委員に対する活動支援

を行うことで、地域福祉を推進して県民福祉の向上

 を図ることを目的とした事業となっております。

この民生委員事業費の主な増額理由ですけれども、

令和６年度から新規事業といたしまして、民生委員

の業務負担の軽減や担い手確保を図る取組を行う市

町村への補助事業の実施に伴いまして約440万円の増

 となっております。

民生委員、児童委員につきましては、地域住民を

福祉サービス等へつなげる、住民と行政の橋渡し的

な存在となっておりまして、単身高齢者世帯への声

かけとか、安否確認とか、地域福祉活動の推進に大

きく寄与していただいております。この民生委員、

児童委員の課題としましては、地域コミュニティー

の希薄化に伴いまして、民生委員の役割は複雑化、

 多様化しております。

そういった理由から、民生委員の成り手不足があ

ることから、令和６年度国が新たなメニューを追加

しましたので、市町村が民生委員の負担の軽減等を

行う事業に対して、県が４分の１負担ということで

事業費のほうを増額して計上しているところでござ

 います。

○石原朝子委員　分かりました。 

やはり民生委員の確保はとても重要だと思います

ので、ぜひ市町村に支援をしていただきたいなと思っ

 ております。

続きまして、７ページの生活の安全・安心に関す

る取組の中で犯罪被害者等支援推進事業費が拡充さ

れておりますけれども、拡充の理由と、令和６年度

 の取組についてお伺いします。

○奥間政消費・くらし安全課長　お答えします。 

犯罪被害者等支援につきましては、当事者団体等

から経済的負担軽減を図ることが求められておりま

す。そのため、県では当事者団体や学識経験者等で

構成する沖縄県犯罪被害者等支援審議会の意見を踏

まえまして、６年度予算で犯罪被害者等への見舞金

 を計上しているところでございます。

見舞金の内容は、犯罪行為により亡くなられた犯

罪被害者の御遺族に対し給付する遺族見舞金、犯罪

行為によって重症病を負った犯罪被害者御本人に対

し給付する重症病見舞金、犯罪行為によって精神疾

患を負った犯罪被害者御本人に対し給付する精神療

 養見舞金の３種類となっております。

１人当たりの上限額につきましては、他県の状況

を参考に遺族見舞金60万円、重症病見舞金20万円、

精神療養見舞金５万円を想定しており、今後、給付
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要領等で具体的に定めることとしておるところでご

 ざいます。

県においては、見舞金の受付申請業務が円滑に行

われますよう実施体制を構築するとともに、市町村

や関係機関へ制度の周知を図り、犯罪被害者等が安

 心して暮らせるよう支援に取り組んでまいります。

 以上です。

○石原朝子委員　これは国の補助事業ですか。今回

の予算枠、必要に応じてまた補正等で取っていかれ

 るのでしょうか。

○奥間政消費・くらし安全課長　この見舞金につき

ましては、県単の事業で一般財源のほうから持ち出

しするという形を取っております。国のほうから別

 段、補助金給付はないようです。

○石原朝子委員　県の単独事業ということで、すば

らしいと思います。必要に応じて予算をまた確保し

 て取っていただきたいなと思っております。

　生活福祉部のほうで、障害者福祉に関する取組の

 予算が増額になっております。

その中で障害者芸術文化活動支援センター事業、

そしてまた医療的ケア児等総合支援事業に取り組む

ことになった経緯と、今後の事業詳細についてお伺

 いします。

○普天間みはる障害福祉課長　お答えします。 

まずは、障害者芸術文化活動支援センター事業に

 ついてお答えいたします。

こちらの事業は、厚労省のほうで障害のある人の

芸術文化活動の普及支援を進めることを目的に、全

国の都道府県に障害者芸術文化活動支援センターの

 設置を推進しております。

沖縄県では令和６年度に設置を予定しており、令

和６年度当初予算案として1115万7000円を計上して

いるところで、国庫補助率は２分の１となっており

 ます。

事業詳細についてですが、センターのほうでは５つ

 の取組を行うこととなっております。

１つ目に、活動の支援方法に関する相談窓口の設

置等による相談支援、２つ目に、芸術文化活動を支

援する人材の育成、そして３つ目に関係者のネット

ワークづくり、４つ目に障害者が鑑賞、参加する機

会の創出、そして５つ目に展示会やワークショップ

等の情報収集、発信等を行う取組を行うとなってお

ります。これらの取組については、次年度は公募を

 予定しておりまして、委託で実施する予定です。

次に、医療的ケア児等総合支援事業についてお答

 えいたします。

こちらのほうの背景なんですけれど、医療技術の

進歩に伴い医療的ケア児が増加傾向にある中、医療

的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族

の離職の防止に資し、もって、安心して子供を産み

育てることができる社会の実現に寄与することを目

的に、令和３年９月に医療的ケア児支援法が施行さ

 れたところです。

県は、医療的ケア児やその家族等からの様々な相

談に総合的に対応する沖縄県医療的ケア児支援セン

ターを令和５年７月28日に設置しまして、その運営

費など、医療的ケア児等の支援センターの強化に取

 り組んでいるところです。

医療的ケア児等総合支援事業は、事業に係る国庫

補助が厚生労働省からこども家庭庁に移管したこと

により、今回この資料等では新規としたものでして、

 継続的に実施している事業です。

本事業は、県が実施する医療的ケア児支援センター

の運営に要する経費と、もう一つ、市町村実施事業

 の補助に要する経費を計上しております。

令和６年度当初予算として1909万6000円を計上し

 ています。

 以上です。

○石原朝子委員　最後ですけれども、保健医療部、

 一つだけお聞かせ願います。

10ページのほうになりますけれども、保健所支援

人材の育成等に要する経費、600万円計上されており

ますけれども、これは先ほど質疑がありましたが、

 もう一度事業詳細をお聞かせ願います。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長　お答えします。 

 少し経緯からお話ししたいと思います。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大時には、保

健所業務の増大による保健師等専門職の不足が課題

となりました。それを踏まえて、厚生労働省のほう

で保健所応援体制の整備ということで、令和２年９月

にＩＨＥＡＴというものを創設しています。これは

専門職の人材バンクというものですけれども、令和

５年度から地域保健法の中でこれが法定化されてお

ります。沖縄県でも、その人材バンクということで

登録作業を進めているところで、現在37名の方が登

 録をされています。

その方たちの研修、それから訓練の費用として

 600万円を計上しているところでございます。

 以上です。

○石原朝子委員　この人材バンクに登録されている

資格ですね、どういった方が登録されているのでしょ

 うか。
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○平良勝也ワクチン・検査推進課長　ＩＨＥＡＴの

登録要員の要件が地域保健法に示されている専門職

ということでありまして、主に医師、看護師、保健

師が挙げられます。それ以外に、歯科医師、助産師、

 薬剤師、管理栄養士も該当いたします。

 以上です。

○石原朝子委員　ちなみに保健師のほうなんですけ

 れども、登録はどういう状況でしょうか。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長　令和５年12月

末時点の登録者は37名おりまして、その内訳として、

保健師等を含む看護職の方が26名登録されておりま

 す。

○石原朝子委員　保健師、今プールでおっしゃいま

 したか。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長　すみません、

看護職ということでの数字を26名と申し上げました

けれども、その内訳はちょっと今、手元に把握して

 おりません。

○石原朝子委員　分かりました。 

これに関連して、保健師の確保はとても難しい状

況だと思っておりますけれども、現在各市町村にお

ける、保健師の確保状況と次年度の確保――事業に

支障がないように確保されているのか、それと正規、

 非正規の状況をお聞かせ願います。

○沖山陽子保健医療総務課看護専門監　まず、沖縄

県の保健所の保健師配置状況についてでありますが、

 令和６年度は91人配置予定であります。

令和５年度につきましては97人配置しております。

97人のうち、令和５年度に感染症対策による期限つ

きの増員分が職員12名でありますが、このうちの８名

は令和６年度も引き続き配置予定となっております。 

あと、市町村保健師の状況につきましては、厚生

労働省の保健師活動領域調査によりますと、令和５年

 度は566人となっております。

保健所と、市町村の保健師の確保状況については

 以上でございます。

○末松文信委員長　それでは、石原朝子委員の質疑

 は終わりました。

 下地努子育て支援課長。

○下地努子育て支援課長　答弁の訂正がございます。 

先ほど、小渡委員に対しまして、保育体制強化事

業における令和５年度の実施見込み数につきまして

384施設とお答えしましたが、正しくは375施設、同

じく、保育補助者雇上強化事業につきましては350施

設とお答えしましたが、正しくは309施設となります。 

 おわびします。

○末松文信委員長　休憩いたします。 

 　　　午後０時９分休憩

 　　　午後１時30分再開

○末松文信委員長　再開いたします。 

 　午前に引き続き質疑を行います。

 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員　皆さんこんにちは。質問をしたい

 と思います。よろしくお願いします。

では、まず最初に部局別の当初予算案概要の８、

 ９、10ページと行きたいと思います。

　まず、１番目に今回初めて、子どもに特化したこ

ども未来部という部の創設がされておりますけれど

も、子どもに特化したということではこれまでに経

 験のないことではなかったかなと思います。

その狙いといいますか、沖縄県がそれをやるとい

 うことの狙いについて伺いたいと思います。

○大石優子福祉政策課長　お答えいたします。 

国においては、昨年４月に、こどもまんなか社会

の実現を目指して、こども家庭庁が創設されており

 ます。

また、12月には、こども未来戦略が示されるなど、

少子化対策は、我が国の喫緊の課題となっていると

 おりです。

また、今年４月には、困難な問題を抱える女性の

支援に関する法律が施行されることによりまして、

困難を抱える女性の福祉の増進及び自立に向けた施

 策の充実が求められております。

県としましては、これらの動きに適切に対応する

とともに、子供、若者、女性が夢や希望を感じられ

る社会の実現を目指しまして、集中的に、よりアク

ティブに施策を展開していくため、こども未来部に、

総合調整機能を新たに位置づけまして、部内各課に

加えて全ての部局との連携体制を構築し、切れ目の

ないライフステージに合わせた、子供、若者、女性

 施策を積極的に展開してまいります。

 以上でございます。

○比嘉京子委員　いわゆる、こども家庭庁ができて、

こども基本法ができてという流れを組んで、沖縄県

もこども未来部をつくったという理解でよろしいん

 でしょうか。

○大石優子福祉政策課長　はい、そのとおりでござ

 います。

○比嘉京子委員　次に、行きたいと思います。 

今、沖縄の貧困問題というのは、もう調査が始まっ

てから延々と最大の課題になっているかと思うんで

すけれども、今回、支援推進について、予算が増額
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されていると思いますけれども、その事業拡充につ

 いての内容等を問いたいと思います。

○寺本美幸子ども未来政策課長　お答えいたします。 

県では子供の貧困対策につきまして、令和４年度

に積み増しした沖縄県子どもの貧困対策推進基金、

また、国の沖縄こどもの貧困緊急対策事業のほか、

ソフト交付金などを活用しまして様々な事業に取り

組んでおり、令和６年度は、令和５年度から約１億

円増の15.4億円を計上しているところでございます。 

令和６年度は、現在13か所ある高校の居場所を新

たに３か所設置するほか、生活困窮家庭の子供たち

に対する学習支援の支援対象人数を拡大するなど、

 取組の強化を図っていくこととしております。

 以上でございます。

○比嘉京子委員　今、高校生の居場所を３か所増や

すということで１億円アップという理解でよろしい

 んでしょうか。

○寺本美幸子ども未来政策課長　お答えいたします。 

今回のこの１億円増の内訳としましては、高校の

 居場所のほうの増設分が約4000万円ぐらい。

それ以外のソフト交付金の学習支援、無料塾等々

 につきましても3000万円ぐらい。

残りは、大学のボランティアを子供の居場所に派

遣する事業だったり、または今年度１月から開所し

ております若年妊産婦の居場所、これが今年度、年

度途中からの開所でしたけれども、来年度は通年分

の予算ということで、そういった、もろもろ合わせ

 まして１億円の増というふうになっております。

 以上でございます。

○比嘉京子委員　若年層の妊産婦というのは幾らな

んでしょうか。ほかにも組まれてますよね、若年層

 は。これの中にも入っているのですか。

○寺本美幸子ども未来政策課長　国の補助金を活用

いたしまして、若年妊産婦の居場所ということで、

広域型の居場所を今年度、今年の１月から開所させ

 て、北部のほうに設置させていただいております。

この事業が、今年度は年度途中からの開所でござ

いましたけれども、来年度は通年分、１年分という

ことで、予算を計上させていただいてるというとこ

 ろでございます。

○比嘉京子委員　分かりました。 

これまた委員会のほうでお聞きしたいと思います。 

じゃ、高校生の居場所が今13か所プラスの３か所

になるということになりましたけれども、どれぐら

いの学生さんが、そこを居場所として、学んでいる

 んでしょうか。

○寺本美幸子ども未来政策課長　お答えします。 

高校の居場所は毎年少しずつ増やしておりまして、

今年度で13か所目ということで運営をしております。 

これまでの支援対象の人数ですけれども、その年

度ごとに開所している高校の居場所の数は違います

けれども、令和３年度であれば、実人数が1658名だっ

たのに対して、実際、毎日のほうで延べという形で

計算した場合は３万1000人近くの方々が利用されて

 いると。

令和５年度は参考程度にお示しますと、延べ４万

5620名の方が、今、現在利用していただいていると

 いうところになっております。

 以上です。

○比嘉京子委員　大変有益な施設ではないかなと。 

やっぱり貧困の連鎖を断つためには、教育だと思

 うんですね。

ですから、そのことも含めて、こういう居場所づ

くりと、それから無償塾というのは大変有効ではな

 いかなというふうに思います。

では、続きまして３番目の困難な問題を抱える女

性への支援に関する法律が４月１日に施行されまし

 たけれども、本県の取組について伺います。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　お答えします。 

困難な問題を抱える女性の支援に関する法律につ

きましては、本年４月に施行されることとなってお

 ります。

女性をめぐる課題が、例えば性的な被害ですとか

家庭の状況、それから地域社会との関係性とか様々

 な問題、複雑化、多様化してきております。

そういった中で、それまでの売春防止法から、女

性の福祉ですとか人権の尊重や擁護、男女平等といっ

たものを切り離し、基本的理念として新たな包括的

支援の枠組みを構築するというものとなっておりま

 す。

新法においては、各都道府県に対して基本計画の

 策定が義務づけられております。

県では今月中、本年３月までにこの計画を策定す

ることとしており、昨年７月に有識者や関係団体の

代表者で構成する策定委員会を設置し、これまで４回

の委員会開催、それから、今年２月９日から３月８日

まで、広く県民の意見を聞くためのパブリックコメ

 ントを実施しているところです。

今後、そのパブリックコメントや委員会で出た意

見を踏まえながら、年度内に策定をし、今後、困難

な問題に直面している女性に寄り添いながら、きめ

細やかな支援を届けられるように取り組んでいく、
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そういった所存で取り組んでまいりたいと考えてお

 ります。

○比嘉京子委員　法の改正というのが本当に待ちに

待ったと言ってもいいのではないかなと思うような、

非常に遅きに失した法改正ではないかというふうに

 考えています。

そのこともあって、やっぱり実効性があるものに

していくということが非常に大事ではないかと、現

 場をはじめですね。

今日は大枠だけを聞きたいと思うんですけれども、

実効性のあるものにしていくために一つだけですけ

ど、例えば、女性相談支援センターの強化とか、そ

ういう具体的な要素が、今後、必要になってくると

思うんですが、この予算については、相談員養成の

研修等というふうに書いてあるんですけれども、こ

 れはどのような内容で実施されるんでしょうか。

○島津典子女性力・平和推進課長　お答えいたしま

 す。

本事業は県や市町村など、行政機関が設置します

各種相談窓口において、女性支援等に係る相談業務

に従事する相談員の安定的確保や、本年４月に施行

されます困難な問題を抱える女性の支援に関する法

律の円滑な実施を図るために、将来の相談員となる

 方を養成する研修を行う事業となっております。

○比嘉京子委員　これは対象は、全県の市町村の行

 政の担当者という理解なんでしょうか。

○島津典子女性力・平和推進課長　今、実際従事し

ている職員さんではなくて、相談員になる候補者を

育てていきたいということで、広く相談員になろう

と思う方々を研修をしていこうというふうな事業を

 考えております。

○比嘉京子委員　また委員会でも質疑しようと思い

ますけれども、非常に重点的にといいますか、加速

度的にといいますか、この事業は進めていってもら

 いたいと。

もう少し詳しい質問は、また委員会でしたいと思

 います。

次に、９ページです。児童相談所の第三者評価の

予算について。児相の事業は新規３つあるわけです

けれども、その中における３番目の児童相談所第三

者評価300万円というところで、私としては非常に、

意外なぐらいお安いのではないかと思っているんで

すけれども、これでどのようなことになるのでしょ

 うか。

 まず、実施の状況について伺いたいと思います。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　全国での実施

 状況も踏まえてお答えさせていただきます。

まず、この児童相談所の業務の質の評価、いわゆ

る第三者機関からの評価におきましては、全国のど

の地域においても子供の権利が守られることが重要

との観点から、児童福祉法改正で定められたところ

 であります。

これを受けまして、県では今年度については両２か

所の児童相談所の自己評価を実施し、令和６年度か

らは本格的に第三者評価を取り入れるというところ

で、その予算として約300万円を計上したところでご

 ざいます。

ちなみに、全国の児童相談所における第三者評価

の実施状況としましては、令和４年４月時点で32か

所、全体の約14％が受審しているというところでご

 ざいます。

中でも県内全ての児童相談所で第三者評価をした

都道府県というのが３府県ということで、全体とし

て都道府県で児童相談所の評価を行ったというのが、

10都道府県ぐらいにとどまっているというところで

 ございます。

沖縄県としては２か所全ての児童相談所について、

次年度から第三者評価を取り入れるというところで、

必要な予算を確保し、今後、実施していくという、

 そういったことを予定しております。

 以上です。

○比嘉京子委員　じゃ、令和５年度は自己評価であっ

 たと。

令和６年度に第三者を入れるんだという御説明

だったと思うのですけれども、この令和６年度の、

いわゆる第三者を入れての評価というのは具体的に

 どのような評価になるのでしょうか。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　第三者評価の

流れというものがある程度、国のほうでも示されて

おりまして、まず、児童相談所のほうで自己評価を

実施し、評価機関から求められる事前の資料の提出

ですとか、子供や関係機関へのアンケートを実施し

て、そういったものを評価機関に提出し、その評価

機関から次に直接、聞き取りを受け、評価機関で評

価結果を取りまとめたものをフィードバックいただ

 くと。

そのフィードバックいただいたものを踏まえて、

県のほうで公表に向けて取り組んでいくもの等を整

理し、しっかりと公表をしていくというような流れ

 になっております。

○比嘉京子委員　まず、初めて受ける第三者評価に

なるわけですけれども、昨今で問題になっている様
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々な問題、いわゆる、なかなか我々委員にも児相と

いうところがどういう役割を担い、どういう業務を

こなしているかということがなかなか見えなかった

中において、いわゆる自己評価と第三者が入るとい

うことは非常に大きな前進ではないかというふうに

 考えています。

その上でですけれども、評価を受けた後に、今おっ

しゃっていたのは、自己評価の聞き取り、そして、

結果をもらって、それを現場にフィードバックさせ

ていくという流れだというお話だったんですけれど

も、いわゆるこのことがフィードバックされた後に、

それがどれだけ改善されたかということをチェック

 する必要があるんだろうと思うのですね。

その点についてはどういう流れになるんでしょう

 か。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　まず、令和６年

度で第三者評価をしっかり行いまして、例えば児童

相談業務の改善が必要なところ、それから、逆に機

能しているところ、あるいはどのような取組が必要

かそういったところを確認し、児童相談業務の質向

上、改善を図っていく、そのためのまず評価を取り

 まとめたいと思っております。

その後の流れとしましては、こちらも国のガイド

ラインにある程度考え方が示されておりまして、委

員おっしゃるように、第三者評価については評価を

 行うことが目的ではないと。

その結果を受けて必要な改善等を行うことが重要

というような、そういった視点になっておりますの

で、その改善の取組と効果が確認できる状況になる

までには、一定の期間を要するということで、国の

ガイドラインでは、約３年に１回のサイクルで定期

的な評価の受審が望ましいというふうにされており

ますので、県としましてもしっかりと令和６年度に

あった評価結果を踏まえて改善すべきところは改善

をし、おおむね３年程度を目安に再度、受審をする

ような流れで考えていきたいというふうに思ってお

 ります。

○比嘉京子委員　先ほど一歩前進、大きい前進だっ

て言ったんですけれど、ということは、３年ごとに

評価を受けていくということをベースにしたいと、

実施したいというふうに理解してよろしいでしょう

 か。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　あくまでも国

のガイドラインでは、その改善の効果を確認するた

めに３年に１回のサイクルでの定期的な実施が望ま

 しいとされております。

当然、その間でも虐待件数の増加とか様々な理由

で児童相談業務を取り巻く環境というのは変わって

くるというふうに考えておりますので、そこは本庁

と児童相談所と連携を取りながら改善すべきところ

はしっかりと連絡会議等も常にやっておりますので、

そういう話合いをしながら、場合によっては、その

第三者評価の受審を前倒して実施するなど、そういっ

 たところも考えていきたいと思います。

○比嘉京子委員　これまでにも議会で質問したこと

があったと思うんですけれども、福岡県では第三者

評価をきっちりと条例の中に組み込んでいるという

 実態があると思うんですね。

ですから、今後、沖縄県が条例改正等を行うとき

には、それを組み込むことを提案したいのですけれ

 ども、部長いかがでしょう。

○宮平道子子ども生活福祉部長　今、子どもの権利

尊重条例ということで、これに基づいて様々な虐待

防止策とか、そういったものを進めているところで

 ございます。

今般、初めて第三者評価というのを導入をしまし

て、これからしっかりと取り組んでまいりたいと考

 えております。

実施について条例に定めていくかというところに

 ついては、少し研究が必要かなと思っております。

 検討してまいりたいと考えております。

○比嘉京子委員　もちろん即答は無理だろうとは思

いますけれども、というのは県の職員も異動するわ

けですよね。そんなことを考えると、いつでも必要

なんじゃないかと。結局、常に定期的に必要なんじゃ

 ないかと。

そういうふうに推察されるわけなんで、これはやっ

ぱりきちんと明記をするということが、そういう対

応にもつながるということになるんだろうと思うの

で、ぜひこれは、取り入れていけるように検討をお

 願いしたいと思います。

すみません、今、言った意見に対して、答弁を部

 長なり担当なり、いただければお願いします。

○宮平道子子ども生活福祉部長　先ほど課長のほう

からも答弁をさせていただいたとおりでございます

が、児童福祉法の改正の中で児童相談所の業務の質

の評価については、都道府県でしっかり実施をする

 ということも位置づけられております。

これを踏まえまして実施していくということが、

まず基本になりますけれども、県として、また新た

に何らかの根拠が必要かということについては引き

 続き検討してまいりたいと考えております。
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○比嘉京子委員　なかなか前向きなことは、ちょっ

 と難しそうなので、次に行きたいと思います。

９ページの子ども・若者育成支援事業の5500万円

 についてお聞きしたい。

これまでの実績と、それから課題について伺いた

 いと思います。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　子ども・若者

育成支援事業につきましては、メインとなるのが子

ども若者みらい相談プラザｓｏｒａｅというものを

那覇と名護の２か所に設置しまして、困難を抱える

子供たち、それからその保護者等に対して相談助言

を行うなど、その他の各種取組を支援しているとい

 う事業になっております。

これまでの実績としましては、令和４年度の実績

で申し上げますと、相談実績が、相談者数としては

 957名、相談件数は延べで4811件となっております。

その相談を受けて、個々のケースに応じて関係機

関と連携し支援をつなぐなど、そういった支援を行っ

 てきたところでございます。

課題としましては、やはり困難を抱える子供たち

は、複合的な問題を抱えていることが多いというこ

とで、適切な支援を行うことと合わせて、やはり関

係機関との連携体制を強化する必要があるというと

ころで、今後、教育委員会とも連携を図っていると

ころなんですけれども、そういった関係機関としっ

かりと連携をし、ｓｏｒａｅという相談窓口の普及

啓発にも取り組み、離島地域、遠隔地においても相

談しやすい環境づくり、そういったものに取り組ん

 でまいりたいというふうに考えております。

○比嘉京子委員　今回の拡充の理由として地域協議

会の設置促進をするとしていますけれども、それは

 どのような機能を持たせるためのものでしょうか。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　先ほどの答弁

でも、やはり遠隔地等でも、その中で相談しやすい

環境づくりというのが必要かというふうに考えてお

 ります。

そのため、令和６年度におきましては、各地域で

の支援体制の充実を図ることを目的としまして、市

町村における子ども・若者支援地域協議会の設置を

促進する、そのための委託事業として予算を計上し

 ているところでございます。

この子ども・若者支援地域協議会につきましては、

福祉に限らず、教育、保健、医療、あるいは雇用と

いった各分野における子ども・若者の支援機関の方

々が一堂に会しまして、地域のニーズに応じて、そ

ういった機関を構成し、その地域における子ども・

若者施策の総合的な推進ですとか、それぞれの専門

性を生かした個別ケースへの支援策の検討など、困

難を抱える子供・若者に対する円滑な支援につなが

 るというふうに考えているところでございます。

県としましては、この市町村における協議会の設

置を促進することで、地域における支援体制の充実

を図ってまいりたいというふうに考えているところ

 でございます。

○比嘉京子委員　県として、今、横の連携をしてい

 こうと思っている部署はどことどこでしょうか。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　子ども・若者

支援というところなので範囲は広くなっていると思

 います。

国からも協議会で想定される分野というところも

示されておりますが、その中でいきますと、先ほど

申し上げた福祉、教育、保健、医療、雇用、それか

ら更生保護など、そういった分野が想定されていま

して、そこの関係機関が、地域によってまたそれぞ

れニーズが異なりますので、その地域に応じた形で、

各分野の構成メンバーを参集し、協議会を組成する

という、そういう流れだと思っていますので、この

委託事業では、その地域で必要な分野というところ

をコーディネートしていきながら、市町村段階での

設置を促進するというようなところを考えていると

 ころでございます。

○比嘉京子委員　名護と那覇にあるｓｏｒａｅでは、

なかなかシェアできないといいますか、受皿的に足

りないということは前から指摘されているところで

はあると思うんですけれども、そして、機能をアッ

プさせるために、やっぱり経済、労働等の連携も、

 私は必要ではないかなというふうに思います。

また、教育の分野では、中学卒業時の進路未決定

者の受皿と行き場、相談窓口、それと高校中退者に

も同じような場所が必要だというふうに思うんです

ね。それがないと、なかなか沖縄の子供たちが――

何ていいますか、どこにどういるのか把握できない

ということと、一つには若年妊娠につながっている

 という指摘もあります。

沖縄のそういう困難な家庭づくりにならないため

にも、やっぱり、しっかりと自立を促していくなり、

高校進学を促すなり、そういうような仕組みづくり

 が必要ではないかと。

だから、中学卒業時に、どこに行けばワンストッ

プで様々なアドバイスが受けられるかということを、

その市町村の窓口等に全ての情報を預けておくとい

うようなことをぜひ実現してほしいなと思っており
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 ます。

 いかがでしょうか。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　委員の御意見

のとおり、中学卒業後の進路未決定ですとか、高校

の中退という事態になりますと、途端に学校という

場所とのつながりが断たれてしまい、地域に戻って

しまうというところで、そこの支援が非常に課題が

あるというふうに我々の部としても考えているとこ

 ろです。

そのため、今年度、そういった未決定だったり、

中退者に対する支援をどうしていくのかといったと

ころで調査も実施しているところですが、当課の所

管でいうと、次年度、この地域支援協議会の設置が

進んでいけば、当然、教育の分野の方々も参集され

ていますので、そこで進路未決定になりそうだとか、

高校中退になりそうというような、そういった情報

は横の展開で情報共有ができるような仕組みになっ

ていくと思いますので、そうなったとき、あるいは

なる前に、必要な福祉的支援ですとか、あるいは保

健ですとか雇用、そういったところへつないでいく

というようなことが期待されると思っていますので、

我々も積極的に市町村に呼びかけていきたいという

 ふうに考えております。

○比嘉京子委員　ぜひお願いしたいと思います。 

 では、次に、保健医療部のほうに移ります。

部局別当初予算案で10ページのほうですけれども、

ここの１番目にあります医師等医療従事者の育成・

確保とありますけれども、医師、看護師、薬剤師の

充足状況について、まず、現状をお聞きしたいと思

 います。

○川満孝幸医療政策課北部医療センター・医師確保

推進室長　医師について、まず、お答えいたします。 

沖縄県における医師の充足状況は、厚生労働省の

医師・看護師・薬剤師調査によると、平成30年時点

の3485人から290人増加し、令和２年12月末時点で

 3775人となっております。

また人口10万人対医師数では、全国平均が256.6人、

沖縄県の平均が257.2人で、全国とほぼ同じ状況とな

 ります。

あと、令和５年４月に厚生労働省が公表しました

医師の年齢とか、あるいは性別などを加味した医師

偏在指標によりますと、沖縄県は292.1で、全国の

255.6と比べまして、36.5ポイント高く、全国５位の

 医師多数都道府県となっております。

 以上となります。

○沖山陽子保健医療総務課看護専門監　看護師につ

 いてお答えいたします。

県では、県内の３大学と５つの看護師養成校で、

 毎年700人の入学定員で看護師を養成しております。

令和４年度の看護師養成所の卒業生の就業状況は、

卒業生707人中、県内就職が452人、就職率が63.9％

 となっております。

県内の看護師従事者数について、看護職員従事者

届出によりますと、令和４年12月末時点で１万

7694人、人口10万人当たりでは1205.3人となってお

 り、全国の1049.8人を上回っております。

看護師の従事者数の推移につきましては、平成

24年、１万2416人から、令和４年は１万7694人となっ

 ておりまして、10年間で5278人増加しております。

一方、令和元年に実施しました令和７年時点の県

の看護職員の需給推計は、勤務環境が改善された場

合のシナリオでは、需要数が２万4503人で、供給数

が２万3240人で、県内で1263人の不足が見込まれて

 おります。

県としましては、県内の看護師確保に向け、引き

続き新規養成、復職支援、離職防止、定着促進の取

 組に努めてまいりたいと思っております。

 以上です。

○中村章弘衛生薬務課薬務専門監　薬剤師のほうに

 ついてお答えします。

厚生労働省の公表資料によりますと、沖縄県の薬

剤師免許証の交付人数は、令和４年度が67人となっ

ており、過去５年間の平均交付人数は、１年間当た

 り約75人となっております。

また、厚生労働省の令和２年薬剤師数調べにより

ますと、県内の薬局・医療施設に従事する薬剤師数

は、令和２年12月末時点で2176人、人口10万人当た

りの薬局・医療施設に従事する薬剤師数は、全国平

均の198人に対し、沖縄県は148人と全国最下位となっ

 ております。

県内の薬局医療施設に従事する薬剤師の推移です

が、平成24年の1766人から、令和２年は2176人となっ

 ており、８年間で410人増加しております。

 以上であります。

○比嘉京子委員　薬剤師が思ったよりも、まだまだ

不足であるということがよく分かる数字だったと思

いますけれども、沖縄県は、どうしても10万人当た

りにすると、増えることは推察されると思うんです

 ね。

やっぱり陸続きではない、点在している島々で、

しかも、小さい島にも医師が行かなきゃいけないと

いうような、そういう意味では、増えることは当然
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 のことではないかなと思います。

それにしても、薬剤師の不足を考えますと、薬学

部の設置というのは、やっぱり沖縄県にとってはニー

 ズが高いのかなというふうに今、感じました。

その土台を踏まえてですけれども、毎年のように、

これコロナ禍ではもっと顕在化したと思うんですけ

れど、医師も看護師も本当に足りなくなって、そし

て病床閉鎖をし、特に県立病院では救急とコロナだ

 けを診たという状況もあったと思うんですね。

それぞれの従事者を養成しようと、予算がこれだ

 けの金額で積み上がっているわけです。

そのことを考えますと、今までずっと医師確保等

も含めて予算をかけてきていますけれども、困難性

といいますか、課題について、どのように皆さん、

 分析されておられるんでしょうか。

○川満孝幸医療政策課北部医療センター・医師確保

推進室長　医師確保の課題についてでございますが、

医師確保の全体の予算額をまずお答えしますが、令

和６年度の予算が25事業で、21億4581万3000円とな

 ります。

沖縄県においては、北部、宮古、八重山と離島地

域を多く抱える地域でございますので、そこの中核

となるのが県立病院、あるいは県立診療所、離島診

 療所となります。

先ほど申し上げました全体の予算額の中で、県立

病院に特化した事業が６事業、11億5952万1000円、

 全体に占める割合としましては54％となります。

そういった中で、県立病院で専攻医養成事業とい

うのがありまして、臨床研修医から専攻医課程になっ

た医師を県立病院でトレーニングを行って、宮古病

院とか八重山病院、あるいは北部病院、離島診療所

 に送っている事業があります。

沖縄県にとって、離島の地域医療を支える重要な

事業となりますが、最近、この専攻医がなかなか沖

縄県の県立病院に集まらなくなってきたというとこ

ろが課題かなというふうに考えているところでござ

 います。

 以上です。

○比嘉京子委員　研修制度が変わってから、今日ま

でかなりたっていると思うんですが、研修医が集ま

 らなくなった理由は何だとお考えですか。

○川満孝幸医療政策課北部医療センター・医師確保

推進室長　その原因でございますが、新専門医制度

というのが、平成30年度から開始しておりまして、

この専攻医の新専門医制度開始以降は、症例数が多

くて、研修環境が充実しております大都市の医療機

関、大学病院とかに専攻医が集中する、流出する傾

向がありまして、その結果として県立病院、沖縄県

の県立病院での専攻医が減少しているというところ

 でございます。

 以上となります。

○比嘉京子委員　例えば中部病院や南部医療セン

ターで――症例がほかの県の総合病院に比較して、

少ないからというふうな、今、理由づけだったんで

 すけれども、そうなんでしょうか。

○川満孝幸医療政策課北部医療センター・医師確保

推進室長　お答えいたします。 

症例については中部病院、南部医療センターでも、

家族の症例、あるいはバラエティーに富んだ症例は

 あるのかなというふうに理解をしております。

それに加えまして、多くの診療科で活躍してもら

う指導医が、やはり大学病院とか、都市部の大規模

な医療機関に比べると、ちょっと手薄な部分がござ

いますので、そういったところで専攻医を集めるこ

 とに困難を来しているというところでございます。

 以上となります。

○比嘉京子委員　では、この先生から学びたいと、

若手が集まるような指導医を誘致できない理由があ

るわけですよね、きっと、沖縄に来てもらえない理

 由が。

それは、月曜日に、県立病院に同じ質問をやろう

と思っていますけれども、何が原因で指導医が来て

くれないのか。環境的に沖縄に行ってもいいよとい

うけれども、条件整備ができてないという話は以前

にも聞いたことがありますけれども、すごくいい先

生を迎えようとしてもなかなかその方に見合うだけ

の条件をつけられないという問題がないだろうかと。 

そういうことも含めて、私はやっぱり、ずっと平

成30年から同じことを言い続けてはいけないという

 ふうに思うんですね。

制度が変わったら、制度が変わったなりに、どう

すればという次の手があるはずで、変わる前からま

た想定されるわけで、そういうことをおっしゃって

いると、結局はこれ、北部基幹病院の医師確保等に

も全部影響してくるし、離島の医療体制にも影響し

てくるということがあるわけですから、そこはちょっ

と、もっと突っ込んだ議論が必要ではないかなと思っ

 ております。

 では、次に行きたいと思います。

 看護師等はいかがでしょうか。

○沖山陽子保健医療総務課看護専門監　看護師の課

題についてですが、沖縄県ナースセンターの調査に
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よりますと、県内の看護師の採用率を領域別で見ま

すと、訪問看護ステーションの採用率は54.5％で、

あと、病院、診療所と比較すると、最も低く、訪問

 看護分野の人材確保が課題となっております。

また、人口10万人当たりの看護師従事者数を二次

医療圏別で見てみますと、宮古と八重山圏域で全国

平均を下回っておりまして、地域偏在の課題があり

 ます。

これらの課題に対応するため、令和５年度から沖

縄県訪問看護総合支援センターを設置し、訪問看護

 師の人材確保の強化に取り組んでおります。

また、離島の看護師確保のため、令和５年度より、

県内離島の民間の医療機関等が県外在住の看護師等

を誘致する際、その看護師等に対し、当該医療機関

等で一定期間――１年従事することを条件に、当該

医療機関等を通して、就業に要する経費を就業助成

金として補助する看護師等誘致支援事業を実施して

 おります。

引き続き沖縄県ナースセンターとも連携を強化し、

地域偏在、領域偏在の課題に取り組んでまいりたい

 と思っております。

 以上です。

○比嘉京子委員　琉大の医学部に地域枠があると思

うんですけど、宮古・八重山の学生たちに、看護養

成コース、または看護大学等において、地域枠とか

を設けて、そこから、現地に戻していくというよう

な、そういう何かしらの確実性のある養成の仕方は、

 お考えにないでしょうか。

○沖山陽子保健医療総務課看護専門監　看護大学は、

令和４年度に独立学校法人化されていますけれども、

看護大学のほうでは地域枠の入学生を設けて学生を

 受入れています。

県では、看護師等の修学資金の貸与事業を実施し

ていまして、例えば離島等に勤務する場合、修学資

金の返還期間を短縮するというふうな制度を設計し

 ています。

具体的に、貸与生は卒業後、免除対象施設におい

て一定期間従事することで、債務の免除を申請する

ことができ、特定町村――離島とか僻地ですけれど

も、そこに勤務する看護師は必要従事期間を２分の

１に短縮して、インセンティブを設けることで、離

 島等への就労促進を図っております。

 以上です。

○比嘉京子委員　じゃ、新規の感染症対応医療提供

体制整備事業の事業概要についてお聞かせください。 

○平良勝也ワクチン・検査推進課長　お答えいたし

 ます。

新興感染症等発生時の医療提供体制の確保につき

ましては、主な新規事業として、感染症対応医療提

供体制整備事業を令和６年度当初予算に5293万

 3000円計上しております。

本事業の概要ですけれども、新興感染性等の発生

や蔓延時に備えまして、県と医療機関が病床確保、

それから発熱外来の対応医療の提供について協定を

締結し、協定を締結した医療機関に対して、感染症

への対応力を強化するための施設や整備の支援を行

 うものとなっております。

○比嘉京子委員　これは本当にコロナ禍から生まれ

た新たな地域との連携というところでは、とても重

要な政策ではないかなというふうに評価をいたしま

す。また、改めて、それについてお聞きしたいと思

 います。

次に、健康・長寿おきなわの推進を聞いて終わり

にしたいと思いますが、働き盛りの世代の健康づく

りについて、5700万円程度計上しているわけですけ

れども、これまで、この事業をやってこられて、事

 業の評価と課題について伺います。

○國吉聡健康長寿課長　お答えします。 

委員御指摘の10ページの働き盛り世代の健康づく

り支援、この事業は２つの事業から構成されており

 ます。

生活習慣病予防対策事業、これは平成28年度から、

事業を見直しながらやってきておりまして、普及啓

発であるとか、健康経営の推進、それから運動習慣

 の定着というものを実施してきております。

それから、もう一つ、職場の健康力アップ推進事

業、これは午前中の小渡委員のときにも説明差し上

げたところなんですが、これも平成29年度から事業

を見直しながらやってきているところです。この２つ

以外にも様々な健康づくりに関する事業がございま

 す。

評価としましては、まず総括的な評価ということ

で、答弁させていただきたいと思いますが、これま

で、特定健診、がん検診の受診率の向上、それから、

肥満の改善、そして、アルコール対策というものを

 重点的に取り組んできたところです。

平均寿命は伸びているものの全国順位というのは、

 やはり低下しております。

要因等を分析してみますと、働き盛り世代につい

て、偏った食生活や多量飲酒等の生活習慣が改善し

ておらず、その積み重ねが原因となって発症する高

血圧や糖尿病などの生活習慣病の合併症が早世の原
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 因となっています。

こういうことから県民一人一人の生活習慣に対す

 る意識改善が課題だと考えております。

 以上です。

○比嘉京子委員　もちろん、おっしゃっているよう

に、それが課題だと思いますが、どんどん下がって

いる中で歯止めが効かない現状があるということが

今、実態だと思うんですけれども、この生活習慣病

の気づきを与えるのが特定健診で、そして健診で指

摘されたところを、本人にどう見直してもらうか、

習慣が身についた人を直していくというのは大変根

 気のいることだと思うんですね。

それで、幼児期や児童生徒の食育との連携、ここ

が予防につながるというふうに思うのですけれども、

 いかがでしょうか。

○國吉聡健康長寿課長　お答えします。 

まず、幼児期、児童生徒の食育等連携に関する認

識なんですけれども、委員おっしゃるとおり、幼少

期は心身が著しく発達し、食の嗜好であるとか、味

 覚の形成に重要な時期であります。

県としましては、子供の発達段階に応じた食育の

推進が重要であると考えており、昨年度、沖縄県食

育推進計画を策定し、福祉、それから教育等の関係

 機関と連携を図り、事業を実施しております。

具体的には、小学生を対象とした食育体験学習で

あるとか、食育月間の新聞広告など、幼少期の望ま

しい食及び生活習慣の定着に向けて取り組んでいる

 ところでございます。

そして、もう一つは、副読本の関係なんですけれ

ども、小中学生向けの学習教材である次世代の健康

づくり副読本を、県医師会や教育庁等の協力を得て

作成し、健康教育に活用しているところでございま

 す。

 以上です。

○比嘉京子委員　2040年まであと16年だと、この間、

私質疑をしたんですけれども、そこに向かって、そ

れを実現するために、いつ頃までに何をどうすると

 いうロードマップはできているんでしょうか。

○國吉聡健康長寿課長　お答えします。 

今年度、健康おきなわ21第３次の改訂作業を行っ

 ております。

この中では、第２次計画の最終評価を踏まえて、

肥満の改善、それから働き盛り世代の健康づくり、

市町村等との連携強化について、重点的に取り組む

 事項を設定しております。

具体的には、適正体重を維持する県民を増やす取

組、それから県内事業所及び経済団体等に対する健

 康経営をさらに推進することとしています。

そして、20歳未満の飲酒・喫煙対策、児童生徒の

運動習慣の定着、食育の推進などに、教育委員会等

と連携して、次の世代の健康づくりに取り組んでい

 くこととしています。

こういうふうに、働き盛り世代と次世代に重点的

に取り組むことによって、特に全体目標の一つに設

定している早世の予防を達成するため、20歳から64歳

の年齢調整死亡率全国１位の都道府県との差の縮小

というものを指標として、これを改善していくこと

で、2040年に平均寿命日本一というものにつなげて

 いきたいと考えております。

 以上です。

○比嘉京子委員　学校の栄養教諭との連携はどう

 なっているのでしょうか。

○國吉聡健康長寿課長　お答えします。 

沖縄県の食育推進計画の中では、地域に根差した

食育活動推進の重要性に鑑みて、家庭における食育、

それから学校、保育所等における食育、そして地域、 

職域における食育を推進していくことを言い続けて

 おります。

食育を総合的かつ計画的に推進するために、副知

事を本部長とした庁内の沖縄県食育推進本部を設置

して、部局横断的な推進体制を整備しているところ

 でございます。

○比嘉京子委員　部長に最後にお聞きしたいのです

けれども、全然、地に足がついていないと思うんで

 す。

長野県がどうやってそこまで行けたのかというこ

とに比べると、沖縄県は高齢者の遺産でもあるべき

長寿に我々はどっぷりと浸っていると思うんですね。

65歳以上は、全国１位ですよね。49歳までが43位な

んですよ。65歳、75歳以上は女性が全国１位だと思

うんですよね。男性も65歳は15位、75歳は２位です

よ。なぜ43位なのかというところなんです。何も押

しなべて全部がじゃないんです。年代別に調べてい

くと、ちゃんと悪いところが分かっているわけです。

その悪いところに、なぜ到達しているのかを、もっ

ときっちりと地に足をつけて、各部署と連携をして、

小学生までに肥満になる子供を直すというような生

活習慣の見直しを、小学校５年生あたりでチェック

を入れると、しっかりとそういう目標を持たないと、

今のような答弁をずっと続けていたら、私は全然お

 話にならないと。悪いんですけど。

長野県には何度も行きました。何度も行ってもど
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んどん進化しているのですよ。長野県はもう最近で

は、乳幼児どころか、出産前の親までいっているん

 ですよ、指導が。

それぐらいのことを、そして１軒１軒、みそ汁の

塩分濃度を測るぐらいのことをやってきて、今があ

 るんですよ。

沖縄県の、今なんか、言っただけで終わっていな

いでしょうか。どこでどう頑張っているか全く見え

ない。私はもう最後だから言わせてもらうけれど、

相当の覚悟が必要ではないかと思うのですけれど、

 部長いかがですか。

○糸数公保健医療部長　現状で、委員がそういう御

意見を持つということに対してお答えさせていただ

きますが、やはり今一番、成績がよくない働き盛り

世代にどうやってアプローチするかというところに

ついては、健康経営という仕組みをどんどん深掘り

をしているところで、そこに今医師会とか、それか

ら産業保健を見ている団体の方とか、５者協定とい

うものをつくって、とにかく職場で健康に向き合わ

ざるを得ないような形で、いろんな事業を各職場単

位でやっていただく、研修も含めてですけれども、

そういうふうな形でハイリスクの人は、そこでなる

べく早く医療につなげるというようなところを医師

会等と今、連携して体制をつくっているところです。 

一方、自営業だったりとか、午前中もありました

国保関係の人についても、次の計画の重点対象とし

て市町村と県がもっとしっかり連携するというふう

なところがありますので、国保加入者についても、

健康づくり、健診を通して早めに気づいてもらうよ

 うなアプローチをしようと思っています。

2040年を目標にしたのは、2013年のときに考えた

んですけれども、そのときのデータが2010年のデー

タです。ですから、30年後の世代を一つのターゲッ

トにして、次の世代はもっと健康にしようというと

ころがあったので、教育庁と連携して、教科書のま

ず副読本で――小中を通して教育できるようなシス

テムをつくりましたが、健診とか、そういう結果は

出てきていませんけれども、次世代に力を入れなが

ら、今の世代のハイリスクをしっかりと捉えていく

 というところを今、進めている状況でございます。

○比嘉京子委員　今、早世に向き合っている人を指

導するんではなくて――ここはここでいいですよ、

対処療法で。だけど、ならない人をつくっていかな

 いと、ずっと医療費だけを高めていってしまう。

病気にならない人をつくるということに力を入れ

て、もっとそこにエネルギーをかける。副読本なん

 か下りてないですよ、全然。

だから、病気を未然に防ぐ、みんなそうじゃない

ですか。予防ですよね。病院に行ってからじゃない

ですよね。そこで、小さいうちからやることによっ

て、虫歯だって何だって防げるわけですよ。そこに

 もっとシフトしていくよう、ぜひお願いしたい。

○末松文信委員長　それでは、比嘉京子委員の質疑

 を終わります。

 　喜友名智子委員。

○喜友名智子委員　お疲れさまです。 

子ども生活福祉部のほうから聞かせていただきた

 いと思います。

今度、今の部署から部が変更になって、今の予算

 も新しい部に分かれていくことになると思います。

今の子ども生活福祉部からこども未来部、生活福

祉部、それから、あとは知事公室に移ったりするも

のもありますけれども、予算は例えば、今の予算が

何対何、割合で言うとどれくらいの割合でどこの部

署に行くというような、予算の配分のイメージがど

 うなっているのか教えてください。

○大石優子福祉政策課長　お答えいたします。 

現子ども生活福祉部で計上しております令和６年

度当初予算につきましては、総額1007億6240万円で、

組織改編に伴いまして、４部にまたがる予算を計上

 しているところであります。

その内訳としましては、生活福祉部計上分が355億

1574万3000円で、総額に占める割合は35％、こども

未来部計上分が442億2338万9000円で44％、平和行政

に係る予算で知事公室への計上分として、５億6053万

2000円、割合0.5％、高齢者に係る予算を保健医療介

護部において計上したものが204億6273万6000円、

 20％になっております。

○喜友名智子委員　ありがとうございます。 

割合大きな、部の編成変更になるのかなと思って

いますので、どういった仕事がどれだけ新しい部署

に行くのかのイメージをつかみたくて質問をさせて

 いただきました。

個別の事業については、これまで皆さんがいろい

ろお尋ねをしているので重なるのでお尋ねはいたし

 ません。

幾つか聞きたいのが、まず１点、母子父子寡婦福

 祉資金特別会計ですね。

 資料の当初予算説明資料抜粋版の６ページ。

 代表質問でもお尋ねをさせていただきました。

トータルで言うと前年度比マイナス4.2％という当

 初予算になっています。
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歳入の繰入金、繰越金、諸収入、県債で伸び率が

マイナス45％だとか、マイナス51％だとか、かなり

 変動があるように思います。

この予算、歳入の部分の仕組みを理解したいので、

 それぞれどうなっているのか教えてください。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　お答えします。 

この特別会計の歳入の部分、一部は事務費もござ

いますが、その大部分については、いわゆる母子父

 子寡婦福祉資金貸付金の原資となっております。

その原資を歳入の４項目で確保しているというよ

うな形になるのですけれども、まず、２つ目の繰越

金というのが、前年度に生じた貸付残高になってお

 ります。

それを繰り越して、今年度の貸付けに充てるとい

 うような形になっております。

そして、その下の諸収入が、当該年度に見込まれ

る貸付金の元利収入、大体、毎年の償還実績とかを

基に、令和６年度中はこれぐらいの元金利息が返っ

てくるだろうということで見込んだ額が諸収入、貸

 付金元利収入となっております。

そして、令和６年度でいきますと、歳出が１億

9846万9000円となっておりますので、本来、この２つ

で埋めていくんですけれども、足りなくなってくる

部分について、国からの借入金というところで県債、

こちらが足りない部分の貸付金に係る部分の３分の

２を借り入れをしているというところで、それが県

 債ですね。

残った部分を県からの一般会計からの繰入金で充

 当していると、そういった形になっております。

それぞれ前年度に比べて、その増減額、増減率と

かが違っているというところなんですけれども、令

和５年度の貸付残高がかなり余ったということで、

 令和５年度からの繰越額が多くなっております。

それに諸収入を加えて余った額を国と県から借入

れと繰入れしているんですけれども、その借入れす

る額と繰入れする額が、繰越しが多かったために少

なくて済んだため、その増減率で見ると大きく減少

 しているという、そういう形になっております。

○喜友名智子委員　ありがとうございます。 

特定の貸付目的ということで特別会計になってい

て、ただ、ほかの制度で助成というか、支援が増え

てきたから利用が減ってきたと。今後も恐らくその

 傾向が続くであろうと思っています。

ただ、どうしてもひとり親世帯への支援というの

は、福祉の部分でなくなることはないであろうと思っ

ていますので、必要な特別会計であれば、ぜひこう

いったお財布は維持していただきたいなと思ってい

 ます。

あと、質問ではないんですけれども。部局別予算

の９ページで、子ども・若者支援というものが拡充

 されています。

せんだって、子ども・若者育成支援の啓発活動の

一環で、海外のユースセンターと、ユース支援とい

うものを県内でも広げたいということで、シンポジ

 ウムが行われていて、行ってきました。

これは、県がこの支援事業でやろうとしているこ

ととも恐らく通じると思うんですけれども、若者が

ひきこもりだったり、卒業して行くところがないと

いうときに、地域の中で、日常で、誰でもアクセス

できるという場所、やっぱりこれが非常に今、求め

 られているなと感じました。

このシンポジウムでは、ユースセンターの例とし

て、北欧の事例であったり、イギリスの事例だった

り、いろいろと比較をした調査研究がされていまし

 た。

次年度、県のほうでも拡充するということですけ

れども、こういったユースセンターという考えとい

うか場所、国内でも事例があると聞いていますので、

事業を進めていきながら、いいところはどんどん取

り入れて、若者支援につなげていってほしいなと思

 います。

 こちらは質問ではなく、要望です。

 次は、保健医療部です。

これは特定の事業の話ではなくて、部としての考

 え方を確認をさせてください。

部として、保健医療部の中に介護という部分を入

れますというところで、今後、沖縄の医療と介護を

一緒にしたことで、高齢者医療の課題解決をどうやっ

てしていこうとしているのか。そこの構想的な部分、

 大きな話の部分を聞かせていただきたいんです。

離島や、特に北部過疎、都市部もそうなんですけ

れども、どこでも介護士が不足している、離島に行

くとケアマネジャーさんも不足している。病院にい

るよりも、やはり在宅でみとりをしてほしいという

 希望も増えている。

介護と医療の境目というのが、やっぱりなくなっ

 てきているようにも感じるんですね。

ただ、その介護保険制度ができた当初というのは、

自宅で、家庭で、要は素人の家族が介護をするとい

うところが、やはり負担が多いということで、社会

で介護を、みんなで支えようというところから始まっ

 てきたと思っています。
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それが、制度が始まって、20年ですか、25年です

か、たってくると、介護保険制度にもやはり問題が

 出てきていると。

このような状況の中で、県のほうで、保健医療介

護部と、新しい部ができるというところ、医療と介

護の問題をどのように解決しようとしているのか、

課題認識と一緒に併せてお聞かせいただけないで

 しょうか。

○安里克也高齢者福祉介護課長　保健医療介護部に

組織を再編することにより、医療と介護の連携や人

材など、医療及び介護を支える基盤整備の支援を１つ

の部で一体的に行うことが可能となり、今後の医療

及び介護需要の増加に対応する体制整備を効果的に

 行うことができるものと考えております。

具体的には、医療と介護の連携については、地域

包括ケアシステムの構築について、市町村と医療と

の連携を深めることや、介護施設等におけるみとり

の支援などを効果的に進めてまいりたいと考えてお

 ります。

また、医療及び介護を支える基盤整備についても、

医療及び介護分野間における多職種連携や、医療と

介護の需要に応じた施設等の整備などに取り組んで

 まいりたいと考えております。

また、高齢化の進展により、介護が必要な高齢者

が増加する中、介護職員やケアマネジャーなどの介

護人材の不足が重要な課題であると認識しているこ

とから、保健医療介護部に組織を再編した後も、引

 き続き人材確保に取り組んでまいります。

先ほど離島の件を触れられておりましたが、離島

におけるケアマネジャーなどの介護専門職の不足に

ついては、島外から介護専門職の派遣による対応な

どが必要となることから、離島地域における介護サー

ビス提供体制総合支援事業による介護専門職の渡航

費補助の支援を引き続き行ってまいりたいと考えて

 おります。

 以上であります。

○喜友名智子委員　ありがとうございました。 

高齢者の医療、それから介護という、非常に高齢

社会の中では大きな課題を全て抱えるという部署に

 なるかと思います。

国の制度と一体で進めないと予算がどうしても行

き届かないという難しさもあると思いますけれども、

新しい部署が編成されて、次年度またどのような課

題が出てくるのか、引き続き追っていきたいと思い

 ます。質問は以上です。

 ありがとうございます。

○末松文信委員長　それでは、喜友名智子委員の質

 問は終わりました。

 　次に、仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員　こども未来部の部局別の同じ

９ページの中の放課後児童クラブの支援ということ

 で31億円余りなのかな。

積算内訳書の中で、どういった使途があるか探し

ているんですが、なかなか放課後児童クラブの運営

支援についての29億円余りが探せませんので、後で

 教えていただきたいなと思います。

２億9400万円については、内訳書の38ページに記

 されていました。

皆さんのホームページから拾ってみましたら、私

は、市町村が行う公的施設の施設整備に係る費用か

 なと思っていたんです。

ところが、平成24年度から令和３年度までの間の

10年間の、沖縄振興特別推進交付金を使っての施設

整備だというようなことなんですが、それでよろし

 いでしょうか。

○下地努子育て支援課長　まず最初に、その数字の

 件についてお答えしたいと思います。

こちらの予算につきましては、まず、放課後児童

支援員認定資格研修事業というのがございまして、

 これは別途600万円ございます。

それと、先ほどお話ありました児童クラブ支援強

化事業、２億8800万円、こちらを合わせて２億9400万

 円という数字になります。

あと、こちらの事業につきましてクラブ事業のほ

うの施設整備でありますと、平成24年度から令和５年

 度まで59施設の整備となっております。

○仲宗根悟委員　この間の聞き取りでは、整備促進

に加えて、新たにこの民間施設を利用する場合に、

賃貸料ですか。その分の支援も創設をいたしますと

いうような内容を聞いたんですが、そちらのほうの

 説明もお願いしたいんですが。

○下地努子育て支援課長　こちらにつきましては、

家賃補助としまして、民間施設クラブに対する家賃

補助施設としまして、月額25万5000円を上限に補助

 を行っているところです。

対象となるクラブにつきましては、平成26年度以

前に設置した放課後児童クラブに対する補助となっ

ておりまして、令和６年度は110か所を予定しており

 ます。

○仲宗根悟委員　すみません、話がまた戻るのです

が、その平成24年度から令和３年度までの10年間の

間の施設整備の中で、これ各公的施設を利用すると
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いうことですので、小学校の私の身近にもある体育

館に増設をしながら、そこでその事業を行っている

のですけれども、これ全体的に、10年間でどのぐら

いの施設が出来上がったのか、件数がもし分かるの

 でしたら教えていただけませんか。

○下地努子育て支援課長　平成24年度から令和４年

度までに58か所の施設整備補助を実施しておりまし

て、令和５年度は前年度から繰越しの１か所完成予

定となっており、令和５年度末時点で、全体で59か

 所の施設整備となる予定です。

○仲宗根悟委員　非常にいい事業だというふうに私

 も思っております。

ひとり親もいれば、あるいは両親とも仕事の中で、

なかなか放課後面倒見れないと。加えておじいちゃ

ん、おばあちゃんたちもまだ仕事している方々もいっ

ぱいいるんだというようなことで、この放課後児童

クラブの果たす役割というのは非常に大きなものが

あると思いますので、ぜひ推進方をお願いしたいな

 と思います。

戻るんですが、積算内訳書の37ページなんですけ

れども、青少年交流推進事業というのがあるのです

けれども、交流推進ですから、子供たちにとって、

よそに行って交流するのは、情操教育にも非常にい

いかなと思っているんですが、この事業内容を教え

 ていただけますか。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　事項別積算書

の37ページにある青少年交流推進事業費につきまし

ては、２つの事業からなっておりまして、青少年の

 交流体験事業についてお答えをしたいと思います。

この事業につきましては、県内の青少年を他県に

派遣をし、他県の青少年との交流、それから体験活

動を通して、友情や生きる力を育むことと、共同生

活の中で自主性だったり、協調性を養うことを目的

 とした事業となっております。

この事業の中にも２つ派遣先がございまして、１つ

はフレンドシップイン九州ということで、九州に派

遣をする事業、もう一つが沖縄・兵庫県青少年交流

事業ということで、兵庫県に派遣をする事業となっ

 ております。

主催は公益社団法人沖縄県青少年育成県民会議が

主催となっておりますが、県からは運営を補助する

というような形で、この予算を通じて行っていると

 ころです。

なお、派遣実績についても併せて申し上げますと、

この事業、昭和54年から実施をしておりまして、今

年度まで両事業合計で約１万5000人の青少年を派遣

しております。令和６年度も約200名の青少年を派遣

 することを予定しております。

 以上です。

○仲宗根悟委員　冒頭に申し上げましたけれども、

この事業を通して――近くの民泊で例を挙げますと、

１泊なんですけれども、中学生やら高校生が非常に

関わりというんでしょうか、たくましくなって帰っ

てくる成長しましたというお便りを頂くんだそうで

 すよ。

それを見ると、交流するというのは、こういう成

 果があるんだなというふうに思っているんですね。

もう一つ事例を挙げますと、障害者と障害を持っ

てない子供たちが一緒になって合唱グループが――

最近関わるようになったんですけれども、手話で歌

を歌う手歌というのがあるんですね。一生懸命歌う

子供たちと一緒にやるんですけれども、今回、資金

も自分たちで調達をして、ウイーンのほうでコンサー

 トがあるということで出かけていきました。

紹介しますがね、テーマが第九を歌うんだそうで

す。半年間で、小学校低学年の子供たちがドイツ語

で第九を歌えるようになりましたというんですね。

そしてコンサートに行きましたら、言葉が出なかっ

た子が歌えるようになったと。そして、じっと立つ

ことすことすらできなかった子が、一緒に歌えるよ

 うになりましたというような声がありました。

本当に心温まるなと思いましたが、そういう交流

によって子供たちに与える成果、影響というんでしょ

うかね、情操教育にすごくいいなと、この子たちは

成長していますよ、という報告をいただいておりま

す。交流事業もすばらしい事業だというふうに思っ

 ているんですね。

どんどん進めていただきたいなと思っているんで

 すが、部長からもコメントをいただけませんか。

○宮平道子子ども生活福祉部長　まず、青少年交流

事業についてはフレンドシップ、兵庫県との青少年

交流事業の出発の際の見送りと、それからまた帰っ

てからの報告会というのに私も参加をさせていただ

 いております。

行く前の不安げな顔が、帰ってきたときに本当に

自信に満ちあふれて、また子供たち、団員同士の交

流を通して培った、ネットワークというほど大きな

言葉ではないかもしれないけれど、仲間づくりとい

うのができていて、これから大きくなっていく中で

もつながりを持ちながら、大きく育まれていくのだ

ろうなという感じがして、非常に私自身もいい取組

 だなと思っているところでございます。
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それから、さっきの手歌ですね。それについては

実はウイーンに行くことが決まった後に、ぜひ知事

から激励をしたいということで、知事室に来ていた

だいて、白い手袋もはめて、知事と交流をしたとい

 うようなことでございます。

また、年末にはコンサートがありまして、そこに

 も御招待をいただいたところでございました。

ウイーンにも行ってこられて、その後でまた報告

に来たいというようなことでしたので、それを楽し

 みにしているところでございます。

本当に、障害のある子とない子が、お互いにいい

関係で歌うと、音楽を通して、つながっているなと

 いう感じがしました。

○仲宗根悟委員　ありがとうございます。 

生活福祉部も非常に子供たちの健全育成の取組を

 強化されているというふうに思っています。

45ページの地域子ども・子育て支援事業、これは

13項目でしたかね、いろんなメニューに取り組まれ

ているというようなことでしたけれども、こちらの

 ほうも御紹介いただけますか。

○下地努子育て支援課長　地域子ども・子育て支援

事業につきましては、市町村が地域の実情に応じて、

市町村子ども・子育て支援事業計画に基づいて実施

する延長保育事業や一時預かり事業、放課後児童健

全育成事業等の地域子ども・子育て支援事業に要す

 る費用の一部を補助するものとなっております。

令和６年度は、従来の13事業及び特例分に加えま

して、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点

事業、親子関係形成支援事業の３事業を加えて全17事

 業となっております。

○仲宗根悟委員　ありがとうございます。 

ぜひ頑張っていただきたいというふうに思います。 

あともう一点なんですけれども、生活福祉部の事

項別積算内訳書の19ページですけれども、ここの地

域福祉推進事業費の中の補助金なんですが、地域住

民の多様な課題の相談対応と支援の仕組みづくり

ネットワーク事業というのがありますが、これをちゅ

いしぃじぃ事業とウチナーグチ表記でネーミングし

てあるんですけれども、それも含めて、ぜひ説明を

 お願いしたいんですが。

○大石優子福祉政策課長　お答えいたします。 

　このちゅいしぃじぃというのは沖縄の方言で、互

いに助け合うさま、自分にできることは進んで提供

し支援し合おうという考え方のこととなっておりま

 す。

この、いわゆる、ちゅいしぃじぃ事業の内容なん

ですけれども、平成28年の社会福祉法の改正により

まして、社会福祉法人に対しては、地域における公

益的な取組を実施する責務というのが規定されてお

 ります。

それによりまして、小規模法人が地域貢献のため

の取組を円滑に推進できるような環境整備を図る観

点ということから、社会福祉法人等によるネットワー

 ク構築を支援する事業という形になっております。

具体的には、市町村社会福祉協議会が中心となり

まして、市町村内の社会福祉法人や公益法人、また

民間団体等がプラットフォームを立ち上げて、地域

貢献のための協働事業を実施する取組に対しての補

 助を行っております。

これまでの事例としましては、参画法人が連携し、

食料提供運動や小・中・高生に対する福祉体験の講

話活動、合同研修会等、様々な地域課題の解決を図

るための取組や福祉人材の確保、定着に向けた取組

 を行っているところです。

県としましては、この各プラットフォームの取組

を周知し、県内で広げていくことによりまして、社

会福祉法人の地域における公益的な取組の推進を

 図っていきたいと考えております。

 以上でございます。

○仲宗根悟委員　ゆいまーる事業に似たような形の

 事業なのかなと思うんですが、どうですか。

○大石優子福祉政策課長　ゆいまーる事業は重層的

支援体制事業ということで、市町村が行う事業に対

しての体制の整備を県が促進していくことになりま

 す。

このちゅいしぃじぃ事業につきましては、地域に

おける社会福祉法人が地域の中で公益的な取組をす

るという、フードバンクとかもそうなんですけれど

も、その際に、そういう体制を整えるために補助し

 ていくというような形の事業となっております。

○仲宗根悟委員　よく分かりました、ありがとうご

 ざいます。

僕らがついつい使うのがチュイウーシウーシ事業、

大体人任せにしてしまうというのがよく使われるん

ですけど、こちらはちゅいしぃじぃ事業ということ

で、地域でお互いのことをお互いでまたやっていき

ましょうというような内容だというふうに思ってお

 ります。

青少年から地域までですね、非常に子ども生活福

祉部の果たす役割が、こども未来部もですか、大き

いと思いますので、ぜひ令和６年度も頑張っていた

 だきたいと思います。
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保健医療部の質問も準備しておりましたけれども、

比嘉京子さんがたくさん問題提起やら、健康づくり

についてはですね、質問されましたので、私のほう

 は満足しました。

 ありがとうございました。

○末松文信委員長　それでは、仲宗根悟委員の質疑

 は終わりました。

 休憩いたします。

 午後３時４分休憩

 午後３時25分再開

○末松文信委員長　再開いたします。 

 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員　こんにちは。 

どうも皆さん御苦労さまでした、ありがとうござ

 います。

 御答弁のほうをよろしくお願いいたします。

私は、こども未来部を中心にしてちょっと質問を

 させていただきます。

ヤングケアラーの問題は私が質問しないといけな

いような感じになっておりますけれども、この問題

について、皆さん方が一生懸命に高校生や先生方を

対象にして調査してくださって、ありがとうござい

 ます。

その調査の結果を受けてですね、支援推進方針を

取りまとめていくということをお聞きしております

けれども、その調査の結果と支援推進方針がどのよ

うな内容になっていくかというのが非常に大事なと

ころかなというふうに思っておりますので、それに

 ついてお伺いをしたいと思います。

あと、支援推進方針のできる時期についてもちょっ

とお尋ねしたいと思いますので、よろしくお願いい

 たします。

 資料は部局別の８ページと９ページです。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　お答えします。 

県では昨年度ですね、小学校から高校生までを対

象にしましたヤングケアラー実態調査を行いました。 

その結果、ヤングケアラーと思われる子供が全体

 の5.5％いたという結果が表れたところです。

中でも、自分がヤングケアラーという認識がない

というような、そういったことも浮き彫りになりま

したので、やはり支援につないでいくためには県、

市町村、関係機関がより緊密に連携していくことが

 必要だというふうに考えております。

そのため、当事者、昔ヤングケアラーだった方、

それから有識者等で構成する検討委員会というもの

を昨年の11月に立ち上げまして、その委員会の意見

を踏まえた沖縄県ヤングケアラー支援推進方針の早

 期策定に取り組んでいるところでございます。

なるべく年度内を目標にやってきたところではあ

りますが、いろいろな支援の現場にいる方々からの

意見も大事じゃないかということで、そういったと

ころからも今、意見を聴取しているところですので、

なるべく年度内とは思っているんですけれども、い

ずれにしても早期策定に向けて取り組んでまいりた

 いという、そういうふうに考えているところです。

○玉城ノブ子委員　今コーディネーターの配置をし

ているということなんですけれども、そのコーディ

ネーターの役割と、相談を受けた内容と件数につい

 てもお伺いいたします。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　県では令和

５年４月にですね、我々青少年・子ども家庭課内に

ヤングケアラーコーディネーター１名を配置したと

 ころでございます。

役割としましては、ヤングケアラーに関する対応

窓口として外部との調整等を担っていただいている

 ところです。

外部から相談しやすいように、ヤングケアラーコー

ディネーターのメールアドレス等を県のホームペー

ジのほうで公表しまして、それを市町村、関係機関

に御案内をし、そこから届くヤングケアラー支援に

関する相談、助言等を受け止めたりですね、それか

らヤングケアラー関係研修の講師を務めるなど、連

 携構築に取り組んでいただいているところです。

相談実績としましては、令和５年４月以降はこれ

まで計122件の相談に対応しておりまして、主な内容

としましては、やはり学校現場から６割程度の相談

があるということで、その主な内容としましては、

ヤングケアラーと思われる生徒を発見した際の、そ

の生徒に対する対応をどのようにしたらいいのかで

すとか、市町村の児童福祉分野へどのようにつない

だらいいのかというような、そういった内容が主な

 内容として上がっているところでございます。

○玉城ノブ子委員　お話がございましたように、具

体的な支援につながることができるように、実効性

のある支援推進方針の内容にしていくことが大切だ

というふうに思います。調査結果を受けてですね、

今後どのような計画で進めていこうとしているのか、

 その内容についてちょっとお聞かせください。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　最初の答弁で

申し上げたとおり、このヤングケアラーの支援に関

しては、県や市町村、関係機関がより緊密に支援体

制を取っていくという、そういったところが重要か
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 と思います。

そのため、支援推進方針を策定することとしてお

りますが、そこには教育ですとか福祉に限らず、介

護、保健、医療、そういった関係機関との連携体制

が必要であるというようなことでまず基本理念をう

たっておりまして、その基本方針の下にですね、施

策方向の４本柱としまして、まずは、それぞれの関

係機関での役割を打ち出して早期発見、把握に努め

 ていくというようなところです。

それから、発見した後、適切な機関へつないでい

く、適切な支援へつないでいく、そういったところ

がまた２つ目の役割としてあるんじゃないかという

 ふうに思っています。

それから、全体的なやはり認知度を上げていくと

いうことも重要なものですから、３つ目としては普

 及啓発もしっかり併せてやっていくと。

それから、やはり地域とより近い市町村との連携

というのが一番求められるというところもございま

すので、県と市町村の役割分担、連携といったとこ

ろを４つ目の柱として支援推進方針をまとめていく

 こととしております。

この支援推進方針を基にですね、県、市町村、関

係機関が連携して支援に当たっていくと、そういう

 ふうに考えているところです。

○玉城ノブ子委員　ぜひ具体的な支援につながって

いけるようにですね、これからの取組もぜひよろし

 くお願いいたします。

 ありがとうございます。

次にですね、若年妊産婦の件はもうほかの人が質

問しておりますので、女性支援等に係る相談員養成

研修事業、この内容についてちょっとお伺いいたし

 たいと思います。

○島津典子女性力・平和推進課長　お答えします。 

女性支援等に係る相談員養成研修事業でございま

すが、本年４月に施行されます困難な問題を抱える

女性への支援に関する法律の円滑な実施を図るため、

将来の相談員となる方を養成する研修を行うもので

 す。

一定程度の知識やスキルを身につけた相談員の輩

出により各種相談窓口における相談員の安定的な確

保につながり、相談窓口の安定的、円滑な運営が図

られることで、相談者の抱える困難の解消につなが

 るものと考えております。

○玉城ノブ子委員　困難を抱える女性たちの支援に

関する法律ができて、それを受けて沖縄県でも基本

計画を策定するということになっていますけれども、

その内容と策定時期についてお伺いしたいと思いま

 す。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　令和６年４月

に困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の

施行に向けまして、この法律で都道府県には基本計

画の策定義務が課されておりますので、その計画の

策定のために、昨年の７月にですね、策定委員会を

設置し、これまで４回の委員会を開催して様々な意

見を伺いながら計画を固めてきているところでござ

 います。

先月の２月９日からですね、今日ですね、３月８日

まで広く県民の意見を聞くためのパブリックコメン

トも実施しておりまして、今後このパブリックコメ

ントですとか策定委員会の意見を踏まえまして、年

度内にですね、計画を策定するという、そういった

 スケジュールで今進めているところです。

○玉城ノブ子委員　ぜひよろしくお願いいたします。 

じゃ、そことの関わりでですね、うるま婦人寮が

非常に大きな役割を担っているわけですけれども、

うるま婦人寮は私たちも調査に行かせていただきま

したけれども、向こうの皆さん方から困難を抱えて

いる女性たちからのいろんな相談が寄せられている

けれども、それに応えていくためにはですね、もっ

と体制を拡充していかなくてはいけないんじゃない

 かなというふうに思いました。

保育所の送迎だとか学習の支援、病院受診の同行

等、本当に支援の内容がね、多岐にわたっていると

いうことで、一人一人に寄り添って支援を行うとい

うことが必要なんですけれども、やっぱり支援に必

要な人の確保、体制の強化がもっと必要なんじゃな

 いかというふうに思いました。

もっと現場と密に連絡を取り合ってですね、必要

な人材が確保できるようにしていくことが大事じゃ

ないかなと思ったんですけれども、うるま婦人寮の

体制の拡充等、皆さんの取組についてちょっとお聞

 かせいただきたいと思います。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　うるま婦人寮

につきましては、困難な問題を抱える女性への支援

に関する法律が施行されますと、従来の婦人保護施

設から名称が変わりまして、女性自立支援施設とい

 うことになります。

文字どおり、女性の自立を支援していく施設になっ

ていくわけなんですけれども、その施設になること

を踏まえまして、県のほうでもしっかりとその設備

ですとか人員体制を強化するために、国の省令に従っ

て今議会に新規の条例議案を提出させていただいて
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 いるところです。

そこでは細かくですね、人員体制ですね、例えば

施設長以外にも指導員ですとか看護師、事務員、嘱

託医、そういった事細かな配置基準が制定されるこ

とになっておりますので、そこをまず満たしていく

ということと、あと、やはり入寮される女性という

のはかなりハードな問題を抱えておられる方々にな

りますので、その人員を整備するだけで満足するこ

となく、やはり必要な支援を行き渡らせるためには

加配での人員措置等も含めて考えていかないといけ

 ないかと思っています。

うるま婦人寮からもそういった御要望も承ってお

りますので、定期的にはですね、うるま婦人寮の現

場の方々、それから運営団体でありますその団体の

理事長等ともですね、意見交換はしているところな

んですけれども、新年度になると新たな施設という

ことで名称が変わっていきますので、また早急に意

見交換をしながらですね、必要な人員体制等も整え

 ていけたらなというふうに考えております。

○玉城ノブ子委員　どうもありがとうございます。 

ぜひ、そこに対するですね、皆さん方の支援を拡

充していただきますように、よろしくお願いいたし

 ます。

 ありがとうございます。

次に、沖縄県こども計画策定事業の目的、内容、

 策定時期等についてお伺いいたします。

○寺本美幸子ども未来政策課長　お答えいたします。 

当該事業は、こども基本法第10条に努力義務とし

て規定されております都道府県こども計画を策定す

 るための事業となっております。

事業内容としましては、計画の策定に当たりまし

てこども施策の対象となる子供、若者等からの意見

聴取を行うということと併せまして、計画内容の調

査審議を行う外部有識者会議の会議運営を行うもの

 となっております。

意見聴取に当たりましては、公聴会とか、あと車

座などですね、国や他自治体の取組を参考にしつつ、

様々な手法を検討し実施していくこととしておりま

 す。

また、外部有識者会議におきましては、教育や保

育、人権、雇用環境など多岐分野にわたるこども施

 策について審議することとしております。

策定時期になりますけれども、当該計画につきま

しては令和６年度の早いうちに審議会による議論を

まずスタートさせて、年度内に策定していくという

ことで、そういった目標を持って取り組んでまいり

 たいと考えております。

 以上でございます。

○玉城ノブ子委員　いろんな困難を抱えている若者

や子供たちがいますので、そういう子供たちや若者

たちとしっかりと向き合っていく体制が必要なん

 じゃないかというふうに私も思います。

そういう意味では、子供たち、若者たち自身が持っ

ているものをですね、しっかりとつかんで、子供や

若者たちが本当に自分自身を肯定してね、前向きに

なっていけるような、支援やサポートが必要なんじゃ

ないかなと私自身も、身近にそういう人たちと関わっ

てきて感じておりますので、ぜひ子供や若者たちに

しっかりとした支援ができるように、今後の皆さん

方の取組として進めていただきたいというふうに思

 いますが、どうでしょう。

○寺本美幸子ども未来政策課長　委員のおっしゃる

 とおりだと思っております。

このこども計画策定に当たりましては、子供たち

にですね、公聴会――また、なかなか表に出て意見

が言えない子供たちもいます。障害を持ってる子供

たちに対しても意見を聞くという場合は、丁寧に聞

いていかなきゃならないというところもございます。 

そういった子供たちについては出向いていってで

すね、しっかりと意見を聞くというような形で、子

供たちのニーズをしっかり踏まえつつ、また有識者

の皆さんの御意見もいただきながら幅広い議論をさ

せていただき、子供たちのニーズに沿った施策が打っ

ていけるようにですね、しっかり検討してまいりた

 いと考えております。

 以上でございます。

○玉城ノブ子委員　どうもありがとうございます。 

 よろしくお願いいたします。

次に、待機児童解消の取組としての保育士の資格

の取得支援だとか保育士の待遇改善、保育人材の確

保の問題、また新たに拡充する保育対策総合支援事

業、その内容と今後の支援拡充についてちょっとお

 伺いいたします。

○下地努子育て支援課長　県では、待機児童の解消

には保育士の確保が欠かせないものと考えておりま

して、そのため、新規に保育士を確保するための保

育士養成施設に通う学生に対する修学資金の貸付け

事業ですとか、保育所等における保育士の確保を支

援するため、県外保育士誘致支援事業とかを実施し

 ているところです。

また、保育士の負担軽減を図るための事業としま

して、保育補助者等の負担軽減や保育士の離職防止
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を図ることを目的として、保育の補助者の雇い上げ

 をする事業を実施しているところです。

○玉城ノブ子委員　今、保育士不足のことが言われ

ておりますけれども、保育士不足を解消していくた

めには、保育士の待遇改善が急がれるんじゃないか

なというふうに思っているんですけれども、これに

 ついてはどのようにお考えなんでしょうか。

○下地努子育て支援課長　保育士の給与は、いわゆ

る全産業平均と比べましても、現在のところ若干低

 い状況が続いております。

やはりそちらのほうを改善することで保育士に職

場を、給与面からも魅力ある職場にしていくことは

 大事だと考えております。

今般、国におかれましては、保育士の給与をです

ね、国家公務員給与改定の内容に準じた賃上げを実

施することとしまして、令和５年度は5.2％の公定価

格における人件費の引上げを行われているところで

ありまして、このようなことによって保育士の処遇

 改善が図られていくものと考えております。

○玉城ノブ子委員　ぜひこれはですね、保育士の待

遇改善を急いでいくことが必要だと思いますので、

国に対しても要求していくことが必要だと思います。 

それと同時にですね、今、保育士の配置基準の見

直しをやっぱり要求していくことが必要なんじゃな

 いかなというふうに思っております。

特に今、１歳児の配置基準の見直しを急ぐことが

 必要なんじゃないかと思います。

現場からの声として配置基準の見直しをやってほ

しいという非常に強い要望、要求が上がっておりま

すので、国に対して強くその点について要請してい

く必要があるんじゃないかと思っておりますが、い

 かがでしょうか。

○下地努子育て支援課長　県としましても、国に対

しまして１歳児の配置基準の改善を早期に着実に実

行するよう、全国知事会等を通して要望してまいり

 たいと思います。

○玉城ノブ子委員　ぜひこの取組はですね、切実な

要求になっておりますので、保育現場で、安心して

子供たちを保育していく環境をどうつくっていくの

かは非常に大事な取組になっておりますので、国に

対しても強くこの配置基準の見直しについてですね、

 要求していただきたいというふうに思います。

あと、ひとり親家庭の自立支援事業について伺い

ますけれども、たくさんございますので、その中で

ひとり親家庭については、経済的に困難を抱えてい

る子供たちが病気の親を介護していたり、弟や妹の

面倒を見たり、様々な困難を抱えていることがたく

 さんございます。

そこにしっかりと寄り添っていけるような環境を

どうつくっていくかということが大変大事になって

おりますので、そのことも含めてですね、ひとり親

世帯への支援策について、しっかりと対応していく

ことが必要なんじゃないかと思っておりますけれど

 も、いかがでしょうか。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　資料にもあり

ますとおり、ひとり親家庭等の自立支援関係という

ことで、37.9億円の予算を令和６年度は計上を予定

 しているところでございます。

委員おっしゃるとおり、ひとり親家庭というのは

非常に、子育てもしないといけない、それから生計

維持もしないといけないという２つの役割を１人で

担うというようなことで、非常に厳しい生活状況に

置かれていまして、様々な課題を抱えているという

 ふうに認識をしております。

このため、県ではひとり親家庭等の生活の安定、

自立を支援するという目的で、まず就業支援ですと

か子育て・生活支援、それから経済的支援、あるい

は養育費の確保というような四つの施策を柱に各種

 事業を総合的に実施しているところでございます。

具体例を申し上げますと、民間アパートを活用し

た就労や生活、子育ての総合的な支援、それから好

条件な転職等に役立つ資格取得の支援、それから先

ほど答弁申し上げましたが、家事援助のためのヘル

パー派遣ですとかですね、そういった家庭全体を支

援するという、そういった観点からですね、今後も

様々なひとり親家庭のニーズを踏まえながら支援を

実施、強化していきたいというふうに考えておりま

 す。

○玉城ノブ子委員　どうもありがとうございます。 

少し時間がありますので、国民健康保険の件につ

 いて、保健医療部に１点だけちょっと。

これ国に対する要求、要望なんですけれども、一

般質問等でも私は質問をさせていただきましたが、

マイナンバーカードのトラブルが非常に相次いでい

る中において、マイナンバーカードと保険証を統一

化してね、紙の保険証を廃止しようということがあ

りますけれども、もう国民の間から大変大きな不安

 と怒りの声が広がっています。

これが実施されると、十分な医療を受けることが

できないような事態が生じるという不安の声が上

がっておりますので、国に対して、紙の保険証をな

くすべきではないということを強く皆さん方として
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も要求、要望をしていただきたいというふうに考え

 ておりますが、いかがでしょうか、部長。

○糸数公保健医療部長　一般質問のときにも答弁さ

せていただきましたけれども、国の方針としては今

年の12月以降、新しい保険証を発行しないというふ

うな形で伝わってきておりますが、様々な、誤入力

だったりいろんなトラブルが起きていることについ

 ても把握はしております。

県としましては、必要な医療が受けられなくなら

ないようにというところが基本だとは思っておりま

すけれども、そうならないように全国知事会等を通

してですね、適正に取り扱われるようにというふう

な要請は今出しているところですので、それを続け

 ていきたいと思います。

○玉城ノブ子委員　ありがとうございます。 

○末松文信委員長　それでは、玉城ノブ子委員の質

 疑を終わります。

 次に、瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員　生活福祉部からお願いします。 

当初予算の部局別でいうと６ページ、７ページに

 係る課題です。

災害時の個別避難計画作成の支援の実態、市町村

支援の強化状況について、市町村事業ですが県も関

わっているということで、どんな状況なのかお願い

 します。

○大石優子福祉政策課長　お答えいたします。 

この個別避難計画の策定についてですけれども、

市町村におきましては、本人の同意の上で避難先や

支援者などを記載した個別避難計画を策定すること

となっておりまして、令和６年２月時点で、全部策

定済みが２町村、一部策定済みが24市町村となって

 おります。

県では、未策定は15市町村あり、一部策定の市町

村も多いことから、市町村に対してアドバイザーの

派遣やセミナーの開催、担当者会議等も開催しまし

て、個別避難計画の策定推進を図っているところで

 す。

県としましては、引き続き市町村における要配慮

 者支援体制の強化に向けて取り組んでまいります。

 以上でございます。

○瀬長美佐雄委員　実は、豊見城市の場合ですが、

個別避難計画の提出依頼をしたのが1161名、実際に

その回答があったのが137名ということで、計画を作

成したのが問題ではなくて、本当にちゃんと一人一

人にできているのかというところまで見て、支援し

ないといけないということを表わしている数字だと

 思うんですね。

そこら辺は一体どこまで追求していくのかお願い

 します。

○大石優子福祉政策課長　避難行動要支援者名簿に

ついてですけれども、全市町村で作成済みではある

んですが、自力で避難することが難しくて第三者の

支援が必要な方々の登録漏れがないような作業を行

 うことが重要であると考えております。

 以上でございます。

○瀬長美佐雄委員　移ります。 

次に、高齢者の生活実態の調査が必要だし、それ

に見合った計画が必要だと求めてきて、それに対応

する旨、デニー知事も答えていただきましたが、今

後どのように進めていこうとしているのか伺います。 

○安里克也高齢者福祉介護課長　令和６年度当初予

算には、今、委員からありました高齢者の生活実態

調査に関する予算は計上しておりませんが、現在、

県におきまして高年齢者の生活困窮実態調査を実施

 しているところであります。

当該調査は、生活困窮者や高齢者等の相談や支援

を行っている主な機関・団体に対し、生活困窮を主

訴とする60歳以上の方の相談等の動向や生活困窮の

要因、相談への対応及び今後必要な支援等について

 アンケートを行うものとなっております。

アンケートは２月に依頼したところでありますが、

今後、調査結果を踏まえ、県としてさらなる調査や

必要となる取組について検討を行ってまいりたいと

 考えております。

 以上であります。

○瀬長美佐雄委員　子どもの貧困実態調査から始

まった子どもの貧困対策が充実してきたということ

で、スタートに立ったという点では重要な調査活動

になろうかと思いますので、しっかり分析して計画

 化するという点で期待いたします。

 次に、高齢者の要求が高い補聴器購入補助。

市町村レベルで始めている自治体も見えますが、

沖縄県もそこに市町村と連携した形でタイアップで

 きないのかと。考え方を伺います。

○安里克也高齢者福祉介護課長　高齢者の加齢性難

聴については、現在、国の研究機関において補聴器

の使用による認知機能低下予防の効果の検証に取り

 組んでいると聞いております。

県としましては、その研究成果等を確認しつつ、

必要に応じて他県とも連携しながら、高齢者に対す

る補聴器補助制度の創設等を国に対して要望するこ

 とを検討してまいりたいと考えております。
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○瀬長美佐雄委員　ぜひ実現させてください。 

 こども未来部に移ります。

 部局別の８ページから９ページ。

まずその前に、こども家庭庁が発足し、新年度か

ら予算化するという点ではスタートになろうかなと

思うのですが、それについて、概括的にですが、こ

ども家庭庁予算は異次元の子育て支援、少子化対策

だと打ったほどに、異次元の予算拡大という状況な

 のか。

あわせて、それに対応して沖縄県がどのような予

算増、新年度の対応となっているのかお願いいたし

 ます。

○大石優子福祉政策課長　お答えいたします。 

国は、こども未来戦略に基づくこども・子育て政

策の抜本的な強化に向けて大きな一歩を踏み出す予

算としまして、こども家庭庁予算を計上しておりま

して、令和６年度当初予算は約5.3兆円となっており、

前年度比で約0.5兆円、約10％の増となっております。 

令和６年度のこども未来部におけるこども施策に

つきましては、こども家庭庁予算を活用し、36事業、

 104億1476万2000円の予算を計上しております。

新規の事業としまして、その中で、沖縄県こども

計画（仮称）の策定や、社会的養護の下で生活する

子供の意見表明の支援を本格的に実施していくほか、

里親支援センターの設置等に新たに取り組むことと

 しております。

県としましては、国のこども・子育て施策を踏ま

え、全ての子供たちが夢や希望を持って成長できる

 社会の実現を目指してまいります。

 以上でございます。

○瀬長美佐雄委員　異次元の増額になっていないと。 

この新年度に国が新たにスタートさせるという事

業があるのか、沖縄県はそれに新たに対応するとい

 う事業があるのか確認ですが、お願いします。

○大石優子福祉政策課長　すみません、ちょっと資

 料のほうを持ち合わせておりません。

○瀬長美佐雄委員　続きまして、子どもの貧困問題

の解決に向けた切れ目のない支援の推進をという中

で、子どもの貧困対策の市町村に対する支援事業、

今年度も３億円かと思いますが、今年度の活用状況

はしっかりと使われているということなのか、新年

度は改めてまた充実させるということになるのか伺

 います。

○寺本美幸子ども未来政策課長　お答えします。 

当該事業は、子どもの貧困対策推進基金を活用し

 て市町村を支援する事業となっております。

子どもの貧困対策市町村支援事業につきましては、

令和５年度予算３億円についてですけれども、28市

町村に対し２億6659万2000円を交付決定いたしてお

 りまして、執行率は88.9％となっております。

内訳としましては、就学援助の充実に関する事業

として、25市町村に対し２億1406万2000円、貧困対

策に資する市町村単独事業として、14市町村に対し

5253万円を交付決定しているというところでござい

 ます。

○瀬長美佐雄委員　この就学援助制度に活用できる

という点で、大分拡充されてきたのかなと思います。 

それで、推移としてどうなっているのかと。例え

ば10年前と比較してどうなっているということでお

 願いします。

○寺本美幸子ども未来政策課長　就学援助率、援助

そのものは教育庁の所管にはなりますが、これまで

 の推移としてお答えさせていただきます。

援助人数と実際の子供たちの数を割ってというこ

とでございますけれども、就学援助率として表した

場合に、平成24年は19.26％、その後はどんどん上がっ

てきまして、令和３年度は23.98％で、令和４年度は

23.63％という形で、パーセンテージは当然、援助人

 数も増えているというところになります。

○瀬長美佐雄委員　答弁ありがとうございます。 

続きまして、県がやっている子どもの貧困対策事

業として、新年度は拡充するということなので、今

年度の執行状況と新年度に拡充するポイントを伺い

 ます。

○寺本美幸子ども未来政策課長　沖縄県ではですね、

沖縄こどもの貧困緊急対策事業、これ内閣府の予算

を活用して実施させていただいている事業でござい

 ます。

こちらの令和５年度の当初予算額ですね、３億

6840万6000円となっておりまして、現在の執行率は

 94.9％という状況になっております。

令和６年度になりますけれども、当初予算は３億

 8190万5000円を計上させていただいております。

こちらにつきましては、現在13か所ある高校の居

場所を新たに３か所増やすというほかですね、社会

経済活動の正常化が進む中、高まるニーズに対応す

るという観点から、子供の居場所に大学生をボラン

ティアとして派遣する事業がございますけれども、

そちらの謝金等についても予算計上させていただい

 ているというところでございます。

 以上になります。

○瀬長美佐雄委員　続きまして、人権尊重とジェン
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ダー平等の実現という項目で、沖縄県差別のない社

会づくり条例の今年度の取組、新年度に拡充に資す

 るどのような取組をされるのか、お願いします。

○島津典子女性力・平和推進課長　お答えいたしま

 す。

条例の施行に伴い、昨年７月に人権相談窓口を設

置し、12月末時点で23件の相談に対応しております。 

また、９月には弁護士や学識経験者から構成され

る沖縄県差別のない社会づくり審議会を設置し、こ

 れまでに３回審議会を開催したところです。

また、人権尊重の理念と条例の趣旨について県ホー

ムページへの掲載、行政機関への通知、人権関連イ

ベント等を通じ、広く県民等への周知啓発を行って

おり、去る２月25日には条例啓発イベントを開催し

たところです。年度内にはリーフレットの作成、配

 布等を予定をしております。

次年度は、これらの取組に加えまして、県民意識、

差別の実態調査を実施する予定としており、本県の

差別の実情を踏まえた効果的な施策につなげていき

 たいと考えております。

○瀬長美佐雄委員　ぜひ頑張ってください。 

次に、パートナーシップ制度に今、市町村、自治

体で取り組むところも増えています。沖縄県として

も取り組みたいという意向は確認できましたが、ど

 のような形で進めていくのか伺います。

○島津典子女性力・平和推進課長　パートナーシッ

プ制度につきましては、今定例会本会議において知

事から答弁もありましたとおり、令和６年度中の導

 入に向けて取り組んでいくこととしております。

導入に向けて、現在、先行自治体、特に都道府県

になりますけれども、具体的な実施方法、制度導入

までの手続や課題、導入後の状況等について収集・

 整理をしているところです。

また、毎年年度当初に開催しております市町村主

管課長会議などの機会を通して、県の方向性につい

て説明をし、市町村の理解協力をお願いしますとと

もに、市町村から意見、要望をお聞きした上で、本

県の実施の方策を取りまとめていきたいと考えてお

 ります。

○瀬長美佐雄委員　ぜひ新年度中にお願いいたしま

 す。

続きまして、９ページ、認可外保育施設への支援

で給食費支援等々ありますが、まず、認可化移行の

実績、認可、認可外保育園の数や園児数、これがど

 ういう推移になっているのか伺います。

○下地努子育て支援課長　認可化移行支援事業につ

いては、認可外保育施設が認可保育所等へ移行する

ことを促進するため、運営費の補助や施設改善に必

 要な費用の一部を補助する事業となっております。

認可外保育施設の認可化の実績につきましては、

平成24年度から令和４年度までの11年間で92施設が

認可保育所等へ移行し、5585人の保育定員を確保し

 たところです。

また、保育所等と認可外保育施設の施設数及び入

所児童数の推移については、令和５年４月１日時点

と平成30年４月１日時点の集計値を比較しますと、

保育所等においては151施設の増、入所児童が5673人

 の増となっております。

認可外の施設におきましては、59施設の増、入所

 児童数が2562人の減となっております。

○瀬長美佐雄委員　続きまして、給食費支援の実施

 状況と新年度の予算の内容について伺います。

○下地努子育て支援課長　認可外保育施設に対する

給食費支援の実施状況については、令和４年度は新

すこやか保育事業において18市町村に対し7457万

1000円の補助金を交付し、給食費助成に係る取組を

 支援しております。

認可外保育施設への給食費支援については、単価

の見直しや対象日数を増やすなど、これまで段階的

 に支援の拡充を図ってきたところです。

令和６年度当初予算においては、過去の実績や令

和５年度の交付申請状況を勘案し、認可外保育施設

の入所児童に対する給食費や健康診断費等に対する

支援として、新すこやか保育事業１億4949万6000円

 を計上しております。

○瀬長美佐雄委員　続きまして、児童相談所職員に

ついて事業がありますが、実際どういう状況で推移

 してきたのか伺います。

○井上満男青少年・子ども家庭課長　児童相談所の

 職員の推移についてお答えします。

近年、児童虐待相談対応件数が増加を続けており

まして、児童福祉司等の配置基準に係る児童福祉法

の改正を受けまして、県では平成17年度から令和５年

度の19年間で、正職員で66名、会計年度任用職員で

 57名、計123名を増員してまいりました。

特に、令和５年度に関しては両児童相談所を含め

13名の大幅な増員を行いまして、さらに令和６年度

についても14名の増員を行う予定としているところ

 でございます。

引き続き児童相談所体制の強化に努めてまいりた

 いと考えております。

○瀬長美佐雄委員　相談件数も増えていますし、対
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応する、いろんな難しい場面もあるという点で、令

和６年度は増やします、令和７年度以降についても

増やすという姿勢で臨むのかどうか、相談件数に対

して職員が少ないというのであればやっぱり増やす

べきだと思いますが、どう対応されるのか伺います。 

○井上満男青少年・子ども家庭課長　児童相談所の

職員体制につきましては、国からもその配置基準と

いうものも示されておりまして、その基本となるの

がやはり児童虐待相談対応件数が基になっておりま

すので、そこが毎年増加を続けておりますので、基

本的に毎年その配置基準を満たすためには増員をし

 ないといけないというところになっております。

加えて、令和７年度からですね、また新たに一時

保護時の司法審査の導入といった新たな取組とかも

始まっていきますので、児童相談所の職員の業務負

担というのはますます増加していくんじゃないかと

 いうふうに推測しているところでございます。

そういった職員の負担軽減、それから、何よりも

子供たちを適正に保護し支援をしていくという観点

からですね、その負担を軽減していく職員体制を強

化するというのは非常に重要なことだと思いますの

で、虐待件数の推移等も見ながらですね、あと現場

の意見も聞きながら必要な人員確保には努めてまい

 りたいと思っております。

○瀬長美佐雄委員　保健医療部に移りたいと思いま

 す。

コロナ感染の対応についてまとめられたと、概要

版も読ませていただきました。そこで最後のまとめ

というか、23ページに評価と課題というふうにあり

 ます。

医療コーディネーターの常駐や専門家、医師会と

の協力、あるいは組織体制の整備、あるいは課題も

書かれていて、ここに意図する、少し詳しい評価と

課題について、解説的な説明がいただければと思い

 ます。

○髙嶺公子感染症総務課長　お答えいたします。 

県では今月、これまでのコロナ対策の経緯であり

ますとか総括情報部の取組を記録するために振り返

りを行いまして、県のホームページのほうで公表さ

 せていただいております。

概要版のほうで評価と課題というふうにまとめさ

 せていただいております。

評価のほうでは、医療コーディネーターの常駐で

ありますとか専門家や医師会の協力、そして迅速な

組織対応ということで３つ挙げさせていただいてお

 ります。

この中で、医療コーディネーターの常駐について

の評価の部分について御説明をさせていただきたい

 と思います。

医療コーディネーターの常駐により、災害医療の

考え方が導入できたというふうに記載をさせていた

だいておりますが、災害時におきましては、地域の

対応能力を超える医療需要が突然発生し、平常時に

は滞りなく提供できていた地域医療サービスが機能

不全に陥るため、広域で患者の対応調整を行う必要

 があります。

また、対応の最前線となります保健所や医療機関

の活動を支援する体制が求められる点も、災害時と

 感染症危機対応は共通しております。

新型コロナは多数の患者が発生することが想定さ

れたため、本県では、コロナ対応について当初から

本質的に災害と捉え、コロナ発生初期から、災害医

療に精通した医師を医療コーディネーターとして

24時間体制でコロナ対策本部に常駐配置をしまして、

県全体の医療提供の統合調整を行う体制といたしま

 した。

具体的には、保健所業務である入院調整や搬送調

整などをコロナ対策本部に一元化しまして、ＯＣＡ

Ｓで医療機関の患者受入れ状況、人工呼吸器やＥＣ

ＭＯなどの重症患者受入れ可能数などをリアルタイ

ムに把握して、患者の重症度や緊急性に応じた入院

調整や搬送調整を医療コーディネーターが広域的に

 実施をいたしました。

本県は爆発的な感染拡大を繰り返し、医療提供体

制の逼迫も経験いたしましたが、災害医療対応の考

え方を取り入れ、感染症危機対応に取り組んできた

 ところでございます。

 以上でございます。

○瀬長美佐雄委員　コロナの対応で沖縄県独自に

やったことも評価点として結構ありました、入院待

機ステーションをやった、あるいはエッセンシャル

 ワーカーの定期ＰＣＲ検査もよかったと。

それをね、今後にどう生かすのかと。この概要版

は、それぞれのステージになってこういう取組をや

 りましたという、本当に概要なんですよ。

ここを個別にもっと、こういうときにこうだった、

あるいは間に合わなかったとか、それに応じた対策

が求められるという点で、例えばそういった観点に

立ったときに、新年度予算でここを強化したという

 のがあれば伺いたいと思います。

○糸数公保健医療部長　今、前半の対応についても

う少し追加でお話をさせていただきますけれども、
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今、委員のほうからお示ししていただきましたエッ

センシャルワーカーの検査だったり、それから入院

患者が逼迫したときに臨時の医療施設を設置したり、

最初から計画したというよりは、感染が物すごく大

きくて、それにより医療機関と保健所が逼迫をして、

それをどうやって解消していくかという部分が――

その場その場の対応で専門家と話し合いながら行っ

たことが、結果的にこの逼迫を解消することにつな

 がったと。

高齢者施設などでも医師や看護師を派遣して施設

内で医療をするということについても、やむを得ず

そういう対応を取りましたけれども、結局それが高

齢者の命を守るというところにつながったというと

ころがあって、結果的に全国的にそういう仕組みが

取り入れられたというふうな形となっていますので、

総括情報部がやったことの事実のまとめだけには

なっていますけれども、その次のパンデミックに備

えて、次にどういう対応をしていくかということを

考える際に、今回の取った対応について一つずつチ

 ェックをしながら行っていきたいと思っています。

また、今のものを踏まえた形で新たに次年度の予

算に取り入れたものについては、ちょっと課長から

説明させますけれども、やはり事前に医療機関としっ

かり協定を締結して、感染が急に広がったときでも

速やかに入院できるような体制をあらかじめ取って

いくとか、あるいは外来の医療機関の協力が、結果

的に半分以下でありました、発熱外来が結構少なかっ

たために救急に集中したというのもあるので、そち

らのほうを、今度は国がシステムを使って登録をす

るような仕組みがあるので、それも次年度の予算に

 取り入れています。

今回の経験を踏まえた形で新たな予算化、あるい

は高齢者がいる場所で治療するためには、医療も介

護も分け隔てなく行うということが必要であるので、

それは今回の組織改編につながっているというとこ

ろも一部ありますので、この４年ぐらいの経験を基

にですね、新たな体制で新たな予算で今取り組んで

 いるということは御理解いただきたいと思います。

すみません、個別の予算の説明は、また課長のほ

 うから。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長　お答えいたし

 ます。

新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取

組を踏まえて、令和６年度当初予算では新興感染症

の発生及び蔓延に備えるため、新興感染症等とアフ

ターコロナへの対応に係る予算を計上したところで

 ございます。

特にピックアップしたいのが、やはり新型コロナ

の反省を踏まえて、平時から対応していくことが重

要だというふうに認識しているところでございます。 

その平時からの対応というところで特化した事業

が、先ほども答弁させていただきましたが、沖縄県

 ＩＨＥＡＴ事業というのがございます。

保健所の業務がかなり逼迫したというところがご

ざいますので、人材バンクの事業ですけれども、外

部の専門職の方をここに登録して日頃から研修をし

て、有事の際にはこの方々にも支援していただこう

 という事業が沖縄県ＩＨＥＡＴ事業になります。

それからもう一点、感染症対応医療提供体制整備

事業というのがございます。5200万円程度計上して

おりますけれども、これも平時からですね、県と医

療機関の管理者が病床の確保、それから発熱外来等

について日頃から協議を行ってですね、協定を結ん

で、協定を結んでいただいた医療機関には感染対策

の設備整備の補助をしていくというふうな事業と

なっておりますので、コロナを踏まえた新たな事業

 としてはこの二つが挙げられると思います。

 以上です。

○瀬長美佐雄委員　ありがとうございます。 

では、この概要版の９ページには、保健所業務に

ついても分析されていて、業務が逼迫して大変だっ

たという部分と、多くの県の職員、外部からも協力

 していただいたという報告になっています。

それに照らしていうと、やっぱり平時からそれに

対応できるだけの陣容が必要だという点でいえば、

保健所の職員体制を充実すべきだと私たちも求めて

 きましたし、充実してきたのかなと思います。

現年度、次年度という形で保健所の職員体制強化

の推移についてどういうふうな効果があったのか、

コロナ前に比べるとどれぐらいの陣容になっている

 かを伺います。

○山里武宏保健医療総務課長　お答えします。 

令和６年度は、健康危機管理体制の強化及び感染

症対策に係る体制を強化するためにですね、各保健

 所に保健師等を定数上配置しております。

今までコロナの対応で重点的に増員していた保健

師を全部なくすというわけではなくてですね、それ

を一部残してそういう対応に充てるというような状

 況があります。

具体的な健康危機管理体制の強化という形で、北

部、宮古、八重山保健所に総括保健師を配置します。 

保健主幹として配置するというような状況があり
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 ます。

あと、感染症対策の強化でですね、中部、南部保

健所の各健康推進班にですね、保健師を２人ずつ定

数配置するというような形で強化を図っていく予定

 であります。

 以上です。

○瀬長美佐雄委員　じゃ、質問移ります。 

薬学部設置について、方向性は琉大と協議すると。 

ちなみに、課題は何なのかということを少し明確

にしてもらって、それを解決するためにどう取り組

 んでいくんだという点で伺いたいと思います。

○中村章弘衛生薬務課薬務専門監　お答えします。 

公募にしましたが、現在、結果として応募いただ

 く大学がなかったと。

その課題としまして挙げられていましたのが、ま

ず学生及び教職員等の定員の調整、それから施設整

備費や運営費等の確保などの課題があるということ

 でございました。

今後、琉大のほうとはですね、今、協議をする場

を設けることで合意をいたしましたので、そういっ

た内容も含めて大学側と、課題とですね、さらに解

決方法、手法等について協議をしていきたいと考え

 ております。

○瀬長美佐雄委員　あと、個別の事業になりますが、

在宅療養に係る難病者や医療的ケア児の非常用電源

 確保が長期停電のときに課題となりました。

それに対応する事業で、発電機や外部バッテリー

等の購入補助やレンタル予算の拡充というものを求

 めてきましたが、どうなっているのか伺います。

○新里逸子地域保健課長　お答えします。 

県では、在宅で療養する人工呼吸器を装着した指

定難病患者及び小児慢性特定疾病児童等の停電時に

おける安全確保のため、バッテリーや自家発電機を

無償で貸与する難病患者（児）人工呼吸器用外部バッ

 テリー等貸与事業を実施しております。

当該事業は、県の実施要綱は１つですが、事業の

予算が３つに分かれておりますので、それぞれの令

 和６年度予算の状況について御説明いたします。

まず１つ目に、難病患者人工呼吸器用外部バッテ

リー等貸与事業では、指定難病患者を対象にバッテ

リーを貸与しており、令和６年度予算額は補助金と

して147万円、令和５年度当初予算額の108万6000円

から38万4000円の増、前年度比135.4％となっており

 ます。

２つ目に、難病医療提供体制整備事業では、指定

難病患者を対象に発電機を貸与しており、令和６年

度予算額は補助金として21万2000円、令和５年度当

 初予算額の21万2000円と同額となっております。

３つ目に、在宅療養を支える環境づくり事業では、

小児慢性特定疾病児童等を対象にバッテリー及び発

電機等を貸与しており、令和６年度予算額は補助金

として444万9000円、令和５年度当初予算額の360万

1000円から84万8000円の増、前年度比123.5％となっ

 ております。

 以上です。

○瀬長美佐雄委員　ぜひ引き続き要望があれば拡大

 するという点で対応をお願いしたいと思います。

資料３の３の44ページにもありますが、こども医

 療費助成事業です。

現年度の実績の見込みと、拡大するという新年度

 予算の内容について伺います。

○山里武宏保健医療総務課長　お答えします。 

今年度の実績見込みとしては、２月補正でですね、

今、計上を予定しており、133億円を見込んでいると

 ころでございます。

令和６年度の当初予算としては、現在30億3142万

5000円を計上しているところでございます。ちなみ

に、令和５年度の当初予算がですね、27億2164万

8000円でしたので、それに比べて３億977万7000円、

 パーセントにして11.4％の増額となっております。

 以上です。

○瀬長美佐雄委員　要求としては18歳までの対象拡

大をと、拡大をするとしたら予算はどれぐらい見込

 まれていくのか、検討状況も併せてお願いします。

○山里武宏保健医療総務課長　18歳まで拡大した場

合の予算の見込みにつきましてはですね、令和５年

度の実績を現在、約66億円、県負担額として約33億

円を見込んでおりますが、当該実績見込みを踏まえ

て試算した場合ですね、18歳まで拡大すると、約10億

円増の約76億円、県負担額はその２分の１の約38億

 円と試算しております。

対象年齢を18歳まで拡大することにつきましては、

やはり市町村の意向とか事業実績、県及び市町村の

財政状況を踏まえて引き続き協議を行っていきたい

 と。

またですね、国に対しても、全国知事会等を通し

てこども医療費に係る全国一律の制度を創設する、

これを引き続き要請していきたいと考えております。 

 以上です。

○瀬長美佐雄委員　ありがとうございました。 

○末松文信委員長　瀬長美佐雄委員の質疑は終わり

 ました。
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 次に、上原章委員。

○上原章委員　どうも御苦労さまでございます。 

まず、資料の３の４、部局別予算概要の９ページ、

認可外保育施設への支援の中の2000万円計上されて

いる指導監督基準達成等の支援とは具体的にどう

 いった支援の内容になるのか教えてください。

○下地努子育て支援課長　指導監督基準達成支援事

業につきましては、指導監督基準を達成するために、

施設等の要件が、指導監督基準を満たしていない施

設に対しまして、その改修費ですとか修繕のほうの

 支援をする事業となっております。

○上原章委員　新年度2000万円計上されていますが、

何施設支援をして、この基準を達成するという今、

 見込みでしょうか。

○下地努子育て支援課長　令和６年度は10施設の改

 修を予定しております。

○上原章委員　この事業は、過去何年続けてきたん

 でしたっけ。

○下地努子育て支援課長　こちらのほうの事業開始

年度につきまして、ちょっと今、手元に資料がござ

いませんので、申し訳ありません、お答えできませ

 ん。

○上原章委員　私、本会議でも質問させてもらって、

今年の10月にこの監督基準を達成していない、そこ

に通っているお子さんの保育料が有償になるという

ことで、48施設あると聞いたんですけれど、この監

督基準を達成しようと今取り組んでいる――例えば

48施設のうち何施設が今それを目指しているのかと

 いう、そういった数字はあるのですか。

○下地努子育て支援課長　県ではですね、指導監督

基準に達していない施設について、それ以外の施設

に対してもそうなんですけれども、集中的に立入調

査を実施しておりまして、保育料無償化の経過措置

期間である令和６年９月末までに、可能な限り多く

の施設が指導監督基準を達成できるよう努めている

 ところです。

○上原章委員　ですから、先ほど、新年度は10施設

を目指しているとおっしゃっていましたけれど、

2000万円の予算で、この48施設がまだ基準を達成し

ていない中で、例えばこの９月末までに何施設が今、

達成しようと試みているか、そういった数字はない

 のですか。

○下地努子育て支援課長　先ほどの10施設と申しま

すのは、施設の基準でございまして、それ以外にも

保育士有資格者の数でございますとか、安全基準で

ありますとか、様々な要件があっての数になってお

りますので、そちらを含めました全ての施設に対し

て、可能な限り多くの施設が指導監督基準が達成で

きるよう今、指導しているという状況でございます。 

○上原章委員　分かりました。 

多くの利用者が、せっかく今の国の基準では無償

として手が打てているわけですから、何とか可能な

限りこの無償化がですね、ぜひ受けられるようにし

 ていただきたいと思います。

次に、資料の３の３、当初予算の説明資料の28ペー

 ジ、若年がん患者等支援事業について。

こちらも、実は本会議でも質問させてもらったん

ですが、この事業を非常に私も高く評価したいんで

すけれども、糸満、豊見城、そして浦添が今このア

ピアランスケア支援事業を取り組んでいる、そして

那覇市も新年度から取り組むというお話を聞いてい

るのですが、県では今回こういう形で、２分の１補

助で一緒にやっていこうという中で、申請時にがん

相談支援センターの事前相談を受けなくちゃいけな

 いというのが条件に入ってるんですね。

確かにアピアランスに関する相談、また、療養生

活全般に関する相談をケアしていきたいというのは、

非常にこれも大事なことだと思っているのですが、

事前相談とこの申請をする条件とは私、切り離して

 もいいのかなと。

相談は相談として受けられるような環境を整えて

いただいてですね、これまで３つの市がこの事業を

スタートしてる中でですね、県がこれを条件にする

ことが足かせになったら、本末転倒かなとも思って

 いるんですが、いかがでしょうか。

○國吉聡健康長寿課長　お答えします。 

アピアランスケア支援事業の事前相談の件につい

てですが、委員おっしゃるとおり、次年度の新規事

業であるこのアピアランスケア支援事業では、大き

く２つの理由からですね、助成の申請要件として事

前のがん相談支援センターへの相談を受けているこ

 とを定める予定でございます。

この２つの理由というのは、１つは、このがん相

談支援センターを周知していきたいということ、そ

れからもう一つは、市町村の窓口負担を軽減するこ

とによって事業を実施する市町村数を増やしていき

 たいというところでございます。

ちょっと説明いたしますと、県内６か所の拠点病

院内にあるがん相談支援センターでは、専門相談員

がウィッグ等の選び方や購入方法に関する情報提供

はもとより、がん治療や療養生活全般に関する相談

 にも対応しております。
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がんの治療や療養に伴って発生してくる様々な疑

問や不安について、専門のスタッフに安心して相談

できる場所につなげるためにもセンターを利用して

いただきたいと考えているというところが１つでご

 ざいます。

そしてもう一つ、市町村の負担軽減ということな

んですけれども、この事業を検討する際に、市町村

に事前に意向を確認したアンケートを行いました。

その中で、市町村の窓口でこういう相談が来られて

も、専門的な内容になるので対応が難しいというよ

うな意見もありました。要するに、財政以外の面で

の課題があるという回答をしたところもございまし

 た。

こういった市町村でも負担なく実施できるように、

がん相談支援センターへ相談する仕組みというのを

 今、考えているところでございます。

なお、この事前相談にあっては電話による相談も

可能であることから、患者への過度な負担にはなら

ないものと考えておりますが、事業の開始の後にも

ですね、市町村、それから利用者、医療機関、関係

者の意見も聞きながら県全体のがん患者の生活の向

上に向けて必要な改善を検討していきたいと考えて

 おります。

 以上です。

○上原章委員　各市町村の担当とのやり取りでやっ

ぱりそういった、逆に市町村にとっても負担が軽減

 できるというのは、非常に私も理解できます。

ぜひ、その辺の声は声としてですね、今現在この

事業を進めているところともぜひ意見交換もしてい

ただいてですね、例えば浦添にも、例えば南部の豊

見城にも総合病院、大きな病院があって、やっぱり

 がんの相談窓口がちゃんとあるんですね。

そういったところとこれまでしっかりアドバイス

を受けてきたのに、今回、県が関わることで、また

新たに県が指定する６つの病院に、電話で相談する

にしてもですね、そういった行為がまた負担になる

 とちょっと違うのかなと思うので。

例えば、これから新規に始めるところへのサポー

トということでは、今回皆さんが打ち出した内容で

 も十分と思っています。

一方、今までやっているところともですね、ぜひ

意見交換をして、どういう形のほうが利用者の負担

がないのか、私はぜひ、スタートする中でですね、

しっかり体制を整えてからやっていくのが大事かな

 と思うんですが、最後にお聞かせ願えますか。

○國吉聡健康長寿課長　ありがとうございます。 

今年度既に実施しているところとして、10月から

糸満市、浦添市、それから、２月から豊見城市が実

 施しております。

次年度４月から那覇市も開始予定と報道されてい

ることは承知していますので、こういうもう既に始

めているところ、準備をしているところとも意見確

認しながら事業の準備を進めていきたいと思います。 

 以上です。

○上原章委員　よろしくお願いします。 

 終わります。

○末松文信委員長　ありがとうございます。 

 それでは、上原章委員の質疑を終わります。

以上でこども生活福祉部及び保健医療部に係る甲

第１号議案、甲第６号議案及び甲第20号議案に対す

 る質疑を終結いたします。

 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

 休憩いたします。

 　　　（休憩中に、執行部退席）

○末松文信委員長　再開いたします。 

 以上で本日の日程を全て終了いたしました。

次回は、３月11日月曜日、午前10時から委員会を

 開きます。

 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

 本日の委員会はこれをもって散会いたします。
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